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本書における主な用語の意義等は次のとおりである。

　

１｢決算額｣とは、特にことわりのない限り、普通会計に係る地方財政純計における

　

額である。

　

２｢地方財政純計額｣、｢純計決算額｣又は｢純計｣とは、都道府県決算額と市町村決算

　

額の単純合計額から地方公共団体相互間における重複額を控除した額である。した

　

がって、都道府県決算額と市町村決算額の合計額は地方財政純計額に一致しないこ

　

とがある。

　

３｢普通会計｣とは。地方公共団体における公営事業会計以外の会計をいう。

　

４｢地方公営事業会計｣とは、地方公共団体の経営する公営企業、国民健康保険事

　

業、収益事業、公益質屋事業、農業共済事業、交通災害共済事業及び公立大学附属

　

病院事業に係る会計の総称である。

　

５｢市町村決算額｣とは、大都市、都市、町村、特別区及び一部事務組合における決

　

算額の単純合計額から、一部事務組合と一部事務組合を組織する市町村との間の相

　

互重複額を控除したも０である。

　

６｢大都市｣とは、大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市、北九州市、札幌

　

市、川崎市及び福岡市をいう。

　

７｢都市｣とは。大都市以外の市をいい、｢中都市｣とは、都市のうち昭和50年８月

　

31日現在の行政区域における昭和45年国勢調査人口10万人以上の市をいい、｢小

　

都市｣とは、人口10万人未満の市をいう。

　

８｢一部事務組合｣とは、特にことわりのない限り普通会計に係るものである。

　　　　　　　　　　

■%･ W･･■■I･　　　%■　　　　　7

　

9｢財政力指数｣とは、普通交付税の算定に用いた基準財政収入額を基準財政需要額

　

で除して得た数値で、昭和47年度、48年度及び49年度に係る数値の単純平均値で

　

ある。

10｢一般財源｣とは、地方税、地方譲与税及び地方交付税の合計額をいう(昭和41年

　

度にあっては臨時地方特例交付金、42年度にあっては臨時地方財政交付金が含ま

　

れる。)。

　　　

なお、市町村においては、これらのほか、都道府県から市町村が交付を受ける軽

　

油引取税交付金(大都市のみ)、娯楽施設利用税交付金。自動車取得税交付金を更に

　

加えた額をいうが、これらの交付金は、地方財政の純計額においては、都道府県と

　

市町村との間の重複額として控除される。

11｢一般財源等｣とは、前記10に掲げる一般財源のほかに、その使途が制約されて

　　

いない一般財源以外の収入を合算したものをいう。

12

　

各項目についての計数は、表示単位未満を四捨五入したものである。

　

したがっ

　　

て、その内訳は合計と一致しない場合がある。

　　　

なお、各項目の詳細な計数は｢資料編｣に集録してある。
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昭和48年秋の石油危機により、我が国経済は、物価の高騰と国際収支の

大幅赤字という困難な事態に遭遇し、総需要抑制策を始めとする各般の施策

の結果、物価は鎮静化の傾向を示すようになったものの、反面、深刻な不況

を招来した。そして、高度成長を続けてきた日本経済も、49年度は、戦後初

めてのマイナス成長を記録することとなり、その後も、世界経済の予想外の

停滞による輸出の不振及び設備投資の減少によって最終需要が伸び悩み、景

気の回復力は弱い状況にある。

　

政府は、昭和50年２月、３月。６月及び９月の４次にわたり、景気対策

を実施したのであるが、その効果の浸透には若干の遅れがみられ、雇用面に

おいてなお厳しい情勢が続いている。

　

このような経済情勢を反映して、昭和50年度は、地方財政にとっても近

年にない厳しい年となった。すなわち、年度当初において見込まれた歳入は

かってない巨額の減収を生ずることとなったため、国においては地方財政の

運営に支障を生ずることのないよう所要の補てん措置を講ずることとした

が、地方公共団体自身としても、従来の行財政運営を徹底的に見直し、歳入

の確保と経費の節減合理化を図る必要に迫られたのである。既に相当数の団

体において、行財政運営の健全化のための具体的措置が講じられており、今

後とも、多くの団体においてこのような措置が積極的に推進されるものと考

えられる。

　

今日、各地方公共団体は、地域住民の生活安定と福祉充実に配意しつつ、

一般行政経費についてはこれを厳に抑制するとともに、財源の重点的配分と

経費支出の効率化に徹することを基本として、新しい経済情勢に即応した機

動的、弾力的行財政運営を図ることが望まれている。

　

以下、昭和49年度決算を中心として、最近の地方財政の状況を述べると

ともに、今後０地方財政のあり方を展望する。
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第１部

　

昭和49年度の地方財政

昭和49年度の地方財政を取り巻く環境

　

昭和49年度の地方財政を取り巻く環境を年度当初における経済見通しと

国の財政運営方針、地方財政計画の基本方針並びに年度中の経済情勢の推移

と国の財政及び地方財政の補正措置によってみると、次のとおりである。

(Ｄ

　

当初の経済見通しと国の財政運営方針

　

｢昭和49,年度の経済見通しと経済運営の基本的態度｣(49年１月閣議決定〉

によれば.49年度の我が国経済において、特に年度当初に、石油の供給削減

の影響による供給面の制約から、物資需給、雇用等の面において、国民生活

に少なからず影響が及ぶことが懸念され、49年度の経済運営に当たっては、

適切かつ機動的な政策運用により、国民生活の安定と国民経済の円滑な運営

を確保するために、物価の安定確保を図ることが最優先の政策課題とされ、

そのため総需要の抑制に特段の配慮を払うものとされた．また、物資需給Ｏ

均衡確保、エネルギー消費の節減、合理化、長期的視点からの資源、エネル

ギー、食糧の安定供給の確保等を図るとともに、国民福祉向上のための諸施

策を引き続き推進し．更に、国際経済関係の調和的発展のための経済協力等

対外経済政策を講ずること等を重点的に行う.ものとされた．このような経済

運営の下において、49年度の経済活動は、年度当初は停滞するが、年度後

半には回復、安定に向かい、経済成長率は、実質2.5％(名目12.9 %)程度と

なるものと見込まれた．

　

昭和49年度の国の財政運営に当たっては．この経済見通しと経済運営の

基本的態度にのっとり、国民生活の安定と福祉の充実に配慮しつつ、厳に

抑制的なものとするとともに、今後の経済情勢の推移に対応し得るよう機動

的、弾力的な運営を行うことを基本とし、このため、財政規模を厳に抑制

し、公債及び政府保証債の発行額を縮減するとともに、給与所得者を中心と

　　　　　　　　　　　　　　　

－２－



する税負担の軽減適正化を図るための大幅な減税を行い、また公共料金は極

力凍結することとされた。

　

更に、歳出内容については、国民生活の安定に

寄与する施策の充実を図る一方、新幹線鉄道建設事業等巨額の経費を要する

事業の繰延べを始め、公共事業等を原則として前年度当初予算と同額以下

に抑制し、また、組織新設の抑制、公務員の定員削減、既定経費の整理合理

化等により、財源の重点的かつ効率的な配分を行うとともに。経済情勢の推

移に対処するため。予算及び財政投融資計画の執行に当たり、その弾力的な

運用を図り得るよう措置することとされた。これにより、国の一般会計予算

の規模は17兆994億円で、前年度当初予算（14兆2,840億円）と比べて

２兆8,154億円、19.7%の増加となり、財政投融資計画は７兆9,234億円

で、前年度当初計画（６兆9,248億円）と比べて9,986億円、14.4%の増加Iと

なった。

　

なお、公債の発行額は２兆1,600億円（前年度当初発行予定額２兆

3,400億円）、政府保証債の発行額は4,000億円(4,500億円）とされた。

（2）地方財政計画

　

昭和49年度の地方財政計画は、物価上昇。石油問題等内外の経済情勢の

推移と地方財政の現状にかんがみ、地方財源の確保に配慮を加えつつ、国と

同一の基調によ'り、総需要の抑制に資するため、公共投資を始めとする歳

､出を極力圧縮する'とともに、財源の重点的配分と経費支出の効率化に努め、

地域住民の生活の安定と福祉の充実を図るための施策を推進することを基本

とし、併せて経済情勢の推移に応じて機動的、弾力的な運用を図り得るよう

措置するものとして、次の方針に基づいて策定された。

　

第１に、個人の住民税及び事業税、小規模住宅用地の固定資産税等につい

て3,663億円の大幅な減税を行い、住民負担の軽減合理化を図るとともに、

市町村民税法人税割の税率引上げ等により‘地方税源を拡充強化し、自動車取

得税の税率引上げを始めとして地方道路財源の確保を図ることとする。

　

第２に、地方財政の状況等を考慮し､地方交付税叫ついて、昭和49年度の

特例として交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金残高に相当する1,679

億６千万円を減額し、後年度において調整するものとする。
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第３に、総需要抑制の見地から地方債の発行額を極力圧縮するとともに、

地方債資金における政府資金の構成比率を高め。償還期限を延長する等地方

債の質的改善を図る。

　

第４に、総需要抑制の要請を踏まえつつ、住民生活の安定と住民福祉の充

実のための施策を重点的に推進することとし、地方交付税、地方債、国庫補

助負担金等の重点的な配分を図る。

　

第５に、地方公営企業の経営の健全化と経営基盤の強化を図るため、病院

事業に対し不良債務解消のため新たな助成措置を講ずるとともに交通事業の･

経営の再建を引き続き推進する。また、地方公営企業に対する地方債につい･

て、生活関連事業を中心に、重点的な増額及び貸付条件の改善等を行うこと

とする。

　

第６に、地方財政の健全化と財政秩序の確立を図るため、国庫補助負担制

度の改善、超過負担の解消及び住民の税外負担の解消等のための措置を講す

ることとする。

　

第７に、今後の経済情勢の推移及び地方公務員の給与改定等の財政事情Ｏ

変化に対応し、地方財政の機動的、弾力的な運用を図るため、あらかじめ財

源を留保することとする。

　

これらの方針に基づいて策定された地方財政計画の規模は、17兆3,753億

円で、前年度(14兆5,510億円)と比べて２兆8,243億円、19.4%の増加と

なっている。

　

なお、昭和49年度当初の地方債計画は、厳しい経済情勢に対処するため

の総需要抑制の要請を踏まえながら、住民福祉の向上と住みよい地域社会の･

形成を図るため、人口急増地域の学校施設整備、辺地及び過疎対策、同和対

策、下水道及び上水道並びに公立病院に係る地方債を重点として、総額２兆

3,390億円の規模で策定された。この額は、前年度当初計画(２兆2,530億円)

と比べると860億円、3.8％の増加となっている。
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（３）経済情勢の推移と財政運営の経過

　

ア

　

経済情勢の推移

　

前述のとおり、昭和49年度予算は、国、地方を通じ、始めから極めて抑

制的なものとなったが、当該年度に入ってからも、予算の執行面から、更に

その効果を徹底させるため、公共事業等について四半期毎の契約目標率を前

年度以下に設定し、また一部を繰り延べる措置が図られた。こうした公共事

業等の施行時期繰延べは、49年度第３四半期まではほぼ完全に実施され、

12月末の契約率は前年をかなり下回る結果となった。

　

他方、金融政策についても、昭和48年12月以降９％の高い水準となって

いた公定歩合は、49年度中その水準が維持された。また、金融機関に対する

窓口指導も、48年度以降厳しさを増していたが、49年中も強力に実施され

た。50年１～３月は、貸出増加額が前年同期を上回ったものの、窓口指導

はなお抑制気味に実施された。

　

これらの施策を通じて、消費者物価指数を前年同月比上昇率15％以下に

とどめるとの政策目標は、昭和50年に入り達成された。（２月の前年同月比

上昇率13.9%)

　

しかし、その反面、総需要抑制による景気調整効果が浸透する中で、景気

は長期にわたり停滞することとなった。

　

そのため、昭和49年度第４四半期

以降は、それまでの総需要抑制の枠組みは堅持しながらも、政策運営は不況

対策を中心とした景気浮揚へと転換されることとなった。そして、①49年

度第３四半期まで抑制された公共事業については、第４四半期の契約枠の消

化を促進するとともに、50年度の公共事業についてもその円滑な消化を図

る。②49年度地方債発行枠の追加を行うとともに、50年度の公共事業等関

連地方債についても、その円滑な発行に配慮する等を中心として、50年２月

に第一次不況対策が、また３月に第二次不況対策がそれぞれ決定された。

　

なお。昭和49年度の経済成長率は、名目では17.9％（当初見通し12.9%〉

となったが、実質においては、マイナス0.2％（当初見通し2.5％）となり、

戦後初めてのマイナス成長を記録したレ

　　　　　　　　　　　　　　　

－５＝



　

イ

　

国の財政の補正措置

　

国の財政においては、昭和49年７月の人事院勧告に基づく公務員給与の

改定に対する措置や物価問題等に関連して各種の補正要因が生じ、同年12

月補正予算が編成された。補正予算の規模は、プ般会計２兆987億円で、

大型の補正といわれた前年度補正予算(一般会計9,886億円)を更に上回るも

のであったが、内容においては、総需要の抑制を基調とし、歳出に追加する

経費は特に緊急やむを得ないものに限るものとされた。すなわち、歳入面に

おいては、租税及び印紙収入１兆6,120億円、税外収入2,176億円並びに地

方交付税に係る前年度剰余金受入れ2,691億円が追加され、また歳出面にお

いては、国家公務員の給与改定、公共土木施設等の災害復旧対策。49年度産

米の政府買入価格の引上げ等に伴う食糧管理特別会計への繰入れ、公立文教

施設等の建築単価の改定等、福祉年金等の改善実施期日の繰上げ等、生活扶

助基準等の引上げ､診療報酬等の改定に伴う医療費等の増加｡日本国有鉄道の

財政基盤の強化等のための事業助成費、所得税及び法人税の増収に伴う地方

交付税交付金の追加等特に緊要でやむを得ない事項に限り補正された。

　

なお、財政投融資計画については、住宅金融関連及び中小企業金融関連等

石回(昭和49年10月、11月、12月、50年１月及び３月)にわたって総額

１兆2,058億円の追加が行われた。

　

ウ

　

地方財政の補正措置

　

地方財政においては、地方交付税について国り補正予算における所得税及

び法人税の追加額め計上に伴う5,152億円に昭和48年度分の国税三税の自

然増収に伴う地方交付税の精算分2,691億円を加えた合計7,843億円が増額

された。このうち、地方交付税の再算定を通じて、給与改定に要する5,590

億円、公立文教施設等の建築単価改定による超過負担の解消に要する66億

円、生活扶助基準等の引上げに要する100億円。私学助成等に要する85億

円ヽ臨時土地対策０ための1･530億円及び当初算定の際の調整減額分乃)復活

に要する93億円、合計7,464億円が普通交付税の増額に充てられ、残りの

379億円が特別交付税の増額に充てられた。

　

なお、地方公務員の給与改定についてり;、人事院勧告の内容が、昭和49
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年４月１日から俸給その他諸手当の改善により給与を29.64%引き上げると

いう近年例をみない高率なものであったため、国家公務員に準じて地方公務

員の給与改定を行う場合の一般財源所要額は１兆2,365億円と見込まれ、こ

の額から既に措置されていた2,925億円を差し引くと、新たな財源所要額は

9,440億円(交付団体分7,270億円、不交付団体分2,170億円)となり、前年度

の要措置額(2,370億円)の４倍に達した。

　

そのため、地方税における法人関

係税の増収及び既定経費の節約を見込んだ上で、交付団体につき、5,590億

円が地方交付税の増額によって措置された。

２

　

地方財政の概況

　

地方公共団体は、人口、産業構造。財政規模等においてそれぞれ異なって

いるが、等しく住民福祉向上のための行財政活動を営んでいる。これら地方

公共団体の数並びに個々の地方公共団体の財政の集合である地方財政の規

模、決算収支及び財政構造の状況等は、次のとおりである。

（１）地方公共団体の数

　

昭和50年３月31日現在における地方公共団体(財産区及び地方開発事業

団を除く。)の数は、47都道府県、643市、2,614町村、23特別区、2,567一

部事務組合で、合計5,894団体であり、前年同期と比べて18町村、６一部

事務組合が減少し。１市が増加している。なお、これまで逐年増加してきた

一部事務組合が49年度において減少を示したのは、林野(造林)組合のうち

24団体が財産区の事務を共同管理する一部事務組合であることが判明した

ため、これを普通会計に係る地方公共団体数から除外したことによるもので

あり。消防関係、衛生関係等を中心に一部事務組合の数は、実質的には前年

度より増加している。

　

昭和50年３月31日現在における都道府県及び市町村3,304団体(前年同

期3,321団体)を財政力指数段階ごとに分けてみると。全体の82.7% (前年同

期83.7%)に当たる2,734団体(2,781団体)が財政力指数0.5未満の団体であ

　　　　　　　　　　　　　　　　

－７－



り、財政力指数1.00以上の団体は、全体の1.6％(1.8％)に当たる54団体

(60団体)にすぎない。

　

これを団体種類別にみると、都道府県では、財政力指数0.5未満の団体は

全体の59.6% (前年同期59.6%)に当たる28団体(28団体)であり、財政力指

数1.00以上の団体は全体の8.5％(8.5％)に当たる４団体(４団体)となってい

る。また、市町村では、財政力指数0.5未満の団体は全体の83.1％(84.1％)

に当たる2,706団体(2,753団体)であり、財政力指数1.00以上の団体は全体

の1.5％(1.7％)に当たる50団体(56団体)となっている。

(２)決

　

算

　

規

　

模

　

昭和49年度の地方公共団体の普通会計決算額の単純合計額は。

　　　　　

歳

　　　

入

　　　　

24兆6,871億円(前年度19兆1,393億円)

　　　　　

歳

　　　

出

　　　　

24兆

　

882･億円(前年度18兆3,961億円)

であり、前年度と比べると、歳入５兆5,478億円、29.0％、歳出５兆6,922億

円、30.9％それぞれ増加している。

　

また、単純合計額から地方公共団体相互間の重複額１兆2,004億円を控除

した純計決算額は。

　　　　　

歳

　　　

入

　　　　

23兆4,867億円(前年度18兆2,171億円)

　　　　　

歳

　　　

出

　　　　

22兆8,879億円(前年度17兆4,739億円)

となっており。前年度と比べると、歳入５兆2,696億円、28.9%、歳出５兆

4,140億円、31.0％それぞれ増加している。この増加率は、昭和48年度決算

における対前年度増加率(歳入20.7%、歳出19.5％)を大幅に上回っているほ

か、49年度の地方財政計画の対前年度増加率(19.4％)及び名目経済成長率

(17.9％)のいずれをも大幅に上回っており、歳入、歳出とも近年にない高い

増加率である。このように決算規模の伸びが高かったのは、歳入においては、

地方税が高い伸びを示すとともに、地方交付税及び国庫支出金が大幅に増加

したためであり、歳出においては、人件費を中心とする義務的経費が著しく

増加し、また投資的経費も、総需要抑制策により抑制的基調で運営されたも

のの、かなりの伸びを示したためである。
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第１図

　

決

　

算

　

規

　

模

　

の

　

推

　

移

　

なお、決算規模の推移は、第１図にみられるとおり、年々増大してきてい

る。

（3）決

　

算

　

収

　

支

　

ア

　

実

　

質

　

収

　

支

　

昭和49年度決算におるけ歳入歳出差引額(形式収支)は，5,988億円(都道

府県2,231億円，市町村3,757億円９黒字となっている。

　

また，形式収支か

ら明許繰越等のために翌年度に繰り越すべき財源3,294億円(都道府県1,977

億円，府町村1,317^億円)を控除した実質収支は, 2,694億円(都道府県254億

,円，市町村2,440億円)の黒字で，前年度の黒字額2,523億円(都道府県493億
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円、市町村2,030億円)と比べ、171億円増加している。しかし、この実質収

支の増減を団体種類別にみると、市町村については、前年度に比べ410億FT

黒字が増加しているが、都道府県については、前年度に比べ239億円黒字が、

減少している。

　

実質収支を団体種類別、黒字、赤字団体別にみると、都道府県における黒、

字団体は41団体で、その黒字額は528億円(前年度654億円)であり、赤字゛

団体は６団体で、その赤字額は274億円(161億円)となっている。

　

また、市'

町村における黒字団体は5,641団体(3,100市町竹23特別区、2,518一部事一

務組合)で、その黒字額は2,857億円(前年度2,2nm円)であり、赤字団体は｡

206団体縦jぶ巾町村、49一部事務組合)で。その赤字額は417億円(前年度:

241億円)となっている。

　

実質収支が赤字の団体についてみると。前年度赤字であった172団体(2'

都府、120市町村、１特別区、49一部事務組合)のうち、２団体(２町)が合

併等により消滅し、67団体(39市町村、１特別区、27一部事務組合)が赤字

を解消して黒字団体となったが、他方、前年度黒字であった5,745団体(45 ir

府県、3,154市町村、22特別区、2,524一部事務組合)のうち109団体(４府

県、78市町村、27一部事務組合)が新たに赤字となり、この結果、昭和49･

年度の赤字団体は212団体と、前年度に比べ40団体(４府県及び37市町村

増加、１特別区減少)増加し、室だその赤字額も前年度に比べ289億円増加

した。特に。都道府県で前年度の２団体(東京都(37年度から)及び大阪府･

(46年度から))から６団体(東京都、大阪府、石川県、滋賀県、京都府及び兵･

庫県)に、都市で前年度の49団体から79団体に、それぞれ赤字団体が増力ぼ

しているのが注目される。

　

またヽ前年度に引き続いて赤字である団体は103団体(２都府、79市町村。

22一部事務組合)で、このうち37団体(25市町村、12一部事務組合)は赤字'

が減少しているが、66団体(２都府、54市町村、10一部事務組合)は赤字が

増加している。
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第2図実質収支の

　

推移

第３図

　

決算規模(歳出)に対する実質収支の

　　　　

比率の推移

　　　　　　　

’

　

44

　　　

45

　　　

46

　　　

47

　　

48

　　

49（年度）

　

なお。最近における実質収支及び赤字団体の赤字額の推移は、第２図にみ

られるとおりであり、決算規模（歳出）に対する実質収支の比率の推移は、

凛３図にみられるとおりである。

　

イ

　

単年度収支

　

昭和49年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた単年度収支は、

171億円の黒字であるが、前年度(605億円の黒字）に比べると484億円減少

心ている。これを団体種類別にみると、市町村は、全体で410億円の黒字
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(前年度399億円の黒字)であるが、都道府県は、団体数では全都道府県の半

数を超える28団体(前年度16団体)、金額では全体で239億円の赤字(前年、

度206億円の黒字)となっており、赤字基調に転換したことがうかがわれる。

　

単年度収支を昭和49年度における基金への積立額(1,558億円)及び地方債

の繰上償還額(71億円)を黒字とみなし、基金とりくずし額(846億円)を赤字'

とみなして調整した実質単年度収支は、954億円の黒字(前年度1,570億円の

黒字)となっている。

　

これを団体種類別にみると、都道府県は163億円の衆

字(前年度533億円の黒字)で､市町村は1,116億円の黒字(1,037億円の黒字)

となっている。

（4）財

　

政

　

構

　

造

　

ア

　

歳

　　　　

入

　

昭和49年度の歳入純計決算額は23兆4,867億円で、前年度(18兆2,171

億円)と比べると５兆2,696億円、28.9%増加している。歳入決算額の構成比l

は、地方税が35.1%で最も高く、国庫支出金(21.4%)、地方交付税(17.9％)｡_

地方債(8.2％)がこれに次いでいる。

　

昭和44年度以降における歳入決算額構成比の推移をみると、次の表のと

おりである。

地
地
地

国
地
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区

歳入決算額の構成比の推移
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16.5･

100.0
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182,171

　

234,867

　

（注）国庫支出金には、交通安全対策特別交付金及び国有提供施設等所在市町村助･

　　　

成交付金を含む。

　

地方税の構成比は、昭和44年度及び45年度は37％台を示していたが、

その後46年度34.8%、47年度33.2％と年々低下した。 48年度は、景気の･
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上昇を反映して法人関係税を中心に地方税収入が大幅に増加したため。前年

床を2.4%よ回る35.6 %＼XL再び高まった。49年度尽｡おいては、住民税を中

心に地方税収入が順損な伸びを示したことにより、35.1%とほぼ前年度並

みの水準を維持している。

　

地方交付税の構成比は、昭和44年度から46年度までは17％台で推移し、

47年度には16.9%と17％台をわずかに下回ったが、48年度には17.2%と

再ぴ17％台に上昇した。 49年度においては、国税三税が順調な伸びを示す

とともに、47年度及び48年度の国税三税の自然増収に伴う精算分が計上さ

れたこと等により、更に前年度を0.7％上回り17.9%となっている。

　

国庫支出金の構成比は、昭和44年度以降20％～22％台で推移してきてい

る。48年度は。総需要抑制策により普通建設事業支出金の伸びが抑えられ

たため、20.9%と低い水準になったが、49年度においては、社会福祉関係

国庫支出金の充実が図られたこと、義務教育職員給与費国庫負担金が大幅に

増加したこと、補助事業の前年度からの執行繰延べが多額にのぼったこと等

により、前年度を0.5%上回り21.4%となっている。

　

地方債の構成比は、昭和44年度の5.3％から47年度の10.8％までは逐年

上昇したが、48年度は、総需要抑制策によりその発行が抑制されたこと等

のため、前年度をかなり下回り9.0％となった。49年度においては、学校、

公園等の用地取得に対する需要が大きかったこと等のため、発行額は、前年

度を大幅に上回って増加した(増加率17.6%)ものの歳入総額の伸び(28.9%)

には及ばなかったため、更に前年度を0.8%下回り8.2％となっている。

　

以上のような結果、一般財源の構成比は、昭和44年度の55.9%、45年度

の56.0％から46年度53.1%、47年度51.2%と年々低下したが、48年度

には前年度を2.6％上回る53.8％に上昇した。49年度においては、地方税

の構成比が前年度よりわずかに低下したが、地方交付税の構成比が高まった

ことにより、更に若干上昇し53.9%となっている。

　

イ

　

歳

　　　　　

出

　

昭和49年度の歳出純計決算額は22兆8,879億円で、前年度(17兆4.739

億円)と比べると５兆4,140億円、31.0％増加している。
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（ア）目的別歳出の状況

　

地方公共団体の経費は。その行政目的によって、議会・総務費、民生費。

衛生費、労働費、農林水産業・商工費､｡土木費、警察・消防費、教育費に大

別することができる。この目的別分類による構成比の推移は、次の表のとお

りである。

　　　　　　　　　　

目的別歳出構成比の推移

区

総
生
生
働

会議
民
衛
労

分

　　

昭和44年度

　　

４5

　　　

４6

　　　

47

費
費
費
費

務

農林水産業・商工費

　

防

木
消
育
の

　

察

土
警
教
そ

　　

合

歳

　　　

出 合

計

費
費
費
他

　
　

計

％
6
4
6
8
2
5
6
7
6

　

・

　

ｅ

　

・

　

・

　

争

　

一

　

一

　

・

　

一

〇
７
５

　

1
3
4
5
４
6

1

　
　
　
　
　
　

１

　

２

　
　

２

　

100.0

　　

億円

80,339

％
７
７
２

　

２
９
２

　

４
６

　

１

　
　

・

　

１

　

１

　

１

　

１

　

・

　

・

　

一

　

一

　
　

9
8
6
1

　

2

　

5
5
3
7

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1

　

2

　
　

2

％
9
8
0
6
0
6
4
6
1

　
　

一

　

参

　

一

　

・

　

暉

　

・

　

一

　

ゆ

　

・

　
　

9
7
6
1
3
5
5
4
6

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1

　

2

　
　

2

％
2

　

7
9
7
8

　

2
6
9
0

a

　

・

　

・

　

一

　

・

　

・

　

・

　

一

　

一

　

一

　
　

〇
７
５

　

１

　

2
5
5
4
6

　
　

１

　
　
　
　
　
　

１

　

２

　
　

２

100.0

　

億円

100.0

　

億円

100.0

　

億円

≒
こ
こ
に
ご
ご
匹

49

　

％
10.0

^
ｆ
　
　
C
O

ｄ

　
　
＾
≫

N
O
　
　
o
o　
　
^
　
1
o
円

ｍ
一
６
１
Ｈ
２
１
０
１
６
６
？

98,149

　

119,095

　

146,183
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地方公共団体の経費のうち、大きな比率を占めているのは。教育費及び土

木費で、両者で全体の約２分の１となっており、農林水産業・商工費、民生

費、議会・総務費。衛生費がこれに次いでいる。

　

教育費の構成比は、昭和44年度においては、土木費をわずかに上回り歳

出中最も高いものとなっていたが、その後45年度から47年度までは土木費

の伸びがより大きかったこともあって、土木費を下回って推移してきた。し

かし、48年度においては、人件費の大幅な伸び等により前年度を1.0％

上回る24.6%に上昇し、再び土木費を上回り歳出項目中最も大きいものと

なった。49年度においては、前年度を更に大幅に上回る人件費の増加等に

より、前年度を更に1.8％上回り26.4%に上昇している。

　

土木費の構成比は、昭和44年度以降46年度までは毎年度上昇していた

が、47年度においては、前年度よりわずかに低下したものの、依然として

歳出項目中最も高いものとなっていた。しかし、48年度においては、総需要
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抑制策により普通建設事業費の伸びが大幅に鈍化したため。前年度を1.8%

下回る23.4%に低下し、教育費の構成比を下回った。 49年度においては、

総需要抑制策により国の当初予算において公共事業関係経費が前年度とほぼ

同額にとどめられたことにより、歳出総額の伸びを下回る伸ぴにとどまった

ため、更に前年度を1.8％下回る21.6%に低下し、教育費との開差は更に

大きくなっている。

　

民生費の構成比は、昭和44年度以降毎年度上昇しており、49年度におい

ては、10.4%と10％台に上昇している。これは、人件費並びに福祉優先の

財政運営を反映して扶助費及び社会福祉施設建設費等の伸びが大きかったた

めである。

　

衛生費の構成比は、し尿・ごみ処理対策及び公害防止対策経費の増嵩も

あって、昭和44年度以降上昇しており、49年度においても。前年度を0.3％

上回る6.8％となっている。

　

これら以外では、警察・消防費の構成比が近年わずかに上昇している反

面、議会・総務費及び労働費の構成比はほぼ横ばいで推移し、農林水産業・

商工費の構成比は低下している。

　　

（イ）性質別歳出の状況

　　　

ａ

　

性質別経費の状況

　

地方公共団体の経費を性質別に分類すると、義務的経費、投資的経費及び

　　　　　　

第４図

　

歳出決算額に占める義務的経費と投資的経費の

　　　　　　　　　　

比率の推移
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その他の経費に大別されるが、その構成比の推移は、次の表及び第４図のと

おりである。

　　　　　　　　　　

性質別歳出構成比の推移
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義務的経費は、人件費のほか、生活保護費等の扶助費及び地方債の元利償･

還のための公債費からなっている。投資的経費は、直接資本形成に向けられ

る経費であり、道路、橋りょう、小･-中学校、公営住宅等り建設に要する､普

通建設事業費ｉ災害復旧事業費及び失業対策事業費からなっている。

　

義務的経費の歳出総額に占める比率は、昭和44年度以降46年度までは逐

年低下の傾向にあったが、47年度より上昇に転じ、48年度においては、前

年度を1.8%上回る42.6%に上昇した。 49年度においては、更に大幅に上昇

し、前年度を2.6%上回る45.2%となっている。 48年度、49年度とも、人

件費及び扶助費の比率が前年度より高くなったことが、義務的経費構成比上

昇の原因である。特に、49年度において人件費が極めて大幅な伸びを示し

たが、これは、人事院勧告が近年にない高率(29.64%)であったこと及び教

育関係、民生、衛生、消防、警察等の職員数が増加したこと等によるもので

ある。

　

投資的経費は、昭和44年度以降年々その構成比が高まって47年度にぽ
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39.4%となっていたが、48年度においては、総需要抑制策により普通建設事

業費の伸びが鈍化したこと等により、その構成比は前年度を3.0％下回る

36.4%となった。 49年度においては、総需要抑制策により抑制的基調で運営

されたにもかかわらず、かなりの仲びを示したが、上記のとおり人件費を中

心とする義務的経費の伸びが極めて大幅であったこと等により歳出総額の仲

ぴがより大きいものとなったため､その構成比は前年度を1.9%下回る34.5％

となっている。

　　　

ｂ

　

一般財源の充当状況

　

昭和49年度の一般財源は12兆6,587億円で、前年度(９兆8,028億円)と

比べると２兆8,560億円、29.1%増加している。

　

一般財源の各経費に対する充当状況についてみると、義務的経費に総額の･

54.7% (前年度50.4%)に当たる６兆9,225億円(４兆9,430億円)が充当され

ており、その内訳は、人件費５兆8,777億円(一般財源総額に占める比率

46.4%)、扶助費3,871億円(3.1％)、公債費6,577億円(5.2%)となっている。

一方、投資的経費には20.9% (前年度22.1%)に当たる２兆6,508億円(２兆

1,710億円)が充当されており、その内訳は、普通建設事業費２兆5,5≪8億円

(一般財源総額に占める比率20.2%)、災害復旧事業費205億円(0.2％)｡失

業対策事業費715億円(0.6 %)となっている。

　　　　　　　

第５図

　

一般財源充当額構成比(性質別)の推移
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一般財源の充当額構成比の推移をみると、第５図にみられるとおり、義務

的経費への充当の比率は、昭和44年度及び45年度は低下したが、46年度よ

り上昇に転じ、47年度においては51.5％に上昇した。48年度においては、

一般財源の伸びが著しかったため、前年度を1.1％下回る50.4％に低下した

が｡49年度においては、人件費に充当された一般財源の大幅な増加によ

り、その比率は前年度を4.3%上回る54.7%と大幅な上昇を示している。ま

た、投資的経費への充当の比率は、45年度までは、毎年度高まってきたが、

46年度以降低下を続け、49年度においては、前年度を1.2%下回る20.9%

となっている。

　

次に、一般財源増加額の各経費に対する充当状況をみると、義務的経費

9.3 %(前年度46.4 %)、投資的経費16.8％(20.5％)、その他の経費18.0％

<22.4%)等となっており、義務的経費に増加一般財源の約７割が使われてい

る。

　　　

ｃ

　

経常収支比率の状況

　

財政構造の弾力性を判断する指標の一つとして、一般的に経常収支比率が

第６図経常収支比率の推移
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ようとするものである。

　

経常収支比率の推移をみると、第６図にみられるとおり、昭和44年度及び

45年度は60％台となっていたが、その後46年度70.4%、47年度72.1%と

逐年その比率を高めた。 48年度においては、地方税を中心に経常一般財源

の伸びが経常経費の伸びを上回ったため若干低下し、71.4%となったが、好

年度においては、人件費を始めとする経常経費が大幅に増加したため、

75.9%と急激に上昇している。

　

また、団体種類別に経常収支比率の推移をみると、まず都道府県において

は、昭和44年度の65.9%、45年度の65.3%に対し、46年度は69.4%に上

昇し、その後は、47年度71.2%、48年度69.7%と70％前後をほぼ横ばい

で推移してきたが、49年度においては再び上昇して75.2%となり、45年度

より約10％も高い比率を示している。一方、市町村においては、45年度に

69.8％と70％台をわずかに下回ったが、その後は、46年度71.8%｡47年度

73.3％、48年度73.7％と漸増し、更に49年度は76.8%へと大幅に上昇し

ている。

　

このように都道府県、市町村ともに昭和49年度の経常収支比率が大幅に

上昇しているが、これは経常経費の２分の１以上を占める人件費に充当され

た一般財源の伸びが極めて大きかったことによる。すなわち、経常的な人件

費に充当された一般財源の経常一般財源に対する割合をみると、都道府県に

おいては、45年度の46.4%から46年度49.5%に上昇した後は、47年度

50.2%、48年度49.0％とほぼ横ばいで推移していたものが、49年度におい

ては54.2%と急激に上昇している。

　

また、市町村においては、48年度ま

では40％をわずかに上回る比率で推移していたものが、49年度においてぼ

44.1%と大幅に上昇している。

　

以上のように、人件費を始めとする義務的経費が歳出総額に占める割合に

おいても、一般財源充当額の構成比においても増加している事実からも、ま

た、経常収支比率が急激に上昇していることからも、昭和49年度において

地方財政の硬直化が一層進行していることが明らかになっている。
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（５）人口急増市町村及び過疎市町村の財政状況

　

地方財政の一般的な状況は、以上にみたとおりであるが。人口の都市集中

による過密・過疎現象の進展に伴い、市町村財政がいかなる影響を受けてい

るかという観点から、人口急増市町村及び過疎市町村の財政状況をみると、

次のとおりである。

　

(注)１

　

人口急増市町村とは、当該団体の昭和45年の国勢調査人口が、40年の国

　　　　

勢調査人口と比べて10％以上増加している369市町村(３特別区を含む。)

　　　　

を、過疎市町村とは、過疎地域対策緊急措置法に基づき過疎地域の市町村と

　　　　

して公示されている1,045市町村を、一般市町村とは、全国市町村(特別区、

　　　　

一部事務組合を含む。)から。人口急増市町村及び過疎市町村を除いた市町村

　　　　

をいうものである。

　　　　

２

　

文中及び図中の数値は、(注)１の要件に該当する市町村ごとに昭和49年

　　　　

度の決算額及び公共施設の状況を集計したものによっている。

　　　　　

なお、人口１人当たりの額は、昭和50年３月31日現在の住民基本台帳登

　　　　

載人口を用いて計算したものである。

　

ア

　

歳

　　　　

入

　

人口急増市町村。一般市町村及び過疎市町村における歳入決算額の状況を

みると、人口急増市町村は３兆8,194億円(市町村の歳入総額に占める比率

　　　　　　　　

第７図

　

人口急増市町村等の歳入決算額の状況

　　　　　　　　　　　　

(人口１人当たり額及び構成比)
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.33.1%)、一般市町村は６兆5,139億円(56.4 %)、過疎市町村は１兆2,103億

円(10.5 %)となっている。

　

これを人口１人当たり額でみると、第７図にみられるとおり、人口急増市

町村は117,656円、一般市町村は93,233円、過疎市町村は140,431円となっ

ている。このように、過疎市町村が最も大きな額となっているのは、一般的

ヽに、行政執行に要する経費は、人口が少ない市町村ほど割高となる実情を勘

案して、これに対応した財源措置が講じられているためである。

　

次に、歳入決算額の構成比をみると、地方税は、人口急増市町村が40.0％

と最も大きく、次いで一般市町村が29.8%で、過疎市町村は所得水準の差

を反映して、10.0％にとどまっている。一方、地方税とともに一般財源の大

きな柱である地方交付税については、人口急増市町村10.7%、一般市町村

17.6%、過疎市町村39.4%で、地方税とは逆に過疎市町村における比率が最

も大きくなっている。これは、地方交付税が地方公共団体間の税収入の不均

衡を是正する財政調整の機能を有するものであるからであり、この結果、地

方税及び地方交付税の合算額の歳入総額に占める構成比は、人口急増市町村

石0.7％、一般市町村47.4%、過疎市町村49.4%と三者ほぼ近い比率になっ

ている。

　

国庫支出金については、人口急増市町村12.6%、一般市町村14.2%、過

疎市町村14.0％と、人口急増市町村及び過疎市町村の比率が一般市町村の

｡比率を若干下回っているが、地方債については、人口急増市町村(11.2%)及

び過疎市町村(11.2%)が一般市町村(10.2 %)を若干上回っている。

　

イ

　

歳

　　　　　

出

　

人口急増市町村、一般市町村及び過疎市町村における歳出決算額の状況を

みると。人口急増市町村は３兆7,006億円(市町村の歳出総額に占める比率

-33.1%)｡一般市町村は６兆2,864億円(56.3 %)、過疎市町村は１兆1,810

億円(10.6％)となっている。これを人口１人当たり額でみると、人口急増市

町村は113,995円、一般市町村は89,977円、過疎市町村は137,026円となっ

ている。
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第８図

　

人口急増市町村等の目的別歳出決算額の構成比
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次に、歳出の目的別内訳をみると、第８図にみられるとおり、人口急増地

域、過疎地域の特殊事情を反映して、人口急増市町村、過疎市町村ともにそ

れぞれ大きな特色がみられる。すなわち、人口急増市町村においては、短期

間に、急激に増加する人口に対応して緊急に必要となる義務教育施設、廃棄

物処理施設の整備、良好な市街地の形成のために必要となる都市計画街路。

　　　　　　

第９図

　

人口急増市町村等の性質別歳出決算額の構成比
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公共下水道の整備等に対し多額の投資がなされているために、教育費、土木

費、衛生費の比率が高く、特に、教育費は23.6%と、一般市町村の18.6%、

過疎市町村の16.4%を大幅に上回っている。一方、過疎市町村においては、

当該地域が主として農山漁村であり、産業振興の重点が農林水産業に置かれ

ているため、農林水産業費の比率が15.4%と高く､人口急増市町村の2.2％、

一般市町村の6.0％を大幅に上回っている。

　

歳出の性質別内訳をみると、第９図にみられるとおり、三者とも普通建設

事業費の比率が30％台と最も高く、次いで人件費の20％台となっている。

　

ウ

　

建設投資｀と公共施設の状況

　

人口急増市町村、一般市町村及び過疎市町村における普通建設事業費の決

算額の状況をみると、人口急増市町村は１兆3,406億円(市町村の普通建設事

業費総額に占める比率34.4%)、一般市町村は２兆1,420億円(55.0％)、過疎

市町村は4,133億円(10.6％)となっている。

　　　　　　　

第10図

　

人口急増市町村等の目的別普通建設事業費

　　　　　　　　　　　

の状況(人口１人当たり額０対比)
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市町村の普通建設事業費総額
過疎市町村

　　　　　　　　

に占める構成比である。

　

これを人口１人当たり額でみると、人口急増市町村は41,298円、一般市町

村は30,658円、過疎市町村は47,955円となっている。その目的別内訳をみ

ると、第10図にみられるとおり。人口急増地域、過疎地域の特殊事情を反

映した特色が明確に現れている。すなわち、人口急増市町村では、小・中

学校費の13,330円(普通建設事業費に占める比率32.3%)が最も大きい額と
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なっており、一般市町村の5,892円(19.2%)、過疎市町村の6,994円(14.6％)

を大幅に上回っているが、これは、児童・生徒の急激な増加に対処するた

め。小・中学校の新増築が優先的かつ集中的に行われていることによるもの

である。次に大きいものは、都市計画費の7,176円(17.4%)であり、これに

ついても一般市町村の4,216円(13.8％)、過疎市町村の1,278円(2.7％)を大

幅に上回っているが、これは、良好な市街地の形成を推進するために、宅地

開発等と一体となって整備すべき街路、公共下水道、都市公園等の根幹的な

公共施設の整備に多額の投資が行われていることによるものである。

　

一方、過疎市町村においては、農林水産業費が14,634円(30.5％)と最も大

きく、人口急増市町村の1,289円(8.1％)、一般市町村の3,474円(11.3％)を

大幅に上回っているが、これは。農山漁村の産業を振興するために、農道、

林道、水産業施設等の整備が重点的に行われていることによるものである。

また、道路橋りよう費の11,216円(23.4%)も、人口急増市町村の4,533円

(11.0％)、一般市町村の4,550円(14.8％)と比べると、２倍を超える大きな

額となっているが、これは、他の地域と比べて著しく立ち遅れている道路橋

りようの整備に大きなウェイトが置かれていることによるものである。

　

以上のように、人口急増市町村及び過疎市町村においては、当面の問題解

決のために優先的に整備を迫られている特定の事業に、重点的に投資が行わ

れているが、それにもかかわらず、これらの施設に係る施設水準は概して低

　　　　　　　　

第11図

　

人口急増市町村等の普通建設事業費の

　　　　　　　　　　　　

財源構成比の状況
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曳､ヽ状況にある。すなわち、人口急増市町村における小・中学校の整備状況に

ついてみると、児童・生徒１人当たり校舎面積は4.73 m2 となっており、

一般市町村の6.24 m2、過疎市町村の9.91 m2 と比べて著しく低くなってい

る。一方、過疎市町村における市町村道の整備状況についてみると、改良率

が11.0％、舗装率が14.1%と極めて低く、人口急増市町村(改良率29.0%、

舗装率33.4％)及び一般市町村(改良率22.1?^、舗装率20.3％)と比べて大幅

･に下回っている。

　

次に、普通建設事業費に充当された財源の構成比をみると、第11図にみら

｡れるとおり、人口急増市町村においては、一般財源等の比率が35.9%と最も

高く、次いで地方債の30.6％となっている。国庫支出金については16.6％と

一般市町村(16.5%)及び過疎市町村(16.1％)を上回っている。これは、最近、

人口急増対策の一環として国庫補助負担の拡充が図られていることを反映し

允ことによるもので、その比率は、年々増加の傾向を示｀している。

　

。

　

一方、過疎市町村においては、地方債が30.1％と最も高い比率となってお

'り、また、都道府県支出金が17.4%と人口急増市町村(5.5％)及び一般市町

村(7.7％)と比べ相当高くなっているが、これは、過疎対策事業の財源とし

て、多額の地方債及び都道府県支出金が充当されていることによるものであ

る。

（６）一部事務組合による事務の広域的処理の状況

　

近年における交通通信手段の発達、特にモータリセージ、ンの進展によっ

て、住民の日常生活上の行動範囲が拡大し、市町村の区域を越えて住民の日

常社会生活圏が形成されっっある。このような地域社会の変化に対処し、住

民の要請にこたえ魅力ある豊かな地域社会を建設するために、市町村は日常

社会生活圏を一体とした広域的な事務処理を行う必要がある。

　

従来から市町村の広域的、効率的事務処理のため、一部事務組合、協議会

等が活用されてきたが。昭和44年度から広域市町村圏が設定され、47年度

をもって一応その設定が完了し、広域事務処理の体制が一段と整備されるこ

､ととなった。
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一部事務組合は、広域市町村圏が設定されたこともあいまって、近年ます

ますその重要性が高まっている。最近における一部事務組合による市町村事

務の広域的処理状況を、一部事務組合数、市町村の一部事務組合への加入状

況、一部事務組合の歳出決算状況等によってみると、次のとおりである。

　

(注)１

　

設置目的別組合数は、組合の取り扱う主たる事務によって区分している。

　　　

２市町村決算額は、市町村純計決算額から、大都市及び特別区の決算額を控

　　　

除したものをいう。

　

ア

　

一部事務組合数

　

一部事務組合の設置目的別組合数の最近における推移は、第12図にみら･

れるとおり、増加の傾向にあり、昭和49年度末現在における一部事務組合

の総数は、2,567組合に達している。これは、44年度末(2,075組合)と比べ･

ると492組合の増加となっている。これを設置目的別にみると、し尿・ごみ

処理、伝染病等衛生関係組合が1,235組合で、全組合の48.1%を占めて最

も多く、広域消防、水害予防等消防関係組合408組合(全組合の15.9％)、

　

第12図一部事務組合の設置目的別

　

退職手当組合等総務関係組合243組合

－

　
　

０

　
　
　
　
　

０
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団体数の推移

　　　　　　　　

匯慰匹1.235

　　　　　　

●／●〃●〃●.／゜／

　　　　

[記]回788

.／゛／゛／゛／゜／゜

　　　　

函皿圖回

　

428

n天固丿.ン錨⊆回
1二半!徊－!４ご:＝:ごヽ～卯

･乙･~゜-l五回-'- 'no

　　　　　　　　　　　　　

一一
45

　

46

　

47

　　

48

　

49

　

50つ
丿

　　

●

　　

●

　　

●

　　

●

　　

・年
３

　　

３
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３月

31

　

31

　

31

　　

31

　

31

　

31三

　　

(9.5 %)、小・中学校等教育関係組合

　　

223組合(8.7％)、農林水産関係組合

　　

194組合(7.6％)がこれに次いでい･

　　

る。

　　　

昭和44年度末以降５年間における

　　

一部事務組合数の増加状況をみると、

　　

組合総数で492組合増加しているが、

　　

この増加数のうち、消防関係組合の増

　　

加数は288組合で、その増加数に占め･

　　

る構成比は58.5％と最も高く、ごみ・

　　

し尿処理組合(42.3 °/o)がこれに次いで

　　

いる。

　　　

なお、昭和44年度末と比べると、消･

　　

防関係組合は3.40倍と大きな伸びを

　　

示しており、このほかに、組合総数Ｏ
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伸び(1.24倍)を上回る伸びをみせているのは。商工関係組合(1.80倍)、民

　

生関係組合(1.44倍)、ごみ・し尿処理組合(1.36倍)、総務関係組合(1.38倍)

　

､となっている。

　　

また、昭和49年の地方自治法の改正により、総合的かつ弾力的な事務の

　

兵同処理機構としての複合的一部事務組合制度が創設され、50年12月１日

　

双在で21組合設立されている。

　　

イ

　

市町村の一部事務組合への加入状況

　　

一部事務組合へ加入して事務を共同処理している地方公共団体の数は、昭

　

和49年度末現在において、延べ24,845団体となっており、前年度末におけ

　

｡る加入市町村(24,363団体)と比べると482団体、2.0％増加している。

　　

加入団体数を加入先組合別に分けてみると、総務関係組合は8,648団体で、

　

全加入団体の34.8%を占めており、衛生関係組合7,182団体(28.9 %)、消

　

防関係組合3,803団体(15.3 %)がこれに次いでいる。

　　

市町村は、各種の組合に加入してその事務の一部を処理しているが、１市

　

町村当たりの組合による処理事務数は、昭和49年度末現在で7.6事務となっ

　

ており、前年度末(7.4事務)より増加しており、市町村が一部事務組合を通

　

Ｕて処理する事務が増加している。

　　

ウ

　

一部事務組合の歳出決算の状況

　　

一部事務組合の歳出決算額は3,592億円で、市町村決算額(８兆6,345億

　

;円)の4.2%を占めている。

　　

歳出決算額を前年度(2,499億円)と比べると1,093億円、43.7%と、前年

　

度(758億円、43.5 %)に引き続き、大幅に増加している。　これは、市町村決

　

算額の増加率(昭和49年度31.1％、48年度26.2 %)をしのぐ大きな伸びと

'』なっており、一部事務組合によって処理される事務量の増大を示している。

　　

歳出決算額の目的別構成比をみると、衛生費(33.3 %)、総務費(24.3 %)及

　

び消防費(25.9 %)が高く、これらで全体の83.5 %(前年度82.1 %)を占め。

　

民生費(5.7％)、教育費(3.9 %)がこれに次いでいる。また、これらの最近に

　

おける推移は次のとおりとなっており、消防費の比率の上昇が目立ってい

　

る。
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目的別歳出決算額の最近における推移と、これらが市町村決算額中の各ぼ

的別歳出決算額に占める比率(以下｢組合施行比率｣という。)の推移は、第13

図及び第14図にみられるとおりである。この組合施行比率を歳出決算の総

額についてみると。昭和44年度まで2.3％で推移していたが、45年度以降=

は徐々にその比率を高め、49年度は4.2%となっている。
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目的別にみると、消防費の組合施行

　

第14図

比率は年々増加し、昭和49年度にお

いて、32.4%と最も高い比率となって

　

y屑

いる。また、清掃費の組合施行比率も

年々増加してきたが、49年度におい

　

3,00C

ても26.3%と引き続きその比率を高

め、その他のものはほぼ横ばいとなっ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2,500
ている。

　

次に、目的別歳出決算額を昭和44年

度と比べると、消防費が19.40倍と著

　

2,000

しい伸びを示している。このほかに、

商工費(7.54倍)、清掃費(6.45倍)、民

　

1,500

生費(6.30倍)は総額の伸び(5.77倍)を

上回っているが、土木費、農林水産業

費、教育費等はこれを下回っている。

　

なお、歳入決算額は3,887億円と

なっており、前年度と比べ1,155億

円、42.3%増加している。歳入決算額

の内訳をみると、組合加入市町村等か

らの分担金、負担金が2,528億円、

一部事務組合の歳出決算額の

推移

　　　　　　　　　　　

(577)

（注）Ｏ　内の数値は、昭和44年度を100とし

　　

た指数である。

65.0％と大半を占めており、地方債614億円(15.8％)、都道府県支出金

127億円(3.3％)、国庫支出金124億円(3.2％)がこれに次いでいる。

３

　

住民負担の動向

　

昭和49年度における地方歳入の状況、国民の租税負担の状況、租税の配

分状況により、住民は経費をどのように負担しているかをみると、次のとお

おりである。

　　　　　　　　　　　　　　　

－29－

　

才

］

　

鵬

2,000

　　　　　　　　　　　　　　

C

1,500

　　　　　

（2o･）

ｍ

　

ミ

　　　　

1.260

　　　

｡‥‥‥‥‥‥‥

1,000

　

1g）

（

　

）

500

　

1S

●

0

　

44 45　46　47　48　49（・・）



(１)地方歳入の概況

　

昭和49年度の歳入決算額(23兆4,867億円)の主な内訳は，地方税８兆

2,375億円(構成比35.1％)，地方交付税４兆1,987億円(17.9％)，国庫支出金

４兆9,763億円(21,2％)，地方債１兆9,254億円(8.2％)となっている。
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（注）国庫支出金には、交通安全対策特別交付金及び国有提供施設等所在市町村

　　

助成交付金を含まない。

　

また。歳入増加額(５兆2,696億円)の主な内訳は、地方税１兆7,462億円

(増加額構成比33.1%)、地方交付税１兆668億円(20.2%)、国庫支出金１兆

2,211億円(23.2%)｡地方債2,879億円(5.5％)となっている。

　

歳入総額の増加率は28.9%で、前年度(20.7％)を8.2％上回っており、こ

の増加率は、地方財政計画の増加率(19.4%)及び名目経済成長率(17.9%)の

いずれをも大幅に上回っ七いる。

　

歳入の主な項目について増加の状況をみると、地方交付税及び国庫支出金

は、それぞれ34.1%及び32.5%の伸びとなり、前年度(22.7%、12.2%)の伸

びを大幅に上回っている。地方債の増加率は17.6%で、他の項目に比べ大き

い伸びとはいえないが、極めて小さかった前年度の増加率(0.1％)よりは上

回っている。一方、地方税は26.9%の増加率となっているが、前年度の伸び

(29.7％)よりは小さい。
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（2）租 ■> .

　

ア

　

租税負担の状況

　

国及び地方公共団体の行政活動に要する経費は、大部分が租税によって賄

われている。昭和49年度において租税として徴収された額は23兆9,919億

円で、前年度(20兆5,391億円)と比べると３兆4,528億円、16.8%増加して

いる。

　

これを国税と地方税に分けてみると、国税15兆7,544億円、地方税８兆

2,375億円で、前年度と比べると国税１兆7,066億円、12.1%、地方税１兆

7,462億円、26.9%それぞれ増加している。

　

国民所得に対する租税総額の割合である租税負担率の推移をみると、昭和

41年度以降、46年度に若干前年度を下回ったほかは、漸増してきていたが、

49年度においては、21.3%と前年度(22.4 %)を1.1％下回っている。このう

ち地方税の租税負担率は7.3%で、前年度(7.1%)を0.2％上回っている。

　

国民の租税負担の軽重は､国によって､行政活動の内容、国民所得水準、個

人保有資産の水準等に差異があるため、租税負担率のみによっては判断でき

ないが、昭和49年度における我が国及び主要な諸外国の租税負担率をみる

と、イギリス36.9%､西ドイツ31.3%、アメリカ30.9%、フラｙス27.8%､イタ

リア23.9%となっているのに対し､我が国は21.3%とかなり低くなっている。

　

イ

　

租税の配分状況

　

昭和49年度における国と地方公共団体の租税の配分状況は、第15図にみ

られるとおりである。

　

我が国の租税体系の特徴は、所得税、法人税、住民税、事業税、固定資産

税等の直接税を基幹とし、酒税、物品税、たばこ消費税等の間接税等でこれ

を補完していることにある。

　

租税総額に占める直接税と間接税等の比率の推移をみると、直接税は所得

税、住民税を中心として減税が行われているものの年々その比率が高まっ

ており、昭和49年度では直接税77.3% (前年度75.3%)、間接税等22.7%

<24.7 %)となっている。
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第16図

徴収

第15図

　

国税と地方税の状況

国ｉ地方公共団体間の租税の

実質的配分

　　　　　　　　

使

　

用

の他(2.0％)

　

また、昭和49年度にお

ける地方税について、直接

税と間接税等の比率をみる

と。道府県民税、市町村民

税、事業税、固定資産税等

の直接税の比率は、83.7%

(前年度81.9%)となってお

り、たばこ消費税、軽油引、

取税等の間接税等は16.3％

(18.1％)となっている。

　

租税総額に占める国税

と地方税の比率は、国税

65.7%(前年度68.4％)、地

方税34.3 % (31.6 %)であ

り、昭和40年代において

はその比率にほとんど変化がみられなかったが、49年度においては、国税Ｏ

割合がわずかに低下し。地方税の割合が高まっている。この租税総額の帰属

をみると、国では、国税として徴収した額の２分の１以上を地方交付税、地方
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譲与税及び国庫支出金として地方公共団体に交付しており、一方、地方公

共団体は、国の直轄事業に対する負担金等を国に納付している。このような

関係を調整した後の49年度の国と地方との間における租税の実質的配分状

況は、第16図にみられるとおりで、その比率は、租税総額に占める国税と地

方税の比率とは逆に国27.3 %(前年度34.8%)、地方公共団体72.7% (65.2%)

となっている。

　

ウ

　

地方税の内容

　　

(ア)収入の状況

　

地方税の収入額は８兆2,375億円で、前年度(６兆4,913億円)と比べると

１兆7,462億円、26.9%増加したが、前年度の増加率(29.7%)を下回ってい

る。なお、徴収率は、都道府県96.4^ (前年度95.9%)、市町村96.9% (97.2%)

となっている。

　

地方税総額に占める道府県税と市町村税の比率の推移をみると、昭和38;

年度までは市町村税の占める比率が高く、39年度以降は道府県税の比率が

高くなっている。 48年度までの状況をみると、道府県税においては､事業税

と道府県民税が、経済の高度成長を反映して大きく伸びているほか、自動車

の普及を反映して自動車税、軽油引取税が大きく伸びたこと等の事情がある

のに対し、市町村税は、道府県税ほど著しい伸びがみられなかったためであ

る。 49年度においては、依然として道府県税の比率の方が高いものの、道

府県税においては、軽油引取税が石油危機の影響を受けて前年度決算を下

回ったこと及び自動車税の伸びがやや鈍化しているのに対して、市町村税に

おいては、市町村民税が法人分の税率引上げ等により大きく伸びたこと等に

より、道府県税51.9%、市町村税48.1%と前年度(道府県税54.0%、市町村

税46.0％)に比べて格差が縮小している。

　

地方税収入額のうち、大きな比率を占める住民税及び事業税の状況をみる

と、まず、法人住民税及び法人事業税はそれぞれ41.4%、24.8%と前年度Ｏ

増加率(それぞれ47.5%、47.0％)よりは下回ったものの、両者を合わせると

30.1％の伸びとなり、地方税総額の増加率(26.9%)を上回っており、地方税

総額に占める比率は35.9%と前年度(35.0％)と比べてわずかに高まってい
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.る。

　

また、個人住民税及び個人事業税の増減状況はそれぞれ39.2%の増、

17.3%の減(前年度増加率21.4%、0.0％)となっており、両者を合わせると

36.9%の伸びとなり、地方税総額に占める比率は24.4%と前年度(22.6%)と

比べて高まっている。

　

なお、昭和49年度の個人住民税の課税最低限(夫婦、子供２人の給与所得

者の場合)は、48年度の86万６千円と比べて、15万円(17.3 %)引き上げら

れて101万６千円とされる等住民負担の軽減が図られている。

　　　

ａ

　

道府県税の収入状況

　

道府県税の収入額は４兆2,715億円で、前年度(３兆5,069億円)と比べる

と7,646億円、21.8%増加している。

　

道府県税の税目別内訳は、第17図にみられるとおり、事業税が１兆9,721

第17図

　

道府県税収入額の状況
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億円で46.2%と最も高い比率を占

め、道府県民税１兆180億円(構

成比23.8%)、自動車税3,306億円

(7.7％)、料理飲食等消費税2,473

億円(5.8 %)、軽油引取税1,924億

円(4.5 %)がこれに次いでいる。

　

主な税目の増加率をみると、まず

普通税では、道府県民税及び事業税

のうち法人分がそれぞれ22.4%、

24.8%と前年度の増加率(47.4%、

47.0%)よりは大幅に下回っている

ものの、なおかなり高い伸びとなっ

ている。これは、昭和49年度の地方

税収入においては、収益の落ち込み

のそれ程顕著でなかった48年度下

期及び49年度上期の企業業績が反

映され、49年度下期の大幅に落ち込んだ企業収益の影響を余り受けていない

･ことによるものである。これに対して個人分は、道府県民税については、48年

　　　　　　　　　　　　　　　　

－84－

　　

L 19,72ﾚ3　　49年収入頷

　　

l

　　

10.180

　

48年度収入額I

5,000

　　　　　

?,760

ﾐ

_‥

L3

91141
9j

924

2j
71

4;
5i;･j8ﾓ

゛



における民間給与の大幅な引上げ、譲渡所得の増加等に伴って、35.8%と前

年度(24.0 %)を大幅に上回る伸びを示したが、事業税については、事業主控

除等の引上げにより、17.3%減少している。このほか、道府県たばこ消費税

10.9％(前年度8.5％)等は前年度の伸びを上回っているが、自動車税13.5％

(19.5 %)、料理飲食等消費税18.3% (25.8%)、不動産取得税13.3% (37.1%〉

等は前年度の伸びを下回っている。

　

これらの結果、普通税全体では22.6%･

の伸びで前年度(34.2 %)をかなり下回っている。

　

また、目的税では、自動車取得税が税率の引上げ等により49.6%と前年度

(9.6％)の伸びを大幅に上回ったものの、軽油引取税は4.9%減と前年度

(14.5 %)を大幅に下回っている。

　

以上の結果、道府県税全体では前年度の増加率(32.0％)をかなり下回る

21.8%の伸びとなっている。

第18図

　

市町村税収入額の状況
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市町村税の収入状況

　　　

市町村税の収入額は３兆9,660億円

　　

で、前年度(２兆9,844億円)と比べる

　　

と9,816億円、32.9%増加している。

　　　

市町村税の税目別内訳は、第18図

　　

にみられるとおり、市町村民税が１兆

　　

9,733億円で49.8%と最も高い比率を

　　

占め、固定資産税１兆2,697億円(構成

　　

比32.0 %)がこれに次いでおり、両

　　

税で市町村税総額の81.8 % (前年度

　　

81.0％)を占めている。

　　　

主な税目の増加率をみると、まず、

　　

普通税では､市町村民税の法人分が､道

　　

府県民税の法人分と同様の理由に加え

　　

て税率の引上げがあったため、52.3%

　　

と前年度(47.6 %)を上回る大幅な伸
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びとなっている。また、市町村民税の個人分についても。昭和48年における

民間給与の大幅な引上げ、譲渡所得の増加等に伴って、増加率41.1%と前年

度(20.0％)を大幅に上回っており、これらの結果､市町村民税全体では45.0％

の伸びとなり、前年度(28.2%)を大幅に上回っている。このほか、固定資産

税20.2 %(前年度27.7%)等は前年度の伸びを下回ったものの、市町村たば

こ消費税10.8％(8.7％)、電気税及びガス税25.6 %(6.6 %)等は前年度を上

回っており、また48年７月から施行された特別土地保有税は、平年度化に

より516.4 %と大幅な伸びとなっている。

　

次に、目的税では、都市計画税が6.2％と前年度(61.6 %)の伸びを大幅に

下回っている。

　

以上の結果、市町村税全体では前年度の増加率(27.1 %)を上回る32.9%の

伸びとなっている。

　　

(イ)法定外普通税

　

法定外普通税の収入額は42億円で、前年度(88億円)と比べると４億円、

10.4%増加している。

　

法定外普通税は、沖縄県が徴収した石油価格調整税のほかはいずれも市町

村におけるものであり、商品切手発行税は15団体(前年度15団体)。犬税は

９団体(15団体)、林産物移輸出税は７団体(７団体)、広告税は７団体(７団

体)、砂利採取税は７団体(６団体)、文化観光施設税は２団体(２団体)がそ

れぞれ課税している。

　　

(ウ)超

　

過

　

課

　

税

　

超過課税に係る収入額は565億円で、前年度(301億円)と比べると264億

円、87.7%増加している。前年度まで超過課税を実施していたのは市町村の

みであったが、昭和49年度は新たに東京都が事業税の法人分において超過

課税を実施している。

　

市町村の超過課税団体を税目別にみると、昭和49年４月１日現在では、市

町村民税個人均等割491団体(全市町村の15.0％)、所得割２団体(0.1％)、

法人均等割では、地方税法第312条第１項第１号の法人843団体(25.8%)、

第２号の法人等824団体(25.2%)、法人税割1,137団体(34.7 %)。固定資
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産税493団体(15.1％)であり、いずれも44年度以降年々減少している。特

に、市町村民税所得割については44年度から３か年計画として、超過課税

の解消が進められたこともあって、超過課税を実施している団体は43年度

においては1,016団体であったものが、49年度においてはわずか２団体と

なっており、この６年度間でほとんどの団体が超過課税を解消している。

(３)租税以外の財政収入

　

ア

　

地方譲与税、地方交付税

　

国税として徴収された上。地方公共団体に国から譲与又は交付される地方

譲与税及び地方交付税の状況は、次のとおりである。

　　

(ア)地方譲与税

　

地方譲与税には、道路経費の財源として都道府県及び大都市に譲与される

地方道路譲与税及び石油ガス譲与税、開港所在市町村に譲与される特別とん

譲与税、道路経費の財源として市町村に譲与される自動車重量譲与税及び航

空機の騒音により生ずる障害の防止等に要する費用に充てるため空港関係市

町村に譲与される航空機燃料譲与税がある。

　

地方譲与税の決算額は2,226億円(地方道路譲与税1,337億円、石油ガス

譲与税125億円、特別とん譲与税92億円、自動車重量譲与税643億円及び

航空機燃料譲与税29億円)で、前年度(1,797億円)と比べると429億円、

23.9 %(前年度9.6％)の増となっている。

　　

(イ)地方交付税

　

地方交付税は、すべての地方公共団体が自主的にその財産を管理し、事務

を処理し、及び行政を執行する権能を損なわずに、その財源の均衡化を図

り、地方行政の計画的な運営を保障することによって、地方自治の本旨の実

現に資するため国税三税(所得税、法人税及び酒税)の一定割合(昭和41年度

以来32.0 %)の額を国が地方公共団体に交付する税である。

　

地方交付税の決算額は４兆1,987億円で、前年度(３兆1,318億円)と比べ

吊と１兆668億円、34.1%増加し、前年度の増加率(22.7 %)を大幅に上回っ

ており、地方交付税制度が創設された昭和29年度以降最高の増加率であ

　　　　　　　　　　　　　　　

- 37 -



る。これは、49年度の国税三税が順調な伸びを示すとともに、国税三税の自然

増収に伴う精算分が47年度精算分1,672億円のほか、48年度精算分2,691

億円を加え、合計4,363億円が計上されたこと等によるものである。

第19図

　

歳入総額に占める一般財源の比率の分布状況
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高知県､徳鳥県､青廠眼､佐賀収、

　　　　

鳥取吼､岩手吼､秋田川､鹿児鳥県、

　　　　

島眼ほ

　　

3.東京都及ぴ冲亀川については、

　　　　

Ａ～Ｅの各グループ及び総甲均か

　　　　

ら除いている．

その８

　

町

　

村

(％)

　　

(注)Ｏ　内の数値は、一般財源の比率である。その３において同じ。

　

地方交付税の収入状況を団体種類別にみると、道府県は２兆1,706億円、

38.4％増(前年度１兆5,685億円、18.0％増)、市町村は２兆280億円、29.7%
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増(１兆5,634億円、27.8%増)となっており、その配分割合は道府県51.7％、

市町村48.3 %(前年度50.1％、49.9 %)となっている。更に、市町村を団体

種類別にみると、大都市1,874億円、47.4%増(前年度1,272億円、31.2%

増)。都市7,913億円、28.4%増(6,160億円、30.6％増)、町村１兆493億

円、27.9%増(8,201億円、25.3%増)となっている。

　

地方交付税の交付状況をみると、普通交付税の不交付団体は、都道府県で

は東京都、神奈川県、愛知県及び大阪府の４団体で前年度と変わらないが、

市町村では前年度(45団体)より２団体増加し、47団体となっている。

　

歳入総額に占める地方税、地方交付税等の一般財源の比率は、第19図に

みられるとおり、財政力、団体の規模にかかわらず、大きい差異はみられ

ず、地方交付税の財政調整の機能が働いていることを示している。

　

イ

　

国・県支出金

　　

(ア)国庫支出金

　　　

ａ収入の状況

　

国庫支出金は、国と地方公共団体の経費の負担区分に基づき、国が地方公

共団体に対して支出する負担金、委託費、補助金並びに特定の行政及び事業

を奨励するための奨励的補助金等である。

　

国庫支出金の決算額は４兆9,763億円で、前年度(３兆7,552億円)と比べ

ると１兆2,211億円、32.5%増加している。

　

国庫支出金の内訳は、普通建設事業に係るものが40.9%と最も高い比率

を占め、義務教育(構成比23.1 %)、生活保護(9.3％)に係るものがこれに次

いでおり、これらで国庫支出金総額の73.3％を占めている。

　

国庫支出金の内訳を前年度と比べると、社会保障諸施策の充実により老人

保護費負担金及び児童保護費負担金の増加率はそれぞれ86.0％、40.7%と

前年度(192.3 %、27,3 %)に引き続き大きな伸びを示したほか、義務教育負

担金45.0 %(前年度21.2 %)、災害復旧事業支出金30.2 %(14.8 %減)、生活

保護費負担金29.0 o/o(14.4 %)等前年度の増加率を大きく上回っている。

また、国庫支出金の中でも最も比率の高い普通建設事業支出金の増加率も

26.6%と前年度(4.0％)を大幅に上回ったが、これは、公立文教施設整備事

業等について超過負担の解消を図るための措置が講じられたこと及び総需要
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抑制のために昭和48年度から49年度に事業の執行繰延べの措置がとられた

こと等によるものである。これらの結果、国庫支出金総額の増加率は前年度

(12.2 %)を大幅に上回る32.5%となっている。

　

国庫支出金の内訳を団体種類別にみると、都道府県では、普通建設事業

に係るものが40.5%と最も高い比率を占め、義務教育に係るもの(構成比

33.5%)がこれに次いでいる。市町村では、普通建設事業に係るものが41.8％

と最も高い比率を占め、生活保護に係るもの(21.1 %)がこれに次いでいる。

　

なお、上記のほか、交通安全対策特別交付金408億円(前年度382億円)、

国有提供施設等所在市町村助成交付金98億円(73億円)が国から地方公共団

体へ交付されている。

　　　

ｂ

　

超過負担の解消

　

国庫補助事業に係る地方公共団体の超過負担については、既に昭和42 ・43

年度に関係省庁が共同して調査を行い、この結果に基づき43～46年度間に

計画的にその解消を図ってきたが、47年度においても。公立文教施設、高

等学校産業教育施設、保育所施設、公営住宅、改良住宅及び警察施設の施設

関係６項目について超過負担の調査が行われ、更に49年度においても、公

立文教施設、社会福祉施設、公営住宅の施設費関係３項目と農業委員会費、

農業改良普及事業費、職業訓練費、保育所措置費、国民健康保険事務費、国

民年金事務取扱費の運営費関係６項目の調査が行われた。その結果、47年

度調査に係る超過負担額については、48 ・49 年度の２か年度で解消するこ

ととされ、49年度において258億円(国費ベース)の解消措置が講じられた。

また、49年度調査に係る超過負担額のうち施設費関係については、49年度

の補正予算において639億円(国費ベース)の解消措置が講じられ、地方公共

団体の負担軽減が図られている。

　　

(イ)都道府県支出金

　

都道府県支出金の決算額は6,588億円で、前年度(4,981億円)と比べると

1,607億円、32.3％増となっており、前年度の増加率(17.5％)を大幅に上回っ

ている。これは、国庫財源を伴う都道府県支出金において、昭和49年７月に

執行された第10回
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減)、49年発生災害が多かったことにより災害復旧事業支出金が42.2%

<6.3%減)及び社会保障諸施策の充実により児童保護費負担金が41.7%

･(38.1％)とそれぞれ前年度を大幅に上回る仲びを示したこと並びに単独の都

道府県支出金において、31.3％と前年度(17.8%)を大幅に上回る伸びを示し

たことによるものである。

　

都道府県支出金の内訳をみると、国庫補助を伴うもので都道府県予算を通

じて市町村に支出される間接補助金が55.3%を占め、都道府県の単独施策に

よるものが44.7%となっている。

　

また、対象事業別でﾝま、普通建設事業に対するものが都道府県支出金総額

･の46.2%と最も高い比率を占め、災害復旧事業に対するもの(構成比9.4％)

がこれに次いでいる。

　

ウ

　

地

　　

方

　　

債

　

地方債は、地方公共団体が建設事業等の財源を調達するため、債券発行又

は証書借入れの方法によって資金を借り入れるものである。地方債の発行に

ついては。許可制度が採られており、赤字比率又は公債費比率が著しく高い

団体、地方税の徴収率の低い団体若しくは収益事業の収益金が著しく多額な

団体等については、地方債の発行を制限することによって財政の健全性を確

保することとしている。

　

地方債の決算額は１兆9,254億円で、前年度(１兆6,375億円)と比べると

･2,879億円、17.6％増加しており、前年度の増加率(0.1％)よりは増加したも

･のの、歳入総額の増加率(28.9%)よりは下回っている。

　

地方債の発行状況を前年度と比べると、高等学校、公園等の用地取得に対

する需要の大きかった公共用地先行取得事業債、ごみ・し尿処理等の一般廃

棄物処理事業債及び同和対策事業債がそれぞれ56.7%、53.0％及び56.9%と

大きく伸びているのに対し、一般公共事業債及び一般単独事業債は、総需要

抑制策等により、それぞれ29.5%、6.2％減少している。

　

エ

　

その他の収入

　　

(ア)分担金、負担金

　

分担金、負担金は、地方公共団体が行う事業により特に利益を受ける者か
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ら、その受益の限度において法令等の根拠に基づいて地方公共団体が徴収す'

るもの等であり、同級他団体からのもの、市町村からのもの(市町村から一

部事務組合への分賦金を含む。)及びその他からのものからなっている。

　

分担金、負担金の決算額は2,162億円で、前年度(1,892億円)と比べると

270億円、14.3%増加している。

　　

(イ)使用料、手数料

　

使用料は、地方公共団体の行政財産又は公の施設の利用者に対して、その･

経費の全部又は一部を負担させるために徴収されるものであり、手数料は、

特定の者のためにする当該地方公共団体の事務に要する費用に充てるため徴'

収されるものである。

　

使用料、手数料の決算額は3,642億円で、前年度(3,182億円)と比べると

460億円、14.4%増加している。しかし、昭和44年度と比ぺてわずか1.9倍･

となっており、歳入総額2.8倍、地方税2.7倍と比べて極めて低い。

　

使用料は2,694億円で、前年度(2,283億円)と比べると411億円、18.0％ｔ

加している。

　

この内訳をみると、公営住宅使用料がS28億円(前年度712億二

円)で最も多く、次いで保育所使用料443億円(347億円)、授業料415億F弔

(380億円)となっている。

　

手数料は948億円で、前年度(899億円)と比べると49億円、5.5％増加し

ている。その内訳をみると、戸籍手数料、自動車運転免許手数料等徴収の訃

拠、金額等が国の法令に定められているもの398億円(前年度410億円)、身

分証明書、印鑑証明書の交付手数料、入学試験手数料等地方公共団体の条例;

によるもの550億円(489億円)となっている。

　　

(ウ)繰

　　

入

　　

金

　

繰入金は、他会計から受け入れたもの及び年度間の財源を調整するためにｰ

積み立てている財政調整基金、地方債の元利償還費に充てるために積み立で

ている減債基金等の基金から受け入れたもの等である。

　

繰入金の決算額は2,450億円で。前年度(1,491億円)と比べると959億円、

64.3%増加している。

　

この内訳をみると、基金からの繰入金が1,910億円(前年度1,103億円)ｔ
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最も多く、次いで他会計からの繰入金482億円(328億円)、財産区からの繰

｡入金58億円(60億円)となっている。

　　

(エ)繰

　　

越

　　

金

　

繰越金の決算額は7,317億円で、前年度(4,645億円)と比べると2,672億

円、57.5%増加している。

　

このうち、前年度からの事業の繰越しに係るものは4,563億円で、前年度

･(2,457億円)と比べると2,106億円、85.7%増加しており、純繰越金も2,754

臆円で、前年度(2,188億円)と比べると566億円、25.9%増加している。

　　

(オ)その他の収入

　

その他の収入の決算額は２兆3,186億円で、前年度(１兆8,551億円)と比

･べると4,635億円、25.0%増加している。

　

この内訳をみると、財産の売却、貸付等の財産収入3,289億円(前年度

､3,187億円)、競馬、自転車競走、小型自動車競走、モーターボート競走及び

宝くじの各事業からの収入である収益事業収入3,366億円(2,858億円)、貸

付金元利収入１兆1,171億円(8,200億円)等となっている。

４

　

地方財政の役割

　

国の財政と地方の財政の関係及び地方公共団体における主な行政部門別の

経費支出の状況により、地方財政はどのような役割を果たしているかをみる

と次のとおりである。

（１）国の財政と地方の財政

　

ア

　

財

　

政

　

規

　

模

　

昭和49年度における国(一般会計と交付税及び譲与税配付金、公共事業関

係等の10特別会計の純計)と地方(普通会計)の純計歳出額は33兆1,761億

円で、前年度に比べ７兆4,968億円、29.2%増加している。

　

純計歳出額の主な内訳では、社会保障関係費が７兆398億円(純計歳出額

の21.2 %)で、前年度(５兆603億円)に比べ１兆9,795億円、39.1%の増加。
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教育費が６兆7,853億円(20.5％)で、前年度(４兆8,711億円)に比べ１兆9,142

億円、39.3%の増加となっている。

　

また。国土保全及び開発費は６兆8,17&

億円(20.6 %)で、前年度(５兆7,378億円)に比べ１兆800億円、18.8%増加

している。

　

社会保障関係費が前年度(30.0％)に引き続き大きな伸びを示し、純計歳出

額において最も大きな割合を占めることとなったのは、福祉優先の財政運営

を反映して施設建設費、各種扶助費等の伸びが大きかったことと、前年度最

も大きな割合を占めていた国土保全及び開発費が総需要抑制策の影響もあっ

て、比較的に低い伸びにとどまったためである。

　

この純計歳出額を最終支出者としての国と地方に分けてみると、国は1{}

兆5,236億円(前年度８兆4,199億円)、地方は22兆6,525億円(17兆2,594億

円)で、前年度に比べると国は２兆1,037億円、25.0%､地方は５兆3,931億円。

31.2%それぞれ増加している。この純計歳出額に占める比率は、国31.7%

(前年度32.8 %)、地方68.3% (67.2%)で近年における両者の比率はほぼ１

　　　　　　　

第20図

　

国・地方を通ずる純計歳出規模(目的別分類)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[ﾆｺ国

　　　　　　　　　

12.200BH

　　　　　　　　　　　　

四ｔ方

　　　　　　　　

（注）Ｏ　内の数値は、目的別経費に占める國､地方の割合を示す．

対２となっており、第20図にみられるとおり．防衛等のように当然国が行

う行政は別として、国民生活に関連する公衆衛生、清掃等の衛生費、小・中

学校．高等学校等の学校教育費、公営住宅建設等の住宅費、道路整備、都

市計画、土地改良等の国土開発費、河川海岸等の国土保全費、警察、消防等
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の司法警察費については、その大部分が地方公共団体の手を通じて執行され

ている。

　　　　　　

第21図

　

純計歳出額等の国民総支出に対する比率及び

　　　　　　　　　　　

政府・民間総固定資本形成の対前年度増加率

政府総固定資本形成

　

純計歳出額の国民総支出に対する比率をみると、第21図にみられるとお

り、昭和49年度ば24.3%と40年度以降最も高い割合となっており前年度

(22.2%)を2.1%上回っている。これは、個人消費支出の伸びは23.7%と比

較的大きかったにもかかわらず、民間総固定資本形成の伸びが0.7％と異常

に低かったこと等により、国民総支出の伸びが17.9%と純計歳出額の伸び

(29.2%)を大きく下回ったためである。

　

イ

　

政府の財貨サービス購入

　

政府の財貨サービス購入は、人件費、｀事務費等のように一般政府が民間か

ら財貨及びサービスを経常的に購入するための支出(経常購入)と、一般政府

の公共事業関係費、政府企業の設備投資等の有形固定資本形成及び政府企業

の在庫品増加のための支出(資本形成)からなっている。

　

昭和49年度における中央､地方を通じての財貨サービス購入額は27兆911

億円(経常購入14兆1,716億円、資本形成12兆9,195億円)で、前年度(21兆

58億円(経常購入10兆4.110億円、資本形成10兆5,948億円))と比べると
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29.0%(経常購入36.1 %、資本形成21.9%)増加しており、国民総支出の増加

率(17.9 %)を大きく上回っている。また、この購入額が国民総支出に占める

比率をみると19.9%で、前年度(18.2%)をかなり上回っている。

　

政府の資本形成から政府企業の在庫品増加を除いた政府総固定資本形成の

対前年度増加率を民間総固定資本形成のそれと比較してみると、第21図に

みられるとおり、両者はほぼ逆の動きを示しており、昭和49年度において

は、政府総固定資本形成の対前年度増加率が19.4%とやや大きな伸びを示し

たのに対して、民間総固定資本形成のそれが0.7％と極端に低い伸びにとど

まった。

　

この結果、政府総固定資本形成が国民総支出に占める比率は9.3%

と、前年度の比率(9.2％)をわずかに上回づている。

　

政府の財貨サービス購入を中央と地方に分けてみると、中央政府(三公社、

公庫、公団等を含む。)分は11兆3,705億円(経常購入４兆7,178億円、資本

形成６兆6,527億円)で、前年度(８兆8,471億円(経常購入３兆5,304億円、

資本形成５兆3,167億円))と比べると28,5 % (経常購入33.6％、資本形成

25.1%)増加しており、国民総支出に対する比率は8.3 %(経常購入3.5%、

資本形成4.9%)となっている。

　

地方政府(公営企業。住宅供給公社を含む。)分は15兆7,206億円(経常購

入９兆4,538億円。資本形成６兆2,668億円)で、前年度(12兆1,587億円(経

常購入６兆8,806億円、資本形成５兆2,781億円))と比べると29.3 %(経常

購入37.4%、資本形成18.7 %)増加しており、国民総支出に対する比率は

11.5％(経常購入6.9%、資本形成4.6％)となっている。

(２)行政目的別歳出の状況

　

昭和49年度地方公共団体における歳出決算額(22兆8,879億円)の目的別

構成比をみると、教育費(26.4％)と土木費(21.6％)の両者で歳出総額の48.0％

を占め、民生費(10.4%)、総務費(9.2％)、農林水産業費(7.7％)、衛生費

(6.8 %)、警察費(4.0％)、商工費(4.0％)、公債費(3.7％)がこれに次いで

いる。49年度においても、前年度に引き続き教育費が最も高い比率を占

め、人件費及び施設建設費の上昇等もあって前年度(24.6 %)に比べ1.8%の
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上昇を示した。一方、土木費は前年度に引き続き総需要抑制策が採られたこ

ともあって、普通建設事業費の伸びが20.2%と歳出総額の伸び31.0％を下

回ったため前年度(23.4%)に比べ1.8％低下した。

第22図

　

目的別歳出決算額の構成比

純

　

計

都道府県

市町村

大都市

都

　

市

町

　

村

!周回馬i

圖

衛生費

圖

聯

囲

土木費

圖

教育賢

□

総務費

□

その他

　

歳出決算額の目的別構成比

を団体種類別にみると、第22

図にみられるとおり、都道府

県、市町村のいずれにおいて

も教育費(それぞれ30.0％.

20.0％)及び土木費(それぞれ

20.8%, 21.1%)の比率が高

く、また、都道府県では農林

水産業費(10.7％)、市町村で

は民生費(16.4%)の比率がこ

れに次いでいる．更に市町村

の歳出決算額の目的別構成比

を団体種類別にみると、大都

市では、住宅、街路、公共下

冰道等の生活環境施設の整備を図るための土木費の比率が極めて高く、教育

費、民生費、衛生費、総務費がこれに次いでいる。都市では、土木費の比率

が最も高く。教育費、民生費、総務費、衛生費がこれに次いでおり、町村で

､は、教育費の比率が最も高く、総務費、土木費、農林水産業費、民生費がこ

れに次いでいる。

　

目的別決算額を前年度と比べると、増加額では、教育費１兆7,436億円(歳

出増加額に占める比率32.2%)、土木費8,501億円(15.7％)、民生費6,537億

円(12.1％)、総務費5,040億円(9.3％)、衛生費4,233億円(7.8％)、農林水産

ﾕ業費2,954億円(5.5％)、警察費2,275億円(4.2％)、商工費2,155億円(4.0％)

･の順になっている。増加率では、教育費(40.5%)、民生費(37.7%)、衛生費

(37.0%)等が歳出総額の増加率(31.0％)を大きく上回っており、土木費

(20.8％)、農林水産業費(20.1％)等は歳出総額の増加率を大きく下回ってい

る。
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第23図

　

目的別歳出決算額の増加状況

増加額(44～49年寞)

　

目的別歳出決算額Ｏ

うち主なものについて

の昭和44年度以降Ｏ

推移は、第23図にみ

られるとおりで、民生

費(4.03倍)が最も大き

い伸びを示し、衛生費

(3.45倍)、消防費(3.34

倍)、教育費(3.05倍)が

歳出総額の伸び(2.85

倍)を上回っており、警

察費(2.83倍)、商工費

(2.72倍)、土木費(2.51

倍)、農林水産業費

(2.45倍)等は歳出総額

の伸びを下回っている。

　

次に、目的別構成比

のうち主なものについて昭和44年度以降の推移をみると、46年度まで年々

比率を高め最も大きな割合(25.6 %)を占めていた土木費は｡47年度からそ

の比率が低下し、48年度において教育費(24.6 %)を下回る23.4%となり、

49年度は更に1.8％低下し21.6%と、44年度以降では最低の比率を示すこ

ととなった。

　

一方、教育費の比率は、47年度まで漸減の傾向を示していた

が、48年度は1.0％、49年度は1.8％それぞれ比率が高まり、歳出総額Ｏ

４分の１を上回る26.4%と44年度以降では最も高い率となっている。民生

費、衛生費は毎年度比率を高めているが、特に近年における民生費の伸びが

高くなっており、49年度では10.4 %と教育費、土木費に次ぐ割合となって

いる。

　

経費の支出状況を行政の目的に従って土木建設(土木費)、教育と文化(教

育費)、産業の振興(農林水産業費。商工費)、民生の安定(民生費、労働費)。
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保健衛生と公害防止(衛生費)、警察と消防(警察費、消防費)に分けてみる

と。次のとおりである。

　

ア土木建設

　

最近の都市化、過疎化の進行、日常生活圏の拡大等生活環境の急激な変化

に伴い、通勤、通学等地域住民の生活に密接な関係をもつ道路を始め、住

宅、公共下水道等の各種公共施設の整備に対する要望はますます強く、地方

公共団体における土木行政の重要性は一段と高まっている。

　

昭和49年度の土木費の決算額は４兆9,415億円で、歳出総額の21.6% (都

道府県20.8%、市町村21.1%)を占め、前年度(４兆913億円)と比べると

8,501億円、20.8%増加している。

　

土木費の目的別内訳は、第24図にみられるとおりで、道路橋りょうの新

設、改良等の道路橋りょう費(33.7％)と街路の整備、区画整理等の都市計

画費(25.3%)の両者で、土木費総額の59,0％を占め。公営住宅の建設等の住

宅費(15.5%)、河川の改修、海岸の保全等の河川海岸費(12.0%)がこれに次

いでいる。

　　　　　　　　　

第24図土木費の目的別内訳
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これらを前年度と比べると、住宅費が1,962億円、34.4%と最も大きい仲

ぴを示し、土木管理費856億円、27.2%、河川海岸費1,006億円、20.4%、都

市計画費2,100億円、20.2%がこれに次いでいる。

　

しかしながら、歳出総額

の増加率(31.0％)を上回ったのは住宅費のみで、そのほかはいずれもこれを

相当下回ることとなった。これは、前年度に引き続き総需要抑制策が採られ

たため、土木費の中心である普通建設事業費(昭和49年度で74.4%を占めて

いる。)の伸びが低かった(20.2%)ことによるものであるが、このような状況

の中で、住宅費は前年度からの繰越事業が多かったため､49年度は大きな伸、

ぴとなったものである。

　

また、土木費の目的別内訳を団体種類別にみると、都道府県では、道路

橋りよう費の比率が36.5 %と最も高く、河川海岸費(19.1％)、都市計画費

(18.0％)、住宅費(14.2%)がこれに次いでいる。市町村では、都市計画費が

33.9%と最も高く、道路橋りよう費(30.5％)、住宅費(16.9 %)、土木管理

費(10.9 %)がこれに次いでいる。

　

なお、河川改修、海岸保全に係る事業が主として都道府県で行われること

もあって、都道府県の河川海岸費が市町村の5.7倍となっており、逆に、街

路、公共下水道、区画整理等の事業は市町村で実施されることが多いため、

都市計画費は市町村が都道府県の1.7倍となっている。

　

土木費の性質別内訳は、第25図にみられるとおり、普通建設事業費が３兆

6,787億円で、土木費総額の74.4%と最も高い比率を占め、この普通建設事

業費の63.9%が補助事業費と国直轄事業負担金で、単独事業費は36.1%と

なっている。

　

これらを前年度と比べると、普通建設事業費は6,184億円、20.2%増加し、

前年度増加率6.1％を大き〈上回ったものの、歳出総額の増加率(31.0 %〉

に対してはかなり低い率となっている。

　

このうち補助事業費は4,271億円、

25.0％(前年度増加率0.4%)、単独事業費は1,732億円、15.0％(18.4％)、

国直轄事業負担金は181億円、9.2％(4.6％減)となっており、前年度からＯ

繰越額が大きかった補助事業費はかなりの伸びを示したものの、総需要抑制

策の影響もあり全般的に低い増加率となっている。
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第25図土木費の性質別内訳

県営事業負担金1.8

7｡6％

.5

１％

１

　

土木費の性質別内訳を団体種類別にみると、都道府県、市町村ともに普通

建設事業費がそれぞれ土木費総額の81.6%、66.8%と最も高い比率を占め

ている。このうち補助事業費と国直轄事業負担金の合計額が普通建設事業費

に占める割合は、都道府県では74.4%、市町村では45.7%となっている。

　

土木費の性質別内訳のうち、普通建設事業費及び維持補修費について、

目的別に前年度の増加率と比べると、普通建設事業費は、前年度の増加率が

極めて低かったこともあって、住宅費(40.0％)を最高に、港湾費、河川海岸

費(いずれも20.9 %)、都市計画費(20.0 %)、道路橋りよう費(13.0％)等

いずれも前年度の増加率を大きく上回っている。維持補修費では、港湾費

(37.0％)、道路橋りよう費(14.1%)等は前年度の増加率を上回っているが、

都市計画費(26.3 %)。住宅費(20.1 %)、河川海岸費(11.0％)こ等は前年度の

増加率を下回っている。
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第26図

　

土木費の普通建設事業費の推移

　

土木費における普通建設事業費の各目的別推移は、第26図にみられると

おりで、昭和44年度と比べると、住宅費2.84倍、河川海岸費2.62倍、道路

橋りよう費2.41倍、都市計画費2.38倍となっており、いずれも歳出総額の

伸び(2.85倍)を下回っている。

　

最近の自動車交通量の増加等に伴って発生する交通事故等の防止を図るた

･め、地方公共団体は、交通安全施設の整備、踏切の改良、交通安全思想の

普及等幅広い施策を講じている。これら道路交通安全対策に要する経費は、

主として土木費、警察費から支出され、その額は年々増加している。

　

昭和49年度の道路交通安全対策費として支出された経費(土木費以外の費

目に係るものを含む。)は1,897億円で、前年度(1,846億円)と比べると51億

円、2.8％の低い伸ぴにとどまっている。
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第27図

　

道路交通安全対策経費の状況

　

道路交通安全対策費の内訳

は、第27図にみられるとおり。

歩道、歩道橋。防護さく、信号

機等の交通安全施設の整備のた

めの経費が1,528億円(道路交

通安全対策費総額に占める比率

80.5%)で最も高い比率を占め、

救急業務施設整備費、交通安全

運動経費等229億円(12.1 %)、

踏切等の立体交差等の改善整備

費140億円(7.4 %)の順になっ

ている。

　

イ

　

教育と文化

　

地方公共団体は、教育の振興と文化の向上を図るため、学校教育、社会教

育等の教育行政を行っており、これは地方公共団体の基本的な行政分野の･

一つとなっている。最近の教育行政においては、児童生徒急増市町村の小･･

中学校の整備、高等学校の新設等学校教育の充実及びスポーツ・レクリエー

ジ、ｙ施設の整備等の社会教育の充実に対する需要がますます増大する傾向、

を示しており、これら教育条件を整備することは極めて重要になってきてい

る。

　

教育行政を推進するために要する経費である教育費の決算額は６兆501億

円で、歳出総額の26.4 %(都道府県30.0％、市町村20.0 %)を占め、前年度

(４兆3,065億円)と比べると１兆7,436億円、40.5%増加している。

　

教育費の目的別内訳は、第28図にみられるとおりで、義務教育に要する経

費である小学校費(教育費総額の38.0 %)、中学校費(20.8％)の両者で教育

費総額の58.8%を占め、高等学校費(17.4％)、教育総務費(8.3％)、学校給

食費、体育施設費等の保健体育費(6.0 %)、社会教育費(4.5％)がこれに次い

でいる。これらを前年度と比べると、特殊学校費が505億円、60.2%の増加

と最も大きい伸びを示し、幼稚園費339億円、47.0%、高等学校費3,204億
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円、43.6 %がこれに次いでいる。このほか、小学校費(40.5 %)及び中学校費

(39.8％)についても前年度の増加率(それぞれ23.2 %、22.7 %)を大きく上

回っている。

　　　　　　　　　　

第28図教育費の目的別内訳
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教育費における目的別経費の推移をみると、昭和44年度と比べて、幼稚

園費が5.00倍で最も大きい伸びを示しており、次いで特殊学校費が4.02倍、

社会教育費が3.75倍、保健体育費が3.53倍でそれぞれ教育費総額の伸び

(3.05倍)を上回っている。このように幼稚園費、特殊学校費、社会教育費、

保健体育費の伸びが大きいのは、幼児教育の充実のため公立幼稚園の整備が

推進されたこと、公立盲ろう養護学校の整備が推進されたこと、青少年教

育、成人教育の推進のため公民館、図書館等の社会教育施設の整備充実が重

点的に行われたこと及び学校給食の普及に伴う給食施設の整備、国民スポー

ツを推進するための体育施設の整備が図られたこと等によるものである。

　

教育費の目的別内訳を団体種類別にみると、都道府県では、小学校費の比

率(37.0 %)が最も高く、高等学校費(25.2%)、中学校費(20.9 %)がこれに次

いでい名。市町村でぼ、小学校費(39.1 %)が最も高く、中学校費(20.2 %)、

保健体育費(14.8%)、社会教育費(9.9 %)がこれに次いTeいる。
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第29図教育費の性質別内訳

　

教育費の性質別内訳は、第29図にみられるとおりである。人件費は３兆

8,248億円で、前年度(２兆6,889億円)と比べて１兆1,359億円、42.2%増加

し、前年度の増加率(24.0%)及び歳出総額における人件費の増加率(41.0％)

を上回っている。このように伸びが大きいのは、人事院勧告が近年にない高

率(29.64%)であったこと及び｢学校教育の水準の維持向上のための義務教育

諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法｣(いわゆる人材確保法)に

基づき昭和49年１月から義務教育職員の給与が９％引き上げられ、49年度

は、それが平年度化したこと等によるものである。

　

また、教育費の性質別内訳のうち普通建設事業費は１兆4,811億円で、前

年度(１兆589億円)と比べて4,222億円、39.9%増加している。教育費にお

ける普通建設事業費の推移をみると、昭和44年度と比べて3.59倍となって

おり、歳出総額における普通建設事業費の伸び(2.77倍)を大きく上回ってい

る。

　

教育費の性質別内訳を団体種類別にみると、都道府県では、義務教育諸学

校教職員及び都道府県立学校教職員の人件費を支弁しているため、人件費の

比率(83.5%)が高く、市町村では､義務教育施設整備等の普通建設事業費の比
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率(51.3%)が高い。また、市町村における普通建設事業費0 78.9%を小学校

費及び中学校費で占めている。

　

なお、公立学校の児童生徒数をみると、小学校1,026万人、中学校457万

人であり、義務教育においては公立学校がその98.1%を受け持っている。

また、公立高等学校の生徒数は301万人であり、高等学校生徒数の69.6%を

占めている。

　

ウ産業の振興

　　

(ア)農林水産行政

　

地方公共団体は、農林漁業の効率的な経営と食糧の安定した供給を図るた

め、生産基盤の整備、消費流通対策の充実等の施策を実施している。更に、最

｡近においては、総合農政対策、農薬及び工場汚水等による農用地及び漁場等

･の汚染対策、自然環境保全対策等の施策の推進も重要な課題となっている。

　

これら諸施策の推進に要する経費である農林水産業費の決算額は１兆

マ､617億円で、歳出総額の7.7％(都道府県10.7％、市町村5.7％)を占め、

前年度(１兆4,663億円)と比べると2,954億円、20.1％増加している。

　　　　　　　　　　

第30図

　

農林水産業費の目的別内訳
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農林水産業費の目的別内訳は、第30図にみられるとおり、土地改良事

業、農用地開発事業等農業基盤整備の経費である農地費(36.9 %)と、農業改良

普及事業、農業経営近代化施設整備事業等の経費である農業費(28.6 %)の両
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者で農林水産業費総額の65.5%を占め、林業費(16.8％)､水産業費(10.6 %)。

畜産業費(7.1％)がこれに次いでいる。

　

これらを前年度と比べると、増加換

では、農業費、農地費が大きく、両者で増加額の62.9%を占め、林業費がこれ

に次いでいる。また、対前年度増加率では、畜産業費が283億円、29.1%の･

増加と最も大きい伸びを示し､水産業費391億円、26.5%、農業費984億円､、

24.3%がこれに次いでいる。

　

農林水産業費の目的別内訳を団体種類別にみると、都道府県では農地費

(36.8％)の比率が、市町村では農業費(38.4 %)の比率が、それぞれ最も高、

χ､ヽ。

　　　　　　　　　

第31図

　

農林水産業費の性質別内訳
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農林水産業費の性質別内訳は、第31図にみられるとおり、普通建設事業

費は１兆731億円で、農林水産業費総額の60.9 % (うち補助事業費46.8 %)

と最も高い比率を占め、人件費3,470億円(19.7 %)、補助費等1,492億円

(8.5％)がこれに次いでいる。

　

これらを前年度と比べると、普通建設事業費

は1,338億円、14,2%、人件費は1,012億円、41.1%、補助費等は293億

じ円、24.4%それぞれ増加している。
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第32図

　

農林水産業費の普通建設事業費の推移

　

農林水産業費における普通建設事業費の目的別推移は、第32図にみられ

るとおりで。昭和44年度と比べ、水産業費2.92倍、農地費2.59倍、畜産業

費2.52倍、林業費2.24倍、農業費2.08倍となっており、総額では2.47倍と

なっている。また、農林水産業費の普通建設事業費総額に占める目的別の比

率をみると、農地費が53.7%と全体の２分の１を超え、林業費(19.7％)、農

業費(11.6 %)がこれに次いでいる。
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政

　

地方公共団体は、地域における商工業経営の近代化・合理化を図るため。
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中小企業の指導育成、工業団地の建設、消費流通対策、自然公園・観光施設

の整備及び余暇対策等各種の施策を行っている。

　

これらの施策の推進に要する経費である商工費の決算額は9,193億円で、

歳出総額の4.0％(都道府県5.1％、市町村2.4％)を占め、前年度(7,038億円〉

と比べると2,155億円、30.6％増加している。

純

　　

計

9,193億円

(100.0％)

都道府県

6,643億円

(100.0％)

市

　

町

　

村

2,671億円
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第33図商工費の性質別内訳

　

商工費の性質別内訳は、第33図にみられるとおり、経営の安定化等のた

めの貸付金が6,504億円で商工費総額の70.7％と３分の２を超え、人件費･

766億円(8.8％)、補助費等669億円(7.3％)、普通建設事業費583億円(6.8％)

がこれに次いでいる。このように資金の貸付事業が商工行政の中心となって

いるのは、地場産業としての中小企業に対する経営運転資金、機械設備の近。

代化、高度化資金、更に、経済環境の変動に対応するための資金等を低利で･

貸し付けることによって、中小企業の健全な育成を図ろうとしていることに

よるものである。

　

商工費の性質別内訳を前年度と比べると、貸付金が1,626億円、33.3%増

加しており、この増加額は商工費総額の増加額の75.5%を占めている。また。
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第34図

　

商工費の貸付金貸付額の推移
人件費は229億円、42.7%増加し

ており、普通建設事業費は47億

円、8.8％と低い伸びになってい

る。

　

商工費の性質別内訳を団体種類

別にみると、都道府県では貸付金

が77.6％と商工費の４分の３を超

え、補助費等(6.8 %)、人件費

(6.5％)がこれに次ぎ、市町村で

も貸付金が50.8％と２分の１を占

め、人件費(12.5 %)、補助費等

(11.2%)、普通建設事業費(11.1％)

がこれに次いでいる。

　

商工費のうち貸付金の推移をみ

ると、第34図にみられるとおり

で、昭和44年度と比べると2,93

倍と、商工費総額の2.72倍を上

回っている。

　

エ民生の安定

　　

(ア)社会福祉行政

　

最近における社会経済情勢の進展に伴い、老人の生活の安定と健康保持、

児童の健全な育成、心身障害者の援護、生活困窮者に対する社会保障等各

種の社会福祉対策の強化が急務となっている。地方公共団体はこれらの諸問

題に対処するため、保育所、老人福祉施設、心身障害者福祉施設の整備、運

営や生活保護の実施等社会福祉向上のための努力が続けられている。

　

これら社会福祉行政の推進に要する経費である民生費の決算額は２兆

3,898億円で。歳出総額の10.4％(都道府県5.8％、市町村16.4％)を占め、前

年度(１兆7,361億円)と比べると6,537億円、37.7%と大幅に増加している。
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第35図民生費の目的別内訳

災害救助費62億円
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1胎?漂r9

　

民生費の目的別内訳は、第35図にみられるとおり、保育所の設置運営費

等の児童福祉費が民生費総額の35.3％と最も高い比率を占め、生活困窮者の

援護を行うための生活保護費(26.6％)、心身障害者対策等に要する経費であ

る社会福祉費(19.1％)、老人福祉施設の設置運営費、老人医療費の公費負担

等の老人福祉費(18.8％)がこれに次いでいる。

　

これらを前年度と比べると、

児童福祉費が2,473億円、41.5%、社会福祉費が1,303億円、39.9%、老人福

祉費が1,265億円、39.2%｡生活保護費が1,462億円、29.9%それぞれ増加し

ている。

　

･民生費の目的別内訳を団体種類別にみると、都道府県においては、児童

福祉費が29.2%と最も高い比率を占め、社会福祉費(27.1%)｡生活保護費

(24.6%)がこれに次いでいる。市町村においては、児童福祉費が37.5%と最

も高く、生活保護費(25.0％)、老人福祉費(20.8％)、社会福祉費(16.9％)がこ

れに次いでいる。

　

民生費における目的別経費の推移をみると、各種の社会福祉施策が推進さ

れたことを反映して、昭和44年度と比べ、老人福祉費10.85倍、児童福祉費

4.62倍､｡｢社会福祉費3.85倍となっている。また、民生費総額においても4.03
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倍となっており、生活保護費(2.55倍)を除いていずれも歳出総額の2.85倍

を上回っている。

　　　　　　　　　

第36図民生費の性質別内訳
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％
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民生費の性質別内訳は、第36図にみら'れるとおりで、被保護者に対する

生活扶助費、保育所等の入所措置者に対する措置費、児童手当の支給に要す

る経費等である扶助費が１兆2,775億円で、民生費総額の53.5%と２分の

１を超える比率を占め、各種社会福祉施設関係職員等の人件費5,174億円

(21.6 %)、普通建設事業費2,893億円(12.1 %)がこれに次いでいる。これら

を前年度と比べると、増加額では､扶助費が3,266億円増加し、民生費総額の

増加額の50.0％を占めている。また､対前年度増加率では､人件費が47.9%

と最も大きい伸びを示し､、補助費等が39.3％、普通建設事業費が38.5％、

扶助費、貸付金がそれぞれ34.3%増加している。

　

民生費の性質別内訳を団体種類別にみると、都道府県では、扶助費が40.7%

と最も高い比率を占め、補助費等(23.5 %)、人件費(13.7％)、普通建設事業

費(13.2 %)がこれに次いでいる。市町村では、扶助費が53.3％と最も高い

此率を占め、人件費(22.7 %)、普通建設事業費(12.0％)がこれに次いでい

る。
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第37図

　

民生費の普通建設事業費の推

　　　　

移

第39図 生活保護の被保護人員及び保護率の

推移

－64
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民生費の扶助費の推移
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民生費における普通建設事

業費の目的別推移は、第37図

にみられるとおりで、昭和44一

年度と比べると、老人福祉費

は8.32倍、児童福祉費はも32

倍、社会福祉費は3.93倍と

なっており、総額では4.67倍

となっている。

　

更に、民生費における扶助

費０日的別推移は、第38図

にみられるとおりで、昭和44
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は16.19倍、社会福祉費は8.57倍。児童福祉費は5.29倍と民生費における

扶助費総額の伸び4.01倍を大きく上回っており、生活保護費は2.54倍にと

どまっている。

　

生活保護の被保護人員及び保護率は、第39図にみられるとおりで、両者

とも昭和38年度以降減少傾向が続き、47年度には沖繩県分が加おったこと

もあって増加したが、48年度から再び減少し、49年度は平均で131万人、

人口千人当たりの保護率は11.9%となっている。扶助の内訳をみると、生

活扶助、住宅扶助、教育扶助及び医療扶助の人員は、いずれも前年度と比べ

て減少している。
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地方公共団体は。職業訓練の充実、労使関係の安定、労働者のための各種

施設の整備運営及び失業対策等の諸施策を推進し、労働者の福祉向上に努め･

ている。

　

これら諸施策の推進に要する経費である労働費の決算額は2,697億円で、

歳出総額0 1.2％(都道府県1.1％、市町村1.2％)を占め、前年度(2,136億

円)と比べると561億円、26.3%の伸びを示している。
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労働費の目的別内訳は、第40図にみられるとおりで、失業対策費が労働

費総額の57.5%を占め、その他の42.5%は職業訓練費、労働者金融対策、

労働者福祉対策等の労政費及び労働委員会費等の経費である。これらを前年

度と比べると、失業対策費は320億円、26J％、その他は241億円、26.5%

増加している。

　　　　　　　　　

第41図労働費の性質別内訳
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(100.0％)

　

労働費の目的別内訳を団体種類別にみると、都道府県では、労政費が36.4%

を占め、失業対策費(35.7 %)、職業訓練費(25.1 %)がこれに次いでいる。市

町村では、失業対策費が80.8％と労働費総額の大部分を占めている。

　

労働費の性質別内訳は、第41図にみられるとおり、土木関係、清掃関係

等の失業対策事業費が1,451億円で、労働費総額の53.8％を占め、人件費

466億円(17.3％)がこれに次いでいる。
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保健・衛生と公害防止

　　

(ア)保

　

健・衛
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地方公共団体は、住民の健康を確保増進し生活環境の向上を図るため、結

核、伝染病、成人病等に対する医療対策、精神衛生対策。食品衛生対策等の

諸施策を推進するとともに、し尿・ごみ処理施設の整備、更には公害対策の

推進等、住民に密着した諸施策を積極的に講じている。
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これらの諸施策の推進に要する経費である衛生費の決算額は１兆5,658億

円で、歳出総額の6.8 %(都道府県5.2％、市町村8.3％)を占め、前年度

(１兆1,425億円)と比べると4,233億円、37.0％と大幅に増加している。
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衛生費の目的別内訳は。第42図にみられるとおり、公衆衛生費6,957億

円(44.4%)及び清掃費6,652億円(42.5%)の両者で衛生費総額の86.9%とそ

の大部分を占め、保健所費1,167億円(7.5%)、結核対策費882億円(5.6 %)･

がこれに次いでいる。

　

これを前年度と比べると。清掃費1,889億円、39.7%、公衆衛生費1,892億

円、37.3%と大幅に増加しており、保健所費306億円｡35.5%、結核対策費

146億円、19.9%がこれに次いでいる。
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清掃費の伸びが大きかヽつためは、消費生活水準の向上、産業活動の拡大等

に伴い排出されるごみ等の廃棄物の増加に対し、これを衛生的に処理するた

め、昭和47年３月に｢廃棄物処理施設整備計画｣が策定され、積極的に事業

の推進が図られたこと等によるものである。

　

また、公衆衛生費については、精神病院、精神衛生相談所に係る経費等の

増加及び病院事業会計の経営悪化に対する普通会計からの繰出金が増加した

こと等によるものである。

　

衛生費の目的別内訳を団体種類別にみると、都道府県では、精神衛生、食品

衛生対策等に係る公衆衛生費の比率が59.9%と最も高く、清掃費(17.1 %)、

保健所費(13.3 %)がこれに次いでいる。市町村では、し尿・ごみの収集処

理施設の整備運営等に係る清掃費の比率が60.3％と最も高く、公衆衛生費

(34.0 %)、保健所費(2.9 %)がこれに次いでいる。
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衛生費の性質別内訳は、第43図にみられるとおり、保健所職員、清掃関

孫職員等の人件費が4,900億円で衛生費総額の31.3％と最も高い比率を占

め。普通建設事業費3,272億円(20.9 %)、物件費2,343億円(15.0 %)、扶助

費1,857億円(11.9 %)、補助費等1,579億円(10.1％)がこれに次いでいる。

　

これを前年度と比べると、人件費が保健所職員、清掃関係職員等の給与改

定や人員増により1,415億円、40.6%と大幅な伸びを示している。

　

また、普通建設事業費は886億円、37.1%増加しており、うち補助事業費

が417億円、47.5%と伸びが著しい。

　

第44図

　

衛生費の普通建設事業費の推移

(億円)

　

これらを団体種類別にみると、

都道府県では、人件費の比率が

26.8%と最も高く､扶助費(23.3％)

がこれに次いでいる。市町村にお

いても、人件費が33.5%と最も高

く､普通建設事業費(26.9 %)｡物件

費(18.2 %)がこれに次いでいる。

　

衛生費における普通建設事業費

の推移は、第44図にみられるとお

りで、昭和44年度と比べると4.9

倍と大きな伸びを示している。

　

なお、普通建設事業費の大半

は。し尿・ごみ処理施設等廃棄物
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49（年戊）処理施設のための経費である。
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近年の経済社会の急激な発展に伴い、大気汚染、水質汚濁。騒音・振動、

地盤沈下。悪臭等の公害問題が生じ、これに対する諸施策の強化が緊要と

なってきている。

　

このため、地方公共団体は公害の監視、測定体制の強化、下水道等の社会

資本の整備等の積極的な公害防止対策を講じている。

　

昭和49年度において、公害対策基本法に基づく公害防止計画を策定して

いる地域は、第一次地域から第五次地域までの31地域となっている。
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第45図

　

公害対策経費の状況
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一方、昭和49年度･においてこれ

ら公害問題に対処するため、地方公

共団体が支出した経費（公営企業会

計に係るものを含む。）は、１兆1,969

億円（都道府県4,573億円、市町村

7,396億円）となっている。これを前

年度9,537億円(都道府県3,501億円。市町村6,036億円)と比べると2,432億

円、25.5%増加している。

　

公害対策経費の内訳は、第45図にみられるとおり、建設事業費が１兆710

億円で、公害対策経費の89.5%と大部分を占め、次いで。人件費、監視測定

用の機械器具購入等の経常経費601億円(公害対策経費に占める比率5.0%)、

民間の企業等に対する助成金、貸付金が480億円(4.0％)となっている。

　

次に、建設事業費の内訳をみると、下水道整備事業費が6,628億円で公害対

策経費の55.4%と最も高い比率を占めており、公害対策の中心をなしてい

る。また、前年度(5,700億円)と比べると928億円、16.3%増加している。

次いで、廃棄物処理施設整備事業費が2,373億円(公害対策経費に占める比率

19.8%)、教育施設等の公害防止事業費が604億円(5.0％)となっている。
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警察と消防

　　

(ア)響

　

察

　

行

　

政

　

犯罪の予防、交通安全の確保その他地域社会の秩序と安全を維持し、国民

の生命財産を保護すること等が、警察行政の任務である。また、近年モータ

リセージ、ｙの進展等により発生する交通情勢に対応する交通総合対策の充

実強化が重要となっている。

　

警察費の決算額は9,256億円で、歳出総額の4.0%を占め、前年度(6,981億

円)と比べると2,275億円、32.6%増加している。

第46図

　

警察費の性質別内訳
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号機の設置等の普通建設事業費991億円(10.7％)、物件費609億円(6.6%)が

これに次いでいる。

　

これらを前年度と比べると、人件費が1,955億円｡35.2%と大きい伸びを

示し、物件費109億円、21.9%、普通建設事業費175億円、21.4%がこれに

次いでいる。

　

次に、警察職員数についてみると、国家公務員である警視正以上の階級に

ある地方警務官を除く都道府県警察職員は、昭和50年４月１日現在22万６

千人(前年同期22万人)であり、そのうち警察官は19万５千人で、前年同期

(18万９千人)と比べると６千人、3,2％増加している。

　

また、警察事務職員

は３万１千人で、前年同期(３万人)とほぼ同数となっている。

　

なお、年々増加を続けてきた交通事故の人身に係る事故件数は、昭和44

年をピークとして45年以降減少に転じ、49年には49万件と前年(58万７千

件)と比べ９万７千件、16.4%減少している。

　

また、交通事故に係る業務上等過失致死傷害罪の発生件数も昭和45年(65

万３千件)をピークに46年以降減少を続けており、49年には46万１千件と

前年(53万８千件)と比べ７万７千件、14.4%減少している。

　　

(イ)消

　

防

　

行

　

政

　

近年、高層化、深層化していく建築物、日常生活における各種危険物品Ｏ

はん濫、石油コンビナート及び危険物貯蔵所の増加等に伴い火災等による災

害は、複雑多様化する傾向にある。このような事態に対処し地域住民の生命

財産を守るため、地方公共団体は、消防力の近代化、消防組織の常備化、広

域化等消防力の充実強化を図るとともに救急体制の整備を行ってきている。

　

これらの諸施策の推進に要する経費である消防費の決算額は3,985億円

で、歳出総額の1.7％(都道府県0.4％｡市町村3.1％)を占め、前年度(2,957

億円)と比べると1,029億円、34.8%と大幅に増加している。

第47図消防費の性質別内訳
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円で、消防費総額の70.2％を占め、消防自動車、
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消防費の性質別内訳

　

は、第47図にみられ

　

るとおり、消防関係職

　

員の人件費が2,800億

救急自動車等の購入、



消防庁舎の建設等の普通建設事業費660億円(16.6%)、物件費363億円

(9.1 %)がこれに次いでいる。

　

火災発生件数は、昭和49年において６万８千件と前年(７万３千件)に比

べると５千件減少しており、総損害額は1,123億円、死傷者数は１万１千人

で前年(1,138億円、１万２千人)と比べると総損害額は15億円、1.3％、死傷

者数は１千人、8.1%減少している。

　

なお、消防行政の一環としての救急業務は、各災害の増大等により、救急

搬送等の業務量は依然として増加しており、昭和49年中の救急出場件数は、

142万件(前年134万件)であるが､そのうち交通事故による出場件数は28万

９千件で､前年(31万８千件)と比べ２万９千件減少している。これは、45年

からの交通事故件数自体の減少等によるものである。また、救急業務を実施

している市町村の数は増加しており、50年４月１日現在2,575団体(全市町

村の79.1 %)で、前年同期(2,429団体)と比べると146団体、6.0％増加して

いる。

　

５

　

地方経費の構造

　

地方公共団体の経費を性質別に分類すると、義務的経費、投資的経費及び

その他の経費に大別されるが。これらの状況をみると、次のとおりである。

（１）概

　　　　

況

　

昭和49年度歳出決算額(22兆8,879億円)の性質別構成比をみると、人件

費(35.0％)と普通建設事業費(32.2 %)の両者で67.2%を占めており、扶

助費(6.5 %)、物件費(6.1％)、貸付金(5.6 %)、補助費等(4.2％)、公債費

(3.6 %)がこれに次いでいる。歳出決算額の性質別構成比の中で、45年度以

降48年度まで最も高い比率を占めていた普通建設事業費が、49年度におい

ては、人件費に次ぐ比率となっているが、これは、人事院勧告が近年にない

高率(29.64 %)であったこと等により、人件費の伸びが極めて大きかったの

に対し、普通建設事業費の伸びは、総需要抑制策のため比較的小さかったた

めである。歳出決算額に占める人件費の構成比は、既に48年度において上

昇に転じていたが、49年度は、48年度の構成比(32.5 %)を更に2.5%上回っ
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性質別歳出決算額の構成比
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□

投資的経費

ており、財政硬直化を進行させた大きな要因となっている。

　

なお、前年度の比率を下回ったのは、普通建設事業費(前年度34.1%)、物

件費(6.2 %)、公債費(3.7％)、繰出金(1.8％)、維持補修費(1.8％)、積立金

(1.3%)、失業対策事業費(0.7％)、投資及び出資金(0.7 %)である。

　

団体種類別に義務的経費と投資的経費の構成比をみると、第48図にみ

られるとおりである。義務的経費の歳出総額に占める比率は、都道府県

(45.7％)が市町村(40.0％)に比べて高くなっている。これは、都道府県が義

務教育諸学校教職員及び警察職員の給与を支弁しているためである。また。

市町村のうち町村における義務的経費の比率が33.8%と低いのは、都市と

異なり、生活保護等の実施が都道府県によって行われているからである。

　

性質別の歳出決算額の推移は、第49図にみられるとおりで、昭和44年度

と比べると、扶助費が3.60倍と最も大きい伸びを示しており、積立金(3.19

倍)、人件費(2.99倍)も歳出総額の伸び(2.85倍)を上回っている。
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第49図

　

性質別歳出決算額の増加状況

く2）義務的経費

　

義務的経費は、その支出が義務付けられている経費で、人件費、扶助費及

び公債費からなっている。

　

義務的経費の決算額は10兆3,349億円で、前年度(７兆4,412億円)と比べ

ると２兆8,937億円、38.9%増加しており、昭和29年度以降これまでの最

高であった前年度の増加率(24.8%)を更に大きく上回っている。

　

義務的経費の内訳をみると、特に、この経費の77.5%を占める人件費は８

･兆93億円となっており、人事院勧告が近年にない高率(29.64 %)であったこ

と、教育職員について人材確保法に基づく待遇改善(昭和49年１月１日か

ら実施された第一次改善(給与の９％の引上げ)の平年度化)がなされたこと

及び職員数が引き続き増加したこと等により、その増加率は41.0%と前年

度(25.0 %)を大幅に上回る極めて高い伸びを示している。玄た、増加額は。
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前年度の増加額(１兆1,362億円)を１兆1,909億円上回る２兆3,271億円に。

も達している。

　

扶助費は１兆4,920億円となっており、前年度(１兆1,078億円)と比べる

と、生活扶助基準の引上げ、医療費の上昇等により、3,843億円、34.7 %増

加しており、昭和47年度の増加率(42.6 %)よりは下回ったものの、前年度

の増加率(30.4 %)を上回っており、引き続き大幅に増加している。

　

公債費は8,336億円となっており、前年度(6,512億円)と比べると1,824億

円、28.0 %増加している。

　

この結果、歳出総額に占める義務的経費の割合(45.2%)は、前年度(42.6%〉

と比べて2.6%高まり、財政硬直化が一段と進行したことを示している。

　

ア

　

人

　　

件

　　

費

　

人件費は、一般職等の職員の給与、地方公務員共済組合負担金、退職金、

恩給、議員報酬等からなっている。

　

人件費の決算額は８兆93億円で、前年度(５兆6,822億円)と比べると２

兆3,271億円、41.0％増加している。

　

人件費の歳出総額に占める比率は、昭和41年度以降47年度まで漸減して

きたが、48年度において上昇傾向に転じ、49年度は更に高まって35.0％と

なり、47年度(31.1％)に比べると3.9%も高くなって、42年度(35.5%) >-

水準にほぼ逆もどりし、財政硬直化を進行させた大きな要因となっている。

　

人件費の歳出総額に占める比率を団体種類別にみると、都道府県は39.3%

(前年度36.6 %)で、義務教育諸学校教職員及び警察職員の給与を支弁して

いるため、市町村の26.2% (24.3%)に比べてかなり高い比率を示している。

人件費の増加額が歳出総額の増加額に占める比率を団体種類別にみると、都

道府県は48.4 %(前年度52.9 %)、市町村は32.5% (26.2%)となっており、

都道府県及び市町村ともに、給与改定率が高かったこと等を反映して、近年

における水準と比べるとそれぞれ高い比率を示している。都道府県の比率が･

前年度の比率を下回っているのは、前年度の比率が、総需要抑制策等により

伸びの小さかった歳出総額の増加額を基に算定されたため、結果的に高い比

率になっていたことによるものである。
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第50図
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昭和36年度以降における人件費は、第50図にみられるとおりであり、毎

年度増加している。その要因と･しては、地方公務員の給与改定が人事院勧告

に基づく国家公務員の給与改定に準じて毎年度実施されていること及び教育

関係の職員。社会福祉施設、清掃、消防等の住民サービス部門の職員、警察

官等が増加していることが挙げられるが、最近においては、これらに加えて

国の水準を上回る給与、国の支給範囲又は率を超える給与の支給等が人件費

増加の要因となっている。

　　

(ア)人件費の内訳

　

人件費の内訳をみると、職員給が83.7%と最も高い比率を占め、地方公務

員共済組合負担金(6.6％)、退職金(4.7％)がこれに次いでいる。

　

これを更に

団体種類別にみると、職員給の比率は、都道府県84.9% (前年度84.2%)、市

町村81.5％(81.1％)、退職金の比率は、都道府県5.1％(前年度5.4％)、市町

村4.0％(3.8％)といずれも都道府県が市町村を上回っている。議員、委員等

報酬手当及び特別職の給与は。都道府県0.9％(前年度0.9%)｡市町村7.1％

(7.5％)と市町村の方が高くなっている。
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人件費の財源に｡ついてみると、一般財源等が81.6％(前年度81.8%)と大部

分を占めており、国庫支出金が16.2% (15.7%)でこれに次いでいる。これを

更に団体種類別にみると、一般財源等の比率は、都道府県74.9 % (前年度

75.6%)、市町村90,9％(90.5％)と市町村が都道府県より高いのに対し、国庫

支出金の比率は。都道府県23.7% (前年度22.9%)、市町村2.7％(2.6％)と都

道府県の方が高くなっている。

　

これは、都道府県が支弁している義務教育

諸学校教職員の人件費について、国庫負担制度が設けられていることによる

ものである。

　　

(イ)職

　

員

　

給

　

職員給総額は６兆7,015億円で、前年度(４兆7,198億円)と比べると１兆

9,817億円、42.0%増加している。

　

なお、職員給のうち、その他の手当の増

加率が47.1%と大きく伸びているが、これは、人事院勧告により期末手当の

支給率が昭和49年度において年間で0.4月分引き上げられたため、その他

の手当のII.Ｗｏを占める期末勤勉手当の増加率が49.9%と大きく伸びたこと

によるものである。

　

職員給の部門別構成比をみると、教育関係が49.0% (前年度48.6%)で、圧倒

的に高い比率を占めており、次いで、総務・企画関係12.7% (13.1%)、警

察関係9.5% (9.9%)、民生関係7.0% (6.7%)、衛生関係6.7％(6.8％)等と

なっている。教育関係の比率は、昭和48年度まで年々低下してきていたが、

49年度は、人材確保法に基づく待遇改善措置等の影響により、若干高くなっ

ている。また、民生関係及び消防関係の比率は、引き続き高まっている。

　

職員給の部門別構成比を更に団体種類別にみると、都道府県では。職員

給総額４兆3,120億円のうち、教育関係64.2% (前年度63.2%)と警察関係

14.7% (15.3%)の両者で、全体の78.9%を占めている。市町村では、職員給

総額２兆3,896億円のうち、総務・企画関係(税務事務等を含む。)が27.0％

(前年度27.8%)と最も高い比率を占め、次いで、教育関係21.7% (21.9%)、

民生関係15,8％(15.0％)、衛生関係11.8％(11.7％)等となっている。

　

また、昭和50年４月１日現在における地方公務員(全会計)の１人当たり

平均給料月額を主な職種別にみると、第51図のとおりであり、小・中学
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平均給料月額(全会計、団体種類別、職種別)

　　　　　　

[三郷面司

ぶ･全地方公共団体

EΣ２Ξ二zｺ=）一都

　

道府

　

県

E勁沁ss３-･大

　

都

　

市

匹･ｓ

　　　　

市

陛１ﾛl一一町

　　

村

校教育職、高等学校教育職がそれぞれ168,620円(対前年度増加率30.0％)｡

166,534円(30.8%)と比較的高く、警察職136,505円(30.8％)、一般行政職

ﾕ24,382円(32.3％)、消防職121,830円(30.8％)を上回っている。

　

なお、昭和50年４月１日現在の一般行政職について、学歴別、経験年数別

によるラスパイレス方式により求めた指数は､国家公務員を100とした場合、

都道府県110.8(前年同期111.3)、大都市114.2(116.1)、都市113.8(113.8)、

町村100.2(99.2)、全団体平均110.4(110.6)となっており、全団体平均では、

前年と同様、国の水準を約１割上回っている。また、ラスパイレス指数を前

年同期と比べると、大都市はやや低下、都道府県及び都市はほぼ横ばい、町

村ではやや上昇し、その結果、町村でも国の水準を上回るに至った。なお、

都道府県及び大都市では全団体が、都市では全団体の91.2%に当たる578団

体が、町村では全団体の54.1%に当たる1,412団体が100を超えている。人

件費が増嵩したのは、このように高い給与水準にもその要因があるので、地

方公共団体は。その適正化のために格段の努力を払う必要がある。

　　

(ウ)地方公務員の数

　

地方公共団体の普通会計で給与を支弁している職員数は、昭和50年４月

１日現在257万５千人で、前年同期(250万１千人)と比べると７万４千人。
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2｡9％増加している。職員数の増加状況を行政部門別にみると、教育関係職

員が２万９千８百人(増加職員数の40.4 %)の増加で最も多く、次いで、民

生関係職員１万６千６百人(22.5%)、衛生関係職員８千７百人(11.8％)､消防

職員６千９百人(9.3％)、警察関係職員６千３百人(8.6％)の増加となってい

る。教育関係職員及び警察関係職員の増加は、法令等の改正に伴う定数増が

その主な原因であり、民生関係職員の増加は、保育所職員の増加(１万１千

２百人(うち保母８千人))が、衛生関係職員の増加は、ごみ・し尿処理等(ひ

清掃職員の増加(５千４百人)がその主な原因である。このように最近におけ

る社会経済情勢の著しい変ぼうに伴う行政需要の多様化と高度化を反映し、

地方公共団体の職員数は年々増加してきており、昭和50年４月１日現在Ｏ

職員数の増加率は、５年振りに３％を下回り、増加傾向は幾分鈍化したもＯ

の依然として増加している。しかし職員数の増加は、人件費の膨脹を招き、

財政硬直化の要因となるので、地方公共団体は、行政機構の簡素合理化、職

員の適正配置､新陳代謝の促進等の措置を講ずることにより､職員数の増加を

極力抑制するように努める必要がある。

　

職員の行政部門別構成は、第52図にみられるとおり、教育関係職員114万

　　　　　　　　　

第52図地方公務員数の構成

(注)｢地方公務員給与実態調査(昭和50年４月１日現在)｣による。
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６千人(44,5％)、一般行政関係職員109万８千人(42.6%)、警察関係職員22

万６千人(8.8％)及び消防職員10万５千人(4.1%)で､教育関係職員の比率が

最も高くなっている。

　

職員の構成を団体種類別にみると、都道府県職員は、義務教育諸学校教職

員が含まれている関係もあって、全体の58.3％(前年同期59.9%)を占めてい

る。そのうち、教育関係職員は60.7% (59.5%)と最も高く、以下、一般行

政関係職員23.1% (24.7%)、警察関係職員15.1 % (14.7%)、消防関係職員

1.2% (1.1%)となっている。市町村職員は、全体の4:1.1 96(前年同期40.1 %)

を占めており、そのうち、一般行政関係職員70.0% (69.4%)、教育関係職

員21.8% (22.4%)、消防職員8.2％(8.2％)となっている。
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地方公務員数の推移(昭和40年４月１日
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なお、一般行政関係職員を行政部門別にみると、企画・総務部門25万８

千人(総職員数に占める比率10.0％)｡民生部門22万８千人(8.9 %)、土木部

門17万８千人(6.9 %)、衛生部門17万人(6.6％)等となっている。

　

行政部門別職員の増加状況は、第53図にみられるとおり、民生、衛生、

消防等直接住民サービスを担当する職員が、他の部門に比べて高い伸びを示

している。

　

また、医師の充足状況をみると、例えば、地域住民の健康に極めて重要な

役割を果たしている保健所839か所(昭和50年４月１日現在)に勤務する常
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勤医師は1,317人(前年同期1,315人)で、１保健所当たり1.6人という状況

であり、医療施設、重度身体障害者援護施設、老人福祉施設等の充実を図ろ

うとする地方公共団体にとって、医師の確保は依然として切実な問題となっ

ている。

　

イ
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助

　　

費

　

扶助費は、社会保障制度の一環として生活困窮者、児童、老人、心身障害

者等を援助するための経費である。

　

扶助費の決算額は１兆4,920億円で、前年度(１兆1,078億円)と比べると

.3,843億円、34.7%増加している。

第54図

　

扶助費の目的別構成比の推移

(年度)

　

扶助費の目的別構成比をみる

と、生活保護費5,822億円が総

額の39.0％を占め最も大きく、

児童福祉費3,361億円(22.5%)、

老人福祉費2,921億円(19.6 %-)

がこれに次いでいる。構成比の

推移は、第54図にみられると

おりで、児童福祉費、老人福祉

費及び社会福祉費は、児童、老

人、心身障害者等に対する福祉

施策の充実に伴って、その比率

を高めてきており、扶助費の増

大の要因となっている。一方、生活保護費は、扶助基準の引上げ等が行われ

たにもかかわらず、その増加率(29.0%)が扶助費総額の増加率(34.7%)を下

回ったことにより、また、結核対策費は、結核患者数が減少したこと等によ

り、ともにその比率が引き続き低下している。

　

単独施策分は、1,226億円で扶助費総額の8,2％となっており、これを団

体種類別にみると、都道府県は298億円(都道府県の扶助費総額の6.4％)｡

市町村は928億円(市町村の扶助費総額の9.0％)となっている。次に、これ

を目的別にみると、老人福祉費426億円(扶助費の単独施策分総額の34.8 %)
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が最も多く、児童福祉費370億円(30.2％)、社会福祉費227億円(18.5 %)ヽ

がこれに次いでいる。

　

なお、扶助費の財源内訳をみると、国庫支出金が１兆214億円で全体の･

68.5%を占め最も多く、次いで一般財源等が4,305億円で、28.9%を占めて

いる。

　

ウ

　

公

　　

債

　　

費

　

地方債の元利償還金及び一時借入金利子の支払いに要する経費である公債

費の決算額は8,336億円で､前年度(6,512億円)と比べると1,824億円､28.0 %
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増加している。

　

公債費の内訳は､元金3,629･

億円(公債費総額に占める比。

率43.5％、前年度47.0 %)、利、

子4,352億円(52.2％､50.2%)、

一時借入金利子356億円、

(4.3%、2.8％)である。

　

公債費に充当された財源に

ついてみると、一般財源等が

7,315億円で全体の87.7%を

占めており、前年度(5,679億、

円、87.2 %)と比べて、この

比率は高まっている。

　

公債費に充当された一般財

源等の一般財源等総額に占め･

る比率の推移をみると、第55･

図にみられるように、公共災。

害復旧事業債のうち250億円

を繰上償還した昭和43年度

を除いて、この比率は５％台一

（注）Ｏ　内の数値は、昭和42年度を100とした指数である。

　　　

で推移している。また。この･
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比率を団体種類別にみると、市町村の比率が、都道府県の比率を常に上回っ

ている。

　

これは、市町村においては、都道府県に比べて、住民生活に直接

関係する投資が多く、歳出総額に占める投資的経費の比率が高くなっている

が、その充当財源に占める一般財源及び国庫支出金の割合が相対的に低いた

め、地方債依存度が高くなっていることによるものである。

　

地方債償還額を事業別にみると、一般単独事業債1,010億円が全体の

27.8%を占めて最も多く、義務教育施設整備事業債511億円(14.1％)、一

般公共事業債469億円(12.9 %)、災害復旧事業債309億円(8.5％)、公営住

宅建設事業債213億円(5.9 %)、公共用地先行取得事業≪212億円(5.8 %)が

これに次いでいる。

(３)投資的経費

　

最近における経済の発展と国民生活の現状からみて、社会資本の整備には

相対的な立ち遅れがみられ、地方公共団体は、これに対処するため、総合

的、計画的に公共投資を行うことを要請されている。

　

投資的経費は、道路、橋りょう、学校、公営住宅の建設等行政水準の向上

に直接寄与する経費であり、普通建設事業費、災害復旧事業費及び失業対策

事業費からなっている。

　

投資的経費の決算額は７兆8,985億円で、歳出総額の34.5% (都道府県

32.4%、市町村37.2 %)を占め、前年度(６兆3,679億円)と比べると１兆5,306

億円、24.0%増加している。ただし、歳出総額に占める比率では、昭和48

年度以降低下の傾向を示しており、49年度においても。歳出総額(増加率

31.0％)及び人件費を中心とする義務的経費(38.9 %)の伸びが大きかったた

め、その比率は34.5%と前年度(36.4%)より更に低下している。

　

投資的経費の内訳をみると、普通建設事業費が93.3 %(前年度93,6 %)を

占めており、次いで災害復旧事業費4.9％(4.6％)、失業対策事業費1.8%

(1.8％)となっている。

　

ア

　

普通建設事業費

　

昭和49年度の普通建設事業費の決算額は７兆3,681億円で、前年度(５兆

9,573億円)と比べて１兆4,107億円、23.7%増加している。
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第56図

　

普通建設事業費の増加状況

　　　　　

(対前年度増加率の対比)

　

一一一--一歳出総額増加率

　

普通建設事業費の増

加状況は、第56図に

みられるとおりで、単

独事業費が21.7%と前

年度の増加率(22.0 %)

をわずかに下回ってい

るのに対し、補助事業

費は26.2%と前年度の

増加率(6.8％)を大幅

に上回っている。この

ように､補助事業費､単

独事業費とも、総需要

抑制策にもかかわらず

かなりの伸びを示した

のは、総需要抑制策に

より昭和48年度から

49年度への繰越額が、47年度から48年度への繰越額より大幅に増加した反

面、49年度から50年度への繰越額は、49年度末における景気浮揚策への転

換等によりそれ程大きくなかったこと及び環境衛生、教育、福祉関係施設整

備の経費が大幅に増加したことによるものである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第57図は、普通建設
第57図

　

普通建設事業費の推移
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事業費の増加状況を、昭

和44年度を100とした

指数で示したものであ

り、49年度においては、

補助事業費の伸びが単独

事業費の伸びを上回って

いるが、過去５か年度間

では、単独事業費が2.81
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倍となっており、補助事業費(2.75倍)1をわずかに上回っている。普通建設

事業費全体では、地方公共団体が生活環境施設の整備を積極的に推進してき

たことを反映して、2.77倍の伸びとなっており、国民総生産(2.19倍)の伸び

を大きく上回っているが、人件費(2.99倍)等の伸びがより大きかったため、

歳出総額(2.85倍)の伸びよりはわずかに下回っている。

　

普通建設事業費の決算額を団体種類別にみると、都道府県は３兆8,367億

円、市町村は３兆8,960億円であり、歳出総額に占める比率は、市町村

(34.9％)が都道府県(29.7 %)に比べて高くなっている。また、普通建設事業

費に占める補助事業費及び国直轄事業負担金の比率は、都道府県(67.9 %)が

市町村(46.9 %)に比べて高くなっている。

　

次に、普通建設事業費の増加率を団体種類別にみると、都道府県は21.7%

と前年度(4.8％)を大幅に上回っており、市町村も25.0%と前年度(21.3 %)

を上回っている。

　　

(ア)普通建設事業費の目的別内訳

　

普通建設事業費の目的別内訳をみると、道路橋りょう費が１兆4,006億円、

19.0％と最も高い比率を占めており、街路整備及び区画整理等の都市計画費

8,756億円(11.9 %)、小学校費5,995億円(8.1 %)､住宅費5,883億円(8.0 %)、

農道及び農業基盤整備等の農地費5,760億円(7.8 %)、河川海岸費5,585億円

(7.6 %)がこれに次いでいる。　また。目的別に増加率をみると、地方公共団

体が環境衛生、教育、福祉関係施設等の整備を積極的に推進したことを反映

して、老人福祉費(58.5 %)、高等学校費(57.0 %)、中学校費(43.2 %)、住宅

費(40.0％)、清掃費(39.3 %)、児童福祉費(38.8 %)、小学校費(37.1 %-)等が

大きな伸びを示している。

　

普通建設事業費の各目的別の推移は。第58図にみられるとおりであり、

昭和44年度と比べると、民生費が4,67倍で最も大きな伸びを示している。

その内訳をみると、老人ホームの建設等老人福祉費が8.32倍。保育所の建

設等児童福祉費が4.32倍等となっている。

　

また、教育費は3.59倍となって

いるが、このうち社会教育費(4.07倍)及び中学校費(3.93倍)の伸びが大き

χ､ヽ。
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第58図

　

普通建設事業費の目的別増加状況
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なお、道路橋りょう費は2.41倍、農林水産業費は2.47倍の仲びにとど

まっている。

　

普通建設事業費の目的別内訳を団体種類別にみると、都道府県では、道路

橋りょう費(構成比22.7 %)、河川海岸費(12.8%)、農地費(12.0 %)等の

産業基盤整備及び国土保全関係経費の比率が高い。市町村では、小学校費

(15.4 %)、道路橋りょう費(14.4%)、都市計画費(13.8 %)等地域生活に密接

な関係のある経費の比率が高く、このほか、最近では中学校費(7.8％)。
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清掃費(5.2 %)、児童福祉費(3.1 %)等環境衛生、教育、福祉関係経費の比率

が高くなってきている。

　

地方公共団体が公共施設の整備を推進する上で、用地取得費は大きな財政

負担となっている。すなわち、用地取得費の決算額は、都道府県6,005億円、

市町村7,886億円で、それぞれ普通建設事業費の15.7 %(前年度16.1 %)、

20.2% (21.4%)を占めている。その増加状況を団体種類別にみると、都道府

県は933億円、18.4%、市町村は1,229億円、18.5%の伸びとなっている。

　

用地取得費１兆3,891億円の財源内訳をみると、地方公共団体が用地取得

に地方債を積極的に活用したことを反映して、地方債の比率が44.3%と最

も高く、次いで一般財源等30.5％、国庫支出金17.4%等となっている。

　　

(イ)補助事業費

　

国からの補助金又は負担金を受けて施行する補助事業費の決算額は、４兆

501億円で、前年度(３兆2,101億円)と比べて8,400億円、26.2%増加して

いる。この増加率は、歳出総額の増加率(31.0％)を下回ったものの、前年度

の増加率(6.8％)を大幅に上回っている。

　

これを団体種類別にみると、都道

府県は22.3%増加し、前年度の増加率(0.2％減)を大幅に上回っており、市

町村の増加率も31.3％と前年度(20.1％)を上回っている。

　

補助事業費の増加率を目的別にみると、住宅費51.4 %(前年度5.7％)、

中学校費50.3 % (23.2 %)、清掃費48.9 % (40.4 %)、高等学校費38.0％

(12.8 %)、小学校費33.7% (28.7%)、社会教育費30.4% (25.7%)等の伸び

が大きく、その他の経費においても、保健体育費17.5％(27.8％)が前年度

の伸びを下回ったほかは、いずれも前年度の増加率を上回っている。

　

また、目的別に構成比をみると、道路橋りょう費(15.4%)、都市計画費

(12.8 %)等の産業基盤整備事業及び住宅費(11.4％)の比率が高いが、最近で

は、生活基盤の整備に対する住民要求に対応し、環境衛生、教育・文化施設

に対する投資が増え、清掃費(2.7％)、小学校費(8.9％)、中学校費(4.2％)

等の比率が高まってきている。

　　

(ウ)単独事業費

　

地方公共団体が、国の補助を受けずに自主的に施行している単独事業費Ｏ
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決算額は、３兆885億円で、前年度(２兆5,374億円)と比べると5,510億

円、21.7%増加している。

　

しかし、この増加率はわずかではあるが前年度

(22.0 %)を下回り、歳出総額に占める構成比も14.5%から13.5％に低下し

ている。

　

団体種類別に増加率をみると、都道府県が23.5%で、前年度(18.5 %)を

上回っているのに対し、市町村では20.5%と前年度(23.9 %)を下回ってい

る。

　

単独事業費の増加率を目的別にみると、高等学校費63.5 % (前年度

33.5％)、小学校費42.5% (21.9%)、清掃費32.1 %(16.2 %)等の伸びが大き

く、住宅費9.8％(31.8％)、農業費9.8 %(23.1 %)、河川海岸費20.5％

(38.6％)等は前年度の伸びを大幅に下回っている。また、目的別に構成比を

みると。道路橋りょう費(21.2 %)の比率が最も高く、都市計画費(11.6 %)｡

小学校費(7.7％)の比率がこれに次いでいる。

　

補助事業費と単独事業費の構成比を目的別にその主なものについてみる

第59図

　

普通建設事業費の目的別の状況
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と、第59図にみられる

とおり、補助事業費の占

める比率が高いのは。農１

地費、住宅費及び河川海

岸費であり、清掃費及び

道路橋りょう費において

は、単独事業費の比率が

比較的高くなっている。

これは、地方公共団体

が、し尿・ごみ処理施

設、生活関連市町村道等

の整備を地域住民の要請

にこたえて、重点的に推

進したことによるもので

ある。

　　　　　　

補助事業質

　

国直轄事業負担金

　

単独事業費

道路橋り

　

｀費‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　

・
11兆4,006W円）⑤※怖腿:※:※81

　　　

46.7%
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(エ)国直轄事業負担金

　

国が、土木その他の建設事業を直轄で施行する場合において、法令によｰ

り、地方公共団体がその経費の一部を負担する国直轄事業負担金の決算饗

は、2,295億円で、前年度(2,098億円)と比べると197億円、9.4％増加して

いる。国直轄事業負担金を目的別にみると、道路橋りょう費(53.6 %)が最も、

高い比率を占め、河川海岸費(245 %)、港湾費(14.9 %)がこれに次いでお

り、これらで総額の93.0％を占めている。

　

なお。国直轄事業負担金のうち、都道府県が90.9％とその大部分を占め

ており、市町村はわずか9.1％にすぎない。

　　

(オ)普通建設事業費の充当財源

　

普通建設事業費に充当され

　

第60図

　

普通建設事業費の財源構成比の推移･

た財源の構成比の推移は、

第60図にみられるとおりで

あり、一般財源等の充当額

は、前年度と比べて21.1%増

加しているが、普通建設事

業費の充当財源総額の伸び

(23.7%)を下回っている

ため．構成比は39.5%から

lに１已ひ≒こニベトごこ竺一Ｊ９

　　　

／て8

　　　

23ｒ｀ミ6
jﾘｰど

44 45 46 47 48 49(年度y

38.6％へとわずかに低下している。

　

一方、国庫支出金(増加率26.6 %)、地方債(17.1 %)、その他の特定財源

(62.9 %)は、総需要抑制策により昭和48年度から49年度に事業の執行徐

延べの措置が採られたこと等により、前年度(それぞれ3.8％、1.0％減、

40.9%)を大幅に上回る伸びを示した。

　

イ

　

災害復旧事業費

　

災害復旧事業費は、昭和49年５月から９月にかけての豪雨及び台風による、

災害規模が大きかったこともあって、決算額は3,853億円で、前年度(2,952

億円)と比べると901億円、30.5％と大幅に増加している。

　

これを性質別にみると、補助事業費の決算額は3,567億円で､前年度(2,742:
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噫円)と比べると825億円、30.1％増加しており、単独事業費231億円(増

､加率33.7%)及び国直轄事業負担金54億円(47.9 %)も前年度を大幅に上

､回っている。

　

次に、目的別内訳をみると、道路、河川、海岸、港湾、漁港等の公共土木

施設災害復旧事業費は2,698億円、農地、農業用施設等の農林水産施設災害

復旧事業費は995億円となっており、両者で総額の95.8%を占めている。

　

次に、災害復旧事業費に充当された財源についてみると、国庫支出金

一(71.3%)及び地方債(19.7 %)が大部分を占めており、一般財源等の占める比

率は5.9％にすぎない。

　

昭和49年度末における年災別災害復旧事業の進捗状況を、補助事業及び

掴直轄事業についてみると、48年災害については復旧所要額962億円に対

し789億円、82.1%が実施されており、49年災害については復旧所要額

･4,305億円に対し1,587億円、36.9 %が実施されている。

　

なお、47年災害の進捗率は98.7%となっており、ほぼ完了している。

　

ウ

　

失業対策事業費

　

失業者に就職の機会を与えるために道路の補修や公園の清掃等の事業を行

う失業対策事業費の決算額は1,451億円で、前年度(1,154億円)と比べて297

億円、25.8%増加している。

　

これを性質別にみると、補助事業費が1,042億円で71.8%、単独事業費が

･409億円で28.2%を占めている。また､財源についてみると、一般財源等が

-796億円で54.8%、国庫支出金が594億円で40.9%を占めている。

(4)その他の経費

　

ア

　

物

　　

件

　　

費

　

行政の執行に伴い事務的に必要とされる消耗品費、備品購入費等の経費で

.ある物件費の決算額は１兆3,848億円で、前年度(１兆867億円)と比べると

2,982億円、27.4 %(前年度24.5 %)増加している．

　

物件費の内訳は、消耗品費、印刷製本費、光熱水費等の需用費5,526億円

(物件費総額に占める割合39.9％).備品購入費1,475億円(10.6％)、旅費
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1､394億円(10.1％)、通信運搬費、筆耕翻訳料等の役務費1,092億円(7.9％)、一

賃金654億円(4.7％)、その他3,707億円(26.8%)となっている。

　

イ

　

維持補修費

　

公用又は公共用施設の効用を維持するための経費である維持補修費の決算、

額は2,774億円で、前年度(2,329億円)と比べると445億円、19.1 %(前年度

16.7%)増加している。　これを目的別にみると、道路橋りょう関係1,323億

円(維持補修費総額に占める割合47.7%)が最も大きく、公営住宅関係225億

円(8.1 %)、小学校関係186億円(6.7 %)がこれに次いでおり、これらを含む

土木施設及び教育関係施設の維持管理に要した経費が全体の81.3%を占めて

いる。

　

ウ

　

補

　

助

　

費

　

等

　

公益上必要がある場合において農林漁業団体等公共的団体その他特定の者

に対し支出し、又は地方公営企業会計(法適用)等に対して支出するための経

費である補助費等の決算額は9,530億円で、前年度(7,277億円)と比べると

2,253億円、31.0％(前年度24.8%)増加している。

　

これを目的別にみると、教育費1,630億円(補助費等総額に占める比率

17.1%)が最も大きく、衛生費1,579億円(16.6 %)、農林水産業費1,492億円

(15.7 %)、総務費1,353億円(14.2 %)、土木費1,144億円(12,0％)等がこれ

に次いでいる。このうち補助費等総額の伸び(31.0％)を上回ったものは、災

害復旧費(144.4 %)、教育費(45.3 %)、民生費(39.3 %)及び労働費(31.3％)ヽ

であり、警察費(21.0 %)、消防費(20.0％)等はこれを下回っている。

　

補助費等のうち、地方公営企業(法適用)に対する負担金及び補助金ぼ

2,415億円で、前年度(1,912億円)と比べると503億円、26.3%の伸びを示し

ている。増加額の主な内訳は、公共下水道事業(182億円、増加率29.9 %)、

病院事業(141億円｡19.4%)、上水道事業(101億円。59.8 %)等である。　ま

た、事業別にみると、病院事業に対するもの867億円(地方公営企業(法適'

用)に対する負担金及び補助金総額に占める割合35.9 %)及び公共下水道事

業に対するもの789億円(32.7 %)と、両者で総額の68.6%を占めており、交
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通事業に対するもの411億円(17.0％)、上水道事業に対するもの271億円

(11.2 %)がこれに次いでいる。

　

エ

　

繰

　　

出

　　

金

　

普通会計から地方公営企業法の適用を受けない地方公営企業会計、定額の

資金を運用するための基金及び財産区等へ繰り出すための経費である繰出金

の決算額は3,594億円で、前年度(3,073億円)と比べると521億円、16.9%

増加している。これを繰出先別にみると、地方公営企業会計(法非適用)に対

するもの1,655億円(繰出金総額に占める比率46.1 %)が最も大きく、基金に

対するもの1,286億円(35.8 %)、国民健康保険事業会計に対するもの508億

円(14.1 %)がこれに次いでいる。

　

室だ、地方公営企業会計(法非適用)に対する繰出金の37.1 %(&U億円)は

公債費財源として、33.3 %(551億円)は建設費財源としてそれぞれ繰り出

され、国民健康保険事業会計に対する繰出金の41.5 %(211億円)は赤字補て

ん財源として繰り出されている。

　

オ

　

積

　　

立

　　

金

　

年度間の財源の調整を図り、又は将来における公共施設の整備や災害に対

処する等特定目的のための資金等を積み立てるための経費である積立金の決

算額は2,715億円で、前年度(2,354億円)と比べると361億円、15.4%増加

している。

　

歳出決算による積立金に歳計剰余金処分による積立金(219億円)

を加え、この額から積立金とりくずし額(1,568億円)を控除した昭和49年度

の純積立額は1,366億円で、前年度(1,658億円)と比べると292億円、17.6%

減少している。このうち、財政調整基金積立金についてみると、歳出決算及

び歳計剰余金処分による積立額は1,746億円で、前年度(1,392億円)と比べ

かなり増加し、とりくずし額も809億円と、前年度(363億円)に比べ大幅

(122.9%)に増加した。その結果、純積立額は938億円となり、前年度(1,029

億円)と比べて8.8％減少している。これを団体種類別にみると、都道府県は

前年度(340億円)に比べ66.8%減の113億円、市町村(前年度689億円)は

19.7%増の825億円となっている。

　

なお、昭和49年度における積立金のとりくずし額(1,568億円)の内訳を目
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的別にみると、小・中学校、道路橋りょう。都市計画事業等の建設事業に充

当されたもの890億円(積立金とりくずし額に占める割合56.8%)、災害のた

めに充当されたもの26億円(1.7％)、財産取得のために充当されたもの21億

円(1.3％)、公債費に充当されたもの９億円(0.6％)等となっている。

　

ヵ

　

投資及び出資金

　

地方公共団体が各種の債権等を所有し、財団法人等に対して出えんし、又

は地方公営企業の建設投資の財源として支出する等のための経費である投資

及び出資金の決算額は1,218億円で､前年度(1,207億円)と比べると11億円、

0.9％増加している。これを目的別にみると、公共下水道事業、住宅供給公

社等の土木関係に係るものが415億円(投資及び出資金総額に占める割合

34.0%)で最も大きく、病院事業､上水道事業等の衛生関係に係右もの339億

円(27.8%)、工業用水道事業、市場事業等の商工関係に係るもの88億円

(7.2％)がこれに次いでいる。

　

また、投資及び出資金のうち、地方公営企業会計(法適用)に対するものは

752億円で。前年度(735億円)と比べると18億円、2.4%増加しており､。前

年度(15.5%)の伸びを下回っている。地方公営企業会計に対する投資及び出

資金の内訳をみると、公共下水道事業が27.8% (209億円)と最も高い比率を

占め、交通事業(27.7%、208億円)、病院事業(25.8%、194≪円)、上水道事

業(14.2%、107億円)がこれに次いでいる。

　

昭和49年度末における投資及び出資金の現在高は7,252億円で、前年度

末(6,100億円)と比べると1,153億円、18.9%増加している。そのうち主なも

のは、観光・交通関係1,405億円(現在高総額に占める割合19.4%)、商工関

係620億円(8.5％)、開発関係566億円(7.8％)等である。これに基金の運用

による投資及び出資金51億円を加えると、その現在高は7,303億円で、前年

度末(6,174億円)と比べると1,129億円、18.3%増加している。

　

キ

　

貸

　　

付

　　

金

　

貸付金の決算額は１兆2,768億円で、前年度(9,455億円)と比べると3,312

億円、35.0%増加している。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■･I

　

これを目的別にみると、中小企業に対する経営資金、設備近代化資金等の
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商工関係に係るもの6,504億円(貸付金総額に占める割合50.9％)、住宅供給

公社への融資等の土木関係に係るもの2,628億円(20.6%)で、両者により貸

付金総額の71.5%を占めている。また、増加率を目的別にみると、教育費の

増加率が64.5%と前年度(29.9%)を大きく上回る伸びを示し、衛生費につい

ても51.7%と、前年度(49.9％)に引き続き大幅な伸びを示している。

　

地方公営企業会計(法適用)に対する貸付金は1,009億円で、前年度(732億

円)と比べると277億円、37.8%増加したが､貸付金総額に占める割合は7.9％

とほぼ横ばい(前年度7.7％)である。

　

これを事業別にみると、交通事業に対

するもの421億円(地方公営企業会計(法適用)に対する貸付金総額に占める

割合41.7%)及び病院事業に対するもの845億円(342%)で、両者により地

方公営企業会計(法適用)に対する貸付金総額の75.9%を占めている。事業別

の対前年度増加率をみると、ガス事業に対するもの(163.9%)、上水道事業に

対するもの(53.5％)の伸びが著しい。

　

昭和49年度末の貸付金の現在高は１兆4,688億円で、前年度(１兆2,087

億円)と比べると2,601億円、21.5%増加している。現在高のうち主なもの

は、商工関係6,157億円(現在高総額に占める割合41.9%)、住宅関係1,989

億円(13.5％)、農林水産業関係787億円(5.4％)等である。これに基金の運用

による貸付金1,336億円を加えると、その現在高は１兆6,025億円で、前年

度末(１兆3,231億円)と比べると2,794億円、21.1%増加している。

６

　

将来にわたる財政運営の状況

　

財政状況をみるには、単年度限りの歳入歳出決算ばかりでなく、地方債、

債務負担行為のように、将来にわたって財政負担となるものや、積立金のよ

うに、年度間の財源調整を図り。将来における弾力的な財政運営に資するた

め財源を留保するものについても総合的には握する必要があるが、これらの

状況をみると次のとおりである。
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（１）将来にわたる財政負担

　

ア

　

地方債現在高

　

昭和49年度末における

　

（億円）

　　　　　　　　　　　　　　

90,000
地方債現在高は８兆5,366

億円となっており，前年度

末（６兆8,304億円）と比

　

80,000

べると１兆7,063億円，

25.0%増加している。

　　　　　　　　　　　　　　

70,000

　

この増加率は前年度

(27.1 %)を若干下回ってい

るが，これは，総需要抑制

　

60,000

策により，一般公共事業債

及び一般単独事業債の発行

　　　　　　　　　　　　　　

50,000
額が前年度より減少したこ

と等によるものである。た

だし，この地方債現在高

　

40,000

を昭和44年度と比べる

と3.44倍となっており、

歳入総額2.83倍､一般財源

2.73倍のいずれをも上回る

伸びを示している。

　

地方債現在高の目的別構

成比をみると、消防施設、

漁港、農林道、道路、庁舎

等の整備に充当された一般

単独事業債(18.8 %)、港湾、

河川、海岸、都市計画、各

種災害関連事業等の事業に

30,000

20,000

10,000
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充当された一般公共事業債(16.3％)、義務教育施設整備事業債(14.8 %)及び

公営住宅建設事業債(10.0％)で、全体の59.9 %i前年度62.6 %)を占めてお

り、公共用地先行取得事業債6.5％(4j％)がこれに次いでいる。

　

次に、地方債現在高の増加額を目的別にみると、義務教育施設整備事業債

2,771億円(増加額総額に占める割合16.2 %)､公共用地先行取得事業債2,506･

億円(14.7 %)、一般単独事業債2,462億円(14.4 %)、公営住宅建設事業債

1,927億円(11.3 %)等が大きく、これらで増加額総額の56.6%を占めてい

る。また、増加率では、近年公園等の用地取得に対する需要が大きかったこ

とを反映して、公共用地先行取得事業債(81.7 %)が極めて高い伸びを示した

ほか、同和対策事業債(67.3 %)、過疎対策事業債(46.2 %)及び一般廃棄物処

理事業債(42.8 %)等が前年度に引き続き高い伸びを示している。

　

地方債現在高を借入先別にみると、政府資金が全体の45.9%、市中銀行

資金34.7%、その他の資金19.4%となっており、その推移は、第61図にみ

られるとおりである。

　　

イ

　

債務負担行為

　　

地方公共団体は、将来の支出を約束するものとして、債務負担行為を行う

　

ことができる。こめ債務負担行為には、数か年度にわたる建設工事及び土地

　

の購入等の場合のように。翌年度以降の経費支出が本来予定されているもＯ

　

と、債務保証及び損失補償のように、翌年度以降の経費支出が必ずしも予定

　

されていないものとに分けられ、特に、前者の場合には、後年度の財政運営

　

を拘束することとなるので、その運用には慎重を期さなければならない。

　

昭和49年度末における債務負担行為に基づく翌年度以降の支出予定額は、

第62図にみられるとおり、４兆475億円に達し、前年度末(３兆476億円)と

比べて9,999億円、32.8%の増加となっている。

　

これは、44年度の4.60倍

であり、同じ５か年度間における地方債現在高(3.44倍)、歳出総額(2.85倍)

及び一般財源(2.73倍)の伸びのいずれをも上回っている。

　

翌年度以降支出予定額を目的別にみると、物件の購入等に係るものが３兆

618億円で全体の75.6%と大半を占めており、このうち、土地の購入に係る
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もの１兆2,535億円(支出予定額に占める割合31.0％)､製造､工事の請負に係

るもの１兆1,063億円(27.3%)､建造物の購入に係るもの6,291億円(15.5％)

等となっている。また、債務保証又は損失補償に係るものは1,104億円

第62図

　

債務負担行為に基づく翌年度以降の

　　　　

支出予定額の推移

ニド司

10，

　

（注）Ｏ　内の数値は、昭和44年度を100とした指数である。
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(2.7％)で､その他は8,753

億円(21.7 %)である。そ

の他の内容をみると、農

林漁業・商工業団体、社

会福祉団体等への利子補

給に係るものが中心と

なっている。

　

翌年度以降支出予定額

の目的別構成比の推移

は、第62図にみられる

とおり、物件の購入等に

係るものが漸増している

のに対し、債務保証又は

損失補償に係るものが漸

減している。

　

過去に設定した債務負

担行為に基づく昭和49

年度の支出額は7,251億
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3.3％)を占めている。

･支出額を目的別にみる

　

と、物件の購入等に係る

　

ものが85.5% (前年度

円)ﾚﾔﾄ４ｄ

　　　　　　

ぼ‰

　

，

0001

　

;ニ係る
73.1 72.7　74.6　74.9

p75.6-　　1

　

漂.s

　

l

うち,土地･建造物

　　　　　　　　

4鴛

　

・

)00

　

8仄,ﾆいの(ｓ)

　　　

多

　

｜

　

47.8

　

48.4

　　

46.0

　

44.3

　

46.6

　

46.S

　　　　

j

　

｜

　　　　　　

瓜絲

D00ト

　　　　　　　　　　　　　　　　　

※y

　　

；

　　

8.8

　　

リ

　

4.0

　

4.1

　

3.6E詣ﾐ

　

ヶ

　

ﾄ

　

臨妬匹ぶ万一一‾‾

　　

俗球‾‘

000補償に係るもの(％)

　　　　

6,545

　

yEy

　　　　　　　　　

1.093 :※:y

　　　　　　　

鍬o ::ｻﾞﾐ貳

　　　　　　　　　

E※E.凭

000

1

　　　　　　　　　　

4,659

　

回心

　　　　　　　　　

ｙｙ泣

　　　　　

ぶ‰．ほ.ｙE

　

t

000

　　　　　　　　　　　　　　

※※グ)

　　　　　

3.664 :･:･:･:･:･

　　　

几

　

惣

　　　

2 581
:澗:影※

000昌'臨浙゜:゛:::

　

1,968 ::苛::※※

　　

．河贈……

000
永谷…………

　　　

うち.土地･建造物の購入に係るもの

　　　

言大心蕊蕊

　

4,206

　

5,666

　

7,231

　

9,656 14,2:5 18,826

　

o j4　斗5　　46　　47ｙ　4y　49洋度末)



83.7%)と大半を占め、このうち、製造、工事の請負に係るもの47,9%、

土地の購入に係るもの30.5％、建造物の購入に係るもの6.6%等となってい

る。また、債務保証又は損失補償に係るものは1.7%であり、前年度(2.6%y

と比べ、その構成比は低下している。

　

なお、昭和49年度支出額の

財源内訳をみると、一般財源等

　

S
)
器

が42.6%と最も大きく、地方債

25.0%、国・県支出金24.2%、

その他8.2％の順となっている０　7,000

この一般財源等の額(3,087億

円)はご49年度の一般財源等総

　

6,000

額の2.2%に当たるものであ

る。

　　　　　　　　　　　　　　　

5,000

(2)積

　

立

　

金

　

将来の財政需要に備え、財源

　

4,000

をあらかじめ確保すること等に

よって、財政の健全な運営を図

るため、地方公共団体が積み立

　

3,000

てる積立金の昭和49年度末現

在高は7･352億円でヽ前年度末

　

2,000

(5,985億円)と比べ1,366億円、

22.8%増加している。この増加

率は前年度の増加率(38.0％)を

　

1,000

大幅に下回っているが、これ

はヽ市町村においてはヽ前年度

　　

０

に引き続き大幅な伸び(30.3％)

を示したものの、都道府県にお

第63図
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極めて低かったことによるものである。

　

積立金現在高の内訳は、年度間の財源調整を行｀うために積み立てている財

政調整基金3,998億円(構成比54.4 %)、地方債の償還を計画的に行うために

積み立てている減債基金64億円(0.9 %)並びに災害救助法に基づき災害によ

り生じた経費の財源に充てるための基金及び学校建設等の資金として積み立

てている基金等特定目的のための基金3,290億円(44.7%)となっている。な

お、財政調整基金の現在高を団体種類別にみると、市町村が2,741億円で、

前年度(1,917億円)に比べ43.0％と大幅に増加しているのに対し、都道府県

は1,257億円で、前年度(1,144億円)に比べ9.9%の増加にとどまっている。

　

次に、積立金現在高の推移をみると、第63図にみられるとおり、昭和49

年度末現在高は44年度末の3.05倍となっている。

７

　

公共施設の現況

　

地方公共団体は、補助事業費、単独事業費等の投資的経費の充実によって

住民福祉の向上に直接つながる公共施設の整備に努めている。

　　　　　　

第64図
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第64図は、この投資的経費の目的別内訳を人口１人当たり額で示したも

のであるが、最も多額の投資がなされているのは道路橋りょう費で12,600円

(前年度11,300円)となっている。次いで、農林水産業費9,700円(8,600円)、

小・中学校費8,200円(5,900円)、都市計画費7,900円(6,700円)、住宅費

5,300円(3,800円)、河川海岸費5,000円(4,200円)となっている。

　

前年対比

では、小・中学校費の増加率が最も高く、また投資額では、土木関係が多く

なっている。

　

これらの経費によって、道路、橋りょう、都市公園、住宅、港湾、教育施

設、し尿・ごみ処理施設、老人ホーム等の社会福祉施設等の整備、充実が図

られているが、以下、これらの公共施設の水準がどのようになっているか、

主要なものについてその現況をみることとする。

(１)道

　　　　　

路

　

昭和50年４月１日現在における地方道の延長は102万7,622 km (前年

３月31日現在102万4,901 km)である。　このうち改良済延長は25万6,679

km (24万4,320 km)、舗装済延長は27万1,185 km (23万9,997 km)である。
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また、普通貨物自動車が通行できない路線等(以下｢交通不能道｣という。)の

延長は28万1,982 km (28万8,257 km)であ､る。

　

総延長に占める比率は、改良済延長25.0％(前年3月31日現在23.8%)、

舗装済延長26.4% (23.4%)、交通不能道延長27.4% (28.1%)であり、前年３

月31日現在と比べると改良率において1.2%、舗装率において8.0％、交通

不能道比率において0.7％の改善がそれぞれなされている。次に、国道及び

地方道の整備状況をみると、第65図にみられるとおりで、改良率は一般国

道84.9%、都道府県道53.9％、市町村道21.0%、また、舗装率は一般国道

91.2%、都道府県道64.0％、市町村道21.2%となっており、市町村道の整

備状況は低い水準にある。特に、市町村道は住民の日常生活に密着している

ものであり、その整備の促進は市町村にとって重要な課題である。

日 本

アメリカ

西ドイツ

フランス

イタリア

イギリス
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外国の道路舗装率の状況
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89.0％
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99.7%

　　　　　　　

(注)建設省「道路統計年報｣1976年版資料による。

　

なお、諸外国の道路舗装率は、第66図にみられるとおりであり、諸外国

と比べて我が国の道路整備の水準が低いことを示している。

　

ア都道府県道

　

都道府県道の延長は12万3,872 km (前年３月31日現在12万7,336 km)

である。このうち、改良済延長は６万6,793 km ( 6万7,600 km)、舗装済延長

は７万9,287 km (7万7,827 km)である。また、交通不能道延長は4,444 km

(4,591 km)である。

　

総延長に占める比率は、第65図にみられるとおり、改良済延長53.9％
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(前年３月31日現在53.1 %)、舗装済延長64.0％(61.1％)｡交通不能道延

長3.6％(3.6％)であり、前年３月31日現在と比べると改良率において

0.8％、舗装率において2.9％それぞれ改善がなされている。

　

イ

　

市

　

町

　

村

　

道

　

市町村道の延長は90万3,750 km (前年３月31日現在89万7,565 km)で

ある。

　

このうち、改良済延長は18万9,886km (17万6,720 km)、舗装済延

長は19万1,898 km (16万2,170 km)である。また、交通不能道延長は27万

7,538km (28万3,666 km)である。

　

総延長に占める比率は、第65図にみられるとおり、改良済延長21.0％

(前年３月31日現在19.7 %)、舗装済延長21.2% (18.1%)、交通不能道延長

30.7％(31.6％)であり、前年３月31日現在と比べると改良率1.3%、舗装

率3.1％、交通不能道比率0.9％の改善がそれぞれなされている。

(２)橋

　

リ

　

よ

　

う

　

昭和50年４月１日現在における地方道に係る橋りょう数は53万9,660橋

(前年３月31日現在54万1,642橋)である。これを構造別にみると、鋼橋、

コンクリート橋及び石橋(以下｢永久橋｣という。)の数は42万2,234橋(41万

6,803橋)、木橋の数は11万4,165橋(12万1,289橋)、混合橋の数は3,261橋

(3,550橋)となっている。

　

総橋りょう数に占める比率は、永久橋78.2 %(前年３月31日現在77.0 %)、

木橋21.2% (22.4%)、混合橋0.6％(0.7％)であり、前年３月μ日現在と比

べると、永久橋は1.2％増加したのに対して、木橋は1.2％、混合橋は0.1％

それぞれ減少している。

　

次に、構造上等の理由から、住民の利用を一部制限している橋りょう数

は、13万8,875橋(前年３月31日現在14万3,468橋)である。このうち重量

が制限されている荷重制限橋は４万5,781橋(４万7,143橋)であり、残りＯ

９万3,094橋(９万6,325橋)が交通不能橋である。制限橋の総橋りょう数に

占める比率は。荷重制限橋8.5％(8.7％)、交通不能橋17.2% (17.8%)となっ

ている。
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ア

　

都道府県道の柵りょう

　

都道府県道の橋りょう数は９万8,265橋(前年３月81日現在10万1,722

橋)である。これを構造別にみると。永久橋の数は９万4,188橋(９万6,990

橋)，木橋の数は3,825橋(4,426橋)，混合橋の数は252橋(306橋)となって

いる。

　

総橋りょう数に占める比率は，永久橋95.9%(前年３月31日現在95.3 %＼

木橋3.9％(４.4％)，混合橋0.3％(0.3％)であり，前年３月31日現在と比べ

ると，永久橋は0.6％増加したのに対し，木橋は0.5％減少している。

　

次に，構造上の理由から住民の利用を一部制限している橋りょう数は

3,040橋(前年３月31日現在3,364橋)であり，このうち，荷重制限橋は

1,969橋(2,257橋)で，残りの1,071橋(1,107橋)が交通不能橋である。制限

橋の総橋りょう数に古める比率は，荷重制限橋2.0％(2.2％)，交通不能橋

1.1％(1.1％)となっている。

　

イ

　

市町村道の橋りょう

　

市町村道の橋りょう数は44万1,395橋(前年３月31日現在43万9,920

橋)である。これを構造別にみると，永久橋の数は32万8,046橋(31万9,813

橋)，木橋の数は11万340橋(11万6,863橋)，混合橋の数は3,009橋(3,244

橋)となっている。

　　　　　　　　　

第67図橋りょう整備の状況
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総橋りょう数に占める比率は、永久橋74.3 %{前年３月31日現在72.7 %)、

木橋25.0％(26.6％)、混合橋0.7％(0.7％)であり、前年３月31日現在と比

べると、永久橋は1.6%増加し、木橋は1.6％減少している。

　

次に、構造上の理由から、住民の利用の一部を制限している橋りょう数は

13万5,825橋(前年３月31日現在14万104橋)であり、このうち、荷重制限

橋は４万3,812橋(４万4,886橋)で、残りの９万2,013橋(９万5,218橋)が交

｡通不能橋である。制限橋の総橋りょう数に占める比率は、荷重制限橋9.9%

･(10.2％)、交通不能橋20.8% (21.6%)となっている。

　

なお、都道府県道、市町村道別の橋りょうの整備状況は、第67図にみら

才しるとおりである。

･（３）公営住宅等

　

昭和50年３月31日現在における公営住宅等の総戸数は161万5,310戸

く前年同期153万1,887戸)であり，前年同期と比べると８万3,423戸増加し

ている。

　

これを住宅の種類別にみると，公営住宅法に基づいて建設される公営住宅

･(以下｢公営住宅｣という。)は148万3,335戸(前年同期140万6,047戸)，住宅

地区改良法に基づいて建設される改良住宅(以下｢改良住宅｣という。)は８万

3,240戸(７万6,411戸)，地方公共団体が独自に建設する単独住宅(以下｢単独

住宅｣という。)は４万8,735戸(

公営住宅91.8'% (91.8
器

(3.2％)となっている。

　

また、住宅の構造別にみると、非木造住宅は78.8%に当たる127万2,621

戸であり、残りの21.2%に当たる34万2,689戸は木造住宅となっている。こ

れを前年同期の非木造対木造の比率77.0対23.0と比べると、非木造が1.8％

その比率を高めている。

　

次に、前年同期に対する増減率をみると、公営住宅は5.5%、改良住宅は

S.9%増加したが、単独住宅は1.4％の減少となっている。
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第68図公営住宅等の設置者別比率

　　　　　　

都道府県営

100 90 80 70 60 50 40 3

市町村営

　

なお、公営住宅等の設置者別比率の状況は、第68図にみられるとおりでｰ

ある。

　

ア

　

都道府県営の住宅

　

都道府県営の公営住宅等は64万525戸(前年同期60万1,198戸)で、総戸

数の39.7% (39.2%)を占めており、前年同期と比べて３万9,327戸増加し、

総戸数に占める比率では0.5%高まった。

　

これを住宅の種類別にみると、公営住宅は60万638戸(前年同期56万

1,701戸)、改良住宅は１万9,131戸(１万8,783戸)、単独住宅は２万756戸

(２万714戸)となっている。

　

次に、前年同期に対する増加率をみると、公営住宅は6.9％、改良住宅は｡

1.9%、単独住宅は0.2％それぞれ増加している。

　

イ

　

市町村営の住宅

　

市町村営の住宅は97万4,785戸(前年同期93万689戸)で、総戸数ひ

60.3％(60.8％)を占めており、前年同期と比べると４万4,096戸増加してい

る。

　

次に、前年同期に対する増減率をみると、公営住宅は4.5%、改良住宅

は11.2%増加したが、単独住宅は2.6%減少している。

　

ウ

　

入居競争率

　

昭和49年度中の公営住宅等の入居公募戸数は14万306戸(前年度14万
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第69図

　

入居競争率の状況

大
都
市

市
町
村

都
道
府
県

全
国
平
均 市

　

村

4､740戸)でこれに対する応募件数は56

万7,022件(69万9,710件)であり、その

入居競争率は4.0倍(4.8倍)となってい

る。

　

入居競争率の状況を設置者別にみる

と、第69図にみられるとおり、都道府

県営は4.7倍、市町村営は3.5倍となっ

ている。市町村営の中では、大都市にお

ける入居競争率が7.8倍と著しく高く

なっている。

く４)幼

　　

稚

　　

園

　

昭和50年５月１日現在における国公私立幼稚園の状況は、園数１万3,108

預(前年同期１万2,685園)、園児数229万２千人(223万３千人)である。

　

こ

のうち、公立の幼稚園数は40.1% (39.6%)に当たる5,263園(5,024園)、園

児数は24.7% (24.1%)に当たる56万５千人(53万７千人)であり、前年同期

､に比べると、園数は239園、園児数では２万８千人それぞれ増加している。

第70図

　

幼稚園数と園児数の設置者別比率

　

公立幼稚園を設置者

別にみると、都道府県

立は20園（前年同期

20園）であり、残りの

5,243園は市町村立で

ある。公立の幼稚園の

大部分が市町村立と

なっている。

　

なお、幼稚園の設置

者別比率は、第70図にみられるとおりである。

　

次に、国公私立における小学校第１学年児童数189万人(前年同期186万

人)中に占める幼稚園終了児童数120万人(115万人)の割合(就園率)は63.5％
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(61.9 %)であり、その率は年々上昇している。

（5）小

　　

学

　　

校

　

昭和50年５月１日現在における公立の小学校の数は２万4,417校(前年同

期２万4,372校)であり，その校舎面積は5,830万１千m2(5,645万m2)であ

る。これを前年同期と比べると，学校数は45校，校舎面積は185万１千ｍｌ

増加している。

第71図小学校施設の状況

　

次に、校舎を構造別にみると、

非木造校舎面積は3,718万６千ｍｌ

(前年同期3,383万８千m2)、木造

校舎面積は2,111万５千m2 (2,261

万２千m2)であり、校舎面積に占

める比率は、第71図にみられる

とおり、非木造校舎比率は63.8%

(59.9 %)、木造校舎比率は36.2%

(40.1 %)となっている。

　

この比率を前年同期と比べる

と、非木造校舎比率が3.9%高まっている。

　

なお、危険校舎面積は487万㎡(前年同期543万２千㎡)で、校舎面積0

8.4 %(9.6 %)を占めている。　この比率を前年同期と比べると1.2%低くなっ

ている。

　

屋内運動場を設置している学校数は、全校の79.4 %(前年同期77.8 %)に当

たる１万9,390校(1万8,965校)であり、前年同期と比べると425校増加して

いる。玄た、プールを設置している学校数は、全校の55.6% (52.7%)に当た

る１万3,580校(１万2,854校)であり、前年同期に比べ726校増加している。

（６）中

　　

学

　　

校

　

昭和50年５月１日現在における公立中学校の数は１万120校（前年同期

１万168校）であり，その校舎面積は3,187万６千㎡(3,122万５千㎡）であ
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第72図中学校施設の状況 る。これを前年同期と比べると、

分校等の小規模学校の統合、人口

急増地域における生徒数の急増等

により、学校数は48校減少した

が校舎面積については、65万１

千m2増加している。

　

次に、校舎を構造別にみると、

非木造校舎面積は2,059万２千m2

(前年同期1,902万１千㎡)、木

造校舎面積は1,128万４千ｍ2

(1,220万４千m2)である。校舎面積に占める比率は。第72図にみられると

おり、非木造校舎比率は64.6 %(60.9 %)、木造校舎比率は35.4% (39.1%)

となっている。

　

この比率を前年同期と比べると、非木造校舎比率が3.7%高

まっている。

　

なお、危険校舎面積は170万４千㎡(前年同期187万６千㎡)で、校舎面

積の5.3 %(6.0 %)を占めている。　この比率を前年同期と比べると、0.7％低

くなっている。

　

屋内運動場を設置している学校数は、全校の87.1 %(前年同期86,2 %)に

当たる8,817校(8,760校)であり、前年同期と比べると57校増加している。

　

また、プールを設置している学校数は、全校の47.9 % (45.6 %)に当たる

4,852校(4,641校)であり、前年同期と比べると211校増加している。

（7）高

　

等

　

学

　

校

　

昭和50年５月１日現在における公立高等学校の数は3,702校(前年同期

3,″66校)であり，その校舎面積は2,519万４千㎡(2,408万３千㎡)である。

これを前年同期と比べると。学校数は36校。校舎面積は111万１千m2増

加している。

　

次に，校舎を構造別にみると，非木造校舎面積は2,032万㎡(前年同期
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第73図

　

高等学校施設の状況 1,850万m2)、木造校舎面積は487

万４千m2(558万３千m2)であり、

校舎面積に占める比率は、第73図

にみられるとおり、非木造校舎比

率80.7 % (76.8 %)｡木造校舎比

率19.3 %(23.2 %)となっている。

この比率を前年同期と比べると、

非木造校舎比率が3.9%高まって

いる。

　

なお、危険校舎面積は57万６

千m2(前年同期68万９千㎡)で校舎面積の2.3% (2.9%)を占めている。こ

の比率を前年同期と比べると0.6%低くなっている。

　

屋内運動場を設置している学校数は，全校の85.7 %(前年同期84.0 %)に

当たる3,172校(3,081校)であり，前年同期と比べると91校増加し，設置比率

では1.7％高まっている。また，プールを設置している学校数は,全校の45.6%

(43.6 %)に当たる1,686校(1,597校)であり，前年同期と比べると89校増加

している。

（８）_保

　　

育

　　

所

　

昭和49年10月１日現在における

　　

第74図

　

保育所の公営と私営の状況

公私営保育所(へき地保育所を除

く。)の数は１万7,341箇所(前年同

期１万6,411箇所)であり、前年同

期と比べると930箇所増加している。

　

公営保育所の数は１万一932箇所

(前年同期１万288箇所)で、第74図

にみられるとおり、総箇所数の

63.0％(62.7％)を占めている。これ

らを前年同期と比べると、箇所数で

－110－

　　

ａ.私

　　

保呂

　

育

　

所

在

往訪湯ピ

38.2

　　　　　

公営保育所61.8%

　　　　　

在所者数

　　　　　　　　　　　　

木造校舎

　

⑤

　　　

19.3%

非木造校舎

　　　　　　　　　　

危

　

80.7％Ｚ

　　　

ｎｎ

　　

霖

　　　　　　　　

3,702校

　　　　

舎

　　　　　　　　　　　　　　　　

2.3%



は644箇所、公営保育所の占める割合では0.3％増加している。

一次に、公私営保育所における専任職員数と在所者数についてみると、専任

職員数は16万５千人(前年同期14万８千人)に対し、在所者数は152万４千

人(142万６千人)で前年同期と比べると、専任職員数は１万７千人、在所者

数は９万８千人それぞれ増加している。

　

これらを公営の保育所についてみると、専任職員数は９万９千人(前年同

期８万７千人)に対し、在所者数は94万２千人(87万７千人)であり、前年

同期と比べると専任職員数は１万２千人、13.7 %、在所者数は６万５千人、

ﾏ｡4％それぞれ増加している。

(９)老人ホーム

　

昭和49年10月１日現在に

おける老人ホームについてみ

ると、公私営老人ホームの数

は1,466箇所(前年同期1,322

箇所)であり、前年同期と比

べると144箇所増加してい

る。第75図にみられるとお

り、公営の老人ホームの数は

717箇所(676箇所)で、総箇

所数の48.9% (51.1%)を占め　軽

ており、これらを前年同期と

比べると、箇所数で41箇所

第75図老人ホームの状況

　

特別養護老人ホーム

人ホーム

　　　

6.5％

　

1.5%

増加しているが、総箇所数に占める割合は2.2%減少している。

　

次に、公私営老人ホームにおける専任職員数と在所者数についてみると、

専任職員数は２万７千人(前年同期２万３千人)に対し、在所者数は10万７

千人(９万８千人)で前年同期と比べると、専任職員数は４千人、17.4%、在

所者数は９千人、9.2%それぞれ増加している。

　

これらを公営の老人ホームについてみると、専任職員数は１万１千人(前
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年同期９千人)に対し、在所者数は４万８千人(４万６千人)で、前年同期と

比べると、専任職員数は２千人、22.2%、在所者数は２千人、4.3％それぞれ

増加している。

　

老人ホームを種類別にみると、次のとおりである。

　

ア

　

養護老人ホーム

　

養護老人ホームは、居宅で養護を受けることの困難な65才以上の老人を

収容する老人ホームである。

　

公私馨人ホームの数は914箇所(前年同期890箇所)で老人ホーム総箇所

数の62.3死7.3％)を占めており、前年同期と比べると24箇所増加してい

る。また、公営の養護老人ホームの数は600箇所(588箇所)で、このうち市

町村の経営によるものが575箇所(563箇所)であり、その大部分を占めてい

る。公営養護老人ホームを前年同期と比べると12箇所、2.0％、うち市町村

の経営によるものは12箇所、2.1％それぞれ増加している。

　

イ

　

特別養護老人ホーム

　

特別養護老人ホームは、身体上又は精神上著しい欠陥があるため常時の介

護を必要とし。かつ、居宅においてこれを受けることが困難な65歳以上Ｏ

老人を収容する老人ホームである。

　

公私営特別養護老人ホームの数は451箇所(前年同期350箇所)で老人ホー

ム総箇所数の30.8％(26.5％)を占めており、前年同期と比べると101箇所増

加している。

　

また、公営の特別養護老人ホームの数は95箇所(70箇所)であ

り、前年同期と比べると25箇所、35.7%増加している。

　

ウ

　

軽費老人ホーム

　

軽費老人ホームは、身寄りのない老人等を無料又は低額な料金で収容し。

給食その他日常生活上の便宜を与えるための老人ホームである。

　

公私営軽費老人ホームの数は101箇所(前年同期82箇所)で老人ホーム総:

箇所数の6.9％(6.2％)を占めており、前年同期と比べると19箇所増加して

いる。また、公営の軽費老人ホームの数は22箇所(18箇所)であり、その他

は社会福祉法人等の私営によるものである。
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(10)し尿及びごみ処理施設

　

市町村は、その区域内における一般廃棄物の処理について、一定の計画を

定め、その計画に従って、し尿及びごみ等の収集、処理業務を実施してい

る。

　

ア

　

し

　

尿

　

処

　

理

　　

(ア)処理計画人口と処理人口

　

昭和50年３月31日現在の処理計画人口は１億1,164万人(前年同期１億

877万人)で、前年同期と比べると287万人、2.6%増加している。

　　　　　　　　

第76図

　

し尿処理状況の推移

44 45

　

この処理計画に基づいて実際に収集、処理業務が実施された区域内の処理

人口は7,135万人(前年同期7,415万人)で、前年同期と比べて280万人減少

している。

　

また、処理計画人口に対する処理人口の比率は、第76図にみら

れるとおり、63.9% (68.2%)となっている。
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(イ)収集職員等

　

し尿の収集。処理業務に従事する職員数は３万984人(前年同期３万1,225

人)である。収集職員等のうち74.5%に当たる･２万3,085人(２万3,715人)

･は収集業務を行う職員であり、25.5%に当たる7,899人(7,510人)は処理場

職員である。これらを前年同期と比べると、収集職員数は630人、2.7％減少

し、処理場職員数は389人、5.2%増加している。

　

次に、し尿を収集し、運搬するための車輛は１万797台(前年同期１万901

台)であり、前年同期と比べると104台、1.0％減少している。

　

このうち、

パキ。－ム車１万432台(１万901台)、運搬車は365台(368台)となってい

る。

　　

(ウ)収集処理量

　

昭和49年度中のし尿の総排出量は約5,600万kl(前年度約5,000万kl)で

ある。

　

このうち市町村の収集処理によるものは56.3% (60.8%)に当たる

3,200万kl (3,100万kl)となっており、これを前年度と比べると、公共下水道

､の普及等により4.5％減少している。

第77図

　

し尿処理の状況

下水道マンホール投入

　　　　　　

2.8%

　

室だ、市町村の収集処理による

ものの内訳は、第77図にみられ

るとおりで、施設処理42.4 % (前

年度45.3 %)、下水道マｙホー

ル投入2.8％(3.0％)、その他

11.1％(12.5％)であり、自家処

理の内訳は、下水道放流16.0％

(14.0％)､浄化そう13.2% (11.7%)、

その他14.5% (13.5%)となってい

る。

　

なお、施設処理、下水道放流、

浄化そう処理及び下水道マｙホー

ﾉレ投入による衛生処理率は、74.5 %(前年度n4.0％)となっており、残りの

25.5％(26.0％)は海洋投棄、農村還元等の処理によっている。
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イ

　

ご

　

み

　

処

　

理

　　

(ア)処理計画人口と処理人口

　

昭和50年３月31日現在における処理計画人口は１億1,158万人(前年同

期１億887万人)で。前年同期と比べると271万人、2.5％増加している。

　　　　　　　　

第78図ごみ処理状況の推移

匹

　

処理計画に基づいて実際に収集、処理業務が実施された区域内の処理人口

は１億395万人(前年同期9,937万人)で、前年同期と比べると458万人、

4.6%増加しており。処理計画人口に対する実施率は、第78図にみられると

おり、93.2% (91.3%)となっている。

　　

(イ)収集職員等

　

ごみの収集。処理業務に従事する職員数は７万1,095人(前年同期６万

7,676人)であり、前年同期と比べると3,419人、5.1%増加している。収集職

員等のうち78.7% (79.9%)に当たる５万5,931人(５万4,050人)は収集業務

を行う職員である。
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次に，ごみを収集し，運搬するための車輛は２万1,896台(前年同期２万

1,027台)であり，前年同期と比べると869台，4.1％増加している。

　

このう

ち特殊運搬車は１万3,118台(１万2,568台)，運搬車は8,778台(8,459台)と

なっている。

　　

(ウ)収集処理量

　

昭和49年度中のごみの総排出量は約4,400万ｔ(前年度約4,000万ｔ)であ

る。このうち,市町村の収集処理によるものの比率は76.7 %(前年度82.4%)

で，その収集処理量は3,400万t (3,300万ｔ)となっており，これを前年度

第79図

　

ご

　

み

　

処

　

理

　

の

　

状

　

況

その他
1.7％

高速堆・化
処理0.2%

と比べると、収集処理量は

100万ｔ増加しているが、

収集率は排出されるごみの

増加により5.7%減少して

いる。

　

また、市町村の収集処理

によるものの内訳は、第79

図にみられるとおりで、焼

却処理42.9%、埋立処理

31.9%、高速堆肥化処理

0.2％、その他1.7％となっ

ている。

(11)都

　

市

　

公

　

園

　

魅力ある住みよい都市をつくるため、地方公共団体は、都市計画事業の

一環として、都市計画区域内に、小規模児童公園、児童公園、近隣公園、普

通公園、運動公園等の都市公園を設置している。

　

ア

　

都市公園数及び面積

　

昭和50年３月31日現在の都市公園の現況は１万8,873箇所(前年同期１

万6,244箇所)で、その面積は310 km2(279 km2)となっている。これを設置

者別にみると、箇所数では98.3％に当たる１万8,552箇所(１万5,960箇所)
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が市町村立の都市公園で、その面積は246 k㎡(225 k㎡)であり、残りの321

箇所(284箇所)が都道府県その他の設置となっており、その面積は64k㎡

(54 k㎡)で大部分が市町村の設置である。　これらを前年同期と比べると、

市町村立都市公園は2,592箇所増加しており、その面積は21k㎡である。

都道府県等が設置した都市公園についても37箇所、10k㎡増加している。

また、１箇所当たり平均面積について設置者別にみると、市町村立都市公園

は１万３千㎡(１万４千㎡)、都道府県等の都市公園は20万が(19万㎡)

となっている。

　

イ

　

１人当たり都市公園面積

　

昭和50年８月31日現在の都市計画区域内の人口は9,428万人(前年同期

S,281万人)である。

　

この都市計画区域内人口１人当たり都市公園面積につ

いてみると3.3m2(3.0 m2)であり、前年同期と比べると0.3m2増加してい

る。

(m'-)

第80図

　

１人当たり都市公園面積

　　　　　

(対都市計画区域内人口)

大
都
市

全
市
町
村

特
別
区

中
都
市

都
市
平
均

町

　
　

村

小
都
市

　

次に、人口１人当たり都

市公園面積を団体種類別に

みると､第80図のとおりで

あり、１人当たり面積の大

きい順に中都市の3.9 m2

(前年同期3.7㎡)であり、以

下小都市の3.5m2(3.2m2)、

町村3.2㎡(2.6㎡)｡大都市

2.7m2(2.5m2)、特別区1.4m2

(1.3㎡)となっている。前

年同期と比べるといずれも

増加しているが、町村が最

も増加しており、特別区及び大都市の増加率が低く、新たに都市公園を設置

することの困難さを示している。
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(12)文

　

化

　

施

　

設

　

ア

　

県民会館、市民会館等

　

地域住民の生活文化の向上を図ることを目的として、県民会館、市民会館。

公会堂等の名称により、地方公共団体が設置している施設の昭和50年３月

31日現在における現況は1,242箇所(前年同期1,145箇所)であり、その面積

は351万８千m2(296万４千m2)となっている。また、個々の施設における

最大のホールの収容定数の合計は83万７千人(78万４千人)である。

　　　　　　　　

第81図

　

公民館等集会施設数の推移
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これらを前年同期と比べると、箇所数は97箇所｡8.5%増加し、面積につ

いても55万４千m2、18.7％増加している。

　

次に。県民会館及び市民会館等を設置者別にみると、都道府県立施設が

83箇所(前年同期72箇所)であり、市町村立施設は1,159箇所(1,073箇所)

で、大部分が市町村立施設となっている。また、１施設平均延面積につしてみ

ると、都道府県立施設が5,871 m2 であり、市町村立施設が2,615 m2 である。

　

イ

　

公民館及び集会所

　

市町村が住民のために各種の教育、文化事業を行うために設置した公民館

及び市町村の一定地域の住民の用に供する集会所の昭和50年３月31日現在

の現況についてみると､第81図にみられるとおり､公民館は１万233箇所(前

年同期１万40箇所)、専任職員数は１万5,338人(１万622人)であり、集会所

は7,378箇所(6,071箇所)、専任職員数は5,910人(1,523人)となっている。こ

れを前年同期と比べると、公民館については193箇所、専任職員数は4,716

人それぞれ増加している。一方、集会所についても1,307箇所、専任職員

数は4,387人増加している。

　

これらの施設については、特に町村において、

生活様式等の変化により、施設数、専任職員数とも急増している。

　

ウ

　

図書館、博物館

　

昭和50年３月31日現在における公立の図書館及び博物館の現況は、図書

館については952館(前年同期905館)、蔵書数は4,272万冊(3,769万冊)と

なっている。博物館については217館(206館)、49年度中の利用人員3,195

万人(前年度2,917万人)となっている。

　

また、これらについて設置者別にみると、都道府県立施設は、図書館数73

館(前年同期73館)、博物館数42館(42館)である。一方、市町村立施設は、

図書館数879館(832館)、博物館数175館(164館)となっている。

　

これらを

前年同期と比べると、都道府県立施設は増減がなく、市町村立施設が図書館

数47館、博物館数11館といずれも増加している。

(13)体

　

育

　

施

　

設

　

ア

　

体

　

育

　

館

　

昭和50年３月31日現在における公立の体育館は、第82図にみられると
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(箇所)

第82図体育施設数の推移
おり、1,206箇所(前年

同期1,046箇所)であ

り、その面積は257万

１千m2(219万５千m2)

である。また､専任職員

数は2,499人(2,147人)

となっている。これを

前年同期と比べると、

箇所数では160箇所、

15.3%、面積では37万

６千m2、17.1％それ

ぞれ増加している。

　

次に、公立体育館を設置者別にみると､市町村立が94.0% (前年同期93.9%)

に当たる1,134箇所(982箇所)で、残りの6.0％(6.1％)の72箇所(64箇所)

が都道府県立であり、市町村立が大部分を占めている。

　

イ

　

陸上競技場

　

昭和50年３月31日現在における公立の陸上競技場は、第82図にみられ

るとおり、599箇所(前年同期554箇所)であり、その面積は1,279万m2(l,196

万m2)である。また､専任職員数は443人(394人)となっている。これを前年

同期と比べると、箇所数では45箇所、面積では83万ｍ２．専任職員数では

49人とそれぞれ増加している。

　

次に、公立の陸上競技場を設置者別にみると、90.2 % (前年同期89.9 %)に

当たる540箇所(498箇所)が市町村立であり、残りの9.8％(10.1％)に当た

る59箇所(56箇所)が都道府県立である。

　

ウ

　

野

　　

球

　　

場

　

昭和50年３月31日現在における公立の野球場の現況は、第82図にみら

れるとおり、1,326箇所(前年同期1,211箇所)であり、その面積は2,152万m2

(2.006万m2)である。また、専任職員数は532人(525人)となっている。こ
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れを前年同期と比べると、箇所数では115箇所、面積では146万m2、専任職

員数では７人とそれぞれ増加している。

　

次に、公立の野球場を設置者別にみると、92.3 % (前年同期92.1 %)に当

たる1,224箇所(1,115箇所)が市町村立であり、残りの7.7％(7.9％)に当た

る102箇所(96箇所)が都道府県立となっている。

j8

　

地方公営事業の状況

(１)地方公営企業

　

ア

　

概

　　　　　

況

　　

(ア)事業数及び経営規模

　

昭和49年度末において地方公営企業を経営している地方公共団体の数は

3,343団体(47都道府県、９指定都市、3,002市町村(企業団等に加入してい

るのみのものは除く。)、285企業団等)であり、地方公営企業の数は6,995事

業(法適用企業3,118事業、法非適用企業3,877事業)で､前年度末の6,926事

業と比べると69事業､1.0％増加している。これを事業別にみると、第83図

にみられるとおり、水道事業(簡易水道事業を含む。)が最も多く3,506事業で

全体の50.1％を占め、以下病院事業708事業(全体の10.1％)、観光施設事

　　

第83図

　

地方公営企業の事業数

　　

業638事業(9.1 %)、宅地造成事業

市場-

144

(2.1%)

港湾整fl

　

177

488事業(7.0％)、公共下水道事業450

事業(6.4 %)、と畜場事業348事業

(5､O％)の順となっている。

　

昭和49年度の決算規模は５兆416

億円で、前年度の４兆1,108億円と比

べると9,308億円、22.6%増加してお

り、49年度の普通会計歳出決算額

の22,0％に相当する規模となってい

る。これを事業別にみると、第84図
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'" (6.4%,　　事業数

　

宅地造成

　　

6,995事業

　

（j‰

　　

(100.0%)

　　　　

観光施設

　　　　

簡易水道
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にみられるとおり水道事業が１兆

3,882億円で全体の27.5%を占め、

公共下水道事業8,845億円(全体

の17.6%)、病院事業8,326億円

(16.5%)、宅地造成事業6,583億

円(13.1%)、交通事業5,345億円

(10.6%)、港湾整備事業2,516億円

(5.0%)がこれに次いでいる。

　

昭和49年度末において地方公営

企業に従事する職員数は32万１千

人(法適用企業29万３千人、法非適

用企業２万８千人)で、前年度末31

第84図決算規模の状況

万人(法適用企業28万４千人、法非適用企業２万６千人)と比べると１万1.

千人増加している。また、この職員数は、普通会計職員数(昭和50年４月１

日現在の地方公務員給与実態調査による。ただし、教育、警察及び消防職員。

を除く。)の29.2 %(前年度29.0 %)に相当している。なお、職員数を事業別j

にみると、第85図にみられるとおり、病院事業が13万２千人、水道事業が'

第85図職員数の状況

　　

７万４千人、交通事業が６万人とこの･･

　　

３事業で全体の82.8%に当たる26万

　　

６千人を占めている。

　　　

建設投資額は、第86図にみられる･

　　

とおり２兆3,512億円で、前年度０･

　　

２兆49億円に比べると3,463億円、

　　

17.3％増加している。これを事業別に

　　

みると、水道事業が7,232億円(全体

　　

の30.8％)、公共下水道事業6,258 It-

　　

円(26.6 %)、宅地造成事業3,945億円、

　　

(16.8 %)となっている。
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第86図

　

建設投資額の推移
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公

･（注）Ｏ　書は、45年度を100とした指数である。

（イ）公益事業中の地位

　

民営を含めた公益事業全体に

おいて地方公営企業の占める地

位を主な事業についてみると，

　

ａ

　

水道事業では，給水人口

　　

9,300万人のうち8,900万

　　

人(95.6 %)が公営

　

ｂ

　

軌道・地方鉄道事業で

　　

は，年間輸送人員101億

　　

8,500万人のうち15億1,900

　　

万人(14.9 %)が公営

　

ｃ

　

自動車運送事業(乗合)で

　　

は，年間輸送人員94億8,200万人のうち23億5,400万人(24.8 %)が公

　　

営

　

･d

　

病院事業では，病床数114万７千床のうち19万２千床(16.7 %)が公

　　

営

　

ｅ

　

工業用水道事業では，年間総配水量45億7,100万m3のうち45億

　　

7,000万㎡(99.9 %)が公営

,となっている(昭和48年度の資料による。ただし，病院事業及び工業用水道

事業は49年度の資料による。)。

イ

　

経

　

営

　

状

　

況

　

昭和49年度の地方公営企業の経営状況は、過去最高の大幅給与改定に伴

う人件費の増、物件費、原材料費の高騰等原価の上昇が著しかったが、他方

これに対応する料金の適正化が遅れ、また、経営合理化が不徹底等のため、

赤字事業数、赤字額が更に大幅に増加した。
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（ア）法適用企業の経営状況

　　　

ａ

　

損

　

益

　

収

　

支

　

昭和49年度の法適用企業の損益収支は、単年度収支では41.0% (前年度

59.5%)の事業が黒字、59.0％(前年度40.5％)の事業が赤字となっており、黒

字団体の純利益は354億円(前年度525億円)、赤字団体の純損失は2,685億

円(前年度1,315億円)となっている。事業別に純損失の額をみると、交通事業

は93.6%に当たる73事業が純損失833億円(パス事業464億円、都市高速鉄･

道事業305億円、路面電車事業62億円)を生じ、次いで。病院事業は65.6%

に当たる462事業が585億円の純損失、水道事業は59.9%に当たる1,025事

業が960億円の純損失を生じており、この３事業で地方公営企業純損失全体

の88.5%を占めている。

　

累積欠損金は6,417億円で、前年度(4,368億円)に比べ2,049億円、46.9%･

増加しているが、これを事業別にみると、交通事業は3,066億円で、前年

度(2,400億円)に比べ666億円、27.8%の増、病院事業は1,432億円で。前年

度(1,050億円)に比べ382億円、36.4%の増、水道事業は1,175億円で、前

年度(425億円)に比べ750億円、176.5%の増となっている。このように、交

通、病院、水道の３事業で地方公営企業の累積欠損金全体の88.4%を占め

ており、また。累積欠損金の対前年度増加額でみても、この３事業で1.798･

億円、87.8%を占めている。

　

不良債務は4,044億円で、前年度(2,870億円)に比べ1,174億円、40.9%の

増となっている。

ｂ

　

資

　

本

　

収

　

支

　

資本的支出は２兆1,395億円で，前年度（１兆8,059億円）に比べ3,336 m

円，18.5％増加している。

　

これに対する財源は１兆9,926億円（前年度１兆

6,895億円）となっており，この内訳は。企業債等の外部資金が１兆7,791|t

円，損益勘定留保資金等の内部資金が2,135億円で，財源不足額は1,469億

円となっている。
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28地下鉄

高騰等原価の上昇が著しかったが、これに対応する料金の適正化が遅れ

たこと。

　

昭和49年度において料金改定を実施した事業は、交通(バス)事業で

全体の61.1％に当たる33事業、水道事業で26.3%の449事業、ガス事業

で45.9%の34事業等であるが、最近の大きな原価上昇と対比してみる

と、なお多くの団体において料金の適正化が遅れ、あるいはその改定幅

が小さく、この結果、各事業とも料金単価が供給原価をかなり下回る水

準になっている。
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資本的支出のうち、建設改良費は、水道施設、地下鉄、医療施設等の整備

拡充により前年度（１兆4,170億円）に比べ2,875億円、20.3％増加し、１兆

7,045億円となっている。

　　　

ｃ

　

企業債元利償還金

　

企業債元利償還金は4,863億円で、前年度(4,188億円）に比べ675億円、

16.1 %増加している。企業債元利償還　第87図　企業債元利償還金対料金収入

金の料金収入に対する比率は、第87

図にみられるとおり、全事業平均

　

応

は34.1 % (前年度35.8 %)となってお

り、これを事業別にみると地下鉄事業

(106.8％)、工業用水道事業(c4,7％)、

電気事業(58.3％)、水道事業(44.1 %)　100

が高い比率を示している。

　　

(イ)経営悪化の要因

　

昭和49年度の地方公営企業の経営

が更に悪化し、赤字事業数、赤字額が

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

50
大幅に増加したのは、

　

ａ

　

昭和49年度はいわゆる石油危

　　

機に帰因する物価の暴騰を反映し

　　

た過去最高の大幅給与改定による

　　

人件丿費の増、物件費、原材料費の

　　

ｏ

比率の推移

127.4
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ｂ

　

経営の合理化、特に人件費の合

　

理化がなお徹底されていないこ

　

と。

　　

料金収入に対する人件費の割合

　

は、第88図にみられるとおり、交

第88図

　

人件費対料金収入比率の推移

(％)

100

通事業114.3%、病院事業72.2%、

　

75

水道事業45.6%と高まってきて

いるが、この要因としては、給与

　

50

水準が国家公務員又は民間の対応

職種と比べてもかなり高いものが

　

25

多く、また、人員についても人員

　　

配置の適正化、機械化等による合

　　

理化が十分でなく遅れたままのと

　　

ころが多い。

等によるものである。

　　

（ウ）法非適用企業の経営状況
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法非適用企業の事業数は3,877事業で，前年度(3,846事業)に比べ31事業

増加している。収益的収支をみると，総収益は3,145億円，総費用は1,921億

円で,収支差引1,224億円の黒字(前年度は1,269億円の黒字)となっている。

事業数では,3,034事業が黒字，496事業が赤字となっている。実質収支では，

黒字額が378億円(前年度400億円)，赤字額は402億円(291億円)となって

おり，経営状況は悪化している。

　

ウ

　

企業債の状況

　

企業債の発行額は１兆6,001億円で，前年度(１兆3,952億円)に比べ2,049

億円. 14.7%増加している。これを事業別にみると，水道事業5,468億円(前

年度4,303億円)，公共下水道事業3,330億円(3,072億円)，交通事業1,968

億円(2,246億円)等となっている。

　

昭和49年度末における企業債の現債高は７兆2,151億円で，前年度(５兆

9,931億円)に比べ１兆2,220億円，20.4％増加している。

　

これを借入先別に
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みると、政府資金が３兆3,802億円(全体の46.8 %)、公営企業金融公庫資

金9,589億円(13.3％)、その他の資金２兆8,760億円(39.9%)となってい

る。

　

エ

　

他会計繰入金の状況

　

他会計からの繰入金は4,942億円で、前年度(4,201億円)に比べ741億円、

17.6％増加し、繰入金総額の収益的収入に対する比率は22.9% (前年度

23.8%)となっている。これを事業別にみると、公共下水道事業が1,900億円

(繰入金総額の38A%、前年度1,687億円と比べて12.6%増)、病院事業が

1,168億円(23.6%、前年度958億円と比べて21.9%増)、水道事業が630億円

く12.8%、前年度441億円と比べて42.9%増)、交通事業が579億円(11.7％、

前年度486億円と比べて19.1%増)となっている。

　

オ

　

財政再建の状況

　

昭和41年の地方公営企業法の改正により財政再建を進めてきた企業の数

は、当初(42年度)155事業(水道58、交通13、ガス８、病院76)であった

が、水道事業とガス事業は48年度までに全部が再建を終え、交通事業では

48年度までに５事業が再建を終え、残り８事業(横浜市、名古屋市、京都市、

大阪市、神戸市、北九州市、山口市及び青森市)は48年度から新たに｢地方公

営交通事業の経営の健全化の促進に関する法律｣に基づいて第二次再建に移

行した。また、病院事業は49年度末までに71事業が再建を終えた。この結

果、当初からの再建企業で50年度以降も継続して再建に努めることとなっ

允ものは、病院５事業のみとなっている。

　

カ

　

事業別状況

　　

(ア)水道事業(上水道事業及び簡易水道事業)

　　　

ａ

　

事

　　

業

　　

数

　　　　

(ａ)上水道事業

　

昭和49年度において地方公共団体が経営する上水道事業の数は1,757事

業で、このうち、末端給水事業は1,709事業(うち建設中54事業)、用水供

　　　　　　　　　　　　　　　

―127 ―



給事業は48事業(うち建設中22事業)である。経営主体別にみると、末端徐

水事業は、都道府県営７事業。指定都市営９事業。市営586事業。町村営

1,043事業、企業団営64事業であり、用水供給事業は、都道府県営20事･

業、町村営１事業、企業団営27事業となっている。

　

上水道の布設状況を市町村別にみると、市では643市のうち635市

(98.8％)､町村では2,614町村のうち1,199町村(45.9 %)に布設されている。

　　　　

(ｂ)簡易水道事業

　

昭和49年度において地方公共団体が経営する簡易水道事業の数は1,762;

事業(うち法適用30事業)である。これを経営主体別にみると、町村営は

1,553事業で全体の88.1％を占め、次いで市営194事業、一部事務組合営1↓

事業、都道府県及び指定都市営各１事業となっている。

　　　

ｂ

　

利

　

用

　

状

　

況

　

水道事業の給水人口は、昭和49年度末で9,358万人(上水道事業8,729万

人、簡易水道事業629万人)に達し、前年度9,015万人と比べると3.8％増加

している。また､公営水道が布設されている地方公共団体の49年度末の行政

区域内人口に対する普及率は85.7%と前年度より2.5％高くなっている。

　

昭和49年度中の年間総給水量(有収水量)は106億3,400万m8で、前年度

(103億3,900万m3)と比べると2.9%増加している。

　

また、給水人口１人

１日当たりの給水量は271 1 と初めて前年度(2811)より減少した。

　　　

ｃ

　

建

　

設

　

投

　

資

　

水需要に対応するための施設建設、あるいは資材、賃金等のコストの上昇･

を反映して昭和49年度の建設投資額は7,232億円で、前年度(5,526億円)と

比べると1,706億円(30.9％)と大幅に増加している。

　　　

ｄ

　

経営の広域化

　

一の市町村の行政区域を越えた広域水道の数は年々増加をみせている。昭;

和49年度における広域水道事業の数は、都道府県営27事業(末端給水事業･

７事業、用水供給事業20事業)、企業団営92事業(末端給水65事業、用水

供給事業27事業)となっている。配水能力は、末端給水事業が870万1
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千m3/日で、前年度(813万４千m3/日）と比べると56万７千m3/日、用水供

給事業が619万２千m3/日で、前年度(482万１千m3/日）と比べると137万

１千m3/日それぞれ増加している。

　　　

ｅ

　

経

　

営

　

状

　

況

　　　　

(ａ)損

　

益

　

収

　

支

　

上水道事業及び法適用の簡易水道事業のうち純利益を生じた事業は685事

業(全体の40.1 %}、純損失を生じた事業は1,025事業(59.9 %)であり、総収

益対総費用比率は85.6%と大幅に100％を下回った。累積欠損金は、前年

度の425億円から1,175億円へ、不良債務は、前年度の610億円から1,285

億円へと２倍以上増加している。このうち、累積欠損金の49.4% (580億円)、

不良債務の60.2% (774億円)が都及び指定都市分であり、大都市の経営悪化

の傾向は一段と強まっている。

　　　　

(b)資本的収支

　

昭和49年度の資本的支出は7,757億円(前年度6,052億円)であり、これに

対する財源は、企業債等の外部資金6,621億円、損益勘定留保資金等の内部

資金483億円で。財源不足額は652億円となっている。資本的支出のうち、

建設改良費は6,842億円で、QQ 9 O/を占め、前年度(5,224億円)と比べ31.0％

増加し、建設改良のための企業債も5,001億円と前年度(3,894億円)と比べ

28.4%増加している。

　　　　

(ｃ)給水原価と料金

　

昭和49年度における給水量１ｍ３当たりの原価(用水供給事業を除き、法

適用の簡易水道事業を含む。)の平均は60円32銭で、前年度(45円35銭)と

比べ14円97銭、33.0％高くなっている。給水原価の内訳は、資本費20円

62銭、職員給与費20円23銭。その他の経費19円47銭となっている。給

水原価を規模別にみると、全般的に前年度より大幅に上昇しているが、そＯ

なかでも給水人口１万５千人未満の事業では、約６割の事業が法適用事業の

平均給水原価を上回っている。なお、49年度中に料金改定を実施した事業

数は449事業(前年度344事業)となっている。
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(ｄ)法非適用企業

　

法非適用の簡易水道事業の数は1,732事業(うち建設中49事業)で、この

うち、黒字の事業は1,482事業(前年度1,597事業)と全体の87,9%を占

めており、赤字の事業は203事業(Ill事業)で、全体の12.1%となってい

る。

　　

(イ)工業用水道事業

　　　

ａ

　

事業数及び経営規模

　

地方公共団体が経営する工業用水道事業の数は86事業(うち建設中７事

業)で、前年度(85事業)と比べると１事業増加している。事業数を経営主体

別にみると、都道府県営39事業、指定都市営７事業、市営29事業、町営６

事業、企業団営５事業となっている。

　

施設の個所数は189個所(前年度184個所)、給水先事業所数は4,145個所

く3,861個所)、年間総配水量は47億㎡(前年度45億m3)となっている。ま

た、施設利用率(1F;ﾀﾌﾀIfxioo)の平均は68.8%となっているが、

施設利用率が30％に満たないものが13個所ある。

　　　

ｂ

　

経

　

営

　

状

　

況

　　　　

(ａ)損

　

益

　

収

　

支

　

昭和49年度における工業用水道事業の経営状況は、総体的にみれば、総

収益対総費用比率は99.6%(前年度102.5 %)となっている。単年度欠損金を

生じた事業数は38事業(建設中を除く全事業の48.1 %)、累積欠損金のある

事業数は44事業(55.7 %)といずれも５割前後に及んでおり、また、累積欠

損金は155億円(前年度138億円)で、営業収益に対する割合は40.2%

(44.9%)となっている。純利益を生じた事業は41事業(前年度42事業)、純

損失を生じた事業は38事業(31事業)となっており、純利益は24億円(前年

度32億円)、純損失は25億円(23億円)となっている。

　　　　

(b)資

　

本

　

収

　

支

　

資本的支出は1,002億円で、前年度(801億円)と比べると201億円、25.1%

増加している。

　

これに対する財源は、企業債、国庫補助金等外部資金856
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億円、内部資金91億円。合計947億円で、財源不足額は55億円となって

いる。

　

(ウ)交

　

通

　

事

　

業

　　

ａ

　

事業数及び経営規模

　

昭和49年度末において交通事業を経営する地方公共団体の数は119団体

(うち都県３、指定都市９、市43、町村56、企業団・組合７)、事業数は138ヽ

事業、職員数は59,755人となっている。

　

これを更に事業別でみると。

　

ノ{

ス:54事業・39,558人、路面電車：７事業・2,584人、都市高速鉄道(地下

鉄及びニュータウン鉄道)：９事業・16,370人、船舶:65事業・1,234人、

その他：３事業・９人である。

　

これによる年間輸送人員は39億9,700万人、１日平均1,095万人であり、

事業別には、パス660万人(全体の60.3 %)、路面電車51万人(4.6 %)、地

下鉄378万人(34.6 %)、その他６万人(0.5 %)となっている。

　

輸送人員からみた公営交通の国内旅客輸送(乗用車、航空等を含む。)に占

める割合は8.9％、鉄道輸送の中では8.9％(国鉄を除くと15.0 %)、営業

用パスの中では24.9%である。

　　

ｂ

　

公営交通を巡る企業環境の変化

　

近年における都市人口の増加、都市構造の変化、モータリセージ、ｙの急

激な進行等によって、公共輸送機関は極めて大きな影響を受けてきた。従来

から路面電車とパスとによって、主として都市内交通を担ってきた公営交通

も、特に自動車交通の急増による道路混雑によって、輸送効率の低下や輸送

機関としての定時性の喪失等により、路面電車は昭和80年代後半から次第

に廃止されて、バスや地下鉄に代位され、また、パスも特に大都市において

は、幹線交通としての都市高速鉄道を補完する機関として役割分化がなされ

た。

　

こうした背景の中で、パス事業の輸送人員は近年、年間24億人前後で停

滞傾向を示しているが、路面電車の廃止による乗客の転移があったことを考

えれば、このことはパス事業の前途は容易ではないことを示している。事

実、パスの表定速度は近年徐々に低下してきたが、昭和49年度には、この｡
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低下傾向にもようやく下限がみられるようになり、今後の動きが注目され

る。とはいえ、輸送機能の維持が現状では依然として困難な状況にあり、こ

のような路面交通事情の悪化への当面の対策として、自動車交通総量を削減

し、パスの機能の回復を図るため、バス優先(専用)レーン等の各種の交通規

制が積極的に進められている。

　

また。路面電車は路面交通の混雑による効率の低下、大都市における地下

鉄路線網の整備等により、昭和30年代後半から路線の廃止や縮少が進めら

れ、その結果、35年度末に14都市、773 kmあった営業路線延長も49年度

末には７都市、129 kmを有するにすぎない。

　

都市高速鉄道は大都市における基幹的な交通機関として近年急速に整備さ

れてきた。現在公営の地下鉄は、東京都、名古屋市、大阪市、札幌市及び横

浜市の５都市で営業中であり、また、建設中のものはこれらの都市のほか、

京都市、神戸市及び福岡市の３都市があり、更にニュータウン鉄道について

は千葉県が建設中である。地下鉄の営業キロは164 kmで、昭和a5年度末

の6.3倍に、輸送人員も１日平均378万人で、35年度の5.3倍に増加した。

　　

ｃ

　　

経

　

営

　

状

　

況

　　　

(ａ)損

　

益

　

収

　

支

　

昭和49年度において営業中の法適用企業78事業のうち黒字の事業はわず

か５事業(全体の6.4％)にすぎず、残りの73事業(93.6 %)が赤字であり、

また累積欠損金のあるものも71事業(91.0％)となっている。

　

これを赤字の

額でみると、純損失は833億円と前年度(450億円)に比べ85％も増え、こ

の結果、累積欠損金は前年度の2,400億円から3,066億円に。不良債務は998

億円から1,393億円にそれぞれ増加した。これを営業収益比率でみると、純

損失は前年度の27.0%から44.6%に、累積欠損金は144.0%から164.3 %

に、更に不良債務も59.9%から74.6%にそれぞれ大幅に悪化した。

　

事業別にみると、バス事業では54事業中52事業が純損失を生じ、その額

(464億円)も前年度(239億円)より大幅に増加した。また、累積欠損金は1,463

億円、不良債務は1,275億円である。路面電車事業では、全事業が純損失及

び累積欠損金を生じ。その額はそれぞれ62億円及び212億円であり、不良
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債務は71億円となっている。都市高速鉄道事業では、地下鉄営業５団体の

うち、２団体が純利益(４億円)、３団体が純損失(305億円)を生じ、累積欠損

金及び不良債務も1,375億円及び682億円となっており、いずれも大都市ほ

ど悪化が著しい。

　　　　

(ｂ)資

　

本

　

収

　

支

　

資本的支出は、都市高速鉄道建設の推進を反映して。総額2,221億円(う

ち都市高速鉄道事業1,862億円)で、うち建設改良費1,545億円(1,384億円)、

企業債償還金563億円(433億円)、その他113億円となっており、総額では

前年度比88.5%と減少している。

　

また、財源としては外部資金2,083億円、内部資金58億円、合計2,141億

円で、財源不足額は80億円となっている。

　　

(エ)電

　

気

　

事

　

業

　　　

ａ

　

事業数及び経営規模

　

地方公共団体が経営する電気事業の数は34事業、発電所数は既設のもの

177、建設中のもの11、合わせて188となっており、全部水力発電である。経営

主体別にみると、都道府県営31事業、173発電所、市営１事業、２発電所、

町村営２事業、１発電所(町営１事業は受電)となっており、一般電気事業１

事業を除き他は九電力会社への卸電気事業(うち２事業は一部特定供給事業

を行っている。)である。

　

既設の発電所(177発電所)の発電能力は、最大出力201万ｋｗ、年間発生

電力量は732万2千ＭＷＨとなっている。民営を含む電気事業に占める割合

吐、発電所数7.9％、最大出力1.9％、発生電力量1.6%となっている。なお、

水力だけの割合でみると、発電所数11.5％、最大出力8.5%、発生電力量

S.6%となっている。

　　　　

ｂ

　

経

　

営

　

状

　

況

　　　　

(ａ)損

　

益

　

収

　

支

　

電気事業の総収益対総費用比率は109.5 %で、前年度の107.1 %と比べ

２.4％上回り、黒字基調を維持している。純利益は30億円(32事業)で、前年

度の22億円(28事業)と比べて８億円(４事業)増加しているのに対し、純損
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失は２億円(２事業)で、前年度(６事業)とほぼ同額である。

　　　　

(ｂ)資

　

本

　

収

　

支

　

資本的支出は271億円で、これに対する財源は、万企業債等の外部資金が

171億円、内部資金99億円、合計270億円で、財源不足額は１億円となっ

ている。

　　

(オ)ガ

　

ス

　

事

　

業

　　　

ａ

　

事業数及び経営規模

　

昭和49年度末において地方公共団体が経営するガス事業の数は74事業

で、経営主体別にみると、県営２事業、市営38事業、町村営33事業、企業団

営１事業となっている。公営ガス事業の供給戸数は58万戸(前年度53万２

千戸)で、計画供給戸数74万２千戸(前年度67万４千戸)に対する普及率

は78.2 %(前年度78.9 %)となっている。　その供給量は２億９千万ｍｓ(１

万Kcal換算)で、前年度(２億６千万m3)と比べて３千万ｍs、11.6%増加し

ている。民営を含むガス事業全体に占める地位をみると、事業数では29.5%

となっているが、需要家戸数及び販売量とも4.2％となっている。

　　　

ｂ

　

経

　

営

　

状

　

況

　　　　

(ａ)損

　

益

　

収

　

支

　

ガス事業は、全事業74事業のうち19事業(全体の25.7 %)が純利益２億

円を生じ、純損失を生じた事業数は55事業(74.3 %)で、その額は25億円

となっている。総収益対総費用比率は90.0％と原料の急激な高騰、過去最

高の大幅給与改定に伴う職員給与費の増嵩等により前年度に引き続き収支均

衡点を下回った。累積欠損金は47事業(全体の63.5 %)が有し、その額は81

億円、不良債務は37事業(50.0％)で、その額は37億円となっている。

　　　　

(ｂ)資

　

本

　

収

　

支

　

資本的支出は115億円で、これに対する財源は、企業債等の外部資金が

86億円、内部資金が11億円、合計97億円で、財源不足額は18億円となって

いる。
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(ヵ)病

　

院

　

事

　

業

　　　

ａ

　

事業数及び経営規模

　

昭和49年度において病院事業を経営する地方公共団体の数は708団体で

あり、その病院数は945病院となっている。病院数を経営主体別にみると、

都道府県営216病院(47都道府県)、指定都市営30病院(９指定都市)、市

営268病院(239市)、町村営323病院(323町村)及び一部事務組合営108病

院(90組合)となっている。

　

一般病院について規模別にみると、都道府県営病院の36.1%、指定都市営

の40.7%､市営病院の41.8%が300床以上の大規模病院である。室た､100床

未満の小規模病院は308病院(一般病院の35.7 %)で、しかもそのうち68.8 %

に当たる212病院は患者数が少ないこと等のため民間医療機関での診療が期

待できない辺地等の不採算地区において医療の確保に努めている。

　

昭和49年度における病床数は19万２千床で、前年度(18万９千床)と比

べ1.5％の増加となっており、入院・外来延患者数は１億2,700万人で、前

年度(１億2,500万人)と比べると1.6%増加している。

　

なお､病床利用率(年筆A;1之数

回回目(器譲畿

灯。） は77.5 % (前年度77.6 %)

×100)は140.5 % (137.5%)となっ

ている。

　　　

ｂ

　

経

　

営

　

状

　

況

　　　　

(ａ)損

　

益

　

収

　

支

　

昭和49年度の病院事業の経営状況は、49年２月(19％)、10月(16％)O

2回の診療報酬の改定があったことにより診療収入は増加したが、反面、人

件費を始めとする諸経費の増嵩も大きかったため純損失額は585億円と前年

度(436億円)より149億円増加している。しかし、純損失を生じた事業数は全

事業の65.6%に当たる462事業で、前年度の496事業(70.7 %)と比べ34事

業(6.9 %)の減となっている。累積欠損金は1,432億円と、前年度(1,050億円)

より382億円増加しているが、不良債務では、49年度において、不良債務
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棚上げのため公立病院特例債569億円(303事業)を発行したことにより599

億円と、前年度(751億円)より152億円減少している。

　

純損失を生じた事業の比率を経営主体別にみると、都道府県営71.7%、

指定都市営66.7%、市営75.5%、町村営59.1%、組合営59.6%となってい

る。また、医業収益対医業費用比率(-1曼IU§jW-×100)は84.6% (前年度

83.0％)で、これを病院の種別でみると一般病院86.1% (84.8%)、結核病院

65.0％(62.4％)、精神病院69.4% (61.7%)となっている。

　

昭和49年度末で累積欠損金を有する事業数は、全事業の72.3%に当たる

509事業となっており、不良債務を有する事業数は、全事業の53.1％に当た

る376事業となっている。

　　　　

(b)資

　

本

　

収

　

支

　

資本的支出は1,791億円(前年度850億円)で、その内訳は、建設改良費

1,023槍円、企業債償還金106億円､その他662億円となっている。これに対

する財源は、企業債等の外部資金1,566億円、内部資金87億円で、財源不足

額は138億円となっている。

　　　　

(ｃ)他会計繰入金

　

他会計からの繰入金は1,168億円であり、このうち損益収支への繰入れは

723億円で、総収益に対する比率は11.7％である。また､資本収支への繰入れ

は357億円で、資本的支出の19.9%、建設改良費の34.9%となっている。

　

なお、期間外収支への繰入れは88億円となっている。

　　

(キ)公共下水道事業

　　　

ａ

　

事業数及び経営規模

　

昭和49年度末における公共下水道事業の数は450事業(法適用企業28事

業、法非適用企業422事業)となっており、これを経営主体別にみると、都

道府県営20事業、指定都市営９事業、市営349事業、町村営59事業、企業

団・一部事務組合営18事業となっている。

　

昭和49年度末における排水人口は2,715万人で、前年度(2,549万人)と比

べると166万人、6.5％増加し、年間処理水量は97億㎡で。前年度(96億㎡)

と比べると１億m3．1.0％増加している。
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公共下水道事業の建設投資額は6,258億円で、前年度(5,455億円)と比べる

､と803億円、14.7%増加しており、この財源としての地方債は3,198億円で、

前年度(2,993億円)と比べ205億円、6.9％増加している。

　　　

ｂ

　

経

　

営

　

状

　

況

　　　　

(ａ)損

　

益

　

収

　

支

　

法適用企業の総収益は1,136億円で、その内訳は、他会計繰入金625億円

く総収益の55.0％)、料金収入301億円(26.5%)、その他210億円で、総費

阿は1,297億円となっている。純利益を生じた事業数は14事業で、その額は

１億円となっており、純損失を生じた事業数は14事業で、その額は161億

円となっている。

　　　　

(b)資

　

本

　

収

　

支

　

法適用企業の資本的支出は3,367億円(前年度2,712億円)で、これに対す

る財源は、企業債1,960億円(資本的支出に対して58.2%)、国庫(県)補助金

石96億円(17.7%)、その他339億円(10.1％)、内部資金100億円、合計2,995

億円で、財源不足額は372億円(前年度183億円)となっている。

　　　　

(ｃ)法非適用企業の経営状況

　

法非適用の公共下水道事業の総収益1ｔ 118億円で、その内訳は、他会計繰

入金533億円(収益的収入68.5%)、料金収入136億円(17.5%)、その他109

億円で、総費用は818億円となっている。

　

また、黒字を生じた事業数は361事業(全体の85.5%)、赤字を生じた事業

数は61事業(14.5%)となっている。

　

資本的収入は3,523億円で、このうち国庫(県)補助金は1,161億円(資本的

収入の33.0％)、他会計繰入金497億円(14.1%)となっている。

　

(ク)その他の地方公営企業

　　

ａ

　

事

　　

業

　　

数

　

地方公共団体は以上の事業のほか各種の事業を経営しており、昭和49年

度末における事業数は1,999事業(法適用332事業、法非適用1,667事業)と

なっている。その内訳は、港湾整備事業177事業、市場事業144事業、と畜

場事業348事業、観光施設事業638事業、宅地造成事業488事業、有料道路
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事業39事業、駐車場整備事業111事業、その他の事業54事業である。

　　

ｂ

　

経

　

営

　

状

　

況

　　　

（ａ）港湾整備事業

　

法適用の港湾整備事業は11事業が純利益34億円を、７事業が純損失13こ

億円を生じており、法非適用の港湾整備事業は142事業が黒字58億円を、

12事業が赤字29億円を生じている。

　　　

（b）市

　

場

　

事

　

業

　

法適用の市場事業は２事業が純利益1,700万円を、９事業が純損失21億丹

を生じており、法非適用の市場事業は100事業が黒字４億円を、21事業が赤一

字13億円を生じている。

　　　

（ｃ）と畜場事業

　

法適用のと畜場事業は３事業が純利益８百万円を、２事業が純損失７億円j

を生じており、法非適用のと畜場事業は281事業が黒字４億円を、63事業が:

赤字15億円を生じている。

　　　

（d）観光施設事業

　

法適用の観光施設事業は120事業が純利益18億円を、47事業が純損失5･

億円を生じており、法非適用の観光施設事業は393事業が黒字12億円を、

69事業が赤字23億円を生じている。

　　　

（ｅ）宅地造成事業

　

法適用の宅地造成事業は34事業が純利益127億円を、８事業が純損失４億丿

円を生じており、法非適用の宅地造成事業は345事業が黒字224億円を、39･

事業が赤字196億円を生じている。

　　　

（f）有料道路事業

　

法適用の有料道路事業は１事業が純利益１百万円を、16事業が純損失39・

億円を生じており、法非適用の有料道路事業は12事業が黒字３億円を、７

事業が赤字13億円を生じている。

　　　

（ｇ）駐車場整備事業

　

法適用の駐車場整備事業は３事業が純利益5,800万円を、３事業が純葵

失8,400万円を生じており、法非適用の駐車場整備事業は91事業が黒字3
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臆円を、10事業が赤字２億円を生じている。

　　　

（h）その他事業

　

法適用の各種事業（採石、有線放送、林業、製材、畜産、自動車学校、骨

､材製造等）は29事業が純利益18億円を、25事業が純損失３億円を生じてい

る。

（２）国民健康保険事業

　

昭和36年に達成された国民皆保険の中で国民健康保険事業は、健康保険

等の被用者保険と並んで、我が国の社会保険の中で大きな役割を果たしてい

る。

　

国民健康保険事業の保険者は、市町村(特別区、一部事務組合を含む。)及

jび同種の事業又は業務に従事する者で構成されている国民健康保険組合であ

る。保険者は、被保険者に対して、一定の療養の給付等を行っているが、そ

の中心である法定の医療給付に係る給付率は、すべての市町村について世帯

主、世帯員とも７割であり、その財源は、原則として、保険税(料)及び国庫

補助金によって運営される建前となっている。

　

市町村が保険者となって実施している国民健康保険事業の概要は、次のと

おりである。

　

昭和50年３月31日現在の保険者は3,273団体(９大都市、633都市｡

:2,605町村、23特別区、３一部事務組合)であり、このうち直営診療所を設

置している団体は733団体(124都市、607町村、２一部事務組合)である。

これらを前年度と比べると、保険者は15団体、直営診療所設置団体は16団

体それぞれ減少している。最近の数年間の推移をみると、保険者は、47年

５月15日に復帰した沖繩県の市町村が事業を実施したことにより団体数の

増加した47年度、48年度を除いて市町村合併の実施により年々減少の傾向

を示している。なお、鹿児島県の２団体(三島村、十島村)は、離島で医師の

確保が困難なため48年度まで事業を実施していなかったが、49年４月１日

｡から、医師の出張診療が行われることになったことにより事業を実施してい

ゐ。これによって｡49年度においては、全市町村が国民健康保険事業を実施
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している。また、直営診療所設置団体も年々減少しているが、これは医師の･

確保難、交通事情等の環境条件の変化等によるものである。

　

昭和50年３月31日現在の被保険者数は、医療保険適用者総数１億1,062:

万１千人の37.2%に当たる4,118万９千人であり、世帯数は1,310万５千世

帯となっている。これらを前年度と比べると、被保険者数は、前年度(4,14を

万５千人)より25万６千人減少しているが、世帯数は、前年度(1,304万６千

世帯)より５万９千世帯増加している。被保険者数が減少したのは、国民艦

康保険から被用者保険への移動等によるものであり、世帯数が増加したの･

は、いわゆる核家族化の進行等によるものである。

　

国民健康保険事業会計は、保険給付を取り扱う事業勘定と、保険者が設置

する直営診療施設を経理する直診勘定からなっているが、これらの状況は次

のとおりである。

　

ア

　

事

　

業

　

勘

　

定

　

(ア)歳

　　　　　

入

　

事業勘定の歳入決算額は１兆3,941億円で、前年度(１兆６億円)と比べ呑

と3,935億円、39.3％(前年度20.2%)増加している。

　

歳入の内訳をみると、国民健康保険税(料)は4,118億円(歳入総額ひ

29.5%)で､前年度(3,088億円)と比べると1,030億円､33.3％(前年度19.8％)

増加しており、国庫支出金は8,477億円(歳入総額の60.8％)で、前年度(5,982°

億円)と比べると2,495億円、41.7％(前年度23.5%)増加し。国民健康保険穂

(料)と国庫支出金の両者で歳入総額の90.3％(前年度90.7%)を占めている。

国庫支出金のうち、療養給付費負担金は6,718億円(歳入総額の48.2%)で、

前年度( 4,980億円)と比べると1,738億円、34.9% (前年度22.5%)増加して

おり、財政調整交付金は968億円(歳入総額の6.9%)で、前年度(612億円y

と比べると356億円、58.3％(前年度22.8%)増加している。

　

また、本年度においては、市町村の国民健康保険財政の健全化を図る目肘

で臨時財政調整交付金350億円(高額療養費補助分120億円、財政調整分23〇・

億円)が措置されている。このよりに療養給付費負担金｡財政調整交付金が大
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幅に増加し､臨時財政調整交付金が措置されたのは、昭和49年中における２

回にわたる診療報酬の改定(49年２月19％引上げ(ただし、同月から薬価基

準が1.5％引き下げられたので実質17.5%引上げ)、49年10月16％引き

上げ(ただし、50年１月からは薬価基準が0,7％引き下げられたので実質

15.3%引上げ))、老人医療費の無料化による受診率の上昇及び高額療養費支

給制度の実施に伴う医療費の増嵩等によるものである。

　

また、都道府県支出金(310億円)及び他会計繰入金(471億円)のうち、財

源補てん的なものは、それぞれ280億円、407億円にも及んでおり、歳入総

額の2.0％、2.9％を占め、前年度(183億円、270億円)と比べるとそれぞれ

97億円、52.9% (前年度9.0％)、136億円、50.3％(前年度34.0%)と大幅に増

加している。

　　

(イ)歳

　　　　

出

　

歳出決算額は１兆3,498億円で、前年度(9,650億円)と比べると3,848億

円、39.9% (前年度19.8%)増加している。

　

歳出の内訳をみると、総務費は696億円で、歳出総額の5.2％を占め、前

年度(524億円)と比べると171億円、32.7% (前年度20.2%)増加している。

総務費のうち、一般管理費と賦課徴収費を合わせたいわゆる事務費は611億

円(歳出総額の4.5％)で、前年度(461億円)と比べると150億円、32.5% (前

年度21.2%)増加している。この事務費に対する国庫負担金の比率は60,2%

で前年度(63.2%)と比べると3.0％減少しており、この比率はここ数年度間

漸減の傾向を示している。

　

次に、保険給付費は１兆2,441億円(歳出総額の

92.2%)で、前年度(8,861億円)と比べると3,580億円、40.4% (前年度19.5%)

増加している。保険給付費のうち療養諸費は１兆1,982億円で、前年度(8,732

億円)と比べると3,250億円、37.2% (前年度19.7%)増加している。このよう

に、療養諸費が大幅に増加したのは、前述したように、診療報酬の改定、老

人医療費の無料化等に伴う受診率の上昇等によるものである。室た、その他

の給付費は410億円で、前年度(92億円)と比べると318億円、347.4% (前年

度0.5％減)増加している。これは、高額療養費支給制度の実施に伴う保険者

負担の増嵩等によるものである。
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(ウ)収

　　　　　

支

　

実質収支は441億円の黒字であるが、この実質収支額から財源補てん的な

都道府県支出金、他会計からの繰入金及び他会計への繰出金を調整した再差

引収支は237億円の赤字で、前年度(95億円の赤字)と比べると142億円赤字

額が大幅に増加している。

　

この再差引収支額によって全団体を黒字団体と赤字団体に分けてみると、

黒字団体数は2,431団体で､前年度(2,535団体)と比べると104団体(56都市

及び50町村減少、２特別区増加)減少しており、その黒字額は421億円で、

前年度(322億円)と比べると99億円増加している。一方、赤字団体数は842

団体で、前年度(753団体)と比べると89団体(57都市及び34町村増加、２

特別区減少)増加しており、その赤字額は658億円で、前年度(417億円)と比

べると241億円赤字額が増加している。再差引収支額による赤字額を団体種

類別にみると、都市250億円、特別区192億円、大都市186億円、町村29

億円となっている。このように、都市、特別区及び大都市の収支が悪いの

は、医療機関が発達していることもあって受診率が高く、医療費が増嵩する

こと等にもよるが、保険税(料)率がその医療給付の水準に比較して低い点に

も原因がある。

　

イ

　

直

　

診

　

勘

　

定

　

直診勘定の歳入決算額は311億円で、前年度(256億円)と比べると54億

円｡21.2% (前年度19.1%)増加している。このうち、診療収入は220億円(歳

入総額の70.8％)で、前年度(182億円)と比べると38億円、20.6% (前年度

15.6％)増加している。歳出決算額は322億円で、前年度(266億円)と比べる

と56億円、20.9% (前年度18.3％)増加している。このうち、総務費(医師等

に係る人件費を含む。)は169億円(歳出総額の52.4％)で、前年度(129億円)

と比べると40億円､30.6％(前年度18.6%)増加している。

　

次に、医業費は97

億円(歳出総額の30.1％)で、前年度(90億円)と比べると７億円、7.5％(前年

度25.3%)増加している。なお、医業費の診療収入に占める比率は44.1% (前

年度49.4 %)である。

　

実質収支は12億円(前年度12億円)の赤字である。この実質収支額から。
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他会計からの繰入金を控除し、他会計への繰出金を加えた再差引収支は59

億円の赤字であり、前年度(49億円)と比べると10億円赤字額が増加してい

る。実質収支の黒字団体は573団体で、前年度(574団体)と比べると１団体

(３都市減少、２一部事務組合増加)減少しており、赤字団体は160団体で、

前年度(175団体)と比べると15団体(15町村)減少している。

(３)その他の事業

　

ア

　

収

　

益

　

事

　

業

　

収益事業(競馬、自転車競走、小型自動車競走、モーターボート競走及び

宝くじ事業をいう。)のうち、公営競技については畜産及び機械工業等関連産

業の振興を、宝くじ事業については浮動購買力の吸収を図りつつ地方財政資

金を調達し、その健全化を図ることを目的として施行されるものである。

　

昭和49年度において収益事業を施行した地方公共団体の数は、延べ539

団体(前年度と同数)である。これを事業別にみると、自転車競走事業を施行

した団体が267団体で最も多く、モーターポート競走事業138団体、競馬事

業71団体、宝くじ事業56団体、小型自動車競走事業７団体がこれに次いで

おり。いずれも前年度と同数である。また、これを施行団体種類別にみる

と、都道府県では延べ77団体(前年度77団体)が実施しており、市町村では

延べ462団体(462団体)が実施している。

　　

(ア)経

　

営

　

状

　

況

　

昭和49年度の決算額は、歳入３兆1,490億円、歳出３兆872億円となっ

ている。これを前年度と比べると、歳入5,326億円、20.4%、歳出5,462億

円、21.5%それぞれ増加している。

　

実質上の収支(歳入歳出差引額から翌年度へ繰り越すべき財源及び他会計

からの繰入金を控除し、他会計への繰出金を加えた額)は3,871億円の黒字

であり、前年度(3,433億円)と比べると438億円｡12.8 %(前年度32.4 %)増

加している。

　　

(イ)収益金の使途状況

　

収益金の大部分は普通会計へ繰り入れられ(繰入額3,366億円、前年度の
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17,8 %増)、道路、小・中学校等の教育施設、社会福祉施設、農業基盤等Ｏ

整備事業等の財源として充当されている。繰入財源の一般財源に対する比率

は2.7％で、前年度(2.9 %)を若干下回っている。

　

収益金の使途状況を目的別にみると､土木費への充当額(1,051億円､繰入総

額の31.2％)が最も多く、教育費(1,026億円、30.5 %)がこれに次いでおり、

この両者に繰入総額の61.7%が充当されている。

　

このほか、民生費(301ｔ

円、8.9％)、衛生費(198億円、5.9％)、農林水産業費(190億円、5.6％)、

商工費(35億円、1.0％)等の財源として活用されている。

　

なお、収益金のうち、公営企業に係る地方債の利子の軽減に資するためひ

資金として、公営企業金融公庫に納付された額は133億円(前年度114億円〉

となっている。

　

イ

　

共

　

済

　

事

　

業

　　

(ア)農業共済事業

　

昭和49年度において、農業共済事業を実施した市町村は1,164団体で、

前年度(1,156団体)と比べると８団体増加している。

　

農業共済事業会計の決算額は、歳入364億円、歳出321億円で、前年度と

比べると、歳入は101億円、38.2 %、歳出は99億円、44,4%それぞれ増加

している。

　

なお、実質上の収支は13億円(前年度18億円)の黒字となっている。

　　

(イ)交通災害共済事業(直営方式)

　

昭和49年度において直営方式により交通災害共済事業を実施した地方公

共団体は227団体(２県、167市町村、58一部事務組合)で、前年度と比べ

ると市町村が２団体減少している。また、加入者は2,532万人(前年度2,33&

万人)となっている。

　

交通災害共済事業会計の決算額は、歳入143億円、歳出83億円で、前年

度と比べると、歳入は22億円、17.9%増加し、歳出は４億円、5.5％増加し

ている。

　

なお､実質上の収支は前年度比83.6%増の41億円(前年度23億円)と、大

幅な黒字となっている。

　　　　　　

｡
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ウ

　

そ

　　

の

　　

他

　　

(ア)公益質屋事業

　

昭和49年度において公益質屋事業を実施した市町村は75団体(前年度89

団体)で、前年度と比べると14団体減少している。

　

公益質屋事業会計の決算額は、歳入14億３千万円。歳出14億１千万円

で、前年度と比べると、歳入は９千万円、6.7％の増加となっており、歳出

は１億円、7.4％増加している。

　

なお、実質上の収支は４億５千万円の赤字となっている。

　　

(イ)公立大学附属病院事業

　

公立大学附属病院事業会計の決算額は、歳入383億円(前年度333億円)、

歳出386億円(331億円)で、前年度と比べると、歳入51億円、15.2%、歳

出55億円、16.7%それぞれ増加している。

　

なお、実質収支(歳入歳出差引額から翌年度へ繰り越すべき財源を控除し

た額)は、他会計からの繰入金が112億円(歳入総額の29.1 %)と多額に上っ

ているにもかかわらず、13億円(前年度11億円)の赤字となっている。
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第２部

　

昭和50年度及び51年度

　　　　

の地方財政の見通し

昭和50年度の地方財政

　

年度当初における経済見通しと国の財政運営方針、地方財政計画の概要、

年度中の経済情勢の推移と国の財政及び地方財政の補正措置、地方財政の運

営、財政再建並びに地方公営事業に関する財政運営の状況は、次のとおりで

ある。

（１）当初の経済見通しと国の財政運営方針

　

｢昭和50年度の経済見通しと経済運営の基本的態度｣(50年１月閣議決定)

によれば、我が国を巡る内外の経済情勢は、石油を始めとする資源エネル

ギー面の国際的な制約の増大、国内における立地、環境問題に加え、物価

の動向はなお根強いコスト上昇要因を反映し予断を許さない状況にある等極

めて厳しいものがあり、今後、我が国は、内外要因による潜在成長力の低下

という現実に直面し、従来のような高度成長は再び期待し得ず、その経済運

営の基本的態度は、静かで控え目な成長を旨とする必要があるものとされ、

50年度は、我が国経済を高度成長から安定成長路線に円滑に乗せるため

のいわゆる調整期間に当たり、インフレと不況が交錯する世界経済にあっ

て、まず物価の安定を図ることが経済政策の最重要の課題であるとされた。

　

このような認識の下に、昭和50年度の経済運営においては、流動的な国

際経済情勢に配慮の上国際協調に留意しつつ、国民経済の健全な機能の回復

とこれによる国民生活の安定を図るために、物価、特に消費者物価の安定を

図る観点からの抑制的な総需要管理の実施、生活必需物資の安定的供給の確

保、競争条件の整備。低生産性部門の近代化、流通機構の合理化等の諸施策

を強力に推進するとともに、社会的公正確保の観点からの社会保障の充実、

住宅、下水道等生活関連施設の整備、環境保全・公害防止等の対策、地価対
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策等を推進し、また、資源、エネルギー、食糧の安定的供給の確保等の諸施

策を充実すること等を重点的に行うものとされた。以上のような経済運営の

下において、50年度の経済活動は、年度を通じ引き続き緩やかな回復基調

をたどり、経済成長率は実質4.3％(名目15.9 %)程度になるものと見込まれ

た。

　

昭和50年度の国の財政運営に当たっては、このような経済見通しと経済'

運営の基本的態度にのっとり、引き続き抑制的な基調の下に、国民生活の安

定と福祉の充実に配意するとともに、経済情勢の推移に対応して機動的、弾

力的な運営を図ることとし、このため、一般会計予算及び財政投融資計画の･

規模は前年度に引き続き抑制するものとされた。歳入については、公債の発

行額を縮小するとともに、経済成長率の低下という経済情勢の変化に応じて

租税負担の適正合理化を図るため、酒税の税率の改定、たぱこの小売価格の

改定等を行い、公共料金は極力抑制することとされた。歳出については、社

会的公正の確保に配慮しつつ国民福祉の向上及び国民生活の安定のための各

般の施策を推進する一方、既定の長期計画について進度の調整を図るほか、

公共事業系統経費を前年度当初予算と同額程度にとどめ、組織新設の抑制、

公務員の定員削減、既定経費の整理合理化等により、財源の重点的かつ効率

的な配分を行うとともに、経済情勢の推移に対処するため、予算及び財政投

融資計画の執行に当たり、その弾力的運用を図り得るよう措置することとさ

れた。

　

この方針に基づいて編成された国の一般会計予算は21兆2,888億円‘

で、前年度当初予算(17兆994億円)に比べて４兆1,894億円、24.5%の大幅'

増(前年度19.7%増)となったが、これは社会保障関係費、文教及び科学振･

興費等の伸びが高いためであり、公共事業関係費は２兆9,095億円で、前年

度当初予算(２兆8,407億円)に比べて688億円、2.4％の増にとどめられた。

　

また、財政投融資計画は９兆3,100億円で、前年度当初計画(7兆9,234億

円)に比べて１兆3,866億円、17.5%の増:(前年度14.4%増)となったが、国

民福祉の向上を図る観点から住宅、生活環境整備、厚生福祉、文教等への重一

点的配分が行われた。

　

なお、公債の発行額は２兆円で、前年度当初発行予定額(２兆1,600億円)
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に比べて1,600億円、7.4％の減となっており、公債依存度は４年振りに

10％を割って9.4%となった。

　

また、政府保証債の発行予定額は4,000億円

で前年度と同額であった。

（２）地方財政計画

　

昭和50年度の地方財政計画は、最近における厳しい社会経済情勢の推移

｡と地方財政の現状にかんがみ、国と同一の基調により引き続き抑制的な基調

の下に。社会的公正の確保等地域住民の福祉向上に資するため、地方財源の

確保に配慮を加えつつ、財源の重点的配分と経費支出の効率化に徹し、節度

､ある行財政運営を行うことを基本とし、併せて経済情勢の推移に応じて地方

財政の機動的、弾力的な運営を図り得るよう措置するものとし、次の方針に

基づいて策定された。

　

第１に、個人の住民税及び事業税、料理飲食等消費税、ガス税等について

4,884億円の減税を行い、住民負担の軽減合理化を図るとともに、大都市地

域における都市環境の整備のための財源を確保するため事業所税を創設す

る。

　

第２に、地方財政の現状に対処するため、地方交付税の所要額を確保す

る。

　

第３に、総需要抑制の見地から地方債の増加を極力抑制するとともに、地

方債資金における政府資金を増額する。

　

第４に、抑制的基調の下において、地域住民の福祉充実のための施策を重

点的に推進することとし、各種社会福祉施策の充実、教育の振興、公害対策

の推進、交通安全対策及び消防救急対策の充実、人口急増地域の整備の促

進、過疎地域対策の推進等を図るため、地方交付税、地方債、国庫補助負担

金等の重点的な配分を図る。

　

第５に、地方公営企業の経営の健全化を図るため、引き続き交通事業及び

病院事業の再建を推進するとともに、公営企業債についても、生活関連事業

を中心に重点的にその増額と資金の質の向上を図る。

　

第６に。地方財政の健全化の促進と財政秩序の確立を図るため、地方団体
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の超過負担及び住民の税外負担の解消措置を講ずるとともに定員管理の合理

化を推進する。

　

第７に、地方公務員の給与改定等年度途中における事情の変化に弾力的に

対応できるようあらかじめ財源を留保するとともに、地方財政計画の内容が

'実態に即したものとなるようその策定内容について是正措置を講ずることと

する。

　

これらの方針に基づいて策定された地方財政計画の規模は21兆5,588億

円で、前年度(17兆3,753億円)に比べて４兆1,835億円、24.1%の増となっ

ており、国の一般会計予算の対前年度増加率24,5%は下回ったものの、昭

和36年度(24.3%増)以来の高い伸びとなった。これは、抑制的な基調の下

･に極力規模の圧縮が図られたにもかかわらず、前年度の大幅な給与改定の平

年度化に伴う給与関係経費の増加等当然増経費の増加が著しいためであっ

尭。

　

地方財政計画の歳入見込についてみると。地方税は８兆8,850億円で、

前年度(７兆1,957億円)に比べて１兆6,893億円、23.5％の増となっており、

増加率の内訳は、道府県税19.6%、市町村税27.9%となっている。市町村

｡税の増加率が高かったのは、事業所税の新設、入湯税の税率引上げ等の改

jE及び昭和49年度に行われた法人税割税率の引上げの平年度化があっ

たほか、市町村民税所得割、固定資産税等についてかなりの増収が見

｡込まれたためである。地方譲与税は2,322億円で、前年度(2,155億円)に比

べて167億円、7.7％の増となっているが、自動車重量譲与税が前年度に

此べて36億円、5.4%の減となっているほか、石油ガス譲与税が前年度と同

額になっており、道路目的財源の伸びの鈍化が目立っている。地方交付税は

４兆4,296億円で、その算定基礎となる国税三税の大きな伸びを反映して、

前年度(３兆4,144億円)に比べて１兆152億円、29.7%の増となっている。

｡なお、この中には50年度が最終交付年度となる臨時沖繩特別交付金209億

円が含まれている。地方税、地方譲与税及び地方交付税を加えた一般財源総

額は13兆5,468億円で、前年度(10兆8,256億円)に比べて２兆7,212億円、

-25.1%の増となっている。
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国庫支出金は５兆5,367億円で、前年度(４兆5,372億円)に比べて9,995

億円、22.0%の増となっているが、その内容をみれば、公共事業費系統の伸

びが低く抑えられたのに対し、社会保障関係費や教育関係費の伸びが極めて

大きくなっている。

　

地方債は１兆2,748億円で、前年度(１兆290億円)に比べて2,458億円、

23.9%の増となっており、増加率が高かったのは、高等学校整備事業債及び

災害復旧事業債が大幅に増加したほか、枠外債の計画組入れ(500億円)が行

われたこと等による。

　

使用料、手数料は2,376億円で、前年度(1,973億円)に比べて403億円、

20.4%の増となっている。

　

一方、歳出についてみると、給与関係経費は７兆4,813億円で、前年度

(５兆1,304億円)に比べて２兆3,509億円、45.8%の大幅増となっている。

これは。前年度の大幅な給与改定の平年度化、人材確保法に基づく教員給与

改善措置の第二次分の平年度化及び第三次分の計上、昭和48年度の給与実

態調査結果に基づく職員数の規模是正(13万８千人)、教職員、警察官、消防

職員等の増員(３万人)等によるものである。

　

公債費は9,664億円で、前年度(7,821億円)に比べて1,843億円、23.6%

の増となっており、昭和45年度以降発行の水田取得債及び46年度以降48

年度までに増発された地方債の償還のため増加が大きくなっている。

　

投資的経費は７兆778億円で、前年度(６兆3,617億円)に比べて7,161億

円、11.3%の増となった。このうち普通建設事業費は前年度に比べて10.2%

の増となっているが、単独事業費のみでは、生活関連施設整備事業を中心と

して、14.1%の増となっている。

　

また、昭和50年度当初の地方債計画は、現下の経済情勢に対処するため、

前年度に引き続き国と同様抑制的な基調に留意しつつ、住民生活に直接関連

する諸施設及び教育施設等の重点的な整備を図ることを基本方針として策定

され、総額は２兆8,350億円で、前年度(２兆3,390億円)に比べて4,960億円、

21.2%の増であった。抑制的基調の下に策定されたにもかかわらず、このよ

うに伸びが大きかったのは、生活環境施設を中心に計画が伸ばされたほか。
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下水道事業特別分(703億円)の新設及び枠外債の計画組入れ(500億円)等

がなされたためであった。

（３）経済情勢の推移と財政運営の経過

　

ア

　

経済情勢の推移

　

年度当初においては、昭和50年度の我が国経済は年度を通じ緩やかな回

復基調をたどるものと見込まれたが､49年１～３月期に始まる今次の不況は

予想以上に長期化、深刻化し、各種内外要因に基づく経済基調の変化に対する

先行き不安も重なって、年度に入っても、個人消費支出の沈滞、民間設備

投資の低迷、世界経済の停滞に伴う輸出の不振等により最終需要が伸び悩

み、景気回復の足どりは依然として遅く、このため深刻な雇用不安も生じる

こととなった。

　

このような経済情勢の下において、経済運営は、消費者物価が安定化して

きたこともあり、なお物価の動向に留意しつつも景気浮揚に重点が置かれる

こととなった。財政面では、既に昭和50年２月に49年度第４四半期の公共

事業等の契約枠の消化促進を中心とした第一次不況対策が、３月には50年

度上半期の公共事業等の円滑な執行を中心とした第二次不況対策が決定され

ていたが、更に６月には50年度上半期の公共事業等の契約率を70％に高

めることを中心とする第三次不況対策が決定され、９月には総合的な景気対

策として公共事業の追加等事業規模にして約１兆5,000億円、中小企業に対

する金融措置を加え２兆円にのぽる第四次不況対策が決定された。金融政策

としては、48年12月以来９％であった公定歩合が、50年４月、６月、８月

にそれぞれ0.5％、10月に１％引き下げられたほか、預金準備率が、50年

11月に引き下げられ、更に51年２月には第二次の引下げが行われた。

　

これらの財政金融両面にわたる景気浮揚策が講じられたものの、その効果

の実体経済面への浸透には若干の遅れがみられ、雇用面等において厳しい情

勢が続いており、昭和51年１月閣議決定の｢昭和51年度の経済見通しと経

済運営の基本的態度｣によれば、50年度の経済成長率は当初見通しを下回

り、名目で9.1%程度(当初15.9 %)、実質で2.6%程度(当初4.3％)になる、

ものと見込まれている。
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イ

　

国の財政の補正措置

　

国の財政においては、昭和50年11月に補正予算が編成されたが、50年

度の補正予算は当初予算において見込んだ租税収入等が経済の停滞等により

大幅に減少する見込みとなったことに伴う歳入見込額の減額を行うととも

に、租税収入等の減少を補うため公債の発行を行うほか、景気回復及び災害

復旧のための公共事業等の追加等緊要な事項について所要の予算措置を講ず

るためのものであった。

　

歳出の追加事項は、（1）景気回復及び災害復旧のための公共事業等の追加

4,211億円、（2）人事院勧告の実施に伴う国家公務員等の給与改善費1,943億

円、（3）雇用保険国庫負担金等の義務的経費の追加642億円、（4）公債の増発等

に伴う国債費の追加630億円、{5)50年度における地方財政の状況を考慮し、

その健全な運営に資するための50年度限りの特例措置としての臨時地方特

例交付金220億円、（6）交付税及び譲与税配付金特別会計が行う一時借入金の

増加に伴う同特別会計への利子財源繰入れの増202億円、（7）その他の経費

茲2億円であり、追加額の合計は8,230億円である。他方、所得税、法人税

及び酒税の収入見込額の減少に伴う地方交付税交付金１兆1,005億円、既定

経費の節減741億円、予備費1,000億円が減額修正され、この結果、補正予

算により歳出総額は4,516億円減少することとなった。

　

歳入については、租税及び印紙収入３兆8,790億円（当初計上額の22％）4

専売納付金1,406億円の計４兆196億円の減収を見込むとともに、雑収入143

億円の増収が見込まれたほか、前年度剰余金受入れ737億円が計上された。

　

以上の歳出り増加、租税収入等の減少等に伴う財源不足額8.兆4,800億円

については、財政法第４条に基づく公債を１兆1,900億円追加発行するほ

か、「昭和50年度の公債の発行の特例に関する法律」（50年12月成立）に基

づき、２兆2,900億円の公債を発行することにより賄うこととされた。こり

補正により歳入総額は4,516億円減少することとなった。

　

予算規模が当初予算に比べ減少したといっても、これは主として国税三税

り減収に伴う地方交付税交付金の減少によるものであり、この減額分１兆

ま､005億円を除けば、実質的脳は約6,500億円０増額補正となる（地方交付

税交付金の減額分については、資金運用部資金の借入れで措置し、地方財政

の運営には支障の生じないようにしている。）。
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ヽなお、財政投融資計画については、昭和50年９月に景気回復及び雇用安

定を図るための総合的な景気対策の一環として8,558億円、10月に地方税の

減収対策及び公共事業等の追加に伴う地方負担の増加に対処する等のため

5,900億円、11月に国立病院特別会計、特定土地改良工事特別会計等に対し

て1,499億円の追加が行われ、追加総額は１兆3,957億円となっている。

　

ウ

　

地方財政の補正措置

　

地方財政においては、経済の停滞に伴い地方税及び地方交付税の減収見込

･みが多額なものとなったこと並びに国の第四次不況対策による公共事業等の

｡追加に伴う地方負担の増加が生じたことにより大幅な補正措置が講じられ

尭ｏ

　

まず、地方交付税については、国の補正予算において租税及び印紙収入が

　

３兆8,790億円減額補正されたが、このうち３兆4,390億円が国税三税の減

瀬であるため(所得税１兆1,840億円、法人税２兆1,320億円、酒税1,230億

伺)、地方交付税交付金も工兆ユ､四5億円減額されることとなったが、地方

財政計画に計上済みの地方交付税総額は確保するものとしてこの減額分につ

ｔヽては交付税及び譲与税配付金特別会計において資金運用部資金の借入れを

行い全額補てんすることとされた。室だ、地方公共団体の給与改定のための

｡追加所要額700億円、生活保護費等の単価改定に伴う地方負担の増14億円、

･私学助成のための所要額104億円、超過負担の解消に伴う地方負担額19億円

･の計837億円(うち交付団体分640億円)についての財源措置が必要となった

jが、このうち570億円(うち交付団体分470億円)は国に準じて行政経費の

:節減により賄うこととされ、残余の267億円、うち交付団体分170億円が普

｡通交付税として増額されることとなった。更に、このような年度途中におい

て生じた異常な状況に対処して、地方財政の健全な運営に資するため、臨時

･の地方財政対策として交付団体について220億円を措置することとされ、こ

灘に要する財源については、一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計

に臨時地方特例交付金が繰り入れられることとなった。以上の結果、普通交

村税は390億円増額補正され、特別交付税の増額25億円と合わせて415億

円が補正予算により増額された。このうち195億円については、交付税及び
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譲与税配付金特別会計において資金運用部資金の借入れを行って補てんレ

た。

　

地方税については、昭和50年度の地方財政計画においては、道府県税。

市町村税合わせて８兆8,850億円の収入が見込まれていたが、年度途中にお'

いて、法人関係税を中心に住民税及び事業税で１兆631俳円９減収が生じるヽ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

乙－/-

　

-へ｡｀

見込みとなったため、この減収額を地方債によって補てんすることとされ

た。この減収補てん債については、まず地方財政法第５条のいわゆる適債事:

業に充当し、既充当の一般財源を振り替えるものとするが、適債事業が不足

する地方公共団体にあっては、適債事業以外の経費｡にも充当することができ

ることとし、そのため、地方財政法第５条の特例規定が設けられた。(｢昭和'

50年度における地方交付税及び地方債の特例に関する法律｣50年11月成゛

立)

　

次に、国においては、昭和50年９月に第四次不況対策として治水、道'

路、新幹線等の公共事業等につき8,000億円以上の追加を行うこととされた

が、これら公共事業等の追加等に係る地方負担額は2,066億円であり、この･

地方負担額については全額地方債をもって充てることとされた。なお、

このほか地方公営企業に係る単独事業等にも所要の追加を行うこととさ

れ、この所要額1,114億円についても地方債が追加され、地方債追加額は合･

計3,180億円となった。

（４）地方財政運営の状況

　

昭和49年度決算において、実質収支が赤字の団体は、都道府県では６団1

体、市町村では157団体の計163団体にとどまったものの、地方財政全体を

通じてみれば、40％を超える伸びを示した人件費を中心として義務吻

経費の伸びが著しく、財政の硬直化現象の急速な進行がみられ、ここ数年置

調に推移してきた地方財政は49年度に至って急激に悪化の様相を呈してき

た。このため、年度当初から、景気の動向及び各地方公共団体の財政運営の･

如何によっては50年度の地方財政は更に悪化するものと憂慮されたが、年一

度半ばには事態は極めて深刻な状況となってきた。
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歳入についてみれば．景気回復の遅れにより、地方財政計画において見込

..んだ地方税収入額８兆8,850億円に比べて法人関係税で9,542億円．個人関

-係税で1,090億円、計１兆632億円の減収が見込まれている．

　

このような

.地方税の減収見込みに対処するため、法人及び個人の住民税並びに事業税の

一減収見込額１兆632億円については地方債で減収補てんすることとされ、

国の補正予算による地方交付税の減額に対する補てん措置とあいまって所

要の財源は確保されることとなった．

　

しかしながら、従来、経済の高度成

長に伴って地方財政においても地方財政計画を上回る地方税の自然増収が

､みられ、昭和48年度及び49年度ではその自然増収額は7,000億円を超え

ており、地方公共団体の単独施策や給与の高水準化はこの地方税の自然増

.収に大きく依存している状況であったが、50年度においては、かかる地方

.税の自然増収は期待することができず．地方財政計画を超える歳出について

は独自の歳入増加努力若しくは歳出削減努力により対処することが必要と

.なった．

　　

このような地方財政を取り巻く厳しい環境の下で、年度当初から多くの地

.方公共団体において歳入増加を図るための措置や歳出の抑制のための財政健

･一全化への取組みがみられることとなった．

　

歳入増加を図るための措置としては、地方税の徴収率の引上げ努力を始め

　

として、使用料、手数料が水準より低廉な団体ではその適正化、更には法人

澗係税を中心とする超過課税の実施等が行われ、昭和51年２月現在におい

て超過課税を実施している都道府県は前年度より21団体増加し、23団体と

･.なっている．

　

次に、歳出を抑制し、財政の健全化を図るための取組みは、まず、物件

費、維持補修費等において不要不急の支出を削減する等の様々な節減努力を

､講じることから始められたが、年度半ばからはこれらのほか人件費の適正化

-への取組みもみられるようになった．すなわち、国においては、昭和50年

　

８月に給与改定率10.85 %の人事院勧告が行われ、９月にはその完全実施を

j行うとの閣議決定がなされたが、従来から国の給与水準を上回っていた地方

公共団体においては、50年度の給与改定に際して適正な給与水準を回復する

　　　　　　　　　　　　　　　　

－155－



ための取組みがなされることとなった。50年12月末現在において、給与改

定の実施若しくは方針決定がなされた団体は、都道府県では47団体中37団

体、大都市では９市中７市、都市では634市中567市であるが、その給与改J

定の内容をみると、都道府県では37団体中18団体が給与改定に際して給料

表の号給を１号下位へ切り替えるものとしており、大都市では７市全部がi

国の改定率を下回るものとし、都市では567市中163市が国の改定率を下

回っているほか８市が給与改定を見送る方針を採っている。給与改定率の調

整以外でも、定期昇給の延伸等による給与水準の適正化への努力も行われて

おり、都道府県では11団体が３か月から12か月の昇給延伸を決定したほか

いくつかの団体でその検討がなされており、都市では51市が昇給延伸を決一

定し、30市余りでその検討がなされている。また、標準職務を超える上位1

等級に格付けするいわゆる「わたり」及び昇給短縮の是正等についても検計

がなされている。更に、人件費節減への取組みとして、これらの給与水準のヽ

適正化のほか、多くの団体において事務事業の見直し、組織機構の簡素合理

化等による定員管理の適正化が検討されている。

　

昭和50年度の普通建設事業の予算計上状況を都道府県についてみれば、｡

12月現在で、補助事業は第四次不況対策分も含め国の内示額のほぼ100％、

が予算計上されており、直轄事業負担金も含めたその計上額は２兆7,814R-

円で、前年度の２兆5,984億円に比べ1,830億円、7.0％の増となっている。

単独事業の予算計上額は１兆1,087億円で、前年度の１兆2,209億円に比べ

1,122億円、9.2％の減となっており。普通建設事業費全体では３兆8,901億

円で、前年度の３兆8,193億円に対し708億円、1.9%の増となっ七いる。

普通建設事業費全体ではわずかに前年度を上回っているものの、単独事業費’

では前年度より落ち込んでおり、50年度における都道府県の財政状況の悪

化が反映されている。

　

以上、昭和50年度における地方財政の運営の状況をみてきたが、我が国･

経済の基調が高度成長から安定成長へと転換しつつある今日では、もはや

かっての高度成長期におけるような税の大幅な伸びを期待することはできな･

い状況にあり、地方公共団体においても時代の推移に即応した行財政運営の･

一層の合理化によって健全な財政運営体制を早急に整備することが要請され。

ている。50年度は。そのような行財政運営の合理化に向って。玄ず内部管

理経費を中心とした経費節減努力が講じられ始めた状況にある。
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なお、昭和50年９月末日現在における地方公共団体の普通会計予算総額

(都道府県、市町村(特別区、一部事務組合を含む。)の普通会計予算の単純合

計額)は、25兆9,199億円で、前年同期(21兆8,297億円)と比べると４兆

902億円、18.7%の増となっている。各年度の予算規模(毎年度９月末日現

在)の推移は、第89図にみられるとおりであり、50年度及び49年度の歳入

歳出予算の主な内容は、次の表のとおりである。
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（５）財政再建の状況
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財政再建団体の推移は、第90図のとおり、昭和29年度の赤字団体のうち、

財政再建団体となったものは588団体(18府県、570市町村)であったが、そ

の後、財政再建は順調に進み、45年度末をもってすべての団体が財政再建

を完了している。一方、30年度以降の赤字団体で地方財政再建促進特別措

置法の規定に基づき、財政再建を行う団体は、34年度、35年度において大

幅に増加し、36年度当初においては127団体であったが、その後漸減し、

49年度末においては７団体(１市、６町)となっている。

　

昭和50年度においては、これらの７団体のほか、新たに２団体(福岡県豊

前市、大分県竹田市)が、同法に基づく財政再建を行うこととなったので９

団体(３市、６町)が、計画的な財政運営により赤字解消を図っている。これ

らの団体の財政再建完了予定年度別内訳は、50年度１団体、51年度５団体、

53年度１団体、54年度２団体となっている。

　

新たな財政再建団体の発生は、昭和47年度以降３年振りのことである。

従来の財政再建団体における赤字原因は、事業の過大執行に伴うものが多

かったのに対し、50年度の新規２団体についてみると、いずれも人件費の

膨脹に伴う財政構造の悪化が大きな要因となっているところにその特徴がみ
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第90図財政再建団体数の推移

(年度当防)

中）

られる。地方公共団体の財政規模に占める人件費の割合は高く、その運営の

適否は、団体の財政に非常に大きな影響を及ぼす。新規２団体の人件費につ

いてみると、ともに国家公務員の場合に比べて初任給が相当高くなっている

ａか、いわゆる｢わたり｣運用が行われていること等により給与水準が著しく

高く、かつ、職員数についても類似団体に比べて相当多くなっており、これ

･らが人件費を大幅に膨脹させ、財政構造を悪化させている。

　

そのため、昭和50年度の新規２団体の財政再建計画においては、給与水

準の適正化及び職員数の削減措置が中心となっている。すなわち具体的に

は、給与水準については、職員の職務内容に応じた等級に格付けをしなおす

とともに、50年度給与改定及び財政再建期間中の定期昇給は行わないこと

･により、国家公務員の給与との均衡を回復することとしている。また、職員

数については、勧奨、希望退職を推進するとともに、退職者による欠員は不

補充とし、職員総数の削減を図ることとしている。なお、以上のほか、歳入

の確保、物件費等諸経費の節減等にも努め、計画的に赤字解消を図ることと

している。
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(６)地方公営事業に関する財政運営

　

ア

　

地方公営企業

　

地方公営企業については、引き続き人件費の合理化を始めとする経営む

改善合理化、料金の適正化を図るとともに、公営企業会計と一般会計との負

担区分の適正な運用を図ることとし、地方財政計画に公営企業繰出金として

4,098億円(前年度の3,505億円に比べて593億円、16.9%の増)を計上すると

ともに、その一部については地方交付税において財源措置を講ずることとし

ている。

　

地方公営企業のうち交通事業についてぱ、経営健全化のための再建方策を

引き続き推進することとし、バ‘ス車両購入費補助金の補助単価の大幅引上げ

(380万円を650万円に)、交通事業再建債の利子補給(50億円)を措置してい

る。また、地下鉄事業については、建設費補助(運輸省所管211億円)､､特例

債(303億円)、特例債孫利子補給(82億円)を計上している。

　

また、病院事業については、昭和49年度から講じられた不良債務解消Ｏ

ための特別措置を引き続き推進することとし、公立病院特例債の利子補給

(９億円)を計上するとともに、厚生省予算において自治体病院特殊診療部門丿

運営費補助金(５億円)の増額、へき地中核病院整備費補助金(７億円)の新設

等が図られている。

　

地方公営企業の建設投資のための資金については、地方債計画上政府資金

及び公営企業金融公庫資金の充実を図りつつ、上水道、簡易水道、都市高進

鉄道、市場、ガス、病院事業等住民生活に密着した緊急性の高い事業を中心

に起債枠を拡大することとし、１兆5,602億円(前年度当初の１兆3,100億円t

に比べ2,502億円｡19.1%の増)を計上している。

　

また、簡易水道事業の起債充当率を一般簡易水道については75％を90％

に、離島簡易水道については80％を95％に引き上げたほか、企業債の貸付

条件については、政府資金ではガス事業の償還期限を25年(従来20年)に、

公庫資金では都市高速鉄道事業の償還期限を28年(25年)に、駐車場整備事
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業の償還期限を20年(15年)にそれぞれ延長する等の改善を図っている。

　

なお、公営企業金融公庫については、政府保証債(1,200億円)及び共済組。

合引受け縁故債(1,600億円)の増額により、地方公営企業に対する貸付枠と

して2,715億円(前年度の2,059億円に比べて656億円、31.9%の増)を確保

している。

　

イ

　

国民健康保険事業

　

昭和50年度においては、低所得被保険者の保険税(料)の負担の軽減を図

るため、減額対象基準のうち、羞礎控除額が19万円(前年度18万円)に、世。

帯主以外の被保険者１人に対し加算する額が13万円(11万円)にそれぞれ引

き上げられた。また、市町村の国保財政の健全化を図る目的で臨時財政調整:

交付金555億円が措置されたほか、診療報酬の改定(49年10月１日から

16.0%引上げ(ただし、50年１月１日から。薬価基準が0,7％引き下げられ、

たので実質15.3%の引上げ))の影響が50年度の国保財政を圧迫する要因と

なることから特別療養給付費補助金95億円が措置された。

　

国民健康保険事務費負担金に係る超過負担については、昭和49年に実施

した大蔵、厚生、自治の三省共同調査に基づき、超過負担の解消を図ること

とし、50年度当初予算において29億円、補正予算において30億円がそれ

ぞれ措置された。

　

なお、国民健康保険の高額療養費支給制度が昭和50年10月１日から全保

険者の強制実施となった。この制度は、48年９月の健康保険法等の改正に

より被用者保険については、48年10月から一斉に実施され、国保についで

は２年の猶予期間をおいて任意給付の形で実施に移されたものであるが、

50年10月１日から法定給付として実施が義務づけられたものである。

２

　

昭和51年度の地方財政

　

昭和51年度における経済見通しと国の財政運営方針、地方財政計画の基

本方針及び地方公営企業に関する財政運営をみると、次のとおりである。

　　　　　　　　　　　　　　　

―161-



（１）経済見通しと国の財政運営方針

　

｢昭和51年度の経済見通しと経済運営の基本的態度｣(51年１月閣議決定)

｡によれば、世界経済は、時を同じくして深刻な景気後退に見舞われたが、50

一年半ばを底に上向きに転じつっある。 51年度は。我が国経済にとって、石油

｡危機後のいわゆる経済の調整過程の仕上げの年であるとともに、新しい中期

計画の出発点となる年であり、我が国経済を長期安定成長路線に乗せていく

ために極めて重要な年である。したがって、世界経済の回復基調を背景とし

て、これまでに達成された物価の安定傾向を推持しつつ、景気の順調な回復

'を実現すること及び中長期的に我が国経済が抱えている諸問題の解決のため

に足がかりを築くことが課題であるとされている。

　

昭和51年度の経済運営の目標は、景気の着実な回復と雇用の安定を図る

･こと、景気の回復に伴ってインフレが再燃することがないよう努力すること

:及び長期的に均衡のとれた発展を確保するための基盤を培養するとともに、

弓|き続き国民生活の安定と向上を図るための施策を講ずることであるとし、

このため、財政においてもその改善合理化を図りつつ、その中にあって国民

I生活の充実と経済社会の基盤整備に役立つ公共事業及び住宅に重点を置くこ

とにより民間需要の増大を図るとともに、物価については特に消費者物価の

一層の安定化を図ることとするほか、物価動向にも配慮しつつ公共料金の適

こEE化を図ることとしている。更に、資源エネルギー対策の総合的推進、食糧

の安定供給の確保、社会保障の充実、その他国土、環境の保全、安全な生活

･の確保のための諸施策等を推進するものとされている。更に、経済運営に当

｀たっては、世界経済全体の発展と調和のとれた経済の成長を目指すものとさ

｡れている。以上のような経済運営の下において、51年度の経済活動は年度

'を通じて順調な回復過程をたどるものとみられ、経済成長率は実質5.6% (名

､目13.0%)前後になるものと見込まれる。

　

昭和51年度の国の財政運営に当たっては、このような経済見通しと経済

運営の基本的態度にのっとり、国民生活と経済の安定及び国民福祉の充実に

配意しつつ、財政の改善合理化を図るとともに、景気の着実な回復に資するた

めの施策を実施することとし、このため、一般会計予算及び財政投融資計画
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の規模は、経済の動向に即した適度なものとし、現下の諸情勢にかんがみ、

自動車関係諸税の税率を引き上げるとともに租税特別措置について所要の整

理合理化を行うこととされた。また、総合予算主義の考え方の下に予算の編

成及び執行に努め、一般行政経費の抑制、公務員の定員削減、補助金等の整

理合理化、地方の負担や職員数の増加を伴う施策の抑制、受益者負担及び社

会保険料の適正化、既定経費の振替えによる新規施策の実施等財政の改善合'

理化を推進するとともに、財源の重点的、効率的な配分を行うほか、経済の･

着実な回復に資するため、特に公共事業系統経費の充実に努めるとともに、

経済の動向等に即応して公共事業等の機動的実施を図り得るよう所要の予算｀

措置を講ずることとされた。また、財政投融資についても、厳しい原資の制

約の下において、引き続き住宅等国民生活の向上と福祉の充実に資する分野'

に対し、重点的に資金を配分することとしている。更に、予算及び財政投融

資計画の執行に当たっては、経済情勢の推移に即応して機動的に対処し得る

ようその弾力的運用を図ることとされている。

　

このような基本方針に基づいて編成された国の一般会計予算(案)は24兆｡

2,960億円で、前年度当初予算(21兆2,888億円)と比べて３兆72億円、14.1%:

の増加となっている。

　

なお、公債の発行額は７兆2,750億円で、前年度当初発行予定額(２兆円)

と比べて５兆2,750億円の増加となっており、政府保証債の発行額は7,600ヽ

億円で､前年度当初発行予定額(4,000億円)と比べて3,600億円の増加となっ

ている。

（2）地方財政計画

　

昭和51年度の地方財政計画は、最近における経済情勢の推移と地方財政’

の現状にかんがみ、国と同一の基調により、地域住民の生活安定と福祉充実｀

を図るとともに景気の回復に資するため、地方財源の確保に特段の配慮を加’

えつつ、財源の重点的配分と経費支出の効率化に徹し、財政の改善合理化を

図ることを基本とし､併せて経済情勢の推移に応じて地方財政の機動的､弾力

的な運営を図り得るよう措置するものとし、次の方針に基づいて策定された。｡
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第１に、住民税均等割及び自動車関係諸税の税率の引上げ。事業所税の課

税団体の範囲の拡大、地方税の非課税措置の整理縮小等により地方税負担の

･適正化と地方税源の充実強化を図る一方、個人住民税、個人事業税、ガス税

等について住民負担の軽減合理化を図る。

　

第２に、地方道路目的財源の拡充に伴い、新たに地方道路譲与税の一部を

市町村へ譲与する。

　

第３に、地方税及び地方交付税の減少、財政需要の増加の状況等を考慮し

て、地方財源の確保を図るため、国の一般会計から臨時地方特例交付金636

億円を交付税及び譲与税配付金特別会計へ繰り入れるとともに、交付税及び

譲与税配付金特別会計において、資金運用部資金から１兆3,141億円を借り

入れるほか、財源不足に対処するための地方債１兆2,500億円を発行する。

　

第４に、公営企業金融公庫債を大幅に増額するとともに、地方債総額の

･60％に相当する額については政府資金引受け又は政府資金並みの金利負担

となるよう所要の措置を講ずる。

　

第５に、地域住民の福祉充実のための施策を重点的に推進するとともに、

景気の回復に資するため、公共事業及び地方単独事業の増額、社会福祉施策

･の充実、教育振興対策及び公害対策の推進。消防防災対策及び交通安全対策

･の充実、人口急増地域における公共施設等整備の推進、過疎地域対策の推進

等を図ることとし、地方交付税、地方債、国庫補助負担金等の重点的な配分

を図る。

　

第６に、地方公営企業の経営の健全化を図るため、引き続き交通事業及び

病院事業の再建を推進するとともに、公営企業債については、生活関連事業

を中心に所要資金を確保する。

　

第７に、地方財政の健全化を促進し、その合理化を推進するとともに。財

政秩序の確立を図るため、地方団体の超過負担の解消措置を講ずるととも

･に、定員管理の合理化を推進するほか、使用料、手数料の適正化を図る。

　

第８に、地方公務員の給与改定その他年度途中における事情の変化に弾力

彷に対応するため、あらかじめ財源を留保するとともに､地方財政計画を実態

に即して策定するため。その算定内容について是正措置を講ずることとする。
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これらの方針に基づいて策定された地方財政計画の規模は25兆2,595億

円で、前年度(21兆5,588億円)と比べて３兆7,007億円、17.2%の増加と

なっている。

　

地方財政計画の歳入見込みについてみると、地方税は８兆8,830億円で、前

年度(８兆8,850億円)をやや下回っている。地方譲与税は2,952億円で、前

年度(2,322億円)に比べて27.1%増となっている。地方交付税は５兆1,874

億円で、前年度(４兆4,296億円)に比べて17.1%増となっている。地方税、

地方譲与税及び地方交付税を加えた一般財源全体では、地方譲与税及び地方

交付税は大幅に伸びたものの、地方税が前年度をやや下回ったためわずか

6.0％増となっている。地方交付税総額の中には、地方財源不足対策分１兆

3,700億円(うち臨時特例交付金559億円、資金運用部資金からの交付税及

び譲与税配付金特別会計借入れ１兆3,141億円)が含まれている。

　

なお、臨

時特例交付金としては、財源不足対策分559億円のほか、財源不足に対処する

ための地方債中4,500億円分の利子相当額、同8,000億円分の市場公募債と政

府資金とり金利差相当額、地方債計画総額の60％を政府資金並みの利子負

担とするための金利差相当額及び昭和50年度減収補てん債中2,300億円分

について政府資金並みの利子負担とするための金利差相当額等77億円が見

込まれている。

　

地方債は２兆9,169億円で、前年度(１兆2,748億円)に比べて約2.3倍に

増額されている。地方債が、このように大幅に増加したのは、昭和51年度

の地方財源不足額２兆6,200億円のうち１兆2,500億円については、前述の

とおり地方債の増発によって補てんすることとされたことによる。

　

このう

ち､8,000億円は､従来地方交付税の算定を通じて財源措置が行われていた公

共事業費及び高等学校新増設費を、4,500億円は、従来地方交付税の算定に

当たり包括算入という形で算入されていた投資的経費を、それぞれ地方債に

振り替えるものである。

　

使用料、手数料は3,304億円で、前年度(2,376億円)に比べて39.1%増と

なっている。

　

’方、歳出についてみると、給与関係経費は８兆7,169億円･マ、。前年度
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(７兆4,813億円)に比べて16.5%増となっている。

　

この中には、49、50両年

度の職員増に係る規模是正(7万５千人)等が含まれている。

　

公債費は１兆3,997億円で､前年度( 9,664億円)に比べて44.8%増となっ

ており、46、47年度に増発された地方債が償還期に入ったこともあって大幅

に伸びている。

　

また、昭和51年度の地方債計画は、現下の経済情勢にかんがみ、景気回復を

指向しつつ、住民生活に直接関連する諸施設及び教育施設等の重点的な整備

を図るとともに、地方財政の財源不足に対処することを基本方針として、総

額４兆8,010億円の規模で策定され、前年度(２兆8,350億円)に比べて１兆

9,660億円、69.3%の増加となっている。

（３）地方公営企業に関する財政運営

　

地方公営企業については、その基盤を確立し、経営の健全化を図るため、

引き続き経営の改善合理化、料金の適正化を推進するとともに、公営企業会

計と一般会計との負担区分の適正化を推進することとして地方財政計画に公

営企業繰出金として4,836億円を計上することとしている。

　

地方公営企業の建設のための資金については、上水道、簡易水道、都市高

速鉄道、ガス、病院事業等住民生活に密着した緊急性の高い事業を中心に重

点的に起債枠の拡大を図ることとし、地方債計画上１兆8,841億円を計上す

ることとしている。

　

地方公営企業のうち、交通事業については、再建団体に対する再建方策そ

の他経営の健全化対策を引き続き推進することとし、交通事業再建債の利子

補給(46億円)を計上するほか、再建交通事業に対するパス車両購入費補助

金の単価の引上げ(650万円から750万円に)を図ることとしている。

　

また、

地下鉄事業についても引き続き新線建設費補助(290億円、運輸省所管)、特

例債(301億円)、特例債孫利子補給(106億円)を計上することとしている。

　

病院事業については、不良債務解消のための特別措置を引き続き推進する

こととし、公立病院特例債の利子補給(８億円)を計上したほか、厚生省予算

において、へき地中核病院整備費補助金(６億円)、自治体病院特殊診療部門
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運営費補助金(８億円)等が計上されることとなっている。

　

水道事業についても、原水の確保、水資源の有効利用、経営の健全化等を

図るため、水源開発対策、広域化対策､｡高資本費対策等を進めることとして

いるが、昭和51年度においては、水源開発施設補助(厚生省所管)の補助体

系の見直し(水源開発対策は1/3から一部1/2、広域化対策は1/4から一部

1/3及び着工率の廃止)の措置を図ることとしている。

　

なお､公営企業金融公庫については、昭和51年度における地方財政の状況

からみて、地方債に依存する度合が大きくなることから公庫の資金量を増加

する必要があるので、政府保証債の増額(3,500億円)等により地方公営企業

に対する地方債計画上の貸付枠を5,830億円(前年度2,715億円)と大幅に拡

大することとしている。

－167－



第３部

　

最近の地方財政の傾向と課題

１

　

昭和49年度の地方財政は、第１部においてみた如く、前年度からの異

　

常なインフレーシ、ｙとこれに対処するための総需要抑制策及び戦後最大

　

の不況の進行の影響を受けて、大きな特色のあるものとなった。すなわ

　

ち、(ア)決算規模においては、年度当初厳に抑制的基調とされたにもかかわ

　

らず、歳入、歳出とも近年にない高い増加率となったこと、Cｲ)実質収支に

　

おいては大多数の団体が黒字を維持し得たものの、都道府県、都市等にお

　

いて赤字団体が増加したこと、単年度収支では全都道府県の半数以上が赤

　

字団体となり、都道府県全体として赤字基調に転換したこと、(ウ)歳入にお

　

いては、不況下にあったにもかかわらず地方税が高い伸びを示すととも

　

に、地方交付税及び国庫支出金が大幅に増加したこと、倒歳出において

　

は、投資的経費もかなりの伸びを示したが、人件費を中心とする義務的経

　

費が更に大幅に増加し、財政硬直化が著しく進行したこと、(ｵ)地方債及び

　

債務負担行為等の増加率は鈍化の傾向にあるものの、将来にわたる財政負

　

担は相変らず大きいこと等である。

　　

これに対し昭和50年度の地方財政は､年度当初においては歳入面でも前

年度に比べ相当の伸びが見込まれていたが、当該年度に入ってからも景気

回復は期待に反して進まず、そのために、地方税及び地方交付税が当初見

込より大幅に減少する見込みとなった。そして、国税三税の減収に伴う地

方交付税の減額分はその全額を交付税及び譲与税配付金特別会計の借入れ

により、また、地方税の当初見込に対する減収分は地方債の増額によりそ

れぞれ補てんすることとされ、これらにより地方財政の運営に支障が生ず

ることのないよう措置された。しかし、従来多額の自然増収に支えられて

人件費等の経常経費が膨脹し財政の体質が悪化している地方公共団体の財

政運営は、極めて厳しい状況に陥っている。
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また、昭和51年度についても、50年度と同様、地方財政を取り巻く諸

条件は厳しいものと予想される。特に50年度実質収支において赤字を生

ずる団体や前年度からの繰越金あるいは積立金のとりくずし等によって

450年度の歳入不足を補った団体、更には50年度の支出要因を51年度に

繰り延べた団体等においては、事態は一層深刻となろう。

　

昭和48年度までの我が国経済の高度成長は、所得水準の向上、消費生

活の多様化等国民生活の向上をもたらしたが、その成長の過程を通じ、環

境破壊、過密過疎の激化、物価の高騰等の諸問題を生じた。このような社

会情勢の下にあって、地方公共団体は、地域住民に直結する行政の担い手

として、多様化しつつある住民の行政に対する要請を的確には握しなが

ら、これらの諸問題に積極的に対処していかなければならない点は、今日

も従来と同様である。加えて現在は、景気回復に資するための諸施策を機

動的、弾力的に実施することが要請されている。

　

上記のような厳しい財政事情の中でこれらの要請に対処することは、容

易なことではないが、各地方公共団体は財源の十分な見通しの上に立った

厳正な財政運営により、これを実現すべく最大限の努力を傾注しなければ

ならない。

　

このように地方財政を取り巻く厳しい環境の下で、今日多くの地方公共

団体が、その行財政運営を全般にわたって徹底的に見直し、従来の惰性を

排して、新しい経済情勢に即応した運営に切り替えるべく、行政事務事業

の総点検及び行財政の改革に取り組んでいる。昭和50年度は47年度以来

３年振りに福岡県豊前市及び大分県竹田市の２市が財政再建団体に指定さ

れたが、これらを他山の石として、自主的な財政再建のための計画あるい

は行財政健全化のための計画を策定ないし検討中の地方公共団体も少なく

ない。

　

なかんずく、義務的経費の増大に起因する財政硬直化の打開は、今や極

めて緊急な課題となっている。地方財政硬直化の打開は、超過負担の解消

等、国において解決すべき分野もあるが、人件費の適正化等地方公共団体

における行財政運営の抜本的改善にまたれるものも多い。
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各地方公共団体における行財政運営に当たっては。地域住民の生活安定

と福祉充実に配意しつつ、一般行政経費についてはこれを厳に抑制すると

ともに、財源の重点的配分と経費支出の効率化に徹することを基本とし、

自らの責任において、その健全性を維持することが強く要請されている。

　

以下。地方財政が当面する主な課題について概観する。

（１）行財政の合理的、効率的な運営と財政硬直化の打開

　

限られた財源で効果的な行財政運営を行うには、住民福祉向上のために

必要不可欠な事業を重点的に選択し、その効率的な執行に最大の努力を

払っていかなければならない。

　

近年の地方公共団体における人件費の増加には著しいものがある。得

に、昭和49年度決算においては、対前年度の増加率が40％を超え、地方

財政における義務的経費の増大、財政硬直化の主因となった。このような

人件費の大幅な増大の要因としては、人事院勧告が年々高率になってきた。

こと及び教育関係職員、社会福祉施設、清掃、消防等の住民サービス部門、

の職員、警察官等の増加が挙げられるが、これに加えて、国と異なる給与

運用による給与水準の上昇を挙げることができる。地方税等一般財源の厦

調な伸びがもたらした余裕財源をもって、国の水準を上回る給与や国の支

給範囲又は率を超える給与を支給するという給与制度本来の趣旨にもとる、

給与運用が人件費を更に増加させてきたのである。 50年度に入り、多く

の地方公共団体において、定員増加の抑制、給与改定率の調整、昇給の延

伸、その他の給与運用の適正化等による人件費増加の抑制が進められていｰ

るが、今後とも格段の努力を傾注しなければならない。

　

また、時代の進展に伴う行政態容の変化に応じて、常に既存の事務、機

構、定員、既定経費等について検討を加え、不要不急の事務の整理、機構

の簡素合理化、公務能率の増進、補助費等の整理、物件費の節減等によ。

り、全般的な行政経費の節約、合理化を図り、財政硬直化を打開していく

必要がある。

　

更に、国においても、地方公共団体の職員数の増加をもたらすような施

策については、極力これを抑制するとともに。既定の行政事務の見直し及
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び整理、国庫補助負担金の交付申請手統の簡素化等を行い、行政事務全般

々こわたってその簡素合理化を図る必要がある。

(２)資源配分の適正化と地方財源の充実強化

　

地域住民の生活安定と福祉充実を図るとともに、景気の着実な回復に資

するためには、公共部門と民間部門との間の適正な資源配分を確保しつ

つ、国及び地方公共団体が一体となって、諸般の施策を強力に推進しなけ

｡ればならない。とりわけ、地方公共団体は住民の日常生活に直結する行政

の担い手として、その果たすべき役割は極めて重要であるが、地方公共団

･体がよくその責務を果たし、住民福祉の実を挙げるためには地方財源の充

実強化を図っていく必要がある。

　

更に、前述のとおり、昭和50年度及び51年度における地方財源の不足

｡については、資金運用部資金からの借入れ及び地方債の増額を中心に対処

されることとなったが、これらは経済の激変期における応急的な対策とし

て採られたものである。したがって、今後の経済の長期的展望を踏まえ、

財源配分のあり方について抜本的に再検討し、地方財源の充実強化策を樹

立する必要がある。

　

その第１は、地方税源の充実の問題である。自主財源の根幹をなす地方

税源の充実については、従来も所要の措置が講じられてきたところである

ぶ、更に今後、国及び地方の行政需要、国税、地方税を通ずる租税負担の

動向等を勘案しつつ、抜本的に検討することが必要である。

　

なお、最近の財源難に対処するため、地方税の超過課税を実施し、ある

'いは法定外普通税を創設する団体が増えてきているが、地方税の超過課税

や法定外普通税は、納税者に通常の税負担以上の負担を求めるものである

｡から、これを実施しようとする場合は、行政の簡素合理化に徹するととも

に、これを必要とする特別の財政需要の緊急性を明確にし、当該財政需要

､と納税者の税負担の増加との関連等を十分考慮する必要がある。

　

第２は、地方交付税の安定確保の問題である。地方交付税は地方税とと

もに一般財源の大宗をなすものであり、多種、多様な財政構造を有する地

方公共団体が、住民福祉向上のために増大する財政需要に対処し、自主的
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かつ安定的な財政運営を確保するための極めて重要な財源であるので、今

後とも国及び地方財政の長期的動向を勘案しつつ、その総額の安定的確保

を図っていく必要がある。

　

第３は、地方債の計画的運用と良質な資金の確保の問題である。昭和

51年度は、国庫財政の事情もあって大幅に地方債に依存することとなり、

51年度の地方債計画の規模は、前年度当初に対し70％近い増加となった。。

特に民間資金等の額が前年度当初の３倍以上に激増したため。その円滑な･

消化を図る必要がある。したがって、今後は経済情勢を勘案しつつ、公債

費及び地方債現在高の増嵩が財政の硬直化の大きな要因とならないようそ

の計画的な発行に努めるとともに、引き続き良質な地方債資金の確保と貸

付条件の改善に配慮する必要がある。

　

第４は、国庫支出金の充実改善の問題である。生活関連社会資本の整備

及び社会福祉施策の充実は、国、地方公共団体を通じての緊急課題である

ことにかんがみ、これらの施設整備及び施策に対する国庫補助負担金制度

について改善を進め、その充実を図る必要がある。また、いわゆる地方公

共団体の超過負担は、国と地方の財政秩序を乱すこととなるので、従来か

らその解消のための努力が続けられているが、今後とも超過負担が生じな

いようその適正化に努める必要がある。

　

第５は、各種使用料､手数料の適正化の問題である。使用料､手数料は、

行政サービスに要する経費の一部を受益者が負担する趣旨で徴収されるも

ので、行政コストの上昇に応じて適宜適切に引き上げられるべきものであ･

る。ところが、従来の傾向を見ると、使用料、手数料は、いわゆる公共

料金の範ちゅうに含められ、物価対策の見地から政策的に抑制されがちで

あったこと、その収入額は比較的少額であるため、これを引き上げても財

政的寄与率が低いこと等の理由から料金の改定がとかく遅れがちとなる･

ヶ－スが多かったが、最近の財政事情にもかんがみ、その適正な徴収の確

保に努める必要がある。

　

なお、以上のよりな各般にわたる財源の充実強化と併せて。国と地方公
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共団体間、地方公共団体相互間、地方公共団体と住民間の経費負担関係を

　

適正に維持して財政秩序の確立を図っていくことが、地方財政の健全性を

　

確保し地方自治の発展を図るため必要不可欠である。

　

（３）地方財政の機動的、弾力的な運営

　　

現在各地方公共団体は、公共事業の拡大等国と同一の基調により景気刺

　

激策を推進することが望まれており、このような経済運営の下において、

　

昭和51年度の経済活動は年度を通じて順調な回復過程をたどるものと見

　

込まれている。しかし、景気回復の状況は地域によって異なるものと考え

　

られるので、それぞれの地域の経済情勢を踏まえて、各地方公共団体の財

　

政に与える影響を的確には握し、地域の実情に応じて機動的、弾力的な財

　

政運営が行えるよう配慮する必要がある。

２

　

地方公営企業は、水道、交通、病院を始め、ガス、市場等住民の日常生

　

活に直結したサービスの提供を行い、その事業規模は年々拡大してきてお

　

り、今後においても、高福祉社会の建設の要請にこたえながらサービスＯ

　

安定的供給を確保するためには、まず地方公営企業の経営基盤を強化し経

　

営の健全性を確立する必要がある。

　　

しかしながら、地方公営企業の経営状況は、人件費、物件費、原材料費

　

等の増嵩及びこれに対応する料金適正化の遅れや合理化の不徹底、最近に

　

おける社会経済の著しい変ぼうに伴う企業環境の悪化等により極めて困難

　

な状況にあり、特に昭和49年度は急激に悪化しており、50年度において

　

も急速な好転は望めないものと考えられる。このため、交通事業及び病院

　

事業について、それぞれ48年度及び49年度から財政再建等の措置が講じ

　

られてきているが、今後においては、地方公営企業全般にわたり、更に次

　

の諸点を中心に施策を推進する必要がある。

　　

第１は、経営の合理化の推進である。

　　

地方公営企業の経費は、年々の給与改定による人件費の増加を始めとし

　

て、物件費、原材料費等のコストが上昇する傾向にあるが、これにいかに

　

対処し、経営の健全化を図るかという問題がある。この原価上昇分につい

　

ては企業合理化によって極力これを吸収するよう努力すべきであり、特に
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人件費については、その重要性にかんがみ、職員配置の適正化、業務の機

械化等による人員の縮減を積極的に進めるとともに、給与水準が国家公務

員や民間の対応職種に比べて高い企業にあってはその適正化を図るよう特

段の努力が必要である。

　

第２は、料金の適正化である。

　

地方公営企業の増嵩経費については、まず企業合理化等によって吸収す

べきであるが、合理化によってもなお吸収できない部分については、受

益者負担の原則に基づき利用者に負担を求めるべきである。地方公営企業

は、いわゆる石油危機による物価高騰等により、昭和49年度の経営状況

が急激に悪化し、このため、これまでかなりの団体において料金の適正化

が行われてきたが、適正化が時期的に遅れ、あるいは、なお不十分なもの

も見受けられるので、今後においては適時適切な料金改定を実施するよう

格別の配慮を払うべきである。

　

第３は、一般会計と公営企業会計との間０負担区分の明確化である。

　

地方公営企業の経費のうち、その一部については利用者の負担とせず、

当然に一般会計が負担すべきものがある。従来、この負担区分を明確にせ

ず、企業会計の経営が悪ければ一般会計から繰入れをするというような団

体も見受けられたが。現在では一般会計自体の財政運営が極めて厳しい状

況に陥っており、今後このような安易な繰入れは抑制されるべきものと考

えられる。また、地方公営企業の健全な発展を図る意味からも負担区分を

明確にし、その適正な運用を図る必要がある。

　

以上のほか、水道事業については、原水の確保が極めて困難となったこ

と、また、水源の遠隔化による資本費の増嵩、公害の拡散による水源水

質の汚染の問題等があり、交通事業については、交通渋滞による輸送効率

の低下、都市高速鉄道建設費の高騰による資本費の増大、過疎地域におけ

る不採算路線の増加等の問題がある。また、病院事業については病院の配

置、規模及び病院間の機能分担の問題、社会保険診療報酬の問題、医師及

び看護婦の確保の問題等がある。

　

これらの問題は地方公営企業のみでは解決困難なものもあり、国、地方
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公共団体、その他関係機関において協力体制を確立し、一体となウて総合

的な対策を推進する必要がある。
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4

｜そ

　　　

の

　　

他

　　

37

　　　

34

　　

15

　　

14

　　

22

　　

27

　　

28

　　

31

　　　

3

i

　

合

　　　　

計

　　

1 939
12009　2075　2217　2

349　2 470　2 573　2 567 ・　6

第５表

　

地域指定の状況（昭和50年3月31日現在）

　　　

地

　　

域

　　

指

　　

定

　　

市

　　

町

　　

村

　　

数

ベザ㈹参州鸚;羅談判:

一
言よし江二三石川

201－



その１

　

単純合計額の状況

第６表

　

決

　

算

(単位百万円・

規
匍

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　

較

　　

区

　　　　　

分

　　

昭和49年度

|

昭和48年度

　

増

　

減

　

額|増滅率|ls羞肇’

　

歳入総額固十(B) 24 687 061　19 139 281　5 547 780　　29.0　　20.7

　　

都道府県囚

　

13 143 365　10 277 161　2 866 204　27j　皿5

　　

市町村（純計額) (B)　11 543 6％　　8 862 120　　2 681 576　　釦.j　　邱.ﾀ

　　

市町村（単純合計額）

　

11 791 699　　9 033 362　　2 758 337　　釦.5　　舘丿

　　

大

　　

都

　　

市

　　

1 988 251　　1 524 275　　463 976　　釦.4　　認.S

　　

都

　　　

市心 718 270　4 367 301　1 350 969　卯.9　討丿

　　　

中

　　

都

　

市

　　

3 217 185　　2 435 993　　781 192　　認丿　　訊5

　　　

小

　

都

　

市

　　

2 501 086　　1 931 308　　569 778　　即.5　　怒丿

　　

町

　　　　　

村

　　

3 066 222　　2 405 985　　660 237　　訊4　　忿Ｍ

　　

特

　　

別

　　

区

　　

630 235　　462 637　　167 598　　甜Ｊ　　４．∂

　　

一部事務組合

　　

388 721　　273 163　　115 558　　μｊ　　μ.4

!

歳出総額（Ｃ）刊Ｄ）24 088 240　18 396 078　5 692 162　　30.9　　19.6

　

都道府県(C) 12 920 229　9 918 586　3 001 643　卯Ｊ　瓦丿

　

市町村（純計額）（Ｄ）

　

11 168 011　　8 477 492　　2 690 519　　31.7　　邸.S

　

市町村（単純合計額）

　

11 416 014　　8 648 734　　2 767 280　　認.∂　　邸.5

　　

大

　　

都

　　

市

　　

1 951 026　　1 473 232　　477 794　　渥４　　認丿

　　

都

　　　　　

市

　　

5 570 063　　4 199 138　　1 370 925　　お.∂　　留了

　　　

中

　　

都

　

市

　　

3 136 542　　2 337 514　　799 028　　4j　　邸.4

　　　

小

　

都

　

市

　　

2 433 521　　1 861 624　　571 897　　卯.7　　諮.7

　　

町

　　　　　

村

　　

2 953 181　　2 306 999　　646 182　　認.θ　　忿Ｍ

　　

特

　　

別

　　

区

　　

582 532 419 511　　　163 021 j∂ｊ　　鯉.ﾀ

　　

一部事務組合

　　

359 211　　249 854　　109 357　　μ.S　　μｊ

－202－



模

その２

　

の

　　　

状

純計額の状況

況

(単位

　

百万円・％)

　　　

区

　　　　　　　

分

　　　

卜

゛9

ｲ

948

づ

ｌ

:

・’ｕ率l

k

菜

　

歳

　　

入

　　

総

　　

額

　

國

　

24 687 061　19139 281 5 547 7801　2ﾀﾞθ|　　20.7＼

　

団

　

体

　

間

　

重

　

複

　

額

　

（Ｂ）

　

1 200 351　　922 195　　278 156 Jθﾂﾞ　　jθぷ

　

腎顕裂混叩”J

　

745 339･　　573864 1714751　29.9'　　j＆口

　

回鸞碧団体からの分担金、負

　　　

28 105　　18 305 9 800　55.5J　　j8よ

　

書証なならの分担金、負担金、

　　

145 352　　124 003 21 349　j7う ＆忿

　

特別区財政調整交・納付金

　　

142 974　　102 41 1　　40 563i 卯.∂　5J.ﾀ、

　

軽油引取税交付金

　　

18 921　　19 461 － 540し　βj　　15.9

　

娯楽施設利用税交付金

　　

16 064　　11 105　　4 959　仙7　jMぷ

　

自動車取得税交付金

　　

103 596　　73 046　　30 5501　　μ.s　　巧.ﾔ

　

歳

　

入

　

純

　

計

　

額

　

{A)-(B) 23 486 710 18 217 086 ＿5 269 624　28.9　　20.71

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

-〃==＝I

　

歳

　

出

　

総

　

額(C) 24 088 240 18 396 078 5 692 161　釦.ﾀ　jﾀ.∂

　

団

　

体

　

間

　

重

　

複

　

額（Ｄ）

　

1 200 351　　922 195･　　278156　30.2　　m.i＼

　

忠賢君皇尊する事業費等の補

　　

745 339　　573 8641　　171 475　即.ﾀ　　瑠よ

　

同級他団体に対する負担金等

　　　

28 105　　18 305　　　9 800　認.5　　18S
1

靉雪1訂鯖琵o

　

145 352　　124 003 213491　17^　　＆j

l

　

特別区財政調整交・納付金

　　

142 974　　102 411　　　40 563　　jl?.∂　　5S.9＼

｜

　

軽油引取税交付金

　　

18 921　　19 461 ・ 540 4 2.S　　jJ.り

　

娯楽施設利用税交付金

　　

16 064　　1005　　4 959　μ.7　105.6･

　

自動車取得税交付金

　　

103 596j　73

ﾐ　30

550　μ.&　巧］

歳

　

出

　

純

　

計

　

額(C)-(D) 22 887 888j 17 473 883　5 414 005　31°0　　19.5

㈱

　

次表以下の各表における純計額とは、上記表中の｢歳入純計額(A)-(B)｣又は｢歳

　

出純計額(C)-(D)｣をいう。
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第７表

　

純 計

　　

決 算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一

　　　　　　　　

｜

　　　　　　　

地

　　　　　　　　　　　　　

方|

　

区

　　　

分

　　　　　

歳

　　　　　　　

入

　　　　　　

歳

　　　　　　　

出

｜

　　　　

決算り蟹いｌｊ・り蟹い1数

ｌ

　

昭和35年度

　　

2 025 802　　jﾀ,9　　　－　　1 924 907　　18.5　　－

！

　　　　

36

　　　　　

2 511 S50　　　糾.θ　　j叩　　2 391 080　　　糾Ｊ　　加θ
1

　　　　

37

　　　　　

2 982 850　　　18^　　　j卵　　2 887 366　　　澱.s　　j釘

i
1

　　　

38

　　　　　

3 397 659　　　j＆ﾀ　　　1S5　　3 308 833　　　μ.∂　　138

「
！

　　　　

39

　　　　　

3 910 921　　　15.1　　　j5∂　　3 821 968　　　15.5　　160

｜
｜
1

　　　

40

　　　　　

4 478 035　　　U.5　　178　　4 365 140　　　U.2　　188

i

1

　　　

41

　　　　　

5 177 746　　　15.6　　忿θ∂　　5 026 177　　　15.1　　　幻θ

1

　　　　

42

　　　　　

5 926 3ロ　　　μ.5　　留∂　　5 725 497　　　1S.9　　留副
1

　　　　

1

　　　　

1

1

　　　

43

　　　　　

6 958 874　　　17Jt　　　名77　　6 729 574　　　17.5　　　認j

！

　　　　

44

　　　　　

8 305 229　　　却Ｊ　　　豺j　　8 033 912　　　jﾀ.4　　甜∂

｜

1

　　　　

45

　　　　　

10 103 998　　　釘.7　　　初忿　　9 814 878　　　麗.忿　　μθ

l

1

　　　

46

　　　　

12 179 449　　加,5　　4砧　11 909 529　　叙J　　4卵

1
！

　　　　

47

　　　　　

15 090 702　　　23.9　　　∂θj　　14 618 283　　　22.7　　　∂jj

　　　　

48

　　　　　

18 217 086　　　Z0.7　　　7忿5　　17 473 883　　　即.5　　731

　　　　

49

　　　　

23 486 710　　認丿　　紹5　22 887 888　　jj.θ　　邸71

－204－



額

　　　

の 推 移

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　

国

　　

（一

　　

般

　　

会

　　

計）

　　　　　

歳

　　　　　　　　　

入

　　　　　　　　

歳

　　　　　　　　　

出

　　

･に算（jsｖ革）ｌ

ﾄ

１=（篇蟹馴ｍ（

　　　　

1 961 025　　　　忿£S　　　　－　　　　1 743 148　　　　16.6　　　　－

　　　　

2 515 932　　　　認丿　　　　扨θ　　　　2 063 468　　　　j＆4　　　　加θ

　　　　

2 947 623　　　　び.忿　　　　117　　　　2 556 617　　　　留.9　　　　jμ

　　　　

3 231 214　　　　　∂.∂　　　　j認　　　　3044 292　　　　却.j　　　　j詔

　　　　

3 446 768　　　　　∂.7　　　　μ7　　　　3 310 969　　　　＆S　　　　j卯

　　　　

3 773 097　　　　　9j　　　　j印　　　　3 723017　　　　麗j　　　　j卯

　　　　

4 552 146　　　　卸.∂　　　　詔j　　　　4 459 196　　　　卵.∂　　　　忿μ

　　　　

5 299 446　　　　μ.4　　　　鯉j　　　　5 113 035　　　　μ.7　　　　忿柚

　　　　

6 059 873　　　　μｊ　　　忿訂　　　　5 937 082　　　16.1　　　認S

　　　　

7 109 267　　　　び.j　　　　認j　　　　6 917 838　　　　16.5　　　　訂5

　　　　

8 459 181　　　　jﾀ.θ　　　　お∂　　　　8 187 697　　　　認.4　　　　即71

　　　　

9 970 859　　　　び.ﾀ　　　　j弱　　　　9 561 131　　　　16.8　　　　4醇

　　　　

!2 793 873　　　認j　　　5卯　　　11 932 172　　　μ.S　　　57S

　　　　

16 761 978　　　訂.θ　　　∂卯　　　14 778 303　　　詔.ﾀ　　　ﾌ狸

　　　　

20 379 123　　　釘.∂　　　おり　　　19 099 793　　　即.2　　　ﾀ邱

－
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その１

　

黒字、赤字団体別の状況

第８表

　

決 算 収

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

昭

　　　　

和

　　　　

49

　　　　　

年

　

区

　　　　　　

分

　

団体数固|

　

歳

　

入(B)

　

歳

　

出(c)歳うﾀﾞ?ぼl引

都

　

道

　

府

　

県

　

固

　　　　

47

　　

13 143 365　　12 920 229　　　223 136

　　

黒

　

字

　

団

　

体

　　　　

41

　　　

9 612 085　　　9 429 564　　　　182 S2に

　　

赤

　

字

　

団

　

体

　　　　

6

　　　

3 531 280　　　3 490 665　　　　40 615

市町村(単純合計額)(Ｂ)

　

ダ5847　　　11 791 699　　　11 416 014 375 685

　　

黒

　

字

　

団

　

体

　　

号器で

　　　

9 665 925　　　9 280 988　　　384 937

　　

赤

　

字

　

団

　

体

　　　

206

　　　

2 125 774　　　2 135 026　　－　9 252

　

大

　　

都

　　

市

　　　　　

9

　　　

1 988 251　　　1 951 026　　　　37 225

　　

黒

　

字

　

団

　

体

　　　　

5

　　　

838 205　　　813 862　　　　24 343

　　

赤

　

字

　

団

　

体

　　　　

4

　　　

050 046　　　1 137 164　　　　12 882

　

特

　　

別

　　

区

　　　　　

23

　　　

630 235　　　582 532　　　　47 703

　　

黒

　

字

　

団

　

体

　　　

23

　　　

630 235　　　582 532　　　　47 703

　　

赤

　

字

　

団

　

体

　　　　

－

　　　　　　

－

　　　　　　

－

　　　　　　

－

　

都

　　　　　

市

　　　　

634

　　　

5 718 270　　　5 570 063　　　148 207

　　

黒

　

字

　

団

　

体

　　　

555

　　　

4 856 249　　　4 689 133　　　167 116

　　

赤

　

字

　

団

　

体

　　　

79

　　　

862 021　　　880 930　　・18 909

　　

中

　　

都

　　

市

　　　

142

　　　

3 217 185　　　3 136 542　　　　80 643

　　　

黒

　

字

　

団

　

体

　　　

ロ9

　　　

2 642 835　　　2 551 618　　　　91 217

　　　

赤字

　

団体

　　　

23

　　　

574 349　　　584 924　　， 10 575

　　

小

　　

都

　　

市

　　　

492

　　　

2 501 086　　　　2433 521　　　　　67 565

　　　

黒字団体

　　

436

　　

2 213 414　　2 137 516　　　75 898

　　　

赤字団体

　　

56

　　

287 672　　296 006　， 8 334

　

町

　　　　　

村

　　　

2 614　　　3 066 222　　　2 953 181　　　　113 041

　　

黒

　

字

　

団

　

体

　　

2 540　　　2 957 859　　　2 841 935　　　115 924

　　

赤

　

字

　

団

　

体

　　　　

74゛

　　

108 363 111 246　　　　△　2883

　　　　　　　　　　　　

J/'

　

一部事務組合

　　

(浜谷，

　　

388 721 359 211　　　　　29 510

　　

黒

　

字

　

団

　

体

　　

2

　

8/

　　　

383 377　　　353 526 29 851

　　

赤

　

字

　

団

　

体

　　　　

49

　　　　

5 344　　　　5 685　　，　341

･き

　　　　

計

　

(A)+(B)

　　

5 894　　24 935 064　　24 336 243　　　　598 821

　　

黒

　

字

　

団

　

体

　　

S 682　　19 278 010　　18 710 552　　　567 458

　　

赤

　

字

　

団

　

体

　　　

212

　　　

5 657 055　　　5 625 691　　　　31 364

－206－



支 の 状 況

(単位

　

百万円)

　　　

度

　　　　　　　　　　　

昭

　

和

　

４８

　

４１

　　

Ｊ七

　　　　

ｅ

　

ｌ

m (E)実壁万嚇お)1実ｎ=t闘緊(参与－９（

　　　　

197 747　　　25 389　　　　47　　　　　49 300　　　　－　　　^23 9□

　　　　

129 732　　　52 789　　　　45　　　　　6S 405　－　　４　　　－　12616

　　　　

68 015　　・27 400　　　　　2　　　4　16 105　　　　　4　　　△　11 295

　　　　

131 690　　　243 995　　　5 870　　　　202 998　　ム　23　　　　　40 997

　　　　

99 281　　　285 656　　　5 700　　　　227 075　　－　59　　　　　58 581

　　　　

32 409　･･ 41 661　　　　170　　　－24 076　　　　36　　　－　17 585

　　　　

35 213　　　　2 012　　　　　9　　　　　3 650　　　　－　　　，　1 638

　　　　

14 043　　　10 300　　　　　5　　　　　10 065　　　　－　　　　　　235

　　　　

21 170　　ム　8 288　　　　　4　　　A　6414　　　　－　　　　　1 874

　　　　

23 224　　　24 479　　　　23　　　　　8 280　　　　－　　　　　16 199

　　　　

23 224　　　24 479　　　　22　　　　　8 360　　　　　1　　　　　16 09

　　　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

1

　　　

－

　　

80

　　

－

　

1

　　　　　　　

80

　　　　

53 138　　　95 069　　　　633　　　　　94 885　　　　　1　　　　　　184

　　　　

42 848　　　124 268　　　　584　　　　108 592　　ム　29　　　　　15 676

1

　　　　

10 290　。 29 199　　　　49　　　A　13 708　　　　30　　　－　15 491

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1

　　　　

36 188　　　44 455　　　　142　　　　47 231　　　　一　　　一　2 776

1

　　　　

27 692　　　63 525　　　　128　　　　56 766　　－　　9　　　　　6 759

　　　　　

8 496　　ム　19 071　　　　14　　　査　9 535　　　　　9　　　－　9 536

　　　　　

16 951　　　　50 614　　　　491　　　　　47 654　　　　　1　　　　　2 960

　　　　　

15 156　　　60 742　　　　456　　　　51 826　　ム　20　　　　　8916

　　　　　

1 794　　4　10 128　　　　35　　･･　4 173　　　　21　　　△　S 955

　　　　　

15 891　　　97 150　　　2 632　　　　　77 406　　ム　18　　　　　19 744

　　　　　

15 332　　　100 592　　　2 565　　　　　79 745　･･　25　　　　　20 847

　　　　　　

559

　　

△

　

3 442　　　　ヤ　　　ム　2 337　　　　　7　　　4　1105

　　　　　

4 224　　　25 286　　　2 573　　　　　18 776　　△　　6　　　　　6 510

　　　　　

3 834　　　26 017　　　2 524　　　　20314　　△　　6　　　　　5 703

　　　　　　

390

　　

ム

　　

ノ31

　　　　

49

　　　

－

　

1 537　　　　－　　　　　　806

　　　　

329 437　　269 384　　5 917　　　252 298　－　23　　　　17 086

　　　　

229 013　　　338 445　　　5 745　　　　292 480　　ム　63　　　　　45 965

　　　　

100 424　　4 69 060　　　　172　　　言40 181　　　　40　　　乙28 879

－207－



　　　　　　　　　　　　　　

第８表

　

決

その２

　

赤字団体及び赤字額の増減状況

その１

　

収支額の推移

その２

　

対前年度増減額の状況

第９表

　

実

算

質

収

収

へ

　

り

』一

石

二都

ム

県

お

Iお
ぽ゛『

ｉ

　　　　　　

団体数|収支額

|

団体数1収支額

!

団体数|収支額団体数|収支額

｜

　

昭和38年度

　　　

％I － 14 939　　－ ・ 12 455　　96 － 2 484　　87 ・ 3 604

　　　

39

　　　　　

153 ･･　8 374　　－ －　12195　　153　　3 821　　169　　1 5861

　　　

40

　　　　　

86

1

　　

17 598　　－　　8 443　　86　　9 155　　114　　14 550
‘

　　　

41

　　　　　

271

　　

27 876　　－　　16 390　　27　11 486　　68　　24 253
1

　　　

42

　　　　　

37･

　　

12 406　　－　　　897　　37　1 1 509　　73　　8 516
1

　　　

43

　　　　　

571

　　

21 727　　－　　4 388　　57　17 339　　116　　15 511
1

　　

44

　　　　

62･

　

23 673　　－　　1 998　　62　21 675　152　19 484
1

　　

45

　　　

119i

　

1 897　－ ・　2 540　H9　4 437　109　4 220
1

　　　

46

　　　　　

113ム49 893　　－ ム57 838　　H3　　7 945　　130　ムフ 311
1

　　　

47

　　　　

160

　

106 278　　1　　44 232　159　62 046　203　87 046
j

　　　

48

　　　　　

971

　

60 499　　－　20 592　　97　39 907　　97　58 754
1

　　

49

　　　

ム2y

　

17 0861　－ム23 911 A 23　40 997 ム63　45 965!

－208

ｌ

　　　　　　　

総

　　

数

　　

都道府県

　　

市町村

　　　

総

　　　

数

　　

！
ブ

　

゛讐゛≠ｔ れｒ戸めｒ瀬田

ﾚ

ﾂﾞ佃/叫ｕｌｌ

！

　

昭和38年度

　

1 5 006:　38 61 1　46　24 933 4 960　13 678　4 514　卸.忿　65 87li

1

　　　

39

　　　　

5 159, 30 237　46　12 738 5 113　17 499　4 683　90.S　67 457i
1

　　　

4o

　　　　

5 245i　47 835　46　21 181 5 199　26 654　4 797　釘.5　82 0071
1

　　　

41

　　　　

5 272: 75 711　　46　37 571 5 226 38 140　4 865　認.j　106 260!
？

　　　

42

　　　　

5 309, 88 H7　46　38 468 5 263　49 649　4 938　ﾀj.θ　114 776'

　　　

43

　　　　

5 366!　109844　46　42 856 5 320　66 988　5 054　秘.忿　130 287
1

　　　

44

　　　　

5 428! 133 517　46　44 854 5 382　88 663　5 206 95.S　149 771
1

　　　

45

　　　　

5 547i　135414　46　42 314 5 501　93 100　5 315　邸j　153 991
1

　　　

46

　　　　

5 660　85 521　　464 1S 524 5 614 101 045　5 445 96.2　146 680
；

　　　

47

　　　　

5 820　191 799　47　28 708 5 773 163 091　5 648　97.0　233 726
1

　　

48

　　

5 917! 252 298　471 49 300 5 870 202 998　5 745 97J.　292 480
j

　　

49

　　　

5 894' 269 384　47　25 389 5 847 243 995　5 682 邱.4　338 445
一一一･-一一

-
ｉ

　　　　

昭和48年度

　　

晶晶回

　　　

固・り』や４れ

ト

　

々
二ッ“びなＪ

　

赤字が増加した団体（ｃ）

　　

j

　　　　

代数駿翫団皿芸談団ザ靉枡靉銅器弩

｜

　　　

（丿支(b) (c∩支（d）　　　支（ｅ）支（f）　（ｇ）　i

｜都道府県

　　

21・ 16 105,　ニ　　ー　　2 ・ 16 105 －22 634 － 6 5291
1市

　

町

　

村

　　

170| ^24 076'　2:　　　92　　64 ・ 18 752 ・ 30 044 －11 292

1

　

大都市

　　

4 ■≫64ぱ　÷　　　－　　　２ － 5 830 ･･ 6 859 ・ 1 029

1

　

特別区・

　　

1二

　

80，－，

　

－

　　

－

　　

－

　　

－

　　

－

｜

　

都

　　

市

　　

491・ 13 708i　－i　　－　　38 ・12 164 ^21 781 － 9617

j

　　

中都市，

　

14し95團

　

ド

　　

ー

　　

13ム9 388 4 15 466 ･･ 6 078

　　

小都市i

　

35' ^ 4 173　－l　　－　　25 ・ 2 777 － 6316 － 3 539

　

町

　

村・記・2 337　2　　92　14 － 628 － 1 213!・ 585!｜

　

－ｓｏ・引

　

49‘ 1 537　－!　ぎ　101 ‘　129ﾄ　191ト　621
合

　　　　

計! 172 －40 181　　　21　　　921　　66 ・34 857 ・ 52 678･ －17 821
一一

　　　　

－



支 の 状 況（つづき）

(単位

　

百万円)

赤字'ｅい団体

　　　　

々)ロＪ字

　

芸福部

　

９４１ん

　

赤字が滅少した団体(Ｄ)

　　　

(E) H'ft (F)字の　字団も　ｉ

団叫臨終

% (i) (J)団皿芸談回叫毀翫団剽駿翫i

　

言驚付プゾゾビプノツ八六白

　

1 －　474 A　166　　　308　　　1 ･･　110　　　1 △　1263　　　4 ･･ 8 288

　

∩

卜卜れ］トセ∩づ

　

ﾙﾖづレハ皿□X五万

　

猟湖

　

37 ・ 2 828 - 1 661　　1 167　　67 － 2 404　109 ･ 14 721　　212 ･ 69 0601

,支 の 推 移
(単位

　

百万円・％)

(単位

　

百万円)

　　　

字

　　　　

団

　　　　

体

　　　　　　　

赤

　　　

字

　　　

団

　　　

体

　

都道府県

　　

市町村

　　

総

　　　

数

　

都道府県

　　

市町村

団体数1収支額

丿

団体数|収支額団体数|収支額441ﾄi‾jiji‾

|

団体数|収支額

　

ム

　

2 4　8 290　　89　　4 6861　　9ム　11 335　　　2ム4 165　　　7　4 7 i7q

　

a

　

l4

　

4 778　　170　　6 364ム　16ム　9 960　　　1ム7417ム　17－ 2 543‘

　　　

2

　　

7 434　　112　　7 H6 心　28　　3 048 ･･　2　　1 009 ム　26　　2 0391

　　　

－

　　

13 453　　68　10 800 －　41　　3 623　　－　　2 937 △　41　　　686

　　　　

1 －　3 844　　72　12 360 ム　36　　3 890 4　1　　4 741 －　35－　851

　　　　

1

　　

2 099　　115　13412ム　59　　6216ム　1　　2 289 ム　58　　3 927

　　　

一

　　

2 175　　152　17 309 －　90　　4 189　　－ 4　177 －　90　　4 366

　　　

－“

　

2 082　　109　　6 302　　10 4　2 323　　－ ム　458　　10 －　1865

　

a

　

l－

　

17 998　　131　10 687 ･･　17 － 42 582　　　1 ム39 840 △　18ム2 742!

　　　　

1

　　

26 456　202　60 590 －　43　　19 232　　－　17 776 －　43　　1 456!

　　　

←

　　

12 478　　97　46 276　　－　　1 746　　－　　8 114　　－ － 6 368!

　

ム

　　

４ム

　

12 616 ム　59　58 581　　40 ム28 879　　　4△11 295　　36・17 5851

－209－

　　　　

団

　　　　　

体

　　　　　　　　　

赤

　　　

字

　　　

団

　　　

体

　　　　　

ｉ

　

都道府県

　

ｉ

　

市

　

町

　

村

　　　

総

　　　　

数

　　　

都道府県

　　

市

　

町

　

村

　

Ｉ

団四半０叫は

ぐ

隔や(・)/叫は

いｒ排誹

1四|は額
｜

　

｀

　

42130 012　4 472　35 859　492　　∂j ^ 27 260　　4ム5 079　488 ム22 181

　　

41 25 234　4 642　42 223　476　　!?.忿4 37 220　　5 ム12496　471 ム24 724j

　　

43 32 668　4 754　49 339　448　　∂.5ム34 172　　3 ム11487　445 －22 685

　　

43 46 121　4 822　60 139　407　　7.7ム30 549　　3ム8 550　404ム21 999

　　

44 42 277　4 894　72 499　371　　7.θ^ 26 659　　2ム3 809　369 4 22 850･

　　

45 44 376　5 009　85 911　　312　　5.8＼̂ 20 443　　1 － 1 520　311 ム18 923

　　

45 46 551　5 161　103 220　222　　4.j －16 254　　1 ・ 1 697　221 －14 557

　　

45 44 469　5 270　109 522　232　　4.口－18 577　　1 － 2 155　231 －16 4221

　　

44 26 471　5 401　120 209　215　　3.8 ^61 159　　2 441 995　213 ム19 164

　　

45 52 927　5 603　180 799　　172 3.0＼̂41 927　　2ﾑ24 219　　170ム17 708!

　　

45 65 405　5 700　227 075　　172　　忿ｊム40 181　　2 －16 105　　170ム24 076:

　　

41 52 789　5 641　285 656　212　　＆∂ム69 060　　6 ^27 400　2 6 4４1 66i:



第10表

　

単 年

　　

度 収

　　　　　　　　　　　　　　

昭

　　

和

　　

49

　　

年

　　

度

　　

区

　　　　　　　

分

　　　

ト

　　　

（ｓｌｕり市l･f 4

　　　　　　　　　　　　　

（

　

2 331) (　　28）（　2 303)
単

　

年

　

度

　

収

　

支叫

　　　　

17089　　　ム23 911　　　　　41000

調整額（Ｃ）十(D)-{E) (B)　　　78 293　　　7 650 70 643

基

　

金

　

積

　

立

　

額（Ｃ）

　　　　

155754　　　　45 043　　　H0 711

繰

　

上

　

償

　

還

　

額（Ｄ）

　　　　　　

7 121　　　　　1270　　　　　5851

基金とりくずし額叫

　　　　　

84582　　　　　　38663　　　　　45919

実質単年度収支固刊Ｂ）

　　　

（

　

詔謐（。よ（ぷ謐

㈱（

　　

）内の数値は、単年度収支の赤字団体数及び実質単年度収支の赤字団体数

その１

　

総 括

第11表

　

繰 越 額

≒

　　

り:二:六万:で:|:。:|;諮

ｊＷＩＩ

　

Ｈバレヨレ回

　

治

ドリ事１

　　　

二

　　

言

　　

諮

　　

］レ戚

その２

　

都道府県

　

・

　

《:ニ:|:で::ﾌ:|ﾆよ;諮

　

人

　　

件

　　

費

　

l

　　　

－

　　　

3 718　　　　－　　　767　　1 456

　

普通建設事業費

　　　

12838　　248 430　　19 320　　55 662　　4 423

　

澗μL

　

ゼ

　

≒ﾚﾗ

　

回

　

ヰ

１１

　　　

言t二12 838」270 813 1 20 010 1 77 002 1 11 6砲

－210－



　　

4 541

160 568

101 116

　

59 ４52

　　　

908

　

31 730

197 747

支

　　　

の 状

　　　

況

(単位

　

百万円)

　　　　

昭

　

和

　

48

　　

年

　

度

　　　　　　　　

増

　　　　

減

　　　　

額

合

　　

計

　

|都道府県|市

　

町

　

村

　

合

　　

計|都道府県|市

　

町

　

村

　

（

　

2 266) (　　　16) (　2250) (　　　65) (　　　12) (　　　53）

　　　　

60 520　　　20 591　　　　39 929　　－ 43 431　　△44 502　　　　1 071

　　　　

96 465　　　32 716　　　63 749　　△　18 172　　4 25 066　　　　6 894

　　　

125 193　　　40 973　　　84 220　　　30 561　　　　4 070　　　26 491

　　　　

7 974　　　　1 183　　　　6 791　　－　853　　　　　87　･･　　940

　　　　

36 702　　　　9 440　　　27 262　　　47 880　　　29 223　　　18 657

　

（

　

2 004）（　　12) (　1 992) (　　47）（　　13) (　　34）

　　　

156 985　　　53 307　　　1０3 678　　4 61 603　　4 69 568　　　　7 965

である。

等

合

合

の

計

　　

6 353

634 751

４27 115

207 636

　

19 ４４0

　

41 239

701 783

計

　　

5 941

340 672

267 455

　

73 217

　

1４ 174

　

33 553

394 340

未

　

収

　

入

特定財源

　　

I 403

350 326

286 875

　

63 451

　

17 825

　　

2 792

372 346

未

　

収

　

入

特定財源

　　

1 401

180 105

166 340

　

13 765

　

13 266

　　

1 821

196 593

状 況

未収入特定財源内訳

国庫支出金

1
1
1
1

　　

1 401

193 745

193 421

　　　

324

　

13 ４77

　　　

207

208 830

地

　

方

　

債

129 752

　

77 766

　

51 986

　　

3 235

　　

2 462

135 449

(単位

　

百万円)

そ

　

の

　

他

　　　　

2

26 829

15 688

11 141

　

1 113

　　

123

28 067

　　

4 950

284 426

140 240
14４ 185

　　

1 615

　

38 446
329 437

(単位

　

百万円)

未収入特定財源内訳

国庫支出金

　　

1 401

130 312

13０ 308

　　　　

４

　

10 369

　　　

172

142 254

地

　

方

　

債

42 974

30 838

12 136

　

２ 658

　

1 632

47 264

－211－

そ

　

の

　

他

　　

－

6819

5 19４

1 625

　

239

　　

17
7075

｜

｜

_

-

｜

｜

」

｜

｜

１

１

１

Ｉ

｜

ｉ

！

１

ｌ

｜

｜

－

｜



その３

　

市

　

町

　

村

第11表

　

繰 越 額

区

　

タ)|ふＪｉＰＦ(姦智馥姦ｓ混LI諭

≒藷ﾖ△☆三臨三＞ﾐ

単独事業費

　　

13480　　88199　　9 600　　22477　　　662
響ﾄﾞﾌ

　

二

　

三

　

三

　

三

　

ほ

㈹「県営事業負担金」は、単独事業費に含めた。

　　　　　　　　　　　

第12表

　

財

その１

　

種類別による推移(市町村)

政 再

　　　　

ln。や贈（ｓl賢詣姦末i・靉昭和50年度の状況

“

　

ｻﾞ門戸

l

ｕ叫賄測ｈ犠

全部適用団体

　　　

…

　　

536

　　

－

　　

536

　　

－

　　　

－

　　

－

　　

－

一部適用団体

　　　

…

　　　

34

　　

－

　　

34

　　

－

　　　

－

　　

－

　　

－

準

　

用

　

団

　

体

　　　

…

　　　　

8

　　

268

　　

269

　　　

7

　　　　

1

　　　

2

　　

8

　　

計

　　　　　

1 522　　　578　　268　　839　　　7　　　　1　　　2　　8

㈱

　

府県については、昭和30年度末実質赤字団体数36、承認団体数20（当初承認

　

団体18、新承認団体２）であったが、昭和40年度末において全団体が再建完了

　

したので省略した。

その３

　

準用団体等に対する融資あっせんの状況

区

　　　

分|昭和38年度!

　　

39

　　　

1
40

　　　

1

41

　　　

｜
42

団

　

体

　

数

　　　　

100

　　　　

97

　　　　

100

　　　　

79

　　　　

72

融資あっせん額

　　　

3 647　　　4 758　　　6 044　　　5 999　　　6 012

― 212 －



等

合

の 状

入
源

為未
特

―
計

　　　

４12

294 079

159 660

134419

　　

5 266

　　

7 686

307 443

建

その２

　　　　　

2

170 221

120 535

　

４9 686

　　

４ 559

　　　

97２

175 754

況（つづき）

未収入特定財源内訳

国庫支出金

　

の

　　　

状

財政再建団体一覧

　　

－

63 ４33

63 113

　　

320

　

3 108

　　

35

66 576

況

地

　

方

　

債

86 778

46 928

39 850

　　

577

　　

830

88185

そ

　

の

(単位

　

百万円)

他

　　　　

２

20010

10 49４

　

9 516

　　

874

　　

107

20 993

　　　

410

123 858

　

39 124

　

84 733

　　　

707

　　

6715

131 690

(昭和51年１月31日現在)

口‥･･

　

ぺ難示順に詐聯れぱ予察

新潟県白根市

　　

32よごび

　

び

　

357 3ぴ　127 870　諮

富山県大門町

　　　

12 069 8　47 54　　268 659　　165 294　　jθ.∂I

石川県鶴来町

　　　

14 553 10　42 51　　371 468　　　68 400　　11.０

福井県松岡町

　　　

10 216　7　45　51　152 877　　37 522　　7.8

大阪府岬町

　　

22 861　10　42　51　335 575　　32 978　　j4

和歌山県熊野川町

　　　　

2 978　8　43　　50　　105 889　　　5 500　　　1.５

福岡県豊前市

　　　

32 306　5　50　54　473 657　473 657　　おＪ

熊本県鹿本町

　　　

9 197　5　47　51　ISO 778　　42 906　　∂.5

大分県竹田市

　　　

24 865　4　50　　53　109 239　　109 239　　8S

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

-
（注）赤字比率とは、標準財政規模に対する実質収支赤字額の割合である。

(単位

　

百万円)

<

44

　　

1

　　

45

　　

1

　　

46

　　

1

　　

47

　　

｜

48

　　

｜49

　　

ﾚﾙ

　

68

　　　　

55

　　　　

50

　　　　

36

　　　　

25

　　　　

16

　　　　

Ｈ

　　　　　

9

6 790　　5 909　　4 635　　3 292　　2 185　　1 552　　　　875　　　1 084
1

213

－

－

ｉ

ｉ

－

｜

１
１



第13表

　

歳

　　

入

　　

決

　　

算

　　　　　　　　　　　　

ｌ

　　　

昭

　　　

和

　　　

49

　　　

年

　　　

度

　

区

　　　　　　　

分

　　

|

都道府県

　

|

市

　

町

　

村

　　

純

　

計

　

額

地

　　　　

方

　　　　

税

　　

4 650 348　お.4　3S87 156　む.j　8 237 504　巧.j

地

　

方

　

譲

　

与

　

税

　　

133 715　j.θ　　88 838　θ.S　222 552　θ.9

地

　

方

　

交

　

付

　

税

　　

2 170 639　j∂J　2 028 047　17.6　4 198 687　j7.∂

軽油引取税交付金

　　　　

－

　

－

　　

18 921　θ.忿　　　－　－

娯楽施設利用税交付金

　　　　

－

　　

－

　　

16 064　θｊ　　　　一　　―

自動車取得税交付金

　　　　

－

　　

－

　

103 596 θ.タ　　　　ー　　一

　

小

　　

計（一般財源）

　　

6 954 702　52.9　5 842 622　50.6 12 658 743　53.9

分

　

担

　

金、負

　

担

　

金

　　　

173 160　　jJ　　140 234　　j.忿　　216198　　θ.!?

使

　

用

　

料、手

　

数

　

料

　　

166 277　i.s　　197 924　j.7　364 200　j.∂

国

　

庫

　

支

　

出

　

金

　　

3 402 423　諮.ﾀ　1 583 681　μ.7　4 986 103　91 9

交通安全対策特別交付金

　　　

24 355　　∂.忿　　16424　　θ.j　　40 778　　θ.忿

都道府県支出金

　　　

－

　

－

　

658 777 5.7　　　　－　　－

財

　　

産

　　

収

　　

入

　　

104 308　θJ　224 582　j.9　328 889　M

寄

　　　　

附

　　　　

金

　　　

13 081　　θ.j　　92 665　θ.∂　　101 823　叫

繰

　　　　

入

　　　　

金

　　　

88 748　　θ.7　　156241　　j4　　244 989　　j.θ

繰

　　　　

越

　　　　

金

　　　

356 583　　忿.　　375 106　　＆2　　731 689　　＆j

諸

　　　

収

　　　　

入

　　

1 079 063　∂.忿　881 165　7.6　1 887 890　＆θ

地

　　　　

方

　　　　

債

　　　

780 667　　5J　I 231 302　却.7　1 925 407　　∂.忿

そ

　　　

の

　　　

他

　　　　

－

　　

－

　

142 973 j4　　　　－　　一

　

歳

　

入

　

合

　

計

　　

13 143 365 100.0 11 543 696 1 00.0 23 486 710 100.0

㈱１｢その他｣は、都道府県分が特別区財政調整納付金、市町村分が特別区財政

　　

２

　

国有提供施設等所在市町村助成交付金は｢国庫支出金｣に含めた。

― 214 ―



額

　　

の

　　

状

　　

況

調整交付金である。

― 215 －

(単位

　

百万円・％)

昭和48年度

　　　　　

比

　　　　　　　　　　　　

較

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

増

　

減

　

率

　　　

前年度増減率

　

純

　

計

　

額

　　　

増

　

減

　

額

　

清談市叫ＸＨ

ｊ

卜叫mmm

　

6 491 286　35.6　　1 746 218　3S.1　忿名ｊ　3S.U　忿∂.ﾀ　J忿4　2∂ｊ　29.7

　　　

179 658　　j.θ　　　　42 894　　θj　10.0　53.0＼　忿j.ﾀ　　1?.7　　∂Ｊ　　∂.∂

　

3 131 848　17.2　　1 066 839　2∂.忿　j＆4　即.7　翁j　j＆θ　27.∂　2t.7

　　　　　　

－

　　

－

　　　　　　

－

　　

－

　　

― ^ 2.8　　－　　－　15.９　　－

　　　　　　

一

　　

－

　　　　　　

－

　　

－

　　

－

　

44.7

!

　　

－，

　

－

　

105£

　　

－

　　　　　　

－

　　

－

　　　　　

－

　　

－

　　

－

　

U.8

　　

－

|

　　

－

　

15.1

　　

－

　

9 802 793　53.8　　2 855 950　54.2　26.6　32.3　29.1　27.4　26.3　27.0

　　　

189 170　　j.θ　　　　27 028　　θ.5　　∂４　名74　μＪ　　５４　四.7　j忿j

　　　

318 218　　7.7　　　　45 982　　θ.∂　10.7　17.8　j44　17^　U.5　j∂.θ

　

3 762 469　忿θ.7　　1 223 634　忿∂Ｊ　む4　S5.1　3^.5　　∂4　27.5　12.2

　　　

38 229　　θ.忿　　　　2 549　　θ.θ　　7.∂　　よ.j　　∂.7　幻４　忿θ.7　21.1

　　　　　　

－

　　

－

　　　　　

－

　　

－

　　

－

　

３２ｊ

　　

－

　　

－

　

17.５

　　

－

　　　

318 684　　j.7　　　　10 205　　θ.忿　　j.∂　　4.θ　　∂.忿・lls　15.1　　4.∂

　　　

97 332　　θ.5　　　　4 491　　θ.j ，２θj　　7.θ　　4.∂　Jぶ.∂　∂口.&　∂£4

　　　

149 109　　θ.&　　　　95 880　　i.S　108^　It6.7　収J　41?j　S5.7　Jﾀｊ

　　　

464 512　　忿.5　　　267 177　　5j　77.ﾀ　4忿j　57.5　112J^?　i5.7　認.7

　　

1 439 081　　7.∂　　　448 809　　S.5　釦.忿　訂ｊ　∂ｊＪ　却丿　認j　4j

　　

1 637 489　　∂.θ　　　287 918　　£5　j＆θ　瑠4　17.6＼ ^19丿　加.5　　θｊ

　　　　　　

－

　　

－

　　　　　

－

　　

一

　

皆減

　

μ.θ

　　

－ム56ぶ　５７.８

　　

－

　

18 217 086　100.0　　5 269 624　100.0　27.9　30.3　28.9　16.5　25.9　20.7



第14表

　

歳 入

　　

決 算

　　

区

　　　　

分

　　

｜

　

，り

≒

　

｜

　

こ

｜

　

45
I　46

地

　　　　

方

　　　　

税

　　

906 475　2 580 128　3 090 179　3 750 668　4 235 746.

地

　

方

　

譲

　

与

　

税

　　

45 449　　79 586　　93 065　108 687　125 771 1

地

　

方

　

交

　

付

　

税

　　

401 704　025 508　1 460 845　098 248　2 101 423･

臨時地方財政交付金

　　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　

－。

　

小ヽ

　

・（一般MM)

　　

1 353 628　3 785 222　4 644 089　5 657 603　6 462 940 1

使用料，手数料

　　

73 808　174 555　189 298　209 088　231 825･

国

　

庫

　

支

　

出

　

金

　　

580 757　1 617 701　1 825 164　2 092 937　2 566 047:

繰

　　　　

入

　　　

金

　　

20 932　　47 765　　68 212　　106 988　　122 186

繰

　　　　

越

　　　　

金

　　

107 692　212 532　235 928　271 622　291 107

地

　　　

方

　　　　

債

　　

115 044 369 132　438 068　642 932　1 123 750'

そ

　　　　

の

　　　

他

　　

259 689　751 967　904 470　022 828　1 381 594

　

歳

　

入

　

･き

　

・

　　

2511550

　

6 958874　8305229 10103998 12179449

㈱「国庫支出金」には、交通安全対策特別交付金及び国有提供施設等所在市町村

　　　　　　　　　　　

決

　

算

　

額

　

構

　

成

　

比

　　　　　　　　

増

　

ｇ

　　

゛

ﾄ

ｏ

　

43 44 45 46
Iり（/二言目

地

　　

方

　　

税

　

甜.j

　

37J. S7.% 37.1 5-4.* SS.2 35.6 S5J 33M U1.7＼

地

　

方

　

譲

　

与

　

税

　　

jJ

　　

1.1

　

lJ.

　

1.1

　

j,θ

　

1.1

　

j.θ

　

θ.∂

　

j.ﾀ

　

j.＆

地方交付税

　

16M

　

16.2＼17.∂17^ 17^ μj 17^ 17M 18.7 j7j･

臨時地方財政交付金

　　

一

　　

－

　

－

　

－

　

－

　

－

　

－

　

－

　

－・jJ

　

小計（一般財源）

　　

53.9

　

54.4

　

55.9

　

56.0

　

53.1

　

51.2

　

53.8

　

53.9 54.0 58.8

使用料，手数料

　　

忿.ﾀ

　

£5

　

忿.j

　

む

　

j.∂

　

j.∂

　

j.7

　

j.∂

　

jj

　

i.5

国庫支出金

　

留丿

　

2S.2＼22.0 20.7 21丿2^Jt＼ 20.9 nJA 21丿加ｊ「

繰

　　　

入

　　　

金

　　

θｊ

　

∂.7

　

θj

　

1.1

　

j.∂

　

θ.7

　

θJ

　

j.θ

　

j.∂

　

Ｍ

繰

　　　

越

　　　

金

　　

4j

　

む

　

忿丿

　

忿.7

　

忿.4

　

j.∂

　

2.5

　

S.1

　

∂.9

　

m

地

　　　

方

　　　

債

　　

4.∂

　　

5J

　

5j

　

∂.4

　

ﾀ.2

　

却.∂

　

1?.θ

　

∂J

　

j.ﾀ

　

Ｍ･

そ

　　

の

　　

他

　

勁.4

　

10£＼10.9 11.1 11^ 11^ 11^ 10£＼10.7 103＼

　

歳入合計

　

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.01
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額 の 推 移
(単位

　

百万円・％)

　

算

　　　　　　

額

　　　　　

ｌ

　　　　

指

　　　　　　　

数

　

47

　　

1

　　

48

　　

1

　　

49

　　

1

　

36

　

1

　

43

　

44 45 46 47 48 49

5 004 48J　6 491 2ﾘ　8 237 504　加θl　認y　su＼　4μ　砧7　醇忿1　7j∂　卯∂I

　

163 9べ　179 6門　222 552　j叩　丿河　釦ﾀﾞ　忿即　忿77　錨丿　涯5　卯θ

2 552 995　3 131 848　4 198 687　却θ　認θ　j蒔　4詔　5幻　∂邱　7卯丿叫5

　　　

ツ］

‥‥卜一一‥

7 721 391 1　9 802 793 12 658 743　1 00　280'　343　418　477　570　724　935

　

274 2ﾋﾟ　318 218　　364 200　加θ1　留∂1　認∂　2S3＼ 3U　J7忠　μj　4昭

3 384 917　3 800 698　5 026 882　加θ･　忿叩1　Sμ|　おり1　4砲　認j　∂励　甜∂

　

107 045i　　149 109　　244 989　j卯　2認　了忿丿　訂丿　尽4　511　7m 1170

　

275 377　464 512　　731 689　加自　却71　忠卵　邸忿　忿7θ　舒∂　μj　∂即

1 635 919　1 637 489　1 925 407　j卯　了釘1　認j;　5弱　977 j Um 1 i23＼1 67lf＼

1 691 796　2 044 267　2 534 800　勁θ　忠卯1　おり　詔1　尽忠　651　認7　腔δ

15 090 702 18 217 0861 23 486 710　100　277|　331　402;　485 601　7251　935

助成交付金を含めた。

(単位

　

％)

減

　

額

　

構

　

成

　

比

　　　　　　　　　　

増

　　　　

減

　　

，率

44
1

45
1

46
1

47
1

48
1

49　　36　1 43
1

44
1

45
1

46
1

47
1

48
1

49

37.9＼ 36.7＼ 2SA＼ Z6M 47J 詔.j　27.S 20.0 19丿21M 12.i?瑠丿29.7 26S

　

j.θ

　

θ

1

　

θj

　

j.∂

　

θｊ

　

θ.s

　

25.7 15丿　加.ﾀ　16^ 15.7 30J　9.6＼ 23.9

糾.9 US', U.∂15^ 18.5 20.2　t93. 18.8 29.8 23.1 16.i?2i.5 2Z.7＼ 3k.l

　

－

　

－

　

－

　

－

　

－

　

－

　

一皆減

　

－

　

－

　

－

　

－

　

－

　

－

･63.8 56.3 38.8 43.2 66.6　54.2　24.0　19.1　22.7 21.8　14.2　19.5 27.0 29.1

　

1.1

　

1.1

　

1.1

　

j.5

　

j.ふ

　

θｊ

　　

ﾀj

　

9.∂

　

＆4

　

扨.5

　

扨.9

　

j∂j

　

16.0

　

μ.4

15Aμ.9 22^ 28J　13^＼ Z3丿　鯉.7 15.1　j忿Ｊμ.7＼ 22.6 S1.9 12丿渥.j

　

j.5

　

忿.忿

　

θ.7・θ.5

　

jJ

　

1.8

　

75.6＼ Z5.5＼ -42.8 56^　μ.%ynA 39丿　弘J

　

j.7

　

忿.θ

　

θ'.9k 0.5　∂.θ　5.j　UIt.f＼ 29.7　llM 15.1　7&y 5JL　田.7 57.5

　

5.j j・4 25.2 17.6　θ.j　5.5　却ｊ　8.5＼ 18.7＼ ^6£＼ 7iA ^.6　θj　17.6

llA j忿ｊ 12.5＼ 10.6 11^　ﾀ.2　25.2 17M 20J＼ 24.1　留．麗了20.S n.O

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0　24.0 17.4 19.　21.7 20.5 23.9 20.7 28.9
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その１

　

総 括

第15表

　

地 方 税

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

-

　　　　　　　　　　

｜

　　

決

　　　　　　　

算

区

　　　　　　　　　　　

分

　　

｜

　

昭和49年度

　

１昭和48年度

道

　　

府

　　

県

　　

税

　　　　　　　　

42 715　　　　　　35 069
市

　　

町

　　

村

　　

税

　　　　　　　　

39 660　　　　　　　　29 844

　

合

　　　　　　　

計

　　　　　　　　

82 375　　　　　　64 913

1

（参考）

　

国

　　　　　　

税

　　　　　　　　　

157 544　　　　　　　140 478

　　　　　　　　　　　　　

＝＝

　

=･㎜-i-･~ﾐ●皿-･･1　一●●●-　ミ
㈹

　

国税は、租税（一般会計分、交付税及び譲与税配付金特別会計分、石炭及び

　

売納付金を含む。

その２

　

道府県税

一一

　　　　

一

　　　

-

　　　　　　　　　　　　　　

昭

　　　

和

　　　

49

　　　　

年

　　　

度

　　

区

　　　　　　　

分

　　　

調昌額|収合額
(B)

ﾀﾞ(A)X100
卜

の構成比’

　

１

　

普

　　　

通

　　　

税

　　

4 075 279　　3 923 635　　　郎丿　　　釘.∂

　

（1）法

　

定

　

普

　

通

　

税

　　

4 075 109　　3 923 464　　　河.S　　　gj.タ

　　

ア道府県民税

　

1 071 190　1 018 001　　巧.θ　　留.∂

　　　

ｍ

　

個

　　

人

　　

分

　　　

733 977　　　690 087　　　叫.θ　　　μ.名

　　　

ぐｲ）法

　　

人

　　

分

　　　

337 214　　　327 914　　　97.2　　　7.7

　　

イ

　

事

　　　

業

　　　

税

　　

2 029 841　　1 972 052　　　ﾀ7.忿　　　拡忿

　　　

（ア）個

　　

人

　　

分

　　　

54 121　　　　50 387　　　昭j　　　j.忿

　　　

剛

　

法

　　

人

　　

分

　　

1 975 720　　1 921 665　　　∂7j　　　伍θ

　　

ウ不動産取得税

　　

184 142　　174 563　　糾.8　　　μ

　　

エ

　

道府県たばこ消費税

　　　

128 509　　　128 509　　　100.0　　　　J.θ

　　

オ

　

娯楽施設利用税

　　　

47 617　　　47 224　　　叩.忿　　　iJ

　　

ヵ

　

料理飲食等消費税

　　　

263 637　　　247 343　　　昭.∂　　　Ｍ

　　

キ

　

自

　

動

　

車

　

税

　　　

344 921　　　330 591　　　凧∂　　　7.7

　　

ク

　

鉱

　　

区

　　

税

　　　　

692

　　　　　

621

　　　

89.7

　　　

M

　　

ヶ狩猟免許税

　　　

1 977　　　1 977　　100,0　　θ.θ

　　

コ固定資産税

　　　

2 582　　　2 582　　100.0　　θ.j

　

（2）法定外普通税

　　　　

171

　　　　　　　

171

　　　

100.0

　　　　

θ.θ

　

2

　

日

　　　　

的

　　　　

税

　　　

354 250　　　347 848　　　侭.忿　　　8.1

　　

（1）自動車取得税

　　

154 206　　153 983　　卯.∂　　　＆∂

　　

（2）軽

　

油

　

引，取

　

税

　　　

198 541　　　192 362　　　河j　　　4.ｎ

　　

（3）入

　　

猟

　　　

税

　　　　

1 503　　　　1 503　　100.0　　　θ.θ，

　

3

　

旧

　

法

　

に

　

よ

　

る

　

税

　　　　　

192

　　　　　

33

　　　　

17.0

　　　　

θ.θ‘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

j

　　　

合

　　　　　　　

計

　　　　

4 429 721　　　4 271 515　　　96.4　　　100.0、

㈱

　

収入額は、｢第13表歳入決算額の状況｣の地方税の決算額から東京都が徴収した

　

除し、特別区が徴収した道府県税相当額(昭和48年度３百万円、昭和49年度１百
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の 状 況

(単位

　

億円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　

一一

額

　　　　　

｜

　

決算額構成比

　　　

対前年度増減率

増

　

減

　

額

　

l

　

昭和49年度

　

丿

　

昭和48年度

　

|

　

昭和49年度

　

｜

　

昭和48年度

　　　

7 646　　　　　　訂.丿　　　　　μ.θ　　　　　　辺丿　　　　　　認.ヅ

　　　

9 816　　　　　　μｊ　　　　　　μ.θ　　　　　銘.9　　　　　刀j

　　　

17 462

1　　　　100.0　　　　　100.0　　　　26.9　　　　29.7

　　　

17 066　　　　　　　－　　　　　　　－　　　　　　1Z.1　　　　　　　35.1．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一

　

一一

　　　　　　　　　　　　

｜

　　　　　　　　

｜

　　　　　　　　

｜---＿一一

　

_

石油対策特別会計分並びに電源開発促進対策特別会計分）及び印紙収入のほか専

(単位

　

百万円・％)

　　　　

昭

　

和

　

48

　　

年

　

度

　　　　　　

比

　　　　　　

較

　　　

｜

リサ‰リ鰍ぬ

ﾎ

刺湘副司俗諦

3 342 205　3 200 156　　95.7　　釘.j　　723 479　　舛.∂　　麗.∂　　４.忿

3 342 034　3 199 985　　邸.7　　皿.j　　723 479　　弱.∂　　認.δ　　おj

　

817 816　　776 021　　舛丿　　麗j　　241 980　　む.∂　　訂.忿　　31^

　

539 928　　508 025　　糾ｊ　　μ.5　　182 062　　認丿　　訂.s　　糾.θ

　

277 888　　267 996　　郎4　　　7.∂　　　59 918　　　7j　　麗.4　　474

1 664 721　　1 601 267　　卵.口　　茸.∂　　370 785　　卵.5　　認.2　　μ.4

　　

64 765　　　60 901　　舛.θ　　　j.7　．　10 514 ，　j4　・ぴ.ﾀ　　　θ.θ

1 599 956　1 540 366　　郎.j　　μ.∂　　381 299　　卯,ﾀ　　以.s　　U7.0

　

161 826　　154 111　　巧.忿　　　44　　　20 452　　　忿.7　　召j　　37.1

　

115911

　　

115911

　

100.0

　　

5.5

　　

12 598　　j.∂　　却.9　　＆5

　　

48 517　　　48 081　　弱ｊ　　　ｊ４　・　　857 ^　θｊ－　i.S　－　∂.∂

　

221 728　　209 145　　潟Ｊ　　＆θ　　38 198 .　　＆θ　　瑠.ﾀ　　舒.∂

　

307 134　　291 155　　舛ｊ　　＆s　　39 436
1　　5.2　　認.5　　却.5

　　　

747

　　　　

660

　　

甜.4

　　　

θ.θ

　

－

　　

39－

　

θ.θ･･

　

5.9 ^　∂.7

　　

1 819　　　　1819　　100.0
I　　θ.j　　　　15（　　θ.θ　　　＆7　　　5.s

　　

1 815　　　　1815　　却θ.θ　　　θ.j　　　　767
1　　θ.j　　4口.j－　忿j

　　　

171

　　　　

171

　　

j卯j

1

　　

θ.θ

　　　　　

O，

　　

θ.∂

　　　

θ.θ

　　

弱.&

　

313 177　　306 618　　呪ﾀ　　＆7　　41 23Cパ　　5.4　　jね　　j忿j

　

102 984　　102 932　　卯丿　　乙∂　　51 051　　∂.7　　細.∂　　∂.∂

　

208 786　　202 279　　郎.ﾀ，　５ｊ　，　９９ロト　j.j，　4j　　μ.5

　　

1 407　　　　1 407　　却θ.θ1　　θ.θ　　　　　961　　θ.θ　　　＆8　　　4j

　　　

324

　　　　

110

　　

お.θ

　　　

θ.θ

　

－

　　

77に･

　

θ.θ

　

・70.0

　　　

7.s

3 655 706　3 506 884　　95.9

1　100.0　　764
631

1　100.0　　21.8　　32.0

市町村税相当額(昭和48年度294 463百万円、昭和49年度378 834百万円)を控
万円)を加算した額である。
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その３

　

市町村税

第15表

　

地 方 税

！

　　　　　　　　　　　　　　　

昭

　　

和

　　

49

　　　　

年

　　　

度
丿区

　　　　　　

分

　　　　

調昌゛け合゛湊高本(B)・構ｎ

　

１

　

普

　　　

通

　　　

税

　　

3 898 991　　3 776 909　　　部.∂　　　　邱.忿

1

（1）法

　

定

　

普

　

通

　

税

　　

3 894 91ﾘ　3 772 8431　　　邱.∂　　　　95.1

　　

ア

　

市

　

町

　

村

　

民

　

税

　　

2 045 545　　1 973 295　　　卯.5　　　　卯.∂
｜

　

（ア）個人均等割

　　

15 322　　　14 595　　　舒ｊ　　　　θ.4
j

　　

（ｲ）所

　　

得

　　

割

　　

1 305 586　　1 252 622　　　9.∂　　　　払∂
ｊ

　

（ウ）法人均等割

　　　

5 261　　　5 081　　　助.∂　　　θｊ

　　

岡

　

法

　

人

　

税

　

割

　　

719 375　　700 997　　　1?7.4　　　　m7｜

　　

イ

　

固

　

定

　

資

　

産

　

税

　　

1 302 946　　1 269 686　　　ﾀＭ　　　　認.θ

　　

（ア）純固定資産税

　　

1 251 616　　1 218 356　　　∂Ｍ　　　釦.7
！

　　　　　　

土

　　　　　

地

　　　

515 35S　　　500 916　　　　97.2　　　　丿乙∂

　　　　　

家

　　　　

屋

　　

441 165　　428 525　　　∂7j　　　　却.∂

　　　　　

償

　

却

　

資産

　　

295 0％　　288 915　　　∂7j　　　　7j

1

　　　

吋）交付金・納付金

　　　

51 330　　　51 330　　　扨θ.θ　　　　u

　　

ウ

　

軽

　

自

　

動

　

車税

　　　

30 434　　　27 892　　　釘.∂　　　　θ.7｜

　　

エ

　

市町村たばこ消費税

　　　

225 698　　　225 698　　　却θ.θ　　　　　5.7
，

　

オ

　

電

　　

気

　　

税

　　

147 040　　147 039　　　100.0　　　　j.7

　　

カ

　

ガ

　　

ス

　　

税

　　　

16 418　　　16 416　　　100.0　　　　θ.4
1

　　

キ

　

鉱

　　　

産

　　　

税

　　　

2 429　　　2 409 99^　　　　　θj
l

　

ク木材引取税

　　

2 906　　2 814･　　郎.∂　　　θ.j
｜

　　

ヶ

　

特別土地保有税

　　

121 500　　107 595　　　甜.∂　　　　忿.7
i (2)法定外普通税　　　4 076　　　　　4066　　　　S9.S　　　　　θ.j
口

　

目

　　　　

的

　　　

税

　　

194 572　　188 9白　　　ﾀ7j　　　　μ
i

　

（1）入

　　　

湯

　　　

税

　　　

4 586 4 505 ∂＆忿　　　　　θｊ
(2)都市計画税

　　

189 719　　　184 204 ∂7j　　　　　4.∂
i (3)水利地益税　　　267　　　　　260ﾀ7.4　　　　　θ.θ

j

　

（4）共

　

同

　

施

　

設

　

税

　

1

　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

－
j

　

（5）宅

　

地

　

開

　

発

　

税

　

，

　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

一
卜旧法による税i

　　

208

　　　

111

　　

2

ﾔ

θ.θ

l

　　　　

j

　　　　　

l

　　　

j

　

4 093771 I　3 965 9891 96.9　　　　　100.0

　

･･・・

　

・

　　

－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一一一一一
（注）収入額は、「第13表

　

歳入決算額の状況」の地方税の決算額から特別区が

　　

東京都が徴収した市町村税相当額（昭和48年度294 463百万円．昭和49年度

その４

　

個人諸税の状況 (単位

　

％)
一一一ｌ

　　　　　　　

ｉ

　

対前年度増減率

　

｜

　

決算額構成比

　

１

１

　

区

　　　

分

　

ﾄ4ぷfq49年度i昭和48年Fi昭和49年度1昭和48年度

　

住民税個人分

　　　　

即.忿

　　　

釘丿

　　　

留.∂

　　　

釘.7

　

事業税個人分

　

・

　　

17^

　　　　

θ.θ

　　　　

θｊ

　　　　

θ.9

　

所

　

得

　

税（国税）

　　　　

μｊ

　　　　　

四.θ

　　　　　

認.θ

　　　　

巧ｊ

　

（参考）個人所得

　

，

　　　　

忿5j

　　　　　

18£

　　　　　

卯Ｊ

　　　　　

μｊ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

｡___
㈱1

　

個人所得は、経済企画庁調による。

　　

２

　

所得税及び個人所得については、地方税との比較上１年前の計数である。

　　

３

　

個人所得の決算額構成比は、分配国民所得に対する比率である。
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の 況（つづき）

(単位

　

百万円・％)

　　　　

昭

　

和

　

48

　　

41

　　

1

　　

1ﾆﾋ

　　　　　

ｔ

リヤけ願峠Ｌね副貫聯

　

2 888 518　2 806 075 ∂7.バ　沢.θ　　970 834　　昭.1?　　４.∂　　認.δ

　

2 884 8S0　2 802 409　　97j 1　　昭.9　　970 434　　昭.∂　　４.∂　　認.∂

　

1 414 192　1 361 262　　弱.か　μ.∂　　612 033　　促.4　　μ.θ　　認.忿

　　

15 238　　14 493　　箔jl　　θ.5　　　102　　θ.θ　　θ.7　　θ.∂

　

921 394　　883 300　　邸.∂　　四.∂　　369 322　　37.6　　μ.∂　　加.4

　　

4 871　　　4 687　　郎.忿・　　θ.2　　　　394　　　θ.θ　　　＆4　　　＆5

　

472 689　　458 782　　ﾀ7.1 . 154　　242 215　　4.7　　認.S　　卵.忿

　

1 081 658　I 056 386　　侭.だ　巧.4　　213 300　　釘.7　　釦.忿　　名7.7

　

1 036 971　1 011 699　　97.6 i　渥.∂　　206 657　　釘丿　　邱.4　　認.4

　

409 347　　398 804　　97.U　扨.4　　102 H2　　加.4　　認.∂　　5ﾀ.S

　

369 406　　359 395　　ﾀ7J　　j巳.θ　　　69 130　　　7.θ　　却.忿　　17.2

　

258 218　　253 500　　98.2　∂.5　　3S415　　＆∂　　μ.θ　　∂.j

　　

44 687　　　44 687　　加∂.θ　・　j.5　　　6 643　　　θ.7　　μj1　お.J

　　

31 090　　28 519　　訂.71　　ムθ　－　627･･　θｊ－　名.忿　　忿.∂

　

203 758　　203 758　100.0 ＼　　∂j　　21 940　　忿.巳　　加.&　　s.7

　

130 158　　130 154　100.0 j　　4.4　　　33 301　　　j.4　　諮.∂　　　∂.∂

　　

2 092　　　2 063　　98.6　　θ.j　　　　346　　　θ.θ　　16.S　　4.2

　　

2 901　　　　2811 卵.ｙ　　θj　　　　　3　　　θ.θ　　　θ.j　　却.5

　　

19 001　　　17 456　　91.9　　θ.∂　　　90 139　　　∂.忿　　む叫　　皆増

　　

3 668　　　3 666　　∂∂Ｊ・　　θ.j　　　　400　　　θ.θ　　10.9　　27.2

　　

182 782　　178 171　　97.5 I　　∂.θ　　　10798　　　1.1　　　∂ｊ　　59.2

　　

4 585　　　4513　　984 '　　θ.忿　･･　　　8・　0.0 "　θ.口　　　５.9

　　

177 928　　173 398　　97.5 '.　　5.S　　　10806　　　1.1　　　∂.口　　61.6

　　　

269

　　　　

260

　　

∂∂.81

　　

θ.θ

　

－

　　　

○－

　

0.0 ■^　θ.θ－忿忿.忿

　　　　

０

　　　　　

０

　　

100.0

　　　

θ.θ

　

乙

　　　

O｡　０ｊ

　　

皆減

　　　

０､０

　　　　

－

　　　

－

　　

－

　　

一

　　　

一

　　

一

　　

－

　　

－

　　　

325

　　　　

157

　　

μ.忿1

　　

θ.θ

　

－

　　

46－

　

θ.θ

　

・S,9S - 82.9

　

3 071 625　2 984 403　　97.2 1　100.0　　981 586　　100.0　　32.9　　27.1

徴収した道府県税相当額(昭和48年度３百万円、昭和49年度1

378 834百万円)を加算した額である。

その５

　

法人諸税の状況

百万円)を控除し、

　　　

(単位

　

％)
－

　　　　　　　　　　　

対前年度増減率

　

ｉ

　

決算額構成比

，

　

区

　　　　　

分

　　

昭和49年度!昭和48年度|昭和49年度1昭iぷ⊇441

］

1住民税法人分｜

　　　

μ.4

　　　

i7.5

　　　

12.6

　　　

11^

　

事業税法人分

　　　　

郷.8

　　　

訂.θ

　　　

留.j

　　　

認.7

　

法

　

人

　

税（国税）

　　　　　

鉛.7

　　　　　

訂.θ

　　　　　

郭.∂

　　　　　

32.2

l（参考）法人所得

　

･･

　　

認．θ

　　　　

51.3

　　　　

ｎ．ﾀ

　　　　

召.5
l

　　　　

在庫品評価

ｊ

　

「・ｎ

　

リ

　　　　　　

ｌ

　　　　　　　　　　　　　　

」

㈱１

　

法人所得は、経済企画庁調による。

　

２

　

法人所得の決算額構成比は、分配国民所得に対する比率である。
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その１都道府県

第16表

　

法

　　

定

　　

外

　　

普

　　　　　　　　

(単位百万円)

区

　　　　　　

分

　

ｉ

　

石油価格調整税

　

｜

　

合

　　　　　　

計

に二

　　

：

　　

：

昭和48年度（Ｂ）

　　　　　　　　　

171

　　　　　　　　　　　　　　　

171

増

　　　

滅

　

(A)-(B)

　　　　　　

･･

　　　

Ｏ

　　　　　　　　

--０

その１

　

所得割軽減額

第17表

　

給与所得者の住民税

　　　　　　　　

(単位

　

円・％)

　　　　　　　　　

区

　

分

　　　

所得割の負担額

　　　　　　　　　　　　　　　

ｊ

　　　　　　　　　　　　　

ｌ

　　　　　　　　　　　　

軽

　

滅

　

額

|

軽

　

滅

　

率
給与の収入金額等

　　　　　

昭和48年度丿昭和49年度

　　　　　　　　　　　　　

｜

　　　　　　　

道府県民税

　　　　

2 028　　　　　－　　　　2 028　　　　IOOjO

　　

100万円

　

|

市町村民税

　　　　

2 028　　　　　－　　　　2 028　　　　100.0

　　　　　　　　　

計

　　　　　　　

4 056　　　　　－　　　　4056　　　　100.0

　　　　　　　

道府県民税

　　　　

10 322　　　　7 420　　　　2 902　　　　認.j

　　

150万円

　

|

市町村民税

　　　　

12 644　　　　8 130　　　　4 514　　　　35.7

　　　　　　　　　

計

　　　　　　

22 966　　　15 550　　　　7 416　　　　32.3

　　　　　　　

道府県民税

　　　　

19 288　　　15700　　　　3 588　　　　瑠.∂

　　

200万円

　

|

市町村民税

　　　　

32 220　　　23 400　　　　8 820　　　　27.4

　　　　　　　　　

計

　　　　　

51 508　　　39 100　　　12 408　　　　24.1

－222



通

　　

税

その２

　

市

　

の

町

　

村

状

　　

況

(単位 百万円）

　　　　　　　　

昭和49年度

　

昭和48年度｜

　

比

　　　　

較

　

ｇ

　　

゛門ぴ゛卜合゛

ﾂﾞ

賢゛声合゛万一叫（Ｅ

ソ

犬

　　　　

税

　　　

9

　　　

2

　　　

15

　　　

15

　

，6－13

1

商品切手発行税

　　　　

15

　　　

3 045　　　　1ﾔ　　2 593　　　－ 452

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

｜林産物移輸出税

　　　　

7

　　　　

50

　　　　　　

7

　　　

51

　　

－

　　

－リ

，広

　　

告

　　

税

　　　　

7

　　　　

572 71　　　553　　　－ 19

　

文化観光施設税

　　　　

2

　　　　

76

　　　　

帽

　　　

81

　　　

－

　　

・

　

］

　

砂利採取税

　　　　

7

　　　

322

　　　　

6

　　　

372

　　　

1

　　

乙50

　

合

　　　

|汁

　　　　　

47

　　　

4 066　　　　52　　　3 666 1　　＾　51　　400

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

所得割の負担状況(夫婦、子２人)

その２

　

課税最低限の推移 (単位千円・％)

　　　　　　　

区

　　　　　

所

　　　

得

　　　

税

　

ｉ

　

住

　　　

民

　　　

税スふ二二

回．

づ

ｎＨ≠回轟数課Ｕ瞰抑袖数

|

昭和41年度

　

昭和42年度

　　　

537

　

13^

　

加∂

　　　

38
ﾊﾟ

　

忿.ﾊﾞ却∂

　　

42

　　　　　　

43

　　　　　　

634

　

j∂j

　

j瑠

　　　　

468

　

麗.S

　

j認

　　

43

　　　　　　

44

　　　　　　

722

　

13.9

　

む4

　　　　

555

　

18.6

　

μ∂

　　

44

　　　　　

45

　　　　　

801

　

jθ.夕

　

μ∂

　　　

641

　

巧.5

1

j昭

　　

45

　　　　　

46

　　　　　

880

　

∂j

　

j侭

　　　

728

　

jj.∂

i

jM

　　

46

　　　　　　

47

　　　　　　

1003

　

μ.θ

　

認7

　　　　

805

　

却.い

　

2ｕ

　　

47

　　　　　　

48

　　　　　　

021

　

11^

　

加∂

　　　　

866

　　

7j

　

認7

　　

48

　　　　　　

49

　　　　　　

1 507　斟.4　認j　　　　1 016　17^　訪7

　　

49

　　　　　　

50

　　　　　　

1 830　214 Sil　　　I 218

1

却‘∂　渥θ．
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第18表

　

市

　

町

　

村

　

民

　

税

　

超

その１

　

市町村民税個人均等割税率別市町村数

　　　　　　　　　　　

昭

　　

和

　　

49

　　

年

　　

４

　

ｇ

　　

<

設げぱ訓流
（，

ム

：゛ｊ≒未：

　　

こ

　

二

　　

謡

　　

ふ

標準税率を超えるもの

　　　　

ー

　　　　

－

　　　　

62

　　　　　　

ﾀ.∂不

一課

　　

税

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　　

5

　　　　　

θｊ

　

合

　　　　　　　　

計

　　　　　　

10

　　　　

100.0

　　　　　

633

　　　　

100.0

　　　　　　　　　　　　　　　　　

-
㈱

　

特別区については、23区を１として大都市に計上している。以下第18表にお

　

その２

　

市町村民税所得割税率別市町村数

　　　　　　　　　　　　　　

昭

　　

和

　　

49

　　

年

　　

４

　　

月レ

　　

《
み占ここ

，|

よ郷
，

標

　

準

　

税

　

率

　

未

　

満

　　　　

－

　　　

－

　　　　

－

　　　

－

　　　　　

１

標

　　　

準

　　　

税

　　　

率

　　　　

1o

　　

μ耽θ

　　　　

631

　　　

卯.7

　　　

2 628

　　　　

1.1倍まで

　　　

ー

　　

－

　　　

1

　　

θ.忿

　　　

－

　　　　

1●2倍まで

　　　

ー

　　

－

　　　

－

　　

－

　　　

一
諾で繋でも

　

1.3倍まで

　　　

ー

　　　

－

　　　　

1

　　　

θ.忿

　　　

－

　　　　

U

.4倍まで

　　　

ー

　　　

－

　　　

－

　　

－

　　　

－

　　　　

1.5倍まで

　　　

ー

　　　

－

　　　

－

　　

－

　　　

－

不

合

均

　

‾

　

課

計

税

　　　　

;‾j

　　

10(

ふ

　　　

633

　　

100.0

　　

26

ぶ

その３

　

市町村民税法人均等割税率別市町村数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

昭

　　

和

　　

49

　　　

l・

　　　　

・

　

|

大

　　

都

　　

市

　　　　

都

　　　　　　　　　　　　　　　　

団体数|構成比

l

団体数

標準税率未{法第312条第１項第１号の法人等

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－
満

　　　　　

法第312条第１項第２号の法人等

　　　　

一

　　　　

－

　　　　

－

標準税率{法第312条第１項第１号の法人等

　　　　

7

　　　

77j

　　　

425
”｀

　　　　　

法第312条第１項第２号の法人等

　　　　

7

　　　

77j

　　　

435

標準税率を{法第312条第１項第１号の法人等

　　　　

２

　　　

忿忿.忿

　　　　

208
超えるもの

　

法第312条第１項第２号の法人等

　　　　

２

　　　

麗.忿

　　　

198

n一課削詔圖隷頴ぷ瀧構

　　

二

　　　

二

　　　

二

　

ふ

　

計

　

{法第312条第１項第１号の法人等

　　　　

9

　　　

100.0

　　　

633

　

°

　　　　

法第312条第１項第２号の法人等

　　　　

9

　　　

100.0

　　　

633
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過

　

課

　

税

　

等

　

の

　

状

　

況

(単位

　

％)

　

染

　　

１

村

日

　　

現

　　

17F

　　　　　

BSW48年４月１日

　　

比

　　

較

団体数|構成比

|

団体数|構成比

　

団体数|構成比

　

増

　

減|増減率

　

－

　　　

－

　　

－

　　　

－

　　

－

　　　

－

　　

－

　　

－

　

２二にこにこニバレコ

　　

1

　　　　

θ.θ

　　　　

6

　　　　

θ.忍

　　　　

6

　　　　

θＪ

　　　

－

　　　

－

　

2 629　　　100.0　　3 272　　　100.0　　3 278 100°O　゛　6‘｀　O°2
j

いて同じ。

(単位

　

％)

　

１
Ｈ

¨

　

現

　

香

　　

昭和48年４月１日現在

　　

比

　　　　　

較

　

｜

ｊ‾這瓦‾
j

al41 m ^it　ｎ４（構aj北　増　　（・ｓ司

　

ご

　

二

　

ご

　

）

　

ご

　

レj

　

二;

　　

－

　　　　　　

1

　　　　

θ.θ

　　　　　　

４

　　　　

θｊ

　　

ム

　　

Ｊ

　　

ム7£θ

　　

－

　　　　　

－

　　　　

－

　　　　　

２

　　　　

θｊ

　

・

　　

忿

　　

皆

　

減

　　

－

　　　　　　

1

　　　　

θ.θ

　　　　　　

l

　　　　

θ.θ

　　　　

－

　　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　　

－

　　　　

－

　　　

－

　　　

一

　　　

一

　　

－

　　　　

－

　　　

－

　　　　

一

　　　

一

　　　

－

　　　

－

　　

－

　　　　

－

　　　

－

　　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　

－

　

100.0

　　　

3272

　　

100.0

　　　

3 278　　100.0　・　6　・　0.2

(単位 ％）

　　

年

　　

４

　　

月

　　

１

　　

日

　　

現

　　

在

　　　　　

’昭和48年４月１日

　　

市

　　　　

町

　　　　

村

　　　　　　　

計

　　　　　　

現在

構成比

|

団体数|構成比

|

団体数|構成比

　

団体数|構成比

　　　

－

　　　

－

　　　

一

　　　

一

　　　

一

　　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　　

－

　　　

－

　　

67.1

　　　

19％

　　　

河.∂

　　　

2 428　　　μJ　　　　2 416　　　　7＆7

　　

認.7

　　　

2 005　　　7∂J　　　2 447　　　74.S　　　　2 435　　　　μJ

　　

3^.9

　　　　

633

　　　

忿4j

　　　　

843

　　　

25.8

　　　　　

861

　　　　

26.5

　　

31£

　　　　

624

　　　

忿＆7

　　　　

824

　　　

忿5J

　　　　　

842

　　　　

25.7

　　　

－

　　　　

－

　　　　

一一

　　　　

－

　　　　

－

　　　　　　

1

　　　　　

θ.θ

　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　　

－

　　　

－｜

　　

100.0

　　　

2 629　　　100.0　　　3 271　　　100.0　　　　3 277　　　　100.0

　　

100.0

　　　

2 629　　　100.0　　　3271　　　100.0　　　　3 277　　　　100.01
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第18表市町村民税超過

その４

　

市町村民税法人税割税率別市町村数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

昭

　　

和

　　

49

　　

年

　　

４

　

区

　　　　　　　

分

　　　　

大

　　

都

　　

市

　　　　　

都

　　　　　

市

　　　　　　　　　　

）

　

体数|構成

丿

団４

　

（構iS it

標準税率未満｜

　　　

－

　　　

－

　　　

ム

　　　

ー

標

　　

準

　　

税

　　

率

　

１

　　　　　

９

　　　　

ﾀθJ

　　　　

267

　　　　

μ,忿

標準税率を超えるもの

　

１

　　　　

１

　　　　

瓜り

　　　　

365

　　　　　

57.?"

不

　

均

　

一

　

課

　

税

　

｜

　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　　

1

　　　　　

θ.忿

　

合

　　　　　　　

計

　　

j

　　　　　

10

　　　　

100.0

　　　　　

633

　　　　

100.0

その５

　

固定資産税税率別市町村数

｜

　　　　　　　　　　　　　　　　

昭

　

和

　

49

　　

年

　　

４

　　

区

　　　　　　　

分

　　　　　

大

　　

都

　　

市

　　　　　

都

　　　　　

市

　　　　　　　　　　　　　

|団

　

体

　

数1構

　

成

　

比

　

団

　

体

　

数|構

　

成

　

比

　

標

　

準

　

税

　

率

　

未

　

満

　　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

－

　

標

　　

準

　　

税

　　

率

　　　　　　

10

　　　　

j叩.θ

　　　　　

500

　　　　

79.０

　

標準税率を超えるもの

　　　　　

ー

　　　　　

－

　　　　

130

　　　　

加ｊ|

　

不

　

均

　

一

　

課

　

税

　　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　　

３

　　　　　

θＪ

　　

合

　　　　　　　

計

　　　　　　　

10

　　　　

100.0

　　　　　

633

　　　　

100.0

その１

　

都道府県

第19表

　

地 方 税

　

(単位

　
　

り

徴
％

臨り現年課税分

　　

滞納繰越分

　　

合

　　

計

　　　　　　

現年度利ja年度分

　　　　　

｜

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一
昭和36年度

　　　　

∂7J

　　　　

朗.∂

　　　　

卯j

　　　　　

95.0

　　

37

　　　　　　　　　

ﾀ7J

　　　　　

認.5

　　　　　

5U?

　　　　　　

95.4

　　

38

　　　　　　　　　

腔.4

　　　　　

認.忿

　　　　　

屁.ﾀ

　　　　　　

95.6

　　

39

　　　　　　　　　　

ﾀ7J

　　　　　　　　　　　　

57.5

　　　　　　　

95.8

　　

40

　　　　　　　　　　

邱Ｊ

　　　　　　　　　　　　

μ.7

　　　　　　　

95.3

　　

41

　　　　　　　　　　

∂7J

　　　　　　　　　　　　

邱j

　　　　　　　

95.5

　　

42

　　　　　　　　　　　　

侭４

　　　　　　　　　　　　

卯j

　　　　　　　

95-8

　　

43

　　　　　　　　　　

97.7

　　　　　　　　　　　　

5i.2

　　　　　　

96.2

　　

44

　　　　　　　　　　

∂74

　　　　　　　　　　　　

む.7

　　　　　　

96.1

　　

45

　　　　　　　　　　

ﾀ7J

　　　　　　　　　　　　

認4

　　　　　　

96.4

　　

46

　　　　　　　　　　

夕7.7

　　　　　　　　　　　　

卯4

　　　　　　

96.5

　　

47

　　　　　　　　　　

97.7

　　　　　　　　　　　　

57j

　　　　　　　

96.6

　　

48

　　　　　　　　　　

邱.∂

　　　　　　　　　　　　

卯j

　　　　　　　

95.9

　　

49

　　　　　　　　　　

ﾀ7J

　　　　　　　　　　　　

認.7

　　　　　　　

96.4

叫

　

昭和39年度から現年度分及び過年度分は合わせて現年課税分とされた。
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課

　

税

　

等

　

の

　

状

　

況（つづき）
(単位

　

％)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一
月

　　

１

　　

日

　　

現

　　

在

　　　　　　　

昭

　

和

　

48

　

年

　　　

比

　　　　

較

　

町

　　

村

　　　　　　

計

　　　　　

４月１日現在

団体数1構成比

1

団体数i構成比

　

団体数|構成比

　

増

　

滅|増減率

　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　

一

　　　

一

　　　

－

　

1 858　　　70.7　　2134　　　65.2　　1881　　　57.4　　　254　　　13.5

　　

こ

　

ヅ

　

ブ

　

な

　

ニ

　

なヤで：お

　

2 629　　100.0　　3 272　　100.0　　　3278
1

100.0　－　　6　・　0.2

(単位

　

％)

月

　　

１

　　

日

　　

現

　　

在

　　　　　　　

昭

　

和

　

48

　

年

　　　　　　　　　　　　　　　　

it

　

√

団体数1構成比

　

団体数1構成比|団体数i構成比|増

　

減|増減率！

　　

一丿＜ペニー一丿

　

2 266　　　渥j　　2 776
＼　　15.1　　2

748　　　甜丿　　　　認　　　j.θ

　　

363

　　　

13£

　　　

493 ; 15.1　　　529　　　16.1　，　J∂　．　∂ｊ

　　

－

　　　　

－

　　　　

3

　　　

0.1

　　　　

1
1

　　　

θ.θ

　　　　

忿

　　

2θθ.θ

　

2 629　　100.0　　3 272 100.0 1　　3278 1　　100.0　＾　　6　4｀　0.2 1

収

その２

率
市

　

の
町村

推

　　

移

(単位

　

％)

几り現年課税分

　　

|

滞納繰越分

　　

合

　　　

計

　　　　　　　

現年度別・年度．

　

｜

　

昭和36年度

　　　　

97.0

　　　　

涯.7

　　　　

如j

　　　　　

93.1

　　　

37

　　　　　　　　　

∂7j

　　　　　　

86.6

　　　　　　

iO.9

　　　　　　　

93.8

　　　

38

　　　　　　　　　

!97J^

　　　　　　

8k.6

　　　　　　

4忿.5

　　　　　　　

94.5

　　　

39

　　　　　　　　　　

∂7j

　　　　　　　　　　　　

4忿ぶ

　　　　　　　

94.9

　　　

40

　　　　　　　　　　

97.5

　　　　　　　　　　　　

4＆θ

　　　　　　　

95.1

　　　

41

　　　　　　　　　　

∂7j

　　　　　　　　　　　　

訂J

　　　　　　　

95.5

　　　

42

　　　　　　　　　　

1?∂j

　　　　　　　　　　　　

U1.0

　　　　　　　

96.0

　　　

43

　　　　　　　　　　

昭.忿

　　　　　　　　　　　　

4θ.∂

　　　　　　　

96.3

　　　

44

　　　　　　　　　　　　

蕗.忿

　　　　　　　　　　　

μ4

　　　　　　

96.5

　　　

45

　　　　　　　　　　

認Ｊ

　　　　　　　　　　　　

詔j

　　　　　　　

96.7

　　　

46

　　　　　　　　　　

紹Ｊ

　　　　　　　　　　　　

μj

　　　　　　　

97.0

　　　

47

　　　　　　　　　

紹.5

　　　　　　　　　　　

μ.ﾀ

　　　　　　

97.2

　　　

48

　　　　　　　　　

昭.忿

　　　　　　　　　　　

μJ

　　　　　　

97.2

1

　　　

49

　　　　　　　　　

97J

　　　　　　　　　　　

μ4

　　　　　　

96.9

㈹

　

昭和39年度から現年度分及び過年度分は合わせて現年課税分とされた。
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第20表

　

国

　

税

　

と

　

地

　

方

㈱１

　

国税は、租税(一般会計分、交付税及び譲与税配付金特別会計分、石炭及び

　　　

売納付金を含む。

　　

２

　

国税における直接税、間接税等の区分は次のとおりである。

　　　　

直接税……所得税、法人税、相続税、地租、営業収益税、資本利子税、法

　　　　　　　　　

税、公債及び社債利子税、配当利子特別税、増加所得税、非戦

　　　　

間接税等…直接税以外の諸税

　　

３

　

地方税における直接税、間接税等の区分は次のとおりである。

　　　　

直接税……道府県民税、事業税、特別所得税、自動車税、鉱区税、狩猟

　　　　　　　　　

税、特別土地保有税、目的税(自動車取得税、軽油引取税、入

　　　　　　　　　

漁業権税、軌道税、電話加入権税、電話税、雑種税(一部)。段

　　　　　　　　　

車税、荷車税及び金庫税

　　　　

間接税等…直接税以外の諸税

228

　　　　　　　　　　

租

　　　

税

　　　

総

　　　

額

　　　　　　　　　

国

区

　　　　

分

　

合

　　　　

計|直

　

接

　

税|間接税．

|

計

昭和lo年度

　　　

18 j皿θ 10　醇.θ　　8　訪.θ　　12 j卯.θ

　　　

15

　　　　

50 100.0　　34　認.j　　16　む.7　　42j卯.θ

　　　

35

　　　　　

25 457　100.0　15 561　に.j　　9 896　銘.ﾀ　18015　lOOJ)

　　　

36

　　　　

31342 100.0　19 335　に.7　12 007　おj　22277 100.0

　　　

37

　　　　

34474 iOOM 22 124 叫.忿　12 350　巧.∂　23907 100.0

　　　

38

　　　　

39446 100.0　25 383　必j　14 063　巧.7　27317 lOOM

　　　

39

　　　　

45 588 j叩.θ　29 318　∂4j　16 270 巧.7　31592 100.0

　　　

40

　　　　　　

48 291 却θ.θ　31429　醇.j　16 862　μ.∂　32 797 加(λθ

　　　

41

　　　　　　　

54 316 却θ.θ　35476　醇j　18 840 5-4.7　36 630 100.0

　　　

42

　　　　

65 463 μ昿θ　43 337　∂∂J　22 126　甜.∂　43968 100.0

　　　

43

　　　　

79 039 100.0　52810　弱.S　26 229　お.忿　53 238 100.0

　　　

44

　　　　

95456 100.0　64 995　田j　30 461　む.∂　64554 100.0

　　　

45

　　　　

115261 100.0　80 706　洵.θ　34 555　即.θ　77754 100.0

　　　

46

　　　　

126 796 100.0　89 876　洵.ﾀ　36 920　即j　84 439 j卯.θ

　　　

47

　　　　

154 051　100.0　110170　71^　43 881　認.5 104006 却θj

　　　

48

　　　　

205 391 100.0＼154 744　河.j　50 647　糾.7 140 478 100.0

　　　

49

　　　　

239 919 100X>＼185 425　77.j　54 494　麗.7 157 544 j卯.θ



税

　

の

　

収

　

入

　

状

　

況

(単位

　

億円・％)

石油対策特別会計分並びに電源開発促進対策特別会計分)及び印紙収入のほか専

人資本税、鉱区税、鉱産税、外貨債特別税、取引所営業税、臨時利得税、利益配当

災者特別税、北支事件特別税、富裕税、再評価税、旧税、還付税、及び琉球政府諸税

者税、狩猟免許税、市町村民税、固定資産税、自転車荷車税、軽自動車税、鉱産

湯税を除く。)、国税付加税、特別地税、地租、家屋税、営業税、段別税、電柱税、

別割、戸数割、戸別割、家屋割、扇風機税、と畜税、犬税、使用人税、舟税、自転

－229－

　　　　　　　　　

税

　　　　　　　　　　

地

　　　　　

方

　　　　　

税

直

　

接

　

税i間接税等

1

　　　

計

　　　

|直

　

接

　

税|間接税等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

｜

　　　

４

　

巧.θ

　　　　

8

　

砧.θ

　　　　

6

　

却ａθ

　　　　

6

　

9.9

　　　　

0

　　

7､1

　　　

27

　

醇.∂

　　　

15

　

錨.j

　　　　

8

　

100.0

　　　　

7

　

朗.θ

　　　　

1

　　

∂.θ

　

9 784　54j　8 231　妬.7　　7442 100.0　　5 778　77.6 1 665j　麗･4

　

12 277　55.1　10 001　μj　　9 065　100.0　　7 058　77J9 2 0061 22.1

　

13 815　573　10 092　剱.忿　　10567　加ａθ　　8 309　9.∂　　22よ　幻.4

　

15 826　57.ﾀ　11 491　砲j　　12129　100.0　　9 557　9j　　2 572　幻.忿

　

18 467　認.5　13 125　il.5　13996　100.0　10 851　77.5　3 145　認.5

　

19416

　

卯J

　

13 381　初.∂　　15 494　100.0　12 014i 77.5　　3 481　麗.5

　

21 718　卯.∂　14 912　如.7　　17 686　加ａθ　13 758　77.8　　3 928　認.忿

　

26 624　卯.∂　17 344　∂ﾀ.4　　21495　100.0　16 713　77.&　　4 782i　忿2.忿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

j

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

！

　

32 826　む.7　20412　紹J　　25 801　IOOjO　19 984　77j　　58副　認.5

　

41 174　醇.∂　23 380　郭J　　30902　100.0　23 821　77j　　7 081　麗j

　

51 344　醇.θ　26 410　μ.θ　37 507　100.0　29 362　防J　8 145　釘.7

　

56 559　67.0　27 880　辞.θ　　42 357　100.0　33 317　7S.7　　9 040　釘j

　

70 403　∂応7　33 603　a.j　50 045　100.0　39 767　71?.5　10 278　加.ぎ

101 609　7忿J　38 869　27.7　　64 913　j卯.θ 53 1351　町’∂　11778j　j∂j

116 497　9.∂　41 047　邱j　82 3751　100.0　68 928　甜.7　134ｿ　16.3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一一



第21表国民所得に対する

　　　　　　　　　　　　

日

　　　　　

本

　　　　

ア

　

メ

　　

リ

　

カ

　　　　

イ

　

ギ

　

リ

　

“

　　

゛

し

０妨税卜．

ﾚ

㈱霜払．

ﾚ

i‾i‾吊ｉ

昭和9～11年度

　　　

＆5

　　

4.4

　　

12.9

　　

∂J

　　

11^

　　

18.1

　　

瑠j

　　

4j

　　　　

16

　　　　　　　

1S£

　　

忿.5

　　

16.2

　

12^

　　

∂J

　　

20.5

　　

留J

　　

3J

　　　　

19

　　　　　　

麗.∂

　　

1£

　　

24.1

　

四.∂

　　

4.9

　　

24.6

　　

お.∂

　　

忿.9

　　　　

24

　　　　　　　

留.忿

　　

5j

　　

28.5

　

巧Ｊ

　　

∂.∂

　　

22.4

　　

邸.9

　　

＆忿

　　　　

25

　　　　　　

16J?

　　

5.∂

　　

22.4

　

j∂Ｊ

　　

∂j

　　

25.0

　　

斟ｊ

　　

∂j

　　　　

30

　　　　　　

j忿.∂

　　

5J

　　

18.1

　

18.9

　　

7.4

　　

26.2

　　

即.θ

　　

5J

　　　　

35

　　　　　　

13.6

　　

5.∂

　　

19.2

　

μ.9

　　

＆ﾀ

　　

27.8

　　

討.

　　

＆7

　　　　

芦

　　　　　

13^

　　

5.9

　　

19-1

　

j＆9

　　

∂j

　　

28.4

　　

27.0

　　

4j

　　　　

芦

　　　　

召.5

　

∂.θ

　　

19.5

　

17S

　

9.∂

　　

27.0

　

郭.5

　

4j

　　　　

40

　　　　　　　

1Z.6

　　

ぶ.∂

　　

1＆5

　

17.5

　　

9.∂

　　

27.1

　　

27.S

　　

4j

　　　　

ダ

　　　　　　

n.o

　　

£∂

　　

17.8

　

17S

　　

∂j

　　

27.0

　　

認j

　　

4.5

　　　　

芦

　　　　　

丿忿.j

　　

5.∂

　　

18.1

　

17Jt

　　

∂j

　　

27.2

　　

郎.9

　　

4.∂

　　　　

ダ

　　　　　

j＆4

　　

∂.θ

　　

18.4

　

18.7

　

10 A　　29.1　　μ.θ　　4j

　　　　

/
戸

　　　　　

jj.θ

　　

∂J

　　

19.2

　

19S

　

加j

　　

30.3

　　

j∂J

　　

4.∂

　　　　

45

　　　　　　

lsd

　　

∂J

　　

19.5

　

17,7

　

ii.5

　　

29.1

　　

S7^

　　

4.∂

　　　　

46

　　　　　　　

j忿ｊ

　　

∂4

　　

19.2

　

j∂.∂

　

11£　　28.5･　斟.5　　4.7

　　　　

47

　　　　　

1S.6

　　

∂.∂

　　

20.2

　

17S

　

j忿j

　　

29.5

　　

むJ

　　

4.∂

　　　　

4

j

　　　　　

15^

　　

7j

　　

22.4

　

μ.7

　

11£

　　

28.6

　

即.j

　　

4.∂

　　　　

49

　　　　　　

μ.θ

　　

7J

　　

21.3

　

17.7

　

μ.忿

　　

30.9

　　

j忿j

　　

4.∂

叫

　

１

　

日本の国税は、租税(一般会計分、交付税及び譲与税配付金特別会計分、石

　　　

ほか専売納付金を含む。

　　

２

　

大蔵省調による。
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租税負担率の外国との比較

(単位

　

％)

長

瀧

;

1

ムヰ氷謳轟ｲ

目

j

l

轟ばぐ

ｔｎ顛卜梢合１回順腎賢卜お回順警1:|合計

　　

22.6

　

15£

　　

∂j

　　

22.1

　

瑠.5

　　　

･･･

　　　

…

　　

…

　　　

…

　　　

･･･

　　

31.8

　

33.1

　　

●●●

　　　

…

　　

…

　　　

…

　　　

…

　　

…

　　　

…

　　　

…

　　

41.5

　

μＪ

　　

…

　　　

…

　　

…

　　　

…

　　　

…

　　

●‥

　　　

…

　　　

…

　　

39.1

　

2∂4

　　

j.∂

　　　

30.3

　　

…

　　　

…

　　　

…

　　

…

　　　

…

　　　

イ

　　

37.4

　

忿乙7

　　

Sj

　　

26.0

　

忿忿.4

　　　

3.6,

　　

26.0

　　

…

　　　

…

　　　

…

　　

33.1

　

忿∂ｊ

　　

＆∂

　　

30.0

　

釘4

　　　

J

］

　　

25

］

　

四.4

　　　

＆j

　　

22.5

　　

30.3

　

25.0

　　

4.j

　　

29.0

　

U.S

　　　

j.∂

　　

28.5

　

20.2

　　　

2.s

　　

23.0

　　

31.0

　

部J

　　

4.θ

　　

30.8

　

糾.∂

　　　

4.θ

　　

28.6

　

jﾀ.S

　　　

忿.7

　　

22.5

　　

30.6

　

忿＆∂

　　

j.9

　　

30.6

　

25.5

　　

4j

　　

29.6

　

鯉.忿

　　

名.7

　　

24.0

　　

32.1

　

26.0

　　

＆7

　　

29.7

　

忿5.4

　　　

4.j

　　

29.6

　

叙.θ

　　　

S.7

　　

23.7

　　

33.4

　

邱j

　　

j.7

　　

29.8

　

邱J

　　　

4J

　　

29.5

　

幻.S

　　　

乙7

　　

24.5

　　

35.5

　

助.7

　　

j.7

　　

30.5!

　

糾j

　　　

4j

　　

29.0

　

認.j

　　　

忿.7

　　

2AS

　　

37.5

　

舒.7

　　

j.5

　　

29.2

!

　

留丿

　　　

忿.∂

　　

26.7

　

忿忿丿

　　　

忿.∂

　　

24.9

　　

40.8

　

f4

　　

4j

　　

31.5

　

加丿

　　

忿.9

　　

29.0

　

鯉.忿

　　

2.7

　　

23.9

　　

41.8

　

舒.∂

　　

j.5

　　

29.1

　

舒４

　　　

忿.7

　　

28.1

　

忿jj

　　　

2.5

　　

24.3

　　

39.2

　

訂.∂

　　

j.∂

　　

29.4 2!,.7　　　口.7　　27.5　忿jJ　　　忿.∂　　24.4

　　

36.6

　

26.8

　　

4.θ･

　

30.8

　

25.1

　　　

忿.7･

　

27.8

　

釘丿

　　　

忿.5

　　

23.6

　　

34.7

　

貯.名

　　

4.2

　　

31.3

　

邱.θ

　　

∂.θ

　　

28.1

　

釘.4

　　

j.7

　　

23.0

　　

36.9

　

27.1

　　

4J

　　

31.3

　

忿∂.忿

　　　

j.∂

　　

27.8

　

25.5

　　　

θ.5

　　

23.9

炭及び石油対策特別会計分並びに電源開発促進対策特別会計分)及び印紙収入の
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その１

　

交付の状況

第22表地 方 譲 与

　

区

　　　　　

分

　　　

ぺ

．

;

（

≒；ド

|

　

;

ふ

地方道路譲与税

　　　　　

122 566　　　　1 1 095　　　　133 661

石油ガス譲与税

　　　　　

10694　　　　　1 768　　　　12 463

特別とん譲与税

　　　　　　　

183

　　　　　

8 998　　　　　9 181

自動車重量譲与税

　　　　　　　

－

　　　　

64 303　　　　64 303

航空機燃料譲与税

　　　　　　　

271

　　　　　

2 672　　　　　2 943
．

　

合

　　　　

計

　　　　　　　

133 715　　　　　88 838　　　　222 552

1

その２

　

収入超過団体に対する譲与制限の状況

　　　　　　　　　　　　　

１

　　

あ

　　　　

ん

　　　

分

　　　

額

　　

区

　　　　　

分

　　　

１

　

道路の延長分

　

｜

　

道路の面積分

　

｜

　　

計（Ａ）

収

　

入

　

超

　

過

　

団

　

体

　

東

　　　

京

　　　　

都

　　　　　　　

4 406　　　　　　3 735　　　　　　8 141

　

神

　　

奈

　　

川

　　

県

　　　　　　　

1 019　　　　　　1080　　　　　　2 099

　

愛

　　　

知

　　　

県

　　　　　　　

2 023　　　　　　020　　　　　　3 743

　

大

　　　　

阪

　　　　

府

　　　　　　　

1 697　　　　　　072　　　　　　3 469

　　

小

　　　　　

計

　　　　　　　

9 145　　　　　8 307 17 452

その他道府県及び大都市

　

|

　　　　　

57 678　　　　　　58 517　　　　　116 195

　

合

　　　　　　

計

　　　　　　

66 823　　　　　66 824　　　　133 647

叫１

　

地方道路譲与税は、毎年４月１日現在における都道府県及び大都市の区域

　　

国道及び都道府県道の延長をあん分して譲与される。

　

この揚合、地方道路

、れぞれあん分する。

　　　　　　　　

‘‾゛

　

２

　

収入超過団体は、前年度の基準財政収入額が基準財政需要額を超える団

　　

ん分によって算定した額の３分の２に相当する額を超える場合は、当該３

　　

て譲与された地方道路譲与税の額に政令で定める率を乗じて得た額を超え
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税 の 状 況

(単位

　

百万円・％)

　　　　　

昭

　　

和

　　

48

　　

年

　　

度

　　　　　

｜

　

比

　　　　　　

較

　　

｜

都道府県｜市回I

　

（

　

計（Ｂ）

　　

順１剔翫流劃

　　　　

109 891　　　　　　10 040　　　　　1 19 931　　　　13 730　　　　　11み

　　　　　

11 359　　　　　　1 796　　　　　　13 155　　　－　692　　　－　5.5

　　　　　　

171

　　　　　　

8050

　　　　　　

8 221　　　　　960　　　　　11.７

　　　　　　　

－

　　　　　　

36 391　　　　　　36 391　　　　27 912　　　　　76.7

　　　　　　

185

　　　　　　

1 775　　　　　　1 960　　　　　983　　　　　50.2

　　　　

121 606　　　　　58 052　　　　　1 79 658　　　　42 894　　　　　23.9

(単位

　

百万円)

控

　　

除

　　

額l再

　

譲

　

与

　

巾論゛各条昌

　

地方道路譲与税

　　　

(Ｂ)

　　　　　　　

(Ｃ)

　　　　　　　

(Ｄ)

　　　　

i

　

(A)-(B)刊Ｃ卜(Ｄ)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

i

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

i

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

｜

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

｜

　　　　　

7 266　　　　　　　　－　　　　　　　　－1　　　　　　　　875

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1

　　　　　

1 583　　　　　　－　　　　　　－ j　　　　　　516

　　　　　

2 560　　　　　　　－　　　　　　　－ 1　　　　　　　1 183

　　　　　

2 921　　　　　　　　－　　　　　　　　－!　　　　　　　　548

　　　　　

14 330　　　　　　－　　　　　　－j　　　　　　3122

　　　　　　

－

　　　　　　　

14 330　　　　　　　　　14　　　　　　　130539

　　　　　

14 330　　　　　　14 330　　　　　　　14　　　　　　133 661

(大都市を包括する道府県においては当該大都市を除いた区域)内に存する一般

譲与税の額の２分の１の額を道路の延長で、他の２分の１の額を道路の面積でそ

休であり、その控除額は、その超える額の10分の２に相当する額(この額があ

分の２に相当する額)を控除した金額とし、当該金額が当該年度の前年度分とし

る時は当該金額から更にその超える金額を控除した金額とする。
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その１

　

配分状況

第23表

　

地 方

　　

交 付

　　　　　　　　　　　　　　　　

昭

　　　　

和

　　　　

49

　　　　　

年

　

区

　　　　　　

分

　　　

普

　

通

　

交

　

付

　

税

　　　　

特

　

別

　

交

　

付

　

税

　　　　　　　　　　

タ

　

４

　

（構成丿七

し

　

ｌ

　

（構成

釧

都

　

道

　

府

　

県

　　　　

2 097 502　　　認.θ　　　　　73 137　　　郎丿

市

　　

町

　　

村

　　　　

1 858 421　　　拡θ　　　　169 627　　　卯.μ

　

大

　　

都

　　

市

　　　　　

178 567　　　μ　　　　　8 871　　　j.7

　

都

　　　　　

市

　　　　　

715 462　　　18.1　　　　　75 803　　　むＪ

　

町

　　　　　

村

　　　　　

964 391　　　糾.4　　　　　84 953　　　巧ｊ・

　

合

　　　　　

計

　　　　　　

3 955 923　　　100.0　　　　　242 764　　　100.0

叫

　

昭和49年４月２日以降昭和50年３月31日までに合併が行われた団体につ

　

に区分されている。以下、第23表において同じ。

その２

　

算定基礎

　　　　　　　　　　　　　　　　　

昭

　　　

和

　　　

49

　　　　

年

　

“

　　　　　

゛

｜

　

当

　　

お

　

1

　

11

　　

IE

国

　　

税

　　

三

　　

税固

　　　　

10 572 000　　　　　　　　1610000

　　

所

　　　　

得

　　　　

税

　　　　　　

4 759 000　　　　　　783 000

　　

法

　　　　

人

　　　　

税

　　　　　　

4 928 000　　　　　　827 000

　　

酒

　　　　　　　　　　

税

　　　　　　　

885 000　　　　　　　　－

　　　

固

　

×

　

32.0%

　　　　　　　　　　

3 383 040　　　　　　515 200

精

　　　　　

算

　　　　　

分

　　　　　　

167 207　　　　　　269 090
過

　

年

　

度

　

特

　

例

　

措

　

置

　

分

　　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　

－

49

　

年

　

度

　

特

　

例

　

措

　

置

　

分

　　　

－

　　

167 960　　　　　　　　　　－

臨時沖繩特別交付金

　　　　　　

32 100　　　　　　　　　　－

　

小

　　　　　　

計倒

　　　　

3 414 387 784 290

借

　　　　　

入

　　　　　

金（Ｃ）

　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　

－

返

　　　　　

還

　　　　　

金（Ｄ）

　　　　　　　　　

10

　　　　　　　　　

－

　

合

　

計但）刊Ｃ）十叫

　　

同

　　　　

3 414 397　　　　784 290
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税 の

　

度

一

　　

計

交

　

付

　

額固

2 170 639

2 028 048

　

187 438

　

791 265

1 049 344

4198 687

状

　　　

況

構成比

Ｗ
Ｊ
一
一
’

　

卵
心
四

交

昭

　

和

　

48

地

　

方

　

交

　

付

　

額(Ｂ)

1 568 470

1 563 378

　

1２7 186

　

616 043

　

820 149

3131848

年

　

度

付

　

税

構成比

心
″

　

‥
｛
一
一
心
四

(単位

　

百万円・％)

　

比

一

増

　

減

収-(B)

額

(Ｃ)

602 169

４64 670

　

60 252

　

175 222

　

229 195

1 066 839

　　

較

増

　

滅

　

率

(Ｃ)/(Ｂ)×100

3８４

２９.7

h7Jf

忿＆４

２７.9

34.1

いては、普通交付税は合併前のそれぞれの市町村に、特別交付税は合併後の市町村

(単位

　

百万円・％)

　

度

　　　　　　　　

昭

　

和

　

48

　　

年

　

度

　　　

比

　　　　　

較

　

ｌ

最ａ（

う

当

　　　

（最４（b

）

漂湧馴‰乳（

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

｜

　　

12 182 000　　　　8 506 900　　　　9 831 900　　　2 350 100　　　　　23j x

　　　

5 542 000　　　　4 241 900　　　　4 796 900　　　745 100　　　　　15j

　　　

5 755000　　　　3 538 400　　　　4 243 400　　　1 511 600　　　　　j瓦∂1

　　　

885000

　　　　　

726 600　　　　　791 600　　　　93 400　　　　　11､8

　　　

3 898 240　　　　2 722 208　　　　3 146 208　　　752 032　　　　　2j.ﾀ

　　　

436 297　　　　　　28 940　　　　　　28 940　　　407 357　　　　im.6

　　　　　　

－

　　　　　

30 000　　　　　30 000　、　30 000　　　　皆減

△

　　

167 960　　　　　　－　　　　　　－　^ 167 960　　　　　－

　　　　

32 100　　　　38 800　　　　38 800　4　　6 700　－　17^

l

　　

4 198 677　　　　2 819 948　　　　3 243 948　　　954 729　　　　四.勺

　　　　　　

－

　　　　

95 000　　　　　－　　　　－　　　　－i

　　　　　　

10

　

－

　　　

7 500　　ム　　112 100　　　112 no　　　　　　－！

　　

4198 687

1　　　2

907 448　　　　3 131 848　　1 066 839　　　　　34.リ
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第23表地

その３

　

普通交付税算定状況（昭和49年度）

方

　　

交 付

ｌ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

基

　

準

　

財

　

政

　

需

　

要

　

額
｜区

　　　　　　　

分

　　

1

　

財源不足団体

　

|財源超過団体|

　　　

計

|都

　　　

道

　　　

府

　　　

県

　　　　

4 010 664　　　　1 251 147　　　　5 261 811
1市

ヵ

　

％

　

幇

　

ツぽ

　

詣ご

　

謡ぼ

　

蒋

　　　

肖

　

回昌

　

1溜

　

順次

　

合

　　　　　　　　　　

計

　　　　　

7 999 826　　　　1 893 080　　　　9 892 906

㈱１

　

市町村分については、一般算定団体と合併算定替団体とを単純に合算した

　　

２

　

特別区については、地方交付税法第21条(都等の特例)の規定に基づき東

　　

体として算入した。

その４

　

基準財政需要額及び基準財政収入額の状況

Ｊ

　　　　

Ｉ

　　

昭

　　

和

　　

49

　　

年

　　

度

　　　　

｜

　

昭

　　

和
！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

________.______.__
l

　

区

　　　　

分

　

|基準財政’基準財政ﾄﾋ

　　

率

　

基準財政
1

回囃

雌し絨j
（３）尚

|

’j

し≒祚疆温ぷ臨し

_．

劉端濃

その５

　

交付・不交付団体の状況

l

　　　　　　　　　

ｓ

　

l=1

　

49

　　　

年

　　

度

　

区

　　　　　　　

分

　　

ﾄ

∧ニ‥

　

。

　　　　　　　　

ｉ

　　　　　

ｉ
≒ｌぐヨゾヨ孔シそ窓

ノ

　　　　　

片恋

　

ヨ

　　

則五山靴説

㈱１

　

２

都道府県の不交付団体は、東京都、神奈川県、愛知県及び大阪府である。

特別区は不交付団体として大都市に含めた(23区を１団体としている。)。
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税 の 状

基準財政収入額

1 913 161

2 130 742

　

539 093

1 203 158

　

388 490
4 043903

1 374 677

　

632 058

　

408 641

　

202 693

　　

20 724
2 006 736

況（つづき）

　

ａ．

　

副

-

3 287 839

2 762 800

　

947 735

1 405 851

　

409 215

6 050 639

財
超

４

ａ

　　

源ｌ財

過額；不足

123 530

　　

9 874

　

52 223

　

35 968

　　

6 381

113 656

源

額

(単位

　

百万円)

普

　　　

通

交付税額

2 097 502

1 858 421

　

178 567

　

715 462

　

96４ 3９1

3 955 923

2 097 502
1 858 421

　

178 567

　

715 462

　

964 391
3 955923

ものである。

京都と合算した場合、財源超過となるので、単独では財源不足となるが財源超過団

(単位

　

百万円・％)

　　

48

　　

や

　

ｌ

　

ｌ

　　　

it

　　　　　　

ｅ

　　　

ｌ

一一一

　

基準財政ﾚﾋ

　

率

　　

基準財政需要額

　

｜

　

基準財政収入額

　

ｉ

　

トa

)
馴回,)回,図嘲訓(J(故io j■頷IJ昌男

o

　　

2 577 941　　　邸ｊ
！　　I

363 938 1　　　お.0　　　　709 898　　　　忿7J

　　

2 013 123　　認j
l　　l

171 690　　　認.F　　749 677　　　S7S,

　　

718 386　　　む.4　　　295 714　　　お.L　　　229 349　　　訂.!?

　　

l 015 109　　　9.∂　　　542 186　　　お･引　　　390 742 i　　　認.5

　　

279 628　　　27j　　　333 789　　　μ.j ・　　129 587 I　　　郭.j

　　

4 591 064　　　62.4 1　　2 535 628　　　　34川　　1 459 575 1 31.8

(単位

　

％)

　　　

昭

　　

和

　　

48

　　　

年

　　

度

　　　　　　　

比

　　　　　　　

較

　　　　　　　　

１

　　　　　　　

１

　　　　　　　　　

交

　　　

付

　

｜

　

不

　

交

　

付

交

　　　　

付

　

｜不

　

交

　

付

　　　　

計

　　　　　　　　

！

　　　　　　　　　　　　　　　　

増減数|増滅率1増減数|増減率

　

43

　　

釘.5

　　　

4

　　

＆５!

　　

47

　

100.0

　　

－

　　

－

　　

－

　　

－
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497 725　　　　100　　　部j　　　43 939　　　　1001

　　　　

43

　　　　　　

1 515 510　　　304　　　糾.s　　　72 193　　　164
1

　　　　

44

　　　　　

1

　

1 854 498　　　373　　　麗.4　　　81 369　　　　185
・

　　　

45

　　　　

；

　

2 265 873　　　　455　　　99 9　　　　94 953　　　　216

　　　

46

　　　　　

｜

　

2 461 479　　　　495 &.∂　　　103930　　　　237

　　　

47

　　　　

1

　

2 871 268　　　　577 .　　16.6　　　110 817　　　　252

　　　

48

　　　　

i

　

3 801 344　　　　764　　　甜4　　　121 606　　　　277

J

49

　　　　　

1

　

4 650 348　　　　934　　　忿忿Ｊ　　　133 715　　　　304

　　　　　　

1
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税

　

与

　

税

　

付

　

税
税交付金
一般財源）

の

　

財

　

源

Ｉ

　　　　　　　　　　　　　　

Ｉ

　　　　　　　　　

。

　　　　　　　　

，’

　　　　　　　　

１

｜

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

－

－

－

・



源

　

額
一
年

源

度

の

剽
元
召

100.0

の

状

増

推

比
一
派

　

49 410

　　

1 263

　　　

－

　　

1 576

　

52 ２４9

115 349

167 598

況（つづき）

移

額

鸞
石
昌
ｍ

(単位

　

百万円・％)

　　

較

増

　

滅

　

率

舘.5
μ４

　

－
＆
Ｓ
ｊ

　

２

　

・
・
・

　
　

・

郡
部
μ

　

3
6

前年度増滅率

1２.１

　

５Ｊ

　

－

ｊ
Ｊ
Ｊ

　

ｏ
心

む
″
一
訂

　

2
4

(単位

　

百万円・％)

　

税

　　　　　　　

地

　

方

　

交

　

付

　

税

　　　　　　　

合

　　　　　　　

計
罰霧

卜

算・）数端VI

氷

算・）・滝Ｖ菜

　　　

邱ぶ

　　　

401 704　　　　100　　　四.忿　　1 353 628　　　　100　　　糾.θ

　　　

巧ｊ

　　

□25 508　　　　280　　　瑠.∂　　3 785 222　　　　280　　　却.j

　　　

μ.ﾀ

　　

1 460 845　　　　364　　　即J　　4 644 089　　　　343　　　麗.7

　　　

16^

　　

1 798 248　　　　448　　　留j　　5 657 603　　　　418　　　むJ

　　　

j瓦7

　　

2 101 423　　　　523　　　μ.ﾀ　　6 462 940　　　　477　　　μ.忿

　　　

釦J

　　

2 552 995　　　　636　　　鯉.5　　7 721 391　　　　570　　　19.５

　　　　

∂.∂

　　

3 131 848　　　　780　　　麗.7　　9 802 793　　　　724　　　27.0

　　　

幻.∂

　　

4 198 687　　　1 045　　　31t.l　　12 658 743　　　　935　　　四.j

(単位

　

百万円・％)

　

税

　　　　　　　

地

　

方

　

交

　

付

　

税

　　　　　　　　

合

　　　　　　　

計
扇昌

万

算（ｍ（鸚四

拓

算ｇ）ｌ滝Ｖ菜

　　

25.71

　

267 744 100
!　　邱ぶ　　809

408
1

100　　　討J

　　

j4.ﾀ

　　

683 741　　　255 j 15^　　2 271 444 1　　　281 20.5

　　

2

U

　

・993

ﾔ

　

31，

　

れ

巾

2 765 8oい　342　むヤ

　　

16.7

　　　

963 166　　　　360　　　j∂j　　3 323 992　　　　411　　　勿.2

　　

∂.5

　　

1 096 770　　　　410　　　瑠.9　　3 662 179　　　　452　　　却.忿

　　

∂.∂

　　

1 329 616　　　　49U　　　忿jJ　　4 31 1 701　　　　533　　　17.7

　　

乱7

　　

1 568 470

j　　　586　　　瑠.θj　5

491420　　　　678

j　　口乙4j

　　

加.θ

　　

2 170 639　　　　81ﾘ　　　認.4　　6 954 702　　　　859　　　郭.∂

－245－

１

｜



その３

　

市

　

町

　

村

第25表一 般 財

　　　　　　　

地

　　　

方

　　　

税

　　　　　

地

　

方

　

譲

　

与

　

税
ｇ

　

゛

し

１=ｇ）削l警菜

し

ｘ額）（jl蟹革

昭和36年度

　　　　

408 750　　100　　16.9　　　　　1 510　　100　　留.∂

　　

43

　　　　　　

1 064 617　　　260　　μ.5　　　　　7 394　　　490　　μ.9

　　

44

　　　　　

1 235 681　　302　　μ.j　　　　11 696　　775　　邱.S

　　

45

　　　　　

1 484 795　　363　　加.忿　　　　13 734　　910　　17λ

　　

46

　　　　　　

1 774 267　　　434　　四.5　　　　21 840　　1 446　　卯.θ

　　

47

　　　　　　

2 133 214　　　522　　釦.忿　　　　53 097　　3 516　　jμj

　　

48

　　　　　　

2 689 943　　　658　　26.1　　　　　58 052　　3 845　　　∂j

　　

49

　　　　　　

3 587 156　　　878　　お.4　　　　　88 838　　5 883　　認.θ

　　　　　

，

　

｜

　　　　　　　

娯楽施設利用税交付金

　　　　　

自動車取得税交付金

゛

　

゛

ﾄ

ｓｇ）りs蟹肇

し

ｓ額卜数 iiri

昭和36年度

　　　　　　

一

　　　

一

　　　

－

　　　　　　

一

　　　

一

　　　

－

　　

43

　　　　　　　

1 454　　　－　　11^　　　　28 808　　　－　　皆増
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源 の 推 移（つづき）

(単位

　

百万円・％)

　　　

地

　

方

　

交

　

付

　

税

　　

１

　　

軽油引取税交付金

ａ・剛ｍ

　

数個Ｖ菜）算額）

　

数ＩＶ肇

　　　

133 960　　　　　100　　　　su.%　　　　1501　　　　　100　　　　58.0

　　　

441 767　　　　　330　　　　2-4.S　　　　9 158　　　　　610　　　　%0.0

　　　

630 911　　　　　471　　　　剱J　　　　10 901　　　　　726　　　　四.θ

　　　

835 082　　　　　623　　　　52.-4　　　　12 321　　　　　821　　　　　む.θ

　　

I 004 654　　　　　750　　　　20.5　　　　13 306　　　　　886　　　　　＆θ

　　

1 223 379　　　　　913　　　　釘j　　　　16 789　　　　1 119　　　　口∂J

　　

1 563 378　　　　1 167　　　　忿7.∂　　　　19 461　　　　1 297　　　　151?

　　

2 028 047　　　　1 514　　　　29.7　　　　18 921　　　　I 261　　　ム　瓦∂

ａｘｇ）

　

数個"≪*!

　

545 721

1 553 198

1 939 663

2401 162

2870804

3495339

4 414 985

5 842 622

0
5
5
0
6

　
　

9
1

0
8
5

　
　

2
4
0
0
7

1
2
3
4

4
5
6
8
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

１

2０.8

19j

肪.９

留j

19.6

21』

２6ｊ

８２ｊ
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その１

　

都道府県
第26表

　

昭和49年度一般財源の

グレ

　　　　　　　

地

　

方

　

税

　　

地方交付税

　　

一般財源

　

プ陥ト

　

り

能ぱ１入構ｎ

縦

凌歳入構n

l

能謳歳入m^it

　　

愛知県’49 600　　5忿ｊ　　－　　　－　49 864　　認.7

　　

神奈川県

　

38 885　　　仙S　　　－　　　－　38 991　　　4.∂
A

I

大

　

阪

　

府

　　

57 189　　　59.0　　　　－　　　　－　　57 292　　　59.1

　　

（平

　　

均）

　

49 305　　　弧∂　　　－　　　　－　　49 456　　　鼠打

　　

静

　

岡

　

県

　

41 440　　　μJ　　7 082　　　7.忿　49 752　　　卯丿

　　

京

　

都

　

府

　

38 013　　　μ.∂　　8 195　　　ﾀ.4　47 010　　　5恥忿

　　

埼

　

玉

　

県

　

29 480　　　μ.S　　7 221　　　却.2　37 573　　　邱丿

　　

兵庫県

　

36 871　　即.S　9 777　　却.∂　47 592　　紘4・

　　

千

　

葉

　

県

　

30717

　　　

S7.1

　　

9 391　　　11^　41 047　　　卯.5

　　

広

　

島

　

県

　

39 571　　　邱4　　12 182　　　11.2　53 254　　　4り

　　

福

　

岡

　

県

　

31 772　　　4.θ　18 306　　　却.∂　50 804　　　私4

　　

栃

　

木

　

県

　

33 405　　　即j　22 413　　　釦.忿　57 389　　　むｊ・Ｂ

　

岡

　

山

　

県

　

36 308　　　認.7　21 339　　　μ.ﾀ　59 515　　　47j

　　

群

　

馬

　

県

　

30 785　　　即.j　21 208　　　加.j　　53 424　　　釦丿

　　

茨

　

城

　

県

　

30 668　　　忿乙忿　20 910　　　18.5　53 014　　　47.θ

　　

岐阜県

　

32 890　　認.7　23 758　　釦.7　58 750　　51j・

　　

三重県

　

33 71（　　2M　23 863　　却.∂　59 449　　卯丿

　　

滋賀県

　

36 669　　邱j　29 016　　却.j　67 425　　4μ’

　　

山

　

口

　

県

　

36 588　　　認.j　26 731　　　加.7　65 148　　　皿4

　　

（平

　　

均）

　　

34 323 μ.5　14 762　　　μ.∂　50 314　　　卯.∂

　　

宮

　

城

　

県

　

31 051　　　留.&　26017　　　4.j　　58 561　　　拓了

　　

香

　

川

　

県

　

34 016　　　郎j　29 436　　　認.忿　64 931　　　51.2・

　　

石

　

川

　

県

　

35 204 μ.7　32 575　　　麗.ﾀ　69 626　　　μ.∂

　　

長

　

野

　

県

　

30 595 4.∂　30 064　　　4.5　62 552　　　5θ.ﾀ
Ｃ

　

富

　

山

　

県

　

35 987　　　舒.巳　34 563　　　恥2　72 626　　　皿ﾀ

　　

北海道

　

29 037 S.t.3　　31 418　　　郷.j　　62 731 μ.忿

　　

和歌山県

　

27 516　　　釦.4　37 735　　　忿り　670ｼﾌ　　　卯.∂

　

|

奈

　

良

　

県

　　

2355

U

　　　

豹.7

　　

31 587　　　名7.∂　　56 592　　　細ｊ，

　　

（平

　　

均）

　　

30 301　　　　23.9　　31 185　　　　μ.∂　　63 413 50.0

　　　　　　　　　　　　

一一一（注）１

　

グループの分類については、図表「第21図その１」を参照すること．

　　

２げ賢兄ぱ乱％瓢％悶悶頷ｙヽ”ﾆ｀゛゛）’ち４９゛゛９”゛

　

ごj地方税の頷は、娯楽施設利用税交付金、自動車取得税交付金、軽油引取税交付金及び特別区財政調

　　

４人口１人当たり額は、昭和恥年３月31日現在住民基本台帳人口で除したものである．以下第26唐に

その２

　

市

　

町

　

村

　

（1）類型区分の状況

　　

ア

　

都

　　　

市

　　　

産業構造

　　

70 96 iU上し

　　　

類

　

型

　　　

?ﾄﾞﾔ目P后嘱17R次4惚果次4o驚ぶ5o％未m

:jﾉｹﾌﾞTﾉｽ］

二千‾ニ））ニマ

3o（ｽjjEjt満人未満

　

0

　

0-5

　

0-4

　

0-3

　

0-2

　

0-1

　　

※

％ｎ§ゴ溜

　

円二目ニに川二川ぐ

　

｛§’

80000

　

~130 000 m　l-5　Ⅲ-４　Ⅲ-3　　※　　　※　　　※
撚鵬驚器

o

ゴロ

jﾔ

　

ｊ

　

ｊ

幄｝Ｏ?O介県産業構造は昭ぶ45脳a

J

によ姿

　

※

　　　

※

　　　

※

　　　

※

　

ｊ

　

２※印は該当の都市又は町村がない。
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人口１人当たり額の状況
(単位

　

円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一一
一

　　　　　　　

地

　

方

　

税

　　

地方交付税

　　

一般財源昌卜

　

川

能凌歳入ｕ

心

肺いt入構えﾋ

示

偏ja入構

い

　　

福

　

井

　

県

　

§1 784 1　　召.ﾀ　44 322　　　邱.4　78 423 仏列

　　

愛媛県1

　

26 148　　逗.∂　34 477　　認.5　62 326　　M.5

　　

新

　

潟

　

県

　

28 398　　　加.S　35 679　　　部.忿　66 006　　　卵.ふ
Ｄ

　

福

　

島

　

県

　

22 909　　　17.7　39 214　　　釦.j　64 527　　　卯丿

　　

大

　

分

　

県

　

23 819　　　j∂j　42 837　　　認.9　68 851　　　μ.5

　　

|

山

　

梨

　

県

　　

25 737　　　17.1　　46 071　　　郎.7　　73 555　　　卯.θ

　　

（平

　　

均）

　

26 174　　　jﾀ.θ　　39 008　　　認.j　　67 236　　　μ.∂

　　

熊

　

本

　

県

　　

19 667　　　μ.j　39 995　　　即j　　61 635　　　μｊ

　　

長

　

崎

　

県

　　

19 082　　　弘θ　41 993　　　釦.8　62 456　　　45J

　　

宮

　

崎

　

県

　

21 373　　　μ.7　46 923　　　卵.2　70 497　　　μ.4

　　

徳

　

島

　

県

　

22 906　　　お.∂　50 752　　　釦.5　75 876　　　4£∂

　　

高知県i

　

22 367　　　jj.ﾀ　57 036　　　釦.4　82 482　　μ.θ

　　

山形県20 435 1　　μj　49 236　　お.4　71 982　　　　μｊ

　　

青森県｜

　

17 910 む.j　44 723　　　お.忿　64 s56

1　　ふ７.9

1E

　

佐賀県‘

　

20 509 1 13.1　50 764　　　涯.4　72 861　　　郭.5i

　　

鳥取県i

　

24 699 i　　認.ﾀ　60 309　　認.5　87 836　　仏4

｜

　　

鹿児島県｜

　

17 636 ， 12.6　47 430　　　お.∂　67 335　　　μ.j
l

　　

岩手県；

　

18 966 13.2　　50･160　　　　Si.9　　71659　　　卯.ﾀ

｜

　　

秋田県1

　

19 723　　12.7　50 044　　認.ﾀ　71 891　　4叫
｜

　　

島根県；

　

22 174　　10.0　61 237　　訂.∂　86 670　　邱ｊ

　　

（平

　　

均）｜

　

20 011　　　お.忿　48 408　　　jj.ﾀ　ﾌ0 615　　　μ.4
F

　

東京都1

　

89 538
1　　醇゜引　　‾　　　‾

89 699　　　63J
|

総平嗇京都を含1

　

39 600

！

34.2　　19 309　　　16.7　60 122　　　51.91

゛

|特尚引

33 849　　　30.0　　21 533　　　19.1　　56 716　　　50.3
1

G

　

沖縄県1

　

16 528 1　　m4　46 072　　仙5　63 018　　h7.2
一一

相当額が含まれていることにより及び沖縄県については、昭和47年度の会計年度が他団体と異なることによ

整交付令として市町村及び特別区に交付する額を除いたものである。
おいて同じ。

　　　

イ

　

町

　　

村

　　　

産業構造

　

’I1次、Ⅲ次U次、Ⅲ次I1次、Ⅲ次I1次､Ⅲ次n次ヽⅢ次ヶ］く

）

ﾃﾞﾉﾐT

･､回上

市

談鸚図鸚図録10％未満

　

人

　　

口
゛

　　

・

　

｜

　

３

　　　　　

２

　　　

１

　

１

　

１マ

　

3（ｽﾞkyご満人未満

　

０

　

０－４

　

０－３

　

０－２

　

０－１

　　

※

　

ぼ二ぼ川二旧二川二川二l｛§

　

8 000　～13000　　|Ⅲ　m－4　m－3　Ⅲ－２　Ⅲ－1　　※

　

ば昌二混レW仁１仁１仁1‰1｛§

　

23 000　～28 000 VI VI - 4　＼l - 3　VI - 2　　※　　※

　

函気心33 000 ｜隷二1≒3≒2　1§　　UI
、
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（2）都 市

第26表

　

昭和49年度一般財源

　　　　　　　　

(単位

　

円・％)

　　　　　　　

地

　

方

　

税

　

｜

　

地方交付税

　　

一般財源

゜

　　　

（

禦論順ａ副超論ｌｉ

ｊ

能岫

　

霖ａ迄

Ｉ

　

一

　

1

　　　

13 773 13£　　40 650　　　即.7　　56 500　　　55^

I

　

－

　

2

　　

21 916　　　詔.9　　26 524　　　認j　　50 196　　　5U.7

1

　

－

　

3

　　

21 073　　　麗.9　　26 747　　　即j　　49 426　　　認.7

1

　

－

　

4

　　

30 721　　　　お4　　17001 j＆5　　49 539　　　55.5

I

　

－

　

5

　　

2S 650 27.6　　　22546　　　　忿4.S　　50049　　　　5S3

11

　

－ 2　　　21228 麗.∂　　23963　　　諮.9　　46 615　　　卯４

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

｜
Ⅱ

　

－

　

3

　　　

21097　　　訂.θ　　26590　　　訂.5　　49 564　　　認.釘

n

　

－

　

4

　　　

31 625　　　S7A　　12 146　　　μ4　　45 569　　　詔.9

U

　

－

　

5

　　　

29719 む.ﾀ　　16 921　　　j＆忿　　48434　　　52.0・

Ⅲ

　

－

　

3

　　　

18 938　　　j∂j　　26 356　　　部.S　　47 323　　　47j

Ⅲ

　

－

　

4

　　　

30 455　　　j4　　11 646　　　13^　　43 893　　　卯.∂

Ⅲ

　

－

　

5

　　

32 691　　　認.ﾀ　　11 735　　　μ.ひ　　45895　　　仙∂

w

　

－

　

4

　　

28 457　　　鉱忿　　9 023　　　加.s　　39 257　　　47j

IV

　

－

　

5

　　　

36 831　　　払∂　　8 2･18　　　∂J　　46 522　　　銘.5

V

　

－

　

5

　　　

35 541 銘.9　　　8128　　　　＆∂　　45187　　　4∂４

細一般財源には、国有提供施設等所在市町村助成交付金を含む．以下、（8）町村細一般財源には、国有提供施設等所在市町村助成交付金を含む。

　　

において同じ。
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の人口１人当なり額の状況（つづき）

　

（3）町

　

村 (単位

　

円・％)

　　　　　　　

地

　

方

　

税

　　

地方交付税

　　

一般財源
類

　　

型

　

|

人口１人

　

歳

　　

入

|

人口１人

　

歳

　　

入

　

人口１人

　

歳

　　

入

　　　　　　

当たり額|構成比

　

当たり額|構成比

　

当たり額|構成比

I

　

－

　

1

　　　

1o469　　　叫　　76 216
1　　μj　　89

973　　　仙∂

I

　

－

　

2

　　　

13 607　　　7.9 70 818 如.9　　88 051　　　卯.ﾀ

I

　

－

　

3

　　　

16 239　　　11.2　　58 910　　　拡∂　　77 530　　　醇4

1

　

－

　

4

　　

2o 989　　　1S.6　　65 204　　　μJ　　87 983　　　弘θ

n

　

－

　

1

　　　

U 687　　　＆ﾀ　　56 415　　　μ.∂　　71627　　　仙4

11

　

－

　

2

　　　

14 286　　　払θ　　53 877　　　4j.5　　7o 759　　　励.5

11

　

－

　

3

　　　

16 768　　　比7　　47 753　　　卯j　　67 044　　　5i.9
n

　

－

　

4

　　

21 109　　　17.7　　39 677　　　お.j　　62 954　　　52^

Ⅲ

　

－

　

1

　　　

10 286　　　∂j　　52 943　　　μ.j　　65 739　　　卯.7

Ⅲ

　

－

　

2

　　　

12 927　　　ｕ.7　　45 762　　　μｊ　　61 124　　　55^

Ⅲ

　

－

　

3

　　　

20 690　　　却.θ　　34875　　　渥j　　57 832　　　9.2

Ⅲ

　

－

　

4

　　　

26 712　　　4J　　26 711　　　郷J　　55 466　　　印J

IV

　

－

　

1

　　　

8 658　　　∂.7　　43 417　　　μ.5　　54 010　　　60.4

1V

　

－

　

2

　　　

13 699　　　μ.θ　　4o323　　　払∂　　56 646　　　認.θ

IV

　

－

　

3

　　　

18222　　　釦.∂　　29265　　　認j　　49 602　　　河.5

IV

　

－

　

4

　　　

27 223　　　27.S　　22 441　　　麗j　　51 445　　　仙∂

Ｖ－

　

１

　　　

－

　　　

一

　　　

一

　　　

一

　　　

一

　　　

一

V

　

－

　

2

　　　

13894　　　16.0　　36 571　　　4応召　　52896　　　61.1
Ｖ

　

－

　

3

　　　

18203　　　釘.5　　29 001 翁ｊ　　49 443　　　認.5

V

　

－

　

４

　　　

31 192　　　渥.s　　19 563　　　加.∂　　53130　　　M.∂

yi

　

－

　

1

　　　　

一

　　　　

一

　　　　

－

　　　　

一

　　　　

一

　　　　

一

y[

　

－

　

2

　　　

15 299　　　17^　　33 337　　　s＆7　　51 477　　　59.7

VI

　

－

　

3

　　　

18075　　　召叫 28 147 む.7　　　48451　　　　5U.6
yi

　

－

　

4

　　　

26 258　　　訂.S　　17 324　　　釘.θ　　45924　　　55.5

Ⅶ－3

　　

31 232　　巧j　20 695　　留.ﾀ　54 422　　む.4

Ⅶ－4

　　

18 712　　召叫　21 637　　ぶ如　42 285　　邸.5
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その１

　

国庫支出金の状況

区

合

分

計

第27表

　

国

-

都

　

道

　

府

　

県

和

1 138 880

　

129 120

　　

60 753

　　

47 312

　　

69 975

　　

23 035

1 378 806

　

222 396

　　

２0 814

　　

４４388

　　　

2 461

　　

41 927

　　　

5 438

　

261 498

3 402 415

″
″
‥
一
一
μ
む
心
麗
一
一
一
一
‥
Ｊ
Ｍ
Ｊ
心
一
一
一

100.0

●

-
市

　　

町

　　

村

　　

11 699

　

332 436

　

147 005

　　

14 447

　　　　　

－

　

155 542

　

657 783

　　

54 425

　　

38 563

　　

31 085

　　　

2211

　　

28 874

　　　

2318

　

128 585

1 573 888

　

県

　　

支

年

　　　

度

純

　　

計

μ
芯
？
ぷ
諮
紹
５
一
一
一
″

100.0

1 150 579

　

461 555

　

2０7 758

　　

61 759

　　

69 975

　

178 577

2 036 589

　

276 821

　　

59 377

　　

75 473

　　　

４ 673

　　

70 800

　　　

7 755

　

390 085

4 976303

｜

　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　

－

　

㈱

　

上記のほか、国有提供施設等所在市町村助成交付金が昭和49年度9 800百万

　

その２

　

公共事業に係る国庫負担の引上額の状況

　　　

（単位

　

百万円）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

後

　

進

　

地

　

域

　

特

　

例

　

制

　

度

　　

区

　　　　　　

分

　　

|

昭和49年度|昭和50年度（見込）|

　

増

　

滅

　

額

　　　　　

補

　

助

　

事

　

業

　　　　　　　

56 656　　　　　　　63 177　　　　　6 521

　

道県

　

直

　

轄事業

　　　　　

26 342　　　　　29 087　　　　2 745

　　　　　　　　　

計

　　　　　　　　　　

82 998　　　　　　　92 264　　　　　9 266

㈱

　

引上額は、事業年度による国庫負担の引上額である。

その８

　

昭和49年度における新産業都市等に対する国の財政援助の状況

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(単位

　

百万円)

　　　　　　　　　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　　　

市

　

町

　

村ヽ

　

区

　　　　　　

分

　　　

ｔヵ

　

（利子補給額

　

|

かさ上げ額

｜

新産・工特特別措置

　　　

（1ぽ2お

　　　　　

13414　　　　　1o 156

産炭ji4回９置

　　　

（ﾂ混

　　　　　

632

　　　　　　　

5 468

龍脳岬ｌ°９１

　

（ヅ次

　　　

1 032　　　　　　　U617

叫１

　

地方債欄の（

　

）書きは、かさ上げ分を内書きしたものである。

　　

２

　

利子補給額は、昭和48年度発行分までに係るものである’。

　　

３

　

かさ上げ額は、昭和48年度事業に係る精算交付額である。
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活

　

保

　

護

　

費

児

　

童

　

保

　

護

　

費

結

　

核

　

医

　

療

　

費

精

　

神

　

衛

　

生

　

費
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護

　

費
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失業対策事業費

委

　　　

託

　　　

金
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他
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政

　

補
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金
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出

　

金

　

の

　

状

　

況

昭

　

和
純

度
額

年4
8
計

　

793 236

　

357 863

　

147 6２5

　　

50 339

　　

48 647

　　

96 022

1 609 26２

　

21２ 66４

　　

50 106

　　

43 7４7
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40 361
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340 011

3 755159

　

２１Ｊ

　

∂.5

　

＆∂

　

jJ

　

1.Ｓ

　

２.6
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1.Ｓ

　

1.2

　

θｊ
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０.2

　

9.θ

100.0

　　　　　　

比

増

　　　

滅

　　　

357 3４3

　　　

103 692

　　　

60 133

　　　

U 420

　　　

21 328

　　　

82 555

　　　

427 327

　　　

64 157

　　　　

9 271

　　　

31 726

　　　　

1 287

　　　

30 ４39
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1 221 144
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額
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Ｖ
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O
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O
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四
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θ
ｊ
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０

　

一
一
一
一
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Ｓ
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５
θ
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θ
忿
θ
４

　

０

　

ｊ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｏ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｌ

(単位

　

百万円・％)

　　　

較

増減率

Ｊ
ｊ
ぶ
Ｉ
。
Ｊ
ｊ
ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ

μ
四
如
麗
μ
甜
認
卯
召
３

38､０

路４

３７.６

μ.7

32.5

心

之

ム

・・

巳
４
Ｓ
θ
７
‘
Ｊ
θ
Ｓ
θ
。
こ
り
７
Ｊ
ｇ

　

一
１
一
Ｉ
Ｓ

　
　

一
ｅ
ｌ
ｅ
一
一

　

一

辺
μ
刀
δ
″
必
一
４
μ
μ
″

　
　
お
り
釘
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12.2

(単位

　

百万円・％)

゛
瓦
麗
謡
心
盲
回
以
ぢ

1
0
0
　
0

円、昭和48年度7310百万円ある。

その４

　

都道府県支出金の状況

　　　　　　　　　　　　　　　　

決算額

　

増減額

　

対前年度

　　　　　　　　

決

　

算

　

額

　　

構成比|構成比

　

増減率
ヒ

　

犬

蓼剔蓼い回ｇ・ト））

唯

ト

1庫財源を伴うも

　

364 3ﾋﾟ273 826　90 524　55.3 55.o＼56J　４.忿　お.j　17.2

　

鬘童保護費負担

　

21 175　14 940　　6 235　J.2　j.θ　j.ﾀ　瓦∂　μ.7　鉛ｊ

・

　

蓄人保護費負担

　

22 968　19 345　　3 623　＆5　S.9＼　2J 154　18.7　μ4.忿

　

苗墓建設事業支

　

165 498　135 940　29 558 諮.j　27.5 18Jt 2k丿　釘.7　おｊ

　

蚤窟復旧事業支
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l

　

委

　

託

　

金

　

26 190　14 128　12 062　抑　忿j1　7.5 ^1.7　854＼ - 84
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1
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！

　

そ
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他
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で誉府県費のみの
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第28表地 方 債
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和
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区
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お
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行

　

目
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一
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公
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事

　

業
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金
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資

　

金

　

運
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簡

　

易

　

保

　

険
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<o)
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そ

　　　

の

　　　

他
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合

　　　　　　　　

計

　　　　

852 898　　100.0　　1 240 763　　100.0

叫 １

２

｢市中銀行｣とは、都市銀行、地方銀行及び長期信用銀行をいう。

｢その他の金融機関｣とは、信託銀行、相互銀行、信用金庫、各種協同組合、

― 254 ―



発 行

　　　

状 況
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度

　　　　　

昭和48年度

　　　

比

　　　　　　　　

較

純

　　

計

　　

額

　

|

　

純

　　

計

　　

額

　　　

増

　　

滅

　　

額

　

lｕ率噌醤
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2 007 099　　100.0　1 704 487　　100.0　　302 612　　100.0　　17.8　　　1.7

　

827 208　　μ.忿　　657 011　　j＆5　　170 197　　56.2　　25.9 ^ 11£

　

526 851　　忿∂Ｊ　　４３４ ７２４　　忿£5　　　92 127　　jθ４　　21^ - 21.ﾀ

　

300 357　　15.0　　222 287　　jj.θ　　　78 070　　25.S　　35J.　　18.0

　　

14 440　　　θ.7　　　11 216　　　θ.7　　　3 224　　　k

　

813 858　　如.5　　719 643　　μ.忿 94 215 訂ｊ　　む4　　　4.忿

　　

84 249　　　4.忿　　　93 611　　　ぶ.5　－　9 362 ^　3.1 ^ 10.0　　j∂4

　　

19 833　　　j.θ　　　13 630　　　θj　　　6 203　　　瓦θ　　μJ　　j乙∂

　　

81 692　　4.j　　　66 999　　　S.∂　　　14 693　　4.9　　忿j.∂　　砧4

　　

47 409　　　忿4　　　42 606　　　乙5　　　4 803　　　£∂　　11^　　詔.θ

　　

93 346　　　4.7　　　68 347　　　4.θ　　　24 999　　　＆ﾀ　　S6.6　　訂j

　　

25 064　　　IS　　　31 424　　　j.9　．　6 360 "　2.1 ^ 20.2　　醇J

2 007 099　　100.0　　1 704 487　　100.0　　302 612　　100.0 1　　17.8　　　1.7

その他金銭の貸付を業とする者で、市中銀行以外の者をいら
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昭

　

和

　

49

　

年

　

度

　

地

　　　　　　　　　　　　　　

計

　　

画

　　

額

　　　　　

許

　　

可

　　

額

　　

“

　　　　

゛

　

4

”卜募jl

ﾚ

ｎｌ仏募m

　

一

　

一

　

般

　

会

　

計

　

債

｜

　　　

１一般公共事業

　

55000 56 800 111 800　　57 079　90 733　147 812

　　

2公営住宅建設事業157 700 H4 200 271 900　108 227 79 276 187 504

　　

3災害復旧事業

　

73 000　　－　73 000　71 765　　－　71 765

　　

4

　

義務教育施設整備事業

　

164 600　10 300　174 900　162 419 H0 836　273 255

　　

5

　

産業廃棄物処理事業

　

1000

　

1000

　

2000

　　　

－

　

４％0

　

4 950

　　

6一般単独事業

　

66 100 31 900　98 000　77 309 202 923 280 232

　　

7

　

辺地及び過疎対策事業

　

81000

　　　

－

　　

81 000 81000　　　－　　81000

　　

8同和対策事業

　

39 000　－　39 000　40 421 16 067　56 489

　　

9

　

新産業都市等建設事業

　

14 Q00　15 000　29 900　26 574　19 220　45 794

　　

10

　

公共用地先行取得事業

　　

4 600 46 600　51 200　　　― 255 518　255 518

1

　　

11

　

退

　

職

　

手

　

当

　

I債

　　　

－

　　

－

　　　

－

　　　

－

　　

182

　　

182

　　　　　

計

　　　　　　

656 900 275 800 932 700　625 069 779 430 1 404 4991

二準公営企業債

　　

１港湾整備事業

　

21 900 13 100　35 000　20 265 12 128　32 393

　　

2

　

下

　

水

　

道

　

事

　

業

　

164 500 48 000 212 500　184 275 134 533 318 809

　　

3地域開発事業

　　

― 172 900 172 900　　－ 224 086 224 086

　　

4

　

肇ja林整備ヽ草地開発

　　　

＿

　

12 000　12 000　　　－　11 916　11 916

　　　　　

計

　　　　　

186 400 246 000 432 400 204 540 382 662 587 202

　

三

　

公

　

営

　

企

　

業

　

債

　　

１

　

電

　　

気

　　

事

　　

業

　　

6 200　3 800　10 000　　6 200　4 241　10 441

　　

2上

　

水

　

道

　

事

　

業305 100 209 900 515000　311 100 229 783 540 882

　　

3工業用水道事業

　

15000 30000　45 000　14 460 31 977　46 437

　　

4都市高速鉄道事業

　

86 800 118 200 205 000　86 800 138 157 224 957

　　

5一般交通事業

　

4 900　5 100　10000　4 900　5 100　10 000

　　

6有料道路事業

　　

－13 500　13 500　　－14 161　14 161

　　

7

　

市場、ガス、観光等事業

　

12 200　22 500　34 700　12 200　43 397　55 597

　　　　　

計

　　　　

430 200 403 000 833 200 435 660 466 815 902 475
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方

　

債

　

許

　

可

　

状

　

況

都

４

　

３

　

６

　

２

２

　

１

　

５

3 147

26

64

／
０

　

７

　

１

　

１

　
　
　

Ｏ

　

１

　

２

　
　
　

１

148

を

|公

５

　

２

８

　

５

　

３

　

4

115

９

　

４

　
　
　

６

　
　

８

　

９

　

４

１

　

９

　
　
　

７

　
　
　
　

６

　

２

　
　
　

１

　
　
　

４

　
　
　
　
　
　

１

４

府
一
募

207 05

35 871

県
一

　

計

４

Ｈ８

　

４5

194

603

２

　

０

　

４

　

４

２

　

２

　

２

　
　
　

１

　

１

272 031

　

10 441

201 382

　

37 436

　

57 371

大

　　

都

　　

市

資金|公募|計

Ｉ

　

Ｑ
／

　
　
　

１

30

５

２

　

５

　
　
　

５

58

６

　

１

　

５

　

２

　
　
　

２

　

８

４

　
　
　

６

　
　
　
　
　
　
　

１

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

１

5 431

40

27

７１

31 77

134 011

　

2 347

38 341

87

　

７

４１

？1

28 21

１２

31

193

　

5

93

46

94

７

　

５

　
　
　

１
’
４

６

　
　
　
　
　

１

　

８

１

　
　
　
　
　
　
　

２
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０

　

４

　

５

　

９

　
　
　

３

　

１

　

５

３

　

７

　

１

　

２

　
　
　

７

　

８

　

３

　
　
　
　
　
　
　
　

１

　

3

77

(単位

　

百万円)

都市・町村

資金臨募|計

3
0

　

7
9

当
劇

　
　

４ ５

66 87

60

28 777

168

81 33

157 01

　

12C

8 591

１６８

７

　

C
Ｏ

２

　

５

88

87

　

2

１

　

291

120 9

15 3S

196 21

133

１

　

C
Ｏ

８

　

４

28

607 91

4 861

104

　

53

　

6

169

24４ 604

　　

3 827

3 351

　

37 736

289 521

水田債

　

11

(8j

60

42

22 51

(8 163)

139 5４4

29

　

8

38



第29表

　

昭

　

和

　

49

　

年

　

度

　

地

　　　　　　　　　　　

計

　　

画

　　

額

　　　　　

許

　　

可

　

丁

　　

ｇ

　　　　

゛

　

Ｐ資卜募|。

4

肖ヤ

　

（

　

・

　

四

l

特

住

別

宅

地丿

　

芸

　

20000

　　　

－

　

20000

　

16 952　　　－　16 952

　　

糾‰昌

　　

に瞥7？ｒ:?に2

　

二?にに2でドo4ンゴ

　　

ｏリ整備事業こ詔

　

二ここにハぶ‰ゴ

　　

合

　　　　　　　　

計

　　　

1527700 9248002 452500 15135B41 691596 3205160

　

五公営企業借換債

　　

－

　

3000

　

3000

　　

－

　　

－

　　

－

　

lｙＰま％囃

　

。こ

　

で

　

ごLoふ

　

で

　

こゴ

　

八公立病院特例債

　　

― 54 500　54 500　　－　56 892　56 892

　

再

　　　　　　　

計

　　

1537900 9902002528100 1 623722,1756308 3280030

　

九品頴Ｐ’ｏ”

　　

１

　

青雲企業高度化資金貸

　　　

＿

　　

＿

　　　

＿

　　

＿

　

73 598　73 598

　　

2

　

jjk地区画整理組合貸付

　　　

＿

　　

＿

　　　

＿

　　

＿
1 582　　1 582

　　

3

　

母子福祉資金貸付金

　　　

－

　　

－

　　　

－

　　

－

　　

663

　　

663

　　

4

　

望費生活協同組合貸付

　　　

＿

　　

＿

　　　

＿

　　

＿

　　　

45

　　　

45

　　

ぱ識鑓臨:

　

二

　

二

　

二

　

二芯ドゴ

　　

ア

　

1料道路整備資金貸付

　　　

－

　　

－

　　　

－

　　

－

　　

1 925　　1 925

　　

8

　

港湾整備特別会計貸付

　　　

－

　　

－

　　　

一

　　

一

　　

665

　　　

665

　　

，

;

箭・゛゛備”

　　　

－

　　

－

　　

－

　　

」

　　

545

　　　

545

づ昌習智轟勁

　

二

　

二

　　

二

　

二

　

回

　

ニ

ｉ

　　　　

計

　　　　　　

－

　

－

　　

－

　

― 155 866 1S5 866

1

　

総

　　　　　　

計

　　

1S37S00 9902002 528100 1B237221 912174 3435896

㈱ １

　

特別区については都道府県分、一部事務組合又は地方開発事業団については

加入するものを除く。）にあっては大都市、その他のものにあっては都市・町

２

　

交付公債は公募債に含めている。

３

　

水田債は公募債である。ただし、義務教育施設整備事業の（

　　

）書きは政府

４

　

地方債計画額は最終計画額である。
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方

　

債

　

許

　

可

　

状

　

況（つづき）

(単位

　

百万円)

都道府県が加入するものにあっては都道府県分、大都市が加入するもの（都道府県が

村として区分した。

資金で内書きである。

一部9－

　　

都道府県

　　　

大

　

都

　

市

　　　

都市・町村

　

１

m)^M±＼<j^ m ｔ

４ｎｌ伴募|お　Ｐ資|公（。　水９

‾

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

｜

　

こい

o乱回

　

回

　

二駕ハゴニニトふ

　

ニレ回晶卜ごに九回昌利濃代謡ご

　

に

　

こ。ﾆ

　

こ

　

二

　

ご1ニ

　

ぶ11

　

2

　

42 220　29 972　72 192　27 115　9 589　36 704 178 960 23 128 202 088
(ﾑ‰S?

　

382204 893451 1275655 263 344 397213 660557 868 016 400 933 1268948196 448

　

ぶ

　

二ぷ

　

ここに

　

二

　

ご

　

ご

　

二

　　

--

　

5 032　5 032　　　－　　　－　　　－　　　－　51 860　51 860　　　－

　

389 699 898 483 1288182 266 007 404 989 670 996 868 016 452 837 1320853

aJ器a

　　

－

　

73 598　73 598　　　－　　　－　　　－　　　－　　　－　　　－　　　－

　　

－

　

1 374　1 374　　　－　　209　　209　　　－　　　－　　　－　　　－

　　

－

　　

590

　　

590

　　　

－

　　　

73

　　　

73

　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　

－

　　　

45

　　　

45

　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　

ヤ江ド濡

　

二器にズ

　

二言回

　

二

　　

二１]レゴ

　

ニ

　

ぷ

　

ぷ

　

二

　

二

　

二

　

二

　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　

545

　　

545

　　　

－

　　

－

　　

826

　　

826

　　　

－

　　　

2

　　　

2

　　　

－

　　　

－

　　

－

　　　

－

　　

二。3ぷ。ぷ

　　

二，3ぶ，3ぷ

　

二ぶぶ

　

二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(8 163)

　

389 699 1022282 1411931 266 007 428 762 694769 868016 461 130 1329146 196 448



使

　

授

保

公

　

発

　

そ

手

区

高

　

幼

　

そ

育

営

電

法令

条例

　

合

区

等

用

　

業

稚

　

の

学

分

所

　

使

　

用

住

水

に

に

宅

利

の

　

数

基

基

づ

づ

使

　

用

使

　

用

く

く

も

も

計

分

料

　

料

　

校

　

園

　

他

　

料

　

料

　

料

　

他

　

料

の

の

他会計からの繰入金

　

法適用の公営企業会計

　

法非適用の公営企業会計

　

そ

　　　　　

の

　　　　　

他

基I金からの繰入金

　

積立金とりくずし額

　

そ

　　　　　

の

　　　　　

他

財産区からの繰入金

　　

合

　　　　　　　　

計

第30表使用

　

料及

　

び

　　　　　　

昭

都

　

道

　

府

　

県

118 351

　

31 928

　

30 938

　　　　

－

990

　

-

40 ４96

　

9715

36 21２

４7 926

　

32 7４4

　

15 181

166 277

71£

19ｊ

18､６

　

－

一
一
一

　

一

　

に
一
一
一
一
心
心
Ｗ
り
一

0
0
　
0

第31表

　

繰

　　　　　　

昭

都

　

道

　

府

　

県

20 652

　

7 751

11 821

　

1080

68 095

57 040

H 055

88 748
-

飴o－

Ｊ

　

ぶ

　

Ｊ

　

。
″

　

ぶ
’
Ｊ

　

４

留

　

Ｓ

　

お

　

Ｉ

　

３

　

６

　

２

100.0

和

和

-
市

　　

町

151 048

　　

9 5S6

2 120

6 215

　

1 221

44 296

42 296

　　　

－

　

54 900

　

46 876

　　

7 10４

　

39 772

197 924

入

市

49
-

　

町

27 569

　

9 151

17 836

　　　

5８２

1２２ 920

　

99 781

　

23 139

　

5 752

156241

年
一
村

心
‥
一
一

Ｍ

　

む

　

θ.∂

２２.1

釘４

　

－

27.7

２３.７

　

８』

２０.1

100.0

-

金

年

一

村

-

　

17.6

　

ぶ.9
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θj

7＆7

C
≫

Ｏ
Ｏ

i
s
.

醇

　

μ

　

。
‘

100.0

１

ｉ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

。

｜

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

’

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

．

　 　 　 　

｜

｜
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－

－

－

－

１

－

－

－

－

－

！

－

ｊ

－
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手

　

数

　

料

　

の

　

状

　

況

度
一
純
-
269

　

計

-

399

41 484

33 058

　

6215

　

2211

44 296

82 792

　

9715

91 112

94 801

　

39 848

　

54 953

364 200

の

度

　

純

　　

計

48 222

16 902

29 658

　

1 662

191 015

156 821

　

34 194

　　

5 752

244 989

額

-

７恥０

こ
い
一
匹
。

　

…
一
心
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Ｊ
Ｅ
心
友

100.0

額

状

７
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ア
‘

　

７

　

θ

　

θ

　

θ

　

Ｊ

タ

　

δ

　

忿

　

θ
（
ざ

　

４

　

４

　

２

ｊ

　
　
　

ヅ
よ

　
　
　

７

　

δ

　

ブ
｀

100.0

昭和48年

純

　　

計

228 329

　

38 004

　

30 5４7

　

5 3４7

　

2 110

3４ 680

71 226

　

9 476

74 943

89 889

　

40 951

　

４8 938

318 218

度
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c
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:
ｃ
.
＾
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.
t
o
O
l
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-
＊
Ｑ
>
^
Ｇ
＾
O
i
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一

　
　

・

　
　

ａ

　
　

一

　
　

一

　
　

一

　
　

・

　
　

一

　
　

一

　
　

一

　
　

Ｉ

　
　

●

　
　

Ｉ

が

　

ロ
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タ

　

ー

　

θ

　

加
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紹

　

認

　

認

　

Ｍ

　

0
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１

況
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純

　　

計
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度
額

宍
一
心
に
一
一
ｙ
心
錨
心

　

μ
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比
一
増

　　

滅
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3 480

　

2511

８

　

１

　

６

　

６

　

９

　

９

　

２

　

３

　

５

６

　

０

　

１

　

６

　

３

　

６

　

１

　

０

　

１

８

　

１

　

６

　

Ｓ

　

２

　

１

　

９

　

１

　

０

　
　
　
　
　
　
　

９

　

１

　
　
　

６
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１

　

６
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１

　
　
　
　

<
g
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比
一
増

　　

滅
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80 717
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ム
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95 880
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市

　　

町

　　　　

２24 582

　　　　　

４7 601

　　　　　

176 981

　　　　　

140 23４

　　　　　

92 665

　　　　

881 165

　　　　　　

7 533

　　　　　

38 978

　　　　

343 150

　　　　　

66 455

　　　　

270 722

　　　　

154 327

　　　

1 338 646

年

一
村

-

　

16^

　

Ｓ』

　

18j

　

10^

　

6､９

　

６５.8

　

θ.∂

　

２Ｊ

　

２５£

　

５､0

　

20.2

　

llM

100.0

第33表地方財政と国の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

国から

　

地方から

　　　　　　　　

国民総支出

　　

歳

　

出

　

総

　

額

　　

地方に対

　

国に対す

　

区

　　

分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

する支出

　

る支出

　　　　　　　

実

　

額面
I
指

　

数

　

国

　

(B)地

　

方（Ｃ）

　

（Ｄ）

　　　

㈲

昭和10年度

　　　　

】67

　　　

－

　　　　　

22

　　　　　

21 3　　　　　0

　　

16

　　　　　　

449

　　　

－

　　　　　

81

　　　　　

31

　　　　　

H

　　　　　

O

　　

36

　　　　

198 528　　却θ　　21 645　　23 911　　　10 279　　　　381

　　

41

　　　　

384 186　　即4　　46 333　　50 262　　21 458　　　　747

　　

42

　　　　

452 967　　2忿S　　　53 347　　　57 255　　　24 347　　　　806

　　

43

　　　　　

532 882　　忿∂∂　　　61450　　　67 296　　　28 228　　　　912

　　

44

　　　　

622 599　　む4　　　72 824　　　80 339　　　33 791　　　　1 004

　　

45

　　　　　

730 461　　j∂s　　　86 266　　　9814白　　　39 999　　　　1 262

　　

46

　　　　　

815 770　　μj　　101 657　　119 095　　　47 932　　　1 702

　　

47

　　　　　

947 294　　477　　127 502　　146 183　　　61 018　　　2 264

　　

48

　　　　

1 156 045　　5s忿　　155 321　　1747391　　　71 122　　　2 145

　　

49

　　　　

1 363 393　　∂∂7　　199 717　　228 879　　　94 481　　　　２354

㈱１

　

国民総支出は、経済企画庁の推計による(昭和10年、16年は暦年分)。

　　

２

　

国の歳出額は、昭和41年度以降については、一般会計、交付税及び譲与税

　　

港整備、治水、石炭及び石油対策(石炭勘定のみ)、厚生保険(児童手当勘定

　　

前においても、一般会計とこれらの特別会計に相当する特別会計がある揚合に

　　

３｢国から地方に対する支出｣は、地方交付税(地方分与税、地方財政平衡交付金、

　　

金(国有提供施設等所在市町村助成交付金を含む｡)及び交通安全対策特別交付

　　

４｢地方から国に対する支出｣は、地方財政法第17条の２の規定による地方公

　　

額及び国に対する交付公債の元利償還額の合計額)である。
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純

　　

計

　　

額

　　　　　　

純

　　

計

　　　

国民総支出に

　　

国

　　　

｜
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方
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合

　　　

計

　　

構成比

　　

対する比率

(％(I)))（ｃ)

(

列ｎ匹((l)ln昔|昔昔|昔|昔

　　

19

　　

－

　　　

21

　　

－

　　　

40

　　

- i-7.5　9.5　llA　狸丿　糾.θ

　　

70

　　

－

　　　

31

1

　　

－

　　　

101

　　

－

　

印Ｊ

　

郎.7

　

巧.∂

　　

∂.∂

　

麗Ｊ

　

■11366　加θ　23 530･　却θ　34 896　却θ　甜.∂　67A　5.7　11.9　17.6

　

-24875　釘∂　495ぶ　忿却　74 390　釘了　討.4　郎.∂　∂.5　12.9　j叫

　

29000

　

忿邸

　

56 4491　μθ　85 449･　騨5　55.9　邱丿　　叫　丿忿.5　18.9

　

.33222　忿朗　66 38?　認巳　99 606　認5　討尋　弱.∂　　∂.忿　丿忿.5　瑠.7

　

‘39 033　jμ　79 335　討7　118 3681　j即　討.θ　67.0　∂.j　12.7　却.θ

　

46 267　如7　96 887　幻忿　143 154　4却　甜.j　67.7　　∂.j　瑠Ｊ　四.∂

　

53 725　47j　117 393　4卯　171 118　卵θ　み.4　9.∂　∂.δ　μ.4　21.0

　

66 484　認5　143 919　6m 210 403　卯j　お.∂　認.4　　7.θ　μＪ　認.忿

　

84 199　7μ　172 594　7j4　256 793　7部　了巳.S　∂7J　　7.J　μ.9　認J
105 236　926 226 525　9認　331 761　1?又　31.7　昭J　7.7　16.6　μ.j

配付金、国有林野事業(治山勘定のみ)、特定土地改良工事、港湾整備、道路整備、空

のみ)及び電源開発促進対策の10特別会計との純計決算額であり、昭和40年度以

は、それらの特別会計との純計決算額である。

臨時地方特例交付金及び特別事業債償還交付金を含む。)、地方譲与税、国庫支出

金の合計額であり、地方の歳入決算額によっている。

共団体の負担金(地方の歳出決算額中、国直轄事業負担金に係る国への現金納付
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第34表

　

昭和49年度

　

国・地

　　　　　　　　　　　　

歳

　　　

出

　　　

合

　　　

計

　　　　　　

国から’

　

ｇ

　　

゛

一回計

m

機

　　

関

　　

費

　

II 957　　　－　11 957
）　11

957　37 166二

　

一般行政費

　

3 883　　－　3 8831　－　3 883 20 824　40j

　

司法警察費

　

4 473　　－　4 473　　－　4 473 13 123 292･

　

外

　　

交

　　

費

　　

1 345　　　－　1 345　　－　　1 345　　－　　－

　

徴

　　

税

　　

費

　　

2 256　　　－　2 256　　－　2 256　3219　　一

地方財政費

　

42 199　45 893　88 092 41 988　46 104　－ 44 290

防

　　

衛

　　

費

　　

12 342　　　－　12 342　　－　12 342　　－　　98

国土保全及び開発費

　　

27 922　20 222　48 144　16701　31 443　56 323　17 238･

　

国土保全費

　

4 715　5 072　9 787　4 227　5 560　8 002　2 810

　

国土開発費

　

19 645　15 150　34 795 12 474　22 321 44 467 11 659

　

災害復旧費

　

3 128　　－　3 128　　－ 3 128　3 854　2 769

　

そ

　　

の

　　

他

　　　

４３４

　　　

－

　　

434

　　

－

　　

434

　　

－

　　

－

，産業経済費

　

23 893　　897　24 790　　－　24 790 16 090　2 493

　

農林水産業費

　

20 468　　－　20 468　　－　20 468　6 958　2 217

　

商

　　

工

　　

費

　　

3 425　　897　4 322　　－　4 322　9 132　　276

1教

　　　

育

　　　

費

　　

22 376　　　－　22 376　　　－　22 376　59 ％2　14 485

　

学校教育費

　

20 354　　－　20 354　　－　20 354 51 552 13 690

’社会教育費

　　

435

　　

－
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－

　　

435

　

2 725　172
’そ

　　

の

　　

他

　　

1 587　　　－　　1 587　　－　　1 587　5 685　　623

’社会保障関係費

　

35 264 876　　36140　　480　35 660　49 917　15 179

j

　

民

　　

生

　　

費

　

28 258 756　29 014　　480　28 534　25 044　10 528

1衛

　

生

　

費

　

3 183　　－　3 183　－　3 183 15 658 1 939

’住

　　

宅

　　

費

　　

2 595　　　－　2 595　　－　2 595　7 665　2 099

J

　

そ

　　

の

　　

他

　　

I 228　　120　　1 348　　－　　1 348　1 550　　613

恩

　　　

給

　　　

費

　　

5 899　　　－　　5 899　　－ 5 899 908　　－

1公

　　

債

　　

費

　　

8 470　　－　8 470　　－　8 470　8415　　－＝

:前年度繰上充用金

　　　

一

　　　

一

　　　

－

　　

－

　　　

－

　　

98

　　

－j

　

そ

　　　

り

　　　

他

　　　

676

　　　

－

　　

676

　　

－

　　

676

　　

－

　　

－

　　　　

・

　　　　　　

190 998　67 888 258 886 59 169　199 717 228 879 94 481 ？

㈱１

　

国の歳出総額は、一般会計、交付税及び譲与税配付金、国有林野事業(治山勘

　　

対策(石炭勘定のみ)、厚生保険(児童手当勘定のみ)及び電源開発促進対策の10･

　　

2｢国から地方に対する支出｣は、地方交付税(特別事業債償還交付金を含む｡)、

　　

全対策特別交付金の合計額であり、地方の歳入決算額によっている。

　　

３｢地方から国に対する支出｣は、地方財政法第17条の２の規定による地方公共。

　　

する交付公債の元利償還額の合計額)で、地方の歳出決算額によっている。
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方の目的別歳出の状況
(単位

　

億円・％)

定のみ)、特定土地改良工事、港湾整備、道路整備、治水、空港整備、石炭及び石油

特別会計との純計決算額である。

地方譲与税、国庫支出金(国有提供施設等所在市町村助成交付金を含む｡)及び交通安

､団体の負担金(地方の歳出決算額中、国直轄事業負担金に係る現金納付額及び国に対
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j也方から

　　　

国・地方を通ずる歳出純計額

　　

総額中地国の純計に

戮配

　

国

　　　　

地
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総

　　　

額

　

詣㈹綴ｌ

　　

．(‰
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叩・む

J

与馴ｕ

巾

勺
)
(引構皿．人)ｙ

；

　　　　

－

　

11 259!　　却.7　37 166　　μ4　48 425! μ.∂　　76.7　　　　£∂

　　　　

－

　

3 477　　　jj　20 824　　　ﾀ.忿　24 301　　　7.J　　85.7　　　jθＪ

　　　　

‾

　

4 181　　　4°θ　13123　　　5J　17 3鴉　　　5‘忿　　　75.8　　　　∂.5

　　　　

－

　　

1 345　　　jJ　　　つ　　　－　　13づ　　θ４　　　‾　　　　‾

　　　　

－

　

2 256　　　2.j　　3219!　　　j45 475 j.7　　5＆&　　　　－

　　　　

－

　

1 814　　j.7　　　－!　　　－　　1 814　　θ.5　　　-　　　ﾀ∂.j

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

l

　　　　　　　　

'

　　　　

－

　

12 244　　11.6　　　－1　　　－　12 244　　　J.7　　　－　　　　０.８

　　　

ご2350　14 205　　13.5　53 973　　留j　68 178　　加.∂　　即Ｊ　　　μ.S

　　　　

579

　

2 750　　　2.∂　　7423　　　jJ　10 173　　　j.j!　　弩.θ　　　卯.5

　　　

ユ716

　

10 662　　加.j　42 751　　j＆1　53 413　　μｊ　　卯.θ　　　認j

　　　　

55

　　

359

　　　

θj

　　

3 799,　　j.7　　4 158i　　　jj　　釘.4　　　甜.5

　　　　

－

　　

434

　　

θ.5

　　　

－!

　　　

－

　　

434

　　

θｊ

　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　

22 297　　釘j　16 090　　　7ﾂ　38 387　　jj.∂　　μ.∂　　　jθｊ

　　　　

－

　

18 251　　17^　　6 9581　　　3J＼　25209･　　　7.δ　　忿7j　　　10.8

　　　　

－

　

4 046　　　∂j　　9 132　　　4.θ　13 178　　　4j　　印Ｊ　　　　∂４

　　　　

－

　

7 891　　　7.5　59 962　　忿∂j　67 853　　忿θ.51　　8＆4　　　吋.7

　　　　

－

　

6 664　　　∂j　51 552　　22.8　58216　　17^　　s＆∂　　　∂7j

　　　　

－

　　

263

　　　

θ.忿

　　

2 725　　　j.忿　　2988　　　θ.9　　釘.忿　　　39.5

　　　　

－

　　

964

　　　

j.θ

　　

5 685　　　巳.5　　6649　　　忿j　　85J　　　j∂ｊ

　　　　

－

　

20 481　　Z9.5　49 917 22.0　7o 398 鯉.2　　70.9　　　μ.∂

　　　　

－

　

18 006　　17.1　25 044　　11.1　43 050　　13.0　　５＆忿　　　J∂.ﾀ

　　　　

-

　

1 244　　　jj　15 658　　　＆1?　16 902　　　5j　　92.6　　　∂θｊ

　　　　

－

　　

４％

　　　

θJ

　　

7 665　　　SJ^　　8 1611　　　2.51　　93.9　　　80.9

　　　　

‾

　　

73s

　　

θ゜7

　　

1 550　　　0.6＼　22門　　θ.∂　　∂7j　　　μＪ

　　　　

－

　　

5 899 5.∂　　　908　　　　θぷ　6807!　　口.j　　j∂ｊ　　　　－

　　　　　

4

　

8 470　　　＆θ　　8411　　　j.7　16 881　　　5.j　　4∂ｊ　　　　－

　　　　　

－

　　

－

　　　

－

　　　

98

　　　

∂j

　　　

981

　　

θ.θ

　

100.θ

　　　　

－

　　　　　

－

　　

676

　　　

θ.7

　　　

－

　　　

－

　　　

676

　　　

θ.j

　　　

－

　　　　

－

　　　

2 354 105 236　　100.0　226 525　　100.01 331 7611　　100.0　　68･3　　　47.3



第35表

　

国

　

民

　

総

　

生

　

産

　

４

　

日

　

゛

　

45

今
度

卜

6゛度

卜

7゛度

卜

8゛度

卜

9゛

リ

　

国

　　

民

　　

所

　　

得

　

591 410　658 982　763 099　918 354 I 127 569

　

資

　

本

　

減

　

耗

　

引

　

当

　　

98 719　110711　127 798　156 068　175 238

　

間

　　　　

接

　　　　

税

　　

54 796　59 249　69 339　85 495　96 313

　

（控除）経常補助金

　　

8 226、　8 790　　9 742　14 444　18 659

　

統

　

計

　

上

　

の

　

不

　

突

　

合･･6 238 ･･ 4 382 ・ 3 201　　10573 ・ 17 069

　

合

　

計（国IJ兄■lk・）

　　

730 461　81 5 770　947 294 1 156 045 1363 393

個

　

人

　

消

　

費

　

支

　

出

　

375 213　424 590　490 819　593 605　734 485

　

家

　

計

　

消

　

費

　

支

　

出

　

364 894　412 781　476 806　575 860　713 030

　　

飲

　　　

食

　　　

費

　

127 940　141 994　160 239　192 550　242 084

　　

被

　　　

服

　　　

費

　　

38 505　43 396　50 908　63 011　　75765

　　

光

　　　

熱

　　　

費

　　

10 091　　11 220　　12264　　14684　19 269

　　

住

　　　

居

　　　

費

　　

78 644　92 115　106 H4　127 473　146 119

　　

雑

　　　　　　　　

費

　

109 713　124 057　147 281　178 141　229 793

　

民間非営利団体の消費支出

　　

8 851　　9 779　　11342　　13741　　17370

　

突笛呈おける居住者の消費

　　

1 469　　2 030　　2 671　　4 004　　4 085

政府の財貨サービス経常購入

　　

60 286　　71298　　84402　104 110　141 716

国内総資本形成

　

285681　297 486　352 624　468 694 492 680

　

総固定資本形成

　

255 461　280 219　332 456　428 887　451 662

　　

民

　　　　　　　　

間

　

193 230　201 237　237 618　322 655　324 873

　　

政

　　　　　　　　

府

　　

62 231　　78982　94 838　106 232　126 789

　

在

　

庫

　

品

　

増

　

加

　　

30 220　17 267　20 168　39 806　41 019

　　

民

　　

間

　　

企

　　

業

　　

30 568　　19566　20 205　40 090　38 612

　　

政

　　

府

　　

企

　　

業・

　

348 ， 2 299 ，　37 ，　284　　2 407

経　鴬　海

　

外

　

余

　

剰

　　

9 281　　22397　　19448　ム10364　a 5 489

　

輸出と海外からの所得

　

86 570　100 005　107 276　131 784　205 629

　

（控除）輸入と海外への所得

　　

77 289 77 609　　87828 142 147　211 118

　

合計（国民総支出）

　

730 461　815770　947294 1 156 045 1363393
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と 国

　

民

　

総

　

支

　

出

(単位

　

億円・％)

　　

対

　

前

　

年

　

度

　

増

　

減

　

率

　　　　　　

構

　　　　　

成

　　　　　

比

45

　

1

　

46

　

1

　

47

　

1

　

48

　

1

　

49

　

11

　

45

　

1

　

46

　

1

　

47

　

1

　

48

　

1

　

49

1S.7

　　

114

　　

i5.S

　　

加Ｊ

　　

22.8

　

町.θ

　　

∂θｊ

　　

卯.∂

　　

即４

　　

甜.7

17.7

　　

j乙

j∂Ｊ

　　

∂j

　　

17.0

　　

認J

　　

j乙7

　　

7j

　　　

7j

　　　

7J

　　

74

　　

7j

四.∂

　　

∂.∂

　

jθｊ

　

μｊ

　

忿ﾀ.忿

　　

1.1

　　　

1.1

　　　

j.θ

　　

jJ

　　

j4

　

－

　　　

－－

　　　

－

　　　

－

　　

－

　

ムθ.∂－

　

θ.5･･

　

θｊ

　　

θ.∂。jJ

17.3

　　

11.7

　　

16.1

　　

22.0

　　

17.9

　

100.0

　　

100.0

　　

100.0

　

100.0

　

100.0

j54

　　

lS^

　　

15.6

　　

忿θ.ﾀ

　　

2S.7

　　

訂4

　　

5£θ

　　

5jβ

　　

むj

　　

5＆ﾀ

15JI

　　

j＆

j∂J

　　

j£θ

　　

j忿丿

　　

忿θｊ

　　

25.7

　　

17S

　　

j74

　　

j∂j

　　

16.7

　　

17£

15^

　

12.7

　

17X

　

留丿

　

忿θｊ

　　

５Ｊ

　　

５ｊ

　　

５４

　

5.5

　　

5.∂

μj

　　

11^

　　

ﾀＪ

　　

却.7

　　

むＪ

　　

ｊ４

　　　

ｊ４

　　　

ｊＪ

　　

i≪?

　　

ｊ４

９４

　　

17J.

　　

巧.忿

　　

即ｊ

　　

μj

　　

jθj

　　

11^

　　

11^

　　

jj.θ

　　

10.7

17^

　　

1S.1

　　

j＆7

　　

釘.θ

　　

29.0

　　

15.0

　　

j5.ﾀ

　　

15.5

　　

154

　　

j＆∂

紹.j

　　

jθj

　　

ie.o

　　

釘J

　　

264

　　

jj

　　　

jJ

　　　

j.忿

　　

jJ

　　

i.3

S7£

　　

j∂Ｊ

　　

む.∂

　　

4∂ｊ

　　

忿.θ

　　

θｊ

　　　

θｊ

　　　

θＪ

　　

θＪ

　　

θJ

18.7

　　

j＆j

　　

j∂４

　　

忿jJ

　　

j∂ｊ

　　

∂Ｊ

　　　

∂.7

　　　

＆∂

　　

9.0

　　

jθj

19.7

　　

4j

　　

j＆5

　　

32.9

　　

5.j

　　

j∂j

　　

S6.5

　　

S7^

　　

iO.5

　　

36.1

巧４

　　

ﾀ.7

　　

j＆∂

　　

即.θ

　　

£

134

　　

4j

　　

j∂j

　　

35^

　　

θ.7

　　

26.5

　　

U.7

　　

忿5j

　　

27.9

　

留丿

幻.∂

　　

26.9

　　

忿θj

　　

j瓦θ

　　

jl?.4

　　

＆5

　　　

9.7

　　

10.0

　　

ﾀＪ

　　

∂Ｊ・

７５４・A4忿.ﾀ　　j∂ｊ　　ﾀ7.4　　＆θ　　4j　　　2j　　　忿j　　j4　　j.θ

1?7.7 ^3∂.θ　　∂Ｊ　　昭.4･･＆7　　4,忿　　　忿４　　　忿j　　J.5　　口.S

　

－

　　

－

　　

－

　　

－

　　

－

　

Aθ.θ

　

ムθＪ

　

－θ.θ

　

4θ.θ

　　

θj

15^

　

jμＪ・lS^

　　

－

　　

－

　　

jJ

　　　

忿.7

　　　

忿ｊ。0.9 -θ４

20.7

　　

15^

　　

7.j

　　

22.∂

　　

56.0

　　

11.9

　　

j忿J

　　

11^

　　

IIJ,

　　

j＆

忿jJ

　　

θ4

　　

j＆忿

　　

にｊ

　　

μ.5

　　

10.6

　　　

ﾀJ

　　　

gj

　　

j忿j

　　

i5.5

17.3

　　

11.7

　　

16.1

　　

22.0

　　

17.9

　

100.0

　　

100.0

　　

100.0

　

100.0

　

100.0

-267-



第36表

　

国

　

民

　

所得

　

に

　

対

　　　　　　　

国

　

民

　

所

　

得

　　　　　　　

租

　　　　

税

　　　　

負

　

区

　　

分

　

名目額

|

指

　

数

｜

国

　

税

|

指

　

数

l

地方税

|

指

　

数

　

昭和10年度

1

　　　

144

　　　

－

j

　　　

12

1

　　　

－

1

　　　

6

　　　

－

　　

36

　　　　

157 551　　　　jθθi　　22277
!　　　jθθ　　　9065　　　　jθ∂

｜

41

　　　　　

305 035　　　j糾J　36 630

1　　j6　　17

686　　　j巧

1

　　

42

　　　　

362 092　　　　　留叫　43 968「　　　」S7　　21 495　　　　　留7

　　　　　　　　　　　　　　　

1

　　

1

　　

43

　　　　

428 487　　　　272　　53 238　　　　239　　25 801　　　　名S5

　　

44

　　

1

　

498 159　　　む∂　　64 554

!　　四θ　　30

902　　　jむ

　　

45

　　　

591 410　　　375　77 754
1　　μ9，　37

507 む4

　　　　　　　　　　　　　　　

1

　　

46

　　　　

658 982μ8 84 439　　　j7ﾀ 42 357 μ7

　　　　　　　　　　　　　　　

「1

　

47 763 099 4μj　104 006　　　4∂7　　50 045　　　　55名

　　

48

　　　　

918 354　　　　5∂s
l　140

478　　　　∂む　　64 913　　　　7j∂

　　

49

　　

1

1 127 569　　　　7j∂i　157 544　　　　7θ7　　82 375　　　　9θ∂

　　　　　

l

　　　　　　　　

i

　　　　

｜

細１

　

国税は、租税(一般会計分、交付税及び譲与税配付金特別会計分、石炭及び石

　　　

金を含む。

　　

２

　

租税の限界負担率(租税の増加分の国民所得の増加分に対する割合％)

47年度

　　

26.2

48年度

　　

33.1

49年度

　　

16.S

国税のみについては

　　

18.8

″
７

　

多

23.5

　

8.2

３

　

租税の国民所得に対する弾性値(租税の増減率の国民所得の増滅率に対する割

47年度

　　

1.36

48年度

　　

1.64

49年度

　　

0.74

国税のみについては

　　

1.47

　　　　　

多

　　　　　　　

1.73

　　　　　

”

　　　　　　　

0.53
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す

　

る

　

租

　

税

　

負

　

担

　

率

(単位

　

億円・％)

租

　　

税

　　

負

　　

担

　　

率額

地方税の内訳

　　

担

地方税の内訳

計地方税税国指

　

数計

12j

16£

j∂.ﾀ

17.８

１８.1

1μ

1９ｊ

19ｊ

19ｊ

心

　

心

213

≪
J
O
c
≫
０
０
０
０
＾
.
＾
.
０
５
０
'
＾
＾
'
＾

忿

　
　

忿

　
　

忿

　
　

Ｉ

　
　

忿

　
　

忿

　
　

忿

　
　

忿

　
　

ｊ

　
　

ｊ

　
　

Ｊ

　
　

ｊ

‐
一

　
　

″

　
　

″

　
　

Ｊ

　

む

　
　

″

　
　

一
一
一

　
　

″

　
　

″

　
　

″

　
　

‥
一

　
　

″

徊

　
　

一
一
｝

　
　

一
一
一

　
　

一
一
一

　
　

一
一
一

　
　

印

　
　

心

　
　

Ｑ

　

Ｇ

　

一
一
一

　

Ｍ

　

万
一

O
５
ａ
ｏ
≫
-
<
<
Ｓ
'
-
H
-
＊
'
３
'
＾
°
Ｑ
”
５
Ｒ
５
"
＾

０
０
≫
５
-
＊
Ｓ
＜
≪
!
≪
>
≫
5
8
＾
≪
!
≪
３
'
ｎ
-
＊

　
　
　

ｊ

　
　

ｊ

　
　

７
‘

　
　

！

　
　

ｊ

　
　

ｊ

　
　

ｊ

　

ｊ

　
　

ｊ

　

ｊ

　

ｊ

－
―
ｌ
ｌ
－
－
‐
‐
‐
‐
１
１
・
‐
‐
―
‐
‐
『
－
－
1
1
1
－
－
‐
ｌ
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

　
　

‐
‐
ｌ
ｌ
ｌ
‐
‐
‐
ｉ
‐
ｉ
ｉ
ｉ
ｌ
『

一

　
　

一

　
　

叩

　

９

　

卯

　

認

　

ｇ

　

ｇ

　

ｇ

　

叩

　

訂

　

蒔

　
　
　
　
　
　

ｊ

　
　

ｊ

　
　

Ｉ

　
　

２

　
　

Ｊ

　
　

ｊ

　
　

４

　

４

　

θ

　
　

７

18

68

４

７

２

２

31 3424 623-4 442

S4 3168 574９Ｈ２

65 463

79 039

95 456

115 261

126 796

154 051

10 185■11310

11 712

13 626

16 395

19 526

２3 ４73

J14 089

:17 276

-21 111

'22 831

26 571

205 39129 84４35 069

239 91939 6604２ 715

誦対策特別会計分並びに電源開発促進対策特別会計分)及び印紙収入のほか専売納付

４

　

６

　

３

７

　

９

　

８

j也方税のみについては

＼
＼

　
＼
＼

1.15

1.46

1.18

合％）

地方税のみについては
＼
＼
　
　
　
＼
＼
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㎜ ㎜

　

■ ■

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

■

　 　 　 　 　

ｊ

　 　 　 　

。

　 　 　 　 　

｜

｜

| |

　 　 　 　 　

ｄ

　 　 　 　

ｊ

　 　 　 　 　 　 　 　 　

Ｆ

1

1

1

1

1

1

1

！

｜

－

－

！

－
１

ｉ

－

－

－

－
｜

｜

ｉ

1

1

1

－

｜

－

｜

！

1

1

1

1

1

－

｜

－



第37表

　

租

　

税

　

の

　

実

　

質

　　　　　　　　　　　　　

租

　　

税

　　

内

　　

訳

　　　

国から地方への交付額

　

フ

‥

ﾋ:ｿ

赫

水

本悦１

昭和10年度

　　　　

18

　　

12

　　　

2

　　　

4

　　

｡6

　　

－

　　

－

　　　

3

　　　

3

　　

16

　　　　　　　

58

　　　

49

　　　

2

　　　

7

　　　

9

　　　

4

　　

－

　　　

6

　　

10

　　

36

　　　　　

31 342　22 277　4 442　4 623　9 065　4017　454　5 808 10 279

　　

41

　　　　　

54 316　36 630　9 112　8 574 17 686　8 238　592 12 628 21 458

　　

42

　　　　　

65 463　43 968 11 310 10 18S 21 495　9 590　692 14 065 24 347

　　

43

　　　　　

79 039　S3 238 14 089 11 712 25 801 H 255　796 16 177 28 228

　　

44

　　　　　

95 456　64 554 17 276 13 626 30 902 14 608　931 18 252 33 7911

　　

45

　　　　　

us 261　77 754 21 111 16 395 37 507 17 982　1 087 20 930 39 999

　　

46

　　　　　

126 796　84 439 22 831 19 526 42 357 21 014　1 258 25 660 47 932

　　

47

　　　　　

154 051 104 006 26 571 23 473 50 045 25 530　1 639 33 849 61 018 ･

　　

48

　　　　

205 391 140 478 35 069 29 844 64913 31 318　1 797 38 007 71 1221

　　

49

　　　　

239 919 157 544 42 715 39 660 82 375 41 987　2 226 50 269 94 482

㈱１

　

国税は、租税（一般会計分、交付税及び譲与税配付金特別会計分、石炭及び’

　　　

付金を含む。

　

２

　

地方から国への負担額は、国直轄事業負担金に係る国への現金納付額及び国･

　

３

　

昭和41年度、42年度及び43年度の地方交付税には、臨時地方特例交付金･

　

４国庫支出金には、国有提供施設等所在市町村助成交付金及び交通安全対策昨

-270 ―



的

　　

配

　　

分

　　

状

　　

況

(単位

　

億円・％)

地方から
|

　

実質的配分

　　　

構

　　　　　　　　

成

　　　　　　　　　

比

;

元

高寸乱旦旦旦旦旦旦

　　　

=（Ｇ）

　

（Ｆ）

　　　

固

　　

固

　　

固

　　

國

　

l

　

固

　　　

國’

　

(G)

　

㈲

　

(I)

　　　

o

　　　

9

1

　　　

9

　　

∂∂.

］

　

11.1

　　

認J

I

　　

おJ

I

　　

50.0

　　

5θ.θ

　　　

0

　　　

39

　　　

19

　　

肛.5

　　　

j諌

　　

丿忿丿

　　

巧.5

　　

67.2

　　

了忿j

　　

381

　

12 379　18 963　　71.1　　μ宍　　μ.7　　認Ｊ　　卯.5　　印.5

　　

747

　

15 919　38 397　　∂7l　　ie^＼　　15^＼　銘.∂　　即J　　70.7

　　

806

　

20 427　45 036　　67.2　　17.3　　巧.5　　認.∂　　お.忿　　認.∂

　　

912

　

25 922　53 117　　67.i-　　17£　　lu　　32.6　　j忿Ｊ　　67.2

　　

1 004　31 767　63 689　　67.6　　瑠.j　　μＪ　　認.4　　おＪ　　弱.7
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石油対策特別会計分並びに電源開発促進対策特別会計分）及び印紙収入のほか専売納

に対する交付公債の元利償還額の合計額である。

(465億円)、臨時地方財政交付金(120億円)及び特別事業債償還交付金を含む。

別交付金を含む。
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決

　

算

　

額

　

の

　

状

　

況（つづき）
(単位

　

百万円)

　　　　　　　　　　　　　

ｊ

　　　

指

　　　　　　　　　　　　　

数

　　　　　　　　

１

　　　　　　　　　　　　　

ｉ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｆ

　

４８年度

　

1

　

49年度

　

1

　　

44

　　

1

　

45

　

1

　

46

　

1

　

47

　

1

　

48

　

1

　

49

　

1

　　

1 743 471　2 289 424　　　却θ　　j瑠　　丿認i　　j∂5　　忿叫1　　2謡

　　

1 736 061　　2 389 788i　　　jθθ　　j2∂　　　j跨　　む５　　忿劉　　m＼

　　

丿42 500　　1 565 767|　　　j叩　　μ7　　j紡　　　加θ　　　諮忿l　　　j鋤

　　

213 564　　269 659　　　j卯　　113　　j郎l　　j諮　　μ∂!　　j甜!

　　

1 466 291　1 761 683　　　加θ　　と∂　　μ7，　j甜　　2叫1　　2μ:

　　

703 777　　919 27叫　　　丿叩　　丿麗　　μ∂|　　勁7　　忿昭　　忿惣

　　

4 091 323　4 941 466　　　　jθθ　　j忿5　　　j55　　　187 口θｦ　　　βj防

　　

295 684 398 5341　　　却∂　　j訂　　巧5　　jお　　忿卵|　　ぶ耳

　　

698 130　　925 5祠　　　却θ　　j留　　μ4　　び忿　　釘Ji　　鉛ず

　　

4 306 516　6 050 078･　　加θ　　j留　　　丿詔　　　j74　　　が7i　　　305

　　

1 076 566　　1 376 619, jθθ　　　jjl　　j邱．　　却7　　忿叫･　　２ぱ
匹

22 887 8881 100　　　122 148!　　　1821　　218　　　285j

の 状

度
額

年４
８
計

和昭
純

9
5
0
4
8
0
8

４
８
5
6
0
7
3

3

　

９

　

２

　

１

　　

２7 601

　　

48 784

1 736 061

況

2０､1

　

4j

54.8

　

j.7

増

７
５
／
０
5

6
2
2
2

1

　

３

472

33 １

　

9４

185

653

比
一
波
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(単位

　

百万円・％)

額

　　

(単位

　　　　

較

増減率

37

百万円・％）

昭

　

和

　

48

　

年

　

度

　　　　　　　　

比

　　　　　　　　

較

　　　　　

｜

純

　　　

計

　　　

額

　　

‾‾4

　

減

　　

額

　　

｜

　

増減率

　

|前年度増減率

　

326 656　　　　18.8　　　130269　　　　j!?.ﾀ　　　　卯.∂　　　　訂.5

　

322 6271　　　　μ.∂　　　126473　　　　却.j　　　　卯.忿　　　　河.∂

　

595540　　　　お.j　　　247 264　　　　37£　　　　μ.5　　　　卯.ﾀ

　

488 5991　　　　鉛.j　　　146189　　　　舘.4　　　　四.∂　　　　お4

　　

2 639i　　　　θ.2　　　　3532　　　　　θ.5　　　　1S3.8　，　　μ.5

　

1 736 061　　　　100.0　　　653727　　　　100.0　　　　37.7　　　　36.2
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その３

　

財源内訳

第40表民 生 費

　　　　　　　　　　　　　

昭

　　

和

　　

49

　　　

年

　　

度

　

区

　　　　　　

分

　

I

都

　

道

　

府

　

県|市

　

町

　

村1純

　

計

　

額

国庫支出金

　

252 084　お.7　765 671　μj l 017 755　拡∂
都道府県支出金

　　　

－

　　

－

　

162 580　　　8j　　　　－　　　一
分担金、負担金、寄附金

　　

U 013　　　j.5　　36 889　　　忿.θ　　42987　　　j.∂
地

　　　

方

　　　

債

　

15 140　　名.θ　79 354　　μ　84 477　　jj
その他特定財源

　

51 663　　∂.∂　87 237　　4.∂　136 437　　5.7
一般財源等

　

418 284　砧.ﾀ　695 846　38.1 I 108 132　4叫

　

合

　　　　　　

計

　

1

748 184　　100.0 1 827 577　　1 00.0 2 389 788　　100.0

-

第41表

　

社 会

　　

福 祉

-

　　　　　　　　　　　　　

昭

　　

和

　　

49

　　　

年

　　

度

　

区

　　　　　　

分

　

1

都

　

道

　

府

　

県|市

　

町

　

村｜純

　

計

　

額

　

人

　　　

件

　　

費1

　

43 412　　釘.4　108 671　　巧.j　152 083　　おｊ

　

物

　　　

件

　　　

費

　　

10 334　　5.j　21 661　　7.θ　31 995　　7.θ

　

扶

　　　

助

　　　

費

　

23 9S8　　11.8　41 193　　拡j　65 150　　μｊ

　

補

　

助

　

費

　

等

　

59 096　　29.1　28 807　　9J　46 625　　却.忿

　

普通建設事業費

　

37 565　　瑠.5　49 884　　16.1　76 336　　16.7

　

補助事業費

　

13 382　　∂.∂　16 915　　5.5　27 786　　∂ｊ

　

単独事業費

　

24 182　11^　32 945　加.∂　48 549　却.∂

　

県営事業負担金

　　　

－

　　

－

　　　

24

　　　　

θ.θ

　　　　

－

　　　

－

　

貸

　　　

付

　　　

金

　

21 321　　扨.5　　5 831　　　j.ﾀ　24 156　　　5j

　

そ

　　　

の

　　　

他

　　

7 073　　J.∂　53 505　　17^　60 580　　μ名

　

合

　　　　　　

|汁

　

i

　

202 759　　100.0　309 552　　100.0　　456925　　100.0
-

第42表老 人

　　

福 祉

一一

　　

-

　

ｇ

　　　

り

ｓ．

∴／;

　

；ま

）

≒

　

１

一
人

　　　

件

　　　

費

　　

7 305　　5.名　33 535　　1?.θ　40 840　　幻
物

　　　

件

　　　

費

　　

3 023　　名.忿　20 121　　よ.4　23 144　　5j
扶

　　　

助

　　　

費

　

42 750　　釦.7　249 349　　67.2　292 099　　9.θ
補

　

助

　　

費

　　

等

　

59 693　　4乙∂　18 854　　乱　22 357　　5.θ
普通建設事業費

　

24 067　　17^　46 280　　12.5　65 437　　μ.∂

　

補

　

助

　

事

　

業

　

費

　　

14 794　　皿∂　21 928　　5.∂　33 753　　7j

　

単

　

独

　

事

　

業

　

費

　　

9 273　　　∂.7　24 350　　　∂.∂　　31685　　　7.j

　

県営事業負担金

　　　

－

　　

－

　　　

2

　　

θ.θ

　　　

－

　　

－
貸

　　　

付

　　　

金

　　

2 114　　j.5　　2 173　　θ.∂　　3 982　　θ.∂
そ

　　　

の

　　　

他

　　　

228

　　　　

θ.忿

　　

1 013　　　θ.忿　　1241　　　θ.忿

　

合

　　　　　

計

　　

139 180　100.0　371 325　100.0　449 100　100.0
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の 状

度
額

年4
8
計

和昭
純

費

　

756 972

　　　　

－

　　

35 992

　　

69 221

　　

98 958

　

774 918

1 736 061

昭

純

費

昭

純

μ.６

　

一

碧ｊ

恥０

　

5.7 ･

“刑

100.0 I

の

度
額

年初
計

和

105 893

　

25 353

　

38 829

　

34 375

　

61 717

　

17 839

　

43 878

　　　

－

　

17 669

　

４2 820

326 656

和

の

48

計

　

26 604

　

16 361

218 437

　

15 623

　

41 298

　

18 026

　

23 273

　　　　

－

　　

3217

　　

1 087

322 627

年

状

ヨ
七
万
麗

1
0
0
　
0
倫

度

額

＆忿

5ｊ

ぶ
。
″
。
″
Ｊ
Ｊ

ｒ
ｊ
ｇ

　

－

　

1.０

　

０沁

100.0

況（つづき）

　　　　　

比

増

　　　

滅

260 783

　　　

－

　　

6 995

　

15 256

　

37 ４79

333 21４

653 727

増

況

46 190

　

6 642

26 321

12 250

14 619

　

9 947

　

4 671

　　　

-

　

6

　

17

130

増

況

487
760

269

　

14 236

　

6　783

　

73 662

　

6 734

　

24 139

　

15 727

　

8412

　　　

－

　　

765

　　

154

126 473

比
一
滅

比
一
波

279－

額

？
呂
召

100.0

扁
む
心
貼
Ｊ
″
ゼ
一
一
一
″

　

０
　
０

額

‥
一
邸
麗
曇
一
邸
？

1
-
Ｈ
l
O

＞
Ｈ
　
■
^

　

０､6

　

0.1

100.0

(単位

　

百万円・％)

　　　

較

増

　

滅

　

率

斟ｊ

　

－

jﾀ.４

２２.０

３７』

μ.θ

37.7

巴
り
心
卵
一
一
一

"
S
n

０
３
　
o
a

f
&
i
i
　
ｏ
ａ

36.2

(単位

　

百万円・％)

　　　

較

増

　

減 率

μ.６

２６ｊ

６７.8

85､6

23.7

55j

10､6

　

－

３６.７

ふ1.5

39.9

増

　

滅

　

率

5３.5

41.5

j＆7

μｊ

５８ｊ

S7.2

36.1

　

一

２３Ji

H.2

39.2

K
　
o
　
Ｃ
)
　
＾
-
.
　
>
-
H
　
^
　
l
o

箆
一
江
偕
一
楓
ゼ

忿5j

29j

37.5

(単位

　

百万円・％)

　　　

較

印
Ｊ
Ｊ
Ｊ
ｊ
好
叫

４
μ
９
４
μ
Ｊ
δ

　

－

９Ｑ９ 　９

１０７４-

　

76.6

．

　 　 　 　 　

｜

｜
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第43表

　

児 童

　　

福 祉

　　　　　　　　　　

昭

　　　

和

　　　

49

　　　　

年

　　　

度

　

・

り

都

　

道

　

府

　

県

　

｜

　

市

　　

町

　　

村

　

１

　

純

　

計

　

額

人

　　

件

　　

費

　　

40731　　皿∂　238 102　　私∂　278 833　　おｊ●
物

　　

件

　　

費

1

　

9 862　　4.5　　41 031　　∂.θ　　50893　　M
扶

　　

助

　　

費

　　

73 454　　お.∂　262 647　　認4　336 101　　即丿
普通建設事業費

　　

37 059　　16.9　122 199　　17^　146 175　17^

　

補助事業費

　

14 117　　∂.5　47 462　　∂.1?　55 568　　M

　

単独事業費

　

22 942　加.5　74 737　10.9　90 607　lOJS
貸

　　

付

　　

金

　　

7 296　　& Q　　1 628　　M　　7 480　　0.9
そ

　　　

の

　　　

他

　　

50 269　　留.j　　19 149　　忿j　　23 322　　忿.∂

　

合

　　　　

計

　　

218 671　　100.0　684 756　100.0　842 804　100.0

区

人
扶
そ

合

分

件
助
の

計

　　　　

昭

都

　

道

　

府

費
費
他

　

10 762

163 633

　

9 507

183902

第44表

　

生

和

　

県

-

　

瓦∂

89､０

　

£

100.0

-
市

　　

町

　

34 605

４18 60４

　　

4 493

457 702

第45表

　

被

活

　　

保

　

年

一

　

村

-

　

７､6

W.5

　

0.9

100.0

度
一
純

　

計

634788

保

　　

護

護

額

ｊ
ｊ
ｊ

７
皿
ｊ

100.0

者

　　　　　　　　　　　　

・

　　　

被保護者実人員

　　　

生活扶助

　

ｇ

　　

゛

|

実

　

数）

　

（勁烈ｸﾞ

ﾚ

　

員）

　

ｌ

昭

　

和

　

36

　

年

　

度

　　　　

1 643　　　j叩　　　17A　　　　1 471　　　加

　　　　　

43

　　　　　　　　

1 450　　　　甜　　　μj　　　　1 266　　　　辞

　　　　　

44

　　　　　　　　

1 399　　　　舒　　　２.∂　　　　1 206　　　　渥

　　　　　

45

　　　　　　　　

1 344　　　　甜　　　μ.θ　　　　1 143　　　　7∂

　　　　　

46

　　　　　　　　

1 325　　　　町　　　丿忿.∂　　　　□16　　　　7∂

　　　　　

47

　　　　　　　　

1 381　　　　∂4　　　j忿J　　　　I 164　　　　7∂・

　　　　　

48

　　　　　　　　

1 346　　　　∂忿　　　丿忿.4　　　　044　　　　9

　　　　　

49

　　　　　　　　　

1 312　　　　卯　　　11^　　　　□20　　　　7∂

㈱１

　

２

厚生省調による。

昭和46年度以前の数値には、沖繩県分に係るものは含まれていない。

－280－

１

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

ａ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

－

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

｜

｜
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－

－
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費

　　

の

　

昭

　

和

　

48

　

純

　　　

計

】85 719

　

39 425

241 649

1０5 299

　

34 146

　

71 154

　　

6 526

　

16 922

595 540

費

　　

の

昭

純

和 48

計

　

31 503

451 478

　　

5 619

488 599

数

　　

の

状

　　

況

度
額

年

3１ｊ

　

６､6

A0.6

17.7

　

5.7

11.9

　

1.1

　

忿.&

100.0

年

状

　　

況

度

額

４
４
Ｊ
ｊ

δ
侭
７
‘
0
0

　
　
　
　

１

推

　　

移

増

比

一

　

滅

　

93 Ｈ４

　

Ｈ ４68

　

94 452

　

40 876

　

21 422

　

19 453

　　　

954

　　

6 400

247 264

比

増

-

　

13 865

　

130 759

　

1 564

146 189

滅

額

腔.7

　

4.∂

　

88j

　

16.5

　

＆7

　

7､9

　

0｡な

　

2.6

100.0

　
　
　
　
　
　

･
-
*

>
-
Ｈ

O

　
　
　
　

j

　

”
’

額

て

″
″
．

1 0
0

(単位

　

百万円・％)

　　　　

較

増

　

滅

　

率

5０､1

29.1

39.1

S＆８

６２Ｊ

町j

1ふ.６

３７.8

41.5

3５.9

38j

ふ２.0

4ﾀ.1?

j＆∂

５７ｊ

１８ｊ

２３.8

39.9

(単位

　

百万円・％)

　　　　

較

増

　

滅

　

率

昴.０

２９.０

２７､8

29.9

2２.6

15j

　

j.7

15.4

いか月平均

　

単位 千人）

　

住

　

宅

　

扶

　

助

　　

１

　　

教

　

育

　

扶

　

助

　　

１

　　

医

　

療

　

扶

　

助

人

　　　

員

　

1指

　　

数|人

　　　　　

員|指

　　

数|人

　　　　

員|指

　　

数

　　　　

67
ﾊﾟ

　　

勁θ1

　　　　

513

　　　

j叩

1

　　　　

477

1　　j叩

　　　　

696

　　　　

103

　　　　　　　

322

　　　　

侭

　　　　　　

698

　　　　

j祐

　　　　

674

　　　

扨∂

1

　　　　　

292

　　　

57

　　　　　

703

　　　

μ7

　　　　

643

　　　　

釘

　　　　　　　

263

　　　　

訂

　　　　　　

702

　　　　

μ7

　　　　

635

　　　　

舛

　　　　　　　

244

　　　　

μ

　　　　　　

723

　　　　

貧忿

　　　　

667

　　　　

卯

　　　　　　　

248

　　　　

μ

　　　　　　

763

　　　　

j∂θ

　　　　

667

　　　　

弱

　　　　　　　

234

　　　　

加

　　　　　　

763

　　　　

j卯

　　　　

665

　　　　

侭

　　　　　　　

223

　　　　

詔

　　　　　　

756

　　　　

j認
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第46表 災 害 救 助

　　　　　　　

l

　　

i

　

11 49　　　　年　　　度

　

ｇ

　　

帽
都道

　

府

　

県

　

１

　

市

　　

町

　　

村

　

｜純

　　

計

　　

額

物

　　

件

　　

費

　　　

85

　　

忿J

　　　

588

　　

13^

　　　

673

　　

10.9

扶

　　

助

　　

費

　　　

421

　　

払5

1

　　

1 530　　S6.1　　　19S1 S1.6

補

　

助

　

費

　

等

　　　

49

ﾘ

　

皿4

　　　

228

　　　　

5.4

　　

251
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厚生省調による。

この計画は、昭和47年３月14日閣議了解された。

※は稼動ベースの数字である。
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第56表

　

畜 産

　　

業 費

　　　　　　　　

一一

　　　　　

一一一一一一一一-

　　　　　　

一一

　

区

　　　　

分

　

|

　　　　　　

昭

　　

，

和

　　　

49

　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　

都道府県ｌ

　

市

　

町

　

村

　

｜

　

純

　

計

　

額

｜人

　　

件

　　

費

　　　

24 620
l　留.∂　　　3

184
'　　∂.j　　27

804
’

忿乙j

　

物

　　

件

　　

費

　　

10 137　　∂.7　　3 505 i　　∂j　　13 642　　皿ﾀ

　

補

　

助

　

費

　

等

　　

26 623　　釘.5　　7 344　　j∂j　　29 311　　留丿

　

普通建設事業費

　　

32 079　　即.7　　21 176　　邱.θ　　40 862　　甜.5

　　

補助事業費1

　

23 282　麗J　　13 807　お.S　27 278　21.7

　　

単独事業費’

　

8 638　　∂j　　70％　皿4　　13 422　加.7
，雲直轄事業負担

　

i

　　　

158

　　　

θJ

　　　　　

4

　　　

θ.θ

　　　　

162

　　　

θｊ
｜

　

県営事業負担金

　

i

　　　

－

　　　

－

　　　

269

　　

a.7

　　　　

－

　　　

－

　

そ

　

の

　

他；

　

II 030　10^　　3 318　　∂.∂　14 085　11J21

　　

・

　　　　

・

　　

1

　

104 489　　100.0　　38 527　　100.0　　125 704
!　100.0
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業

　　

費

昭

純

の

昭

純

の

昭

純

の

　　

状

度
額

年4
8
計

和

　

530 792

　　　　

－

　　

96 397

　　

83 4４8

　

129 408

　

626 2４6

1 466 291

和 48

計

152 920

　

33 195

　

71 346

107 772

　

70 240

　

37 532

　　　　

－

　

40 4４1

405 674

和

状

48

計

20 117

11 463

20 651

36 732

23 556

13 061

　　

116

　　　

－

　

8 422

97385

状

年

年

Ｊ

　

δ
７
Ｓ
７
０

？

　

ｉ
瓦
＆
拡
0
0
　

度

額

3７.７

　

∂Ｊ

１７､６

２６ｊ

１７ｊ

　

∂ｊ

　　

－

　

9.9

100.0

度

額

-

　

２０Ｊ

　

１１』

　

忿lj

　

S7.7

　

zus

　

ISλ

　

θｊ

　

－

　

8j

100.0

況

況（つづき）

増

況

増

増

比

一

　

滅

　　

86 453

　　　　　

－

　　

H 278

ム

　

16 580

　　

38 201

　

176 040

　

295 392

比
一

　

滅

58 016

　

3 167

14 107

16 790

13 098
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－
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98 407

比

一

　

滅

-

7 687

2 179
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v
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７
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Ｃ
Ｏ
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５
８

　
　
　
　
　
　
　

ク
｀
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ａ

額

心
こ

　　

５』

　

12j

　

59j

100.0

゛
元
治
鸞
一
謡

額

-

　

27.1

　　

7.７

　

３０.6

　

14.6

　

1＆1

　

jJ

　

θＪ

　　

－

　

２０､0

　

100.0

(単位

　

百万円・％)

　　　　

較

増滅率

４

16j

　

－

11.７

１９ｊ

２９ｊ

２８.1

20.1

前
増

む
Ｉ
な

　

9､6

iaj!

16.9

12.0

(単位

　

百万円・％)

－

　　　

一一

　　　

較

増減率

3７.9

　

9j

19』

15£

18.６

　

∂Ｊ

　

－

15£

24.3

>
-
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'
Ｏ
　
8
C
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O
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ｆ
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Ｂ
５'

-
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<
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t
-
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ｒ
-
4
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ｃ
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17.1

(単位

　

百万円・％)

　　　　

較

増滅率

-

　　

３８ｊ

　　

ｊ∂.θ

　　

μJ

　　

11£

　　

15』

　　

忿Ｊ

　　

Ｓ９.７

　　　

－
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昌
ぶ
昌
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－
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第57表農 地 費

！

　　　　　　　　　　

１

　　　　　

昭

　　

和

　　

49

　　

年

　　

度
／

　　

Ｕ

・道府県

　

｜

　

市

　

町

　

村

　

｜

　

純

　

計

　

額

ｌ人

　　　　

件

　　　　

費

　　

27 187　　　邸　11 557　　　5.5　38 743　　　∂.θ
l普通建設事業費

　

460 250 助.9　178 294　　舛.4 575 953　　甜.7
・

　

補助事業費

　

419 126　∂忿j　69 374　j忿j 454 570　70.01

　

単独事業費

　

28 224　　5.∂　93 712　　μ.4　108 355　　μ.｜

　　

国直轄事業負担金

　　

12 900　　2.5　　128　　　　θj　13 028　　　忿.θ

　　

県営事業負担金

　　　

－

　　

－

　

15 079　　7j　　－　　－|

そ

　　　　

の

　　　　

他

　　

18 985　　　jl　21 304　　jθj　34 922　　　5.4

1

　　

合

　　　　　　　

計

　　　

506 422　　100.0　21 1 155　　100.0　649 618 100.0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

-

第58表林 業 費

　　　　　　　　　　　　　　

昭

　　

和

　　

49

　　

年

　

度

　　　　

｜

　

区

　　　　　　

分

　　

丿

都道府県丿

　

市

　

町

　

村

　

１

　

純

　

計

　

額

人

　　　

件

　　　

費

　　

36 988　　15.1　7 835　　1?J　44 823　　15.1
普通建設事業費

　

176 922　祗j　65 214　77S 211 900　71.6

　　

補助事業費

　

145 238　卯.忿　34 475　UOM 157 607　認.忿

　　

単独事業費

　

30 336　j厩4　28 924　＆μ　52 944　訊θ

　　

国直轄事業負担金

　　

1 348　　θ.5　　　1　　　θ.θ　　1 349　　θ.5

　　

県営事業負担金

　　　

－

　　

－

　

1 815　　　　忿ｊ　　　－
そ

　　　　

の

　　　

他

　　

31 434
00.0　11

279　　　lSJ,　39 275　11

　

合

　　　　　　　

創‘

　　　

245 344　　100.0　84 328| 100.0　295 998　　100.0

第59表

　

水 産 業

”--

　

昭

　　

和

　　

49

　　

年

　　

度

　

区

　　　　　　

分

　　

1

都道府県１市町I

　

（純

　

計

　

額

人

　　　

件

　　　

費

　　

21 019　　μ｡名　3 691　　∂j　24 710　　13＾
物

　　　

件

　　　

費

　　

6 855　　μ　　978　　j.7　7 833　　μ
萱ａ詣１峯い

　

補助事業費

　

80 375　4.忿　30 87　　砥7 101 259　4.4

　

lJ事繋轟蓄

　

1溜

　

S::翼

　

湿1W

　

認

１県゛び゛囃。高這携

|

　

回心;ぷ

合

　　　　　　

計

　　

148261　　100.0　58638　100.0 186 283　100.0
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の

費 の

状

状

状

況

況
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(単位

　

百万円・％)

(単位

　

百万円・％)

(単位

　

百万円・％)

昭

　

和

　

48

　

年

　

度

　　　　　　　

比

　　　　　　　　　　　　

較

純

　　　

計

　　　

額

　　　

増

　　

滅

　　

額

　　

|増減率|幕義肇

　　　　

17 657　　　　n.o　　　　　7 053　　　　μ丿　　　卯.ﾀ　　　認.5

　　　　

7 037　　　　　4j　　　　　　7％　　　　　乙θ　　　11^　　　4j

　　　　

7 199　　　　　4.9　　　　　2 529　　　　　∂Ｊ　　　おｊ　　　認J

　　　　

95 932　　　　砧.忿　　　　23 936　　　　む.j　　　諮.θ　　　∂.2

　　　　

80 303　　　　μ.5　　　　20 956　　　　M.7　　　郭.j　　　　∂.7

　　　　

14 866　　　　10.1　　　　　2 951　　　　　7.∂　　　jﾀ.9　　　忿Sj

　　　　　

762

　　　　　

θ.5

　　　　　　

29

　　　　　

θ.j

　　　　

jj

　　　

35.8

　　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

19 398　　　　1S.1　　　　　4 746　　　　j忿丿　　　４.5　　　印.∂

　　　

147 223　　　　100.0　　　　39 060　　　　100.0　　　26.5　　　18.4

昭

　

和

　

48

　

＼ m　！　　　J七　　　　　　　・

純

　　　

計

　　　

額

　　

１

　

増

　　　

滅

　　　

額

　　

）ｉ率｜雲肇

　　

31 576　　　　j忿4　　　　13 247　　　　む.5　　　4乙θ　　　μ.7

　　

ぷ昌

　　

鰻

|

　　

で雪

　　

昌

　

梵Ｌ

　

に，

　　

４言

　　

j5:Ｌ

　

イＬ

　

偕．価

　

鸞

　　　　

一

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　

2謳

　

1昌

　

4謳

　

鵬

　

温

　

剽

　　

昭

　

和

　

48

　

年

　

度

　　　　　　　

比

　　　　　　　　　　　　

較

　　

純

　　　

計

　　　

額

　　

｜

増

　　　

滅

　　　

額

　　

）・率｜雲菜

　　　　

23 581　　　　　4.2　　　　15 162　　　　17^　　　収Ｊ　　　即丿

　　　　

器摺

　

昌

　

謳

　

函

　

畿

　

器

　　　　

?昌

　　　　

甥

　　　　

２昌|

　　　　

価

　　　

忿

　　　

畿

　　　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　　

27 097　　　　　4j　　　　　7 825　　　　　ﾀ.θ　　　認Ｊ　　　郭.5

－

　　　　　

562130

　　　　

100.0

　　　　　

87488

　　　　

100.0

　　　

15.6

　　　　　

7.2



参考表（２）土地改良長期計画（昭和48～57年度）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（単位億円）

　

“

　　

゛肖

り翁;J

I

こい臨釧

塁が行い又は補助する事

　　　　

112 000　　5 717　　6 083　　6 172　　　　7 214

評P価1

　

ヨミデヨ

　

ヨ

農用地造成事業

　　　

13 800　　966　　930　　915　　　1 067
撃

合

資篇業j

　　

jﾖ

　

，

2J

　

二（¨二（ｏ二

㈱

　　

る。

その１

　

性質別内訳
第60表商 工 費

　　　　　　　　　　　　　　　　

昭

　　

和

　　

49

　　　

年

　　

度

　　

区

　　　　　　

分

　　

|

　

都道府県

　

｜

　

市

　

町

　

村

　

｜

　

純

　

計

　

額

人

　　　

件

　　　

費

　　

43 343　∂.5　　33 263　j乙5　　76 606　S.り
物

　　　

件

　　　

費

　　

16 510　忿.5　　11 448　　4j　　27 958　＆θj
補

　　

助

　　

費

　　

等

　　

44 946　∂.S　　29 796　Ｕ.忿　　66878　7j
普通建設事業費

　　

31 690　μ　29 628　11.1　58 335　∂.S・

　

補

　

助

　

事

　

業

　

費

　　　

8 690　jJ　　4 432　j.7　　12 843　μ

　

単

　

独

　

事

　

業

　

費

　　　

23 000　　j.5　　24888　　乱

　

県営事業負担金

　　　

－

　

－

　　　

308

　

θｊ

　　　

一

　

－
貸

　　　

付

　　　

金

　　

515 837　77j　　135 768　印.∂　650 356　加.7
そ

　　　　

の

　　　　

他

　　

11985　1£　　27 154　jθj　　39 139　4.4

　

合

　　　　　　

計

　　　

664 311　100.0　267 057　100.0　919 272 100.0

その２ 財源内訳

　　　　　　　　

｜

　　

昭

　　

和

　　

49

　　

年

　　

度

　　

区

　　　　　　

分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１

　　　　　　　　　

１

　　　　　　　　

｜都道府県｜市

　

町

　

村｜純

　

計

　

額

　

ｉ

　

使用料、手数料

　　

3 820　θ.∂　　2 794　j.θ　　6 614 0.7

　

PIヽ彗・ヽ兼姦

　

詔?溺

　

揚

　

g:g

　

晶昌劉

１．．篇定元

一

　

般

　

財

　

源

　

等

j

　

150 837　麗.7　　102 055　お.忿　248 356 忿7゛θ1

　

合

　　　　　　　

計

　　　

664311

　

100.0

　　

267 057　100.0　　919 272 100‘0'j
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１

　

農林省調による。

２

　

この計画は、昭和48年５月１日閣議決定された。
３

　

前期５か年(昭和48～52年度)の投資額は５兆2 000億円、後期５か年(昭和

　

53～57年度)の投資額は７兆8 000億円である。
４

　

土地改良長期計画(昭和40～49年度)は、47年度で打ち切り、48年度より新計
画を実施しているため、昭和47年度投資実績は、旧計画に基づく投資実績であ



　

22 919

　

5 160
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一
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θ
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１

参考表（３）第５次漁港整備５か年計画（昭和48～52年度）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（単位百万円・％）

　

区

　

＜叫え隨‰万剽Ｍ

本

　　　　　　　　

土

　

416 700　41 4ﾂﾞ　45 400　54 768　29 839　　　S!t.O

離

　　　　　　　　

島

　

139 800　14 185　15 343　19 066　16 363　　　4.∂

北

　　　

海

　　　　

道

　

111 400　12 8391　14 026　16 590　15 302　　　卯.θ

沖

　　　　　　　

繩

　

12 100　1 6J　1 71　2 470　2 422　　μ.θ

合

　　　　　

計

1

680 0001 70 133 76 486 92 8941 63 926| 35.2

固１

　

２

　

３

の

水産庁調による。

この計画は、昭和48年２月20日閣議決定された。

公害防止対策事業を含む。
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その１

　

日的別内訳

第61表土 木 費

　

区

　　　　

分

　

|

都道

;

県

F

市

　

丿

村

万

純

　

；

　

額

謐

　

木

　

管

　

理

　

費1

　

143 997　5.4　257 854　10.i?　399 786　＆j

道路橋りょう費

　

980 494　錨.5　720 111　　30.5　1665 894　j＆7

河

　

川

　

海

　

岸

　

費513 965　9.j　89 446　j.∂　594 743　n.o

港

　　

湾

　　

費i

　

170 358　∂j　93 528　4.θ　248 122　5.θ

都

　

市

　

計

　

画

　

費

　　

483 666　M.θ　800 229　お.∂　1 250 576　訟Ｓ
ａ

　

；

　

：

　

ニバレ00二ここに:・

，

　

合

　　　　　　　

計

　　

し

689 554　100.0　2 361 942　100.0　4 941 466　100.0

その２ 性質別内訳

　

区

　　　　

分

　

|

都道

;

県

F

市

　

詳

村

T

純

　

；

　

額

人

　　　

件

　　　

費

　　

132 617　4.ﾀ　240 478　lO.'Z　373 095　M
物

　　　

件

　　　

費

　　

20 396　θ.&　　40 930　j.7　　61 326

1　j.夕

維

　

持

　

補

　

修

　

費

　　

78 800　忿.1?　101 425　μ　180 225　j.∂
普通建設事業費

　

2 195 565　81.6　1 577 552　66.S 3 678 717　7U

　　

補助事業費

　

1 440 439　9.∂　700 533　即.7 2 136 679 μＪ

　　

単独事業費

　

561 766 20.9　814 039 3i.5 1 327 918 昂.9

　　

国直轄事業負担金

　　

193 361 7.名　　　20760 θ.9　　214 120 4j

　　

県営事業負担金

　　　　

－

　　

－

　　

42 220 1､8　　　　－　　－
貸

　　　

付

　　　　

金

　　

120 743　4.5　　147 166　∂.忿　262 789　5.J
繰

　　　　

出

　　　　

金

　　

42 573　j.∂　　174 588　7.4　217 161　　4.4
そ

　　　　

の

　　　　

他

　　

98 860 ＆7　　79 803　＆4　168 153　j.5

　

合

　　　　　　　

計

　　

2 689 554　100.0　2 361 942　100.0　4 941 466　100.0

その３

　

財源内訳

　

区

　　　　

分

　

1

都道

;

県

7

市

　

丿

村

fT

純

；

　

額

:∴j∴:8ツ竺ニヅ;甘1二竺

使用料、手数料

　　

28972　な　35 074　j.5　64 046　u
ご¨竺”:二言ご二北j二八ご

こ？;∵ド二に乱二北記ご二ご

　

合

　　　　

計

　

2689554 100.0 2 361942 100.0 4 941466 100.0
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昭
純

昭

純

状

和

　

48

　　　

計

　

314 206

1 451 490

　

494 094

　

２07 139

1 040 557

　

570 253

　　

13 584

4 091 323

年 度

額

度
額

年4
8
計

和

　

256 918

　　

49 679

　

155 687

3 060 308

1 709 603

1 154715

　

195 991

　　　　　

－

　

208 338

　

199 303

　

161 090

4 091 323

四
こ
一
ね
幻
４
‥
一
心
０
　
０

　

ｊ
ｊ

　
　

。
‘
７
‘

　

1
0

　

６ｊ

　

１.２

　

ＳＪt

74.∂

C
ｏ
　
ｃ
＾
　
０
０

I

T
＾
　
"
3
1
　
０
１
０
　
０

４

認

　
　
　
　
　

1 0

況

増

比
一

　

滅

　

85 580

214 ４04

100 649

　

４０983

210019

196 243

　　

2 265

850 143

　　　　

比

増

　　　

滅

116 177

　

11 647

　

24 538

618 409

427 076

173 203

　

18 129

　　　

－

　

54 451

　

17 858

　　

7 ０63

850 143

゛
一
こ
こ
に
ご

Ｌ
」
劉
劉
啓
示
圃

(単位

　

百万円・％)

　　　　

較
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＊
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O
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-
＊

<
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ヅ
よ
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9.5

10.9

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　

較

増減率り

狐2

234

１５ｊ

２０ぶ

貼.0

15､０

　

９Ｊ

　

－

２６､1

　

9j

　

糾

20.8

昌
溺
ら
詣

　

－
２忿j

71.2

11.7

10.9

－
Ｉ
Ｉ
Ｉ

昭

純

度
額

年４
８
計

和

　

938 702

　　　　　

－

　　

53 868

　　

68 580

　

717 2４8

　

420 101

1 892 824

4 091 323

。
5

I

　
■
≪

K

　
'
ｒ
ａ

　
≪
ｏ

　
5
>
５

ｏ

２
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増

比
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3 7４9
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850 143
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第62表

　

道

　

路

　

橋

　

り よ

｜

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

昭

　　

和

　　

49

　　

年

　　

度

　　

ｇ

　　　　

゛

　

し

道府県｜市

　

田I

　

（ｇ

　

・

　

・

　

人

　　　

件

　　　

費

　　

36 483　j.7　　63 515　∂.∂　　99 998　∂.θ

　

維

　

持

　

補

　

修

　

費

　　

54 438　5.∂　　77 897　瓜8　132 335　M

　

普通建設事業費

　

870 176　銘.7　561 703　河.θ　1 400 646　4.j

　　

補

　

助

　

事

　

業

　

費

　　

519 434　醒.θ　103 454　μ.4　622 868　j74

　　

単

　

独

　

事

　

業

　

費

　　

236 776　4j　432 455　印.j　654 795　卯Ｊ

　　

国直轄事業負担金

　　

113 966 11.6　　　9 017 jJ　　122 983 4｜

　

県営事業負担金

　　　

－

　

－

　　

16 777　　O 0　　　　-　　一一

　

そ

　　　　

の

　　　　

他

　　　

19 397　　忿.θ　　16996　　忿4　　32 915　　忿.θ
！

　

合

　　　　　　

計

　　

980 494 100.0　720 111　100.0 ・1 665 894 100.0

参考表（４）第

　

７

　

次

　

道

　

路

　

整

　

備

　　　　　　　　　　　　　

（単位

　

億円）

　　

区

　　　　　　　　　　　　　　　　

分

　　　　　

｜

　

投

　　

資

　　

額

一

　　

般

　　

道

　　

路

　　

事

　　

業

　　　　　　　　　

93 400

　　

道

　　　　　

路

　　　　　

事

　　　　　

業

　　　　　　　　　　　

67 770

　　

街

　　　　　

路

　　　　　

事

　　　　　

業

　　　　　　　　　　　

25 100

　　

機

　　　　　

械

　　　　　

整

　　　　　

備

　　　　　　　　　　　　

530
有

　　　

料

　　　

道

　　　

路

　　　

事

　　　

業

　　　　　　　　　　　

49 600

　　

日

　　

本

　　

道

　　

路

　　

公

　　

団

　　　　　　　　　　

32 000

　　

首

　

都

　

高

　

速

　

道

　

路

　

公

　

団

　　　　　　　　　　　

4 600

　　

阪

　

神

　

高

　

速

　

道

　

路

　

公

　

団

　　　　　　　　　　　

3 400

　　

有

　　

料

　　

道

　　

路

　　

助

　　

成

　　　　　　　　　　　

6 600

　　

本

　

州

　

四

　

国

　

連

　

絡

　

橋

　

公

　

団

　　　　　　　　　　　

3000
地

　　　

方

　　　

単

　　　

独

　　　

事

　　　

業

　　　　　　　　　　　

47 000
予

　　　　　　　　　

備

　　　　　　　　　

費

　　　　　　　　　　　

5000

　

合

　　　　　　　　　　　　　　　

計

　　　　　　　　　　

195000

第63表

　

河 川

　　

海 岸

　

゜（

　　　

゛

ﾄ

sl

j

（

≒Jド

）

≒

・

人

　　　

件

　　

費1

　

11 367　忿.忿　　6 224　7.θ　17 590　s.θ
維

　

持

　

補

　

修

　

費.

　

7 007　μ　　4 842　5.4　11 849　名.θ
普通建設事業費1

　

490 484　河4　75 767　糾.7　558 507　邱.∂

　

補助事業費1 369 142　江∂　14 015　9.7　380 128　65.9

　

単

　

独

　

事

　

業

　

費

　　

6S 077　犯7　　59 5S5　郎.∂　122 088　加丿

　

国直轄事業負担金

　　

56 265　m9　　　26　θ.θ　　56 291　∂.5

　

県営事業負担金

　　　

－

　

－

　　

2 171　　S●4　　　　－　　－
そ

　　　

の

　　　

他

　　

5 107　j.θ　　2 613　忿.∂　　6 797　1.1

合

　　　　　　

計

　　

513 965 100.0　　89446 100.0　594 743 1100.0
1

－800 －



う 費

　　

の

4
8
計

和昭
純

　　

68 566

　

115 951

1 239 027

　

517 366

　

606 665

　

04 993

　　　　　

－

　　

27 9４6

1 451 490

年 度

額

状

　　

況

増

７
Ｃ
>
　
v
j
-
^
ｏ
　
ｏ
ｏ
　
o
jI
　
ｏ
>
　
０

　

’
・

　

・
・
こ

　

・

　

・

４
８
砧
巧
μ
７

　

ｊ

　

0
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　

１

　

31 432

　

16 384

161 619

105 502

　

48 127

　　

7 990

　　　

－

　

４ 969

214404

比
一
波 額

-

　

U.7

　

7.6

　

河.4

　

卵.忿

　

麗4

　

j.7

　

－

　

口j

100.0

５

　

か

　

年

　

計

　

画（昭和48～52年度）

(単位

　

百万円・％)

　　　

較

増

　

減

　

率

　　　　

45,8

　　　　

1恥1

　　　　

1乱０

　　　　

即.4
O
i
　
O
i

I

o
n

ｙ
¨
ｉ
こ
“

　
　
　

＞
Ｈ

14.8 1

㈱１

　

建設省調による。

　

２

　

この計画は、昭和48年６月29日閣議決定された。

　

３

　

この計画の進捗状況は、次のとおりである。

　　

（1）昭和48年度事業費

　　　　

27 260億円

　　

（2）昭和49年度事業費

　　　　

27 179億円

　　

（3）昭和50年度事業費見込額

　

28 420億円

費

昭

純

の

度
額

年4
8
計

和

　

11 127

　

10 674
462 080

309 523

101 316

　

51 241

　　　

－

　

10 213

494 094

状

Ｍ
応
心
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２.0
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況

増
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－
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参考表（５）第４次

　

治

　

山

　

治

その１

　

第４次治水事業５か年計画

水

　

事

　

業

　

(単位億円)

｜

区

　　　　　　　

分

　　

ﾄ≒

｜

;j

l

奔‾

河

　

川

　

改

　

修

　

事

　

業
1

　　　　

8 146

1　　　　9

754　　　　17 900

ダ

　　

ム

　　

事

　　

業1

　　　　

374ﾘ 2 152 S 900

砂

　　

防

　　

事

　　

業！

　　　

1 280　　　　4 820　　　　　6 100

建

　

設

　

機

　

械

　

整

　

備

　

等

　　　　　　

100

　　　　　　　

－

　　　　　　　

100

　

小

　　　　　　　　

計

　　　　　

13 27ﾘ　　　　16 726 30 000

災害関連事業、地方単独事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

6000

予

　　　　　

備

　　　　　

費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

4 500

犬

.

　　　

゛・

　　　　

l

　　　　　　　

40500

㈱１

　

２

　

３
Ｉ
j
I
I
3

1
2
3
4

ぐ
ぐ
く
ぐ

建設省調による。

この計画は、昭和47年６月30日閣議決定された。

この計画の進捗状況は、次のとおりである。

　

昭和47年度事業費

　　　　　

5 022億円

　

昭和48年度事業費

　　　　　

5 020億円

　

昭和49年度事業費

　　　　　

5 059億円

　

昭和50年度事業費見込額

　　

6 169 億円

第64表港 湾 費

　　　　　　　　

－

　　

ｇ

　　

゛

|

都道

;

（

≒

　

；

　

ド

）

≒

　

ヨ

人

　　

件

　　

費

　　

4 171　　2.41　　6 408　　Q　　10 579　　μ

維持補修費

　

2 461　　埓　　1 865　　忿.θ　　4 326　　j.7

普通建設事業費

　

146う41

　　

舒.9

　　

75 938 ∂jJ　209 217　　糾丿

　

補助事業費

　

102 370　印.j　42 915　μ.∂　145 210　58.5

　

単独事業費

　

21 417　2.∂　n 926　j忿j　29 781　犯θ

　

国直轄事業負担金

　　

22 553　　μ.忿　　H 672　　瓜5　　34 225　　比S

　

県営事業負担金

　　　

－

　　　

－

　　

9 425 10.1　　　　－　　　－

そ

　　　

の

　　　

他

　　

17 385　　加.J　　　9 317　　　∂.∂　　24 000　　　9.７

　

合

　　　　　

計

　　　

170 358　　100.0　　93 528

1　100.0　　248

122　　100.0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

-
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計

　

画（昭和47～51年度）

その２

　

第４次治山事業５か年計画 (単位

　

億円・千ha)
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林野庁調による。（

　

）書は防潮林である。

この計画は、昭和47年３月14日閣議決定された。

この計画の進捗状況は、次のとおりである。

　

昭和48年度事業費　　　　　６９７億円

　

昭和49年度事業費

　　　　　

921億円

　

昭和50年度事業費見込額

　

1 067億円
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８
計
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参考表（６）．第４次港湾整備

　　　　　　　　　

（単位億円）

　

区

　　　　

分

　

|

　

事

　

業

　

費

　

|

　　

区

　　　　

分･

　

|事

　

業

　

費

外国貿易港湾の整備

　　　　　

6 360　調　　整　　項　　目　　　　　1 650

国内流通港湾の整備

　　　　　

3910

　　

小

　　　　　

計

　　　　　　

15 500

諧域開発基盤港湾の整

　　　　　

1 910　聳客関連’地方単独事　、　　　　2 400

産業関連港湾の整備

　　　　　　

680

　　　

合

　　　　　

計

　　　　　

17900

航路等の整備

　　　　

680

　

港湾機能施設整備事業

　　　　　

2 100

公害防止事業の推進

　　　　　　

170

　

予

　　　

備

　　　

費

　　　　　

1000

港湾調査の実施等

　　　　　

１４０

　　　

再

　　　　　

計

　　　　　

21000

その１

　

日的別内訳

第65表都 市

　　

計 画

　　　　　　　　　　　

昭

　　　

和

　　　

49

　　　　

年

　　　

度

　

区

　　　　　

分

　　

都

　

道

　

府

　

県

　

｜

　

市

　　

町

　　

村

　

１

　

純

　　

計

　　

額

雲ｊ,尹ｔ．芸

　

な昌

　

探

　

塁昌

　

治

　

昌??

　

温

屋嗇ぶjSi饗霜

　

ぷ昌

　

ぷ

　

ぶ昌

　

ぷ

　

詔器

　

丿

　

合

　　　　　

計

　

1

　

483 666　　100.0　　800 229　　100.0　1 250 576　　100.0

その２

　

性質別内訳

ﾄ

ｇ

　　

゛

　

ｓ道

ぶ

（

≒

　

；

　

ド

）

≒

　

ｌ

人

　　

件

　　

費

　　

11 173　　な　　54 220　　∂.∂　　65 392　　M
維持補修費

　

3 137　　θ.∂　　4 937　　θ.∂　　8 074　　θ.∂
普通建設事業費

　

366 823　　阿.S　538 508　　∂7J　875 602　　忽り

　

補助事業費

　

225 216　拡∂　292 148　部J　516 816　μＪ

　

単独事業費

　

141 607　四J　232 932　即j　358 757　認.7

　

国直轄事業負担金

　　　　

－

　　　

－

　　　　

28

　　　

θ.θ

　　　　　

28

　　　　

θ.θ

　

県営事業負担金

　　　

－

　　

－

　　

13 400　　13　　　－　　－
そ

　　　

の

　　　

他

　

102 533　　釘J　202 564 邱J　　301 508　　4J

　

合

　　　　　

計

　　

483 666　　100.0　　800 229　　100.0　1 250 576　　1 00.0

－804－



５か年計画（昭和46～50年度）

㈱１

　

運輸省調による。

　　

２

　

この計画は、昭和47年３月17日閣議決定された。

　　

３

　

この計画の進捗状況は、次のとおりである。

　　

（1）昭和48年度事業費

　　　　

3 473億円

　　

（２）昭和49年度事業費

　　　　

3 557 億円

　　

（3）昭和50年度事業費見込額

　

3 662億円

費 の

度
額

年4
8
計

和昭
純

　

366 951

　

178 59２

　　

39 965

　

４55 0４9

1 040 557

状

　

85j

　

17j

　　

jj

　

43.7

100.0

度
額

年4
8
計

和昭
純

　　

44 978

　　

6 392

　

729 773

　

449 902

　

279 871

　　　　

－

　　　　

－

　

259 ４1４

1 040 557

お
綴
心
一
心
四

況

比

増

　　

39 713

　　

21 919

　　

13 636

　

134 751

　

210019

滅

増

比

一
滅

　

20 414

　　

I 682

145 829

　

66 914

　

78 886

　　　　

28

　　　　

－

　

４2 09４

210 019

― 305 －

額

-
瑠.９

１０４

　

６ｊ

吋J

100.0

額

(単位

　

百万円・％)

　　　　

較

増

　

滅

　

率

昌
治
2
0
　
2

　

θｊ

１９.8

19j

貯J5

14.8

(単位

　

百万円・％)

　　　　

較

増

　

滅

　

率

泡
雪
吉
昌
ｔ
一

だ
妬
卵
忿
一
心
ｍ

謀
溺
混
一
Ｊ

14.8

！

｜

」

－

－

－

！

－

－



参考表（７）第７次道路整備５か年計画中の街路事業

　　　　　　　

（昭和48～52年度）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（単位億円）

　　　　　　　　　　　　

投

　　　

資

　　　

総

　　　

額

　

ｇ

　　　

゛

　

ト

　

剛橋りバm

　

（修m m　ｔ

　　　　　　　　

ｌ

一

　　

般

　　

国

　　

道｜

　　

ロ64

　　　　

66

　　　　

43

　　　　

－

　　　

1273

　　　　　　　　

！

主要地方道！

　

4 450　　276　　309　　　24　　5 059

　　　　　　　　

｜

その他の地方道1

　

16298　　　691　　1 530　　　136　　18 655

　

小

　　　　　

計

　

1

　

21 912　　　1033　　　1882　　　160　　24 987

調

　　　　　　　　

査

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

113

　

合

　　　　　　

計

　　　

21912

　　　

1033

　　　

1882

　　　

160

　　

25100

㈱１

　

２

　

３
’
ノ
ー
ー
ー

１
２
３

ぐ
ぐ
ぐ

建設省調による。

この計画は、昭和48年６月29日閣議決定された。

この計画中街路事業の進捗状況は、次のとおりである。

　

昭和48年度事業費

　　　　　

3 724億円

　

昭和49年度事業費

　　　　　

3 632億円

　

昭和50年度事業費見込額

　　

3 530億円

第66表住 宅 費

　　　　　　　

｜

　　　　

昭

　　　

和

　　　

49

　　　

年

　　　

度

　　　　　

｜

　

“

　

∩，
道

　

府

　

県

　

｜市

　

町

　　

村

　

）

　

お

　

剽

人

　　

件

　　

費

　　

7 818　　2.θ　　14 400　　j.∂　　22 218　　忿.9
維持補修費

　

H 314　　S.θ　11 199　　乙∂　22 514　　忿.∂
普通建設事業費

　

283 987　　7I,J^　315 631　　河.9　588 321　　7M

　

補助事業費

　

215071

　

邱.4

　

246 646　昿7　461 199　印.忿

　

単独事業費

　

68 916　瑠j　68 965　j7.忿　127 122　16.6

　

県営事業負担金

　　　

－

　　　

－

　　　　

20

　　　

0.０

　　　　

－

　　　

－
貸

　　

付

　　

金

　　

66 288　　174　　48 311　　j忿j　　113 120　　μｊ
そ

　　　

の

　　　

他

　　

12 216　　　jJ　　10 530　　　忿.∂　　20 323　　　忿.∂

　

合

　　　　　

計

　　

381 623　　100.0　400 071　　100.0　766 496　　100.0

－306－



>
-
H
　
l
O
　
>
~
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'

d
　
Ｓ
Ｑ

ｒ
~
i

ｃ
ｏ

i
-
ｓ
　
>
Ｈ

ZS.7

29､０

12.3

参考表（８）第３次下水道整備５か年計画（昭和46～50年度）

その１

　

事

　

業

　

費 (単位

　

億円)

一一ｆ

　

区

　　　　　　

分

　

|事業費i

　

区

　　　　　　　　

分

　

）業１

　

公

　

共

　

下

　

水

　

道

　　　

20 300 都　市　下　水　路　　　　800

　　

一般公共事業

　　

11575　　特定公共下水道　　　300

　　

地方単独事業

　　　

8 725　　一般公共事業　　　255

　

流

　

域

　

下

　

水

　

道

　　　　

3 600　　　地方単独事業　　　45

　　

一般公共事業

　　　

3 240 予　　　　備　　　　費　　　　1000

　　

地方単独事業

　　　

360

　　　

合

　　　　　　

計

　　　　

26 000
-

　　　　

｜
㈱１

　

２

　

３
５
ｊ
ｊ
３
ｊ

１
２
３
４
５

く
く
ぐ
Ｃ
Ｃ

建設省調による。

この計画は、昭和46年８月27日閣議決定された。

この計画の進捗状況は、次のとおりである。

　

昭和46年度事業費

　　　　　

3 738億円

　

昭和47年度事業費

　　　　　

5 307億円

　

昭和48年度事業費

　　　　　

5 459 億円

　

昭和49年度事業費

　　　　　

4 767億円

　

昭和50年度事業費見込額

　　

6 971億円

その２

　

整備状況等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－
■

　　

区

　　　　　　　　　　　　

分

　

|昭和48年度末|昭和49年度末i賢和50年度jt

　　　

総

　　　

人

　　　

口（万人）

　

i

　　　　

10 87り　　　　11 049
1 n

ISO

　　　

処

　

理

　

人

　　

口（万人）

　

1

　　　　

2 116　　　　225り 2 554

_竺人口普及率（％）＿

　　

i

　　　　

jﾀ.5

　　　　

加ＪＩ

　　　　

２２　Ｑ

○

昭

純

状

度
額

年4
8
計

和

　

15 362

　

18 743

420 323

304 588

115 735

　　　　

-

　

98

　

17

570

458
367

253

況

　

2.7

　

JJ

73.7

５３.４

２０』

　

－

１７ｊ

　

＆θ

100.0

増

比

一
波

　

6 856

　

3 771

167 998

156611

　

11 387

　　　

－

　

14 662

　

2 956

196 243

－307 －

１
て
ぶ
鸞
一
万

1
0
0
　
0

(単位

　

百万円・％)
一

　　　　

較

増

　

滅

　

率

･4^.e

２０ｊ

iO.O

５１４

　

乱S

　

－

μｊ

１７.0

34.4

-

ｌ

_



参考表（９）第２期住宅建設５か年

　　　　　　　　　　　　　

第２期５か年計画（昭和46～50

　

g

　　　　

゛

し

画アi（49鵠闇昌烏。嘉Ｊ:

公的資金による住宅

　　　　

3 838　　　　　　623 ∂jj

公営住宅（改良住宅を含む。）

　　　　　　

678

　　　　　　　

83∂瓦丿

公庫住宅

　　　　　　　　　

1 370　　　　369　　　　夕忿名

公団住宅

　　　　　　　　　　

460

　　　　　

50

　　　　

卯４

;ﾏ宍

　　　　

二

　　

と

　　

竺

民間自力建設住宅

　　　

5738　　　　　　8U 76｡θ

　

合

　　　　　　　　

計

　　　　　　　

9576

　　　　　　

1434

　　　　　　

71.1

その１

　

性質別内訳

第67表

　

消 防 費

　　　　　　　　

｜

　　　　　　

昭

　　　

和

　　　

49

　　　

年

　　

，度

　

区

　　　　　

分

　

l

　　　　　　　　　　

j

　　　　　　　　　

都道府県ｉ市

　

町

　

村｜純

　

計

　

額

人

　　

件

　　

費

　　

48 354
1

甜J　　231 598　　∂∂4　　279951　　7θｊ

物

　　

件

　　

費

　　

2 231　　jJ　　34 079　　9J　　36 310　　卵

普通建設事業費

　　

5 608　　∂.7　　61000　　17S　　66 039　　皿∂

そ

　　　

の

　　

他

　　

1899

J　　jJ

21 889　　　　∂J　　16234　　　4.j

　

合

　　　　

計

　　　

58 092　100.0　348 566　100.0　398 534　100.0

その２

　

財源内訳

ｇ

　　

り百Ｔぷ（≒

　

Ｊド）≒

　

ｌ

　

ｉ

　　　

；

　

，;

　

；

　

ﾚﾚ

　

ﾚ

－808－



計画(昭和46～50年度)

(単位

　

千戸)

㈱１

　

建設省調による。

　　

２

　

第２期住宅建設５か年計画は、昭和46年３月30日に閣議決

　　

定されたが、沖繩県に係る住宅建設計画(47～50年度)を追加す

　　

るため、昭和48年２月20日変更された。

　　

３

　

昭和49、50年度の戸数は、昭和50年７月15日現在におけ

　　

る建設見込戸数である。

　　

４

　

昭和49.50年度の｢その他の住宅｣は、建設省推計値である。

の

昭

純

昭

純

状

度
額

年4
8
計

和

197 784

　

28 286

　

56 577

　

13 037

295 684

和 48

計

　　

4216

　

20 ４79

　　

8617

262 37２

295 684

年

O
5

^

■
H

*
＊
０

　

・

　

一

　

・

　

Ｉ

　

自

?
Ｏ

O
i

Ｏ
s

-
<
t
-
0
0

　
　
　
　
　
　
　
　

１

度

額

-
＊

O
i

Ｃ
>

i
>
｡

O

ブ
ー
。
ぶ
辞

0 0

　
　
　
　

１

増

況

比
一
波

　

82 167

　

8 024

　

9 462

　

3 197

102 850

増

比
一
波

　　

1 065

　　

3 462

　　　

638

　

97 68S

102 850

－309－

(単位

　

百万円・％)

　　　　

較

額
石
に
ご

　
　
　
　
　

-
≫

t
ｏ

Ｏ
０

　
　
　

Ｊ

　

°
゜
゜
゛

額

石
；
ぷ

増

　

滅

　

率

μ.５

澗?４

１６Ｊ

２ふ.5

34.8

SＯみ

忿£

町ｊ

１５.0

28.2

(単位

　

百万円・％)

　　　　

較

増

　

滅

　

率

2５』

16j

　

7.4

37.2

34.8

釦､6

19.Ｓ

７
θ
２

　

ｅ

　

一

　

・

θ
θ
８

ｊ
忿
２

F≒

　　　　

91

　　　

329

　　　　

60

　　　

148

　　　

ソ

-

¶

-

-

ｉ

－

－

－

｜

－

－

｜

！

－

－

Ｊ



第68表消防施設等整備贋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一一一一

　　　　　　　　　

昭和43年度’昭和44年度ｌ

　

昭和45年度

　

区

　　　　

分

　　

数量）助

y

‾i量）助司ｌｌ）・・

消防ポンプ自動車

　　

781

　　

555 750　　　915　　652 554　　1 055　　859 780
手引動力ポンプ

　　

ー

　　　

－

　　

－

　　　

－

　　

一

　　　

一

小型動力ポンプ

　

1 812　207 470　1 941　226 116　1 698　239 060

火災報知機俊鱗

　

3?

　　

昌

　

二

　　　　

二

　　　

二

　　　　

二

雲防専用無線電話装

　　

540

　　

61 427　　　6H　　71 812　　　841　　108 200

防

　

火

　

水

　

そ

　

う

　　

丿65

　　

189 909　　968　　165 820　　1 078　222 800
積

　　

載

　　

車

　　

－

　　　　

－

　　

190

　　

30 000　　300　　102 no

　

（小

　　　　

計）

　　　　　　

1 015416　　　　　1 146 302　　　　　1 531 950
科

　

学

　

消

　

防

　

力

　

は

　

し

　

ご

　

車

　　　

36

　　

145 400　　　50　　205 890　　　54　　215 060

　

化

　　

学

　　

車

　　　

51

　　

72 550　　　52　　77 320　　　66　　99 970

　

救

　　

急

　　

車

　　

31

　　

19 600　　40　　24 200　　30　　19 480

　

ヘリコプター

　　　

1

　　

30 000　　　1　　22 000　　－　　　－

　

消

　　

防

　　

艇

　　　

5

　　

50 000　　　4　　60 000　　　4　　40 000

　

救助工作車

　　

－

　　　

－

　　

－

　　　

－

　　

21

　　　

31500

　

屈折放水塔車

　　

一

　　　

－

　　

－

　　　

－

　　

－

　　　

－

　

高

　

発

　

泡

　

車

　　　

一

　　　　

－

　　　　

4

　　　

8 000　　　　7　　14 000

　

林野火災工作車

　　

－

　　　　

－

　　　

－

　　　　

－

　　　

6

　　

17000

　　

（小

　　　

計）

　　　　　　

317 550　　　　　　397 410　　　　　　437 010

　　　

計

　　　　　　　　　

1 332 966　　　　　1 543 712　　　　　1 968 960
救急指令装置

　　

5

　　

10 000　　6　　14 500　　5　　11 500

消回員９機１舎lに?

　　

47 774
L回　44

456
|に　46

000

　

1r

　　　　　

・

　　　　　　

1 390 740　　　　　　1 602 668　　　　　2 026 460

曲

　

消防庁調による。

第69表火 災

　　

発 生

　　　　　　　　　　　　

１

　　

総

　　

出

　　

火

　　

件

　　

数

　　

区

　　　　　　　　　　

分

　　　　

ｉ

　

件

　　

数

　

！

　

m

　

数

　　　

昭

　　

和

　　

1?

　

゛

　　　　　　

昌2?

　　　

粥

　　　　　　　

11

　　　　　　

諒

　　

沿

　　　　　　　

む

　　　　　　

詔

　　

温

　　　　　　　

お

　　　　　　

ぱ

　　

沼

1

　　　　　　　　　　　

1鴛

　　　　　　　　　　　　　　　　

混同

　　　　　　

塁

叫

　

消防庁調により、暦年である。
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補助金による整備状況
(単位

　

千円)

　

昭和46年度

　　

昭和47年度

　

昭和48年度｜

　

昭和49年度

ｌ量）助金

　

数量）．

V

数量）・（数量）助

ヨ

　

1070

　　

937 300　　1 291　1 156 414　　1 172 1 066 886
1　　992 1

1 357 820

　　

－

　　　

－

　　

－

　　　

－

　　

－

　　　

－

　　

一

　　　

一

　

1 640　　242 565　　1 651　　244 147　　1 601　　249 095　　1 475　　294 595

　　

‥‥一一‥

j

　　

－

　　　

－

　　

－

　　　

－

　　

－

　　　

－

　　

－

　　　

－

　

1 125　　157 360　　1 256　　187 723　　2 019　　305 352　　1 251　　222 s45

1

　

J 529　　307 015　　1 591　　345 198　　2 091　　613 805　　2 285　　90S 219

　　

446

　　

166 560　　　595　　218 970　　　679　　257 608　　　594　　256 118

　　　　

1 810 800　　　　　　2 152 452　　　　　　2 492 746　　　　　　3 036 297

　　

55

　　

247 710　　　61　　329 660　　　111　　673 738　　　83　　945 391

　　

54

　　

93 890　　　59　　127 568　　　50　　1 13 140　　　40　　140 790

　　

29

　　

23 910　　　34　　33 603　　　35　　34 908　　　10　　14 720

　　　

3

　　

82 000　　　　1　　30 000　　　－　　　　－　　　　1　　30000

　　　

1

　　

10000

　　　　

4

　　

40000

　　　　

1

　　　

10000

　　　　

1

　　

30000

　　

46

　　

24 000　　　16　　25 800　　　23　　36 000　　　26　　51 408

　　

－

　　　　

－

　　　

－

　　　　

－

　　　　

4

　　

20000

　　　　

4

　　

29 120

　　　

5

　　

10000

　　　　

4

　　　

8000

　　　　

6

　　

14 400　　　　3　　　6 720

　　　

8

　　

22 100　　　　9　　28 900　　　11　　35 700　　　　4　　13 300

　　　　　

513 610　　　　　　623 531　　　　　　　937886　　　　　　1 261 449

　　　　

2 324 410　　　　　　2 775 983　　　　　　3 430 632　　　　　　4 297 746

　　

12

　　

22 000　　　19　　26 800　　　40　　52 000　　　34　　42 500
1に

　

48 103
ta 72　46

389
LI　31

262　ヤ1　４5 1４7

　　　　

2 394 513　　　　2 849 172　　　　　3 513 894　　　　4 385 393

の 状

　　

況
(単位 百万円・人）

　　　

総

　　　

損

　　　

害

　　　

額

　　　　　　

死

　　　

傷

　　　

者

　　　

数

‾ｔ

　　

額

　

m

　

数

　

|

　

人

　　　　

員

　　

しtl

　　

数

　　　　　　　

43 021　　　　　　　j叩　　　　　　　　　9 580　　　　　　　却θ

　　　　　　　

48 865　　　　　　　jμ　　　　　　　　　9 321　　　　　　　　ﾀ7

　　　　　　　

53 295　　　　　　j4　　　　　　　10 476　　　　　　j卯

　　　　　　　

54 2S2　　　　　　　j邱　　　　　　　　　9 967　　　　　　　j叫

　　　　　　　

70 172　　　　　　16S　　　　　　　l0 636　　　　　　Ill

　　　　　　　

83 387　　　　　　却4　　　　　　　11 320　　　　　　j詔

　　　　　　　

78 570　　　　　　j辞　　　　　　　10 691　　　　　　jj忿

　　　　　　　

84 106　　　　　　　j∂5　　　　　　　　11 364　　　　　　　jjﾀ

　　　　　　　

□37％

　　　　　　　

忿∂5

　　　　　　　　

11 659　　　　　　　j忿忿

　　　　　　　

H2 306　　　　　　　忿に　　　　　　　　10 716　　　　　　　jj忿

― 311 ―



第70表

　

警

　

察

　

費

　

の

　

状況

その１

　

性質別内訳 (単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　

昭和49年度

　　

昭和48年度

　　　

比

　　　　　　　　

較

　

ｓ

　　

゛

　

に

ｎｇ

に

・．

べ

１

　

（皺鯛ぽ

人

　

件

　

費75l[402 81^1 555 861　71?.6 195 541　品.θ　3S^＼ US
物

　　

件

　　

費

　

60 918　∂.∂　49 971　7J　10 947　μ　釘丿　名Ｍ
補

　

助

　

費

　

等

　　

81418

　

θJ

　　

6 955　　j.θ　　1463　　θ.∂　21.0　15.6･
普通建設事業費

1

　

99|l26

　

10.7

　

81 645　と.7　17 481　　7.7　鯉.4　忿Ｍ･
そ

　　

の

　　

他．

　

5(734

　　

θ.∂

　　

3 698　　θ,5　　2036　　θ.l　55J.　Jjj

　

合

　　

計

　　

925.598 100.0 698 130 100.0 227 468 100.0　32.6　24^

その２

　

財源内訳 (単位

　

百万円・％)

⊇余万禦ｽﾄﾞ
ﾂﾞﾂﾞﾂﾞ

　

含

　　　　　

j

　　　

,m4

　　　

1

1

]]

　　　　　

]

第72表

　

警 察 職 員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

地

　　　

方

　　　

警

　　　

察
区

　　　　

分

　　

地方警務官

j

　　　　　　　　　　　　　　　

･。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

警

　　

察

　　

官

　

丿

　

事

　

務

　

職

　

員

　

’

昭和36年

　　　　　　

280

　　　　

129 ４82　　　　19 833

　　　　　

41

　　　　　　　　　　　　

320

　　　　　　

150 32０　　　　　　　２2 571

　　　　　

4２

　　　　　　　　　　　　

340

　　　　　　

156 094　　　　　　　２3 096

　　　　　

43

　　　　　　　　　　　　

360

　　　　　　

160 646　　　　　　　23 707

　　　　　

44

　　　　　　　　　　　　

360

　　　　　　

166 459　　　　　　　24 069

　　　　　

４5

　　　　　　　　　　　　

370

　　　　　　

172 204　　　　　　　２4 800

　　　　　

４6

　　　　　　　　　　　　

390

　　　　　　

176 573　　　　　　　26 982

　　　　　

47

　　　　　　　　　　　　

410

　　　　　　

178 611　　　　　　　２8 756

　　　　　

48

　　　　　　　　　　　　

４38

　　　　　　

183 871　　　　　　　30 175

　　　　　

４9

　　　　　　　　　　　　

458

　　　　　　

189 280　　　　　　　30 284

　　　　　

50

　　　　　　　　　　　　

４78

　　　　　　

195 33４　　　　　　　30 571

j

㈱１

　

２

地方警務官は警察庁調、その他は自治省調による。

昭和36年は５月31日現在、昭和41～50年は４月１日現在の職員数であ、

　　　　　　　　　　　　　

－312－



第71表交通事故等発生の状況

八〇ｎふｗねＯ交通事故発生件数

　

」

　

昭和36年

　　　　　　　　

129 5４9　　　　　　　493 693

　　　　　

４1

　　　　　　　　　　　　　　　

２96804　　　　　　　　　　　　425 944

　　　　　

４2

　　　　　　　　　　　　　　　

383 631　　　　　　　　　　　　521 ４81

　　　　　

43

　　　　　　　　　　　　　　　

508 281　　　　　　　　　　　　635 056

　　　　　

4４

　　　　　　　　　　　　　　　

594 790　　　　　　　　　　　　720 880

　　　　　

４5

　　　　　　　　　　　　　　　

652 61４　　　　　　　　　　　　718080

　　　　　

46

　　　　　　　　　　　　　　　

631 215　　　　　　　　　　　　700 290

　　　　　

４7

　　　　　　　　　　　　　　　

59４5４2　　　　　　　　　　　　659283

　　　　　

48

　　　　　　　　　　　　　　　

538 192　　　　　　　　　　　　586 713

　　　　　

49

　　　　　　　　　　　　　　　

460 960　　　　　　　　　　　　490 452

㈹１

　

警察庁調により、暦年である。

　　

２「業務上等過失致死傷害罪発生件数」には、14歳未満の者の件数が除かれて

　　

いる。

　

３「交通事故件数」は、昭和36年は物損事故件数を含み、昭和41年以降は人身

　　

に係る事故の件数のみである。

数 の 推 移 (単位

　

人)

職

　　　

員

　　　　　　　　　　

合

　　　　　　　　　　　　　　　　

計

　　　　

ｎ

　　　

へ

　

察

　　

（事ｓｌ

　

（

　　

ｔ

　　　　　

149 315　　　　　129 762　　　　　　19 833　　　　　149 595

　　　　　

172 891　　　　　150 640　　　　　　22 571　　　　　173 211

　　　　　

179 190　　　　　　156 43４　　　　　　23 096　　　　　　179 530

　　　　　

184 353　　　　　　161 006　　　　　　23 707　　　　　　184 713

　　　　　

190 528　　　　　166 819　　　　　　24 069　　　　　190 888

　　　　　

197 004　　　　　172 574　　　　　　24 800　　　　　197 374

　　　　　

2０3555　　　　　176 963　　　　　　26 982　　　　　203 945

　　　　　

207 367　　　　　179 021　　　　　　28 756　　　　　20７Ｔ7７

　　　　　

21４046　　　　　184 309　　　　　　30 175　　　　　214 484

　　　　　

219 564　　　　　189 738　　　　　　30 284　　　　　220 022

　　　　　

225 905　　　　　195 812　　　　　　30 571　　　　　226383

る。ただし、昭和47～50年の地方警務官数は５月１日現在の職員数である。

　　　　　　　　　　　　　　　　

－ｍ－



その１

　

日的別内訳

第73表

　

教 育 費

　　　　　　

｜

　　

・

　

11 49　　　　年　　　度

　

ｇ

　　

⊃

ｓ道

　

府

　

県

　

｜

　

市

　　

町

　　

村

　

｜

　

純

　　

計

　　

額

小

　

学

　

校

　

費

　

1 431 571　　S7.0　　873 750　　j∂ｊ‘2 297 119　　j∂.θ
中

　

学

　

校

　

費

　

808 190　　加.∂　451 642　　即J　1 255 892　　勿丿
高等学校費

　

974 439　舒.忿　81 217　　3.6 1 054 841　174
社会教育費

　

60 956　　1.6 221 121　　　　∂.∂　272468　　4.5、
保健体育費

　

40 683　　1.1　329 625　μj　364 456　　∂.θ
大

　　　

学

　　　

費

　　

45 762　　　jj　　19 851　　　θ.∂　　65 499　　　1.1
特殊学校費

　

125 400　　J.忿　　9 325　　叫　134 2H　　忿.名
幼

　

稚

　

園

　

費

　　

1 427　　θ.θ　106 313　　μ　106 136　　j.∂
教育総務費

　

381 896　　∂.1?　139 899　　∂J　499 456　M

　

合

　　　　　

計

　　

3 870 326　　100.0　2 232 743　　100.0　6 050 078　　1004）

その２

　

性質別内訳

　　　　　　　　　　　　　

昭

　　　

和

　　　

49

　　　　

年

　　　

度

　

区

　　　　　

分

　

1

　

都

　

道

　

府

　

県

　

｜

　

市

　　

町

　　

村

　

ｉ

　

純

　　

計

　　

額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１
人

　　

件

　　

費3 231 255　密.5　593 574　26.6 3 824 829　≪≪
物

　　　

件

　　　

費

　　

122 046　　　jJ　　327 514　　μ.7　　449 560　　　74
維持補修費

　

8 939　　θ.忿　36416　　j.∂　45 355　　θ.7
扶助費、補助費等

　

126 049　　SJ　100 618　　4.5　191 839　　J.忿
普通建設事業費

　

344 395　　∂.∂　1 146 450　　訂J　1 481 121　　4.5

　

補助事業費

　

86518

　　

忿J

　

647 321　即.θ　733 602　瓜丿

　

単独事業費

　

257 877　　∂.7　498 692　舘J　747 519　124

　

県営事業負担金

　　　

－

　　　

－

　　　

437

　　

θ.θ

　　　　

一

　　　

一
そ

　　　

の

　　　

他

　　

37 642　　　θ.ﾀ　　28 171　　　1,3　　57 374　　　j.θ

　

合

　　　　　

計

　　

3 870 326　　100.0　2 232 743　　100.0　6 050 078　　100.0

その８

　

財源内訳

　　　　　　　

ｌ

　　　

ｓ

　

ｉ口

　

49

　　　　

年

　　　

度

　

ｇ

　　

ｎ

ｓ道

　

府

　

県

　

）

　

町

　　

村

　

）

　

お

　

ｇ

国

　

庫

　

支

　

出

　

金

　

1 177 726 卯.4　　240 124 jθJ　1 417 850　　留４

都道府県支出金

　　　

－

　　

－

　　

38 734　　j.7　　　－　　－

使用料、手数料

　　

34 959　　θ.∂　　14 448　　θ.∂　　49 406　　θｊ
諮蓉金、負担金、寄

　　

2 255　　　θj　　21 579　　　j.θ　　18 987　　　θＪ

地

　　

方

　　

債

　　

96 913　　2.5　428 0％　　却.忿　493 530　　＆名

その他特定財源

　　

96 428　　忿.5　128 668　　5.7　222 573　　j.7

一般財源等2 462 045　63.6 1 361 094　61.0 3 847 732　醇.∂

　

合

　　　　　

計

　　

3 870 326　　100.0　2 232 743　　100.0　6 050 078　　100.0

― 314



の

昭

純

状

度
額

年4
8
計

和

1 634 548

　

898 ｎ1

　

734 435

　

20４ 764

　

267 752

　　

４9 273

　　

83 760

　　

72 203

　

361 670

4 306 516

昭

純

和

2 688 906

　

348 670

　　

36 975

　　

131 205

1 058 929

　

531 033

　

527 897

　　　　　

－

　　

41 831

4 306 516

昭

純

和

960 552

　　

44 892

　　

18 007

　

381 960

　

127 529

2 773 576

4 306 516

θ
ａ
’
ｊ
。
″
Ｊ
ｊ
タ
７
４

　

０

ｅ
r
j
　
c
A
　
Y
-
H
0
0
　

48

計

48

計

年

年

度

額

錨
Ｍ
一
に
一
Ｍ
Ｊ
ゼ
Ｊ

　

０
　
０

’
。

　
　
　

２
ｊ
ｊ

　
　
　

1
0

度

額

心
ふ
叫
″
″
心
四

増

比
一
波

　

662 571

　

357 781

　

320 406

　　

67 70４

　　

96 704

　　

16 226

　　

50 451

　　

33 933

　

137 786

1743562

増

比
一
波

1 135 923

　

100 890

　　　

8 380

　　

60 634

　

422 192

　

202 569

　

219 622

　　　　　

－

　　

15 543

1 743 562

増

比
一
滅

457 298

　　　

－

　

4514

　　　

980

1Ｈ 570

　

95 044

― 315 -

髭
昌
治
瀾
。
沼

1
0
0
　
0

額
石
器
高
温
心

1
0
0
　
0

額

(単位

　

百万円・％)

　　　　

較

増

　

滅

　

率

昌
治
昌
男
Ｅ
ｗ

(単位

増

　

滅

　

率

忿
９
７
忿
タ
ー
δ

　

忿

　

５

　

・
・
・
・
・
・
こ

　

・

　

・

ｃ
ｊ
ｏ
ｏ
ｅ
Ｑ
≪
ｏ
ｏ
ｊ
ｏ
ｏ
>
-
H
　
　
'
　
＾
.

　

０

･
＜
.
c
A
　
＾
　
･
＜
*
.
<
3
O
　
Ｏ
Ｓ
　
^

I
3
≪
ａ
　
４

(単位

増

　

滅

　

率

δ

　

一

　

ｙ
‘
４
忿
５
７

　

５

払

　

ｍ
乱
作
一
乱
作
作

　

4
0
　

心
一
昭
一
一
一
叫
以
一
一
一

　

０
　
０

２

　
　
　
　
　
　

δ

　

1
0

2３ｊ

22.7

２３ｊ

31£

２７』

1＆６

３１ｊ

μＪ

３０ｊ

24.7

百万円・

一
較

％）

2μ）

留４

１７ｊ

３３.７

２６ｊ

２５ｊ

２６.８

　

一

召j4

24.7

百万円・％）

較

竺
心
S2£

Ｓ５４

２９ｊ

２４Ｊ

24.7

１

－

ｌ

≒

１

１

！

ｌ

｜

｜

｜

－

－

１

－

－

－



第74表

　

小 学 校

　　　　　　　　　　　　　

昭

　　　

和

　　　

49

　　　　

年

　　　

度
区

　　　　　

分

　

1

　

都

　

道

　

府

　

県

　

｜

　

市

　　

町

　　

村

　

｜

　

純

　　

計

　　

額

人

　　

件

　　

費

　　

1 408 955　　紹4　103 385　　11£　1 512 340　　∂Ｍ
物

　　

件

　　

費

　　　

14 695　　j.θ　126 041　　μ4　140 736　　に
維持補修費

　　　

－

　　

－

　

18 598　　む　18 598　　M
普通建設事業費

　　　

2 300　　θ.2　599 309　　醇.∂　599 498　　邱丿

　

補助事業費

　　　　

355

　　

θ.θ

　

362 103　　4μ　362 339　　15^

　

単独事業費

　　　

1 945　　θj　237 158　　町.j　237 159　　jθｊ

　

県営事業負担金

　　　　　

－

　　　

－

　　　　

48

　　　

θ.θ

　　　　

－

　　　

－
そ

　　　

の

　　

他

　　　　

5 621　　　θ4　　26 417　　　S.1　　25 947　　　j.忿

　

合

　　　　

計

　　　

1 431 571　　100.0　　873 750　　100.0　2 297 119　　100.0

第75表

　

中 学 校

　

ｇ

　　

゛

ぺ

道

ぷ

（

≒

　

Ｊ

　

ﾁﾞ

）

≒

　

ｌ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

-

　　　　　　　　　　　

｜
人

　　

件

　　

費

　　

796 139　　98.5]　46 437　　皿j　842 576　　67.1
物

　　

件

　　

費

　　　

8 886　　1.1　　69 196　　15^　　78 082　　M
維持補修費

　　　

－

　　

－

　

11 102　　　S.5　　　U 102　　　θ.∂
普通建設事業費

　　　

口87

　　

θ.j

　

305 317　　67.6　305 426　　4j

　

補助事業費

　　　

209

　　

θ.θ

　

170 484　　37.7　170 614　　拡∂

　

単独事業費

　　　

978

　　

θj

　

134 823　　即.∂　134 812　　m7

　

県営事業負担金

　　　　　

－

　　　

－

　　　　

10

　　　

0.０

　　　　

－

　　　

－
そ

　　

の

　　

他

　　　

1 978　　θ.j　　19 590　　4J　　18 706　　j.5

合

　　　　

計

　　　　

808 190　　100.0　　451 642　　100.0　1 255 892　　100.0

第76表

　

高 等

　　

学 校

　

゛

　　

゛

ぺ

道

ぶ

（

≒

　

Ｊｊ

）

≒

　

ｇ

人

　　

件

　　

費

　　

658 975　　9.∂　　55 140　　∂7j　714 H5　　∂7.7
物

　　

件

　　

費

　　　

55 729　　　5.7　　　4 758　　　5.9　　60 488　　　5.7
維持補修費

　　　

5 688　　θ.∂　　　665　　θj　　6 353　　θ.∂
普通建設事業費

　　

250 170　　諮.7　　19 042　　認4　268 977　　25^

　

補助事業費

　　

55 407　　5.7　　4 459　　5.5　　59 866　　5.7

　

単独事業費

　　

194 763　即.θ　　14 460　17^　209 112　　19£

　

県営事業負担金

　　　　　

－

　　　

－

　　　　

123

　　　

θｊ

　　　　

一

　　　

一
そ

　　　

の

　　

他

　　　　

3 877　　　θ4　　　1 612　　　乙θ　　　4 908　　　0.5

　

合

　　　　

計

　　　

974 439　　100.0　　81217　　100.0　1 054 841　　100.0

－316－



費

　　

の

費

　　

の

費

　　

の

状

状

況

況

状

　　

況

－317－

(単位

　

百万円・％)

(単位

　

百万円・％)

(単位

　

百万円・％)

昭

　

和

　

48

　

年

　

度

　　　　　　　

比

　　　　　　　　　　　　　

較

純

　　　

計

　　　

額

　　

卜
曽

　　

・

　

ｇ

　

）

　

・率濁姦策

　

505 246　　　　　薦.s　　　208 869　　　　∂5J　　　　μＪ　　　　認J

　　

48 685　　　　　∂.∂　　　11 8031　　　　＆7　　　　μ.忿　　　　部.1?

　　

5 424　　　　　　θ.7　　　　　929　　　　　θJ　　　　17.1　　　　忿jj

　

171 301　　　　　忿∂j　　　97 676　　　　30.5　　　　57.0　　　　27.∂

　　

43 380　　　　　　£9　　　　16486　　　　　5.j　　　　　j＆θ　　　　j忿j

　

127 921　　　　　j74　　　81 191　　　　　忿5J　　　　醇.5　　　　SS.5

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　

3 779　　　　　　θ.∂　　　　1129　　　　θｊ　　　　29S＼ -　　　15J.?

　

734 435　　　　　100°0　　　320406 100.0　　　　43.6　　　　23.5

昭

　

和

　

48

　

年

　

度

　　　　　　　

比

　　　　　　　　　　　　

較

純

　　　

計

　　　

額

　　　

ｌ

　

城

　

・

　

）

　

城率｜義肇

　

596 609　　　　　郎4　　　245 967　　　　昭.7　　　　μ.忿　　　　麗.θ

　　

64 331　　　　　　7J　　　13 751　　　　　3,S　　　　鯉.4　　　　j∂j

　　

8％5

　　　　　　

j.θ

　　　　

2 137　　　　　θ.∂　　　　留.∂　　　　17.6

　

213 307　　　　認j　　　92 119　　　　認.7　　　　詔J　　　　27j

　

113 510　　　　　12.6　　　57 104　　　　μ.θ　　　　５θＪ　　　　認.忿

　　

99 797　　　　11.1　　　35 015　　　　∂.S　　　　巧.j　　　　むｊ

　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　

14 899　　　　　　j.∂　　　　3807　　　　　jJ　　　　忿£∂　　　　２忿j

　

898 111　　　　　100.0　　　357 781　　　　100.0　　　　39.8　　　　22.7

昭

　

和

　

48

　

年

　

度

　　　　　　　

比

　　　　　　　　　　　　

較

純

　　　

計

　　　

額

　　

ﾄ

･

　

減

　　

ｇ

　

）

　

・率｜訟菜

1 053 262　　　　∂44　　459 078　　　　印Ｊ　　　　μ.∂　　　　麗.口

　

109 639　　　　　∂.7　　　31 097　　　　4.7　　　　認.4　　　　加.7

　　

15 254　　　　　　θ.9　　　　3344　　　　　θ.&　　　　釘j　　　　15J.

　

437 360　　　　　部j　　　162 138　　　　μ.5　　　　37.1　　　　部j

　

270 911　　　　16.6　　　91 428　　　　13^　　　　認.7　　　　認.7

　

166 449　　　　　加J　　　70 710　　　　却.7　　　　μ.5　　　　釘.∂

　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　

19 033　　　　　　jj　　　　6 914　　　　　j.θ　　　　j∂j　　　　34M

1 634 548　　　　　100.0　　　662 571　　　　100.0　　　　40.5　　　　23.2



その１

　

小

　

学

　

校

第77表

　

教

　

員

　

数

　

等

　

Ｏ

｜

　　　　　　　　　　　

教

　　　　　

員

　　　　　

数

　　

区

　　　　

分

　　　　

本

　　　　　　

務

　　　　　　

兼

　　　　　　

務

　　　　　　　　　　　　　　　

数

　　

値

　

固

　

｜

　

指

　　

数

　　

数

　　　　

値

　

｜

　

指

　　

数

　　

昭

　

和

　

32

　

年

　　　　　

348 304人　　　　加θ　　　　　　1 325人　　　　丿叩

　　　　　　　

33

　　　　　　

360 617　　　　jθ4　　　　　1 752　　　　j認

　　　　　　　

35

　　　　　　　　

357 154　　　　　jθj　　　　　　1 453　　　　　jμ

　　　　　　　

40

　　　　　　　　

341 406　　　　　　∂∂　　　　　　1 687　　　　　127

　　　　　　　

41

　　　　　　　　

343 624　　　　　　ﾀ∂　　　　　　1 730　　　　　lSl

　　　　　　　

42

　　　　　　　　

347 569　　　　　jθθ　　　　　　1 511　　　　　in.

　　　　　　　

43

　　　　　　　　

352 057　　　　　jθj　　　　　　1 469　　　　　Ill

　　　　　　　

44

　　　　　　　　

357 065　　　　　jθj　　　　　　1 309　　　　　　∂1?

　　　　　　　

45

　　　　　　　　

363 761　　　　　j叫　　　　　　1 324　　　　　j卯

　　　　　　　

46

　　　　　　　　

370 815　　　　　jθ∂　　　　　　1 193　　　　　　肌

　　　　　　　

47

　　　　　　　　

377 434　　　　　jθ∂　　　　　　1 384　　　　　jθ4

　　　　　　　

48

　　　　　　　　

388 581　　　　　jj召　　　　　　1 448　　　　　jθ夕

　　　　　　　

49

　　　　　　　　

399 891　　　　　115　　　　　　1 701　　　　　j忿8

　　　　　　　

50

　　　　　　　　

410 788　　　　　jj∂　　　　　　1 711　　　　　j名1?

㈱１

　

２

　

３

文部省｢学校基本調査｣による。

指数は｢公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律

以下第77表において同じ。

その２

　

中

　

学

　

校

　　　　　　　　　　　

Ｉ

　　　　　　　

教

　　　　　　　

員

　　　　　　　

数

　　　　　　

｜

　

区

　　　　

分

　　　　　

本

　　　　　　

ｊ‾

　　　

兼

　　　　　　

務

　　　

ｉ

　　　　　　　　　　　　

・

　

値固）

　　

数

ぺ

　　

値）

　　

s汗

昭和32年

　　　

187 734人　　丿卯　　　2 996人　　丿叩

　　　　　

33

　　　　　　　　

179 602　　　　　　∂∂　　　　　　2 897　　　　　　1?7

　　　　　

35

　　　　　　　　

197 589　　　　　jθ5　　　　　　3 891　　　　　jjθ

　　　　　

40

　　　　　　　　

229 048　　　　　j名忿　　　　　　3 094　　　　　jθj

　　　　　

41

　　　　　　　　

225 410　　　　　j忿θ　　　　　　3515　　　　　117

　　　　　

42

　　　　　　　　

223 904　　　　　jj∂　　　　　　3 935　　　　　ISl

　　　　　

43

　　　　　　　　

222 479　　　　　jjl?　　　　　　3 988　　　　　j＆ﾀ

　　　　　

44

　　　　　　　　

219 273　　　　　117　　　　　　3 828　　　　　j認

　　　　　

45

　　　　　　　　

216 549　　　　　115　　　　　　4 288　　　　　μj

　　　　　

46

　　　　　　　　

216 527　　　　　j貧　　　　　　4 400　　　　　μ7

　　　　　

47

　　　　　　　　

217 687　　　　　jj∂　　　　　　4 751　　　　　j5ﾀ

　　　　　

48

　　　　　　　　

223 958　　　　　jj∂　　　　　　5 145　　　　　j7忿

　　　　　

49

　　　　　　　　

224 623　　　　　j忿θ　　　　　　5 143　　　　　j7忿

　　　　　

50

　　　　　　　　

226 556　　　　　Ul l　　　　　5 239　　　　　j75

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

｜

― 318



推

　

移（公立学校分）

児 童

数

　　

値（Ｂ）

12 866千

13 398

12 496

　

9 678

　

9 486

　

9 353

　

9 283

　

9 302

　

9 391

　

9 491

　

9 593

　

9713

　

9 984

10 26０

数

指 数

C
>
~
＊
６
≫
≫
Ｏ
~
≫
-
≫
５
ｃ
ｉ
＆
!
Ｓ
＾
^
'
Ｏ
>
≪
５
!
>
０
Ｃ
!

学 級

数

　

値（C）

289 587

301 833

296 286

275 553

275 543

276 260

277 956

280 658

28４ 597

288 405

２92 04２

297 325

304 728

312 297

指

数

数

叩
必
回
餌
お
餌
邱
侭
認
卯
の
昭
Ｇ
ａ

(各年５月１日現在)

１学級当た

り教員数

　　

(Ａ)

　

－－

　　

(Ｃ)

1.1９

1Ｍ
μ
認
討
刀
訂
認
四
四
む
町
2

J

-
j

-
j

-
j

-
j

-
j

-
;

"
j

-
^

-
w

-
^

１学級当た

り児童数

　

(Ｂ)

　

一一

　

(Ｃ)

砲.忿

巧.j

μ.４

３３.9

^
>
-
(
Ｃ
５
０
１
０
０
Ｃ
s
.
０
ｏ
<
3
i

晋
一
作
一
作
一
毘
作
一
加
毘

(昭和33年法律第116号)｣の施行の前年(昭和32年)を100としたものである。

生 徒

数

　　

値（Ｂ）

　　　

5 504千人
5 004

5 657

5 7４0

5 356

5 082

４ 86０

4 685

4 537

4 512

４ 504

4 593

4 548

4 573

数

指 数

-

１００

　

皿

ｊ
４
７
２
Ｓ
５
忿
２
名
ｊ
ｊ
Ｊ

Ｏ
ｄ
ｏ
s
ｏ
ｉ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ

１
-
ＨＹ
Ｓ

　

学

　　　

級

数

　　

値（Ｃ）

119 688

112 788

126 510

1４0 312

134 877

131 329

128 657

125 596

122 822

122 553

122 533

12４ 842

124 092

124 657

― 319 ―

指

数

数

叩
μ
邱
び
召
却
卯
碍
に
剪
９
叫
叫
叫

チ
よ

　

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ブ
こ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

(各年５月１日現在)

１学級当た

り教員数

　

固

　

-

　

(Ｃ)

　　

1.57人
卯
卵
醍
ｒ
９
忿
怒
3
7
7
認
印
ぶ
認

　

一
一
・
一
一
・
φ
φ
・
一
一

　
　

・

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ブ
‘
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
７
‘

１学級当た

り生徒数

　

(Ｂ)

　

-

　

(Ｃ)

θ
4
7
9
7
7
0
Q
J
9
．
０
Ｓ
。
″
７
７

≪
ｏ
-
＊
．
ｃ
５
　
o
j
　
ｏ
ｎ
　
i
>
!
　
７
＆
＆
＆
δ
＆
＆

４
４
μ
４
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

ｊ

｜

，

　 　 　 　 　

｜

－

｜

－

｜

ｉ

」

－

－

ｉ

１

｜

－

－

－

ｊ

－

－

｜

－

｜

－

ｊ

－



その３

　

高等学校

第77表教

　

員

　

数

　

等

　

の

　　　　　　　　　　　　　　　　

教

　　　

員

　　　

数

　　　　　　

生

　

徒

　

数

　

区

　　　　

分

　　　　

本

　　　

務

　　　　

兼

　　　

務

　　　　　　　　　　　

数

　

（ｍ数

ﾚ

　

・）

　

．゛

　

゛

|

゛゛

昭和32年

　　

94 579人　丿叩　10"883人　丿叩　2 186千人　却6

　　　　　

33

　　　　　

96 650　　j∂忿　　　11 258　　j∂j　　2 242　　　jθj

　　　　　

35

　　　　

100 875　　jθ7　　　11 886　　j∂∂　　2 301　　　j∂5

　　　　　

40

　　　　

143 935　　jが忿　　　13 934　　j忿∂　　3 397　　　j55

　　　　　

41

　　　　　

146 573　　j55　　　14 418　　jJ忿　　3 385　　　j55

　　　　　

42

　　　　　

148 724　　j57　　　IA'.143　　jjθ　　3 276　　　j5θ

　　　　　

43

　　　　　

150 241 j邱　　13‘814　　j忿7　　3 136　　　j砲

　　　　　

44

　　　　　

152 092　　jぬ　　　14 636　　jμ　　3019　　　j認

　　　　　

45

　　　　　

153 877 j∂j　　　14‘409　　jj忿 2 936 lsU

　　　　　

46

　　　　　

155 988　　j砧　　　14716　　135　　2 880　　　μ忿

　　　　　

47

　　　　　

157 788　　j∂7　　　15 300　　jμ　　2 853　　　jむ

　　　　　

48

　　　　　

163 158　　173　　　16 284　　j5θ　　2 899　　　lSS

　　　　　

49

　　　　　

167 392　　j77　　　17 261　　j5∂　　2 957　　　ISS

　　　　　

50

　　　　　

171 311　　j町　　　1乙423　　j∂θ　　3 015　　　jj∂

㈱「入学率」は、国立、公立及び私立の全体の率で、当該年度の高等学校入学者

　　　　　　　　　　　　　　　　

第78表社

　　

会

　　

教

　　

育

　

ｇ

　　

゛

し

．

ｊ

（

≒

　

Ｊ

　

ド

）

≒

　

・

人

　　

件

　　

費

　　

14580　　留.∂　　74324　　お.∂　　88903　　32.6
物

　　

件

　　

費

　　

U 832　　却4　　32 459　　μ.7　　44 291　　j∂ｊ
普通建設事業費

　　

23 684　　認.∂　　95103　　μ.θ　115 085　　4忿.忿

　

補助事業費

　　

6 523　却.7　52 844　留.∂　59 330　21』

　

単独事業費

　

17 162　認.忿　42 196　j卵　55 755　加.5

　

県営事業負担金

　　　

－

　　　

－

　　　　

63

　　

θ.θ

　　　　

－

　　　

－
そ

　　　

の

　　

他

　　

10 860　　17£　　19 235　　＆7　　24 189　　∂ｊ

　

合

　　　　

計

　　　

60 956　100.0　221 121　　100.0　272 468　100.0

第79表 保 健 体 育

　　

゛

　　

゛

l

ｓ道

ぷ

（

≒

　

；

　

ド

）

≒

　

ｌ

Ｊ人

　　　

件

　　　

費

　　　

5 771　　μ.忿　　158 039　　4り　　163 810　　U.9
一物

　　　

件

　　　

費

　　　

7 121　　17.5　　70 919　　釘.5　　78 040　　21.4
，維持補修費

　　

596

　　

j.5

　　

2 508　　θ.∂　　3 104　　θ.∂

　

普通建設事業費

　　

12 467　　∂θ.∂　　75 445　　麗.∂　　86 023　　認.∂

　

補助事業費

　　

2 806　　り　34 212　加.4　37 018　瓜忿

　

単独事業費

　　

9 662　留.7　41 111　犯5　49 005　ISJ.

　

県営事業負担金

　　　

－

　　　

－

　　　

122

　　　　

θ.θ

　　　　

－

　　　

－
Iそ

　　　

の

　　　

他

　　

14 728　　錨.忿　　22 714　　　∂.∂　　33 479　　　∂.忿

　

合

　　　　

計

　　　

40 683　100.0　329 625　100.0　364 456　100.0
上記の体育施設費等

　　

3o 864 1　祐.1?　　96 085　　即j　　122 985　　甜.7
内訳{学校給食費

　　

9819

　　　

収.j

　　

233 540 70.9　　241 471　　66.5

320 ―



推

　

移（公立学校分）（つづき）

　　　

学

　　　　　　

校

　　　　　　

数

数

本

値

2 431

2 472

2 514

2 874

2 889

2 919

2 9４5

2 973

2 99２

3019

3 070
3 163

3 259
3 326

校
一
指 数

1００

ｊθS

1０8

11８

扨
加
む
麗
留
糾
邱
釦
斟
辞

ず
よ
ず
λ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

数

分

値

-

1 193

1 131
0
9
1
6
3
3
8
3
7
8
1
5

4
5
2
6
2
9
5
3
9
4
1
7

0
7
7
6
6
5
5
5
４
４
４
3

1

校
一
指 数

(各年５月１日現在)

入学率

昌
潔
一
良
司
昌
吃
吃
瑠

望
麗
詔
琵
公
銘
が

数を前年度の中学校卒業者数で除して得たものである。

費

　　　

の

　　　

状

　　　

況

昭

純

費

度
額

年4
8
計

和

60 281
33 898

91 151
45 489
45 662

　　

－
19 434

昭

　

和

純

一

　

115 471

　

53 703

　　

2 366

　

72 078

　

31 506

　

40 572

　　　

－

　

２４134

　

267 752

　

98 915

　

168 837

の

昌
探
元

状

度
額

年4
8
計

2０ｊ

　

０.９

２６､9

11､8

15j

　　

－

　

９.0

100.0

　

se.9

　

６Ｓ.1

増

増

比
一
波

28 622

10 393

23 934

13 841

10 093

　　　

－

4 755

況

比

一
派

48 339

24 337

　　

738

13 945

　

5512

　

8 433

　　　

－

　

9 3４5

96 704

２４070

72 634

821

額

-
μＪ

１５.ｉ

３５.4

加.4

1恥９

　

－

　

６.9

型
鸞
召
詣
昌

うち公立
入学率

ふ8.０

５０.６

銘.4

5＆６

５５.ふ

５６.６

５８.２

６２ｊ

６１.９

６２ｊ

６４.4

(単位

増

　

滅

　

率

卵
昌
治
応

百万円・％）

較

OＡａＯ

８１ｊ

ＳＳ.０

25.7

μｊ

　

一

２０Ｊ

31.3

(単位

　

百万円・％)

増

　

滅

　

率

4５Ｊ

３１.2

19j

17.5

20.S

　

－

Ｓ８､7

36.1

４Ｊ

μ.０

較

81､5

27.7

詔.5

21j

忿7.∂

16j

　

一

２６.4

27.3

26､６

２７､６

” １

｜

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

｜

｜

｜

４

｜

・

｜

－

ミ

｜

１

ｊ

－

－

－

Ｓ

－

－

－

ｉ

－

－

一

一

－

｜

－

－
！

－

－

－

－

－

－

－

－
１

一

一

一
１

－

－

｜

－

－

－

－

－



その１

　

総 括

第80表性

　

質

　

別

　

歳

　

出

　　　　　　　　　　　　　　　　

昭

　　　

和

　　　

49

　　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

｜

　　

区

　　　　　

分

　　　　　　　　　　　

１

　　　　　　　　　　　　

都道府県
｜

市

　

町

　

村

　

純

　

計

　

額'

　

人

　　　

件

　　　

費

　

5 078 ％41　叩J　2 930 315　郭.忿　8 009 279　巧.θ

　

物

　　　

件

　　　

費

　　

464 310　　S.∂　920 505　　＆忿　1 384 815　　∂ｊ

　

維

　

持

　

補

　

修

　

費

　　

106 247　　θ.8　171 154　　j.5　277 401　　jj
l扶

　　　

助

　　　

費

　　

464 081　　S.6　1 027 951　　∂J　1 492 032　　＆5
.補

　　

助

　　

費

　　

等

　　

1 081 695　　＆4　　537 921　　μ　　952 974　　μ
:普通建設事業費

　

3 836 748　釦.7　3 895 973　31t.9　7 368 050　認.忿

　　　

補助事業費

　

2 399 106　18.6　1 806 791　μJ　4 050 126　17.7

　

うち{単独事業費

　

1 229 086　　9.5　2 001 167　　17.9　3 088 473　　13.5
災害復旧事業費

　　

296 622　　忿J　156 488　　乱　385 311　　j.7

　

失業対策事業費

　　

47 288　　仰　　97 814　　θ.∂　145 101　　θ.∂
・公

　　　

債

　　　

費

　　

363 153　　忿.8　　507 725　　μ　　833 588　　j.∂
i積

　　　

立

　　　

金

　　　

71 646　　θ,∂　　199873　　1£　　271 519　　jj
l投資及び出資金

　　

67 295 θ.5　　　54504 θJ　　121 799　　θ.5
・貸

　　　

付

　　　

金

　　

％3 639　　7.5　　377 083　　j.4　1 276 772　　5.∂
j繰

　　　　

出

　　　　

金

　　　

78 541　　θ.∂　　280887　　忿.5　　359 428　　j.∂
'前年度繰上充用金

　　　　

－

　　

－

　　

9818

　　　

θj

　　　

9818

　　　

θ.θ
一歳

　　

出

　　

合

　　

計

　

12 920 229　100.0 11 168 011　100.0 22 887 888　100.0

　　　

{義務的経費

　

5 906 198　μ.7　4 465 991　A0.0＼ 10 334 899　μＪ
ﾚﾝｽﾞｿ投資的経費

　

4 180 6り　32Jt 4 150 274　S7^　7 898 463　4.5

その２推 移

　　

区

　　　　　

分

　　

36年刮

　　　　

指

　　　　　　　　　　

数

　　　　　　　　　　

決算額1

　

36

　

1

　

43

　

j

　

44

　

1

　

45

　

1

　

46

　

1

　

47

1人

　　　

件

　　　

費

　　　

832 604　　j卯　　ｒ7l　　j麗　　お　　　4卵‘　54∂

　

物

　　

件

　　

費

　　

191 699　　j叩　　忿四　　忿∂∂　　j忿4　　紹忿　　4g

　

維持補修費

　　

44 229　加θ　認1?　即2　353　即θ　μj

l扶

　　　

助

　　　

費

　　　

97 494　　j叩　　了乃　　4邸　　521　　にj　　871

’普通建設事業費

　　

651 281　　却θ　認7　4卯　5麗　邸∂　∂μ

ｊ災害復旧事業費

　　

134 003　加θ　jμ　加7　j扨　1S7　忿田

，失業対策事業費

　　　

50 824　j卯　171　jμ　即君　加j　j紹

ｉ公

　　　

債

　　　

費

　　　

123 603　　jθθ 忿剱　　邱5　　忿99　　351 μθ

　

積

　　

立

　　

金

　　　

25 363　　加θ　　舛丿　　紹∂　　j印　　S9S　　∂田

　

そ

　　

の

　　

他

　　

239 980　j卯　忿卯　砲j　50S＼　　６０Ｍ　　６８９

万歳

　　

出

　

合

　

計

　　

2 391 080　　100　　281　　336　　41 1　　498　　61 1

　　

ち

　

義務的経費

　　

1 053 701　　加θ　　鉛忿　　∂忿4　　鉛∂　　μ∂　　卵叫。

資的経費

　　

836 108　　j叩　　四5　　j47　4j∂　　555　　田∂
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侠

　

算

　

額

　

の

　

状

　

況

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　　　　　　

比

　　　　　　　　　　　　　

較

　

昭和!8年度

　　　　　　　　　　

増

　　

滅

　　

率

　　

ｌ

　

前年度増減率

　

純

　

計

　

額

　　

増

　

滅

　

額

　

鳶剔市回叫４‾順剔市鰍mmm

　

5 682 199　32^ 2 327 080　μ.θ　卯ｊ　　μ.5　μ.θ　留４　忿7J　邸.θ

　

1 086 663　　∂J　298 152　　5.5　　幻.4　　釦.7　　腔.4　　μ.7　　μ.4　　μJ

　

232 908　　jJ　44 493　　θj　　j名丿　　留.∂　　四.j　　13.6　　四.θ　　16.7

　

1 107 778　　∂J　384 254　　7.j　　釦.j　　錨ｊ　　４．７　　13^　　卯.4　　釦4

　

727 721　　4.忿　225 253　　4.忿　　銘.θ　認.θ　む.θ　忿7j　　μ４　　μｊ

-S 957 314　3i.l＼＼ 410 736　郭丿　忿£7　留.θ　留.7　　4j　釘J　12Jf

　

3 210 096　　184　840 030　15.5　　認J　　31.3　　26.2＼ -　θｊ　　加ｊ　　∂j

l2 537 424　μ.5 551 049　却.忿　留.5　加.5　釘.7　j＆5　留丿　麗.θ

　

295 204　　j.7　90 107　　j.7　釦.4　訂.ﾀ　30.5 - 15.ﾀ・17.7 － 17£

　

115 359　　θ.7　29 742　　θｊ　認.5　訂.4　訂.&　15^　9.7　17.6

　

651 220　　j.7 182 368　　j.4　郭.∂　即.2　認.θ　　＆7　釦.∂　μ.∂

　

235 373　　1.5　36 146　　θ.7　　5J　　却.4　　び.4　　16J　　卯ｊ　　お.θ

　

120 678　　θ.7　1 121　　θ.θ－　∂.7　圃ｊ　　θ.ﾀ　幻.θ　16.9　四.4

　

945 539　　54　331 233　　∂ｊ　　27.6　　む.7　　邱.∂　　麗.7　　鉛.θ　　認.θ

　

307 342　　i.S　52 086　　j.θ　　7j　　却ｊ　　ｊ∂．ﾀ　　35.6　　57j　　訂.4

　　　

8 585　　θ.θ　1 233　　θ.θ　　－　μ.4　μ.4　　― - 19ぶ=. 　19.6
17 473 883　100.05414005　100.0　　30.3　　31.7　　31.0　　15.1　　25.3　　19.5

　

7 441 198　　U^.6＼2 893 701　　認.4　　認Ｊ　　卯.5　　鉛.ﾀ　　む.5　　四.∂　　μj

　

6 367 877　　S6Ml 530 586　認丿　　麗丿　　諮４　　４.θ　　jj　　j!?Ｊ　　加.∂

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　　

構

　　　　　　　　

成

　　　　　　　　

比

　　　　　　

1

48

　

1

　

49

　

1

　

如り

　

43

　

1

　

44
〕45　1　46　1　47　1　48　1　49　1

　

認忿

　　

ﾀ薦

　　

54.S

　　

SltS

　　

3S.U

　　

52.7

　　

jj.ﾀ

　　

おj

　　

32.5

　　

35.0

　

5∂7

　　

7忿2

　　

＆θ

　　　

∂.5

　　　

∂.4

　　　

∂.j

　　　

∂.忿

　　

∂.θ

　　

∂

1

　　

∂.j

　

5忿7

　　

卵7

　　

j.∂

　　　

j.∂

　　

j.∂

　　

j.∂

　　

j4

　　

j.4

　　

jj

　　

j.忿

llSS

　

j認θ

　　

4j

　　　

5.4

　　　

5.忿

　　　

5.忿

　　

５.θ

　　

5.∂

　　

∂Ｊ

　　

∂.5

　

釘5

　

jおj

　　

忿7.忿

　　

認.∂

　　

認.j

　　

μ.∂

　　

甜.4

　

お.J

　

31.1

　　

認.忿

　

忿攻

　

忿忿7

　　

留5

　　

忿j

　　　

7J

　　

j.忿

　　

j.θ

　　

θ.∂

　　

∂.7

　　

θ.7

　　

θ.∂

　

5忿7

　　

∂74

　　

5.忿

　　　

4.5

　　

j.∂

　　

j.∂

　　

ｊ.∂

　　

j.∂

　　

j.7

　　

＆∂

　

9認

　

jθ7j

　　

1.1

　　　

θ.9

　　　

1.1

　　　

j.θ

　　　

θ.S

　　

j.忿

　　

jJ

　　

lJ:

　

S7∂

　

j 13^　　jθ.θ　　10.6　　j忿j　　j忿j　　12.5　　11^　　12.2　　11.9

　

731

　　

957

　

100.0

　　

100.0

　

100.0

　

100.0

　

100.0

　

100.0

　

100.0

　

100.0

　

7θ∂

　　

紹j

　　

μj

　　

44J

　　

砲ｊ

　　

む.7

　　

如丿

　

如.∂

　

4忿.∂

　

μ.忿

　

7g

　　

∂45

　　

3i.9

　　

se.t

　　

jσ

　　　

S7^

　　

38.8

　　

j夕.4

　　

S∂4

　　

SU.5
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投
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的
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債
的
設
旧
策

積ち
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う

　

歳

　

分

一
財

　

経

　

業
業
業

経
事
事
事
経
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合

　
　
　
　

５

括

翌年度への繰越

源
費
費
費
費
費
費
費
費
費
金
計
額

第81表一

昭

　

和

　

49

　　

年

　

度

12 658 743

　

6 922 450

　

5 877 689

　　

387 068

　　

657 692

　

2 650 789

　

2 558 785

　　　

20 467

　　　

71 537

　

2 582 669

　　

182 678

12 155 908

　　

502 835

般

　

財

　

源

昭

　

和

　

48

C
>
｝
^
-
＊
l
-
H
(
S
l
O
i
l
S
｛
≪
≫
5
O
≫
＊
^
０
ｏ

Ｘ
５
-
＊

I
Nｅ
＊

ｅ
＜
9
6
　
-
＊

9 802 793

4 94２ 954

4 155 710

　

279 245

　

507 999

２ 171 005

２ 10２ 592

　　

14 265

　　

5４ 148

２ 070 121

　

160 727

9184080

　

618713

㈱「翌年度への繰越額」には、翌年度へ繰越された事業費に充当すべき財源を含

その２

　

推 移

　　

区

　　　　

分

　　

36年度充当額

|

　　　　　　

指

　　　　　　　　　　　　　　　　

36

　

1

　

43

　

1

　

44

　

1

　

45

　

1

　

46

　

1

　

一

　

般

　

財

　

源

　　　

1353 628　　j卯　　留∂　　j剱　　4j∂　　477

　

義務的経費

　　

690 014　　　j卯　　留忿　　∂忿5　　j夕j　　　4田｜

　

人

　　

件

　　

費

　　　

572 212　　j卯　　認∂　　お５　　４ｇ　　μj

　

扶

　　

助

　　

費

　　　　

18 700　　加θ　　4g　　砧∂　　認∂　　91

　

公

　　

債

　　

費

　　　　

99 102　　却θ　　認7　　糾5　　認1?　　辞∂

　

投資的経費

　　

271 506　j叩　お7　豺5　5g　印∂

　

普通建設事業費

　　　

238 805　　j卯　　S6S　　47j　　印∂　　∂ｇ

　

災害復旧事業費

　　　

13 100 j叩　　　認　　　∂j　　　釦　　jjθ

　

失業対策事業費

　　　　

19 601 j吻　　戯君　　認S　　忿卯　　261

　

その他の経費

　　

295 306　　j卯　　μ夕　　お4　　4健　　4g

　　

う

　

ち積立金

　　　

13 900　　却θ　　忿7S　　jﾀ7　　砲j　　μ7

1

歳

　

出

　

合

　

計

　　

1 256 826　　1 00　　286　　351　　431　　497

　

翌年度への繰越額

　　　

96 802　　jθθ　　j討　　留∂　　諮∂　　留θ
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況当

　　

状の

　　

充

(単位

　

百万円・％)

前年度増減率

2７.０

増

　

滅

　

率

　　　　

29.1

額増度羊

W

1
-
Ｈ

-
<
≫
■

鉢
匹
匹

1７.０

５
４
５

　

－

　

一

　

一

μ
邸
錨

19､６

ｊ
７
４
５

　

一

　

一

　

●

　

一

タ
δ
５
t
ｏ

忿
／
り
２
５

θ
４
６
５
ｊ
７
５
ｊ
Ｓ
７
４
７

　

φ

　
　
　

一

　

一

　

・

　

一

　

一

　

Ｓ

　

一

　

・

　

Ｉ

　

Ｉ

如
μ
認
四
麗
む
μ
認
郷
瑠
3
2
卵

G
Ｃ
ｏ
≪
<
３
０
０
０
１
０
０
Ｃ
>
'
＾
l
^
ｄ
Ｏ
Ｏ
≫
―

＞
Ｓ

Ｃ
>
ｏ
s
d
＆
３
>
ｏ
^
^
o
c
:
ｉ
ｏ
ｏ
ｄ
４
４

θ
δ
６

　
　
　
　

ｊ
ｊ

　
　
　
　

ｊ

　
　

ｏ

ｊ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｌ

ａ

2 855 950

1 979 496

1 721 979

　

107 823

　

149 693

　

479 784

　

456 193

　　　

6 202

　　

17 389

　

512 548

　　

21 951

2 971 828

ム115 878

ご
１
ご
な
ご
ご
な

んでいる。

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

-

　　　　

ｌ

　　　

ｌ

　　

構

　　　　　　　

成

　　　　　　　

比

　

47

　

1

　

48

　

1

　

49

　

i

　

36

　

1

　

43

　

1

　

44

　

1

　

45

　

1

　

恥

　

1

　

47

　

1

　

48

　

1

　

49

　　

5加

　　

74

　　

紹5

　

100.0

　

100.0

　

j叩.θ

　

100.0

　

100.0

　

j叩.θ

　

j叩.θ

　

100.0

　　

577

　　

7j∂

　

jθ昭

　

訂.θ

　

夕j

　

4∂J

　

U7J9

　

卯ｊ

　

む.5

　

卯.4

　

μ.7

　　

認θ

　

72∂

　

lozr

　

剱Ｊ

　

訪.忿

　

むＪ

　

む.θ

　

42.6

　

μ.θ

　

μ.4

　

μ4

　

jj卯

　

j4豺

　

2 070　　j.4　　忿.θ　　j.∂　　j.9　　忿j　　2.ﾀ　　忿.S　　3.1

　　

4お

　　

むj

　　

∂侭

　　

7J

　　

∂.忿

　　

5.名

　　

５ｊ

　　

ぶ.ﾀ

　　

瓦∂

　　

5.忿

　　

5.忿

　　

∂μ

　

卯θ

　

訂∂

　

加.θ

　

騨Ｊ

　

釘.5

　

邱.∂

　

邸.5

　

麗.∂

　

認丿

　

加.!?

　　

加名

　

∂町

　

1071

　

17.6

　

麗.夕

　

助丿

　

邸.∂

　

４.5

　

町.7

　

釘.4

　

釦.忿

　　

j7忿

　　

加9

　　

j邱

　　

j.θ

　　

θ.忿

　　

θ.忿

　　

θ.忿

　　

θＪ

　　

θｊ

　　

θ.j

　　

θ認

　　

留丿

　　

忿7∂

　

渥5

　　

1.U

　　

1.1

　　

j.θ

　　

θ.ﾀ

　　

θｊ

　　

θ.∂

　　

θ.∂

　　

θ.∂

　　

5μ

　　

7皿

　　

∂乃

　

釘J

　

jl?.4

　

釘丿

　

釘.θ

　

麗Ｊ

　

加Ｊ

　

むｊ

　

加4

　　

7甜

　

ｊｇ∂

　

ｊむ4

　　

j.θ

　　

j.θ

　　

j.忿

　　

lJ.

　　

θ.∂

　　

j4

　　

j.∂

　　

j4

1

　　

583

　　

731

　　

967

　

92.8

　

95.0

　

95.0

　

95.6

　

96.6

　

94.9

　

93.7

　

96.0!

　　

4卵

　　

∂卯

　　

訂夕

　　

7J

　　

5.θ 5.0 LU　　j4 £　　叫

Ｗ
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その１

　

人件費の内訳

第82表

　

人 件 費

１

　　　　　　　　　

昭

　　　

和

　　　

49

　　　

年

　　　

度

　　　　

－

　

区

　　　　　

分

　　

都

　

道

　

府

　

県

　

１

　

市

　　

町

　　

村

　

｜

　

純

　　

計

　　

額

議員報酬手当1

　

15 384　　θj　　97 191　　jJ　112 575　　j.4
委員等報

　

酬

　　

29 650　　θ.∂　　59 598　　忿.θ　　89 248　　1.1
特

　

別

　

職

　

給

　

与

1

　　

1 729　　　θ.θ　　53 046　　　jj　　54 775　　　θ.7
職

　　

員

　　

給4 3H 953　S^.9 2 389 563　町.5 6 701 515　甜.7
‘基

　

本

　

給2 757 682　局J 1 459 398　卯J 4 217 079　銘.7｜

　

そ,の他の手当

　

1 550 862　　卸.5　908 949　　む.θ　2 459 811　　卯.7

　

臨時職員給与

　　

3 409　　θj　　21 216　　　θ.7　　　2462S　　　θJ
111jajl務員共済組合1

　

356 889　　　7.θ　　173884　　　5j　　530 773　　　∂.∂

退

　　

職

　　

金

　

261 165　　5j　　1 16 057　　4.θ　377 222　　4.7
恩給及び退職年金1

　

80 520　　j.∂　　10 263　　叫 90 783 1.1
災害補償費l

　

4 218 θj　　　3 452 θ.j　　　7670 θｊ
そ

　　　

の

　　

他

　　

17 456　　叫　　27 261　　j.θ 44 718 θ.∂

　

合

　　　　　

計

　

1

5 078 964　　100.0　2 930 315

1　100.0　8

009 279　　100.0

その２

　

財源内訳

　　　　　　　　　　　　

昭

　　　

和

　　　

49

　　　　

年

　　　

度

　

区

　　　　　

分

　

1

　

都

　

道

　

府

　

県

　

｜

　

市

　　

町

　　

村

　

｜

　

純

　　

計

　　

額

、国

　

庫

　

支

　

出

　

金

　

1 202 266　　紹.7　　78 694　　　j.7　1 297 397　　犯忿

使用料、手数料

　

43 531　　θ.9　　71 959　　2.5　116 083　　μ

7．Ｊｕ
ｵ

:

　

二

　

こ．ご

　

ゴ

　

謡

　

;；

一

　

般

　

財

　

源

　

等

　

3 805 815　　74.ﾀ　2 664 718　　卯.ﾀ　6 536 888　　81S

　

合

　　　

／T

　　

5 078 964　　100.0　2 930 315　　100.0　8 009 279　　100.0

その13

　

団体種類別内訳

－

　　　　　　　　　

--一一
！区

　　　　　

分

　　

1

決
昭
算
和J91な１比|決昭算和；

１１≒四

　

二

　

お

　

二

臨

　

：

　

ｌ

　　

二

　　

ま:

　　

二

　

j;

　

゛;;

　　

2二

　　

ご

　　

こ二

ド゛？≒

　　

ニ：

　

お

　　

1
ニ

㈱

　

構成比は、団体種類別の歳出総額に対するものである。
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況状の

(単位

　

百万円・％)

　　　　

較

増

　

滅

　

率額

比

　

滅増

度
額

年４
８
計

和昭
純

昌
昌
］
｛
僣
一
丿
瓢
昌

2
5
　
0

昌
治
禦
芯
心
昌
昌
心

－

０
０
　
≫
Ｏ
　
ｃ
Ｏ
0
0
　
0

　　

２7 006

　　

２3 281

　　

13 ４07

1 981 7４3

1 189419

　

787 685

　　　

４ 639

　　

143 919

　　

102 073

　　

２3 635

　　　

1 714

　　

10 302

2 327 080

Ｊ
Ｊ
ぶ
ｊ
Ｊ

ｊ
θ
芸

■
＊
^

０
０

０
０
　
Ｓ
ｉ
　
<
-
i
　
<
Ｏ
０

　

・
葡

　

一

　

一
・
・
１

　

畢

四
θ
δ
４
ｊ
θ
θ

0 0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

１

　　

85 569

　　

65 967

　　

41 368

4 719 772

3 027 660

1 672 1２6

　　

19 986

　

386 854

　

275 149

　　

67 148

　　　

5 956

　　

3４ 416

5 682199

百万円・％）

較

(単位

増

　

滅

　

率

21j

15』

９８』

卵.５

２５.9

25.0

　
　
　
　
　

＜

-
＊

-
≫

I
n

０
０

ｉ
-
０

　

一

　

・

　

一

　

一

　

一

　

・

５
０
０
ｊ
δ
θ
１

４
ブ
‘
４
－
４
４

　

一
Ｍ
Ｊ
一
叩
一
一
一
‥
Ｊ
０
　
０

額

　

ｊ

　
　
　
　

Ｓ
1
0

　　　　

比

増

　　　

滅

度
額

年4
8
計

　

４05 338

　　

18 04０

　　　　　

17

　　

12 ４4４

1 891 241

2 327 080

７
７
θ
Ｓ
ｏ
ｏ

　

一

　

Ｉ

　

・

　

一

　

φ

l
o

>
-
H

C
i

Ｃ
)

^

t
-
Ｈ

Ｏ
Ｏ

100.0

昭

　

和

純

一

　

892 0S9

　

98 043

　　　

４1

　

４6４09

4 645 647

5 682199

(単位

　

百万円・％)

前年度増滅率増

　

滅

　

率

忿j4

釘.８

２乱5

銘､8

鋤
心
Ｅ
ｍ

鸞
一
万
一
匹
｝
″
一
｛
錨
ｗ

　
　
　

4
5
7
7
δ
４
又
）
ｊ

　

比
私
作
一
匹
如
一
器
作
一
私
心

額
成

　

構

誠
一
額

　

増
一
決

　　

算

1 453 129

　

873 951

　

122 676

　

261 115

　

２0３ ６S９

　

215 693

　　

52 229

　　

37 733

比

-

３６.６

恥ｊ

度
一
成

年
一
構

心
Ｅ
禦
一
ｔ
一
心

― 327

．

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

｜

？

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

Ｉ

　 　 　 　 　 　 　

・

　

＝

　 　

＝

　

｜

・

｜

ｌ

－

－

・

ｉ

１

ｉ

－

－

」

｜

－

－

｜

－

－

１

－

－

－
！

－



その１

　

日的別内訳

その２

第83表

　

人

　

件

　

費

　

中

　

の

平均給料月額の状況(全会計分)

　　　　　　

昭和50年４月１日現在

　　　　

昭和
９

　　　

分

　

l

n四トｓ市）

　

市卜

　

箭聶辰‾I

⊆∴U∴:

　

二ここに二二ドコ

訂驚゛育:ニ：2．二。二。こ応急

警

　　　

察

　　　

職

　　

136 505　　　　－　　　　－　　　　― 104 372

㈱

　

自治省調｢地方公務員給与実態調査｣による。

その３

　

給与改定の状況

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

人事院勧告

　

給与改定

　

財源所要額

　

区

　　　　　　　

分

　　

の俸給表の

　　　　　　　

（初年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平均改善率

　

実

　

施

　

月

　　　

（Ａ）

　　

国庫支出金

昭

　

和

　

40

　

年

　

度

　　　　　

∂.4

　　　　　

9

　　　　

603 110

　　　　　　　

41

　　　　　　　　　　　

∂.θ

　　　　　　

9

　　　　　

569

　　　　　

108

　　　　　　　

42

　　　　　　　　　　　

7.θ

　　　　　　

8

　　　　　

934

　　　　　

185

　　　　　　　

43

　　　　　　　　　　　

7.j

　　　　　　

7

　　　　

1 085　　　　　212

　　　　　　　

44

　　　　　　　　　　　

S.7

　　　　　　

6

　　　　

1 772　　　　　341 ・

　　　　　　　

45

　　　　　　　　　　　

10.7

　　　　　　

5

　　　　

2 999　　　　　579

　　　　　　　

46

　　　　　　　　　　　

jθ4

　　　　　　

5

　　　　

3 212　　　　　642 ・

　　　　　　　

47

　　　　　　　　　　　

∂4

　　　　　　

4

　　　　

3 530　　　　　730

　　　　　　　

48

　　　　　　　　　　　

j＆4

　　　　　　

4

　　　　

6010

　　　　

1 210

　　　　　　　

49

　　　　　　　　　　　

忿∂J

　　　　　　

4

　　　

15 535　　　　3 170

㈱

　

昭和43年度以降の地方交付税の増収額には、当初措置額を含んでいる．

－328－

　　　　　　　

昭

　　　

和

　　　

49

　　　　

年

　　　

度

　　　　　

昭

　　　

和

区

　　　

分

　　

都道府県

　

|

　

市町村

　

|

　

純計額

　　

都道府県

　

！

総務企画関係

　　

206 623　μ　645 925　腔.θ　852 548　n.7　154 282　む
民生関係

　　

92 021　忿.j　376 686　15^　468 707　7.θ　66 374　jj
衛生関係

　

166 083　　j.∂　282 678 11^　448 761　　∂.7　123 918　4j
労働関係

　

31 802　θ.7　8 983　θ.4　4o 785　θ.∂　23 339　M:
農林水産関係

　　

206 597　μ　104 405　4.4　3H 002　μ　145 282　4ぷ
商工関係

　

39 698　θ.∂　30 447　μ　7o 145　j.θ　28213　θ,脚
土木関係

　

121 332　忍J　221 672　∂j　343 004　幻　79 533　2.e
警察関係

　

634 586　μ.7　　－　－　634 586　ﾀ.5　467 178　15^
消防関係

　

44 833　j.θ　200 559　＆4　245 393　＆7　35 624　j.班
教育関係2 768 377　4J　518 207　れ.7 3 286 584 卯.θ1 927 827　昿忍一

合

　　　

計

　

4 311 953 100.0 2 389 563 100.0 6 701 515 100.0 3 051 569 100.0



職

　

員

　

給

　

の

　

状

　

況

(単位

　

百万円・％)
一

　　　　　　

一

　　　

48

　　　　

年

　　　

度

　　　　　　　

比

　　　　　　　　　　　

較

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

増

　

減

　

率

　　

前年度増滅率

　

市

　

町

　

村

　

1

　

純

　

計

　

額

　　

増

　

減

　

(

靉TpniF顕伊IF

　

463 462 忿7j　617 744 13.1　234 804 11^＼ SS丿394＼ 38.0＼ 20.6＼ ZS.ﾀ認.θ

　

250 169 μ.θ　316 542　＆7　152 165　7.7＼ 38.∂50.6＼ i8.1＼ 25.5＼ 35.7＼ SSJt

　

194 965 11.7　318 883　∂.S　129 878　e.6＼ sh.o＼ U5.θW.7＼ 25丿釦.ﾀ認.9

　　

6 616　θ.4　　29 955　θ.∂　　10 830　0.51 36.S S5.8 36.2却丿njO＼ 20.6

　

74 586　4.5　219 868　4.7　91 134　m it2s＼ uo.θμ.4認.4糾４留j

　

20 951　jj　49 164　j.θ　20 981　1.1＼ kO.7＼lfS.3＼12.7＼ 22.5＼ 25.6＼ 2S£

　

156 572　∂4　236 104　5.θ　106 900　&.4　認.∂　μ.δ　μJ　27.6　回.∂　留ｊ

　　　

－

　

－

　

467 178　9.∂　167 408　8M SS.8　一S5ぶｇｏ　≪　一回.忿

　

136015

　

＆忿

　

171 639　＆∂　73 754　3.7＼ 25.9 lf7.S＼U3.0＼ 26.0＼ 33丿渥j

　

364 868 21.9 2 292 694 μ.∂　993 890 卯.忿μ.6 U2.0＼ ifSJA 21.9＼ 28.7＼ 2S.0

1 668 203 100.0 4 719 772 100.0 1 981 743 100.0　41.3 43.2 42.0 22.5 28.7 24.6

(単位

　

円・％)

49年４月１日現在

　　　　　

増

　　

加

　　

率

　　

前年度増加率

大都市）

　　

市）

　　

れ額|燃ｓ市半額|炉丿市|回

　　

98 697　　　93 929　　　79 560　32.6　む.7　SZ.6　jj.S　18.7＼16J　j＆S　忿θj

　

13門

　

12で

　

1oでごｙツヅヅコヅヅヅ

　

1004521

　　　

88 725　　70 873 26.6 30丿S3.0＼ 3iJ. 18.0＼16^却.ﾀ瑠４

　　　

－

|

　　　　

－

|

　　　　

― S0.8　－　－|　― 19.0　－　－　－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(単位

　

億円・％)

内

　　　　　　　　　　　　　　　　　

訳

　　　　　　　　

職

　

員

　

給

　　　　　　　　　

内

　　　　　　　　

訳

　　　　

丿

増

　

加

　

額

　　

(A)/(B)

　

‾゛゛

(

ＦＮＩ蜻Ｆ剔モ

　

・ｲth

　

(B)

3
1
9
3
1
0
0
0
0
5

9
6
4
7
3
2
7
0
0
6

4
4
7
8
4
4
5
8
8
3

　
　
　
　

1
2
2
2
4
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　

－

　

9
0
9
3
4

　

0
0
0

一
4
0
4
8
4
一
３
３
４

　

２
２

　

１
３

　

３
２
７

　
　
　
　
　
　
　
　

１
２

　　

－

　

21２

　

549

　

824

1 183

1 961

2 220

２ 350

3 320

8 515

329 ―

4
9
一
一
一
６
Ｈ
3
5
1
2
2
5
Ｈ

I 597

1 482
1 896
２243
3 066

4413
4 989
6 533

9 320
19 817

S７.８

Ｓ８み

49j

砲ｊ

昌
治
磨

－



その１

　

総 括
第84表

　

地 方

　　

公 務

　　　　　　　　　　　　　

昭

　

和

　

50

　

年

　

４

　

月

　

１

　

日

　

現

　

在

　　

区

　　　　

分

　　

丿

　

都

　

道

　

府

　

県

　

｜

　

市

　　

町

　　

村

　

｜

　

総

　　　　　

数

一

　

般

　

職

　

員

　　

346 022　　留.j　752 211　　70.0　l 098 233　拡硲

　

企

　

画・総

　

務

　　　

49 977　　　jJ　　207 577　　j∂J　　257 554　　瓜θ．

　

税

　　　　　

務

　　

26 395　　j.∂　　62 576　　5J　　88 971　　jj

　

民

　　　　　

生

　　

34 243 2j　　193 827 j＆θ　　228070　　∂.耐

　

衛

　　　　　

生

　　

56 572　　j.∂　　113 029　　10.5　　169 601　　∂.∂

　

労

　　　　　

働

　　　

12 385　　θ.∂　　8 451　　　θ.∂　　20 836　　θぷ

　

農

　

林

　

水

　

産

　　

81 267　　5.4　　48 229　　4.5　　129 4％　　5.θ･

　

商

　　　　　

工

　　　

13 628　　θ.ﾀ　　H 950　　1.1　　25 578　　la

　

土

　　　　　

木

　　

71 S5S　　μ　　106 572　　∂.∂　　178 127　　∂.∂･
教育関係職員

　　

911 223　卯.7　234 533　乙j　1 145 756　44ぷ

　

教

　　　　　

員

　　

827 896　　S5^　　41 277　　j.∂　869 173　　認ｊ･

　　

高

　

等

　

学

　

校

　　

170 437　　jμ　　12 666　　jJ　183 103　　7jl:

　　

義務教育

　

626 002　　　μ.7　　　　705　　　θ.j　　626707　　2kA

　　

そ

　　

の

　　

他

　　

31 457　　な　　27 906　　£5　　59 363　　忿.4

　

そ

　　

の

　　

他

　　

83 327　　£5　193 256　　μ.θ　276 583　瓜71
警

　

察

　

職

　

員

　　

225 905　　15.1　　　　－　　　－　225 905　　∂ぷ

　

警

　　

察

　　

官

　　

195 334　　む.θ　　　　－　　　－　195 334　　7.∂‘

　

そ

　　

の

　　

他

　　　

30 571　　　　忿.j　　　　－　　　－　　30S71　　lA
消

　

防

　

職

　

員

　　　

17 446　　　jJ　　87 681　　　＆2　　105 127　　μj

　

合

　　　　

計

　　

1 500 596　　100.0　1 074 425　　100.0　2 575 021　100.0=.

㈱１

　

２

自治省調｢地方公務員給与実態調査｣による。

特殊学級の小・中学部に係る教員は、｢教員｣の｢その他｣に計上している。

その２

　

推 移

　　　　　　　　　　

昭和36年５月31日現在|昭和48年4月１日現在|昭和49年4月

　　

区

　　　　

分

　　

に

員

　

（構ｎｌｌ員（構ｎ）員数Ｉ

　

一

　

般

　

職

　

員

　　　　　

676

　　

卯.∂

　　　

1 016　　4忿J　　　1 068

　　

民

　

生

　

部

　

門

　　　　　

85

　　

5.θ

　　　　

189

　　

7.!? 211

　　

衛

　

生

　

部

　

門

　　　　　　

74

　　　

4J 152　　　　∂j　　　　　161‘

　　

労

　

働

　

部

　

門

　　　　　　

18

　　　

j.θ

　　　　　　

21

　　　　

θ.∂

　　　　　

21 1

　　

土

　

木

　

部

　

門

　　　　　　

107

　　　

∂J

　　　　　

169

　　　

7.θ

　　　　　

176

　　

そ

　　

の

　　

他

　　　　　

392

　　

留.θ

　　　　

485

　　

即.忿

　　　　

499

　

教育関係職員

　　　　

842

　　　

i9.i

　　　　

1 081　　　μ.θ　　　　1116 :

　　

義務教育教員

　　　　

572

　　

μ.5

　　　　

604

　　　

邸j

　　　　

615 1

　　

高等学校教員

　　　　

104

　　　　

∂.j

　　　　　

174

　　　

7J 179

　　

学校給食職員

　　　　　

29

　　

j.７

　　　　

２２

　　　　

θ.9

　　　　　　

24

　　

そ

　　

の

　　

他

　　　　　

137

　　

む

　　　　

281

　　　

11.7

　　　　　　

298

　

警

　

察

　

職

　

員

　　　　　

149

　　

∂.7

　　　　

214

　　

∂j

　　　　

219

　　

警

　　

察

　　

官

　　　　　

129

　　

7.∂

　　　　

184

　　

7.7

　　　　

189

　　

そ

　　

の

　　

他

　　　　　

20

　　　

1.1

　　　　　　

30

　　　

jJ

　　　　　　　

30

　

消

　

防

　

職

　

員

　　　　　

39

　　　

忿J

　　　　　　　

90

　　　

jj

　　　　　　　

98
1

　

合

　　　　　

計

　　　　　　

1706

　　

100.0

　　　　

2 401　　100.0　　　　2 501

j

（注）１

　　　

２

昭和48年、49年
教育関係職員のう

年
4
8

5
0
和

び
昭

及
ち

４月１日現在の職員数は、自治省調「地方公
年、49年及び50年４月１日現在の学校給食職

－330－



員

　　

数 の

　　

状 況
(単位

　

人・％)

(単位

　

千人・％)

１日現在

　

｜

　

昭和50年４月１日現在

　

｜

　　　　

指

　　　　　　　　　　

数

構成（ｌ員

　

（構成（賢靉|賢竹眉門川賢驚

　　　

μ.7

　　　　　

1 098

1　　　4乙∂　　　　j叩　　　　μθ　　　　j認　　　　丿邸

　　　　

＆5

　　　　　　

228

　　　　

＆∂

　　　　

j卯

　　　　

名認

　　　　

＆

　　　　

∂4

　　　　　

170

　　　　

∂.∂

　　　

jθθ

　　　

即5

　　　

辺8

　　　

留θ

　　　　

θj

　　　　　　

21

　　　　

θj

　　　　

jθθ

　　　　

117

　　　　

117

　　　　

117

　　　　

7.θ

　　　　　　

178

　　　　

∂.∂

　　　　

j卯

　　　　

丿認

　　　　

丿剛．

　　　

166

　　　

加j

　　　　　

501

　　　

四.&

　　　

j叩

　　　

丿糾

　　　

丿忿7

　　　

j留

　　　

μ.∂

　　　　

1 146　　　μ.5　　　却θ　　　j認　　　丿認　　　丿部

　　　

ﾀ4.∂

　　　　　　

627

　　　

忿4j

　　　　

j卯

　　　　

jθ∂

　　　　

j昭

　　　　

jjθ

　　　　

7.名

　　　　　　

183

　　　　

7.j

　　　　

jθθ

　　　　

j∂7

　　　　

j7忿

　　　　

j7∂

　　　　

j.θ

　　　　　　

２４

　　　　

θj

　　　　

j叩
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401

　　　　　　

μJ

　　　　　

2 445 71t.O　　　　12 389　　　　　お.7

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1

　　　　　

1 258　　　　　　　吋.θ　　　　　753り　　　　Ｓ＆０　水産庁調による．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1

　　　　　　

－

　　　　　　

－

　　　　　　

431

　　　　

100.0

　　　　　

1 258　　　　　　吋･ﾘ　　　　7 580　　　　　留4

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1

　　　　

21 255　　　　　　85.7　　　　102 139　　　　　　j7.忿

　　　　　　

247

　　　　　

μ

　　　　

21 502　　　　　　S5.S　　　　102 918　　　　　　of ･Z

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

｜

　　　　　　　　

l

　　　　　　　　　　　　　　　

l

　　　　

91 727　　　　　81 .2　　　397 746　　　　　35.6

　　　　　

4472

　　　　　

100.0

　　　　

32 755　　　　　　52.3

　　　　

96 199 1　　　　82.1　　　　430 501　　　　　36.9
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その１

　

性質別内訳

第95表失

　

業

　

対

　

策

　

事

　　　　　　　　　　　　　　

昭

　　　

和

　　　

49

　　　

年

　　　

度

　

区

　　　　　

分

　

|

　

都

　

道

　

府

　

県

　

｜

　

市

　　

町

　　

村

　

１

　

純

　　

計

　　

額

補助事業費

　　

37 331　　9.9　　66 832　　68^　104 162　　71£

単

　

独

　

事

　

業

　

費

　　

9 957　　釘j　　30 982　　む.7　　40 939　　認丿

　

合

　　　　

計

　　

47 288　100.0　　97 814　100.0　145 101　100.0

その２

　

，財源内訳

　　　　　　　　　　　　　　　

昭

　　　

和

　　　

49

　　　　

年

　　　

度

　

区

　　　　　

分

　

|

　

都

　

道

　

府

　

県

　

１

　

市

　　

町

　　

村

　

｜

　

純

　　

計

　　

額

国

　

庫

　

支

　

出

　

金

　　

2o 814　　44.θ　　38 561　　卯4　　59 375　　卯.∂

その他特定財源

　　

1 681　　　s.∂　　5 666　　5j　　6 166　　4j

一

　

般

　

財

　

源

　

等

　　

24 793　　524　　53 587　　4j　　79 560　　拓∂

　

合

　　　　　

計

　　　

47 288　　100.0　　97 814　　100.0　　145 101　　100.0
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115 359
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和
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４ 724
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115 359
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100.0
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増
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滅
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12 256

29 742

比
一
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1 442
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29 742
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100.0
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４.θ
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百万円・％)
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滅

　

率
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LZ.7
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繰出先別内訳

第96表繰 出 金

　　　　　　　　　

昭

　　　

和

　　　

49

　　　　

年

　　　

度ト

　

《

．道

　

府

　

県

　

｜

　

市

　　

町

　　

村

　

｜

　

合

　　

計

　　

額

裏詐適用の公営企業

　　

28 237　　j∂.θ　　137308 μ.∂　　165545　　μ.j

国民健康保険事業会

　　　　

＿

　　　

＿

　　

50 819　　j＆j　　50819　　μ.j套
益質屋事業会計

　　　

－

　　　

－

　　　

489

　　　　

θ.忿

　　　　

489

　　　

θｊ
爵智鶴な芸

　

こ

　

心

　

言

　

g:g

　

澗

　

麗

交通災害共済事業会

　　　　

21

　　　

θ.θ

　　　　

890

　　　

θJ

　　　　

911

　　　

θｊｈ

Ｐ゛゛”

　

7 361　　　ﾀ.4　　　3 799　　　j.4　　H 160　　　3.1

蕭

　

産

　

舎

　

4竃

　

胞

　

8キ

　

鸞

　

12ヅ

　

価

　

合

　　　　

計

　　　

78 541　　100.0　280 88U　100.0　359 428　100.0

その２

　

日的別内訳

ｌ

　　　　　　　　　　　　　　　　

昭

　　　

和

　　　

49

　　　

年

　　　

度

　

区

　　　　　

分

　

1

　

都

　

道

　

府

　

県

　

｜

　

市

　　

町

　　

村

　

｜

　

合

　　

計

　　

額

：♪
。

ｔ：

　

ご

　

に

　

二

　

ご

　

二

　

ぷ

ま

　

：

　

に

　

：

　　

二

　　

お

　　

二

　　

な

　　

二

　　

な

でリ≒二ご二ごレニご:

・

　　　　　

・

　　　

78 541　　100.0　　280 887 100°0， 359 428　　100.0

その３

　

繰出先別、繰出目的別内訳

　

区

　　　　

分

　　

I・聯絡劃ｒ穿鸚ＩＨＨ

：♪ぬ：

　　

二

　　　

，士

　　

二

　　　

j;

ま

　

蓉

　

：
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二

　　　　

二

　　　　　

二

　　　　　　

て

赤字補てん

　　

33142　　　8 526　　　21097　　　　102
≒

　

゜

　

ｊ

　

ぷご
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ぶ

　　　

ご
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昭

合

昭

合

和 48

計

135 060

　

34 131

　　　

375

　　　

855

　　　

268

　　　

76４

　

10 356

1２5261

　　

272

307 342

和

　

17 325

　

38 089

　

73 365

　

45 263

　

23 091

110 209

307 342
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計

状
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額
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一
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額
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ｏ

ｏ
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０
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ｇ
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増
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波
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3
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6
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－
２
４
４

　

０
０
７
８

６

　

１
４

　
　

１

　

８
３

　

０
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３

　

２

１

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｒ
ｆ
)
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一
減
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15 91４

　

7 274
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10 051
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額
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率
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忿
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訂４
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波

　

率

O
J
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０
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四
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タ
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２9Ｊ

Ｊ
Ｊ
ｊ

４
麗
即

51.4

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(単位

　

百万円)

農業共済

　

収

　　　

益

　

交通災害共

　

公立大学附属l

　　　　

金

　　　

産
事業会計

　

|

事業会計

|

済事業会計

1

病院事業会計

　

基

　　　　

|
財

　　　

区

　　　　　　

42

　　　　　

217

　　　　　

22

　　　　　

870

　　　

15 198　　　　　　9

　　　　

1 000　　　　　96　　　　　615　　　　　4 715　　　　　565　　　　　　15

　　　　　　　

7

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

918

　　　　

9 129　　　　　140

　　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

1 365　　　　　19　　　　　　5

　　　　　

126

　　　　　

－

　　　　　

29

　　　　　

3 226　　　　　36　　　　　　0

　　　　　

101
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245
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その１

　

増減状況

第97表

　

積 立 金

　　　　　　　　　

｜

　　　　

昭

　　　　　

和

　　　　　

49

　　

区

　　　　　　　

分

　　

ｉ

　　　　

積

　　　

立

　　　

金

　　　　　

積

　

立

　

金

ｌ

　　　　　　　　　　

ｉｎ四｜市田1村トｈ‾聶涵‾ﾆ

ﾄﾞ晶;轟:轟:

　

二

　

二;2

　

二二

　

二

　　

滅債基金積立金

　　　　

334

　　　　

345

　　　　

679

　　　

2 943

1

　　

ﾐSﾐ妥他特定目的基金積

　　　　

26 604　　　89 163　　　115 767　　　　18 377

・

　

歳計剰余金処分積立金

　　　　

2 293　　　19 648　　　21 941　　　　　－

，

　

合

　　　　　　　

計

　　　　　

73 939　　　219 521　　　293 460 57 040

㈹「積立金とりくずし額」は、区分欄該当の積立金からそれぞれとりくずした額で

その２

　

現在高の状況

-

　　　　　　　　　　

昭

　　　

和

　　　

49

　　　

年

　　　

度

　

区

　　　　　

分

　

1

　

都

　

道

　

府

　

県

　

｜

　

市

　　

町

　　

村

　

｜

　

合

　　

計

　　

額

財政調整基金

　

125 654　57.θ　274 123　認j　399 777　44

滅

　

債

　

基

　

金

　　

3 666　　j.7　　2 702　　θ.5　　6 368　　θ.∂

その他特定目的基金

　　

91 143　　μJ　　237 879　　拡忿　　329 022　　仙7

　

合

　　　　　

計

　　　

220 463　　100.0　　514 704　　100.0　　735 167　　100.0

その３

　

現在高の推移

臨

　　

《読

・］

こいjj:

　　

昭和40年度

　　　　

93 592　　　　m4　　　50 855

’

　　　　　

41

　　　　　　　　　　　

121 692　　　　　　　S0.0　　　　　　63 807

　　　　　

42

　　　　　　　　　　

156 901　　　　　　認j　　　　　83 726

　　　　　

43

　　　　　　　　　　

191 262　　　　　　戯J　　　　　104 928

　　　　　

44

　　　　　　　　　　　

241 251　　　　　　　忿∂j　　　　　135 129

，

　　　　　

45

　　　　　　　　　　

272 950　　　　　　lsa　　　　　145 336

　　　　　

46

　　　　　　　　　　　

306 260　　　　　　　19 9　　　　　141 754

　　　　　

47

　　　　　　　　　　

433 598　　　　　　μ.∂　　　　　202 793

　　　　　

48

　　　　　　　　　　　

598 528　　　　　　　38.0　　　　　306 027

　　　　　

49

　　　　　　　　　　　

735 167　　　　　　　忿瓦
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年

状

度

とりくずし額

市町村

ある。

99 781

45 160

　　

759

53 862

　　

－

99 781

合

　

計(Ｂ)

156 821

　

80 880

　　

3 702
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－

156 821
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額

年4
8
計

和昭
合
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況
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3 023
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増

ａ

積

比
一
滅
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昭
一
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額
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忿j
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り
額
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353

４9 14２

85 843
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百万円)

年

　　

度
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(C) - (D)
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1４2
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百万円・％)

　　　　

較

増

　

滅

　

率

・ ・
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金

　　　　

減
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基

　　

金
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い
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に
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忿瓦∂
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その１

　

日的別内訳
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投

　

資

　

及

　

び

　

出

　　　　　　　　　　　　　

昭

　　　

和

　　　

49

　　　　

年

　　　

度

　

区

　　　　　

分

　

|

　

都

　

道

　

府

　

県

　

｜

　

市

　　

町

　　

村

　

｜

　

純

　　

計

　　

額

　

総

　　

務

　　

費

　　

2 017　　J.θ　　2 676　　4･ﾘ　　4 694　　j.∂

　

衛

　　

生

　　

費

　　

14 559　　む.∂　　19 306　　巧4　　33 865　　忿7j

　

公衆衛生費

　

10 879　16.2　19 111　巧j　33 665　忿Ｍ

　

清

　　

掃

　　

費

　　　　

2

　　

θ.θ

　　　

191

　　

叫

　　　

192

　　

θ.忍

　

そ

　　

の

　　

他

　　

3 678　　54　　　　4　　θ.θ　　　　8　　θ.θ

　

農林水産業費

　　

6 198　　∂.忿　　1 067　　乙θ　　7 265　　∂.θ

　

農

　　

業

　　

費

　　

2 158　　j.2　　　483　　θ,∂　　2 641　　忿丿

　

畜

　

産

　

業

　

費

　　　

620

　　

θ.9

　　　

1％

　　

叫

　　　

816

　　

θ.7

　

林

　　

業

　　

費

　　　

258

　　

叫

　　　

166

　　

θ.S

　　　

423

　　

θ.j

　

水

　

産

　

業

　

費

　　

1 788　　2.7　　　210　　叫　　　1 998　　j.∂

　

そ

　　　

の

　　

他

　　　

1 374　　　忿.θ　　　　12　　　θ.θ　　　I387　　　jJ

　

商

　　

工

　　

費

　　

5 625　　ね　　3 178　　5j　　8 803　　7.忿

　

土

　　

木

　　

費

　　

30 061　　仙7　　11 405　　加.∂　　41 466　　鉢θ

　

土木管理費

　　

720

　　

1.1

　　

993

　　

1.8

　　

1 714　　μ

　

都市計画費

　

23 965　巧.∂　　8 072　μ.S　32 037　詳丿

　

住

　　

宅

　　

費

　　　

99

　　

θj

　　　

252

　　

θ.5

　　　

352

　　

θｊ

　

そ

　　

の

　　

他

　　

5 277　　M　　2 088　　j.&　　7 363　　∂.θ
教

　　

育

　　

費

　　

2 404　　j.∂　　　325　　θ.∂　　2 729　　忿.忿
そ

　　　

の

　　

他

　　

6 431　　∂.5　　16 547　　釦.4　　22 977　　召丿

　

合

　　　　

計

　　　

67295

　

100.0

　　

54 504　100.0　121 799　100.0

脱誤低が

　

37 308　　訂.4　　37 920　　印.∂　　75 228　　にｊ

そ

　　　

の

　　

他

　　

29 987　　仙∂　　16 584　　即.4　　46 571　　認Ｊ

その２

　

現在高の状況

　　　　　　　　　

昭和48年度末現在高

　　　

昭和49年度出資額

　　

区

　　　　

分

　　　　　　　　　

國

　　　　　　　　　　　　

（Ｂ）

　　　　　　　　

都道府県|市町村|

　　

計

　　　

都道府県|市町村|

　

計

　

商

　

工

　

関

　

係

　

38 816　14 848 53 664　∂.∂　5 451　2 531　7 982
’農林水産業関係

　

28 826　7 290 36 116　5.∂　6 133　1 049　7 182
住

　

宅

　

関

　

係

　　

2 450　　25％　5 046　　θj　　　95　　　250　　　345
観光・交通関係

　

77 675　31 850 109 525　j∂.θ　13719　17 126　30 845
開

　

発

　

関

　

係
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106 989　55 573 162 563　9 217 289 471　24 446 313 917　釘J　　　　66 056　邱.7

762 814 329033 109184711 258 1320689 148 155 1468S44　100.0　　　260 133 21.5

.335 857 132 893 468 750ム　110　59 922　3 628　63 550　　－　　　　　　992　£∂

il30 308 384 896 515 204・573 1186715 438 482 1625197　　－　　　444 831 37.7

　

20 78S　14 202 34 987－ 7 132 108 505 25 139 133 645　　－　　　19 277 j＆ﾀ

783 599 343234 1126834 4126 1429194 173 294 1602489　　－　　　279410 21.1



その２

　

事業別内訳

第100表地方公営企業等に

　　　　　　　　　　　　　　

昭

　　　

和

　　　

49

　　　　

年

　　　

度

　　

区

　　　　　

分

　　

し

・府ヽ剛市

　

BT

　　

（ｔ

　

ｔ

　

ｌ

　　

上水道事業

　

21 332　　S.4　29 168　1 7.4　50 500　　7.∂、

　　

工業用水道事業

　　

6 162　　忿.4　　600　　θ.忿　　6 762　　j.θ

　　

交

　

通

　

事

　

業

　

43 072　17.0　60 904　154　103 976　　μｊ

　

法

　

電

　

気

　

事

　

業

　　　

530

　　

θ.忿

　　　　

8

　　

θ.θ

　　　

539

　　　

θｊ

　

適

　

ガ

　

ス

　

事

　

業

　　　

100

　　

θ.θ

　　　

477

　　

θj

　　　

577

　　　

θj

l用

　

簡易水道事業

　　　

－

　　

－

　　

1 066　　θj　　1 066　　θj

1の港湾整備事業

　　

274

　　

θ.j

　　

338

　　

θ.j

　　

611

　　

θ.j

‘公

　

病

　

院

　

事

　

業

　　

84 891　　認.4　　55 697　　μj　140 589　　n.7・

　

営

　

市

　

場

　

事

　

業

　　　

779

　　

θ.j

　　

1 052　　θJ　　1 832　　　θj

l企

　

と

　

畜

　

楊

　

事

　

業

　　　

458

　　

θ.忿

　　　　

66

　　

θ.θ

　　　

524

　　　

θ.j

　

業

　

観光施設事業

　　

3 695　　j.5　　775　　θJ　　4 470　　0.７

　

会住宅用地造成事業

　　

578

　　

θ.忿

　　　　

20

　　

θ.θ

　　　

598

　　　

θｊ

　

計工業用地造成事業

　　

3 395　　jJ　　　　－　　　－　　3 395　　　θ.5

　　

公共下水道事業

　

52 388　即.∂　47 966　犯忿　100 355　　狐5

　　

その他の企業会計

　　　

400

　　

θ.j

　　

1 415　　θ.F　　1 812　　　M

　　　

小

　　　　

計

　　

218 054　舒.∂　199 552　釦.∂　417 606　　仙4

　　

交

　

通

　

事

　

業

　　　　

21

　　

θ.θ

　　　

979

　　

θ.9

　　

1000

　　　

θｊ

　

法簡易水道事業

　　　

－

　　

－

　

11 016　　忿j　11 016　　j.7

　

非港湾整備事業

　

10519

　　　

4j

　　

1 410　　θ.4　　11 929　　　jj

　

j:i市

　

揚

　

事

　

業

　　

489

　

θ.忿

　

10 147　忿.∂　10 636　　j.∂

　

のと畜揚事業

　　

87

　　

θ.θ

　　　

4 225　　1.1　　4312　　　θ.7・

　

公観光施設事業

　　

1 760　θ.7　3 740　θ.9　5 500　　θ.∂

　

営

　

住宅用地造成事業

　　

2217

　　　

θ.∂

　　　

7 560 1.9　　　9777　　　　j.5

　

企

　

工業用地造成事業

　　

1 197　　θ.5　　　362　　θ.j　　1 559　　　θＪ

　

:公共下水道事業

　　

4 755 IS　95 401　μJ　100 156　　154‘

　

計

　

その他の企業会計

　　

7 192　　忿.∂　　2 468　　θ.∂　　9 659　　j.∂・

　　　

小

　　　　

計

　　

28 237　払j　137 308　4.∂　165 544　　諮.引

国民健康保険事業会計

　　　

－

　　

－

　

50 819　12.9　50 819 7j
J

その他の事業会計

1

　

7 592

1　S.0　68261　j.ﾘ　144201　　ｕ

　　

合

　　　　　

計

　　

253 883
1
100.0

1
394 505

）00.0 1
648 389

1　too.o

－860－



対する繰出しの状況（つづき）

(単位

　

百万円・％)

昭

　

和

　

48

　

年

　

度

　　　　　　

比

　　　　　　　　　　　　　

較

合

　　　　

計

　　　　

額

　　　

増

　　　

減

　　　

額

　　

）・（篇姦肇

　　　　

32 776　　　　∂J　　　　　17 724　　　　13.8　　　　μｊ　　　　おj

　　　　　

7 345　　　　j.4　　　，　　583　．　θ.5　，　　7.9　，　la

　　　　

76 633　　　μ.7　　　　27 343　　　むｊ　　　巧.7　　　21.0

　　　　　　

536

　　　　

θ.j

　　　　　　　　

3

　　　　　

θ.θ

　　　　

θ.∂

　

，

　　

74

　　　　　　

309

　　　　

θj

　　　　　　　

268

　　　　　

θ.巳

　　　　

甜.7

　　　　

印.ﾀ

　　　　　　

902

　　　　

θ.忿

　　　　　　　

164

　　　　

θ.j

　　　　

j＆忿

　　　　

錨.∂

　　　　　

I 625　　　　θＪ　　　－　　1 014　－　　θ.∂　・　認.4　　　jむJ

　　　

110 604　　　21J　　　　　29 985　　　　留了　　　忿7j　　　　47J

　　　　　

4 738　　　　θ.9　　　－　　2 906　－　忿Ｊ　　ム　にＪ　　　　巧.8

　　　　　　

575

　　　　

θｊ

　　　

，

　　　

51

　　

－

　

θ.θ

　

－

　

＆∂

　　　

698.e

　　　　　

3 480　　　　θ.7　　　　　　990　　　　θｊ　　　　認.4　　　　却.7

　　　　　　

477

　　　　

θj

　　　　　　　

121

　　　　　

θ.j

　　　　

訂４

　

・

　

7忿j

　　　　　

3 073　　　　θ.∂　　　　　　322　　　　θ.j　　　　10.5　，　麗4

　　　　

93 385　　　　18.0　　　　　　6 970　　　　5.4　　　　7j　　　　j∂J

　　　　　

1 391　　　　　θ.巳　　　　　　421　　　　　θｊ　　　　釦Ｊ　　　ぴ忿.4

　　　

337 849　　　　65.0　　　　　79 757　　　　∂乙θ　　　　忿＆∂　　　　忿7j

　　　　　　

665

　　　　

∂.j

　　　　　　　

335

　　　　

θJ

　　　　

5θ４

　　　　

四.j

　　　　　

8 277　　　　j.∂　　　　　　2 739　　　　忿j　　　　33J　　　　39^

　　　　　

9410

　　　　

jj

　　　　　　

2519

　　　　

忿.θ

　　　　

忿∂j

　　　　

jθ4

　　　　　

7 132　　　　j4　　　　　　3 504　　　　忿.7　　　　A9.1　　　　It6.7

　　　　　

2 804　　　　θJ　　　　　　I 508　　　　j.忿　　　　53.8　　　　Sj

　　　　　

5 333　　　　j.θ　　　　　　　167　　　　θj　　　　3.1　　　　　5j

　　　　　

8 956　　　　j.7　　　　　　821　　　　　θＪ　　　　∂.忿　　　　忿∂j

　　　　　

1 726　　　　θｊ　　　，　　167　．　θ.j　．　∂.7　　　　θj

　　　　

85 207　　　　164　　　　　14 949　　　　11.6　　　　17^　　　　2S.6

　　　　　

5 550　　　　j.口　　　　　　4 109　　　　jj　　　　7k.O　　　U7.0

　　　　

135 060　　　　26.0　　　　　30 484　　　　忿＆7　　　　22.6　　　　忿5J

　　　　

34 131　　　　∂.∂　　　　16 688　　　13.0　　　μ.∂　　　認J

　　　　

12 786

1　　　　£

　　　

519 826
1　　　100.01　　　　128

563
1　　　100.0 1　　　24.7　　　27.4

― 361 ―



その１

　

性質別内訳

第101表

　

公 債 費

　　　　　　　　　　　　　　

昭

　　　

和

　　　

49

　　　

年

　　　

度

　

区

　　　　　

分

　

l

　

都

　

道

　

府

　

県

　

｜

　

市

　　

町

　　

村

　

｜

　

純

　　

計

　　

額

地方債元利償還金

　

355 148　　97.8　480 158　　匈.∂　798 015　　95.7

　

元

　　　　　

金

　

159 339　　μ.∂　228 062　　μ.ﾀ　362 858　　仙5

　

利

　　　　　

子

　

19S 809　　M.ﾀ　252 096　　卯.7　435 1S7　　屁Ｊ

一時借入金利子

　　

8 005 2.忿　　27 567　　　5.4　　35 572　　　4j「

　

・

り

363 153　　100.0　507 725　　100.0　833588　　100.0

その２財源内訳

　

ｇ

　　

゛

に

．

ぶ

（

≒

　

Ｊ

　

ド

）

≒

　

j

国

　

庫

　

支

　

出

　

金

　　

S438

　　

j.5

　　

2 835　　θ.∂　　8 596　　j.θ

使用料、手数料

　　

16 541 4.∂　　24645　　　　4.夕　　41216　　　4j

その他特定財源

　　

32 588 ∂.θ　　21370　　　4.巳　　52322　　　∂ｊ

一般財源等

　

308586　訂.θ　458 875　卸.4　731 454　訊7

i

　

合

　　　　　

計

　　

363 153　100.0　507 725　100.0　833 588　　100°0

、

－862－



の

昭

純

和 48

計

　　

6 046

　

34 968

　

42 316

S６７6９0

651 220

状

年 度

額

o､9

４

　
　

５

　
　

忿

５

　
　

δ

　
　

７

　
　
　
　
　
　
　
　

０
０

100.0

増

況

比

一
滅

　　

2 550

　　

6 248

　

10０06

163 564

182 368

― 363 ―

額

1｡ふ

j.4

5.5

89.７

100.0

(単位

　

百万円・％)

(単位

　

百万円・％)

　　　　

較

増

　

滅

　

率

μｊ

1７ｊ

２３』

認Ｊ

28.0

心

言

2０ｊ

幻ｊ

1恥０

１７.６

14.6

昭

　

和

　

48

　

年

　

度

　　　　　　　

比

　　　　　　　　　　　　　

較

純

　　　

計

　　　

額

　　

l

　

l

　　

滅

　　

ｇ

　

）

　

滅率｜雲集

　

633 142　　　　1?7.忿　　164 873　　　　卸.4　　　　郭.θ　　　　jj.ﾀ

　

306 043　　　　vr.o　　　56 815　　　　む.忿　　　　瑠.∂　　－　　j4

　

327 099　　　　50.2　　108 058　　　　卯.j　　　　お.θ　　　　おj

　　

18 078　　　　忿.∂　　　17 494　　　　ﾀ.∂　　　　邱Ｊ　　　　μj

　

651 220　　　　100.0　　　182 368　　　　100.0　　　　28.0　　　　　14.6

”

　 　 　

’ ｜

｜

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

｜
－

｜

－

－

－

ｊ

－



第102表

　

地

　　

方

　　

債

　　

償

l

　　　　　　　　　

l

　

l=I

　

49

　　　　

年

　　　

度
ｉ“

　　　

゛

Ｊ

ｓ道

　

府

　

県

　

｜

　

市

　　

町

　　

村

　

丿

　

純

　　

計

　　

額

｣一般公共事業債

　　

36 067　　認.∂　　10 826　　4.7　　46 893　　j忿ｊ
|
一一般単独事業債

　　

40 40]　邸.4　　60 550　　討j　100 955　　忿M
i

公営住宅建設事業債

　　

11 543
1　　7J　　　9

735　　　4.j　　21 278　　5､9

i難教育施設整備事

　　

，よ

　

θ.忿

　　

50 812　　麗J　　51 065　　μｊ

巴゛゛策゛゛゛

　　　

T

　　

－

　　

3 654　　　　j.∂　　　　3654 j.θ

　

器業廃棄物処理事業

　　　

191

1

θｊ　　　　－　　　－　　　　191　　　θｊ

　

災害復旧事業債

　　

22 680　　μj　　8 266　　j,∂　　30 946　　＆5

　

SI袁業都市等建設事

　　

n 287　　　7j　　　　－　　　－　　11 287　　　$.1

　

i般廃棄物処理事業

，

　　

1 237　　　θj　　14 936　　　j.5　　16 173　　　4.5

　

彙雀福祉施設整備事

　　

3 664　　　2J　　10 366　　　4.J　　14 030　　　＆ﾀ

　

篁装用地先行取得事

　　

11 439　　　7.忿　　　9753　　　4.∂　　21 192　　　ぎ.S

　

箭雌ｓ゛“

　　

－

　

－ 3 510　　　j.5　　　3 510　　　j.θ

　

退職手当債

　

2 597　　j.∂　　1 502　　θ.7　　4 099　1.1

　

転

　　

貸

　　

債

　　　

798

　　

θ.5

　　　

843

　　

θ.4

　　

1 640　　OJS

　

過疎対策事業債

　　　

一

i

　　

－

　　

3 568　　1.6 3 568 1.０

素謡翻♂″

　

11 121　　　7.θ　　　1 958　　　θj　　13 079　　　＆∂

同和対策事業債

　　　

43

　　

θ.θ

　　

2 420　　1.1　　2 463　　θ.7

都道府県貸付金

　　　

一

　　

－

　　

24 543　　iO.8　　　一　　一

丿

　

合

　　　　

計

　

1

　

159339

　

100.0

　　

228 062　　100.0　　362 858　　100.0

叫

　

「交付公債｣、｢枠外債｣は各項目に含まれている。

364 ―



還

　

額

　

の

　

状

　

況

(単位

　

百万円・％)

　　　　

較

Ｊ

　

匹

2７ｊ

２５.０

　

∂Ｊ

３７.５

　

０.２

収ｊ

　　

16j

　　

16j

･･59.7

^ 38.2

≪.　18.０

･･３1ｊ

い
て
。
｝

　

Ｊ
鸞
万
こ

　

。
一

　

。
一

　

Ｊ

増額

比
一
波増

度
額

年4
8
計

和昭

純

Ｊ

　

ｊ

　

ｊ

　

ｊ

　

Ｊ

　

ｊ

　

Ｊ

　

Ｊ

　
　

。
Ｊ

　
　

ｊ

　
　

Ｊ

と

　

４

　

４

　

糾

　

θ

　

θ

　

ｊ

　

４

　

４

　

５

　
　

５

　

6 51４

19 750

　

2 378

13 670

　

257

　

158

　

858

２ 399

2 729

2919

3 023

47.∂

15j

　

9.6

ふ

　

｀

－に

　

Ｊ

ａ

　

｀

叫
４
心

　

一

２
μ
ｊ

一
一
一

１
　

４

・
・

　

・
一

　
　

・

瑠

　

お

　

邱

　
　
　

な

18.6

Ｊ

　

Ｊ

　

Ｊ

　

Ｊ

　

一

　

ｊ

　

ｊ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

１

3 150

　

735

　

17４

　

567

3 168

　

516

　　

－

　

1％8

56 815

IS£

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

<
1

＜

＜

一
一
一
心
心
友
四
″

　

卵
一

　

以

　

″

　

一
一
一

　

″

　

一
一
一
一
一
一
。
一
一
‥
一
″

　

一

　

一
一
一
０
　
０

２

　
　
　

ｙ
‘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

０

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

１

40 379

81 205

18 900

３7 395

　

3 397

　　　

33

３0 088

　

8 888

１３ 444

11 111

18 １６９

6 660

4 834

1 814

3 001

9911

】9４7

　　　

－

　

1４ 867

306 043

― 365 ―

．

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

１

・

－
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－

－

｜

－

－－

ｉ
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その１

　

日的別内訳

第103表

　

地

　　

方

　　

債

　　

現

一

　　　　　　　　　　　　　

昭

　　　

和

　　　

49

　　　　

年

　　　

度

　

区

　　　　　

分

　

|

　

都

　

道

　

府

　

県

　

１

　

市

　　

町

　　

村

　

１

　

合

　　

計

　　

額

一般公共事業債

　

1 033 208　　認.θ　357 522　　7.4　1 390 730　　16j

一般単独事業債

　

7H 258　　j∂J　895 536　　j＆5　1 606 794　　瑠丿

公営住宅建設事業債

　

408 822　　11.1　　443 083　　　∂j　　851 905　　mθ

霖談教育施設整備事

　　

6 708　　　∂.忿　1254 828　　25.9　1 261 536　　　μｊ，

辺地対策事業債

　　　

－

　　

－

　　

65 635 j.4　　65 635　　θｊ

覆業廃棄物処理事業

　　

17 203　　　θ.5　　　　1S2　　　θ.θ　　17355　　　θＪ

災害復旧事業債

　

272 926　　7.4　　88 587　　jJ　361 513　　μ

雲姦業都市等建設事

　

272 415　　7.4　　　－　　　－　272 415　　＆忿

i般廃棄物処理事業

　　

52 875　　　μ　　350 936　　　7.2　　403 811　　　μ

雲雀福祉施設整備事

　　

96 930　　　忿.∂　　280769　　　5J　　377 699　　　44

篁il用地先行取得事

　

381 403　　104　　175 862　　　j.∂　　557265　　　βｊ

箭だｒ゛“

　

－

　

－

　

1 637　　　θ.θ　　　1637　　　θ.θ・

退職手当債

　

15 433　　叫　　6 977　　θ.j　22 410　　θＪ

転

　　

貸

　　

債

　　

11 759　　∂J　　20 176　　叫　　31 935　　叫

過疎対策事業債

　　　

－

　　

－

　

176 600　　j.∂　176 600　　忿.j

I留読腿拓0284497

　　　

7.7

　　

34 993　　　θ.7　　319490 3.7 ＼

同和対策事業債

　　

1 365　　θ.θ　144 748　　J.θ　146 113　　j.訂

都道府県貸付金

　　　

－

　　

－

　

304 180　　∂.j　304 180　　8､6

そ

　　　

の

　　　

他

　

117 412　　jj 250 213 5.忿　　367625 4j i

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

｜

　

合

　　　　　

計

　　

3 684 214　　100.0　4 852 434　　100.0　8 536 648　　100.0:
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在

　　

高

　　

の

　　

状

　　

況

昭

合

度
額

年4
8
計

和

1 268 66S

1 360 558

　

659 251

　

984 403

　　

48 233

　　

12 549

　

320 725

　

235 663

282 709

303 823

306 678

　　　

5 1４7

　　

26 451

　　

25 103

　

12０ 798

　

239 631

　　

87 322

　

242 160

　

3０0 519

6 830 388

1８.6

19M

　

9.７

μ４

ぶ

　
　

Ｊ

　
　

ぶ

　
　

Ｊ

　
　

ｊ

　
　

４

Ｏ

1
3

-
≫

Ｃ
ｏ

-
J
J
-

-
≫

乱５

T
-
H

^
３
.

ｃ
;
　
　
　
　
ｃ
5

４

　

．
心

　
　

Ｊ

　
　

Ｊ

　

ｊ

　

Ｊ

　

ｊ

Ｏ

t
-
H

≫
３

1
-
Ｈ

≫
。

^
　
0
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

１

増

比
一
滅

122 065

2４6 236

192 65４

277 133

　

17 402

　　

4 806

　

40 788

　

36 752

121 102

73 876

250 587

ム

　

3510

" 4041

　　　

6 832

　　

55 802

　　

79 859

　　

58 791

　　

62 020

　　

67 106

1 706 260

― 367 ―

額

-

　

7.2

μ.4

11ｊ

ｊ

　
　

ぶ

　
　

Ｊ

　
　

４

　

ｊ

　
　

ｊ

　
　

Ｊ

　
　

ぶ

δ

　
　

ｊ

　
　

θ

　
　

忿

　
　

２

　
　

７

　
　

４

　
　

４

(単位

　

百万円・％)

　　　　

較

増

　

滅

　

率

　　　　

9.6

゛忿

　
　

２

θ

　
　

θ

ム

　
　

４

４

　

Ｊ

　
　

７

　
　

４

　

δ

　

タ

　

０

θ

　

Ｊ

　

恥

　
　

＆

　

＆

　

＆

　

0
0
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

１

７
‘

　

忿

　
　

名

　
　

ヅ
£

　
　

ｊ

　
　

７

　
　

δ

　
　

Ｓ

　
　

ｊ

　
　

７

　

一

　
　

・

　
　

・

　
　

・

　
　

一

　
　

争

　
　

一

　
　
　

嚇

　
　
　

・

　
　
　

・

瑠

　

四

　

認

　

錨

　

鉛

　

包

　

Ｕ

　
　

μ

　
　

４

　
　

む

68j

15.3

27.2

46.２

00*0

６７ｊ

２５.６

22,3

25.0

ｊ

　

Ｊ

　

Ｊ

四

　

郭

　

４

心

　

Ｗ

θ

　
　

θ

祗

　

ｇ

1７Ｊ

万

　

Ｅ

轟

合

1０２』

　

５６み

　

巧４

　

μｊ

ｊ

　
　

Ｊ

卯

　
　

渥

μJ

jθj

18j

27.1

’ ｜

一

一

－

｜

－

ｌ

－

－

－

－
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その２

　

借入先別内訳

第103表

　

地 方

　　

債 現

　　　　　　　　　　　　

昭

　　　

和

　　　

49

　　　　

年

　　　

度

　

区

　　　　　

分

　

|

　

都

　

道

　

府

　

県

　

｜

　

市

　　

町

　　

村

　

｜

　

合

　　

計

　　

額

政

　

府

　

資

　

金

　

1 269 761　　4.5　2 651 431　　4.∂　3 921 192　　伍9

　　

資金運用部1 049 945　認.5　1 560 459　　叩.2 2 610 404　釦.∂

　　

簡易保険局

　

219816

　　

∂.θ

　

1 090 973　　麗.5　1 310 789　　j4

公営企業金融公庫

　　

8 327　　θ.忿　　50 385　　j.忿　　68 712　　θ.∂

国の予算貸付・政府
繁堡塁恩llﾀ;

K
曾藻284 878　77　36 475　0.8 321 353　∂∂

く．）

市

　

中

　

銀

　

行

　

1 709 045　　μ4　1 249 105　　怒.7　2 958 150　　S4.７

その他の金融機関

　　

98 325　　忿.7　226 582　　4.7　324 907　　∂.&

保

　

険

　

会

　

社

　　

24 462　　θ.7　　32 380　　θ.7　　56 842　　θ.7

交

　

付

　

公

　

債

　

178 772　　4.9　　73 759　　1.5　252 531　　j.θ

市場公募債

　

29 662　　θ.S　38 494　　θ.∂　68 156　　M

雑記（゛“合

　

69 769　　　j.9　　150 157　　　SJ.　　219 926　　　忿.∂

外

　　　

国

　　　

債

　　　　

－

　　　

－

　　　

1 378　　　θ.θ　　　1378　　　θ.θ

そ

　　　

の

　　　

他

　　

11 213　　　θ.忿　　332288　　　Q　　343 501　　　＆9

　

合

　　　　　

計

　　

3 684 214　　100.0　4 852 434　　100.0　8 536 648　　100.0

その３

　

利率別内訳

　　

区

　　　　　　　　　

分

　　　　

｜

　　　

都

　　

道

　　

府

　　

県

6.5%

　　　　

以

　　　　　　

下

　　　　　　　　　

1 225 290　　　　おj

7.0％

　　　　　

以

　　　　　

下

　　　　　　　　　

485 319　　　　lS^

7.5%

　　　　

以

　　　　　　

下

　　　　　　　　　

728 371　　　　j∂ｊ

＆O％

　　　　　

以

　　　　　　

下

　　　　　　　　　　　

310 936　　　　　∂4

8.5%

　　　　　

以

　　　　　　

下

　　　　　　　　　　　

303 031　　　　　∂j

9.0％

　　　　　

未

　　　　　　

満

　　　　　　　　　　　

230 882　　　　　∂j

9.0％

　　　　

以

　　　　　

上

　　　　　　　　　

400 386　　　　jθｊ

　　

合

　　　　　　　　　　　

計

　　　　　　　　　　　　

3 684 214　　　　100.0

― 368 －



在

　　

高

昭

合

の

　　

状

度
額

年4
8
計

和

3 235 47２

2 189 566

1 045 905

　　

55 701

241 194

2 264 881

　

269 854

　　

43 534

　

196 312

　　

53 801

　

190212

　　　

回72

　

２77 655

6 830 388

市

･
＜
≫
■
C
o＊
ｓ

ｃ
:
>

　

Ｏ､０

　

乱0

100.0

町

1 834 033

　

312 118

984 129

918 073

166 794

　

22２ 176

　

415 1Ｈ

4 852 434

言

増

況（つづき）

比
一
滅

685 720

420 838

26４ 884

　

13 Oil

80 159

　

693 269

　　

55 053

　　

13 308

　　

56 219

　　

14 355

　　

29 714

　　　　

394

　　

65 846

□06 260

村

瑠
Ｑ
心
心
心
‥
一
’

　

″

　

ｍ

－869

額
一

如ｊ

郷.7

(単位

　

百万円・％)

　　　　

較

増

　

滅

　

率

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

4

な
一

　

に

　

鸞
一
。
尽
一
″

　

。
。
ｍ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｌ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

A

合

忽
心
四
心

　

心

　

ご
｛
四
四
竺
Ｊ

忿忿丿

ZS.7

25.0

却４

ご
一
心

3２､０

３８､６

混
一
Ｊ

Ｊ

　

ぶ

　

Ｊ

　
　

≪
ｏ

ｏ
ｏ

μ

＞
Ｈ

>
-
H

　
　
　
　

<

3０.0

27.1

(単位

　

百万円・％)

　　　　　

計

3 059 323

　

797 437

1 71２ 500

1 229 009

　

469 825

　

４53 058

　

815 497

8 536 648

心
″

　

心

４
心
心

∂.∂

100.0

１

－

－

ミ

｜

一

一

－

｜

一

一

－

｜

－

－

ｌ

－

－

－

－
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その４

　

推

　　　

移

第103表

　

地

　　

方

　　

債

　　

現

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

総

　　　　　　　　　　　　　

額

　

区

　　　　　　　

分

　　　　　　　　　　　　　　　　　

現

　　

在

　　

高|指

　　　　　

数ﾄl

　

前
滅
年

　

肇

昭

　

和

　

36

　

年

　

度

　　　　　　

738 668　　　　　　　却θ　　　　　　　5j

　　　　　　

42

　　　　　　　　　　

1 948 972　　　　　　　刄糾　　　　　　　j5.∂

　　　　　　

43

　　　　　　　　　　

2 182 153　　　　　　　名∂5　　　　　　　12jO

　　　　　　

44

　　　　　　　　　　

2 485 018　　　　　　　＆97　　　　　　　μ.Z

　　　　　　

45

　　　　　　　　　　

2 974 270　　　　　　　4吋　　　　　　　jﾀぷ

　　　　　　

46

　　　　　　　　　　

3 970 813　　　　　　　＆9&　　　　　　　SS£

　　　　　　

47

　　　　　　　　　　

5 372 804　　　　　　　727　　　　　　　j瓦

　　　　　　

48

　　　　　　　　　　

6 830 388　　　　　　　∂忿5　　　　　　　忿7j

　　　　　　

49

　　　　　　　　　　

8 536 648　　　　　　j j5∂　　　　　　　25.0

㈱

　

昭和45年度以前の数値には、沖繩県分は含まれていない。

　　　　　　　　　　　　　

第104表

　

債務

　

負

　

担行為額

区

１

分

物件の購入等に係るもの

　

土地、建造物に係るもの

　

そ

　　　　　

の

　　　　　

他

２

　

債務保証又は損失補償に係るもの

　　

公社、協会等に係るもの

３

　

そ

そ

合

　

の

の

計

他

　

他

都

昭

一

　

道

1 618 347

　

927 293

　

691 054

　　

２４645

　　

21 437

　　　

3 2０8

　

509 268

2152260

　　

和

府

　　

県

ご
Ｉ

ｊ

　

ｙ
‘

　

θ

　
　
　
　

ｅ

　

一

叩

　

ブ
‘

　

！

　

θ.ｊ

　

２３.7

100.0

㈱１「２債務保証又は損失補償に係るもの」には、履行すべき額の確定したものを

　　

２「３その他」には、実質的な債務負担に係るものを含む。
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'在

　　

高 の

　　

状 況（つづき）

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　

内

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

訳

　　　

交

　　　

付

　　　

公

　　　

債

　　　　　　

交

　

付

　

公

　

債

　

以

　

外

現

　

４

　

高）数｜蟹肇

し

　

ｔ

　

あ）数諸蟹葦

　　　　　

71 665　　　　　j必に　　M　　　　667 003 jθθ　　　　7.忿

　　　　　

104 951　　　　μ∂　　　μj　　　　　1 844 021　　　　27∂　　　巧.∂

　　　　　

114 650　　　　j印　　　　1?J　　　　2 067 503　　　　おり　　　U.1

　　　　　

117421

　　　　

j弱

　　　　

忿j

　　　　

2 367 597　　　　涯∂　　　μ.&

　　　　　

115019

　　　　

160 '■　　忿.θ　　　　2859 251　　　　4四　　　加.∂

　　　　　

134 691　　　　j∂∂　　　17.1　　　　3 836 122　　　　575　　　3!f^

　　　　　

149 572　　　　忿卯　　　11.0　　　　S 223 232　　　　7甜　　　錨J

　　　　　

196 312　　　　忿74　　　訂.忿　　　　6 634 076　　　　卯5　　　27.0

　　　　　

252 531　　　　巧忿　　　鉛J　　　　8 284 117　　　j42　　　収.9

(翌年度以降支出予定額)の状況

　　　

49

　　　　　　　

年

　　　　　

度

市 町

1 443 443

　

955 263

488 1８0

　

85 739

　

36 733

　　

４9 ０06

　

366 026

1 895 208

計上している。

　
　
　
　
　
　

４

　

Ｓ

　

５

　

θ

　

θ

　

ｊ

　

ｏ

　
　
　

Ｍ

　

θ

　

５

　

４

　

ｊ

　

Ｉ

　

９

　

０

し

７

　

５

　

２

　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｊ

　

1
0

合

3061 ７９0

1 882 556

1 179 234

　

110 384

　　

58 170

　　

52 214

　

875 294

4 047 468

― 371 ―

(単位

　

百万円・％)

　
　
　
　
　
　

５

　

ｊ

　

７

　

４

　

ｊ

　

７

　

０

　
　
　

Ｊ

　
　

・

　
　

一

　
　

一

　
　

１

　
　
　
　

１

　
　

一

計

一

河
郭
Ｓ
″
。
。
。
。
む

1
0

0

昭和48年度

合

　

計

　

額

2 283 807

1 421 504

862 303

109 260

　

59 994

　　

49 266

　

65４ 503

3 047 570

増

　

滅

　

率

>
-
(

-
＊

０
０

４

　

２

　

δ

ｊ

　

Ｊ

　

Ｊ
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Ｊ

θ

　

７
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ｊ
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その１

　

収入、支出額

第105表

　

昭

　

和

　

49

　

年度

　

資

　　　　　　　　　　　　　　　　　

第１・四半期

　

第２・四半期

　　　　

区

　　　　　　　　　

分

　　　　

(49年４月～６月) (49年７月～９月）

　　　　

歳

　　　　　　　　　　　

入

　　

4 664 608　44　　4 273 392　卯.7

　　　　

地

　　　　　

方

　　　　　

税

　　

1 989 639　甜.θ　　2 045 358　μ.∂

　　　　

地方交付税及び地方譲与税

　　

1 681 347 304　　850 381　17^

　

、収

　

国

　

庫

　

支

　

出

　

金

　

等

　　

519 992　9.4　　700 717　μ.7総

　　　　

都道府県支出金等

　　

33 245　θ.∂　　135 675　＆∂

　　　　

地方債（起債前借を含む．）

　　　

43 873　　θJ　　　95 331　　忿.θ

　　　　

公営事業会計からの繰入れ

　　　　

8 586 θ.召　　　15 426　　θＪ

　　　　

そ

　　　　　

の

　　　　　

他

　　　

387 926　　7.θ　　430 504　∂.忿

　　

入雲客更塞貸付金回収金及び他会

　　　

262 994　　4j　　　75 6s2　　j.∂

　　　

|

一時借入金借入額

　　

599 785　却.9　　415 359　＆7

　　　　　

合

　　　　　　　

計

　　　　　

5 527 386　100.0　　4 764 403　100.0

括

　　　

歳

　　　　　　　　　　　　　

出

　　

4 090 798　辞.j　　4 405 442　卯.7

　　

・数討Ｆ“９゛゛

　　

283 646　　＆∂　　　118 930　忿.4

　　

出

|

一時借入金返済額

　　

430 583　ﾀ.θ　　330 361　M

　　　　　

合

　　　　　　　

計

　　　　　

4 805 028　100.0＝　4 854 733　100.0

　　　

歳

　　　　　　　　　　　

入

　　

2 591 008　∂4j　　2 278 139　皿.7

　　　　

地

　　　　

方

　　　　

税

　　

1 159 558　57.S　　1 105 321　44.5

　　　　

地方交付税及び地方譲与税

　　　

863 822 忿＆j　　　471643　j9.θ

都

　

収

　

国

　

庫

　

支

　

出

　

金

　

等

　　　

391 285　j忿j　　497 524　忽∂

　　　　

地方債（起債前借を含む．）

　　　

14 520　　θ.5　　　39 485　　j.∂

　　　　

公営事業会計からの繰入れ

　　　　

152

　　

θ.θ

　　　　　　

941

　　

θ.θ
道

　　　

そ

　　　　

の

　　　　

他

　　　

161 671　　5J　　163 225　∂.∂

　　

入雲客更塞貸付金回収金及び他会

　　　

164 038　　5.4　　・ 31 041 jj゛

府

　

|

一時借入金借入額

　　

301 228　　1?.∂　　　174612　　7.0

　　　　　

合

　　　　　　　

計

　　　　　

3 056 274　100.0　　2 483 792　100.0

県

　　　

歳

　　　　　　　　　　　　　

出

　　

2 296 827　認.∂　　2 324 307　超ｊ
’｀

　

ｉ菰討Ｆ・″台”A

　　

169 661　　∂.忿　　　37 352　　j.5

　　

出

|

一時借入金返済額

　　

280 755 10.2　　　　155432 ∂ｊ

　　　　　

合

　　　　　　

計

　　　　

2 747 243　100.0　　2 517 091　100.0

　　　

歳

　　　　　　　　　　　

入

　　

2 073 600　甜.ﾀ　　1 995 254　∂Ｍ

　　　　

地

　　　

方

　　　

税

　　

830 081　お.∂　　940 037　μｊ

　　　　

地方交付税及び地方譲与税

　　　

817 526　おj　　　378 738 16.6

市

　

収

　

国

　

庫

　

支

　

出

　

金

　

等

　　　

128 707　5.2　　203 193　＆∂

　　　　

都道府県支出金等

　　

33 245 jJ　　　135 675　　瓦∂

　　　　

地方債（起債前借を含む．）

　　　

29 352　　j.忿 55 846　　乙4

　　　　

公営事業会計からの繰入れ

　　　　

8 434　　θJ　　　　14 485 θ.∂

II入雲仙門謡臨ａＪ:

　　

ご二

　

］

　

２二な

　　　

j

時借入金借入額

　　

298 557　j口j　　240 747 加.∂

　　　　　

合

　　　　　　　

計

　　　　　

2 471 112　100.0　　2 280 611　100.0

”褐鼓詔肖ふ４９誠

　

で二

　

こ

　

でごな

　　

出

|

一

　

時借入金返済額

　　

149 828　7J 174 930　　7J

　　　　　

合

　　　　　　　

計

　　　　　

2 057 784　100.0　　2 337 642　100.0

－872－



金

　

収

　

支

　

の

　

状

　

況

(単位

　

百万円・％)

第３・四半期

　

第４・四半期

　

出納整理期|

　

ム

　　　

ー
（49年10月～12月）

|

（50年１月～３月）

|

（50年４月～５月）

　　

゜

　　　　

計

　

6 225 863　O/6≫0　　5 877 761　∂j.5　　3 161 752　92.7　　24 203 376　85.0

　

2 076 375　名7.5　　1 714 745　00 Q　　　411 387　j忿j　　　8 237 504　28.9

　

1 287 313　17.1　　　571 742　　7.ﾀ　　　30 456　　θj　　　4 421 239　j5.51

　

1 651 847　釘.∂　　1 622 183　22.5　　　532 143　15.6　　5 026 882　17.7

　　

229 897　　S.θ　　　216 851　　j.θ　　　324 664　　ﾀ.5　　　940 332　　j.jl

　　

317 265　　4.忿　　　424 515　　5.9　　1 130 986　&0 0　　　2 011 969　　7.1 I

　　　

19 756　　θ.j　　　50 312　　θ.7　　　45 202　　jJ　　　139 281　　θ.5 1’

　　

643 410　　＆5　　1 277 413　17.7　　　686 914　忿θj　　　3 426 169　j忿.θ1

　　

327 431　　4J　　　300 983　　4.忿　　　247 417　　7.j　　　1 214 476　　4.ﾀ・

　　

994 991　　μJ　　1 035 057　μＪ　　　　－　　－　　3 045 192　却.川

　

7 548 285　100.0　　7 213 802　100.0　　3 409 169　100.0　　28 463 045　100.0 1

　

7 062 127 89.5　　5 457 261　　77.2　　3 310 748　8S.0　　24 326 376　∂5･叫

　　

275 810　　3£　　　315 941　　4.5　　　242 043　　∂j　　　1 236 377　　4J ，’

　　

551 953　　7.θ　　1 297 506　j＆4　　　434 711　10.9　　　3 045 115　10.6

　

7 889 891　100.0　　7 070 708　100.0　　3 987 501　100.0　　28 607 860　100.0 :

　

3 501 557「　∂5J　　3 322 406　∂忿.ﾀ　　1 093 672　S∂j　　12 786 782 甜.θ」

　

1 184 107　忿＆∂　　　951 758　25.8　　　249 604　忿θj　　　4 650 348　むJI

　　

732 623　17.9　　　232 674　　£&　　　　3 593　　∂.j　　　2 304 3S4　15.5

　

1 173 483 忿＆∂　　　1210 572　50.2　　　　153 913 j忿J　　3 426 777　留.引

　　

156 421　　jj　　　194 746　　4j　　　375 495　卯.∂　　　780 667　　5.2

　　　　

1 353　θ.θ　　　31 290　θ.S　　　17 053　j.4　　　50 788　θ.j1

　　

253 570　∂j　　701 365　17M　　294 014　4.θ　　1 573 848　10.7

　　

225 913　　5.5　　　193 036　　4J　　　133 156　却.ﾀ　　　747 185　　5.0
I

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

！

　　

376 448　　∂.巳　　　489 953　j忿Ｊ　　　　　-　　一一　　　1 342 241　　1?.θ1

　

4 103 918　100.0　　4 005 395　100.0　　1 226 828　100.0　　14 876 208　100.0

　

3 924 203　90.6　　2 892 055　76.7　　1 482 778　∂θj　　12 920 171　86 J.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1

　　

192 872　4.5　　223 618　よ.∂　　125 974　7.7　　　749 478　瓦θ・

　　

212 906　4.∂　　655 650　ぴ.4　　　37 498　忿J　　1 342 241　＆91

　

4 329 981　100.0　　3 771 323　100.0　　1 646 251　100.0　　15 01 1 889　1OO.(パ

　

2 724 306　即j　　2 555 355　即.∂　　2 068 079　糾.8　　H 416 594　8U.0！

　　

892 268　認.∂　　　762 988　認.s　　　161 783　　7.4　　　3 587 156　^6J^

　　

554 690　j∂j　　　339 068　加.∂　　　26 863　　j.忿　　2 116 885　15.6

　　

478 364　13.9　　　411 611　j忿j　　　378 230　17^　　　I 600 104　11.8

　　

229 897　∂.7　　216 851　∂.∂　　324 664　μ.∂　　　940 332　6.9 i

　　

160 844　4.7　　229 769　　7.召　　755 491　4.∂　　1 231 302　ﾀ.j；

　　　

18 403　　θ.5　　　19 022　　θ.∂　　　28 149　　i≪?　　　　88 493　　0.7

　　

389 840 むJ　　　576 046 17.8　　　　392 899 召j　　l 852 322　13.5 ＼

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1

　　

101 517　忿.ﾀ　　107 947　j.4　　114 262　5.召　　　467 292　34

　　

618 543　18.0　　　545 104　j7.θ　　　　　－　　－　　　1 702 951　j乙5

　

3 444 366　100.0　　3 208 406　100.0　　2 182 341　100.0　　13 586 837　100.0

　

3 137 925　甜.j　　2 565 205　77.7　　1 827 970　9j　　11 406 205　甜.∂

　　　

82 938　　乙∂　　　92 323　　忿.∂　　　H6 069　　&.θ　　　486 892　　∂.∂

　　

339 047　夕.5　　641 857　jﾀ.5　　397 212　17.0　　□02 874　2.1

　

3 559 910　100.0　　3 299 384　100.0　　2 341 251　100.0　　13 595 971　100.0
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その２

　

各四半期別構成比

第105表昭和49年度資

｜

　

区

　　　　　　　　　

分

　　　　

嘔ふ;県ﾑぎ沼嘔祐鼎摺

　

9･〒

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

-

　

-一 還　　■　Ｊ

　　　　

歳

　　　　　　　　　　　　　

人

　　　　　　　　

jl?.j

　　　　　　　　

ぴ.7

　　　　　

地

　　　　

方

　　　　

税

　　　　　　　

ZU.2

　　　　　　　

４.∂

　　　　　

地方交付税及び地方譲与税

　　　　　　　

認.θ

　　　　　　　

即.忿

　　

収

　

国

　

庫

　

支

　

出

　

金

　

等

　　　　　　　　

加.ﾀ

　　　　　　　

1S.9

　

総

　　

都道府県支出金等

　　　　　　

j.5

　　　　　

μ.4

i

　　　　　

地方債（起債前借を含む.）

　　　　　　　　

忿.巳

　　　　　　　　

4.7

　　　　　

公営事業会計からの繰入れ

　　　　　　　　

∂.召

　　　　　　　

11.1

　　　　　

そ

　　　　　

の

　　　　　

他

　　　　　　　　

11.S

　　　　　　　

j乙∂
：

　　

入雲客更金貸付金回収金及び他会

　　　　　　　　

21.7

　　　　　　　　　

∂ｊ

　　　

|

一時借入金借‥入額

　　　　　　

j!?.7

　　　　　　

お.∂

　　　　　

合

　　　　　　　　

計

　　　　　　　　　　

19.4

　　　　　　　　

16.7

　　　　

歳

　　　　　　　　　　　　

出

　　　　　　　　

μ.S

　　　　　　　

μj

l

括

　

支肇翌爵塞器付金及び他今計借入

　　　　　　　

22.9

　　　　　　　

，1?.∂

　　

出

p

一時借入金返済額

　　　　　　　

μ.j

　　　　　　

加.∂

　　　　　

合

　　

・

　　　　

計

　　　　　　　　　　

16.8

　　　　　　　　

17.0

　　　　

歳

　　　　　　　　　　　

入

　　　　　　　

釦.j

　　　　　　　

17.S

　　　　

地

　　　　　

方

　　　　　

．税

　　　　　　　　

４.ﾀ

　　　　　　　　

認.∂

　　　　

地方交付税及び地方譲与税

　　　　　　　

37M

　　　　　　　

卸.5

　　

収

　

国

　

庫

　

支

　

出

　

金

　

等

　　　　　　　　

lUi.

　　　　　　　

μ.5

　

郡

　　　

地方債（起債前借を含む.）

　　　　　　　

j.ﾀ

　　　　　　　

5.j

　　　　

公営事業会計からの繰入れ

　　　　　　　　

θ.j

　　　　　　　　

1.9

　

道

　　　　

そ

　

．

　　　

の

　　　　

‘他

　　　　　　　　

加.j

　　　　　　　　

犯4

　　

入爵客哭金貸付金回収金及び他会

　　　　　　　　

忿忿.θ

　　　　　　　　

4j

　

府

　

|

一時借入金借･人額

　　　　　　

口乙4

　　　　　　　　

1S.0

　　　　　

合

　　　　　　　　

計

　　　　　　　　　　

20.5

　　　　　　　　

16.7

　　　　

歳

　　　　　　　　　

．

　

出

　　　　　　　　

17.8

　　　　　　　

j＆θ

　

県

　

支雲襲爵金器付金及び他会計芦入

　　　　　　　

２.6

　　　　　　　

5.θ

　　

出

|

一時借入金返済額

　　　　　　

20.9

　　　　　

11.６

　　　　　

合

　　　　　　　　

計

　　　　　　　　　　

18.3

　　　　　　　　

16.8

　　　　

歳

　　　　　　　　　　　

入

　　　　　　　

拡忿

　　　　　　　

玖5

　　　　

地

　　　　　

方

　　　　　

税

　　　　　　　　

留丿

　　　　　　　

昂.忿

　　　　

地方交付税及び地方譲与税

　　　　　　　

銘.∂

　　　　　　　

17.9

　

市

　

収

　

国

　

庫

　

支

　

出

　

金

　

等

　　　　　　　　

＆θ

　　　　　　　

瓜7

　　　　

1認証怯7

　　

U

　

;討

　

゛人
前無９ｊ臨ＩＪ:

　　　

お

　　　

な

　　　

|

一時’借入金借入額

　　　　　　

17.5

　　　　　　

μｊ

　　　　　

合

　　　　　　　　

計

　　　　　　　　　　

18.2

　　　　　　　　

16.8

叫m回収

　　　

ご

　　　

な

　　

出

|

一時｀借入金返済額

　　　　　　　

り∂.∂

　　　　　　　

加丿

　　　　　

合

　　　　　　　　

計

　　　　　　　　　　　

15.1

　　　　　　　　

17.2
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金

　

収

　

支∧の

　

状

　

況（つづき）

(単位

　

％)

　

第３’四半期

　

第４’四半期

　

出納整理期|

　

ふ

　　　　

計
づ49年10月～12月) (50年１月～３月) (50年４月～５月）　　ロ　　　　　ロ

　　

‥

　

－一

　　　

忿＆7

　

‥

　　　　　　

U.S

　　　　　　　

－

　

13.1

　　　　　　　　

100.0

　　　　　　　　　

忿乱忿

　　　　　　　　

20.8

　　　　　　　　　

5.θ

　　　　　　　　

jθθ.θ

　　　　　　　　　

29.1

　　　　　　　　

j忿Ｊ

　　　　　　　　　

θ.7

　　　　　　　　

100.0

　　　　　　　　　

ぶ忿.9

　　　　　　　　

j忿.j

　　　　　　　　

10.6

　　　　　　　　

μ

　　　　　　　　　

４.4

　　　　　　　　

留.j

　　　　　　　　

3^.5

　　　　　　　　

100.θ

　　　　　　　　　

15.8

　　　　　　　　

幻j

　　　　　　　　

56.2

　　　　　　　　

μ

　　　　　　　　　

us

　　　　　　　　

36.1

　　　　　　　　

ぶ乙5

　　　　　　　　

100.0

　　　　　　　　　

j＆S

　　　　　　　　

37.5

　　　　　　　　

W.0

　　　　　　　　

100.0

　　　　　　　　　

zr.o

　　　　　　　　

影.&

　　　　　　　　

加.4

　　　　　　　　

100.0

　　　　　　　　　

認.7

　　　　　　　　

S1,.O

　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　

j卯.θ

　　　　　　　　　

26.5

　　　　　　　　

25.3

　　　　　　　　

12.0

　　　　　　　　

100.0

　　　　　　　　　

9.θ

　　　　　　　　

麗.4

　　　　　　　　

μ.∂

　　　　　　　　

100.0

　　　　　　　　　

認.S

　　　　　　　　

諮.∂

　　　　　　　　

jﾀ.∂

　　　　　　　　

100.0

　　　　　　　　　

18.1

　　　　　　　　

μ.∂

　　　　　　　　

μ.j

　　　　　　　　

100.0

　　　　　　　　　

27.6

　　　　　　　　

24.7

　　　　　　　　

13.9

　　　　　　　　

100.0

　　　　　　　　　

忿乙4

　　　　　　　　

郭.θ

　　　　　　　　

＆∂

　　　　　　　　

100.0

　　　　　　　　　

邸.5

　　　　　　　　

加.5

　　　　　　　　

5.4

　　　　　　　　

j叩,θ

　　　　　　　　　

むｊ

　　　　　　　　

却.j

　　　　　　　　　

θ.忿

　　　　　　　　

100.0

　　　　　　　　　

μ.忿

　　　　　　　　

巧.j

　　　　　　　　　

4.5

　　　　　　　　

100.0

　　　　　　　　　

加.θ

　　　　　　　　

μ.9

　　　　　　　　

μ.j

　　　　　　　　

j卯.θ

　　　　　　　　　　

乙7

　　　　　　　　

∂j.∂

　　　　　　　　

お.∂

　　　　　　　　

100.0

　　　　　　　　　

j∂ｊ

　　　　　　　

μ.∂

　　　　　　　

瑠.7

　　　　　　　

100.0

　　　　　　　　　

so.t

　　　　　　　　

25.8

　　　　　　　　

17^

　　　　　　　　

jθθ.θ

　　　　　　　　　

認.θ

　　　　　　　　

錨.5

　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　

j叩.θ

　　　　　　　　　

27.6

　　　　　　　　

26.9

　　　　　　　　　

8.2

　　　　　　　　

100.0

　　　　　　　　　

jθ４

　　　　　　　　

Z2A

　　　　　　　　

11^

　　　　　　　　

100.0

　　　　　　　　　

認.7

　　　　　　　　

即.S

　　　　　　　　

16.8

　　　　　　　　

100.0

　　　　　　　　　

15.9

　　　　　　　

μ.S

　　　　　　　　

忿.S

　　　　　　　

100.0

　　　　　　　　　

28.8

　　　　　　　　

25.1

　　　　　　　　

11.0

　　　　　　　　

100.0

　　　　　　　　　

認.ﾀ

　　　　　　　　

麗.4

　　　　　　　　

j＆j

　　　　　　　　

100.0

　　　　　　　　　

郷.ﾀ

　　　　　　　　

町J

　　　　　　　　

4.5

　　　　　　　　

100.0

　　　　　　　　　

26.2

　　　　　　　　

ie.o

　　　　　　　　

j.j

　　　　　　　　

100.0

　　　　　　　　　

即.ﾀ

　　　　　　　　

諮.7

　　　　　　　　

認.∂

　　　　　　　　

100.0

　　　　　　　　　

μ４

　　　　　　　

留丿

　　　　　　　

斟.5

　　　　　　　

100.0

　　　　　　　　　

13.1

　　　　　　　　

召.7

　　　　　　　　

む.4

　　　　　　　　

jθθ.θ

　　　　　　　　　

20.8

　　　　　　　　

幻.5

　　　　　　　　

訂.S

　　　　　　　　

100.θ

　　　　　　　　　

釘.θ

　　　　　　　　

むｊ

　　　　　　　　

鯉.忿

　　　　　　　　

jθθ.θ

　　　　　　　　　

21.7

　　　　　　　　

認丿

　　　　　　　　

４.5

　　　　　　　　

却θ.θ

　　　　　　　　　

辞.j

　　　　　　　　

認.θ

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　

100.0

　　　　　　　　　

25.4

　　　　　　　　

23.6

　　　　　　　　

16.1

　　　　　　　　

100.0

　　　　　　　　　

忿7J

　　　　　　　　

2忿.5

　　　　　　　　

16.0

　　　　　　　　

100.0

　　　　　　　　　

17.0

　　　　　　　　

19.0

　　　　　　　　

Z3.8

　　　　　　　　

100.0

　　　　　　　　　

j∂.ﾀ

　　　　　　　　

S7.7

　　　　　　　　

名jJ

　　　　　　　　

100.0

　　　　　　　　　

26.2

　　　　　　　

24.3

　　　　　　　

17.2

　　　　　　　

100.0

1

がW-.F-≒JS』rφ--皿-･--●¶〃--W四・JJa-a-anl------’S

　　　　　　

・
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第106表社

　

会 福

　　

祉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

合

　　　　　　　　　

計

　　

区

　　　　　　　　

分

　　　

ぺ

・・）用者数

　

｜

　

専任職員数

保

　　　

護

　　　

施

　　　

設

　　　　　

150

　　　　　　

7 860　　　　　1 524 1

　

救

　　　

護

　　　

施

　　　

設

　　　　　　　

56

　　　　　

3 667　　　　　　909 ・

　

更

　　　

生

　　　

施

　　　

設

　　　　　　　

6

　　　　　　

289 68

　

医

　

療

　

保

　

護

　

施

　

設

　　　　　　　

2

　　　　　　

272 260

　

授

　　　

産

　　　

施

　　　

設

　　　　　　

61

　　　　　

2 416　　　　　262

　

宿

　

所

　

提

　

供

　

施

　

設

　　　　　　

25

　　　　　　

1 216　　　　　　　　25

老

　

人

　

福

　

祉

　

施

　

設

　　　　

1 026　　　47 645　　　　11 983

　

養

　

護

　

老

　

人

　

ホ

　

ー

　

ム

　　　　　　

600

　　　　

39 154　　　　　7 763

　

特別養護老人ホーム

　　　　　

95

　　　

7 164　　　2 695

　

軽

　

費

　

老

　

人

　

ホ

　

ー

　

ム

　　　　　　

22

　　　　　　

1 327　　　　　　225

　

老人福祉センター

　　　　

309

　　　　　　　

…

　　　　　　

□

身体障害者更生援護施設

　　　　　

137

　　　　

2 936　　　　1 639

　

肢体不自由者更生施設

　　　　　

45

　　　　

1 272　　　　631

　

失

　

明

　

者

　

更

　

生

　

施

　

設

　　　　　　　

2

　　　　　　

65

　　　　　　　　

24

　

ろ

　

う

　

あ者更生施設

　　　　　

１

　　　　　

８

　　　　　　　

７

　

内部障害者更生施設

　　　　　

17

　　　　

305

　　　　

185 ’

身体障害者療護施設

　　　　　

1

　　　　　　　

45

　　　　　　

32

　

重度身体障害者更生援護施設

　　　　　　

13

　　　　　　　

634

　　　　　　　

418

　

身体障害者授産施設

　　　　　

17

　　　　　　

479 184 ・

　

重度身体障害者授産施設

　　　　　　

3

　　　　　

128

　　　　　　

28 ｡

　

身体障害者福祉工場

　　　　

一

　　　　

一

　　　　

一

　

補

　

装

　

具

　

製

　

作

　

施

　

設

　　　　　　

15

　　　　　　

･･’50

　

点

　　

字

　　

図

　　

書

　　

館

　　　　　　

23

　　　　　　　

…

　　　　　　　　

80 :

　

点

　

字

　

出

　

版

　

施

　

設

　　　　　　

－

　　　　　　

－

　　　　　　

一

婦

　

人

　

保

　

護

　

施

　　

設

　　　　　　

31

　　　　　　

244

　　　　　　

84

児

　

童

　

福

　

祉

　

施

　

設

　　　　

16 960　　　974 845　　　121 524

　

助

　　　

産

　　　

施

　　　

設

　　　　　

639

　　　　　　

…

　　　　

2 729

　

乳

　　　　　

児

　　　　　

院

　　　　　　

27

　　　　　

533

　　　　　

587

　

母

　　　　　

子

　　　　　

寮

　　　　　

305

　　　　

9 348　　　　　751

　

保

　　　　　

育

　　　　　

所

　　　　

10 932 941 908　　　　　99 254 4

　

養

　　　

護

　　　

施

　　　

設

　　　　　　

60

　　　　　　

3 292　　　　　1 410 1

　

精神薄弱児施設

　　　　

103

　　　　　　

7 425　　　　　4 089

　

精神薄弱児通園施設

　　　　

110

　　　

3 173　　　1 361

　

盲

　　　

児

　　　

施

　　　

設

　　　　　　

15

　　　　　　　

560

　　　　　　

296
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施

　

設

　

の

　

状

　

況（公営分）

(昭和49年10月１日現在：単位

　

人)

　　　　

都

　　　

道

　　　

府

　　　

県

　　　

｜

　　　

’市

　　　　

町

　　　　

村

　　　　

Ｉ

箇

　

所

　

数

　

|利用者数|専任職員数|箇

　

所

　

数|利用者数|専任職員数

　　　　　　　　

18

　　　　

1 200　　　　　260　　　　　132　　　　6 660　　　　1 264

　　　　　　　　

15

　　　　

1 047　　　　　259　　　　　41　　　　2 620　　　　　650

　　　　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　　

6

　　　　　

289

　　　　　

68

　　　　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　　

2

　　　　　

272

　　　　　

260

　　　　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

61

　　　　

2416

　　　　　

262

　　　　　　　　

3

　　　　　

153

　　　　　　

1

　　　　　

22

　　　　

1 063　　　　　24

　　　　　　　

45

　　　　

5 193　　　　1 397　　　　　981　　　　42 452　　　　10 586

　　　　　　　

25

　　　　

3 324　　　　　782　　　　　575　　　35 830　　　　6 981

　　　　　　　

11

　　　　

I 208　　　　　471　　　　　84　　　　5 956　　　　2 224

　　　　　　　　

8

　　　　　

661

　　　　　

112

　　　　　

14

　　　　　

666

　　　　　

113

　　　　　　　　

1

　　　　　　

･‥

　　　　　

32

　　　　　

308

　　　　　

…

　　　　

1 268

　　　　　　　

116

　　　　

2619

　　　　

1 502　　　　　21　　　　　317　　　　　137

　　　　　　　

44

　　　　

1 252　　　　　627　　　　　　1　　　　　20　　　　　　4

　　　　　　　　

2

　　　　　

65

　　　　　

24

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　　　　

1

　　　　　　

8

　　　　　　

7

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　　　

15

　　　　　

279

　　　　　

166

　　　　　　

2

　　　　　

26

　　　　　

19

　　　　　　　　

1

　　　　　

45

　　　　　

32

　　　　　

一

　　　　　

一

　　　　　

－

　　　　　　　

12

　　　　　

588

　　　　　

393

　　　　　　

1

　　　　　

46

　　　　　

25

　　　　　　　

10

　　　　　

254

　　　　　

125

　　　　　　

7

　　　　　

225

　　　　　

59

　　　　　　　　

3

　　　　　

128

　　　　　

28

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　　　　

14

　　　　　

…

　　　　　

48

　　　　　　

1

　　　　　　

…

　　　　　　

2

　　　　　　　

14

　　　　　

…

　　　　　

52

　　　　　　

9

　　　　　

…

　　　　　

28

　　　　　　　

－

　　　　

一

　　　　

一

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　　　　

29

　　　　　

215

　　　　　

77

　　　　　　

2

　　　　　

29

　　　　　　

7

　　　　　　

294

　　　

17 214　　　　11 048　　　16 666　　　957 631　　　110 476

　　　　　　　

22

　　　　　

…

　　　　　

668

　　　　　

617

　　　　　

…

　　　　

2 061

　　　　　　　

12

　　　　　

294

　　　　　

325

　　　　　

15

　　　　　

239

　　　　　

262

　　　　　　　　

5

　　　　　

247

　　　　　

20

　　　　　

300

　　　　

9 101　　　　　731

　　　　　　　

20

　　　　

1 739　　　　　277　　　　10912　　　940 169　　　98 977

　　　　　　　

22

　　　　

1 482　　　　　805　　　　　38　　　　1810　　　　　605

　　　　　　　

59

　　　　

5 065　　　　2 972　　　　　44　　　　2 360　　　　1 117

　　　　　　　

20

　　　　　

505

　　　　　

357

　　　　　

90

　　　　

2 668　　　　1 004

　　　　　　　

15

　　　　　

560

　　　　　

296

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

－
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第106表し社

　

会 福

　　

祉

　

区

　　　　　　　　

分

　　　

ぺ

ａ

ﾄ

∩リlｕ

ﾉＵ

祠

］

L穏凪∃

　

ｊ三

　

］E

mこ慰UE

　

レＥ

　

Ｅ

Ｅ

　

ﾉ:

。

　

E

　

ﾆ

ﾖ

　

∇

　

ヰ

精神薄弱者援護施設

　　　　

70

　　　　　　

5 006　　　　　2 196

精神薄弱者更正施設

　　　　

47

　　　　　　

3 639　　　　　1 779

フバヅ

　

Ｈ

　

∇

　

白

母

　

子

　

休

　

養

　

ホ

　

ー

　

ム

　　　　　　　

5

　　　　　　　

●●● 50

y）ズフゴ

　

べ

　

ヨ

　

で

盲

　　

人

　　

ホ

　　

ー

　　

ム

　　　　　　

５

　　　　　　　

…

　　　　　　　　　

６

Ｆここ｝こ:こE

　　　　

こと

　　　　　

ﾃ］

　　　

万

有

　

料

　

老

　

人

　

ホ

　

ー

　

ム

　　　　　　

11

　　　　　

18

　　　　　　　

13

長ぬＪ

Ｉニ

ニゴ

　　

プ

　　

ニ゛雪

㈱ｌ

　

２

　

３

｣による。

｢利用者数｣は、昭和49年10月１日現在の在所者数で、在所者数が不明の施設

｢保育所｣には、へき地保育所及び季節保育所を含んでいない。
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施

　

設づの＜状゛況‘(公営分)ト(つづき)

都

　　　

道

　　　

府

・

　　

曹･-=曹JI － Jlkar- -■

箇

　

所

　

数

四季･四唖S-¶･- '¶'r-･■¶｢

６

　

4
3

　
　

3
3
0

1

　

3

一

　
　
　

５

６

　

４

６

　

１

　

ｉ
ｎ

Ｃ
Ｏ

C
Ｏ

５

　

４

１

5
0
4
8
1
T
一

　

一

一

一

一

jり.凧潰数

793

２03

3 429

　　

－

370

　

84

2 443

　　

●●●

　　

●●●

3 732

2 940

　

792

　　

●●●

1 748

1 713

　　

35

　　

■●●

-

を.０-とｰした単純合計であ.る.，.

‥．県..‥

_専任職員数_

381

　

135

2 862

　　

－

４７８

　

５５

I 315

７
５

Ｑ
／

1 721

1 507

４
６
５

　

１
３

　

１

１
３

　

１

　

２

　

９
９

　

一

　

一

２

　
　
　
　
　
　

５
３

-

－

－

－

－

202

－･879－

-

３
４
６

　
　
　
　
　

２

３
４

1 658

2 952

４
６

　

８

り
り

　

１

　

１

３
９

１

４

　

０
７
８

　
　

３

　

５

　

２

　
　

９

　
　

－

ｊ
】

742

173

　　

1

920

　　

４

町

－

108

８
６

　
　

８

　

４

９
７

　

一

　

７

　

２

１

　

６

　
　
　
　

２

　　

●●●

1 274

699

575

4 020

1 675

2 327

　　

●●●

-W-

　

－

　　

-

１８

村

F ' - - ● ■ 一 嘩 Ｗ 酬 ａ

－

50

120
１

　
　

９

６
一
５

２

　

111

４ ８７９

９
５

　

２

ｅ
ｎ

t
-
M
７

２

　

４

　

２

3
9
０

0
４

　

C
Ｎ

２

　　

29

3 561

　

252

　　

86

　　

6

　　

－

1 986

8
5
1
3

1107

　　

26

■ ¶ 皿 a j ¶ 胴 g ･ ● － W 一 掃 - - j 岬 - ■ － － S ゝ 〃 V 孵 J - - a - 7 - り － ４ ｆ ･ - ． ■ Ｗ 吻 〃 - - ● ･ － － － Ｊ ㎜ Ｍ ■ ¶ | ･ ■ － ７ Ｗ ● － Ｆ 碍 -

一 一 一 一

→

　 　 　 　 　

－ － － ｌ

一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 … - 一 一 ･ －

｜

-

　 　 　 　 　 　 　

一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一

　 　 　

一 一 一 一 －

ミ φ = W i y r - - r 〃 ← － “ - ･ － ｀ ○ ・

｜

！

ｉ

｜

｜

1

1

1

！
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｜



第107表児童福祉施設の

ｌ

　

ｇ

　　　　

゛

　

ｌ

　

assi36^

　

１

　

゛

　

・剌

　　　

ま

疆

　

・
ｌ゛

　

霞

　　　　　

濃

　　　　　

昌

　　　　

昌

　

保

　　　

育

　　　

所

　　　　　

441 710　　　　　660 267　　　　　705 190

　

霜。霖ｓ貴・蜃

　　　　　

昌

　　　　

昌

　　　　

昌

　

精神薄弱児通関施設

　　　　　　

1 296　　　　　　　　2825　　　　　　3 105

　

頁，Ｘ♂ｓ ll　　　溜　　　温　　　澗

　

Ｌ乳w. m m　　　　詣　　　　詣　　　　溜

順緊階Ｕ剽膿

　　　　

二

　　　　

ぶ

　　　

雷

情緒障害児短期治療施設

　　　　　　　　

－

　　　　　　　

230

　　　　　　　　　

250
゛

　

譚

　　

゛

　　

46昌

　　

69滋

　　

74昌

母

　　

子

　　

寮（世帯数）

　　　　　　

10 619 8 581　　　　　　　8175

㈱ １

２

３

厚生省調｢社会福祉施設調査報告｣による。

昭和45年までは設置主体別、昭和46年からは経営主体別による。

各年12月31日現在であるが、昭和47年以降については、10月１日現在

である。

　　　　

第108表保健衛生施設等の･状況
その１

　

施設の状況

｜

　

区

　　　

分

　

|!M
年

斐ト4年度145年度146年度147年度148年度149年度

　

保健所（箇所）

　　　

832

　　

832

　　

832

　　

832

　　

832

　　

839

　　

839
1

公営病院病間

　　

169 718　171 435　185 641　188 4091 193 402　195 098　199 312

　

簒営診療所望

　　

6 621　　6 293　　6 ４12　　6 081　　6 477　　6 084　　6 137

㈹１

　

２

保健所数は厚生省調により、その他は自治省調｢公共施設状況調｣による。

保健所数は４月１日現在、その他は３月31日現在である。

その２

　

保健衛生水準の状況

｜

　　

区

　　　　　　

分

　　

眉翠143年144年145年146年147年148年149年|

｜
平

　

均

　　　　　　

男（歳) 66.0　即丿　印.忿　印Ｊ　70S 70£　70.7 71S

　　　　　

寿

　

命｛女（歳) 70J8　74J　7U.7　μ.7　75.6 75.9 76J3 76.S

　

出

　

生

　

率（人口千人対比) i6.9　18.6　２.5　瑠.7　四Jjﾀ＼S 194 18.6

　

死

　

亡

　

率（人口千人対比）

　

74

　　

∂Ｊ

　　

∂.∂

　　

∂.ﾀ

　

∂.∂

　

∂Ｊ

　

∂.∂

　

∂.5

|

　

結

　　

核

　　

死

　　

亡

　　

率

　　

θｊθ

　

0.17

　

θ.j∂

　

θｊ∂

　

θｊ∂

　

θ.狸

　

θal

　

θ.

U

　　

乳児死亡率（出生千人対比) 28.6　15≪S　μＪ　iw　124 1ム7 11.3 10.8

叫

　

厚生省調による。
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収容定員の推移(公営分)
(単位

　

人)

　　　　　　　　　　　

定

　　　　　　　　　　　　　

員

　

45年1

　　　

46年1

　　　

47年1

　　　

48年1

　　　

49年

　　

4 372　　　　　　4 425
1　　　　　4

691
1　　　　　4

714　　　　　　4 921

　　

1 190　　　　　　838　　　　　　813　　　　　　818　　　　　　847
752 710　　　　792 433　　　　　858 212　　　　　933 698　　　　1 014 888

　　

5 262　　　　　　4 425　　　　　　4 657　　　　　　4 533　　　　　　4 555

　　

9 534　　　　　　7 984

1　　　　　8

534　　　　　　8 503　　　　　　8 786

　　

3 330　　　　　　3 315　　　　　　3 751　　　　　　4 271　　　　　　4 637

　　

1 231　　　　　　　774　　　　　　829　　　　　　784　　　　　　788

　　

1 730　　　　　　1 353　　　　　　1 350　　　　　　1 323　　　　　　1 360

　　　

600

　　　　　　

420

　　　　　　

461

　　　　　　　

420

　　　　　　

379

　　

5 864　　　　　　4 355　　　　　　4 655　　　　　　4 745　　　　　　4 670

　　　

530

　　　　　　

690

　　　　　　

690

　　　　　　

1 040　　　　　　1070

　　　

490

　　　　　　

440

　　　　　　

480･

　　　　　　

440

　　　　　　

440

　　　

300

　　　　　　

250

　　　　　　

300

　　　　　　

300

　　　　　　

300

　　

5 113　　　　　　4 786　　　　　　5 056　　　　　　5 062　　　　　　5 008
792 256　　　　826 488　　　　894 479　　　　970 651　　　1 052 649

　　

7 541 ・　　　　　6337　　　　　　6 2０9　　　　　　5738　　　　　　5 36４

第109表

　

し尿及びごみ収集処理の状況

その１ し尿処理 その２

　　

(昭和50年３月31現在)

ごみ処理

１

　

区

　　　　　　　

分

　　

俤（

　

区

　　　　　　

分

　　

）・

Ｉ

　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｉ
搾ｄ轟嶮言言Ξ:伊才ヤツ芯竹喘二

年間総収集量(千kO(B)

　

31 736　年間総排出量(千t)固　44 153
年間栓舛理量(千kO

　　

31 736　年間総収集量(千t){B)　33 880　.
J下水道７７ホ‾ふ緊

Z)(Ｃ)1602年間総処理量(千t) 33 88

　

自

鴛で謳に滋鏃決行戸回

　

し尿浄化そう(千kO(F)

　　

7 448　　自　家　処　理　量(千t)　　　10 274
冷汗恐悦瑕竹百レｊ

処理場
丿

員数
参茫

　　

36a処理場職員数(千人)

　

15

1処理施設能力(千kl/日)

　　　

201

　　

処理施設能力(千t/日)

　　　

86

　

髪畢酒,穀報屋

　　

ぶ

　

‰侃仇影靴儡

　　

8?

‘収

　

集

　

率(B)/(A)×100(％)

　　　

５６ｊ

　

収

　

集

　

率(B)/CA)×100(％)

　　

７６ｊ

四沁

'ｘl00(％)

　　

71t£

　

五節ギ×100(％)

　　

楓θ

叫

　

自治省｢公共施設状況調｣による。
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第g110表逡 路

　　

橋
jり

　

その１

　

道路の現況

１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

都

　　　　

道

　　　　

府

　　　　

区

　　　　　　

分’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一

　　　　　　　　　　　　　　　　　

主要地方道｜

　

一般都道府県道

　

実

　　　　　

延

　　　　　

長(kni)(A)

　

｜

　　　　　　

33 197　　　　　　　90 675 1

　

國のうち舗装済延長（㎞）･（Ｂ）

　　　　　

26 384　　　　　　　　52903‘

　

（Ａ）のうち改良済延長(km)(Cト

　　　　　

23 893'　　　　　42 90

　

固のうち交通不能道延長(km){D)

　　　　　　　　

506

　　　　　　　　　

393

　

:

　

舗

　　

装

　　

率(B)/(A)×100（％）

　　　　　　　

71?

　　　　　　　

認ｊ

　　　　

゛

　　

前年同期（％）

　　　　　　

7∂｡θ

　　　　　　

5If^・

　

改

　　

良

　　

率(C)/(A)×100（％）

　　　　　　　

たり

　　　　　　　

47J ；

　

。車嘉４１毘覇急がoo圖

　　　　

函

　　　

U53

　　　　

゛

　　　

前年同期（％）

　　　　　　　

j.∂

　　　　　　　

4j :

　

㈱

　

自治省調「公共施設状況調」による。

その２

　

橋りはうの現況

　　　　

！

　　　　　　　　　　　　　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　

道

　

｜

　　

区

　　　　　　　　　

分

　　　　

|

橋

　　

数･'）コ(・)↑

　　　　　　　　　　　　　

ゝ

　

〃ｊ

　

．

　

Ｉ

　　　　　　　

Ｉ
１トｔ橋

　　

‰

　

Jこ

　　

鳥脂

　　　　　

na

　　　

溜昌

　

栞

　　

合

　　

Ｌ
‥

　　　

ぶ

　　　

詣計

要

　

ｌ．梨

　

罷

　

Ｕ

　　　

溜

　　　

?延引

ｏヽ町)j之゛ｌ(ｙ41圖

　　　　　　

昌

　　　　　　

訟肩

゛”９４％((勁41圖

　　　　

:i

　　　

削

ダ讐゜燃吉燦｜協

　　　　

j:十

　　　

削

㈱

　

自治省調｢公共施設状況調｣による。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１

　

その３

　

主要11か国の道路整備及び自,動車保有の状£

｜

　　　　　　　　　　　　

道路延長

　

舗装延長

　

舗装率

　

人口当たり道路延長
，

｜

　

区

　　　　　

分

　　

|

（“）

|

（“）

|

（゛）

万

人ロ（ｆ人））/手且

　

日

　　　　　　　

本

　　

1 049 710　264 783　　　邸.忍　104 665　　　即.θ･

　

ア

　　

メ

　　

リ

　　

カ

　　

6 125 274　2 833 317　　　μj　　203 235　　　SOJ‘

　

フ

　　

ラ

　　

ｙ

　　

ス

　　

794 000　707 000　　　卯.θ･　49 779　　　j＆∂

　

オーストラリア

　　

863 712 . 208 153　　糾.j　　12 756　　67.7＼

　

カ

　　　

ナ

　　　

ダ

　　

492 498　193 395　　　卯.j　　21 568　　　詔.S･.

　

イ

　　　　

ン

　　　　

ド

　　

1 287 288　　236 116　　　18.S　　547 950　　　　忿ｊ

　

ブ

　　

ラ

　　

ジ

　

ル

　　

1 312 675　　77 665　　　!.∂　　92 342　　　u:2

　

西

　　

ド

　　

イ

　　

ツ

　　

462 000　382 000　　　甜.7　　60 651　　　7.61

　

イ

　　

ギ

　　

リ

　　

スー

　　

366 491　365 542　　　卯.7　. 55 506　　　∂.∂

　

イ

　　

タ

　　

リ

　　

ア.

　　

28ぶ500

　

273 000　　∧おJ　　S3 770　　　54

　

ス

　　

ペ

　　

イ

　　

ン

　　

1393

1

　

100 94j　　　91　　34 041　　　4.j

　

’-■←-

　

---r■〃--晶･･還7W

　

「■●¬--a--き皿-a㎜Sj-s¥

　

-W&●ふ-a-■一皿a-9･㎜皿ﾐ〃痢¶ふが-JJ’

　

㈱

　

建設省編「道路統計年報1976年版」によるン“

　　　　

’“

－S82＝



よ
う

の

　　

現 況

(昭和５０年３月31日現在)

　　　　　　　　　　

ゝ

　　

-皿
［ﾆEI‥‥

　

‥

　

一一･

(昭和50年３月31日現在)

　　

市

　　　

町

　　　

村

　　　

道

　　　　　　

合

　　　　　　　　　　　

計

橋

　　　　　

数

　

｜

　

延

　　

長（ｍ）

　　

橋

　　　　　

数

　

｜

　

延

　　

長(m)

　　　　　　

441 395　　　　　3 477 256　　　　　　　539 660　　　　　　5 031 328

　　　　　　

328 046　　　　　2 508 538　　　　　　　422 234　　　　　　3 995 7H

　　　　　　　　

3 009　　　　　　　44 619　　　　　　　　3 261　　　　　　　　57 023

　　　　　　　

110 340　　　　　　924 099　　　　　　　114 165　　　　　　　978 594

　　　　　　　

43 812　　　　　　366 417　　　　　　　45 781　　　　　　　404 572 ’

　　　　　　　

92 013　　　　　　600 982　　　　　　　93 084　　　　　　　613 844

　　　

‥｀犀

　　

……

　

眉

　　　　　

旭

　　　　　

叫･

　　　　　　　　　

72.7

　　　　　　　　

∂9.∂

　　　　　　　　

77.0

　　　　　　　　　

77.6

　　　　　　　　　

∂.∂

　　　　　　　　

10.5

　　　　　　　　　

S.5

　　　　　　　　　

＆θ

　　　　　　　　　

jθJ

l　　　　　　　11.1　　　　　　　　　s.7　　　　　　　　　＆5

　　　　　　　　　

20.8 l　　　　　　　j7.ﾀ　　　　　　　　17.2　　　　　　　　丿忿.忿

　　　　　　　　　

忿j.∂l

　　　　　　　

j＆口

　　　　　　　　

17^

　　　　　　　　

12.7

面積当たり道路延長

　　　　　　

バス・ト

　　　　　　　

レ
1台当たり人口

　

｜

‰

)

町・/．

ﾘ

1晶ｸﾞ'≒認

ﾚ

轟○
沿聶石孤

/
循

　

377 484　　2.781　　14 552　　10 648　　　　25 200　　104 665ﾄ　　　4.忿

9 363 123　　　0.65U　　105 287　　25 464　　　　130 751　　203 235　　　　j.∂

　

547 026　　i.m　　14 620　　2 100　　　　16 720　　49 779　　　∂.θ･

7 686 848　　　0.1U　　　4 817　　　1 142　　　　　5 959　　12 756　　　　忿j

9 976 139　　　θ.叫∂　　　7 866　　　2 005　　　　　9 871　　21 568　　　　忿j

3 280 483　　　0^92　　　　724　　　　551　　　　　1 275　　547 950　　　429.8

8 511 965　　　0.151t　　　3 679　　　1 002　　　　　4 681　　92 342　　　却.7

　

248 577　　1.859　　17 350　　1 430　　　　18 780　　60 651　　　j.忿

　

244 046　　　1.502　　14 175　　　1 991　　　　16 166　　55 506　　　　＆4

・301 225　　θ.邸j　　13 600　　1 080　　　　14 680　　53 770　　　＆7

　

504 782　　　0.276　　　3 261　　　　849　　　　　4 H0　　34 041　　　　＆j

　

■J -●¶7●--¶-f"y"噸　-J¶r7'－　･-÷-･皿U皿■皿S'〃"　7"--J"'■声一向---■-喝S--　r'･S■¶･j----¶---I■-¬･
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第111表公営住宅等の管理状況

　　　　　　　　　　　

(昭和50年3月31日現在)

　　

区

　　　

々

　

卜・ぺ講ソ

　

゛
（

店卜

　

（

λ

　

第一種公営住宅

1

　　　

385 700　　　408 391　　　　794 091

　　

木

　　　　　　　

造

　　　　　

40 823　　　　　105 542　　　　　　146 365

　　

非

　　　

木

　　　

造

　　　　

344 877　　　　302 849　　　　　　647 726

　

第二種公営住宅

　　　

214 938　　　474 306　　　　689 244

　　

木

　　　　　　　

造

　　　　　

25 600　　　　146 291　　　　　　171 891

1

　

非

　　　

木

　　　

造

　　　　

189 338　　　　328 015　　　　　　517 353

・改

　　

良

　　

住

　　

宅

　　　　　　

19 131　　　　　　64 109　　　　　　　83 240

y

　

木

　　　　　　　　

造

　　　　　　　

－

　　　　　　　

168

　　　　　　　　

168

　　

非

　　　

木

　　　

造

　　　　　

19 131　　　　　63 941　　　　　　83 072

　

単独建設住宅

　　　　

20 756　　　　27 979　　　　　48 735

j

　

木

　　　　　　　　

造

　　　　　　

3 047　　　　　　21 218　　　　　　　24 265

　　

非

　　　

木

　　　

造

　　　　　　

17 709　　　　　　6 761　　　　　　　24 470

　　

合

　　　　　　

計

　　　　　

640 525　　　　974 785　　　　　1 615 310

　

公

　

募

　

戸

　

数固

　　　　

60 929　　　　　79 377　　　　　140 306

　

応

　

募

　

件

　

数（Ｂ）

　　　　

288 733　　　　　278 289　　　　　　567 022

’競

　　

争

　　

率(B)/(A)

　　　　　　　

4.7

　　　　　　　　　

＆5

　　　　　　　　　　

4.θ

J

㈹ 自治省調｢公共施設状況調｣による。

　　　　　

第112表

　

消

　

防施設

　

の

　

状

　

況

その１

　

消防本部・署等の設置状況

　　　　

昭和50年4月昭和49年4月

　　

比

　　　　　　　

較

　

ｇ

　　　

゛
11
“Ｆ゛ 1“Ｆ゛ほ■馴翫数ｱ

ﾊﾞEYE

　

I

E卜玉

　　

ど

　　

7.6

ドヨアレ

ニ
レ士]三

一
咄

　

消防庁調による。ただし、昭和50年４月１現在数は、概数である。
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その２

　

消防施設の状況

　　　

区

　　　　　　　　　　

分

　　　

ﾄ辞囃体

消

　

防

　

ポ

　

ン

　

プ

　

自

　

動

　

車（台）

　　

17 377　18 017 －　640 A　J.∂、

水そう付消防ポンプ自動車（゛）

　　

2 487　　2 384　　103 μ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

l
三輪消防ポ

　

ン

　

プ自動車（゛）

　　　

14

　　　

43 4 29 ・ ∂7.4

はしご付消防ポンプ自動車（ｙ）

　　

698

　　

620 78　　12.6

手

　

引

　

動

　

カ

　

ポ

　　

ン

　　

プ（゛）

　　

975

　　

1 377 －　402 ・即丿

小

　

型

　

動

　

カ

　

ポ

　

ン

　

プ（゛）53 122　58 18い5 059 － ＆7

化

　

学

　　

消

　

防

　

自

　

動

　

車

　

（勺

　　　

678

　　

595

　　

83 13.91

消

　　　　　　　

防

　　　　　　　

艇（゛）

　　　

45

　　　

48△3－

　

∂.甜

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｌ

無

　　　

線

　　　

指

　　　

揮

　　　

車（゛）

　　　

926

　　　

901

　　　

25

　　　

忿.∂‘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

L救

　　　

急

　　　

自

　　　

動

　　　

車（勺

　　

2 932　2 667　　265　　∂.∂

小型動カポ

　

ン

　

プ積載車（勺

　

12 738　1 1 859　　879 7A

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1

そ

　

の

　

他

　

の

　

消

　

防

　

自

　

動

　

車（勺

　　　

1 262　　1 311ム　　49△　j.れ

消

　　　　　　　　

火

　　　　　　　　

栓（基）

　

616 543　626 862こ0319 －　j.∂

防

　

火

　

水

　

そ

　　

う

　

・井

　　

戸（゛）

　

229 382 228 987　　395　　o-A

消

　

防

　

用

　

無

　

線｛固

　　

定

　　

局（局）

　　

2 301　　2 H7　　184　　＆71

　　　　　　　　　　　

移

　　

動

　

局（勺

　

22 553 20 020　　2533　　12.7＼

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

｜

火

　

災

　

報

　

知

　

機｛受

　　

信

　　

用（基）

　　

245

　　　

148

　　

97 65A

　　

’

　　　　　　　

発

　

信

　

用

　

び）

　　

3 298　　4 020ム　722 ^ 18.0‘

望

　　　　　　　　　　　　　　

楼（゛）

　　

953

　

1 028ﾋﾞ75ム　7.J

消防機関電話（火災専用、消防用を含む.）（句

　　

25 970 26 o2ﾔ　54
。j

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

↑

㈱１

　

消防庁調による。

　

２

　

消防団保有のものを含む。
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そ吻こ1

　

義一務一教ﾄﾞｰ育

第113表

　

教

　

育

　

ヽ施

　

設

Ｔ

　

ｉ

　　　

・
＼

　

小

　　　　　

学

F

　　　　　　　　　　　　　　　　　

－fo i‘511現在ｿｰ49;-5ri≪^-

　

学

　　　　　　　

校

　　　　　　　

数

　

固

　

（校）

　　　

24417

　　　

Tﾆｽﾌ丁卜

乎

　　　　

級

　　　　

数叫）（祓）

　　

312 349　　364 796

　

校－

　　　

舎

　　　　

面

　　　　

積(C) (千が）　　　58ヽ301 ■　　　56 450

　

｀一

　

木

　　　　　　　　　　　　　

造

　　

（千が）

　　　　

21 115　　　　22 612

L

　

，非

　　　　　　

木

　　　　　　

･造

　

朗（千が）

　　　　

37 186 ， 33 838

　

屋

　　

内

　

運

　

動

　

場

　

面

　

積（Ｅ）（千が）

　　　　　

9 968 9 523
1√．

校

　　

舎

　　

面

　　

積バＦ）（千が）

　　　　

4 869　　　　　5 432
ト．．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

･･

　

校

　　

舎

　　

不

　　

足

　　

面

　　

積

　　

（千が）

　　　　　

7 265 7 093

　

児

　　　

童

　

・

　

生

　　　

徒

　　　

数（Ｇ）（千人）

　　　　

10 260　　　　　9 984

　

教

　　　　　　　

員

　　　　　　　

数

　

如i（千人）’

　　　　　

410

　　　　　

400

j

）木造校舎比率(D)/(C)X100

　　

（％）

　　　

63^

　　　

5,ｊ

　

危

　

険

　

校

　

舎

　

比

　

率

　

(P)/(C)×100

　　　

（％）

　　　　　

＆4

　　　　　

ﾀ.∂

　

児童生徒１人当たり校舎面積(C)/(G)

　　　

（が）

　　　　

5.7

　　　

・

　

5.7 '

　

児童生徒ｌ人当たり屋内運動場面積(E)/(G) (が）　　　　0.97　　　　　0.95

　

1校当たり児童生徒数{G]/(A)

　

（人）

　　　　

420

　　　　　

410

　

1学級当たり児童生徒数(G)/{B) . (人）　　　　32.8　　　　　32.8

教員１人当たり児童生徒数（Ｇ）/知

　　

（人）

　　　　

25.0‘

　　　

25.0 ,

　　　　　　　

土地取得面積

　

（千が）

　　　　

8510

　　　　　

7 695

ｒ四郷畔

G

物新増築面積

　

（千が）

　　　　

2 993 2 546、

(49.5.2-50.5.1) ＼^物改築面積　（千が）　　　　810　　　　958

㈱１

　

自治省調｢公共施設状況調｣による。ただし、昭和49年度実施面積欄は、一文

　　

２

　

建物新増築面積及び建物改築面積は、屋内運動場、寄宿舎分を含む。

　　

３

　

その２において同じ。

－886－



のぐ丿状丿睨こ(公立￥校分)

｀‾‾‾｀‘‾校゛コ二‾‾‾‾ト¨‾‾淳‘'‾……'‾学‾‾

　

‾‾‾校

二FT¬こTTTT征Tト跨てﾌＣ男^在寸"ぶ･″Ｓ．
１現'在｜　差'‾　‾　　引

　　

.

　　　　　　　

45

　　　　　　　

10 120　　　　　　　10 168　　　　ム　　　48

　　　　　　　　　　　　

7 583 .　　　　　124 679　　　　　　124 095　　　　　　　　584

　　　　　　　　　　　　

1 851　　　　　　　31 876　　　　　　　31 225　　　　　　　　651

　　　　　　　

4

　　

1 497　　　　　　　n 284　　　　　　　12 204　　　　ム　　　920

　　　　　　　　　　　　

3 348　　　　　　　20-592　　　　　　　19 021　　　　　　　　1 571

　　　　　　　　　　　　　

445

　　　　　　　

6 731　　　　　　　6 570　　　　　　　　161

　　　　　　　　

・

　　

563

　　　　　　　

1 704　　　　　　　I 876　　　　－　　　172

　　　　　　　　　　　　　　

172

　　　　　　

3 095　　　　　　　3 191　　　　－　　　96

　　　　　　　　　　　　　　

276

　　　　　　　

4･574

　

‘・　　　　4 548　　　　　　　　　26

　　　　　　　　　　　　　　

10

　　　　　　　　

227

　　　　　　　　

225

　　　　　　　　　

2

-¶S--¶一皿aM･

　　

･&･･fa--■･■･6

　　

･--?-

　

--

　

- ・㎜㎜　　■　　　　■■　　　㎜㎜-¶-- r-　＝　＆

　　　　　　　　　　　　　　

j.9

　　　　　　　　

6^.6

　　　　　　　　

印.9

　　　　　　　　　

j.7

　　　　　　　　

－

　　　

jJ

　　　　　　　　

5.j

　　　　　　　　

∂.θ

　　　　

－

　　　

θ.7

　　　　　　　　　　　　　　　

0

　　　　　　　　

7.0

　　　　　　　　

6.9

　　　　　　　　　

0.1

　　　　　　　　　　　　　

0.02

　　　　　　　　

1.47

　　　　　　　　

1.44

　　　　　　　

・0.03

---‥一一

　　　　　　

-1･O

　　　

‥一-一‥‥･- 452　　　　　　　　447　　　　　　一一‘　　5

　　

･･･●･･

　

･･･

　　

･･●

　

O●

　

－．,--･-.・- 36.7･，　　　　　　　36.6　一一一．　　　　0.1

　　　　　　　　　　　　　　　

0

　　　　　　　　

20.1

　　　　　　　　

20.2

　　　　

4

　　　

0.1

　　　　　　　　　　　　　

815

　　　　　　　

4 573　　　　　　　4 904　　　　Ａ　　　331

　　　　　　　　　　　　　

447

　　　　　　　

1 429　　　　　　　1 326　　　　　　　　103

　　　　　　　

a

　　　　

148

　　　　　　　　

340

　　　　　　　　

368

　　　　

a

　　　

28

部省調池よる。
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第113表

　

教育施設の状況(公立学校分)(つダき)

その２

　

高等学校

　　　　　

区

　　　　　　　　　

_‥

　　

分

　　　

50.5.1現在49.5.1現在|差

　

引

学

　　　　　　　

校

　　　　　

’数

　

固

　

（校）

　　

3 702　　3 666 36

校

　　　　

舎

　　　　

面

　　　　

積（Ｂ）（千が）

　

25 194　　24 083　　011

　

木

　　　　　　　　　　　　　　　

造

　　

（千が）

　　

4 874　　5 583　・　709

　

非

　　　　　　　

木

　　　　　　　

造（Ｃ）（千が）

　

20 320　　18 500　　1 820
屋

　

内

　

運

　

動

　

場

　

面

　

積(D) (千が）　　4 426　　4 242　　　184

危

　　

険

　　

校

　　

舎

　　

面

　　

積（珀（千が）

　　　

576

　　　

689

　

－

　

113

生

　　　　　　　

徒

　　　　　　　

数

　

OP) (千人）　　3 018　　’2 957 61

　

全

　　　　　　　

日

　　　　　　　

制

　　

（千人）

　　

2 781　　2 701 80

　

定

　　　　　　　

時

　　　　　　　

制

　　

（千人）

　　　

231

　　　

253

　

－ 22

　

そ

　　　　　　　

の

　　　　　　　

他

　　

（千人）

　　　　

６

　　　　

４

　　　　

２
教

　　　　　　　

員

　　　　　　　

数（Ｇ）（千人）

　　　

170

　　　　

167

　　　　

3
非木造校舎比率（Ｃ）/（Ｂ）×100

　　　

（％）

　　

卯.7

　　

76.8

　　

j.9

危

　

険

　

校

　

舎

　

比

　

率(E)/(B)×100

　　　　

（％）

　　　

忿Ｊ

　　　

忿.∂

　

－

　

Ｍ

生徒１人当たり校舎面積(B)/(P)

　　

（が）

　　　

8.3

　　　

8.1

　　　

0.2
生徒１人当たり屋内運動場面積（Ｄ）/（Ｆ）

　　

（が）

　　　

1.47

　　　

1.43

　　

0.04

1

　

校当た

　

り

　

生徒数(F)/lA)

　　　

（人）

　　　

815

　　　

807

　　　　

8
教員１人当たり生徒数(P)/(G)

　　

（人）

　　

17.8

　　　

17.7

　　　

0.1

昭和49年度実施面

　

土地取得面積

　

（千が）

　　

4410

　　

3 382　　1 028
積

　　　　　　　

｛
建物新増築面積

　

（千が）

1

　

143

ﾘ

　　

92

（

　　

509
(49.5.2～50.5. 1)建物改築一面積･　（千が）　　　339　　　187　　　152

その３

　

幼

　

稚

　

園

　　　

区

　　　　　　　　　　　　　

分

　　　

50.5.1現在49. 5. 1現在|差　　引

幼

　　　

稚

　　　

園

　　　

数

　

國

　

（園）1

　　

5 263　　　5 024　　　239

　

園

　　

舎

　　

面

　　

積（Ｂ）（千が）

　　　

2 292　　　2 092　　　200

　　

木

　　　　　　　　　　　

造

　　

（千が）

　　　　

1 044　　　1 056　・　　12

　　

非

　　　　

木

　　　　

造（Ｃ）（千が）

　　　

1 248　　　1 036 212

　

危

　

険

　

園

　

舎

　

面

　

積

　

剛

　

千が）

　　　　

103

　　　　

139

　

－

　　

36

　

園

　　　　　

児

　　　　　

数（Ｅ）
S
千人）

　　　　　

565

　　　　　

537

　　　　

28

　

教

　　

員

　　

数（本務のみ) (p) (千人），　　　　22　　　　　21　　　　　1

　

修

　　　

了

　　　

者

　　　

数（Ｇ）（千人）1

　　　

1 202　　　051　　　　51

　

小学校第１学年児童数回（千人

　　　　

1 892　　　　1860　　　　32

　

非木造園舎比率（Ｃ）/（Ｂ）×100

　　

％?

　

１

　　　

４ｊ

　　　

卯.5

　　　

£θ

　

危険園舎比率(D)/(B)>く以）O

　

F％）・

　　　

4J

　　　

6.6・

　

む’

　

園児１人当たり園舎面積(B)/(E) (が）　　　　4.1　　　　　3.9　　　　　0.2

　

就

　　　

園

　　　

率(G)/tH)×100

　

（％）

　　　　

63£

　　　　

弘ﾀ

　　　　

j.∂

　

I園当たり園児数(E)/(A)

　　

（人）

|

　　

107.4

　　　

106.9

　　　　

0.5

　

教員１人当たり園児数(E)/(P)

　

（人）

　　　　

25.7

　　　　

25.6

　　　　

0.1

㈱１

　

文部省調による。

　　

２

　

修了者数、小学校第１学年児童数及び就園率は国立、公立及び私立全体の率

　　

である。
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第114表

　

各国における初等・中等学校の教員１人当たり

　　　　　

生徒数の状況（公立学校分）

　

国

　　　　　

名

　

｜

　　　　

年

　　　　

|

　

初

　

等

　

学

　

校

　

|

　

中

　

等

　

学

　

校

日

　　　　　　　

本

　　　　　　　

1974

　　　　　　　

諮.か」

　　　　　　

却.六

ア

　　

メ

　　

リ

　　

カ

　　　　　　　　

1974

　　　　　　　　　

釘.θ

イ

　　

ギ

　　

リ

　　

ス

　　　　　　　

1973

　　　　　　　

忿M

　　　　　　　

j＆θ

西

　　

ド

　

イ

　　

ツ

　　　　　　　

1973

　　　　　　　

即.S

　　　　　　　

麗.∂

フ

　　

ラ

　　

ン

　

ス

　　　　　　　

1972

　　　　　　　

認.5

　　　　　　　

17M

ソ

　　

ビ

　　

エ

　　

ト

　　　　　　　　

1973

　　　　　　　　　　

び.j

㈱１

　

文部省調による。

　

２

　

日本の｢初等学校｣は小学校、｢中等学校｣は中学校と高等学校の合計である。

第115表 社会教育施設等の状況（公立分）

　　　　　

｜合

　　　　

計

　　

｜

　

都道府県

　　　

市

　

町

　

村

　

｜

　

ｇ

　　

勺讐嘉叩惣尹?9嘉叩惣尹

宍

嘉叩惣尹

図

　

書

　

館

　　　

952

　　

7 331　　　73　　1 975　　　879　　5 356

博

　

物

　

館

　　　

217

　　

1757　　　42　　　489　　　175　　1 268

翌畳15?liよ宸11 475　21 327　83　1 258 11 392　20 069

体育施設

　

3 131　　3 474　　233　　775　2 898　　2 699

　

屋内体育館

　　

1 206　　2 499　　　72　　　494　　034　　2 005

　

陸上競技場

　　　

599

　　　

443

　　　

59

　　　

177

　　　

540

　　　

266

　

野

　

球

　

場

　　

1 326　　　532　　　102　　　104　　1 224　　　４28

㈱１

　

自治省調｢公共施設状況調｣による。

　

２

　

箇所数は昭和50年３月31日現在、専任職員数は昭和50年４月１日現在で

　　

ある。
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その１

　

事業数調

第116表

　

地

　

方

　

公

　

営

　

企

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

昭

　　　

和

　　　

49

　　　　

年

　　　

度

　　　

区

　　　　　　　　

分

　　　

法適用企業|法非適用企業1

　

合

　　　

計

　

上

　　

水

　　

道

　　

事

　　

業

　　　　　　

□44

　　　　　　　

－

　　　　　　

1 744

　

簡

　

易

　

水

　

道

　

事

　

業

　　　　　　　

3o

　　　　　　

1 732　　　　　　1 762

　

工

　

業

　

用

　

水

　

道

　

事

　

業

　　　　　　　

86

　　　　　　　

－

　　　　　　　

86

　

交

　　　

通

　　　

事

　　　

業

　　　　　　　

82

　　　　　　　

56

　　　　　　　

138

　　

バ

　　　　　　　　　　　

ス

　　　　　　　

54

　　　　　　　

－

　　　　　　　　

54

　　

路

　　

面

　　

電

　　

車

　　　　　　　

７

　　　　　　　

－

　　　　　　　　

７
！

　

地

　　　　

下

　　　　

鉄

　　　　　　　

８

　　　　　　　

－

　　　　　　　　

８

　　

ニ。－タウン鉄道

　　　　　　

１

　　　　　

－

　　　　　　

１
㎜

　　

モ

　　

ノ

　　

レ

　　

ー

　　

ノレ

|

　　　　　　　　

２

　　　　　　　

－

　　　　　　　　

２

　　

上記以外の軌道・地方鉄道

　　　　　　　

－

　　　　　　　

１

　　　　　　　　

１

　　

船

　　　　　　　　　

舶

　　　　　　

10

　　　　　　

55

　　　　　　

65

　

電

　　　

気

　　　

事

　　　

業

　　　　　　　

34

　　　　　　　

－ 34

　

ガ

　　　

ス

　　　

事

　　　

業

　　　　　　　

74

　　　　　　　

－ 74

　

病

　　　

院

　　　

事

　　　

業

　　　　　　

708

　　　　　　

－708

　

公

　

共

　

下

　

水

　

道

　

事

　

業

　　　　　　

28

　　　　　　　

422 450

　

そ

　　

の

　　

他

　　

事

　　

業

　　　　　　

332

　　　　　　　

1 667　　　　　　　　1 999

　　

合

　　　　　　　　　　

計

　　　　　　　

3 118　　　　　　3 877　　　　　　6 995

その２

　

法適用事業数の推移

　　　

年

　　　　　　　　

度

　　　

|

　

昭和41年度

　

|

　　　

42

　　　　

1

　

43

1

　

法

　

適

　

用

　

事

　

業

　

数

　

1

　　　　

1384
1　　　　1

730 2716

― 390



業

　

の

　

事

　

業

　

数

(各年３月31日現在)
-

　　　

昭

　　　

和

　　　

４８

　　　

年

　　　

度

　　　　　

増

　　　　　　　

減

　　

｜

箔ﾐ4‾j4‾企「９Ｈｕ l　l　　lﾄ　し適・企・19適ｓ企．」

　　　　　

1 709　　　　　　　－　　　　　　1 709　　　　　　　35　　　　　　　－

　　　　　　

32

　　　　　　

1 760　　　　　　1 792　　　　，　　２　　　ム　　　　28

　　　　　　

84

　　　　　　　

－

　　　　　　　

８４

　　　　　　　　

２

　　　　　　　

－｜

　　　　　　

81

　　　　　　　

55

　　　　　　　

136

　　　　　　　　

1

　　　　　　　　

11

　　　　　　

53

　　　　　　　

－

　　　　　　　

53

　　　　　　　　

1

　　　　　　　

－

　　　　　　　

8

　　　　　　　

－

　　　　　　　　

8

　　　　

△

　　

I

　　　　　　　

－

　　　　　　　

7

　　　　　　　

－

　　　　　　　　

7

　　　　　　　　

1

　　　　　　　

－

　　　　　　　

1

　　　　　　　

－

　　　　　　　　

1

　　　　　　　

－

　　　　　　　

－

　　　　　　　

2

　　　　　　　

－

　　　　　　　　

2

　　　　　　　

‐
ノ

　　　　　　

”

　　　　　　　　　

1

　　　　　　　　

1

　　　　　　　

－

　　　　　　　　

/

　　　　　　

10

　　　　　　　

54

　　　　　　　

64

　　　　　　　

－

　　　　　　　　

11

　　　　　　

34

　　　　　　　

－

　　　　　　　

34

　　　　　　　

－

　　　　　　　

コ

　　　　　　

73

　　　　　　　

－

　　　　　　　

73

　　　　　　　　

1

　　　　　　　

－

　　　　　　

703

　　　　　　　

－

　　　　　　

703

　　　　　　　　

5

　　　　　　　

－

　　　　　　

28，

　　　　　

365

　　　　　　

393

　　　　　　　

－

　　　　　　　

57８

　

６

　

０

２

　

３

　

８

　
　
　

３

　

０

　
　
　
　
　
　

肖
ａ

1 666

3 846

2 002

6 926

４

　

3
8

　

1

31

(各年３月81日現在)

44

　　

j

　　　

45

　　

1

　　　

46

　　

1

　　　

47

　　

1

　　

４8

　　

1

　　　

４9

2 804　　　2 863　　　2 922　　　3 006　　　3 080　　　　3 118
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第117表

　

地

　

方

　

公

　

営

　

区

　　　　　　

分

　　

ｉ

　

損益勘定所属職員

　

｜

　

資本勘定所属職員

　

１

琵Jj。lな：

　　　　

ゴ

　　　　

8ご

工

　

業

　

用

　

水

　

道

　

事

　

業

　　　　　　　　　　

2 670 836

:

　

1

　

；

　

:

　　　

ご

　　　

な

：パド：バ

　　　　　

1二

　　　　　　

ご

㈱ 昭和50年３月31日現在の職員数で、法非適用企業を含む。

第118表

　

地

　

方

　

公

　

営

　

事

　

業

　

区

　　　　　　　

分

　　

ｙｓｽﾞﾂ√≒;（Ａ）

51

しｓ?ｈ

地

　

方

　

公

　

営

　

企

　

業

　

4 709 534　5 041 604　･332 070　4 018445 1

　

：九≒≒：

　

ニレニレニ

　

で二

収

　　

益

　　

事

　　

業

　

3 148％1　　3087 174　　　61787　2 616 384 [

国民健康保険事業

　

1 425 163　1 382001　　43 162　1 026 194 1

；に：：：二二二言

交通災害共済事業

　　

14 275　　8 307　　5％8　　12 109・

二木¨属¨;業

，

二よ;ヤニれ二宍

細

　

地方公営企業の額の算出については、次による。

　

１

　

法適用企業では、現金の支出を伴わない費用を控除した。

　

２

　

法非適用企業では、収入は前年度からの繰越金を含め、支出は積立金及び

　　　　　　　　　　　　　　　　

－892－



企

　

業

　

の

　

職

　

員

　

数

(単位

　

人)

合

　　　　　

計

　

｜

　

前年度末職員

　

｜

　

増

　　　　　

滅

　　　　　　　　　　　　

71 097　　　　　　　　　　68 607　　　　　　　　　　　2 490

　　　　　　　　　　　　

3 125　　　　　　　　　　　3 076　　　　　　　　　　　　49

　　　　　　　　　　　　

3 506　　　　　　　　　　　3 461　　　　　　　　　　　　45

　　　　　　　　　　　　

59 755　　　　　　　　　　60 586　　　　　　　　a　　　831

　　　　　　　　　　　　　

2 675　　　　　　　　　　　3 038　　　　　　　･･　　　363

　　　　　　　　　　　　　

1 911　　　　　　　　　　　1 828　　　　　　　　　　　　83

　　　　　　　　　　　

131 681　　　　　　　　　　125 Ｈ7　　　　　　　　　　　6 564

　　　　　　　　　　　　

24 940　　　　　　　　　　22 626　　　　　　　　　　　2 31４

　　　　　　　　　　　　

22 079　　　　　　　　　　21 961　　　　　　　　　　　　118

　　　　　　　　　　　

320 769　　　　　　　　310 300　　　　　　　　　10 469

決

　　

算

　　

の

　　

状

　　

況

(単位

　

百万円)

　　

48

　　　

年

　

度（Ｂ）

　　　　　

増

　　　　　

滅

　

國一（Ｂ）

１

　　

出）

　　

51

し

　　

入ッ

　　

出）

　　

51

　　

4 110 763　　　－ 92 318　　　　　691 089　　　　　930 841　　　　4 239 752

　　

3 239 113　　　　ム139 366　　　　　592 405　　　　　813 889　　　　ム221 484

　　　　

871 650　　　　　47 048　　　　　98 684　　　　　116 952　　　　ム18 268

　　

2 540 981　　　　　75 403　　　　　532 577　　　　　546 193　　　－　13 616

　　　　

991 637　　　　　34 557　　　　　398 969　　　　390 364　　　　　　8 605

　　　　　　

1 310　　　　　　　26　　　　　　　90　　　　　　　97　　　　A　　　6

　　　　　

22 198　　　　　　4 124　　　　　10 054　　　　　　9 860　　　　　　　194

　　　　　　

7 873　　　　　　4 236　　　　　　2 166　　　　　　434　　　　　　1 732

　　　　　

33 084　　　　　　　174　　　　　　5071　　　　　　5 539　　　　4　　468

　　

7 707 846　　　　26 203　　　1 640 016　　　1 883 328　　　・ 243 312

前年度繰上充用金を含めた。

― 393 ―



その１

　

収益及び費用の状況

第119表昭和49年度法適

　

区

　　　　　　

分

　　

卜・事業は轟劃むl事業lｔｕ･判

総

　　　

収

　　　

益

　　　

536 937　　　45 563　　248 635　　　32 915

　

(営

　

業

　

収

　

益)

　　　　

439 037　　　38 661　　　186424　　　31 193

総う料

　

金

　

収

　

入

　　　

407 909　　　36 075　　178 427　　　30 838料

ｔＨりｎ・

　　

20 318　　　　2841　　　　26312　　　　　一一

の

　

国庫(県)補助金

　　　　　　

262

　　　　　

16

　　　

26 734　　　　　－

総

　　　　

費

　　　　

用

　　　　

627 169　　　45 752　　　331474　　　30 068

　　

職員給与費

　　　

186 159　　8 869　　203 921　　　9 51丿

　

も|滅価償却費

　　　

74 295　　　7 759　　23 791　　　6 633

　　

支

　

払

　

利

　

息

　　　

136 581　　　12 972　　　59 232　　　9 723

当年度純損益

　　

･･90 232　－　188　－ 82 839 2 847

　

当年度純利益

　　　

S 738　　　2 357　　　447　　　2 998

　

当年度純損失

　　　

95 970　　2 545　　83 286　　　151

累

　

積

　

欠

　

損

　

金

　　　

H7 483　　　15 542　　306 618　　　　290

累積欠損金比率

　　　　

26^

　　　

如.忿

　　　

16L..5

　　　

θ.∂

不

　　

良

　　

債

　　

務

　　　　

128 497　　　　92％　　　139289　　　　1730

不

　

良

　

債

　

務

　

比

　

率

　　　　　

四Ｊ

　　　　

４,θ

　　　　

7U.7

　　　　　

J.5

総収益対総費用比率

　　　　　

訂.∂

　　　　

即.∂

　　　　

乃.θ

　　　

j卯丿

赤字事業数比率

　　　　

卯ｊ

　　　

μ.j

　　　

紹.∂

　　　

5.1?

㈹１

　

水道事業には簡易水道事業を含む。

　　

２

　

営業収益には受託工事収益は含まない。

　　

３

　

不良債務は再建債を加算しないものである。

その２

　

費用の性質別構成及び対営業収益比率の状況

　　　

水道事業

　

工業用水道事業

　

交通事業1電気事業

　　

ガ
ヨ

≠劉H神囃|卜(副読㈱劉題

ズ

鸚゛186 159 甜Ｊμ4 8 869 四.5 2^.9203 921 61.61094 9 512 31.?＼S0J＼
4 858>

箭豊償

ﾚ

4 295 12M 16.9 7 759 17.1 加j 23 791　7.忿丿忿.∂6633 麗丿釘.j 2 155

憲払利と6
581 23.∂Si J 12 972 28.e＼S3.6 59 232 j7.ﾀ訂J 9 723 32M SIS□09

その他1181 007 31M＼ A1.2＼＼5776 4J 4M 44 074 13^ 2S.6 A 184 jjjj∂Jlo847｢I

　

計

y

8 042100.0131.645376100°0117.4331 018100.0177°630052100°o 96^19569

㈱

　

対営業収益比は受託工事収益を除いた営業収益を基礎とした。
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用企業決算の状況
(単位 百万円・％）

ガス事業|病院事業|篁共事下姿1その他事業|

　　　

計

　　　　　

21 238　　　　618 773　　　　113 592　　　　　223 155　　　　1 840 807

　　　　　

17 350　　　　544 864　　　　　52 730　　　　　204 366　　　　1 514 626

　　　　　

15 713　　　　524 369　　　　　30 139　　　　　201 383　　　　1 424 854

　　　　　　　　

92

　　　　

22 421　　　　　53 624　　　　　　1 768　　　　　127 376

　　　　　　　　

－

　　　　　

1 953　　　　　　　15　　　　　　　268　　　　　　29 248

　　　　　

23 594　　　　673 399　　　　129 661　　　　　212 778　　　　2 073 893

　　　　　　

4 858　　　　378 615　　　　　23 176　　　　　　18 947　　　　　834 056

　　　　　　

2 155　　　　　19 904　　　　　19 662　　　　　　6 219　　　　　160 419

　　　

C

　

1 709　　　　23 311　　　　　49 859　　　　　　15 256　　　　　308 643

　　　

ム

　

2 356　　　ム54 626　　　ム　16 069　　　　　　10 377　　　　ム233 086

　　　　　　　

159

　　　　　

3 837　　　　　　71　　　　　　19 765　　　　　　35 372

　　　　　　

2 515　　　　　58 463　　　　　16 140　　　　　　9 388　　　　　268 458

　　　　　　

3 124　　　　143 157　　　　　34 766　　　　　　20 741　　　　　641 720

　　　　　　　

召.θ

　　　　　

忿∂.j

　　　　　　

g.1?

　　　　　　　

10.1

　　　　　　　

4瓦

　　　　　　

3 710　　　　59 935　　　　　45 316　　　　　　16 628　　　　　404 400

　　　　　　　

釘4

　　　　　　

11.0

　　　　　　

85.9

　　　　　　　

＆j

　　　　　　　

26.7

　　　　　　　

90.0

　　　　　　

皿.9

　　　　　　

87.6

　　　　　　

lOUS

　　　　　　　

S＆S

　　　　　　　

7^.3

　　　　　　

65.6

　　　　　　

5θ.θ

　　　　　　　

36.6

　　　　　　　

卯.θ

(単位

　

百万円・％)

_ｦ?事業

　

｜病院事業

　

冷共下水道事業l

　

そ他事業

　

｜

　

合

　　　　

計

ｒl飯米円卜価額米則|卜聯個

|

U£＼ Z8.θ378 615 56.2 69.523 176 18.7＼U.0＼ 18 947　1?.j　∂.S 834 056 UA 55.1

11.0＼12A 19 904　＆θ　5.719 662 15.9＼S7.3　6219　j.θ　＆θ　160 419　8.0 10.6

　

＆7

　

∂j 23 311　j.5　4j･49 859 UOS＼ Hぶ 15 256　7.5　7.5　308 643ﾋ5.IA ZOJt

55£＼6:2.5251 569 37.ﾀ卯.2 31 351 25.2 59.5 164 106 80^ 80J 702 916 35.0＼i64

100.0112ﾂﾞﾌ3 399100.0123°7 124 048100‘0235‘4204 528100.0100‘1 2 006 034100°o 132.5
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その３

　

資本的収支の状況
第119表昭和49年度法適用

　　

区

　　　　　　　

分

　　　

）道事業は轟到ｕnlｕｎ’

資

　

本

　

的

　

収

　

入

　

額

　

A

　　

676 772　　87 992　　228 709　　15 381

　

企

　　　　

業

　　　　

債

　　

530 03ﾘ　　50 495　　196 200　　10 902

　

（姦ち建設改良のための企業）

　　

500 124　　　46 830　　133 653　　　10 902

　

他

　

会

　

計

　

出

　

資

　

金

　　

12 345　　　2 551　　16 533　　　　－

　

他

　

会

　

計

　

借

　

入

　

金

　　　

9 149　　　3 752　　　2 621　　　428

　

他会計補助金|

　

1 710　　　　　台31　　　　562　　　　　16

　

そ

　　　　

の

　　　　

他

　　

123 531　　30 662　　12 793　　　4 039

　

穀‰ｒに゛門1

　

40 596　　　6 743　　　9 640　　　　363

　

純

　　　　　

計（Ａ－Ｂ）C

　　

636 176　　　81 249　　219 069　　　15 018
資

　

本

　

的

　

支

　

出

　

額

　

D

　　

775 658　　100 248　　222 054　　27 087

　

建

　

設

　

改

　

良

　

費

　　

684 181　　80 929　　154 494　　16 244

　

（り

　

ち職員給与費）

　

24 782　　2 193　　8 921　　　643

　

企

　

業

　

債

　

償

　

還

　

金

　　

82 322　　14 876　　56 309　　　8 556

　

（品器゛゜奥）“）!

　

52 207一一゛　11 157　　　26 162　　　8 556

　

そ

　　　　

の

　　　　

他i

　　

9 155　　4 443　　11 251　　2 288
字奮穣収入が資本的支出に不蛋

　　

140 629　　　19 738　　　12 959　　　12 069

補

　

て

　

ん

　

財

　

源

　

F

　　

75 383　　14 157　　　5 003　　H 443
補てん財源不足額（Ｅ－Ｆ）G

　　　

66 269 5 763　　　15 606　　　　626

補てん財源不足率曇×100
l　4.5　　θ.∂　　s.4　　θ４

曲１「資本的収入が資本的支出に不足する額」の算出は、資本的収入のうち「翌

　　

を集計した4,のである。

　　

２「補てん財源不足額」は、決算済事業費に充当すべき未借入企業債等があるの

その４

　

資産、負債及び資本に関する調

１

　

区

　　　　　　　

分

　　　

|水ｌｎは轟塁ト35M*^ I 's.^i.mm

　

資

　　　

産

　　　

総

　　　

額

　

3 570 131　　581 827　1 021 657　　229 745
1

　

固

　　　

定

　　　

資

　　　

産

　

3 325 554　　546 528　　933 804　　210 629

　　

土

　　　

地

　　　

造

　　　

成

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

－

　　

流

　　　

動

　　　

資

　　　

産

　　

240 879　　　35 159　　　83 891　　　19 114

　　

繰

　　　

延

　　　

勘

　　　

定

　　　

3 698　　　　139　　　3 963　　　　　2

　

負

　　　　　　　　　　

債

　　

344 996　　53 315　　378 143　　20 724

　　

固

　　

定

　　

負

　　

債

　　

36 303　　21 801　　177 043　　11 082

　　

流

　　　

動

　　　

負

　　　

債

　　

308 693　　　31 514　　201 100　　　9 642
，資

　　　　　　　　　　　

本

　

3 225 134　　528 511　　643 514　　209 022

　　

自

　　

己

　

資

　

本

　

金

　　

394 720　　38 036　　106 639　　40 938

　　

借

　

入

　

資

　

本

　

金

　

2 428 259　　324 586　　813 063　　162 371

　　

資

　

本

　

剰

　

余

　

金

　　

494 070　　177 462　　30 199　　　1 388

　　

利

　　

益

　　

剰

　　

余

　　

金

　

'^ 91 914　・ 11 572　･≪■306 387　　　4 325

　

自己資本構成比率

　　　

麗Ｊ

　　

35.0 ^　16.6　　忿Ｍ

　

固定資産対長期資本比率

　　　

102.0

　　　

卯Ｊ

　　　

11S£

　　　

邸.7

　

流

　　　

動

　　　

比

　　　

率

　　　　

78.0

　　　

111.6

　　　

μ.7

　　　

j侭丿

　

企業債償還額対滅価償却額比率

　　　　

7θ.S

　　　

μj.8

　　　

110.0

　　　

129.0

　

鬘塞翌ぷに対する企業債元利償

　　　　

44j

　　　　

6i.7

　　

・

　　

μ.∂

　　　　

卵丿

　

不

　　　

良

　　　

債

　　　

務

　　

128 497　　　9 296　　139 289　　　　1 730

　

不

　

良

　

債

　

務

　

比

　

率

　　　　

29X

　　　　

４.θ

　　　　

7L.7

　　　　

5ｊ

倒

　

不良債務は、再建債を加算しないものである。
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企業決算の状況（つづき）
(単位 百万円・％）

ガス事業

　

｜

　

病院事業

　

｜

　

雫
水道事j

a

　

l

　

その他事業

　

丿

　　　

計

　　　　　

9 480　　　　　158 425
j　　　　302

269　　　　　372 317　　　　1 851 345

　　　　　

7 340　　　　　118 088　　　　　195 985　　　　　171 713　　　　1 280 759

　　　　　

7 340　　　　　61 196
1　　　　182

841　　　　　170 053　　　　1 112 938

　　　　　　　

66

　　　　　

23 146　　　　　21 976　　　　　　1 075　　　　　77 693

　　　　　　　

184

　　　　　　

8 279 1 424　　　　　　6 450　　　　　31 289

　　　　　　　

10

　　　　　　

996
1　　　　　　455　　　　　　840　　　　　　5

120

　　　　　

1 880　　　　　　7 916 1　　　　83 430　　　　　192 238　　　　　456 483

　　　　　

1 161　　　　　　5265　　　　　20 678　　　　　19 473　　　　　103 921

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1

　　　　　

8318

　　　　　

153 159　　　　281 590　　　　　352 844　　　　1 747 424

　　　　　

11 539　　　　　179 088　　　　　336 746　　　　　487 108　　　　2 139 528

　　　　　

10 307　　　　　102 270
1　　　　301

574　　　　　354 501　　　　1 704 500

　　　　　　

288

　　　　　　

946 ，　　　　12 751　　　　　12 377　　　　　62 903

　　　　　　

966

　　　　　

10 597 j　　　　28 458　　　　　87 768　　　　　289 852

　　　　　　

966

　　　　　

10 480
1　　　　　15

156　　　　　86 729　　　　　211 415

　　　　　　

265

　　　　　

66 222
1　　　　　6

714　　　　　44 839　　　　　145 176

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1

　　　　　

3 223　　　　　26 368 1　　　　55 161　　　　　139 597　　　　　409 743

　　　　　

1 412　　　　　12 578 ・　　　　17 913　　　　　124 929　　　　　262 817

　　　　　

1 811　　　　　13 825
1　　　　37

248　　　　　14 668　　　　　155 816

　　　　　　

巧.7

　　　　　

おり

　　　　　

tJtO

　　　　　

忿.j

　　　　　

＆4i

年度に繰越される支出の財源充当額」を控除した額が資本的支出に不足する額のみ

で、必ずしも「Ｅ－Ｆ」こ一致しない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（単位

　

百万円・％）

ダス事業Ｏ丙・事業

　

｜

　

‰ｕja

　

1

　

モの４ｎ

　

ｌ

　　

・

　　　　

41 864　　　　　603 104　　　　1 629 144　　　　2 250 048　　　　9 927 519

　　　　

36 728　　　　　464 224　　　　1 537 493　　　　　380 691　　　　7 435 6SI

　　　　　　　

－

　　　　　　　

－

　　　　　　　

－

　　　　

1 668 295　　　　1 668 295

　　　　　

4 819　　　　　138 054　　　　　90 648　　　　　198 612　　　　　811 175

　　　　　　

317

　　　　　　　

826

　　　　　　

1 003　　　　　　2 450　　　　　12 399

　　　　　

8 291　　　　　252 059　　　　　131 922　　　　1 172 219　　　　2 361 669

　　　　　

1 059　　　　　75 391
1　　　　　4

662　　　　　542 374　　　　　869 714

　　　　　

7 231　　　　　176 668　　　　　127 261　　　　　629 845　　　　1 491 955

　　　　

33 573　　　　　351 045　　　　1 497 221　　　　1 077 829　　　　7 565 850

　　　　　

5 460　　　　　192 859　　　　　315 763　　　　　141 811　　　　1 236 227

　　　　

26 026　　　　　268 474　　　　　839 219　　　　　848 201　　　　5 710 199

　　　　　

4 691　　　　　33 619　　　　　376 508　　　　　48 715　　　　1 166 651

　　

a

　

2 604　　　　ム143 908　　　－ 34 269　　　　　39 102　　　　4 547 226

　　　　　

j＆θ

　　　　　　

1S.7

　　　　　　

4θ.4

　　　　　　

jθJ

　　　　　　

j＆7

　　　　　

106.0

　　　　　　

j昭.ﾀ

　　　　　　

jθ２.4

　　　　　　

n.5

　　　　　　

88.1

　　　　　　

邱．∂

　　　　　　

９ｊ

　　　　　　

刀.忿

　　　　　　

31.5

　　　　　　

544

　　　　　　

μ.S

　　　　　　

碧.7

　　　　　　

77.1

　　　　　

1 3U.5　　　　　jむｊ

　　　　　　

μ.5

　　　　　　

4.7

　　　　　

212J

　　　　　　

μ.∂

　　　　　　

沢j

　　　　　

3 710　　　　　59 93S　　　　　45 316　　　　　16 628　　　　　404 400

　　　　　

釘4

　　　　　　

jj.引

　　　　　

邸.∂

　　　　　　

＆j

　　　　　　

部.7
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第120表

　

法

　

適

　

用

　

企

　

業

　

の

　

ｉ

　　

Ｏ・和43年（

　

44

　　　　　

1

　

45

　　　　　

1

　　

純

　

利

　

益(1099) 16 141 ( 1 144) 22 429 (1183) 21410 °水

　

純

　　

損

　　

失

　

(309)

　

5 703 ( 299)　　3 421　　( 297)　2 695 ，道

　

累積欠損金

　　　　

13 892　　　　13 847　　　　12 500 J

難

字事業数の割合

　　　　　　　

認.θ

　　　　　　　

加.5

　　　　　　

j∂ｊ
業

　

累積欠損金比率

　　　　　　　

∂.ﾀ

　　　　　　　

∂Ｊ

　　　　　　　

４ｊ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「

　　

純

　　

利

　　

益

　

（

　

33）丿31（

　

37）

　

1 266　　（　39) 1 868
工道純

　　

損

　　

失

　

（

　

34) 2 062 （　32）　2 368 （　31）　1 689
業事累積欠損金

　　　　　

7 320　　　　　　　9 383　　　　　　10 782 ・用

　

|

赤字事業数の割合

　　　　　　　

卯.7

　　　　　　　

訪,4

　　　　　　　

卯ｊ、水業

　

累積欠損金比率

　　　　　　

むＪ

　　　　　　

弱．４

　　　　　　

52j? i

　　

純

　　

利

　　

益

　

（

　

29）

　　

765

　　

（

　

28）

　　

439

　　

（

　

25）

　　

688客

　

純

　　

損

　　

失

　

（

　

53）

　

18 782 （　53) 23 377 (　54) 34 895通

　

累積欠損金

　　　　

H2 099　　　　133 114　　　　160 721

難

字事業数の割合

　　　　　　　

４.∂

　　　　　　　

ｇ.4

　　　　　　　

∂＆7業

　

累積欠損金比率

　　　　　

112.2

　　　　　

丿認.4

　　　　　

j砲.∂

　　

純

　　

利

　　

益

　

（

　

35) 2 700 （　35）　2 216 （　36) 2 507 ;電

　

純

　　

損

　　

失

　

（

　

4）

　　

54

　　

（

　

４）

　　

81

　　

（

　

1）

　　

4気

　

累積欠損金

　　　　　

344

　　　　　

304

　　　　　

129 1

0

字事業数の割合

　　　　　　　

jθJ

　　　　　　　

jθＪ

　　　　　　　

2.7業

　

累積欠損金比率

　　　　　　　

j.4

　　　　　　

1.2

　　　　　　

θ.5

　

，純

　　

利

　　

益

　

（

　

61）

　　

490

　　

( 65)　559　　64）　594 1
が

　

純

　　

損

　　

失

　

（

　

1o）

　　

81（

　

7）

　　

64

　

S

　

8）

　

105ス

　

累積欠損金

　　　　　

440

　　　　　　　

424

　　　　　　　

510 1

d

字事業数の割合

　　　　　　　

ｇ.1?

　　　　　　　

ﾀ.7

　　　　　　

11.1業

　

累積欠損金比率

　　　　　　　

∂Ｊ

　　　　　　　

５Ｊ

　　　　　　　

ぶ.71

　　

純

　　

利

　　

益

　

( 362　　3 340　( 266)　2 108　　　278)　2 827 ’
病

　

純

　　

損

　　

失

　

（370
j

　　

7 445 （460）　13 503

S

438) 14 066
：

院

　

累積欠損金

　　　　

15 347　　　　25 049　　　　36 178 ；

難

字事業数の割合

　　　　　　　

卯.j

　　　　　　　

眼忿

　　　　　　　

∂jJ ・業

　

累積欠損金比率

　　　　　　　

∂.忿

　　　　　　

113

　　　　　　

μ.41

z、道

　

純

　　

利

　　

益

　

（

　

17）

　　

185

　　

（

　

20）

　　

672

　　

（

　

19）

　　

573
゛

　

純

　　

損

　　

失

　

（

　

7）

　

1 928　　（　5）　1 685　　（　7）　2010
共事累積欠損金

　　　　　

8 019 9 094 9 887 .

雛

宇事業数の割合

　　　　　　　

即Ｊ

　　　　　　　

即.θ

　　　　　　　

邱.∂水業

　

累積欠損金比率

　　　　　　

砧Ｊ

　　　　　　

剱丿

　　　　　　

S8.7 !

　　

純

　　

利

　　

益

　

( 153)　　6019　　( 183)　　8 101 ( 216)　　9 605 ・
そ事純

　　

損

　　

失

　

（

　

66）

　　

935

　　

（

　

69）

　

1 302　　（　87）　2 026 ・
の

　

累積欠損金

　　　　

4 001　　　　4 594　　　　5 575

　　

|

赤字事業数の割合

　　　　　　　

Z7.0

　　　　　　　

j7.4

　　　　　　　

認.7・他業

　

累積欠損金比率

　　　　　　　

∂J

　　　　　　　

7J

　　　　　　　

4.7

　　

純

　　

利

　　

益

　

(1 789) 30 771 (□94) 37 790 (1 860) 40 07引

　　

純

　　

損

　　

失

　

( 853) 36 990　( 929)　45 802 ( 923) 57 490 J
計

　

累積欠損金

　　　　

161 462　　　　195 810　　　236 28川

　　

|

赤字事業数の割合

　　　　　　　

了忿Ｊ

　　　　　　　

おj

　　　　　　　

j忿Ｊ・

　　

累積欠損金比率

　　　　　　

27.6

　　　　　　

認.θ

　　　　　　

認.7

㈱
（

)書は、事業数を示す。ただし、建設中の事業は含まない。

　　　　　　　　　　　　

― 898-



事業別決算の推移
(単位

　

百万円・％)

　　

46

　　　　

1

　　　　

47

　　　　

1

　　　　

48

　　　　

1

　　　　

49

（口40) 14 318　　(1 231) 19 776　　(l 205) 24 177　( 685)　　5 738
（408）

　　

9 097 ( 387) 18 108　　( 461) 28 873　(l 025) 95 970

　　　　

16 923　　　　　　24 394　　　　　　42 5H　　　　　117 483

　　　　　

加.4

　　　　　　　　

留.9

　　　　　　　　

S7.7

　　　　　　　　

卯j

　　　　　　

5j

　　　　　　　　　

7J

　　　　　　　　

11.0

　　　　　　　　

部.S

（

　

36）

　

2 091 （　41）　2 396 （　42）　3 231　　　（　41）　2 357
（

　

35）

　

1 467　　　（　32）　2 272　　　（　31）　2 307 （　38) 2 545

　　　　

11 850　　　　　　12 368　　　　　　13 775　　　　　　15 542

　　　　　

卯ｊ

　　　　　　

μｊ

　　　　　　

４瓦5

　　　　　　

μｊ

　　　　　

卯.ﾀ

　　　　　　　　

郭.7

　　　　　　　　

μｊ

　　　　　　　　

如.忿

（

　

17）

　　

426

　　　

（

　

16）

　

1 663　　　（　13）　1 299　（　5）　　447
（

　

61) 42 001　（　63) 55 162　（　66) 45 021　（　73) 83 286

　　　　

192 889　　　　　　　241 009　　　　　　　240 001　　　　　　　306 618

　　　　　

9.S

　　　　　　

9.7

　　　　　　

甜.5

　　　　　　

紹.∂・

　　　　　

167 J.　　　　　　　182^　　　　　　　μ4.θ　　　　　　　j侭Ｊ

（

　

33）

　

2 728　　　（　33）　2 797 （　28）　2 174 （　32）　2 998
（

　

２）

　　

202

　　　

（

　

1）

　　

1

　

（

　

6）

　　

223

　　　

（

　

2）

　　

151

　　　　　　

213

　　　　　　　　　

136

　　　　　　　　　

312

　　　　　　　　

290

　　　　　　

5.7

　　　　　　　　　

忿.∂

　　　　　　　　

17.6

　　　　　　　　

5j

　　　　　　

θ.∂

　　　　　　　　　

θ.5

　　　　　　　　　

1.1

　　　　　　　　　

θ.∂

（

　

55）

　　

5H

　　　

（

　

51）

　　

546

　　　

（

　

29）

　　

295

　　　

（

　

19）

　　

159
（

　

16）

　　

185

　　　

（

　

21）

　

256

　

（

　

４４）

　　

853

　　　

（

　

55）

　

2 515

　　　　　　

649

　　　　　　　　

807

　　　　　　　　

1 294　　　　　　　3 124

　　　　　

麗.5

　　　　　　

即Ｊ

　　　　　　

印j

　　　　　　

74J I

　　　　　　

∂.∂

　　　　　　　　　

7.5

　　　　　　　　

jθj

　　　　　　　　

j＆θ

( 216)　　2309　　　( 345)　　4786 ( 206)　1 927　( 242)　　3837
( 489)　21 614　　　( 360) 19 937　　( 496)　43 648 ( 462)　58 463

　　　　

53 553　　　　　　69 405　　　　　　104 ％1　　　　　　143 157

　　　　　

即j

　　　　　　　　

51.1

　　　　　　　　

70.7

　　　　　　　　

gぶ

　　　　　

却.θ

　　　　　　　　

即.θ

　　　　　　　　

討.∂

　　　　　　　　

部.j

（

　

19）

　　

139

　　　

（

　

22）

　　

401

　　　

（

　

19）

　　

597

　　　

（

　

14）

　　

71
（

　

9）

　

2 134 （　7）　3 709 （　9）　5 976 （　14) 16 140

　　　　

11 694　　　　　　14 963　　　　　　20 317　　　　　　34 766

　　　　　

認丿

　　　　　　　　

μ.j

　　　　　　　　

j忿丿

　　　　　　　　

卯.θ

　　　　　

お.∂

　　　　　　　

μ４

　　　　　　　

卯Ｊ

　　　　　　　

65.9

( 205) 10 046　　( 206) 13 507　　( 229)　18 753 ( 203) 19 765
（

　

94）

　

4 744　　　（104）　　5387 （　94）　4 556　　　( 117)　　9388

　　　　　

8 218　　　　　　　12 745　　　　　　　13 675　　　　　　　20 741

　　　　　

むｊ

　　　　　　　　

お.よ

　　　　　　　　

四j

　　　　　　　　

36.6

　　　　　　

7.∂

　　　　　　　　

10.0

　　　　　　　　　

7.9

　　　　　　　　

却ｊ

(l 721) 32 568　(l 945)　45 872 (1771) 52 453　(l 242) 35 372

(1 114) 81 444　　( 975) 104 831　　(l 207) 131 457　(l 786) 268 458

　　　　

295 989　　　　　　　375 827　　　　　　　436 847　　　　　　641 720

　　　　　

卯Ｊ

　　　　　　　　

紹４

　　　　　　　　

如丿

　　　　　　　　

卵.θ

　　　　　

おＪ

　　　　　　　　

甜.j

　　　　　　　　

巧４

　　　　　　　　

μ.4

－399－



第121表昭和49年度法非

ｊ区

　　　　　　　

分

　　

ﾚｕ事川IVja lPリ|市・ｎ

|総

　　　　

収

　　　　

益

　

A
1　　　3

626　　　77 847　　　52 1501　　　15 919

　　

（営

　　

業

　　

収

　　

益）

　

1

　　　

2 231　　　22 086　　　46 153　　　　9 223

　

う

　

料

　

金

　

収

　

ケ

　　

2 194　　　13 638　　　34 688　　　　8 472

　

ち

｛

他会

　

計

　

繰

　

入金

　　　　

879

　　　

53 338　　　　2 899　　　　5 359

　　　　　　　　　　　　

1

　

総

　　　

費

　　　

用

　

B ;　　3 548　　　81 766　　　17 888　　　15 233

　　　　　　　　　　　　

「

　

う

　

職

　

員

　

給

　

与

　

費・

　　

2 140　　　20 713　　　　2 428　　　　4 578

　

ち

｛

支

　　

払

　　

利

　　

泡ﾊﾞ

　　　　

159

　　　

28 883　　　9 979　　　5 793

　

収

　

支

　

差

　

引(A-B) C .　　　78　－　3 920　　　34 262　　　　687

｀資

　

本

　

的

　

収

　

入

　

D ;　　　　783　　　352 326　　　54 871　　　40 353

　　　　　　　　　　　　

｜

　

う

　

地

　　　

方

　　　

債1

　　　

622

　　　

136 983　　　39 761　　　26 418

　　

|

他会計借入金1

　　　

2

　　　　　

457

　　　　

1 287　　　　　95

　

ち

　

国庫（県）補助金i

　　　

18 116 141　　　　　58　　　　8 200

　　　　　　　　　　　　

｜

　

資

　

本

　

的

　

支

　

出

　

E !　　　998　　　　350 213　　　　90210　　　41 493

　　　　　　　　　　　　

｜

　

う

　

建

　

設

　

改

　

良

　

費1

　　　

760

　　　

324 226　　　57 530　　　35 863

　　

|

地

　

方

　

債

　

償

　

還

　

金1

　　　　

197

　　　　

9 860　　　21 356　　　4 900

　

ち他会計繰出金1

　　　

38

　　　

675

　　　

10 187　　　　　58

　　　　　　　　　　　　

｜

　

収

　

支

　

差

　

引（Ｄ－Ｅ）F I　･･　214　　　2H3　－ 35 339　，　040

　

収支再差引（Ｃ十F) G　4　136　　・1 806　－　1 078　　ム　　454

　　　　　　　　　　　　

j

　

形

　　

式

　　

収

　　

支H I　－　295　　　3 151　　　8 876　，　832

　

翌年度へ繰越すべき財源

　

11

　　　　

－

　　　　

7 823　　　　6 032　　　　　27

　　　　　　　　　　　　

｜
，実

　

質

　

収

　

支（Ｈ－I）

　

－

　

295

　　

‘4 672　　　　2 843　　ム　　860

　　

黒

　　　　　　　　

字

　　　　

52

　　　

4 800　　　5 760　　　　446

　　

赤

　　　　　　　　

字

　　　　

347

　　　

9 472　　　2 917　　　1 306

　

赤字事業数割合

|

　　

忿jj

　　　　　

四j

　　　　　

7j

　　　　

j74

　

収益的収支比率

　　

邱.&

　　　

訂.θ

　　

1SS.9

　　

９ｊ

　

赤

　　

字

　　

比

　　

率

　　　

15.5

　　　　　

9.9

　　　　　

∂.∂

　　　　

μ.忿

-一一一一一一一一･

- 400 -

ク

○



適用企業決算の状況

(単位

　

百万円・％)

　

と畜場

　

観光施設|宅地造成

　

簡易水道

　

有料道路1駐車場整備

　　

．

　

，
り

業

　

事

　　

副

事

　

業

1

事

　

和事

　　

丿業

|

　

計

　　　

8 491　　21 316　　107 409　　19 345　　　3 814　　　4 635　　　　314 553

　　　

5 217　　19 048　　102 328　　14 426　　　3 067　　　4 342　　　　228 210

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1

　　　

5 140　　16 856　　85 848　　12 045
1　　3

011　　　4 295　　　　186 188

　　　

3 019　　　1 817　　　2 431　　　3 976 1 699　　　　247　　　　74 664

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

｜

　　　

8 309　　19 185　　21 885　　17 708
1　　3

191　　　3 400　　　　192 112

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1

　　　

3 898　　　6 526　　　1 221　　　5 827 1　　　214　　　　514　　　　48 060

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

｜
0

　

1 095　　12％　　14 224　　3 476 !　　2 059　　018　　　68 083

　　　　

183

　　　

2 132　　85 524 1 637

1　　　623　　　1
236　　　　122 441

1

　　　

7 246　　　4 902　　120 454　　39 119
1　　13066　　　4 192　　　　637 313 1

　　　

5 276　　　2 380　　76 729　　16 737　　10 828　　　3 574　　　　319 308.

　　　　　

10

　　　　

93

　　　

2 207
，ﾂ1083　　　　35

5 304

　　　　

377

　　　　

90

　　　

4 778　　10 798
1　　　－　　　　－　　　　140

460 1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

｜

　　　

7 782　　　74％　　208 423　　40 737 1　　13853　　　5 410　　　　766 615

　　　

6 886　　　5 213　　161 150　　39 053 I　　11 851　　　4 131　　　　646 665

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

；
0

　

784

　　　

1 268　　33 633　　　1 415 1　　1 989　　　　874　　　　76 275

　　　　

28

　　　　

679

　　　

8 214　　　　72

1　　　　14　　　　394　　　　20

358

　

･･

　

535 ･･　2 594 － 87 ％9 －　1 618

1
－　　787　・　1 218　　－　129 302

　

a

　

352

　

4

　　

462

　

・2 445　　　　18 1ム　　164　　　　17　　4　　6 862

　

" 1 017･･　　963　　18 735　　　1 518ﾚ･　　710　　　　317　　　　28 779

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1

　　　　

123

　　　　

172

　　

15 944　　　　628 1　　　260　　　　167　　　　31 176

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

｜

　

ム1 140　A　1 135　　　2 791　　　　890 i ･･　　971　　　　149　　△　　2 397

　　　　

359

　　　

074

　　

22 373　　　2 238
1　　　292　　　　336　　　　37 831

　　　

1 499　　　2 308 ’　19 582　　　04（　　1 263　　　　187　　　　40 228

　　　

瑠Ｊ

　　　

μ.9

　　　

却.忿

　　　

μｊ

　　　

錨ｊ

　　　　

∂．∂

　　　　　

μｊ

　　　

昭.4

　　　

j叫.忿

　　　

丿紹丿

　　　

101.2

　　　

惣.∂

　　　

108.5

　　　　　

117.2

　　　

焉.7

　　　

j忿丿

　　　

加.θ

　　　

却ｊ

　　　

μｊ

　　　　

４Ｊ

　　　　　

召.S

－401－



その1

　

(1)

収支の状況

事業勘定

第122表

　

国

　

民健

　

康保険

　　　　　　　

昭

　　　　

和

　　　　

49

　　　　　

年

　　　　

度

　

ｇ

　　

゛Ｈ（実質は|

　

財

　

政

　

措

　

置

　

額

　　

|再差引収支

　　　　　　　　

（Ａ）ＩＵＩ゛馴引゛ＰＭに

けふｌ（潔ﾄﾞ端ｏ昌ト簾り

　

禦ﾚ詔

，赤字団体

　　

842

　

＾5 086 j 26 950　　33 990　　　　254　ﾑ65 772

一大

　　

都

　　

市

　　　　

9

　

・ 3 584　　　1 518
1　　13

512　　　　-　^ 18 615

　

黒字団体

|

　　

－

|

　　

－

　　　

－

　　　

－

|

　　

－

|

　　

－

，赤字団体

　　

9

　

^ 3 584　　151ﾘ13 512　　　　-　ﾑ18 615

11都

　　　

市

　

63丿13 856 1 4 405　　20 152　　　　456　ム10 245

　

黒字団体

1

　

347

　

18 011　　　480

1　3

120

1　　352　　14

763

　

赤字団体

　　

286

ﾄ

4 155　3 925　　17 032　　　104 ･ 25 008

¨‰
字EI

な

　

鍬ﾄﾞ溜

　　

1昌l

　

ml

　　

図ﾄﾞ摺

　

赤字団体

　　

524

　　

1 008　　　494　　3 429　　　50　・2 865

トjl閃疹（

　

リ

　

1（

　

gl

　

竺

　

）

　

ｊ

ｌ

　

赤字団体

　　

2

　

＾

　

19

　　　

2116

　　　　

一一

　

4

　　

37

1％ぶJdl

　

22

　

1昌

　

21ﾌﾟ

　

〕

　

1ごﾚ回

　

赤字団体

　　

21

　　

1 565　21 012　　　－　　　100 ^ 19 247

(注)｢黒字団体｣｢赤字団体｣の区分は再差引収支による。(以下

　

(２)直診勘定

その１において同

“

　

り

回
;
|認聶尚志|藁瞥し∴

勺ｍこいＵ帽滋UE

゛いバンド

　

ミ副

　　

白E

　

劉

　　　

IEﾐ

ﾚｎｏ（ヨトE十劉ヨ

1謝荘レバ

　　

）

　　

F1バ1

　　

こ

－402－



事

　

業

　

決

　

算

　

の

　

状

　

況

(単位

　

百万円)

　　　

昭

　　　

和

　　　

48

　　　　

4

　　

・

　　

Ｕ七

　　　　

・

ﾑ

４実爽

ﾂﾞ

WWSJ。

７

．

１ぶぐ言言÷

数

卜乱

錨IU

　　　　

凶

　　

助額(B) (C) (D) (C)刊Ｄ）　　　　　　　　　｜

j
288 35 287　　18336

1
27 041 590　4 9 500

ﾄ　15　　8
857　ム　14203

2 535

1

37 932

1　　878

1　5 305　　　447

1

32 196 ･4　104　1 1 29919874

　

753ム2 645　17 458

1

21 736　　　143　△41 696 1　　89 ム2 441 ， 24 076

　　

9 ， 2 142　1 365 I　97021　　＿　。13 209
1　＿i。

1 442 ･･　5 406

　

乍四卜

皿

　　　

－

　　　

－

　　　　

㎜

　　

9 4 2 142　　1 365　　9 702 j　　－　ム　13 209
1　　－

ム　い

　

632

　

12 500
1　3

018
1　12

665　　　330 。　2 854
1　　1　　1

356　ム　7 391

　

403

　

15 678　　　440　　3 007　　　226　　12 457 ム　56　　23331　　2 306

　

229 r 3 179 1　2 578 1　9 658　　　103　°15311 57△　976　ム　9 697

2 621　22 714
1　　770 1　4

662　　　261　　　17542
ﾋ　161　9

295　　　6 681
1213ﾘ22 222　439 1 2 298

1　221　19

707 ，　50　877（　7 381

　

490

　　　

491
1　　331

1　2 364　　　39 －　2 165 1　　34 1　　517 －　　700

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

-

　　

3

　　　

24

　　　　

11

　　　

12

　　　

－

　　　　

10‘

　　

－|

　　　

1

　

－

　　　

3

　　

1

1

　　

32

1

　　　

0

　　　

－

1

　　

－

1

　　　　

32

1

　　

－

　　　

12

　　　　

12

　　

2a

　　

8

　　　　

11

　　　

12

　　　

－。

　　

21

　　　

-

ﾚ

　　

11－

　　

16

　

23

　

2 192　13 182　　－｜　　－。 10 990　　　－ム　353 －　8 083

　

－

|

　　

－

|

　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　　

－

　　　

2

1　　174 1　　　174

　

23

　　

2 192　13 182　　　－1　　－　ム　10 990 k　　2ム　527　△　8 257

Ｕ。）

(単位

　

百万円)

　

和

　　　

48

　　　　

年

　　　

度

　　　　　　　　

比

　　　　　　　　　

較

実蟹支1財政認置額
(A) - (B)団体数|実質収支|再差引収支

4

　　

1 168　　　　3 736　4　　4 903　ム　　　　16　ム　　　37　ム　　　1 034

　　　

1 355

1　　　2

865

1

ム　　1510

1

，　　　　1　　　　　4481 －　　　４８４

･･

　　

2 523　　　　　870　△　　3 393 －　　　　15　－　　　485 －　　　549

｡

　　

630

　　　　

1055に

　　

1 685 -　　　31・ 133 -　　　　148

　　　　

175

　　　　　

766

　

a

　　　

590

　

△

　　　　

3

　　　　　　

38

　

ム

　　　　

93

A

　　　

805

　　　　　

290

1

△　　1 094　　　　　－1　ム　　　171･･　　　　56

，

　　

539

　　　

2 679
≒　3218　｡　　1い　　　　96に　　　876

　　　

1 180　　　　2 099　a　　　920

1　　　　　－

i　　　　　409 －　　　383

＾

　

I 719

1　　580ﾄ　2

299“　　1町＾　ｍﾘ　　493

　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　　

2

　　　　　　

0

　

ム

　　　　　

９

　　　　

－

|

　　　　　

－

　　　　　

－

１

　　　　　

２

　　　　　　

０

１

･･

　　　　　

９

　　　　

－

　　　　

一

　　　　

一

　　　　

一

　　　　

一

　　　　

一

－403－



その2

　

(1)

歳入歳出内訳

事業勘定(歳入)

第122表

　

国

　

民

　

健

　

康

　

保

　

険

　

区

　　　　　　　　　

分

　　

昭和49年度

1

昭和48年度

　

増

　

滅

　

額

保

　　　

険

　　　

税

　　

（料）

　　　　

411 782　　　　　308810　　　　102 972

一

　　

部

　　

負

　　

担

　　

金

　　　　　　

318

　　　　　　

245

　　　　　　

73

国

　　

庫

　　

支

　　

出

　　

金

　　　

847 680　　　598 162　　　249 518

　

E｛冊｝レ三子＞Ｅ

　

ド壬

;

ﾐﾚﾖﾐEづEEﾚﾐEE

都

　

道

　

府

　

県

　

支

　

出

　

金

　　　　

31 012　　　　18 888　　　　　12 124

万万ﾄﾞﾚEレミレEE

ｼﾞ:ＹﾌﾞﾚﾐﾄﾞEくEﾐ

繰

　　　　　

越

　　　　　

金

　　　　

41 460　　　　32 718　　　　8 742

そ

　　

の

　

他

　

の

　

収

　

入

　　　　

10 815　　　　8 124　　　　2 691

歳

　　　

入

　　　

■

　　　

・

　　　　

1 394 088　　　1 000 559　　　　393 529

－404－



事業決算

　

の状況（つづき）

(単位

　

百万円・％)

　

決算額構成比

　　

増減額構成比

　　　

増

　　

減

　　

率

49

　

年度ﾄ8年度

ﾚ

9年度ﾄ8年度

1

49 年度1 48 年度

　　　　

四.5

　　　　

卯.∂

　　　　

舘.忿

　　　　

釦４

　　　　　

認丿

　　　　　

四.&

　　　　　

θ.θ

　　　　　

θ.θ

　　　　　

θ.θ

　

ム

　　　

θ.θ

　　　　　

即Ｊ

　

･･

　　

刀丿

　　　　　

卯.S

　　　　

卯.S

　　　　　

昭.4

　　　　

67.6

　　　　　

μ.7

　　　　　

留.5

　　　　　

忿丿

　　　　　

忿.∂

　　　　　

口.θ

　　　　　

忿丿

　　　　　

邱４

　　　　　

召ｊ

　　　　

μ.忿

　　　　

卯ｊ

　　　　

μＪ

　　　　

μ４

　　　　

４．９

　　　　

認ｊ

　　　　　

θＪ

　　　　　

θ．忿

　　　　　

θ.4

　　　　　

θ.θ

　　　　　

渥Ｊ

　　　　　　

＆∂

　　　　　

θｊ

　　　　　

θＪ

　　　　　

θ．ｊ

　　　　　

θＪ

　　　　　

訂.ﾀ

　　　　　

町.4

　　　　　

∂.9

　　　　　

∂ｊ

　　　　　

∂ｊ

　　　　　

∂Ｊ

　　　　　

認丿

　　　　　

麗丿

　　　　　

乙5

　　　　　

θ.∂

　　　　　

7.5

　　　　　

j.4

　　　　

501.6

　　　　

口∂弱丿

　　　　　

忿.忿

　　　　　

j.ﾀ

　　　　　

j.7

　　　　　

θ.∂

　　　　　

叫Ｊ

　　　　　　

５Ｊ

　　　　　

忿.θ

　　　　　

1£

　　　　　

忿Ｊ

　　　　　

θ.ﾀ

　　　　　

認.∂

　　　　　　

∂.θ

　　　　　

θｊ

　　　　　

θｊ

　　　　　

θ.∂

　

・

　　　

θＪ

　　　　

斜θｊ

　

･･

　　　

む4

　　　　　

j.4

　　　　　

3.1

　　　　　

4.θ

　　　　　

44

　　　　　

釦.∂

　　　　　

釦.∂

　　　　　

j.9

　　　　　

忿.7

　　　　　

＆5

　　　　　

4.j

　　　　　

卯Ｊ

　　　　　

μ.θ

　　　　　

θ.5

　　　　　

θ.4

　　　　　

θ.∂

　　　　　

θＪ

　　　　　

４.7

　　　　　

j忿.

リ

　　　　　

θ.j

　　　　　

θｊ

　　　　　

θ.4

　

－

　　　

θ.5

　　　　　

昭.忿

　

－

　　　

認.∂

　　　　　

J.θ

　　　　　

5.S

　　　　　

忿Ｊ

　

ム

　　　

j.θ

　　　　　

邱.7

　

－

　　　

lS^

　　　　　

θ.S

　　　　　

θｊ

　　　　　

θ.7

　　　　　

θ.∂

　　　　　

辞j

　　　　　

13.0

　　　　

100.0

　　　　

100.0

　　　　

100.0

　　　　

100.0

　　　　　

39.3

　　　　　

20.2

－405－



その2

　

(1)

　　　　　　　　　

第122表

　

国

　

民

　

健

　

康保

　

険

歳入歳出内訳(つづき)

事業勘定(歳出)

　

区

　　　　　　　　　

分

　　　

昭和49年度

　　

昭和48年度

　　

増

　

滅

　

額

゛一

　

ａ刄

　

ｓ

　

晏

　　

1昌

　　

詣2

　　

1滋

萱♂会％Ｘ１

　　

１ｍ

　　

ｌ驚

　　

ツ

ｊＳ゛Ｊ゛♂晏

　

友‰

　　

。お

　　

ぶ銕

肇。Ｊ。晋ｕ晏

　

1で昌

　　

87昌

　　

ヅコ

♂リ゛リｉＶリ

　　

j昌

　　

丿昌

　　

ぷ

門才ひ』゛J≒リ

　　　

雪

　　　

雪

　　　

な

萱

　

゛論

　

１:

　

姦

　　

雪

　　

1昌

　　

1混

　

竺９％でｊ‰宰

　　　

5oj

　　　

，J

　　　

心

旱≒度♂去へ♂市

　　

濃

　　

昌

　　

溜

　

歳

　　

出

　　

合

　　

計

　　　　　

1 349 786　　　　965001　　　　384785

（２）直診勘定（歳入）

　　

区

　　　　　　　　　

分

　　

1

　

昭和49年度

　

|

　

昭和48年度

　

|

　

増

　

城

　

額

診

　　　　

療

　　　　

収

　　　　

入

　　　　

22 007　　　　　18 246　　　　　3 761
国

　　

庫

　　

支

　　

出

　　

金

　　　　　

666

　　　　　

814， 148

　

財

　

政

　

調

　

整

　

交

　

付

　

金

　　　　　

532

　　　　　　　

436

　　　　　　　　

％

　

そ

　　　　　　

の

　　　　　　

他

　　　　　　

134

　　　　　　

378

　

，

　　　　

244
都

　

道

　

府

　

県

　

支

　

出

　

金

　　　　　　

204

　　　　　　

156

　　　　　　　

48
他

　　

会

　　

計

　

繰

　

入

　

金

　　　　　

4 805　　　　　　3781　　　　　1 024

　

普通会計からのもの

　　　　

4 270　　　　　　321S　　　　　1 055

　

事業勘定からのもの

　　　　

500

　　　　

549。

　　　

49

　

その他の会計からのもの

　　　　　

35

　　　　　

17

　　　　　

18
基

　　

金

　　

繰

　　

入

　　

金

　　　　　　

112

　　　　　　

137 "　　　　25
繰

　　　　　　

越

　　　　　　

金

　　　　　

1 359　　　　　064　　　　　　195
地

　　　　　　

方

　　　　　　

債

　　　　　

1 379　　　　　850　　　　　529
そ

　

の

　

他

　

の

　　

収

　　

入

　　　　　

543

　　　　　

487

　　　　　　

56

　　

歳

　　

入

　　

合

　　

計

　　　　　　　

31 075　　　　25 635　　　　　5 440

－406－



事業決算の状況(つづき)

(単位

　

百万円・％)

　

決算額構成比

　

｜

　

増減額構成比

　　　

増

　　

減

　　

率

49年度148年度149年度148年度

j

49 年度148年度

　　　　　

£忿

　　　　　

＆4

　　　　　

4.ざ

　　　　　

5.5

　　　　　

認.7

　　　　　

即.忿

　　　　　

J.4

　　　　　

j.∂

　　　　　

j.θ

　　　　　

j.ﾀ

　　　　　

甜.7

　　　　　

釘.∂

　　　　　

1.1

　　　　　

jJ

　　　　　

θ.9

　　　　　

£忿

　　　　　

留丿

　　　　　

勁.忿

　　　　　

θ.j

　　　　　

θｊ

　　　　　

∂ｊ

　　　　　

θ.j

　　　　　

む.∂

　　　　　

μ.∂

　　　　　

θ.∂

　　　　　

θ.5

　　　　　

θ.5

　　　　　

θ.4

　　　　　

認.4

　　　　　

1S.1

　　　　

認.忿

　　　　

皿.S

　　　　

紹.θ

　　　　

卯.∂

　　　　　

初.4

　　　　　

却.5

　　　　

田.S

　　　　

即.ざ

　　　　

8L5

　　　　

卸丿

　　　　　

訂.忿

　　　　　

jﾀ.7

　　　　　

＆θ

　　　　　

j.θ

　　　　　

∂.忿，

　　　

θ.θ

　　　　

3U7.k -　　　　θ.5

　　　　　

θ.4

　　　　　

θ４

　　　　　

θ.j

　　　　　

θ.5

　　　　　

忿ﾀ.θ

　　　　　

忿瓦∂

　　　　　

jJ

　　　　　

1.3

　　　　　

j.忿

　　　　　

j.4

　　　　　

5S.-4

　　　　　

忿θ.j

　　　　　

θｊ

　　　　　

θｊ

　　　　　

θｊ

　　　　　

θ.j

　　　　　

むＪ

　　　　　

戮Ｊ

　　　　　

θ.j

　　　　　

θ.j

　　　　　

θｊ

　　　　　

θ.j

　　　　　

4θ.7

　　　　　

19.7

　　　　　

θ.θ

　　　　　

θ.θ

　　　　　

θ.θ

　　　　　

θ.θ

　　　　　

k5S

　　　　　

おｊ

　　　　　

θＪ

　　　　　

θ．忿

　　　　　

θｊ

　　　　　

θ.θ

　　　　　

85.8

　　　　　　

瓦j

　　　　　

θ.θ

　　　　　

θ.θ

　　　　　

θ.θ

　　　　　

θ.j

　　　　　

4£7

　　　　　

66.S

　　　　　

θ.θ

　　　　　

θ.θ

　　　　　

0.0 -　　　θ.θ　　　　　＆yＪ－　　　50.0

　　　　　

θ.θ

　　　　　

θ.θ

　　　　　

θ.θ

　　　　　

θ.j

　　　　　

4ﾀ.∂

　　　　　

7O.lt

　　　　　

θ.∂

　　　　　

θ.S

　　　　　

θＪ

　　　　　

忿.θ

　　　　　　

＆5

　　　　　

∂∂.∂

　　　　　

θ.j

　　　　　

θＪ

　　　　　

θ.∂

　　　　　

θ.j

　　　　　

86.7

　　　　　　

7.∂

　　　　

100.0

　　　　

100.0

　　　　

100.0

　　　　

100.0

　　　　　

39.9

　　　　　

19.8

(単位

　

百万円・％)

　

決算額構成比

　　

増減額構成比

　　　

増

　　

減

　　

率

49

　

年度ﾄ8年度

し

9年度ﾄ8年度

j

49 年度148年度

　　　　

加.S

　　　　

刀.忿

　　　　

印.j

　　　　

卯丿

　　　　　

忿θＪ

　　　　　

巧.∂

　　　　

忿.j

　　　　　

j.2－

　　　

乙7

　　　　　

4j･･

　　　

μ.忿

　　　　　

即.4

　　　　

j.7

　　　　　

j.7

　　　　　

jj

　　　　　

j.∂

　　　　　

忽.∂

　　　　　

18^

　　　　

θ.4

　　　　　

1.5 -　　　4.5　　　　　乙∂，　　　混.∂　　　　　卵Ｊ

　　　　

θ.7

　　　　　

θ.∂

　　　　　

θＪ

　　　　　

θ４

　　　　　

釦j

　　　　　

j忿Ｊ

　　　　

巧.5

　　　　

μｊ

　　　　

瑠.∂

　　　　

詔.5

　　　　　

27.1

　　　　　

斟.j

　　　　

お.7

　　　　

12.5

　　　　

却.4

　　　　

釘.4

　　　　　

32^

　　　　　

∂7j

　　　　

j.∂

　　　　　

2j，

　　　

θ.∂

　　　　　

忿.4－

　　　　

S.∂

　　　　　

麗.S

　　　　

θ.S

　　　　　

θ.j

　　　　　

θ.j・

　　　

θ.4

　　　　

105.ﾀ，

　　　

μ.9

　　　　

θ.4

　　　　　

0.5 ≪　　　θ.5　　　　　瓦忿，　　　瑠.忿　　　　197£

　　　　

4.4

　　　　　

4.5

　　　　　

j.δ

　　　　　

∂.∂

　　　　　

is.s

　　　　　

お.5

　　　　

4j

　　　　　

j.j

　　　　　

∂.7

　　　　　

jJ

　　　　　

卵Ｊ

　　　　　

四J

　　　　

j.7

　　　　　

1.9

　　　　　

IJL -　　　θJ　　　　　11^。　　　　4.5

　　　

100.0

　　　　

100.0

　　　　

100.0

　　　　

100.0

　　　　　

21.2

　　　　　

19.1

－407－



その２

　

（２）

　　　　　　　　　

第122表

　

国

　

民

　

健

　

康保険
歳入歳出内訳(つづき)
直診勘定(歳出)

　　

区

　　　　　　　　　　

分

　　　

昭和49年度

　

|

　

昭和48年度

　

1

　

増

　

滅

　

額

　

lj

総

　　　　　

務

　　　　　

費

　　　　

16 880　　　　12 927　　　　　3 953
医

　　　　　

業

　　　　　

費

　　　　

9 702　　　　9 021　　　　　681
施

　　

設

　　

整

　　

備

　　

費

　　　　

2 419　　　　1 780　　　　　639
繰

　　　　　

出

　　　　　

金

　　　　　

72

　　　　　

46

　　　　　　

26

　

普通会計に対するもの

　　　　　

35

　　　　　　　　

38

　　　　

ム

　　　

３

　

事業勘定に対するもの

　　　　　

28

　　　　　　　

820

　

その他の会計に対するもの

　　　　　　

９

　　　　　　　

０

　　　　　　　　　

９
基

　　

金

　　

積

　　

立

　　

金

　　　　　　

126

　　　　　　

127

　　　

・

　　　

1
公

　　　　　　

債

　　　　　　

費

　　　　　

564

　　　　　　

402

　　　　　　

162

　

元

　　

利

　　

償

　　

還

　　

金

　　　　　

404

　　　　　　　

321

　　　　　　

‘83

　

一

　

時

　

借

　

入

　

金

　

利

　

子

　　　　　　

160

　　　　　　

81

　　　　　　　　　

79
前

　

年

　

度

　

繰

　

上

　

充

　

用

　

金

　　　　　

2 352　　　　　2 239　　　　　　113 ・
そ

　

の

　

他

　

の

　

支

　　

出

　　　　　

100

　　　　　　　　

94

　　　　　　　

6

　

歳

　　　

出

　　　

合

　　　

計

　　　　　　

32 215　　　　26 636　　　　　　5 579

その３

　

国民健康保険、健康保険の被保険者数等の状況

　

区

　　　　　

分

　

|

昭

二

年度

T

昭和

二

年度

T

増

数

滅

霖

　

民康健

　

康保保

　

箭

　　

43 853千人　　46 809千人－　2 956千人

政府管掌被保険者分

　　

13 309 9 755 3 554
政府管掌被扶養者分

　　

14412

　　　　　

10 231 4 181
組合管掌被保険者分

　　

10 962 5 629 5 333
組合管掌被扶養者分

　　

14611

　　　　　　

7 994　　　　　6617
１
２
３

㈱ ｢国民健康保険｣は、市町村及び国民健康保険組合分である。
｢受診率｣は、療養給付費のうち、診療費に係る被保険者数(被扶養者数)
｢１人当たり医療給付費｣とは、療養の給付(家族の療養の給付)に療養費
額をいう。

その４

　

総所得金額等の段階別国民健康保険税(料)額等の状況

100･
(家

　

区

　　　　　　　　　　　

分

　　

|

世

　

世

帯

　　　

剛構

　

成

帯

　

比

所

　

得

　

の

　

な

　

い

　　

も

　　

の

　　　　　

1 429 649千世帯　　　　　　　　10.9%、

　

18

　

万

　

円

　

以

　

下

　

の

　

も

　

の

　　　　　

860 860 ∂.∂l

　

18万円を超え

　

30万円以下のもの

　　　　

1 088 323 ∂J

　

30万円を超え

　

40万円以下の

　

の

　　　　　

980 527　　　　　　　　　　　M

　

40万円を超え

　

50万円以下の

t

の

　　　　

1 080 844 、　　　　　　　　＆忿

　

50万円を超え

　

70万円以下のもの

　　　　

1 873 417　　1　　　　　　　　μj　l

　

70万円を超え

　

100万円以下のもの

　　　　

2 051 028 15.7
100万円を超え

　

150万円以下のもの

　　　　　

1 693 713　　　　　　　　　　　j忿.9
150万円を超え

　

300万円以下のもの

　　　　

1 318 963　　　　　　　　　　jθj　1
300万円を超えるもの

　　　　

728 017 5j

　　　　　　　　

計

　　　　　　　　　　　

13 105 341　　　　　　　　　100.0

㈱１｢世帯数｣は、昭和49年現年度分市町村民税の課税の基礎となった総所得金

　

２｢保険税(料)｣は、昭和49年現年度分の保険税(料)(滅額の規定に基づく国民

　　

いては、昭和50年３月31日現在における加入市町村において月割を行う前

－408－



事

　

業

　

決

　

算

　

の

　

状

　

況（つづき）

(単位

　

百万円・％)

　

決算額構成比

　

｜

　

増減額構成比

　

｜

　

増

　　

減

　　

率

49

　

年度ﾄ8年度149年度

　

48

　

年

　

度149年度1 48　年　度

　　

詣

　　

謙

　　

温

　　

詣

　　

剽

　　

温

　　　

7.5

　　　　　

∂.7

　　　　

11.5

　　　　　

∂.忿

　　　　

jが.∂

　　　　　

Z7.1

　　　

臨

　　

§:j

　

．§:1

　　

訟

　

．努

　　

詣j

　　　

θｊ

　　　　　

θ.θ

　　　　　

θ４

　　

－

　　

θ.ﾀ

　　　　

250.0

　　

－

　

57.ﾀ

　　　

2:?

　　

§:2

　

.器

　

＾

　

?:ぶ

　

．心

　

白図

　　　

j.∂

　　　　　

j.5

　　　　　

忿.ﾀ

　　　　　

j.∂

　　　　

卯.j

　　　　　

jﾀＪ

　　　

ぶ:;

　　　

ぶ:j

　　　

に1

　　　

ぶ:j

　　　

昌

　　　

鸞

　　　

S:j

　　　

討

　　　

§:ﾌ

　

．以

　　　

詔

　　

．召

　　

受

　　　　

診

　　　　

率

　　　　

１人当たり医療給付費

昭和9年度）和36年度1増

　　　

減

1

昭和19年度浦和36年度）

　　　　

ぐ

525.3件|

635.8
596.6
527.9
611.0

163.2

243.0

　　

4.5

　　

9.4

29 773円

58 355

26 379

４0４40

28 098

33Ｈ

8 398
1 942
7 074
3 105

26 46２

49 957

24 437

33 366

24 993

人当たりの受診件数である。
族療養費)及び高額療養費を加えた額を、年度間平均被保険者又は被扶養者数で除した

金

保

　

険

　　　

額

7 743百万円
5 561
12 175
15 513
21 268
４7781
70 573
81 127
91 715
72 606

　　　　　　

426 063　1

額等の段階にそれぞれ該当す
健康保険税(料)の減額の適用
の年税額)である。

税
一
構

(料)
一
成 比

１世帯当たり保険税(料)

　

6 460

11 187

15 822

19 677

25 505

34 409

47 899

69 536

99 73２
32 511

る世帯数である。
を受けた者については当該減額後の額、月割課税分につ

― 409 ―

ｌ

－

｜

一

一

｜

｜

」



その１

　

収支の状況

第123表収 益

　　

事 業

　　　　　　　　　　　

昭

　　　　　　

和

　　　　　　

49

　　　　　　　

年

　

９

　

分剽げ卜営叫゛腎叫剽懸鄙野を鰐

都道府県1

　　

47

　　

498 925　　485 171　　13 754　　　66丿

　

黒字団体

　　　

47

　　

498 925　　485 171　　13 754　　　662

　

赤字団体

　　　

－

　　　　

－

　　　

－

　　　　

一

　　　

一ｉ

市

　　

町

　　

村

　　　　

152

　　

2 650 037　　2 602 002　　　48 035　　　　5 925 1

　

黒字団体

　　

151

　

2 640 871　2 592 068　　48 803　　　5 925

　

赤字団体

　　　

1

　　　

9 165　　　9 934　･･　769　　　　－，
大

　

都

　

市

　　　　

9

　　

218 264　　215 685　　　2 579　　　　5（μ

　

黒字団体

　　　

9

　　

218 264　　215 685　　　2 579　　　　50

　

赤字団体

　　　

－

　　　　

－

　　　

－

　　　　

－

　　　

－

都

　　　　

市

　　　　

88

　　

1 431 681　　1 393 625　　　38 056　　　3 916

　

黒字団体

　　　

88

　

1 431 681　1 393 625　　38 056　　　3916 ‘

　

赤字団体

　　　

－

　　　　

－

　　　

－

　　　　

－

　　　　

－・
町

　　　　

村

　　　　

3

　　　

29 003　　　29 880　　・　877　　　　　43 ・

　

黒字団体

　　　

3

　　

29 003　　29 880　－　877　　　　43 ’

　

赤字団体

　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

一

　　　　

一ｌ
一部事務組合

　　　　

52

　　

971 089　　962 812　　　8 277　　　1 916 ，

　

黒字団体

　　　

51

　　　　

％1 923　　　952 878

j　　　9

04s　　　　1 916 J

　

赤字団体

　　　　

1

　　　

9 165　　　9 934 。，　769　　　　－ ’
合

　　　　　

計

　　　　

199

　　

3 148 961　　3 087 174　　　61 787　　　　6･587 ，

　

黒字団体

　　

198

　

3 139 796　3 077 239　　62 557　　　6 587

　

赤字団体1

　　　

1

　　　

9 16S　　　9 934　・　769　　　　－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

-
その２ 歳入歳出内訳

区

　　　　　　　　　

分

　　

|

　

競

　

馬

　

事

　

業

　　

i

　

自転車競走事業

A

　

］:

］

　

レ

ヲ

　

IT

　

j

j

　

j

㈱

　

施行団体数は、１の団体が２以上の事業を実施している場合は、それぞれの事

　　　　　　　　　　　　　　　

－410－



決

　　

算 の

　　

状 況

(単位

　

百万円)

　　　　　　　

度

　　　　　　　　

昭和48年度

　　　

比

　

較

　

増

　

減

繰入金

　

繰出金

　

再差引

　

団体数

　

再差引

　

団体数

　

再差引

　　

（Ｆ）

　　

｜

（Ｇ）

　　

|ぬ鸚

）

　

（I）

　　

｜

　

（Ｊ）

　　

(A)-(I)

　

剛－（J）

　　　

211

　　

57 550　　70 431　　　　47　　62 407　　　　　－　　　　8 024

　　　

211

　　

57 550

1　　70

431　　　　47　　62 407　　　　　－　　　　8 024

　　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　

一

　　　

一

　　　

－

　　　　

－

　　

3 397　277 927　316 640　　　153　　280 868 1 △　　1　　　　35 772

　　

3 394　　277 476　　316 960　　　　151　　281 004 1　　　　一　　　3S 956

　　　　　

3

　　　　

451

　

--

　

321

　　　　　

2

　

ム

　

136

　　

･･

　　

1

　　　

ム

　

185

　　　　

－

　　

30 375　　32 904　　　　　8　　29 726　　　　　　1　　　　3 178

　　　　

－

　　

30 375　　32 904　　　　　8　　29 726　　　　　　1　　　　3 178

　　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　　

－

　　　

1 795　　166 235　　198 580　　　　90　　176 904　　－　　2　　　21 676

　　　

1 795　　166 235　　198 580　　　　90　　176 904　　ム　　2　　　21 676

　　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　

1 906　　　　986　　　　　3　　　　599　　　　　－　　　　　387

　　　　

－

　　　

1 906　　　　986　　　　　2　　　　734　　　　　　1　　　　　252

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　　

1

　　

△

　

135

　　

△

　　

1

　　　　　

135

　　　

1 601　　79 411　　84 171　　　　52　　73 640　　　　　－　　　10 531

　　　

1 598　　78 960　　84 491　　　　51　　73 641　　　　　一　　　10850

　　　　　

3

　　　　

451

　　

△

　

321

　　　　　

1

　　

△

　　

l

　　　　　

－

　　　

ム

　

320

　　

3 608　　335 477　　387 069 ，　　200　　343275　　－　　1　　　　43 794

　　

3 605　　335 026　　387 391　　　　198　　343 411　　　　　－　　　43 980

　　　　　

3

　　　　

451

　　

－

　

321

1

　　　　

2

　

△

　

136

　　

･･

　　

1

　　　

4

　

185

(単位 百万円）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一一一一一一
吉ＶＪＵ琵馴4にり宝くじ事業

　

｜

　　

計

　　　　　　　　　

493

　　　　　　　

2 048　　　　　　　　　－　　　　　　　　　6 446
1

　　　　　　

154 668　　　　　1 083 945　　　　　　　　　－　　　　　　　3 005 730 1

　　　　　　　　　

－

　　　　　　　

2 695　　　　　　　　　－　　　　　　　　　3 608

　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　

19

　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　

2301

　　　　　　　　　

－

　　　　　　　

2 676　　　　　　　　　－　　　　　　　　　3 378

　　　　　　　　

4 439　　　　　　　21 747　　　　　　　　　2　　　　　　　　75 119
1

　　　　　　　　

I 405　　　　　　　20 431　　　　　　　11 539　　　　　　　　58 058

　　　　　　

161005

　　　　　

1 130 866　　　　　　　11 541　　　　　　　3148 961

　　　　　　

130 534　　　　　　920 702　　　　　　　　　26　　　　　　　2 570 621

1

　　　　　　　　

6 061　　　　　　　36 730　　　　　　　　　－　　　　　　　　92 4□

　　　　　　　

18 225　　　　　　118 564　　　　　　　11 306　　　　　　　33S 477

　　　　　　　

18 225　　　　　　1 10 429　　　　　　1 1 045　　　　　　　316 282ﾆﾚ

　　　　　　　　　

ｰ

　　　　　　　

8 135　　　　　　　　261　　　　　　　　19 195-

　　　　　　　　

3818

　　　　　　　

32 201　　　　　　　　　86　　　　　　　　88 659-

　　　　　　

158 638　　　　　1 108197　　　　　　11418　　　　　　3 087174-

　　　　　　　　

2 367　　　　　　　22 669　　　　　　　　123　　　　　　　　61 787

　　　　　　　　　

47

　　　　　　　

4 214　　　　　　　　　－

　　　　　　　　　

－

　　　　　　　

2 695　　　　　　　　　－　　　　　　　　　3 608

　　　　　　　

18 225　　　　　　118 564　　　　　　　Ｈ 306　　　　　　　335 477

　　　　　　　

20 545　　　　　1 34 324　　　　　　1 1 429　　　　　　387 069

　　　　　　　　　　

7

　　　　　　　

138

　　　　　　　

56

　　　　　　　　

539

　　　　　　　　　　

2

　　　　　　　　　

1

　　　　　　　　　

47

　　　　　　　　　　

77

　　　　　　　　　　

5

1　　　　　　　　137　　　　　　　　　9　　　　　　　　　462

業ごとにＩ団体としている。
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その３

　

収

　

益

　

率

第123表

　

収 益

　　

事 業

　

区

　　

分
ﾚ

奉薗I
JjS

売上金
和

実質
券

収支
T

(Ｂ)／9

の

KlOO

手植?払§＼ガ

　

灘

　

jj手

亀丿

　

゛事Ｅy

　　

301s以

　　　

3ﾑ綜

U

　　　　

温

㈱

　

宝くじ事業の車馬券等売上金は、消化額を計上している。

その４

　

他会計への繰出金

　　

区

　　　　　　　　　　

分

　　　

1

　

49

繰

年

　

度

T

48　年額度

ドヤ帽＼

　

１

その５ 収益金繰入額の使途状況

ｌ

　

９

　　　　

分

　　

収益金繰入額

　　　　　　

左

　　　　　　　　　

の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

民生費|衛生費｜土木費

　

競

　　

馬

　　

事

　　

業

　　　

60 670　　　9 263　　　2 905　　　13 756

　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　　

31 425　　　5 528　　　2 023　　　2611

　　　

市

　　　

町

　　　

村

　　　

29 245　　　3 735　　　　882　　　11 145

　

自転車競走事業

　　

129 412　　10 602　　7 721　　40 172

　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　　

18 882　　　3 254　　　　448　　　3 794

　　　

市

　　　

町

　　　

村

　　

110 530　　　7 348　　　7 273　　　36 378

　

小型自動車競走事業

　　　

18 230　　　　　905　　　　1808　　　　5 087

　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　　

4 515　　　　500　　　　200　　　　629

　　　

市

　　　

町

　　　

村

　　　

13 715　　　　405　　　1 608　　　4 458

　

モーターボート競走事業

　　

117 011　　　8 762　　　6 494　　　41 809

　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　　

2 380　　　　200　　　　300　　　　780

　　　

市

　　　

町

　　　

村

　　　

114 631　　　8 562　　　6 194　　　41 029

　

宝

　　

く

　　

じ

　　

事

　　

業

　　　

H 306　　　　573　　　　888　　　4 305

　　　

都

　

道

　　

府

　

県

　　　

8 705　　　　573　　　　－　　　2 773

　　　

市

　　　

町

　　　

村

　　　

2 601　　　　－　　　　888　　　1 532

　

ム

　　　　　　　　

計

　　　

{100.0)

　　

(8.9)

　　

（Ｍ）

　　

(31J2)

　

□

　　　　　　　　　　

n

　　　　　　

336 628　　　30 105　　　19 816　　　105 129

　　　

都

　

道

　

府

　

県

　　　

65 906　　10 055　　　2 971　　　10 587

　　　

市

　　　

町

　　　

村

　　

270 722　　2０ 050　　16 845　　　94 542

㈱「合計」の（

　

）書きは、構成比（％）である。
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決

　　

算 の

　　

状 況（つづき）

(単位

　

百万円・％)

　　　　

昭

　　

和

　　

48

　　

年

　　

度

　　　　　　

差

　　　　　　　　　　　

引
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（Ｆ）

　　　

(A)-(D)

　　

(B)-(E)

　　　

（Ｃト（Ｆ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

｜

　　　　　

567 368　　　57 440　　　却j　　　　111 785　　　　12 145 1　　　　θj

　　　　　

915 501　　　135 506　　　j4.S　　　　172 462　　　　15 681　－　　∂.9
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-

　　　　

比

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

較

増

　

減

　

額｜構

　

成
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減
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詔
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昌

　　　

昌
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百万円)

　　　　　　　　　　　　　　

内･

　　　　　　　　　　　　　　

訳

ね41商工１）

　

育

　

（Ｌs劃モ・

　

（蔀昌令

　　　　

8 557　　　　　154　　　　17 474　　　　　190　　　　8 237　　　　　134

　　　　

8 005　　　　　　14　　　　6 742　　　　　　－　　　　6 502　　　　　　－

　　　　　

552

　　　　　

140

　　　　

10 732　　　　　190　　　　1 735　　　　　134

　　　　

3 964　　　　1 430　　　　43 125　　　　　435　　　　12 844　　　　9 119

　　　　　

671
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3 293　　　　　458　　　　36 034　　　　　33S　　　10 292　　　　9 119
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5 637　　　　　　62　　　　2 483　　　　　661
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1 618　　　　　　－　　　　　600　　　　　　－
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－
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－

　　　　　

－

　　　　　　

－
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－
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－

　　　　　

－

　　　　　

－
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収支の状況
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業

　

決

　

算

　

の

　

状

　

況

(単位

　

百万円)

　

年

　　　　

度

　　　　　　　

昭和48年度

　

１
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丿
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呻
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j
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－
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5
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－

　

4
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－

　　　　

－

　　　　

－
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－
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２
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－
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２
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－
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－

　

－
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４

　　　

１

　

ム

　　　　

2

　　　　　　

0

　　　　

197

　　　　　

4

　

4
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a
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4

　　　　

37

　　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　

一
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－
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5
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△
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その１

　

収支の状況
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業
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済
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昭

　　　　　　　

和
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ｇ
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固

　　

i

　

（Ｂ）

　

｜

　

（ｃ）

　　

（Ｄ）

　　　

（Ｅ）

　　　

（Ｆ）

　　　　　　　　　　

｜
大

　

都

　

市

　　　　

バ

　　

S64
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26

　　　　　

0

　　

黒字団体
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－

　　　　　

0
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丿
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都

　　　　

市
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黒字団体
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一
合

　　　　　

計

　　

1 164　　36 376　　32 058　　　4 318　　　　829　　　　831
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業

　

決

　

算

　

の

　

状

　

況
(単位

　

百万円)

　　　　

年

　　　　　　

度

　　　　　　　

昭和48年度
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n

l
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l
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1
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－
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－
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－
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－
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－
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1 309　　　68　　322　　287　　△1 258　　　473

1
－　754　　　112　△　504

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　

昭和48年度

　　　　　　　

比

　　　　　　　　　　　

較

ミ

プ

算

　

額

　　

増

　　　

減

　　　

額

　

）

　

・率子渡mm

　

０､8

1恥6

16j

　

ざ.∂

　

ﾀJ

10.^

ZX

△
△

C
ｏ
　
ｏ
応
銘
治
怒
一
台
μ
一
心
昌
詔

溺
萌
良
否
回
廊
珊
珊
石
漑
潔
匹
一
応

ム

6０』

μ.７

３６ｊ

　

θＪ４

４

叩
辺
μ
眉
召
や
応
器
詣
詣
麗
必

心

0
0
8
8
5
5
４
7
2
1
４
4
6
４
7
0
0
5
5
7
２
9
7
0

6
8
6
1
9
3
9
2
7
3
6
5
7
3
6
2
8
1
8
8
5
4
9
6

0
4
6

　
　

8
9
3
4
6
5
0
8
3
1

　
　

３
９
５

　
　

2
8

6
1
3

　
　
　

３

　

２

　
　

０
５

　

５

　
　
　

３
３

　
　
　

９

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

１

心

1４ 407

　

6 7４5

　

4 872

　　

206

　　

153

　

2 431

11 915

　

1 632

ム

6
4
3
2
7
9
5
5
3
5
1

5
5
7
2
2
0
3
1
6
0
7

2
1
8
3
9
4
9
5
1
9
2

7
1
1
6
0
2
6

　
　
　

1

　
　
　

り
｀
１

　
　
　
　
　
　

１

10 004

　　

４05

　　　

40

　　

822

22198

20 467

　

8 225

　

8 54０

　　　

188

　　　

248

　

3 266

　

15 909

　

1 959

　

9 728

　

1 785

　

2 437

36 376

16 803

　

2 743

12 102

　　

495

　　

2４3

　

1 220

15 256

13 591

　　

４57

　　　

89

　

1 119

32 058

― 417 ―

９

｜

－

｜

｜
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－

－

－
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－



その１

　

収支の状況

第126表交通災害共済事業

　　　　　　　　　　　

昭

　　　　　　　

和

　　　　　　　

49

　

g

　

ヤ叶ヅヤ辻間1陪吋ご

　

都道府県

　　

2

　　

996

　　

382

　　

614

　　

305

　　

12

　

黒字団体

　　　

1

　　

788

　　

200

　　

588

　　

200

　　　

12

　

赤字団体

　　　

1

　　

208

　　

182

　　　

26

　　

105

　　　

－

市

　

町

　

村

　　

225

　

13 279　　7 925　　5 354　　1 333　　　468

　

黒字団体

　　

193

　

11 992　　6 839　　5 153　　978　　337

　

赤字団体

　　

32

　

1 287　　1 086　　201　　355　　130

’大

　　

都

　　

市

　　　　

5

　　

1 455　　　　907　　　　548 445　　　　　80

　

黒字団体

　　　

3

　　

742

　　

335

　　

407

　　

179

　　　

42

　

赤字団体

　　　

2

　　

713

　　

572

　　

141

　　

266

　　　

38

都

　　　　

市

　　　

150

　　

5 333　　2 787　　2 546　　　579　　　374

　

黒字団体

　　

124

　

4 834　　2 337　　2 497　　517　　287

　

赤字団体

　　

26

　　

500

　　

450

　　　

50

　　　

63

　　　

87

町

　　　　

村

　　　

12

　　　

56

　　　　

38

　　　　

18

　　　　

2

　　　　

5

　

黒字団体

　　

10

　　　　

37

　　　　

20

　　　　

17

　　　　

－

　　　　　

0

　

赤字団体

　　　

2

　　

19

　　　

18 1　　　　　2　　　　　5

一部事務組合

　　　

58

　　

6 435　　4 193　　2 242　　　307　　　　8

　

黒字団体

　　

56

　

6 379　　4 147　　2 232　　282　　　8

　

赤字団体

　　　

2

　　

55

　　　　　

45

　　　　　

10

　　　　　

25

　　　　

一

合･

　　　　　

■

　　　

227

　　

1 4 275　　　8 307　　　5 968　　　1 638　　　　480

　

黒字団体

　　

194

　

12 780　　7 039　　5 741　　1 178　　349

　

赤字団体

　　

33

　

1 495　　1 268　　２27　　460　　130

- 418 -



(直営方式)決算の状況

(単位

　

百万円)

　　　

年

　　　　　

度

　　　　　　

昭和48年度

　　

比較増減

Ｈ・未ｕ未ａ順靖順団体数再差引団体’ｻﾞ差引

　

（・）

に卜

I）言（（ヅー

　

如

　　　

（Ｌ）

　　

固一如（J）－（Ｌ）

　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　　　

297

　　　　

2

　　　

121

　　　　

－

　　　

176

　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　　　

376

　　　　

1

　　　

192

　　　　

－

　　　

184

　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　

･･

　

79

　　　　

1

　　

A

　

71

　　　　

－

　

ム

　　

8

　　

286

　　　

一

　　　

－

　　　　　

3 839　　　227　　2 132　--　　2　　1 707

　　

286

　　　

－

　　　

－

　　　　　

4 124　　　179　　2 515　　　　14　　1 609

　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　　

A

　

284

　　　　

48

　

･･

　

383

　

－

　

16

　　　　

99

　　　　

1

　　　

－

　　　

－

　　　　　　

24

　　　　

5

　

－

　

118

　　　　

－

　　　

142

　　　　

1

　　　

－

　　　

－

　　　　　

187

　　　　

3

　　　　

86

　　　　

－

　　　

101

　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　

－

　

163

　　　　

2

　

－

　

２０４

　　　　

－

　　　　

41

　　　　

〇

　　　

－

　　　

－

　　　　　

1 593　　　1S2　　1 076　4　　2　　　517

　　　　

〇

　　　

－

　　　

－

　　　　　

1 693　　　113　　1 221　　　　11　　　472

　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　　

ム

　

100

　　　　

39

　

△

　

145

　

，･

　

13

　　　　

45

　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　　　　

11

　　　　

12

　　　　

17

　　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　　　　

17

　　　　

9

　　　　

17

　　　　

1

　　　　

0

　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　　

A

　　

6

　　　　

3

　

△

　　

I

　　

△

　　

1

　　

4

　　

5

　　

286

　　　

－

　　　

－

　　　　

2 213　　　　58　　1 158　　　　－　　1 055

　　

286

　　　

－

　　　

－

　　　　

2 228　　　　54　　1 191　　　　2　　1 037

　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　　

4

　

15

　　　　

4

　

ム

　

33

　

ム

　　

2

　　　　

18

　　　

286

　　　

－

　　　

－

　　　　

4 136　　　229　　2 253　－　　2　　1 883

　　　

286

　　　

－

　　　

－

　　　　

4500

　　　

180

　　

2 707　　　　14　　1 793

　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　　　

み

　

363

　　　　

49

　

- 454　ム　16　　　　91
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その２

　

歳入歳出内訳

第126表交通災害共済事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

昭

　　　

和

　　　

49

　　　　

年

　　

区

　　　　　　　　　

分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

市

　　　　　　　　　　　　　　　

総

　　

額

　

都道府県

｜

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

総

　

額|大都市

　　

共済掛金収入

　　　

8 426　　550　　7 876　　937

　　

分担金及び負担金

　　　　

282

　　　　　　　

0

　　　　

282

　　　　　

一
歳

　

繰

　　　

越

　　　

金

　　　　

4 073　　　　391　　　3 682　　　　386

　　

繰

　　　　

入

　　　　

金

　　　　　

987

　　　　

21

　　　　

％6

　　　　

110

　　　

うち普通会計からの4,の

　　　

のうち人件費及びその他

　　　　

480

　　　　　

12 468　　　　　80

入

　　

業務費に係る額

　　　

両

　　

|

そ

　　　　

の

　　　　

他

　　　　　

507

　　　　　

34

　　　　

473 22

　　

歳

　　

入

　　

合

　　

計朗

　　　

14 275　　　　996　　　1 3 279　　　1 455

　　

総務及び業務費

　　　

1 597　　　　　　36　　　　1561

1　　　274

　　　

人

　　　

件

　　　

費

　　　　

841

　　　　

15

　　　　

826
1　　　128

歳

　　

物

　　　

件

　　　

費

　　　　

598

　　　　

20

　　　　

578
1　　　128

　　　

そ

　　　

の

　　　

他

　　　　

158

　　　　　

－157

　　　　　　

18

　　

共

　

済

　

見

　

舞

　

金

　　　　

4 776　　　　253　　　4 523　　　　476

　　

繰

　　　　

出

　　　　

金

　　　　

1 839　　　　76　　　1 763　　　　157

出

　　

うち普通会計へのもの(Ｃ)

　　　

286

　　　　　

－

　　　　

286

　　　　　

1

　　

そ

　　　　

の

　　　　

他

　　　　　

95

　　　　　

17

　　　　

78

　　　　　

0

　　

歳

　　

出

　　

合

　　

計朗

　　　

8 307　　　　382　　　7 925　　　　907

　　

歳入歳出差引(Ｂ)一朗朗

　　　

5 968 614　　　5 354　　　　548

　　

未経過共済掛金側

　　

1 638　　　305　　1 333　　　445

収

　

普通会計からの繰入金のり

　　

ち人件費及びその他業務費

　　　　

480

　　　　　

12

　　　　

468

　　　　　

80

　　

に係る額

　　　　　　　

両

　　

普通会計への繰出金(Ｃ)

　　　

286

　　　　

－

　　　

286

　　　　

1

　　

未

　　　　

収

　　　　

金朗

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

一

　　　　

一
支

　

未

　　　　

払

　　　　

金如

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

一

　　　　

一

　　

再差引(誓JF)一両十(Ｃ)刊Ｇ)

　　　

4 136　　　　297　　　3 839　　　　　24

－420－



(直営方式)決算の状況(つづき)

百万円・％7

　　

較

構

　

成

　

比

　　　

(単位

　　

比

増減額

昭和48年度

決

　

算

　

額

額
一
村

算度

　　

決

　　

町
一

町

　　

村市都

Ｊ
Ｊ
ぶ

励
忿
訂

ぶ

　
　

Ｊ

麗

　

５

　

加J

100.0

8２.０

５７』

Ｊ
θ
７

　
　
　

一

　

一

＞
Ｈ

Ｏ
３

≫
-
l

≪
!

O
S

　
　
　
　

＜

115.2

　

６５.7

　　

5J

100.0

ム

-

-

４

　

２

　

４

　

２

　
　

３

　
　

８
６

　

６

　

１

　

２

　

３
８
０
５
４
４

　
　

２

　

１

４
６
７
９

　
　

１

　
　

１

　

６

　

５
５
９

　

１

　

９
０
８
２
３

　

３
２

７

　
　

７
４

　
　

１

　
　

２
１

　

３

　

２

　
　
　
　

３
５
２

　
　

４

　

７

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｃ
Ｍ

―

△

7 682

　

344

4 144

　

276

＆

９
５

　
　

７

　
　

９
９

　
　

１

　

０
６
５

　

４
９
１

９
９

　
　

６

　
　

８
０

　
　

４
９
０
４

　

７
３

２

　

４

　
　

３

　
　

２
１

　
　

２

　

５
５

　

１

　

１

　

３

Ｃ
Ｏ

Ｃ
Ｍ

-
■

＼
ｎ

~

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

１

乙

　

119

7 873

4 236

１１３

-

8
5

　

一

　

一

-1883

７

　
　

７

　
　

１

　
　
　
　

３

１

　

６

　
　

一
一

　

５

６

　
　

３

　
　
　
　
　
　
　

２

１

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｃ
Ｍ

０
０

　
　

８

　
　

５
５

　
　

１

　

０
８
３

　

１

　

１

　

６
０
３

　
　

２

　

７

　
　

８

　
　

６

　
　
　
　

３

１

　

７

　
　
　
　

３
３

　
　

４
３

　

２

　

８

　

２

　

９
８
４
９

　
　

４

　

０

　
　
　
　

８

　

一

　

一

　

１

３
３

　
　
　
　

３
４

　

５
２

　

２

　
　

３

　

２

　

２

　
　

１

　
　

２
３

　
　
　
　

２

　
　
　
　

２

１

　
　
　
　
　
　
　
　

６

　
　
　
　
　
　
　
　

２

　

１

　
　
　
　

４

　
　

２

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

２

８

　

１

　

１

　

６

　
　

５

２

　
　

２

2 767

　　　

6

５
０

　
　

４

６
８

　
　

７

９

　

４

　
　

３

－

　
　

6

　

8
6
3
0
7

　

2

一
５

　
　
　
　
　
　

１
１

　

Ｈ5

5 333

　

738

　

462

　

219

　　

57

1 709

　

303

-

一
3
8

　

１
８
２

　

５

０
７

　
　

３

2 787

2 546

　

579

－

－

－

11

7
４

　

Ｏ
一

1593

－421－

．

　 　 　 　 　

．

　 　 　 　 　

｜

｜

　 　 　 　 　 　

．
｜

－

ｉ

－

ｊ

－

－

－

－

－

－

」

－



第127表公立大学附属病

-

　　

区

　　　　　　　　　

分

　　　　

昭

　　　

和

　　

49

　　

年

　　

度

　　

決

　　　　　　　　　　　　　　

都

　

道

　

府

　

県

　

｜

　

大

　　　

都

　　　

市

　　

収

　

益

　

的

　

収

　

入

　　　　　　　　　

22 495 13 099

　　　

医

　　

業

　　

収

　　

入

　　　　　　　　　　

15 960　　　　　　　　　9 578

　

歳

　　

医

　

業

　

外

　

収

　

入

　　　　　　　　　　　

6 534　　　　　　　　　　3 522

　　　　

うち他会計繰入金

　　　　　　　　　　

6 228　　　　　　　　　　　　3 181

　　

資

　

本

　

的

　

収

　

入

　　　　　　　　　　

I 919　　　　　　　　　　　　　817

　　　

地

　　　

方

　　　

債

　　　　　　　　　　　

685

　　　　　　　　　　

151

　　　

他会計借入金

　　　　　　　　

－

　　　　　　　

－

　

入

　

他会計繰入金

　　　　　　　

1 132　　　　　　　618

j

　　　

そ

　　　

の

　　　

他

　　　　　　　　　　

102

　　　　　　　　　　　　　

48

1

　　

歳

　　

入

　　

合

　　

計國

　　　　　　　　　

24413

　　　　　　　　　

13916

　　

収

　

益

　

的

　

支

　

出

　　　　　　　　　

22 437　　　　　　　　13 173

　　

F

　

医

　　　

業

　　　

費

　　　　　　　　

20 703　　　　　　　　12 727

1歳

　　

そ

　　　　

の

　　　　

他

　　　　　　　　　　　

1 734　　　　　　　　　　　　　446

　　　　

うち支払利息

　　　　　　　　　

436

　　　　　　　　

304

j

　　

資

　

本

　

的

　

支

　

出

　　　　　　　　　

2 110 902

　　　

建

　

設

　

改

　

良

　

費

　　　　　　　　　　

1 596　　　　　　　　　　434

j出

　　

地方債償還金

　　　　　　　　

514

　　　　　　　

468

　　

|

　

そ

　　　

の

　　　

他

　　　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　

－

　　

歳

　　

出

　　

合

　　

計(Ｂ)

　　　　　　　　

24 548　　　　　　　　　14075

　　

収

　

支

　

差

　

引IA)-(B)(C)

　　　　　

－

　　　

135

　　　　　

，‘159

　

収

　

積

　　　　

立

　　　　

金叫)

　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　

－

　　

繰

　　　　

越

　　　　

金叫

　　　　　　　　　　

342

　　　　　　　　　　　　　　

0

　　

前年度繰上充用金(Ｆ)

　　　　　　　　

－

　　　　　　　　

1 253

　　

形式収支(Ｃ)一叫十叫一剛Ｇ)

　　　　　　　　　　

207

　　　　　　　

ム

　　　

1 412

｀支

|

翌年度へ繰越すべき財源闘

　　　　　　　　　　

7o

　　　　　　　　　　

－

　　

実

　

質

　

収

　

支(Ｇ)一如

　　　　　　　　　

137

　　　　　

，

　　

1412

― 422 ―



院事業決算の状況

(単位

　

百万円・％)

　　

算

　　

額

　　　

昭和48年度

　　　　

比

　　　　　　　　

較

合

　

い

決゛゛ｌ・（構al七

　　　　　　

35 594　　　　　　　　29 503　　　　　　　6 091　　　　　　　j2θj

　　　　　　

25 538　　　　　　　　20 286　　　　　　　5 252　　　　　　　103.6

　　　　　　

10 056　　　　　　　　9 217　　　　　　　　839　　　　　　　　16.5

　　　　　　　

9 409　　　　　　　　8 737　　　　　　　　672　　　　　　　　13^

　　　　　　　

2 736　　　　　　　　3 754　　　　ム　　1 018　　　　A　　　口θj

　　　　　　　　

836

　　　　　　　　　

1 961　　　　ム　　1 125　　　　，　　　22.2

　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　

25

　　　　

ム

　　　

25

　　　　

ム

　　　

θ.5

　　　　　　　

1 750　　　　　　　　　1619　　　　　　　　131　　　　　　　　　2.∂

　　　　　　　　

150

　　　　　　　　　

149

　　　　　　　　　

1

　　　　　　　　　

θ.θ

　　　　　　

38 329　　　　　　　　33 258　　　　　　　5 071　　　　　　　　100.0

　　　　　　

35 610　　　　　　　　29 266　　　　　　　6 344　　　　　　　jμ.5

　　　　　　

33 430　　　　　　　　27 690　　　　　　　5 740　　　　　　　103.6

　　　　　　　

2 180　　　　　　　　　1576　　　　　　　　604　　　　　　　　jθj

　　　　　　　　

740

　　　　　　　　　

735

　　　　　　　　　

5

　　　　　　　　

θj

　　　　　　　

3012

　　　　　　　　

3 816　　　　－　　　804　　　．　　　μ.5

　　　　　　　

2 030　　　　　　　　2 669　　　　－　　　639　　　　，　　　llS

　　　　　　　　

982

　　　　　　　　　

1 144　　　　4　　　162　　　　4　　　口.9

　　　　　　　　　

一一

　　　　　　　　　　

3

　　　　

－

　　　　

3

　　　　

，

　　　

θ.j

　　　　　　

38 623　　　　　　　　33 084　　　　　　　5 539　　　　　　　100.0

　　　

4

　　　

294

　　　　　　　　　

174

　　　　

－

　　　

468

　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　

－

　　　　　　　

－

　　　　　　

－

　　　　　　

－

　　　　　　　　

342

　　　　　　　　　

185

　　　　　　　　

157

　　　　　　　　　

－

　　　　　　　

1 253　　　　　　　　　1 253　　　　　　　　　0　　　　　　　　　－

　　　

－

　

1 205　　　4　　894　　･･　　川　　　　　　－

　　　　　　　　　

70

　　　　　　　　　

170

　　　　

ム

　　　

100

　　　　　　　　　

－

　　　

－

　　

1275

　　　

－

　　

1064

　　　

－

　　

211

　　　　　　　

－
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第128表企

　

業

　

債

　

等

　

の

　

状

　

況

　　　　　　　　　　　　　　　

(単位百万円)

　　　　　　　　　　　　　

昭

　

和

　

49

　

年

　

度

　

償

　

還

　

額

　

昭和49年度！

　　

“

　　　　

゛

レ

　

（IJ

　

も

　

．

　

|

末現“Ｊ

地方公営企業

　

｜

　

287 690　　　339 100　　　626 790
I　7215

101 ．

　　　　　　　　　　　　

r

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

l

　

法

　

適

　

用

　

企

　

業

　

｜

　

211 41S　　　274 844　　　486 259　　5 856 133 1

　　　　　　　　　　　　

1

　　　　　　　　　　　　

i

　　

水

　

道

　

事

　　

業1

　　

52 2o丿　127 727　　129 934　2 394 774 1

　　

工業用水道事業1

　　

11 157 i　　12 188　　　23 345　　　313 522 ・

　　

交

　

通

　

事

　　

業！

　　

26 16］ 48 033　　　74 195 968 635

1

　　

電

　　

気

　　

事

　　

業

　　　　

8 556　　　　9 426　　　17 982　　　162 202

　　

ガ

　　

ス

　　

事

　　

業

　　　　　

％6

　　　　

1 317　　　　2 283　　　25 481

　　

病

　　

院

　　

事

　　

業

　　　

10 480　　　14 270　　　24 750　　314 689

　　

公共下水道事業

　　

15 156　　48 824　　63 980　　839 702

　　

そ

　

の

　

他

　

事

　

業

　　

86 731　　　13 059　　99 790　　837 128

　

法非適用

　

企業

　　　

76 275　　64 256　　140 531　1 358 ％8，

　　

簡

　

易

　

水

　

道

　

事

　

業

　　　　

1 415　　　3 262　　　4 677　　　67 743

　　

交

　　

通

　　

事

　　

業

　　　　

197

　　　　

140

　　　　

337

　　　

2 648

　　

公共下水道事業

　　　

9 860　　27 990　　37 850　　609 20附

　　

そ

　

の

　

他

　

事

　

業

　　

64 803　　32 864　　97 667　　679 372

国民健康保険事業

　　　

228

　　　

180

　　　

408

　　

4 132

公

　

益

　

質

　

屋

　

事

　

業

　　　　　

１

　　　　　

０

　　　　　

１

　　　　　　

０

農

　

業

　

共

　

済

　

事

　

業

　　　　　

－

　　　　　

－

　　　　　

一

　　　　　

一

公立大学附属病院事業

　　　　

983

　　　　　　

728

　　　　　

1 711　　　11 655 ・

　

･合･

　　　　　　　　　　

■

　　　　

288 902　　340 008　　　628 910　　7 230 888

㈱

　

借換債は除く。

－424－



第129表

　

公営企業金融公庫の貸付状況

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(単位百万円)

　　　　　　　　　

昭和49年

　　　

内

　　　　　　　　　

訳

　　　　

貸

　

付

　　

ｇ

　　

/V -Ml---!
叫市團（i讐√ｎ額

　

上

　

水

　

道

　

事

　

業

　

88 741　12 8丿　48 034　16 743　1 1 132　547 310

　

工業用水道事業

　

14 465　12 355　16611　　11　432　110 716

・交通事

　

一

　

般

　

交

　

通

　　

3 040　　　15J　2 395　　289　　205

　

業

｛

地

　

下

　

鉄

　

６叩

　

ふ

　

6050

1

　

コ

　

り
45 053

　

電

　　

気

　　

事

　　

業

　　

3 685i 3 6よ　　ご　　ー　　　－　　6o 803

2ガ

　　

ス

　　

事

　　

業

　　

ロ29

　　　

491

　　

1 407 263　　　10　　13 346

　　　　　　　　　　　　　　

｜

　

港湾整備事業

　

5 667　37ﾔ　683･　　95　069　47 027

，病

　　

院

　　

事

　　

業

　　

3000

　　　

丿

　　

232

　　

2 151　　　617　　　8 319

　

市

　　

場

　　

事

　　

業

　　

8 851　　1叫　7％5　　　－　　735　　33 346

　

と

　

畜

　

場

　

事

　

業

　　　

－

　　

－I

　　

－

　　　

－

　　　

－

　　

3 620

観光施設事業

　

1 066:　　∠　824　　　242　　　－　　12 591

　

有料道路事業

　

5 820　5 820!　　ニ　　ー　　－ 55 760

　

駐車場整備事業

　　

2 124　　2伺　□53　　114　　－　　8917

　　　

臨

　　　　

海

　

22 536　11 152i　7 2ﾖ　　99　4 027　142 124

　

難霞

ａ

　　　

雲

　

回にこつ詣

　

ご

　

ご卜二

　　　

|

宅

　　　

地

　

4 153　。3 395　758　－

　　　

市街地再開発

　　

2 774!　　う　2 774　　－　　　－　　3ｽﾞｺ2

　

下

　

水

　

道

　

事

　

業

　　

22 341　　243　21 287　　717　　　94　107 372

　

小

　　　　　　

計(a) 216 134　64 3581 107 688　22 276　21 812　　　　－

　

貸付累計額(b) 1 308 754 441 59y 651 634ﾄo3 614 111 912 1 308 754

　　　

公有林整備事業

　　

10 438　　5 450l 1 148　　3 811　　　29　　50 572

　

受

　

託

　

草地開発事業

　　　

965

　　　

う

　　

1601

　

768

　　　

37

　　

4 758

　

貸付

|

小

　　　

計（ｅ）

　

11 403　　5 4501　　1 3081　　4 579　　　66　　　　－

　　　

貸付累計額（d）

　

55 330 9 286i　10 618i　34 792　　　634　　55 330

　

合

　　　

計（ａ）十(c)(e) 227 537　69 8081 1 08 996　26 855　21 878　　　　－

　

貸付累計額（b）刊d）1 364 084 450 88o' 662 252 138 406 112 546 1 364 084

　　　

公立病院特例債

　　

3 0001　　　つ　　232　　2 151　　　617　　8 319

　　　

公営交通事業再

　　　

＿

　　　

」

　　　

づ

　　　

＿

　　　

＿

　

p目t鼎・mmmm

　　

一

　　

つ

　　

ー

　　

－

　　

一

　　

ニ

　　　

|

。営企業再建債

　　　

－

　　　

－I

　　　

ニ

　

ー

　

」

　

－

　　　　　

計

　　　　　

3 000　　　－　　232　2 151　　6白　　8 319

　

地方道路公社（f）

　

12 111　104ｿ　1 670　　－　　－ 25 780

土地開発公社（ｇ）

　

5 400　1 796!　2 964　　　409　　　231　　H 719

　

総合計（ｅ）刊f）十（ｇ）

　　

245 048 82 045 1 13 6301　27 264　22 1091 1 401 583

㈱１

　

公営交通事業再建債及び公営企業借換債については、貸付対象事業の区分に

　　

応じて各事業に含めて計上し、その合計額を更に再掲したものである。

　　

２

　

貸付累計額は、昭和50年３月31日現在のものである。
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その１

　

歳 入
第130表地 方

(単位

　　　

財

億円・％）

　

゜（

　

<
:∵:ｒｒ:

ﾚま

０

ら

果丿

地

　　

方

　　

税

　

88 850 Ll^＼ 71 957 UlJt 16 893 4叫25.5 29.7

　

普

　　

通

　　

税

　

82 811 認.4　66 644 鉛.4 16 167 SS.6 2i丿畝5･

　

目

　　　

的

　　　

税

　　

6 039　忿.∂ 5313　＆j　　　726　1.7＼ 13.7＼2O.Jt

地

　

方

　

譲

　

与

　

税’2 322　lJ.　2 155　j.忿　167　叫　7.7＼ 19.7

　

地方道路譲与税

　　

1 430　θ.7　1 260　θ.7　　　170　θ4　13^　5J’

　

石油ガス譲与税

　　

120

　

θj

　　　

120

　

∂ｊ

　　　

－

　

－

　

－ム18.

　

航空機燃料譲与税

　　　

33

　　

∂.θ

　　　　

24

　

θ.θ

　　　

9

　

θ.∂

　

S7£＼2iθ.θ’

　

自動車重量譲与税

　　　

627

　　

∂J

　　　

663

　　

θ４・

　　

36・OJk 5J,　甜ｊ

　

特別とん譲与税

　　

112

　　

θj

　　　　

88

　

θj

　　　

24

　

0.1＼S,7£　7j;

地

　

方

　

交

　

付

　

税

　

44 296 20.5 34 144 9.7 10 152 21,A Z9.7 17JA.

国

　

庫

　

支

　

出

　

金

　

55 367 邱.7 45 372 26.1　9 995 25.9 22.0μぷ

　

la望教育職員給与費負

　　

12 825　瓦∂　　9 146　5.j　3 679　∂ｊ　如丿名7凛

　

4の他普通補助負担金

　　

18 689　＆7　14 433　∂.j　4 256　10^ 29.5 26M

　

公共事業費補助負担金

　　

22 266　却.j　20 605　11.9　1 661　4.θ　む　忿.e

　　

jR4a蓄設事業費補助

　　

2o 062　∂J1　18 926　10.9　1 136　2.7　∂.θ　7.j

　　

畳霜釜旧事業費補助

　　

2 204　j.θ　　1 679　j.θ　　525　lJ　むＪ・卯ぷ

　

失業対策事業費負担金

　　　

701

　　

θ.j

　　　

586

　　

θ.j

　　　

115

　　

θJ

　

j∂j 15J＼.

　

邸雛頷ｒo

　

86 0.0　　71　θ.θ　　15　o.a ziJ. ４．θ

　

mm.m所在市町村調整

　　　

32

　

θ.θ

　　

27

　

θ.θ

　　

5

　

0.0 1∂.５４ｊヽ

　

釜通安全対策特別交付

　　　

4％

　

θJ

　　　

408

　

θ.忿

　　　

88

　

θＪ

　

幻.∂

　

∂.7･

　

蛋源開発促進対策交付

　　　

242

　

θ.j

　　

91

　

θj

　

151

　

叫165S皆増1

　

難鸚Ｐ゛”

　

，．θ.θ

　　

5

　

θ.θ

　　

25

　

0.1＼500JO皆増l

地

　　

方

　　

債

　

12 748 5.∂　10 290　5j　2 458 5.9 23.9W 4.ft･

使用料及び手数料

　　

2 376　　1.1　　1973　1.1　　　403　j.θ　忿θ4　j∂ｊ‘

雑

　　　　

収

　　　　

入

　　

9 629　4.5　　7 862　4.5　　1 767　4.巳　認.5　jjぶ

　

歳

　

入

　

合

　

計

　　

215 588 100.0 173 753 100.0　41 835 100.0 24.1　194

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

-
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政

その２

　

歳

区

給

給
恩

一

与 係
与
給

関

計

　

出

分

経

般

　

行

　

政

　

経

費

費
費

費

国庫補助負担金等を伴
うもの

　　

長期計画事業費

　　

饗密過疎等対策事業

　　

広域市町村圏振興整

　　

備事業費

臨時土地対策費等

　

臨時土地対策費

　

土

　

地

　

財政

公営企

画

昭和50年度

計

　

画

　

額

74 81

73 67

48 41

2４ ４1

Ｃ

　

6
6
7
5
1
8
2
4
2
5
7
3
ｑ
ｕ

0

　

6
8
7
1
2
3
8
0
0
7
2
3
／
ｏ

４

　

９
３
０
２
６
３
２
１
４
３

　
　

７
９

２

　
　
　
　

７

　
　

３
３

　
　
　
　

１
λ
１

　
　

１

１
１

金
金
金

基
資
出

発
整
繰

開
調
業

　

収益勘定繰出金

　

資本勘定出資金

地方交付税の不交付団体
における平均水準を超え
る必要経費

　

歳

　

出

　

合

　

計

　　

2

　　

1

　　

２

215

11.S

11.1

θｊ

こ
Ｉ
「
汀
．
叫
－
Ｊ
－
叫

昭和49年度

計

　

画

　

額

512
50

19

18

　

3

63

　

2

３
０
２

　
　

１

Ｃ
Ｏ

C
O

―

１１

５
９

１

１

　

２

Ｃ
Ｃ
Ｃ
ｌ
Ｏ
Ｎ

;
ｎ

４
3
5
8
6

　

0

1
1
3
1
1

　
　

４

173
１

　　

(単位

　　

比

一一

　

―

増

　

滅

　

額

2
3
2
4
2
3

10

１

７

３
２

1
1
1
1

41

億円・％）

一

較

滅増
率

ふ８.8

昿θ）

ふ9ｊ

忿5ｊ

み

訟

二
麗
昌
鸞
鸞

Ｓ
Ｑ

Ｃ
Ｍ

訂

澗
諮
ぷ
Ｊ
コ
洽
ご
ぷ
　

㈹

　

昭和49年度の（

　　

）内の数値は、昭和50年度において補助職員等に係る給与

　

費を、一般行政経費から給与関係経費へ組み替えたことに対応して、組替えを

　

行った場合の数値である。
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813

674

139

419

410

009

664

諮

156

212

383

829ヨ

諮

謝

632

123!

s83

1

二i

う

0981

?

倒

900J

門

　　　

（

　

２８Ｊ

　　　

（

　

認４

　

０.5

　　　

『

２２』

　　　

（

が.5

10.8

　

4J

　

1.８

Ｓ６､６

　

ムS，

19J

17j

　

1£

　

θｊ

　

∂.7

　

＆∂

　

θｊ

　

!?.ｊ

　

５ｊ

　

忿.∂

　

０.9

　

j.∂△

　

－

　

θ.∂－

　

0.7＼^

　

乙θ

　

j.θ

　

1.０

　

口Ｊ△

00.0

509)り'6.2)＼{

547

　

認.7

223) ( 55M{･

261

　

58.0

286

　

θ.7

729) ( Z5.6t

691

　

詔.忿

549)(■let a)『，

511

　

却.8

　

180

　

12A

　

843

　

4.4

　

774

　

j.∂

　

161

　

17.1

　

62k 0.1W

072

　

7j

395

　

5.7

677

　

j.∂

170

　

oみ

371

　

5.7

241

　　

5M＼

　　　　　　

』
130

　

θj

610

　

j.

1

402

　

j

白

208

　

忿う

　

＿

　

ご

650ムj.ﾀ4

050

1

　

忿.5

400^ S.S

300

し

3.1

593

　

j.4

572

　

j.4

　

21

　

θ.j

124^ 2.7W

835 100.0

　

国庫補助負担金等を伴

　

わないもの

公

　　　　

債

　　　　

費

維

　

持

　

補

　

修

　

費

投

　

資

　

的

　

経

　

費

　

直轄事業負担金

　

公

　

共

　

事

　

業

　

費

　　

普通建設事業費

　　

災害復旧事業費

　

失業対策事業費

　

一

　

般

　

事

　

業

　

費

　　

普通建設事業費

　　

災害復旧事業費

　

特

　

別

　

事

　

業

　

費

＝ ﾐ １

_ ・

1

1

1

－

！
１

－

－

｜

i

j l

2

1

1

－

o恕

266
釧

4131コ

･90) i

728

･61)

899

829

821

092

617

218

140

988

152

873

658

516

142

728

230

915

583

700

1

1

300

505

813

692

024

753



その１

　

道府県税

第131表

　

地

　　

方

　　

’税

　　

収

(単位

　

百万円・％)

　　　　　　　　　　

昭和50年度

　　

昭和49年度

　　　

比

　　　　　

較

　　

“

　　　　

゛

　

じ

l゛゛

ﾘ

゛゛

べ

ａ

　

（ｕ率

　

普

　　

通

　　

税

　

4 186 042 91.53 475 227　卯.S 710815　眠θ加丿

　

道府県民税丿09 870 μ.j 886 186 訊忿223 684 四.ﾀ舒.忿

　　

個

　

人

　

均

　

等

　

割

　　

3 980　θ.j　　3612　θ.j　　368　θ.θ　加丿

　　

法

　

人

　

均

　

等

　

割

　　　

951

　　

θ.θ

　　

899

　

θ.θ

　　　

52

　

θ.θ

　

5.∂

　　

所

　　

得

　　

割

　

763 855　拡7 600 114 15.7 163 741　21.9＼ 27.了

　　

法

　

人

　

税

　

割

　

341 084･　7.5 281 561　M　59 523　S.0 21丿

　

事

　　

業

　　

税

　

2 062 642 μ.n 652 051　lt3.A 410 591　5U＼ U.ﾀ

　

個

　

人

　

事

　

業

　

税

　　

61 977　　j4　45 685　　IS　16 292　　忿ｊ　お.7

　

法

　

人

　

事

　

業

　

税

　

2 000 665　μ.71 606 366　拡θ　394 299　52,7　糾.5

　

不動産取得税

　

196 245　4.S 190 372　5.θ　5 873　θ.∂　む

　

道府県たばこ消費税

　　

133 894　　2.9　124 893　　jJ　　9 001　　jj　M

　

娯楽施設利用税

　　

58 396　jJ　56 359　j.5　2 037　θj　S.∂

　

料理飲食等消費税

　　

275 311　6.0 224 577　5.9　50 734　∂.S　麗.∂

　

自

　

動

　

車

　

税

　

343 409　7.5 336 499　＆&　6 910　θ.∂　む

　

鉱

　　　

区

　　　

税

　　　　

636

　

θ.θ

　　

635

　

θ.θ

　　　

3

　

θ.θ

　

θ.5

　

狩

　

猟

　

免

　

許

　

税

　　　

I 742　θ.θ　　□35　θ.θ　　　7　θ.θ　θ.4

　

固定資産税（特例分）

　　　

3 722 θ.2　　1803　　θ.θ　　1919　　∂ｊ　加∂.4

　

法定外普通税

　　　

173

　

θ.θ

　　

117

　　

θ.θ

　　　　

56

　　

θ.θ

　

47j

　

目

　　

的

　　

税

　

388 034　＆5 350 611　ﾀ.2 37 423　5.0 10.7

　

自動車取得税

　

174 778　　5.S　168 118 4.4　　6 660　　θ.ﾀ 4.θ

　

軽

　

油

　

引

　

取

　

税

　　

211 914　4.∂　181 146　4.7　30 768 4j　17J)

j

入

　　　

猟

　　　

税

　　　

1 342　θ.θ　1 347　θ.伽　　5，　θ.叫　叫

　　

合

　　　　　　

賢

　

4 574 076　100.03 825 838　100°0　748238　10門　19°6

― 428 ―



入

　　

見

　　

込

　　

状

　　

況

その２

　

市町村税
(単位 百万円・％）

　　　　　　　　　　

昭和50年度

　　

昭和49年度

　　　

比

　　　　　

較

　

ｌｌ

　

ｇ

　　　　

゛

　　

Ｊ１゛゛

〕

ｌ゛゛

　

１・

　

（皺率i

　

普

　　　

通

　　　

税

　　

4 095 031 95.0＼3189 135 糾.∂　905896　邱丿　認４

　　

市町村民税

　

2 136 6691 4ﾀ.?1 609 112　k7.7 527 5S7　5∂ｊ　拡∂

　　

個

　

人

　

均

　

等

　

割

　　

15 088　0.3＼　13 704　叫　　1 384　θj　jθｊ

　　

法人均等割

　　

4 700!　θjl　4 175 θj　　　525　　θjl　12､6

　　

所

　　

得

　　

割1 339 1]31.11 032 370 30.6＼306 805; 32.6 29.7

　　

法

　

人

　

税

　

割

　

777 706　召.θ、558 863　j∂.∂2188]　留.s　卯.2

　

固定資産税

　

1 459 032 認.卵163 473 Si.5 295 559 SH.＼ 254

　

純固定資産税

　

1 401 700　S2.5＼＼113 142　OOrnU] ZOO 558　釦.7　舒.9

　　

土

　　　　

地

　

623 7]μ2 459 468　13.61 164 2851 17.5　訂.&

　　

家

　　　　

屋

　

448 476 10,ﾖ379 083　n.忿　69 393　7.4　認丿

　　

償

　

却

　

資

　

産

　

329 471　7.6＼ 274 591　幻　54 880!　5.8 20.0
1

　

交

　　　

付

　　　

金

　　

12 663　θj　10 863　θj　　l8]　θ.君　μ.∂

）i

　　

#

　　

ｌ=44 669 j々　39 468 IS　　5 201!　　θ.J　13S

1

　

軽

　

自

　

動

　

車

　

税

　　

29 126　θ.7!　29 178　　0.9W　　52－　0.0＼^回

　

市町村たばこ消費税

　　

235 290 瓦ﾝ219 472　　∂Ｊ;　1s818　　j.7　　7.忿|

　

電

　　　

気

　　　

税

　　

129 939　j.θﾄo3 470　む　26 469　忿.s　認.∂
｜

ガ

　　

ス

　　

税

　　

9 868i　0､2　H 219　θ.弘　135いθ'.2U 12.0

｜鉱

　　

産

　　

税｢

　

2 0621　こ 1 414　　θ.θ　　　648　　θ.j　諮.S

｜

　

木

　

材

　

引

　

取

　

税

　　　

320
ﾘ

　

θﾀﾞ

　

2 123　θで　1 086　θjl　5j‘忿

　

特別土地保有税

　　

85 520　　口.θ　45406　　j.4･　39 n411　　4.21　84j

　

言亨昔芸通税及び旧法

　　　

43

]

　

み

　

3 268　　御　　1oﾊﾟ　θj　j忿丿

　

目

　　　

的

　　　

税

　　

215 910 5.0 180 751　I　35 159　J.71　勁丿

　

入

　　　

湯

　　　

税

　　　

6 652 θ.忿･　　4578　　0.1　　2 074 θ.口･　μｊ

　

事

　　

業

　　

所

　　

税

　　　

22 149　　θ･ダ　　　ー　　ノ　22 149!　忿.41　皆増

　

都

　

市

　

計

　

画

　

税

　　

186 862　μづ75 895　5.21　10 967J　j.2　∂.2

　

談Ｐｏ９剛リ

　

ゾヅ278十
二千幽

　

■

　　　　　　

剔‘

　　

! 4310941^ 100‘03 369 886　1 00°0;941 055ﾄ00.0j　27.9j

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

-
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その１

　

算定基礎

第132表地

　　

方

　　

交

　　

付

　　　　　　　　　　

｜

　　　　

昭

　　

和

　　

50

　　

年

　　

度

　　　

’

　

区

　　　　　　　　　

分

　　　　

当

　　　

初

　

｜

　

補

　　　

正

　

ｌ

　

最
（ｉ

　

終

国

　

所

　　　　

得

　　　　

税

　　　

6 605 000　- 1 184 000　　　5 421 000 ･

・

E

人

　　　　　

税

　　　

6 141 000　－2 132 000　　　　4009 000

1

几

　　　　　

税

　　　

1031000

　

－

　

123 000　　　908 000

j

　　　

計

　　　　　　　　

固

　　　

13 777 000　－ 3 439 000　　10338000

　

法

　

定

　

繰

　

入

　

率(%)(B)

　　　　　　

32.0

　　　　　　　

32.0

　　　　　　

32.0

　　　　　　　　

固×（Ｂ）

　　　

4 408 640　" 1 100 480　　　　3308 160 1

　

精

　　　

算

　　　

分

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－・

地

　

49年度特例措置分

　　　　

一

　　　　

－

　　　　

－Ｉ

方

　　　　　　　

計

　　　　

（Ｃ）

　　

4 408 640　－ロ00 480　　　3 308 160

交

　

臨時地方特別交付金剛

　　　　　

－

　　　

22 000　　　22 000

付臨時沖繩特別交付金叫

　　　

20 900　　　　　－ 20 900 11

税借

　　

入

　　

金（Ｆ）

　　　

一

　　

ロ19 980 1 119 980
，

　

返

　　　　

還

　　　　

金（Ｇ）

　　　　　　

12

　　　　　　

－ J2

　　

合計（Ｃ）刊Ｄ卜（句十（Ｆ）十㈲

　　　

4 429 552　　　　41 500　　　4 471 052
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税

　　　

の

　　　

状

　　

況

(単位

　

百万円・％)

　　

昭

　　

和

　　

49

　　

年

　

度

　

l

　　

j=ﾋ

　　　　　　

ｔ

当

　　　

（ｌ

　

旧

　　

終｜増

(ａ)一(b) (0額｜増(ｃｿ(b)xioo率

　　　　　

4 759 000　　　　　5 542 000　　　　－　121 000　　　　－　　　口.忿

　　　　　

4 928 000　　　　　5 755000　　　　･･ 1 746 000　　　　－　　　30j

　　　　　　

885 000　　　　　　885 000　　　　　　　23 0C0　　　　　　　　　2.∂

　　　　

10 572000　　　　　12 182 000　　　　･･ 1 844 000　　　　－　　　15.1

　　　　　　　　

32.0

　　　　　　　　

32.0

　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　

－

　　　　　

3 383 040　　　　　3 898 240　　　　　ム　590080　　　　･･　　　15j

　　　　　　

167 207　　　　　436 297　　　　－　436 297　　　　　皆　　減

　　　

A

　

167 960　　　　－　167 960　　　　　　　167 960　　　　　　　　　--

　　　　　

3 382 287　　　　　4 166 577　　　　　ム　858 417　　　　－　　　20.6

　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　

㎜

　　　　　　　　　

22 000　　　　　　　皆　　増

　　　　　　

32 100　　　　　　32 100　　　　－　11 200　　　　－　　４.ﾀ

　　　　　　　　　

ｰ

　　　　　　　　　

四

　　　　　　　　

1 119 980　　　　　　　皆　　増

　　　　　　　　　

10

　　　　　　　　　

10

　　　　　　　　　　

2

　　　　　　　　　

口θ.θ'

　　　　

3 414 397　　　　　4 198 687　　　　　　　272 365　　　　　　　　　6.5
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第132表地

　

方

　

交

　

付

その２

　

普通交付税算定状況(昭和50年度)

　　　　　　　　　　

基

　　

準

　　

財

　　

政

　　

需

　　

要

　　

額

　

｜

　

基

　　

準

　

区

　　　　　

分

　

|

財源不足団体1財源超過団体|

　　　

計

　　　

|財源不足団体

･･都

　

道

　

府

　

県

　　

4 715 674　　1 155 424　　5 871 098　　2 394 049

　

市

　　

町

　　

村

　　　

4 312 207

（温言　言言　2

421 221

　　

大

　　

都

　

市

　　　

818 685　　（ヅ鯉　％ゴ　　643 165

　　

都

　　　　　

市

　　　

2 001 699　　　　325 275　　　2 326 975　　　1 320 798

　　

町

　　　　　

村

　　　

1 491 823　　　　　26 785　　　1 518 608　　　　457 258

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

f517 796)　(517 796)
J合

　　　　　　

計

　　　

9 027 88≒ 2 025 280　　　11 053 162　　　4 815 270

㈱１

　

本表の額は再算定後の数値である。

　

２

　

市町村分については、一般算定団体と合併算定替団体とを単純に合算したも

　

３

　

特別区については、単独では財源不足となるが、地方交付税法第21条（都

　

過団体として算入し、（

　　

）内書きとした。

その３

　

交付状況

ｓ

　　

゛

ｌｌ．ﾆ:（;ｓJJVi1万　；

１

　

；

　

；

　

に

剣

　

二

　

二

∩ド三宍E三

合

　　　　　　　　　　

計

　　　　

4 202 779　　　　　268 273　　　　　　4 471 052
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税 の 状 況（つづき）

(単位

　

百万円・％)

　

財

　

政

　

収

　

入

　

額

　　　　　　　　　　　　　　　

普

　

通

　

交

　

付

　

税

　　　　　　　　　　　　

|

財源超過額

　

財源不足額
財源超過団体|

　　　

計

　　　　　　　　　　　　　　　　

交

　

付

　

額|構

　

成

　

比

　　

1 312 103　　　3 706 152　　　156 679

1　2

321 625　　2 316 488　　　　55.1

　

(478 411)　(478 411)　o 39 386)

　　

902 060　　　3 323 281　　　　32 203　　1 890 986　　1 886 290　　　　μ,9

　

(478 411)　(478 411)　0 39 386)

　　

478 411　　　021 576　－ 39 386　　175 520　　174 628　　　　4.名

　　

386 471　　　007 269　　　61 196　　680 901　　　678 722　　　　16.1

　　　

37 178　　　494 436　　　10 393　　1 034 565　　1 032 940　　　　2ふ.6

　

(478 411）　(478 411）（･39 386)

　

2 214 163　　　7 029 433　　　188 883　　4 212 611　　4 202 779　　　　100.0

のである。

等の特例)の規定に基づき、東京都分と合算した場合財源超過となるので財源超

(単位

　

百万円・％)

　　　

昭

　　　

和

　　　

49

　　　　

年

　　　

度

　　　　　　

比

　　　　　　　

較

普通交付税|特別交付税|

　　　

計

　　　

|

増

　

滅

　

額|増

　

滅

　

率

　　

2 097 502　　　　　73 137　　　　2 170 639　　　　　221 579　　　　　　-Z0.2

　　

1 858 421　　　　　169 627　　　　2 028 048　　　　　50 785　　　　　　　忿.ぶ

　　　

178 567　　　　　　8 871　　　　　187 438　　－　　3 213　　－　　　1.7

　　　

715 462　　　　　75 803　　　　791 265　　－　26 879　　･･　　　＆4－

　　　

964 391　　　　　84 953　　　　1 049 344　　　　　80 878　　　　　　　7.7

　　

3 955 923　　　　242 764　　　　4 198 687　　　　272 365　　　　　　　6.5
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第133表

　

地 方

　　　　　　　　　　　　　

昭和50年度当初計画

　　　

追

　

加

　

計

　　

ｇ

　　　

゛

|

・剛郎回卜募

ﾄ

（ｏｈ

　

一

　

般

　　

会

　

計

　

債

　　

10 684　　7 119　　3 565　　1 460　　1 203

　　

一般公共事業

　

1060

　　

443

　　

617

　

1 101　　872

　　

公営住宅建設事業

　　

2 960 1 694

1　　1

266　　　　--　　　　-

　　

災

　

害

　

復

　

旧

　

事

　

業

　　　

561

　　　

561

　　　　

－ 330　　　　302

　　

義務教育施設整備事業

　　

1 964　　I 886　　　　78 29　　　　29

　　

産業廃棄物処理事業

　　　

20

　　　　

10 10　　　　－　　　　－

　　

一般単独事業

　

1 830　　　　785　　1 045　　　　－　　　　－

　　

辺地及び過疎対策事業

　　　

975

　　　

975

　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　

同

　

和

　

対

　

策

　

事

　

業

　　　

550

　　　　

550

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　

新産業都市等建設事業

　　　

284

　　　

110 174　　　　－　　　　－

　　

公共用地先行取得事業

　　　

480

　　　

105

　　　

375

　　　

－

　　　

－

　

準

　

公

　

営

　

企

　

業

　

債

　　

緞l

　

ぬ（ﾐ塵（コ（ぶ

　　

港

　

湾

　

整

　

備

　

事

　

業

　　　

390

　　　　

234

　　　

156

　　　　

－

　　　　

－

　　

下

　

水

　

道

　

事

　

業

　　

3 450　　2 76引 687　　　608　　　290

　　

地

　

域

　

開

　

発

　

事

　

業

　　

1 924　　　－　　1 924　　　－　　　－

　　

箕;SI輦整備事業・草地開

　　

(145)

　

（一）

　

(145)

　

（－）

　　

（一）

　

公

　

営

　

企

　

業

　

債

　　

8 563　　3 65ｙ　4 908　　1 061　　　156

　　

電

　　

気

　　

事

　　

業

　　　

130

　　　

7（

　　

52

　　　

－

　　　

－

　　

上

　

水

　

道

　

事

　

業

　　

5 410　　2 630 j　2 780　　1 000　　　133

　　

工業用水道事業

　　

480

　　

163

　　

317

　　

58

　　　

23

　　

都市高速鉄道事業

　　

1 750　　　　539　　i 211　　　　－　　　　－

　　

一

　

般

　

交

　

通

　

事

　

業

　　　

125

　　　　　

63

　　　　

62

　　　　

－

　　　　

－

　　

有

　

料

　

道

　

路

　

事

　

業

　　　

131

　　　　

― 131　　　　　3　　　　－

　　

市場ヽガスヽ観光等事業

　　　

537

　　　

18ｙ

　　

355

　　　

－

　　　　

一

　

特

　

別

　　

地

　

方

　

債

　　

3 207　　3 207　　　　－ 46　　　　46

　　

住

　　

宅

　　

事

　　

業

　　　

237

　　　　

237

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　

病

　　

院

　　

事

　　

業

　　　

690

　　　　

690

　　　　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　

厚生福祉施設整備事業

　　　

910

　　　

910

　　　　

－ 10　　　　10

　　

一般廃棄物処理事業

　　

1050

　　

1050

　　　　

－ 10　　　　10

　　

讐ぶム％苓塁

　　

駕

　　

眉

　　

二

　　

竺

　　

さ

　　

再

　　

掲

　　

゛≒瓜田（1門

　

（品

　

口

　

口

ぽな

タ
を柔/再を

§

　

28 2?　16 9?　11 1　で　16？

ぼ
立

別
病

箭
特

貸
例

篇

　　

1ご

　　

1ご

　　　

二

　　　

ｊ

　　　

ｊ

　

特

　

例

　　

地

　　

方

　

債

　　　

－

　　　

－

　　　

－

　　

10 632　　　2000

　

J

　　　　　

ｔ

　

2

詣

　

1
心

　

1

偕

　

1

謳i

　

偏

㈱１

　

公有林整備事業・草地開発事業の（

　　

）書きは、公営企業金融公庫が農林漁

　　

２

　

特別地方債の|　　｜書きは、一般会計債の同和対策事業、産業廃棄物処理事

　　

金分である。
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債

　

画

一
公 募

5
7
2
9
一
2
8
一
一
一
一
一
一
石
ｍ
一
３
１
８
一
、
つ
竺
混
一
「
一

　

一
一
一
一
一
一
て
っ
宍
？
一

　　

－

　　

－
8 632

　

(－)

10112

計 画

昭和50年度修正後計画

総額固

12 144

　

2 161

　

2 960

　　

891

　

1 993

　　　

20

　

1 830

　　

975

　　

550

　　

284

　　

480

　

(145)

　

6 372

　　

390

　

4 058

　

1 924

　

(145)

　

9 624

　　

130

　

6 410

　　

538

　

1 750

　　　

125

　　　

134

　　　

537

　

3 253

　　

237

　　

690

　　

920

　

1 060

　　

296

　　　

50

《1 281》

　

(145)

　

31393

　　　

10

　　　

－

　　　

127

　　　

－

　

10 632

　

(145)

　

42 162

政府資金

8 322

1 315
1 694

　

863

１
‐
‐
‐
－
‐
ゝ

－

　

－
ｉ
Ｉ
Ｉ

　

－

　

－
―
－
ｉ
ｉ
－
－

5
0
5
5
0
0
S
j
7
4

－
１
８
７
５
１
０

　

８
３

９

　

７
９
５
－
―
一
２
２

－

　
　
　
　
　
　

ぐ
３

3 053 1

　

－

(－レ

3811・

　

78 1
2 763

　

186

　

539

　　

63

　　

-

　

182

１

　

１

ａ

　

920

1 060

　

296

　

50

281))
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26 333　　22 266　　4 067　　　18^

j

　　　　　

簒通建設事業費補助負担

　　　

23 255　　20 062　　　3 193　　　15.9

　　　　

釜害復旧事業費補助負担

　　　

3 078　　　2 204　　　　874 39.7

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1

　　　

失業対策事業費負担金

　　　

758

　　　　　

701

　　　　　

57

　　　　　

＆j・

　　　

蛋要青果施設等所在市町村助

　　　　

105

　　　　

86

　　　　

19

　　　

認ji

　　　

施設等所在市町村調整交付金

　　　　

36

　　　　　

32

　　　　　

4

　　　

j忿ｊｌ

　　　

交通安全対策特別交付金

　　　　

498

　　　　　

4％

　　　

2

　　　

O.i

　　　

電源開発促進対策交付金

　　　　

240

　　　　

242

　

ﾑI

　　　

2

　　

ム

　

θ.∂

　　　

符蛋防衛施設周辺整備調整交

　　　　

5o

　　　　

30

　　　　

2Oa吋

　

地

　　　　　

方

　　　　　

債

　　

29 169　　12 748　　16 421　　i2S.s i

使用料及び手数料

　　

3 304　　2 376 928　　　　卯丿

　

雑

　　　　　　

収

　　　　　　

入

　　　

11 840　　　9 629　　　2 211　　　留.θ1

　　

歳

　　　

入

　　　

合

　　　

計

　　　

252 595　　215 588　　37 007　　　17.2
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歳

計

出

画

(単位

　

億円・％)
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区

　　　　　　　　　　　

分

　　

i昭和51年度i昭和50年度｣増

　

滅

　

額|増

　

減

　

率

　

給

　

与

　

関

　

係

　

経

　

費

　　

87 169　　74 813　　12 356　　　狸.5

　　　

給

　　　　

与

　　　　

費

　　

85 716　　73 674　　12 042　　　狸丿

　　　　　

義務教育関係職員

　　

29 899　　26 784　　3 H5　　11.6

　　　　　

警

　　

察

　　

職

　　

員

　　　

8 976　　7 876　　　1 100　　　14.０

　　　　　

諸賢背馳潔畝

　

46 841　　39 014　　　7 827　　　20.1

　　　

恩

　　　　

給

　　　　

費

　　　

1 453　　1 139　　　314　　　27.6

　

一

　　

般

　　

行

　　

政

　　

経

　　

費

　　　

55 330　　48 419　　　6911　　　μ.j

　　　

国庫補助負担金等を伴うもの

　　　

28 834　　24 410　　　4 424　　　圃.j

　　　　　

生

　

活

　

保

　

護

　

費

　　　

7 911　　　6 682　　　1 229　　　認.4
児

　

童

　

保

　

護

　

費

　　　

3 783　　3 103　　　680　　　鯉.∂

　　　　　

老

　

人

　

保

　

護

　

費

　　　

1 236　　　998　　　238　　　留.∂

　　　　　

老

　

人

　

医

　

療

　

費

　　　

2 657　　　2 107　　　　550　　　26j

　　　　　

精

　

神

　

衛

　

生

　

費

　　　

10％

　　　

1 081　　　　15　　　　j.4

　　　　　

その他の一般行政経費

　　　

12 151　　　10 439　　　1 712 j∂４

　　　

回庫補助負担金を伴わないも

　　　

26 496　　24 009　　　2 487　　　却.4

　

公

　　　　　

債

　　　　　

費

　　

13 997　　9 664　　4 333　　　4μ

　

維

　　

持

　　

補

　　

修

　　

費

　　　

4 110 3 866 244　　　　　δ.j

　

投

　　

資

　　

的

　　

経

　　

費

　　

84 753　　70 778　　13 975　　　19.7

　　　

直轄事業負担金

　　

2 458　　2 156　　302　　μ.θ

　　　

公

　

共

　

事

　

業

　　

費

　　

43 219　　36 212　　7 007　　　却.J

　　　　　

普通建設事業費

　　

39 308　33 383　　5 925　　m7

　　　　　

災害復旧事業費

　　　

3 9H　　2 829　　1 082　　銘.忿
：

　　　

失

　

業

　

対

　

策

　

事

　

業

　

費

　　　

1 128　　　1 043　　　　85　　　　8.1

　　　

一

　

般

　

事

　

業

　　

費

　　

15 800　　14 029　　1 771　　　12.6

　　　　　

普通建設事業費

　　

15 485　　13 757　　028　　j乙∂

　　　　　

災害復旧事業費

　　　

315

　　

272

　　　

43

　　

岱.&

　　　

特

　

別

　　

事

　

業

　　

費

　　

22 148　　17 338　　4 810　　　匹7

　　　　　

長期計画事業費

　　

H 216 9 632　　　1 584　　　164

　　　　　

過密過疎等対策事業費

　　　

7 349　　　6 123　　　1 226 20.0

　　　　　

豪芸市町村圏振興整備事

　　　

1 583　　　1 583　　　　　0　　　　－

　　　　　

賢時市町村道路整備事業
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－

　　　

2 000　　　皆増
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土

　

地

　

対

　

策

　

費

　　　　　

－
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営
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業

　

繰

　

出

　

金

　　　

4 836　　4 098　　　738　　　18.0

　　　

収

　

益

　

勘

　

定

　

繰

　

出

　

金

　　　

3 115　　2 385　　　730　　　30j
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本

　

勘

　

定

　

出

　

資

　

金
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顕鸚鸚頂詣齢o
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歳

　　

出

　　

合

　　

計

　　　

252 595　215 588　　37 007　　　17.2

― 441 ―



第137表

　

地 方

　　

税 収

－

　　　　　　　　　　　　　　

ｌ

　　　　

ｌ
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税
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府
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｜

　　　　　　　

，

　　

（Ｉ）普

　　　　

通

　　　　

税

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｉ

　　　

１道

　

府
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民

　

税

　　　

11 099　　　　207　　　11 306 ，
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人

　

均

　

等

　

割

　　　　　　

40

　　

4

　　　　

5 35 ’

　　　　

法

　

人

　

均

　

等

　

割

　　　　　　

10

　　　　　　　

0

　　　　　　

10

　　　　

|

所

　　　　

得

　　　　

割

　　　　　

7 638　　　　　　971　　　　　8 609 ＝

　　　　

法

　　

人

　　

税

　　

割

　　　　　

3 411　･･　　　759　　　　　2 652

　　　

2

　

事

　　　　

業

　　　　

税

　　　　　

20 627　・　　4 346　　　　　16 281

　　　　

個

　　　　　　　　　

人

　　　　　　

620

　

－

　　　

70

　　　　　　

550

　　　　

｛

法

　　　　　　　　　　

人

　　　　　

20 007　　・　　4 276　　　　　15 731

　　　

3

　

不

　

動

　

産

　

取

　

得

　

税

　　　　　

1％3

　

･･

　　　

44 1 919

　　　

4道府県たばこ消費税

　　　　

1 339　　　　　69　　　　1 408j

　　

5娯楽施設利用税

　　　　

584

　

･･ 45　　　　　　539

　　　

6料理飲食等消費税

　　　　

2 753 80　　　　　2 833

　　　

7

　

自

　　

動

　　

車

　　

税

　　　　

3 434 396　　　　　　3830 1

　　　

8

　

鉱

　　　　

区

　　　　

税

　　　　　　　

６

　　　　　　　

ｏ

　　　　　　　

６

ｊ

　　　

９

　

狩

　

猟

　

免

　

許

　

税

　　　　　　　

17

　　　　　　　　　

0

　　　　　　

17

　　

10

　

法

　

定

　

外

　

普

　

通

　

税

　　　　　　　

２

　　　　　　　

０

　　　　　　

２ｊ｜

□

　

固定資産税（特例）

　　　　　

37

　　

4 4　　　　　　　　33

　　　

普

　

通

　

税

　

計

　　　　　　　

41 861　　4 3 687　　　　　38 174

　

㈲

　

目

　　　　

的

　　　　

税

　　　

１自動車取得税

　　　

1 747　　　　5ﾊﾟ1800

　　　

2軽

　

油

　

引

　

取

　

税

　　　　

2 120　－ 119　　　　　2001

　　　

3

　

入

　　　　

猟

　　　　

税

　　　　　　

13

　　　　　　　　　

1

　　　　　　　

14

　　　

日

　　

的

　

税

　

計

　　　　　　　　　

3 880　　，　　　65　　　　　3 815

　　

道

　

府

　

県

　

税

　

計

　　　　　　　

45 741　　，　　3 752　　　　41 989

叫）市

　

町

　

村

　

税

　　　　　　　　　

l
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1
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― 442



況込

　　

状入

　　

見

(単位

　

億円・％)

度年

増

　　

減

　　

率

　

(Ｅ)／固Ｘ100

　

９６ｊ

μ２ｊ

260.0

103£

　

78.０

o
ｏ

i
n

ｏ
ｑ

９
即
認

　

se.s

105j

　

92j

μ

1S9.８

１００､0

100､０

100.0

　

88.8

　

91J^

10S.0

119､８

μ

11Z.2

　

93.2

２

　

７
６
７
２
３
７
６
０
９
５
０
８
０
０
０
６

　

９

　
　
　

３
０
１

　

４

　

５

３
５

　

１

　

４
５
６
２
３
６
６
４
８
６

　
　
　
　
　
　
　
　

８

　
　
　

５
２

　
　
　

７

　

１

４

　
　
　
　

２

　

７
３

　

１

　

２

　

２

　
　
　
　
　

３

　
　
　
　
　
　
　
　

５

　
　
　
　

４

　
　
　

４

　

１

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

４

　
　

４

　
　
　
　
　
　
　

１

　
　
　
　
　
　
　
　

３

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

３

１

　
　
　
　
　
　

ム

　

｀

　

△

　

｀

　

４

　
　

ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　

｀

　
　

一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

心

98』2S6心

― 443 ―

る収

10 667

9
7
２
6

　

7 885

　

2 659

16 264

　　

493

15 771

　

1 703

　

1 408

　　

539

　

2 833

　

4 802

６
７
２

　

１

　
　

１

　
　

C
Ｏ

38 272

1800

2 540

　　

14

　

4 35４

42 626

21 no

和

　　　　　

51

税制改正による

増減収額

9
2
6
4
7
7
7
0
6

3
6
1

　

2

　
　

1

　

5

　

4

　

1

　

一

　

一

６

　
　
　
　

７

　
　
　
　
　
　
　

２

｀

　

ム

　
　
　

＆

　
　
　

ム

　

ー

　
　
　

｀

一
7
2
一

　

一

　

一
2

　

9
8

　

9

　
　
　
　
　
　
　
　

△

3
9

　

一

　

3
9

　

3
7

1 onム

１

-

-

ｌ

ｌ

－

-

-

-

-



第137表

　

地

　

方

　

税

　

収

　

入

〉

　　

¨

　

宍仏

寺奥自

毎

に

　　　

個

　

人

　

均

　

等

　

割|

　　　　

151

　

･･

　　　　

17

　　　　　　

134

　

聡

で

　

ｌ

　

＜

　　

ｌ

　

卜

ご‰、

ミ

　

］

　

ミ

　

汗汗五

　　

ダ

　

ｌ

　　

：

　

ｊ白白

二

☆

　

二

植）目

　　　　　

的

　　　　

税

　

ﾒ言ト

トレ

づ了伴

　

べ

　

ｉ

－444－



見

　　

込

　　

状

和

　　　　　

51
一

税制改正による
増減収額

＿二p二__

５
８

　

４

　

１

　

１

　

２
４

４

　

１

　

４
３

　
　

１

　

４

　

一

　

一

９
り

Ｉ｛

.ム

7
5
一
〇
６

一
二
一
9
０
6

-

4
7
１

　

８
８

　
　

７
８
１

一

　

4
8
5

　

6
3
8
5
2
2

　
　
　

｀

　
　
　

｛

　

一

況（つづき）

年

　　

3?7

　　

121

14 ４87

　

6 125

16 983

　

7 263

　

5 384

　

3 672

16 319

２

　

２

　

４
９
４

　

6
0
4

4

　

2
6
3
7

　

１

　

０

　

２

１

　

５
６
３

　

４
３

　

１

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

２

　

１

　　　

27

　　

７９７

　　　

４3

43213

　　　

67

　　

789

　

2 133

　　　

2

　

2 991

46 204

4２

46

88

度

Ey

-

―445 ―

ＺＸ

　

226

　　

74

1 096

1 652

2 392

1 025

　

899

　

377

－１
６
５

　

１
８

　

１

　

７

　

２

　

３
５
９

　

０

　

３

　
　

０
８
４

　

０

　

２
５

　
　

５
５
０

０

　

１

　

７
９
４

　

２

　

１

　
　
　
　
　
　

５

　
　
　

６

　
　
　
　

６
６

　
　

３
９

　
　

１
９
２

３

　
　
　
　
　
　
　

１

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｃ
Ｎ

　
　
　
　

５

　

２

　
　

８
０

　
　

１
０

２

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

２

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

３

　
　

３
３

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

心

　

｀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

心

　
　

｀

(単位

　

億円・％)

増

　　

減

　　

率

　　

{E)/{A)×100

2L9.7

舒７４

108.2

　

７８ｊ

ｌＵＪｔ

116J^

1W.0

llLk

1164

112.7

116.8

115M

116､5

友

友

１０２.0

11ｗ

　
　
　
　

ｏ

４
ｊ

　

・

４
ｊ

　

θ

Ｑ
ｏ
タ

　

θ

　
　
　
　

Ｔ
-
H

1０５.５

１００.０

３５７.0

114.1

100.0

138.5

107.2

　

93j

107.2

100.0

面に対する増減

収額㈲)一面

１

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

１

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

’

χ゛´／

　　　　

ｌ

　　　　

ゝ－／

　　　　

Ｉ

　　　　

ＩＩ 、　　　　　　　　　　｜

ｌ

｜

　　　　　　　　　　　

｜

－
｜

－
｜

１

：

１

１

｝



第138表

　

地

　

方

　

交

　

付

　

税

j∵ドレヨヨドヨ

　

酒

　　　　　　　　

税

　　　　

1071000

　　　

1031000

　

･･

　

123000甘乱祐,ﾐに∧∃＞鸞千平

1玉白白

∧

三二三

ﾂﾞ≒

１

;

諭

ぶヅ

　　　

51874::　　442951:　　　41500

第139表

　

地 方

）

　　

（ｒ留ｒll皺11リ

　　

（ｒＶｒ儡ｕｌ

ト般会計債

　　　　　　　　　

下水道事業

　

3 997 3 450　547
1一般公共事業

　

7 042 1 225 5 817　地域開発事業　2 208 1 924　284
j

　

公営住宅建設事業

　

3 332　2 ％0　372　　臨海土地造成事
１災害復旧事業

　

751

　　

561

　　

190 業　　　　　　　1 018　885　　133

1

　

摯泰教育施設整備

　

2 850　1％4　886･　窟雲ぶ菜用地等 270　235　　35

　

泰業廃棄物処理事

　　

，o

　　

，o

　　

訓

　　

復業票ｓ団地造

　　

107

　　

89

　　

18

1一般単独事業

　

4 300 1 665 2 635　　都市開児事業　500　430　70
1

　

業詣及び過疎対策

　

1090

　

975

　　

115
集宅用地造成事　　313　285　　28

＝懇詰轟JI

　

750

　

550

　

200･谷乱鵠纂業素業･ (200) (145) (55)

　

事業

　　　　　　　　

260

　

284h

　

24 (200) (145) (55)

i謔毘゛0200

　

480ム

　

280

　　　　　

計

　　　

6 635 5 764　871

1

　

調

　　　　　　

整

　

I 329　　－　1 329公　営　企　業　債
！

　　　

計

　　　　

21 924 10 684 11 240 電　気　事　業　　70　130・　60
1

　　　　　　　　　　　　　　　　

上水道事業7 150 5 410 040
準公営企業債

　　　　　　　　

｜工業用水道事業

　

490

　

4801 10
；港湾整備事業

　

430

　

390

　　

4O都市高速鉄道事業

　

２080　1 750　330

㈱１

　

公有林整備事業及び草地開発事業の（

　

）書きは、公営企業金融公庫が農林漁

　　

２

　

特別地方債の産業廃棄物処理事業、同和対策事業、下水道事業及び上水道事

　　

水道事業及び公営企業債の上水道事業に含まれている厚生年金資金及び国民年

　　

３

　

特別地方債のうち。厚生福祉施設整備事業の社会福祉施設等及び一般廃棄物

　　

４

　

昭和50年度の一般公共事業には、一般単独事業（公園緑地事業）分165億円

　　

る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　

－446－

｜

　　　　　　　　　　　　

昭和51年度’

　　　

昭

　　

和

　　

5Oマ
｜

　

区

‥

　　　　

T

‥｜

　　

（３）

　　

，当

　

初（b）l補

　　

正｜



の

　　

算 定

　　

基

　　

礎
(単位 百万円・％）

　

度

　　　　　　　

比

　　　　　　　

較

　　　　　　

増

　　　

滅

　　　

率

　　　　　　　

|

対前年度当初

　

対前年度最終

　

対前年度当初

　

対前年度最終
最

　

終（ｃ）（ａ）－（b）（d）|（ａ）－（ｃ）

　

（ｅ）

　

(d)/(b)

　　

｜

　

(e)/(c)

　　

｜

　

10 338 000　　－ 1 697 000　　　　1 742 000　　･･　　　１２ｊx　　　　　16j

　　

5 421 000　　　-≫ 204 000　　　　980000　　　4　　　3JL　　　　　　j＆jl

　　

4 009 000　　　・1 533 000　　　　　599 000　　，　　２５.0　　　　Iふ.9

　　　

908 000　　　　　40 000　　　　　163 000　　　　　　　J.9　　　　　　18.0

　　

3 308 160　　　－ 598 984　　　　501 4％　　－　　　13.6　　　　　　j瓦忿

　　

3 308 160　　．　543 040　　　　557 440　　－　　　j忿J　　　　　　16.9

　　　　　

－

　　

a

　

55 944　　－　55 944　　　　　　－　　　　　　－

　　　

22 000　　　　　63 600　　　　　41 600　　　　　　皆増　　　　　μ幻

　　

l l 19 980　　　　1 314 100　　　　194 120　　　　　　皆増　　　　　　17j

　　　

20 900　　．　20 900　　－　20 900　　　　　皆減　　　　　皆減

　　　　　

12

　　　　　　　

32

　　　　　　　

32

　　　　　　

266.7

　　　　　　

266.7

　　

4 471 052　　　　757 848　　　　71 6 348　　　　　　17.1　　　　　　16.0

債 計 画
(単位

　

億円)

　

区

　　

（ｒ詔舛珈≒）

　　

川響潔|鸚匯回

　

一般交通事業

　

155

　

125

　

3（y

　

簡易水道事業

　

330

　

270

　

60

　

有料道路事業

　

142

　

131

　　

111

　

と畜場整備事業

　　

60

　　

50

　　

10

　

市場・ガス・観光

　　　　　　　　　　

｜

　　

小

　　　

計

　　　

4 160　3 207　953

　

等事業

　　　　　　　

594

　

537 回　産業廃棄物処理事

　　

市

　

場

　

事

　

業

　　

434

　

411

　　

23･業（再掲）

　　　　　　

1o

　　

10

　　

‾

　　

aJ

車

ｋ‰凛

　

X§

　

2§

　

2ﾂﾞ即ｏ”（再600

　

440

　　

160

　　

観光その他事業

　　

10

　　　

8

　　　

2

　

下水道事業（一般

　　　

計

　　　　　

10 681　8 563　2 118　分再掲）　　　　　　　678　335　343

　　　　　　　　　　　　　　　　

｜

　

上水道事業（再掲）

　　

216

　

496k

　

280
特

　

別

　

地

　

方

　

債

　　　　　　　　　　

：

　　　　

計

　　　　　

5 664　4 488　1 176

　

住

　

宅

　

事

　

業

　

247

　

237

　　

10，

　

病院事業

　

920

　

690

　

230!ム

　　　

計(200)
(145) (55)

　

采麦福祉施設整備

　

1 178　910繭□　　　　　n　　43
400 28 218 15182

　　

社会福祉施設等

　

948

　

700

　

248'公営企業借換債

　　

10

　　

10

　　

－

　　

レクリェーショ

　　　　　　　　　　

||特

　

別

　

転

　

貸

　

債

　　

100

　　

122△

　

22

　　

ン・スポーツ施

　　

230

　

210

　　

20財

　

政

　

対

　

策

　

債

　

4500

　　

－

　

4 500

　

j
廃棄゛゛事－

　

1 050ぺｌ　　計諮畠鶏1鶏

から委託を受けて融資するものであって、外書きである。
は、一般会計債の産業廃棄物処理事業、同和対策事業、準公営企業債の下
ある。

447 ―



その１

　

国民総生産等

第140表主要経済指標及び

｜区

　　　　　　

分

　　

㈲到40

　　

｜41

　　

1
42

　　

｜
43

　　　　　　　　　　　　

i

　　　　　

l

　

国

　

民

　

総

　

生

　

産296 619
1
328 137 384 186　452 967　532 882

　

国

　　　

民

　　　

所

　　　

得

　

233 904　261 169　305 035　362 092　428 487

　

政府財貨サービス購入

　

53 280　61 761　70 677　81 585　92 917
1

　

畝゛ｏ”゛一呵

　

27 248　　30786　　35217　　39883　　46738

11

　

108815　133 886

1

　

う

　

ち

　

企

　

業

　

設

　

備1

　

54 670
l　5o

125　62 856　8o 818　100 309
1
1ﾆ1::‰Ｌ気胞測

　

柚’

　

砲.∂

　　　

邸.θ

　　　

ｇ.7

　　　

阿.∂

|‰Ｌ孔
、胞老轟添

　

71.9

　　　

76.7

　　　

80.6

　　　

83^

　　　

∂＆j

ﾄﾞ売配
5
乞oo％Jﾘ

　

゛引

　

゛勺

　

″゜゜

　

″白

　

糾ｊ

-

　　　　　　

-
㈱

　

鉱工業生産指数は通商産業省調、消費者物価指数は総理府調、卸売物価指数は

　　　　　　　　　　

増

　　　　　　　　

滅

　　　　　　　　

率

　

区

　　　　　

分

　

1

　

39

　

1

　

4o

　

1

　

41

　

1

　

42

　

1

　

43

　

1

　

44

　

1

　

45

　

1

　

46 47

国

　

民総生産

　

15.9

　

10.6

　

17.1

　

j7.ﾀ

　

17.6

　

16£

　

17^ n.7 j∂ｊ

国

　

民

　

所

　

得

　

む,4

　

11.7

　

j∂J

　

j∂.7

　

j∂J

　

j∂J

　

U.7

　

114 15£

焚府財貨サービス購

　

巧ｊ

　

μＪ

　

μ.4

　

9.4

　

13.9

　

11.5

　

j7.ﾀ

　

幻丿

　

戯ｊ

’穀徴数”

　

ｇ.θ

　

13.0

　

μ.4

　

1S.2

　

び.忿

　

認.7

　

燧.9

　

麗jj∂Ｊ

漸問診*-R^

18.8 - 2.0　認丿　認.5　留.θ　忿7J　ISA　4.1 18.1

　

うち企業設備

　

17.1 ・ 8J　訂.4　認.∂　糾丿　認.j　jjj　2.∂犯忿

鉱工業生息指

11
?§j5j

　　

3.8

　

μ.名

　

jﾀ.ざ

　

j54

　

16.0

　

13£

　

忿.∂

　

７ｊ

７μ首記j.∂

　　

∂.7

　　

5j

　　

4.θ

　　

5.j

　　

5.j

　　

7.∂

　

∂.Z

　

4j

に゛Ｖ讃θ.忿

　　

θ.7

　　

乙4

　　

7.S

　　

θ.ﾀ

　　

忿j

　　

S.6 UO.S　θｊ

一一
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地方財政計画等の推移
(単位

　

億円・％)

44

　　

1

　　

45

　　

1

　　

46

　　

1

　　

47

　　

1

　　

48

　　

1

　　　

49

　　　

1

622 599　　　730 461 815 770

1

947 294　　1 156 045 1 363 393

j

498 159　　　591 410　　　658 982　　　763 099　　　918 354　　　1 127 569

103 648　　　122 169　　　147 981　　　179 203　　　210 058　　　　270 9H

　

55 498　　　68 771　　　84 479　　　99 818　　121 587　　　157 206

170 338　　193 230　　201 237　　237 618　　322 655　　　324 873

128 447　　144 945　　149 084　　167 235　　223 873　　　228 203

　　

辞.∂

　　　

100.0

　　　

加乙∂

　　　

lioa

　　　

j刀J

　　　　

123J

　　

9^.9

　　　

100.0

　　　

j卯j

　　　

110.9

　　　

j留.ﾀ

　　　　

15U.%

　　

部.5

　　　

加θ.θ

　　　　

卯j

　　　

100.0

　　　

ｕ5.ﾀ

　　　　

巧忿Ｊ

ｊ

日本銀行調、その他は経済企画庁調による。

　　　　　　　　　　　　　　　　

指

　　　　　　　　　　　　　　　　

数

‾ぷy〕‾‾iぶ‾

〕

　

39

　

1

　

40

　

1

　

41

　

1

　

42

　

1

　

43 44 45 46 47 48 49

　

認.θ

　

17S

　

j卯

　

Ill

　

j即

　

μJ

　

召θ

　

おり

　

尋δ

　

忿怨

　

訂∂

　

卯θ

　

卵θ

　

加Ｊ

　

麗.S

　

j叩

　

jj忿

　

丿卯

　

155

　

j甜

　

幻了

　

器了

　

認忿

　

認∂

　

即了

　

砲2

　

17^

　

四.θ

　

j卯

　

丿μ

　

jお

　

153

　

17k

　

195

　

忿四

　

27∂

　

認∂

　

即4

　

5認

　

釘.∂

　

四J

　

j卯

　

丿瑠

　

丿四

　

μ∂

　

j7忿

　

加4

　

認忿

　

おり

　

j弱

　

4μ

　

577

　

訂ｊ

　　

θ.7

　

jθθ

　　

認

　

丿即

　

丿醇

　

却θ

　

騨忿

　

口怨

　

認∂

　

お&

　

4弱

　

4屁

　

おj

　

j.ﾀ

　

j叩

　　

朗

　

丿巧

　

丿砲

　

丿甜

　

忿訂

　

2g

　

Z7S

　

卯∂

　

4四

　

μ７

　

15.6 - 3.1　jθθ　却4　と∂　μθ　162　j甜　釘4　忿四　認了　忿72　忿倣

　

が.7

　

Si.5

　

j卯

　

勁7

　

む忿

　

117

　

j留

　

丿四

　

丿即

　

μ∂

　

j4

　

j7忿

　

忿μ

　

巧.ﾀ

　

むJ

　

j卯

　

却j

　

j昭

　

却5

　

j卯

　

丿認

　

jj忿

　

Ill

　

召忿

　

丿釦

　

びj・
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第140表主要経済指標及び

その２

　

予算及び地方財政計画等(当初)

　

区

　　　　　

分

　

1
昭和39年度

|

　　

40

　　　

｜

41

　　　

！

42

　　

1

43

国の一般会計

　

3 255 438　3 658 080　4 314 270　4 950 910　5 818 598

財政投融資計画

　

1 340 200　1 620 600　2 027 300　2 388 400　2 699 000

地方財政計画

　

3 138 127　3 612 149　4 134 800　4 771 400　5 605 100

　　

給

　

与

　

費

　

1 095 339　1 277 289　1 435 400　1 616 600　1 865 000

　

り|

投資的経費

　

I 133 900　　1 296 300　　1 545 400　1 790 000　　2000600

　

ち

　

ぶa普通建設事

　

1001300

　　

1 150 584　　1 369 400　1 617 700　　1 812 500

　　　　　　　　　　

（1700）

　

（2 100）　（2 600) (3 500）　（4 000）
地方債計画

　

398４０0　４8４ 900　670 700　660 900　6７７ ３00

㈱（

　　

）書は、公営企業金融公庫が農林漁業金融公庫から委託を受けて地方公

　　　　　　　　　　　　　　　

増

　　　　　　　　　　

滅

　

区

　　　　　

分

　

1

　

39

　

1

　

4o

　

l

　

41

　

1

　

42

　

1

　

43

　

1

　

44

　

1

　

45

　

1

　

46

国の一般会計

　

μJ

　

jね

　

17.9

　

μ.∂

　

17£

　

15£

　

拡θ

　

j∂.4

財政投融資計画

　

即.s

　

加.9

　

認j

　

173

　

13J)

　

μ.θ

　

皿s

　

皿∂

地方財政計画

　

却丿

　

狐忿

　

μ.5

　

払4

　

27.5

　

瑠丿

　

麗丿

　

即.∂

　　

給

　

与

　

費

　

μ.1

　

皿∂

　

j4

　

瓜∂

　

j＆4

　

154

　

μ.9

　

拡7
う|

投資的経費

　

４.θ

　

μJ

　

jﾀJ

　　

15^

　　

11£

　　

邱.∂

　

認.9

　

加.4

ち

　

姦姦普通建設事

　

27.6

　

μ.9

　　

jﾀ.θ

　　

認j

　　

i2.0

　　

認４

　

怒.∂

　

幻.∂

地方債計画

　

26^ U.7　88^ W 1£　忿.5　払∂　15.7 19.∂
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地方財政計画等の推移(､つづき)

(単位

　

百万円・％)

　　　　

44

　　

1

　　

45

　　

1

　　

46

　　

1

　　

47

　　

1

　　　

48

　　　

1

　　　

49

－

　　

6 739 574　　7 949 764　　9 414 315　　1 1 467 681　　14 284 073　　17 099 430

　　

3 077 000　　3 579 900　　4 280 400　　5 635 000　　6 924 800　　　7 923 400

　　

､6639 700　　8 123 300　　9 717 200　　11 749 800　　14 551 000　　17 375 300

　　

2 153 100　　2 473 400　　2 935 400　　3 462 700　　4 003 000　　　4 941 300

　　

-2 453 000　　3 040 300　　3 661 300　　4 602 100　　5 963 600　　　6 361 700

　　

12 272 600　　2 854 200　　3 478 600　　4 336 800　　5 544 600　　　6 043 400

　　　　

（4 400）　(4 600)　（4 900）　（8 000）　（10 300）　（12 000）

　　　　

.785 200　　　908 200　　1 086 000　　1 727 800　　2 253 000　　　2 339 000

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一
共団体に融資する公有林整備事業債及び草地開発事業債であって外書きである。

　

率

　　

｜

　　　　

指

　　　　　　　　　　　　

数

47 48　49　39 40 41　　42 43 44 j 45 46 47 48 49

21.8 ＼2U.6　j乱7　扨θ　と口　jお　152　j7ﾀ　加7　忿μ　銘9　巧2　μ∂　５諮

S1.6 22.9　μ４　加θ　j幻　jむ　j惣　加丿　留θ　舘7　むﾀ　4加　訂７　弱j

jθ.ﾀ

　

留.S

　

却.4

　

j卯

　

115

　

jJ忿

　

152

　

j即

　

幻忿

　

邸夕

　

jjθ

　

j74

　

卵4

　

5μ

18.0 15.6　留4　j卯　117　131　j碩　j7θ　即7　麗∂　忿認　jj∂　365　４訂

■25.7 ＼29.6　6.7 ＼100＼lμj錨丿58 176 216 268了･23 W6 526 561

2h.7 ＼27.9　9.θ　j卯　丿巧　μ7　162　j∂j　舘7　認5　47　μj　訂4　∂叫

59.1

　

j∂４

　　

33

　

勁θ

　

j麗

　

丿田

　

166

　

j7θ

　

j∂7

　

口銘

　

忿9

　

4励

　

5剪

　

認7

－451－



その３

　

決算額(総括)

第140表主要経済指標及び

　

区

　　　　　　　　

分

　　

斟ll
≪　　141　　142　　j43

国の一般会計歳入

　

3 446 768 3 773 097 4 552 146 5 299 446 6 059 873

　

国

　　　　　　　

税

　

3 159 246 3 279 652 3 663006 4 396 804 5 323 848

　　

う

　

ち

　

法

　

人

　

税

　

975 389　927 120 1031 698 1 307％6 1 591 884

国の一般会計歳出

　

3 310969 3 723 017 4 459 196 5 113 035 5 937 082

普

　

通

　

会

　

計

　

歳

　

入

　

3 910 921 4 478 036 5 177 746 5 926 3H 6 958 874

　

一

　

般

　

財

　

源

　

2 109212 2 342 670 2 651 572 3 177 698 3 785 222

　

地

　　

方

　　

税

　

1399 598 I 549 421 1768 587 2 149 522 2 580 128

普

　

通

　

会

　

計

　

歳

　

出

　

3 821 968 4 365 140 S026 177 5 725497 6 729 574

　

義

　

務

　

的

　

経

　

費

　

1732 327 2 001 146 2 256 147 2 575 041 2 973 338

　

人

　　

件

　　

費

　

I 394 003 1 602 453 1 788 730 2 030 312 2 308 101

　

投

　

資

　

的

　

経

　

費

　

1343 724 1 532 915 1 803 629 2 026 549 2 434083

　

普通建設事業費

　

1149 499 1 318 987 1 566 137 1 784456 2 194570

国と地方の歳出純計

　

5 575 782 6 301 206 7 439 024 8 544 846 9 960591

　

う

　　

ち

　　

租

　　

税14 558 844 4 829 073 5 431 594 6 546 326 7 903976

　　　　　　　　　　　　　　　

増

　　　　　　　　

滅

　　　　　　　　

率

　　

区

　　　　

分

　

!

　

39

　

1

　

4o

　

l

　

41

　

1

　

42

　

1

　

43

　

1

　

44

　

1

　

45

　

1

　

46

　

1

　

47

国の一般会計歳入

　　

∂.7

　

9.5

　

加.∂

　

μ.4

　

μJ

　

17^

　

j∂J

　

i7.9

　

認．

　

国

　　　　　　

税

　

貧.7

　

j.∂

　

11.7

　

加.θ

　

幻丿

　

釘Ｊ

　

加ｊ

　

∂.∂

　

認.忿

　　

りち法人税

　

1S.0・

　

4J

　

11^

　

加Ｊ

　

幻.7

　

討.名

　

27.sk

　

叫

　

たり

国の一般会計歳出

　　

∂j

　

j＆4

　

四ｊ

　

μ.7

　

μj

　

16.5

　

瑠４

　

16^

　

４．∂

普通会計歳入

　

巧.j

　

μ.5

　

∬.∂

　

μ.5

　

17.i

　

193

　

麗.7

　

加丿

　

詔丿

　

一

　

般

　

財

　

源

　

15^

　

llJ.

　

lS^

　

j!?j

　

jﾀｊ

　

麗.7

　

釘ｊ

　

μ.S

　

j∂Ｊ

　　

地

　　

方

　　

税

　

j£4

　

却.7

　

μ.j

　

釘.5

　

加.θ

　

却丿

　

幻j

　

j瓦9

　

μ.j

普通会計歳出

　

15.5

　

μJ

　

15.1

　

1S.9

　

17.5

　

却丿

　

麗Ｊ

　

がＪ

　

邱.7

　

義務的経費

　

巧.∂

　

巧.5

　

12.7

　

μ.j

　

15^

　

μ.7

　

19.7

　

18^

　

詣丿

　　

人

　　

件

　　

費

　

les

　

15.0

　

11.6

　

1S.5

　

μ.7

　

μJ

　

19.6

　

18.5

　

j∂ｊ

　

投資的経費

　

15.8

　

μj

　

17.7

　

j忿.4

　

加j

　

jﾀＪ

　

諮.∂

　

部丿

　

μ丿

　　

普通建設事業費

　

μｊ

　

μ.7

　

瑠.7

　

μ.ﾀ

　

μ.θ

　

麗Ｊ

　

fS7.7

　

忿7.7

　

麗丿

国と地方の歳出純計

　

丿忿j

　

ISX)

　

詔ｊ

　

μ.9

　

j∂.∂

　

μ.∂

　

即.9

　

19.5

　

燧.
‘

　

う

　

ち

　

租

　

税

j

　

15.6

　　

5.9

　

12.5

　

加.5

　

加.7

　

加丿

　

加.7

　

10.0

　

釘.5
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地方財政計画等の推移（つづき）

(単位

　

百万円・％)

　

44

　　

1

　　

45

　　

1

　　

46

　　

1

　　

47

　　　

1

　　

48

　　　

1

　　　

49

7 109 267　　8 459 181　　9 970 859　　12 793 873　　16 761 978　　20 379 123

6 455 384　　7 775 386　　8 443 932　　10 400 568　　14 047 883　　15 754 41 1

2 008 713　　2 567 168　　2 556 453　　2 992 223　　4 517 969　　　5 816 H7

6 917 838　　8 187 697　　9 561 131　　H 932 172　　14 778 303　　19 099 793

8 305 229　　10 103 998　　12 179 449　　15 090 702　　18 217 086　　23 486 710

4 644 089　　5 657 603　　6 462 940　　7 721 391　　9 802 793　　12 658 743

3 090 179　　3 750 668　　4 235 746　　5 004 482　　6 491 286　　　8 237 504

8 033 912　　9 814 878　　11 909 529　　14 618 283　　17473 883　　22 887 888

3 410 082　　4 083 196　　4 827 972　　5 963 599　　7 441 198　　10 334 899

2 681 035　　3 205 486　　3 799 196　　4 546 023　　5 682 199　　　8 009 27

2 904 690　　3 649 178　　4 625 943　　5 758 637　　6 367 877　　　7 898 463

2 662 452　　3 398 753　　4 338 819　　5 301 232　　5 957 314　　　7 368 050

11 836 825　　14 315 436　　17 111 854　　21 040 313　　25 679339　　33 176 115

　

9 545 56　　I1526.'OS^ 12 679 678　　15 405 050　　２0 539 169　　23 991 915

　　　　　　　　　　　　　　　

指

　　　　　　　　　　　　　　　　

数

‾‾ぷ‾〕‾‾ぷ7‾

1

　

39

　

1

　

40

　

1

　

41

　

1

　

42

　

1

　

43 44 45 46 47 48 49

　

むＪ

　

釘.∂

　

jθ∂

　

j卯

　

132

　

j4

　

j7∂

　

即∂

　

忿μ

　

認∂

　

∂7j

　

μ∂

　

591

　

肪j

　

j忿j

　

j叩

　

丿叫

　

jμ

　

j即

　

丿卯

　

加4

　

μ∂

　

邱7

　

s即

　

4μ

　

4即

　

訂.θ

　

認.7

　

j卯

　　

邸

　

却∂

　

j4

　

j醇

　

釦∂

　

忿昭

　

2配

　

卯7

　

4醇

　

ｇ

　

詔.∂

　

四J

　

j卯

　

jj忿

　

jお

　

g4

　

j7∂

　

忿卯

　

μ7

　

認∂

　

∂印

　

μ∂

　

５が

　

加.7

　

認.∂

　

j叩

　

115

　

j銘

　

152

　

178

　

鯉忿

　

諮∂

　

むj

　

お∂

　

μ∂

　

印丿

　

君7j

　

四j

　

j卯

　

Ill

　

126

　

151

　

j9

　

麗θ

　

忿認

　

卯∂

　

甜∂

　

4砧

　

醇

　

叙.7

　

舘.ﾀ

　

j叩

　

Ill

　

j舘

　

μ4

　

j4

　

認丿

　

忿昭

　

303

　

∂認

　

44

　

認

　

j!?ｊ

　

む.θ

　

加θ

　

jμ

　

j甜

　

丿卯

　

j7∂

　

釘θ

　

邸7

　

む忿

　

辞忿

　

μ7

　

即

　

４ｊ

　

甜.夕

　

却θ

　

が∂

　

j釦

　

μ∂

　

j2

　

却7

　

留∂

　

忍即

　

jμ

　

μ∂

　

卯7

　

諮.Q

　

μ.θ

　

j叩

　

115

　

j認

　

μ∂

　

j∂∂

　

j銘

　

認6

　

君7j

　

脂∂

　

4卵

　

57ぎ

　

却.∂

　

糾.θ

　

j叩

　

jμ

　

j4

　

151

　

jむ

　

麗∂

　

忿惣

　

斟

　

j忿４

　

留.7

　

加θ

　

j巧

　

丿錨

　

155

　

j皿

　

留忿

　

四∂

　

∂77

　

4む

　

5j∂

　

４

　

麗.Q

　

即J

　

j叩

　

jむ

　

j認

　

15S

　

j7ﾀ

　

む２

　

257 50?"　j77　4に　印5

　

S3^

　

16^

　

j加

　

丿邱

　

119

　

jμ

　

j悶

　

卸∂

　

邱了

　

忿7∂

　

認∂

　

μj

　

5舘
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第140表

　

主要経済指標及び

その４

　

決算額(都道府県分、市町村分)

　

区

　　　　　　

分

　　

降（

40

　　

1

41

　　

1

42

　　

ト

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

｡=

　

歳

　　　　　　

入2 434 674 2 766 069 3 184 017 3 638 526 4 279 458

都

　

一

　

般

　

財

　

源1 237 407 1 374 662 1 552 094 1 885 230 2 271 444

　　　

地

　　

方

　　

税

　

767 371　848 397 986 763 1 219 928 1 515 510道

　　　

うち法人事業税

　

304 425　304 568　357 274　458 778　579 720

府歳

　　　　　　

出2 386 781 2 708 952 3 102 273 3 532 819 4 166 590

県

　

義務的経費丿47 728 1 304 028 1 455 581 1 643 951 1 882 905

　　　

人。

　

件

　　

費

　

969 233 007 191 1 228 534 1 389 445 1 567 941
分

|

投

　

資

　

的

　

経

　

費

　

827 034　935 622 1 096 725 1 240 580 1 484 073

　　　

普通建設事業費

　

704 970　803 686　943 673 1 082 439 1 331 709

　

歳

　　　　　

入1 618 61 1 1 883 449 2 209 471 2 532 405 3 003 748

市

　

一

　

般

　

財

　

源

　

873 363 972 246 1 106 356 1 301 409 1 553 198

　　　

地，方

　　

税

　

632 227　701 024　781 824　929 594ﾘ064 617
町

　

歳

　　　　　　　　

出

　

1 577 552 1 827 671 2 139 646 ｡2 437 300 2 887 316

村

　

義

　

務

　

的

　

経

　

費

　

584 599　699 767　804 139 935 870　1 096 634

　　　

人

　　

件

　　

費

　

424 770　495 262　560 196　640 867　740 160
分‘

|

投

　

資

　

的

　

経

　

費

　

594 999　　687792　817 535　1S16 128　1 105 779

　　　

普通建設事業費･

　

508 925　589 352 ， 712､684 －　803940　991 151

　　　　　　　　　　　

増

　　　　　　　　　　

滅

　　

区

　　　　　　　

分

　　

1

　

39
1　4o l

41　1 42
1　.43「44　1　45　1　46

　　

歳

　　　　　　

入

　

μ丿1S.6＼ 15.1μJ＼ 17.6＼ 18.2＼ 19.7＼ 18A

，都

　

一

　

般

　

財

　

源

　

μ.8 10.ﾀ12.9＼ 21.5＼ 20.5 2i.S 20.2 1θｊ

　　　

地

　　

方

　　

税

　

μ.2jθ.∂召Ｊ認.∂糾.忍忿＆4麗.忿

　

Ｍ
道

|

　　

うち法人事業税

　

ﾀ,9

　

0.0＼17^＼ S8丿　邱.4　討Ｊ　2U.6＼ ^1.0

府歳

　　　　　　

出

　

1S.9＼1S.Sμ.5 1S.9 17M 1∂.忿加丿四.∂

県

　

義務的経費

　

瓦9＼ 13.∂11.6＼ 12.9 us i5,5 1∂.S＼15.8

　　　

人

　　

件

　

費

　

i5.Sl U^＼ 11.0＼13.1＼ 123＼ 1乱£ 18.2 16.6
分

|

投資

　

的

　

経

　

費

　

XSJ 13.1 17.Z＼ISA　即.∂　巧.s　舘.ぶ　訟7

　　　

普通建設事業費

　

巧,sμ.0 nJtμ.7　･留.∂　X74　糾.∂　鼠5

　　

歳

　　　　　

入

　

17.6＼16AびJ U.6＼ 18.6＼ Z2.0･ZS.7＼ ZS丿

市

　

一

　

般

　

財

　

源

　

16.1＼lU IS^ 17.6＼ 19^ I騨.9 2S.8＼ 19.6

　　　

地｀

　

方

　　

税

　

μA＼ 10.ﾀ11.5 ’j∂.∂　μ.5 16.1　加.忿皿5
町歳

　　　　　　　

出

　

17.7 153 17J. lSS　j∂.5　ｓＪ、騨丿　認.7

村

　

義務的旋費

　

17M 19.7＼U.夕琵.4 17.2＼ 16£ 認丿訟4

　　　

人

　　

件・

　

費

　

μ.θ丿Mjねlu .15.5＼ 18^＼ Z2.S＼ ZZJt
分

|

投

　

資

　

的

　

経

　

費

　

j,Ｊ巧.6 18M 12.1・ｓ7　9.ｒ 2S.5 Z7M

　　　

普通建設事業費゛Ｊ忿丿μ丿加.9 ’ｇｊ-｀留　"-ZG.or -so.7r一認ｊ
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地方財政計画等の推移（つづき）

(単位

　

百万円・％)

　

44

　　

1

　　

45

　　

1

　　

46

　　

1

　　

，47

　　

1

　　　

48

　　　

1

　　　

49

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

-

5 057 598　　6 053 91２　　7 167 981　　8 821 048　　10 277 161　　13 143 365

２765 8０1　　3 323 992　　3 662 179　　4 311 701　　　5 491 420　　　6 954 7０2

1 854 498　　2 265 873　　2 461 479　　2 871 268　　　3 801 344　　　4 650 348

　

731 563　　　911 450　　　902 060　　1 047 731　　　1 540 366　　　1 921 665

4 925 076　　5 915 031　　7 073 823　　8 617 835　　　9 918 586　　12 920 229

２137 6４8　　2 528 896　　２ 928 365　　3 515 256　　　４269 3４０　　　5906 198

1 805 775　　２ 135 155　　２ 489 603　　2 937 1０5　　　36２5835　　　5 078 964
1 7Ｈ 5４1　　2 096 012　　2 635 138　　3 31０305　　　3 417 846　　　4 18０658
1 563 965　　1 9４8２09　　２46４４00　　3 006 390　　　3 151 694　　　3 836 7４8

3 665 81２　　4 535 219　　5 599 266　　7 037４87　　　8862 120　　1 1 543 696

1 939 663　　2 401 162　　2 870 804　　3 495 339　　　４４1４985　　　5 8４2622
1 235 681　　1 ４8４795　　1 77４267　　2 133 214　　　2 689 9４3　　　3587 156

3 527 017　　４ 384 980　　5 423 503　　6 768 282　　　8 477 492　　1 1 168 011

1 280 760　　1 S6S 644　　I 915615　　2 469 851　　　3 200 495　　　4 465 991

　

875 261　　1 070 331　　1 309 593　　1 608 918　　　2 056 364　　　2 930 31S
1 367 133　　1 754 078　　2 233 493　　2 773 956　　　3 309 113　　　4 150 274
1 249２16　　1 632 251　　２０95 119　　２ 569 351　　　3 1 17 197　　　3895 973

　　　　

率

　　　　　　　　　　　　

指

　　　　　　　　　　　　　　

数

47

　

481

　

49

　

39 40 41　42 43 44
I

45 46 47 48　491

　

留j

　

j∂.5

　

Z7S

　

j叩

　

jμ

　

j訂

　

μ9

　

j7∂

　

思昭

　

思卯

　

四4

　

お思

　

4麗

　

5如

　

17.7

　

zrJ^

　

邱.∂

　

却θ

　

■a

　

j訂

　

μ忿

　

瑠4

　

麗4

　

思印

　

2部

　

jμ

　

444

　

5卵

　

16.6

　

銘.4

　

認.j

　

扨θ

　

Ill

　

j四

　

丿弱

　

四7

　

忿4口

　

四5

　

認j

　

S74

　

卵5

　

印∂

　

j∂j

　

47.θ

　

局.S

　

却θ

　

加θ

　

が7

　

jむ

　

j昶

　

４θ

　

思卯

　

四∂

　

44

　

5叱

　

部j

　

,幻丿

　

巧.j

　

釦Ｊ

　

加∂

　

113

　

j釦

　

jμ

　

j75

　

口卯

　

4S

　

思郎

　

Jむ

　

μ∂

　

5μ

　

加.θ

　

釘.5

　

認.S

　

j卯

　

jμ

　

j27

　

μ∂

　

j収

　

丿甜

　

麗θ

　

認5

　

J卯

　

372

　

5j5

　

.18.0

　

認４

　

卯丿

　

却θ

　

jμ

　

j27

　

μj

　

j薦

　

丿部

　

麗θ

　

舒7

　

ぶ昭

　

J74

　

5μ

　

諮.∂

　

∂.忿

　

麗.j

　

却θ

　

113

　

jお

　

j弱

　

丿即

　

加7

　

名認

　

了却

　

如θ

　

むj

　

卯∂

　

ZZ.0

　

4.S

　

む.7

　

却θ

　

jμ

　

j斟

　

jμ

　

j別

　

巽忿

　

2河

　

おり

　

4郭

　

μ7

　

収4

　

j£7

　

訂.∂

　

釦.j

　

j叩

　

Ｕ∂

　

お7

　

j邱

　

丿甜

　

認δ

　

認θ

　

j卯

　

μ5

　

励∂

　

713

　

釘丿

　

邱了

　

認.S

　

却θ

　

Ill

　

j思7

　

μ∂

　

j9

　

麗忿

　

忿怒

　

了即

　

4叩

　

5叱

　

∂印

　

邱.忿

　

部丿

　

認4

　

j叩

　

jが

　

jμ

　

μ7

　

j昭

　

丿巧

　

認5

　

認丿

　

銘7

　

4助

　

邱7

　

μ.∂

　

認.j

　

む.7

　

j卯

　

jj∂

　

j郎

　

jμ

　

j認

　

麗4

　

思召

　

44

　

4四

　

認7

　

加&

　

認.9

　

即.∂

　

即j

　

j卯

　

丿加

　

丿認

　

丿卯

　

丿認

　

幻ﾀ

　

思銘

　

了認

　

4認

　

励7

　

7収

　

,認ｊ?

　

27.8

　

μ.5

　

却θ

　

n7

　

jj思

　

丿又

　

j74

　

加∂

　

舒忿

　

卯乱了即

　

μ4

　

印θ

　

糾.忿

　

却丿

　

認.4

　

j卯

　

が∂

　

j∂7

　

jμ

　

j部

　

留θ

　

四5

　

J怒

　

石部

　

ｇ∂

　

印∂

　

認丿

　

幻丿

　

邱.θ

　

j卯

　

jj∂

　

μθ

　

j認

　

丿邸

　

邱5

　

j釘

　

μ忿

　

5叱

　

むj

　

7部
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昭和49年度地方財政計画策定方針

　

最近における物価上昇、石油問題等内外の経済情勢の推移と地方財政の現状にかん

がみ、昭和49年度の地方財政については、地方財源の確保に配慮を加えつつ、国と

同一の基調により、総需要の抑制に資するため、公共投資をはじめとする歳出を極力

圧縮するとともに、財源の重点的配分と経費支出の効率化に努め、地域住民の生活の

安定と福祉の充実を図るための施策を推進することを基本とし、あわせて経済情勢の

推移に応じて地方財政の機動的、弾力的な運用を図り得るよう措置するものとし、次

の方針に基づき地方財政計画を策定する。

１

　

個人の住民税及び事業税、小規模住宅用地の固定資産税等について住民負担の軽

　

減合理化を図る。

２

　

市町村民税法人税割の税率の引上げ等により地方税源を拡充強化するとともに、

　

自動車取得税の税率の引上げ並びに地方道路譲与税及び自動車重量譲与税の増強に

　

より地方道路財源の確保を図る。

３

　

地方財政の状況等を考慮し、地方交付税について、昭和49年度の特例として交

　

付税及び譲与税配付金特別会計の借入金残高に相当する1,679億6,000万円を減額

　

し、後年度において調整する。

４

　

沖繩県及び同県市町村に対して交付すべき地方交付税の財源に資するため、臨時

　

沖繩特別交付金321億円を国の一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰

　

り入れる。

５ 増額す

　

る。

６

　

総需要抑制の見地から地方債の発行額を極力圧縮するとともに。地方債資金にお

　

ける政府資金の構成比率を高め、償還期限を延長する等地方債の質的改善を図る。

７

　

総需要抑制の要請をふまえつつ、住民生活の安定と住民福祉の充実のための施策

　

を重点的に推進することとし、地方交付税、地方債、国庫補助負担金等の重点的な

　

配分を図る。

　

（1）生活保護。児童福祉、老人福祉対策等社会福祉施策の一層の充実を図る。

　

（2）義務教育諸学校等の教職員の定数及び処遇の改善、私学助成の拡充等教育振興

　　

対策を推進する。

　

（3）消防及び救急対策の強化、大震火災対策の充実をすすめるとともに、公害対策

　　

及び交通安全対策を積極的に推進し、地域住民の生活環境の改善と安全の確保を

　　

図る。

（4）上下水道、廃棄物処理施設、教育施設、社会福祉施設、住宅等住民福祉の充実
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を図る見地から緊急度の高い事業の円滑な実施に資するため所要の財政措置を講

　　

ずる。

伍）人口急増地域における公共施設等の整備を図るため、教育施設、消防施設等の

　　

整備に対する財政措置を拡充する。

佃

　

過疎地域対策を推進するため、過疎及び辺地対策事業債の増額等を図るととも

　　

に、集落の移転整備、へき地の医療及び交通の確保等に必要な財政措置を拡充す

　　

る。

　

（7）公共用地の先行取得及び公有地の拡大に資するため、土地開発基金の増額等Ｏ

　　

措置を講ずる。

　

（8）消費者行政の推進等住民生活の安定を図るための施策を推進する。

Ｓ

　

地方公営企業の経営の健全化を推進し、経営基盤の強化を図る。

　

（1）病院事業の経営の現状にかんがみ。不良債務解消のため新たな助成措置を講

　　

じ、経営の健全化を図るとともに、交通事業の経営の再建を引き続き推進する。

　

（2）地方公営企業に対する地方債について生活関連事業を中心に重点的な増額を行

　　

うとともに、政府資金及び公営企業金融公庫資金の貸付条件の改善を図る。

９

　

地方財政の健全化及び財政秩序の確立を図るとともに、地方財政の機動的、弾力

　

的な運用を図るための措置を講ずる。

　

（1）国庫補助負担事業にかかる地方団体の超過負担を解消するため引き続き所要の

　　

措置を講ずるとともに、住民の税外負担の解消を図る。

昭和50年度地方財政計画策定方針

　　

最近における厳しい社会経済情勢の推移と地方財政の現状にかんがみ、昭和50年

度の地方財政については、国と同一の基調により、引き続き抑制的な基調を堅持する

方針の下に、社会的不公正の是正等地域住民の福祉向上に資するため、地方財源の確

･保に配慮を加えつつ、財源の重点的配分と経費支出の効率化に徹し、節度ある行財政

漣営を行うことを基本とし、あわせて経済情勢の推移に応じて地方財政の機動的、弾

力的な運営を図り得るよう措置するものとし、次の方針に基づき地方財政計画を策定

する。

　

１

　

個人の住民税及び事業税、料理飲食等消費税、ガス税等について住民負担の軽減

　

合理化を図る。

｡2

　

大都市地域における都市環境の整備のための財源を確保するため市町村の目的税

　

として、これらの地域の事務所事業所に対して課する事業所税を創設する。

｡3

　

地方財政の現状に対処するため、地方交付税の所要額を確保する。

４

　

沖繩県及び同県市町村に対して交付すべき地方交付税の財源を確保するため、引
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き続き臨時沖繩特別交付金を国の一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に

　

繰り入れる。

５

　

国有提供施設等所在市町村助成交付金及び施設等所在市町村調整交付金を増額ず

　

る。

６

　

総需要抑制の見地から。地方債の増加を極力抑制するとともに、地方債資金にお

　

ける政府資金を増額する。

７

　

抑制的基調の下において、地域住民の福祉充実のための施策を重点的に推進する。

　

ため、地方交付税、地方債、国庫補助負担金等の重点的な配分を図る。

　

（1）社会的公正の確保に配意しつつ、生活保護、児童福祉、老人福祉、障害者福祉･

　　

等社会福祉施策の一層の充実を図る。

　

（2）義務教育諸学校等の教職員の定数及び処遇の改善、私学助成の拡充等教育振興、

　　

対策を推進する。

　

（3）地域住民の生活環境の改善と安全を図るため、公害対策を積極的に推進すると。

　　

ともに、交通安全対策及び消防救急対策の充実を図る。

　

（4）上下水道、廃棄物処理施設、教育施設、社会福祉施設、住宅等地域住民の福祉。

　　

向上のために緊急度の高い事業の円滑な実施を図るため所要の財政継漑が講ず

　　

る。

　

（5）人口急増地域における公共施設等の整備を推進するため、児童生徒急増市町村’

　　

における義務教育施設整備のための国庫補助負担金を改善するとともに。大規羨

　　

住宅団地に係る関連公共・公益的施設の立替施行制度の拡充を図る。

　

（6）過疎地域対策を推進するため、過疎及び辺地対策事業債を増額するとともに、

　　

へき地の交通及び医療の確保等に必要な財政措置を拡充する。

　

（7）公共用地の円滑な取得を図るため、昭和50年度に限り臨時土地対策費を算入

　　

する。

８地方公営企業の経営の健全化を図るため、引き続き交通事業及び病院事業の再建

　

を推進するとともに、公営企業債についても、生活関連事業を中心に重点的にその･

　

増額と資金の質の向上を図る。

９

　

地方財政の健全化を促進するとともに、財政秩序の確立を図る。

　

（1）国庫補助負担事業に係る地方団体の超過負担を解消するため所要の措置を講ｆ

　　

るとともに、住民の税外負担の解消を図る。

　

（2）定員管理の合理化を推進するとともに、既定経費を節減する。

　

（3）地方公務員の給与改定等年度途中における事情の変化に弾力的に対応するた

　　

め。あらかじめ財源を留保する。

　

（4）地方財政計画を実態に即して策定するため、その算定内容につtヽて是正措置を

　　

講ずる。
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昭和51年度地方財政計画策定方針

　

最近における経済情勢の推移と地方財政の現状にかんがみ。昭和51年度の地方財

政については、国と同一の基調により、地域住民の生活安定と福祉充実を図るととも

に景気の回復に資するため、地方財源の確保に特段の配慮を加えつつ、財源の重点

的配分と経費支出の効率化に徹し、財政の改善合理化を図ることを基本とし、あわせ

て経済情勢の推移に応じて地方財政の機動的。弾力的な運営を図り得るよう措置する

ものとし、次の方針に基づき地方財政計画を策定する。

　

ｔ

　

住民税均等割及び自動車関係諸税の税率の引上げ、事業所税の課税団体の範囲Ｏ

　

拡大、地方税の非課税措置の整理縮小等により地方税負担の適正化と地方税源の充

　

実強化を図る一方、個人住民税、個人事業税、ガス税等について住民負担の軽減合

　

理化を図る。

　

２

　

地方道路目的財源の拡充に伴い、新たに地方道路譲与税の一部を市町村へ譲与す

　

る。

　

３

　

地方税及び地方交付税の減少。財政需要増加の状況等を考慮して、地方財源の確

　

保を図るため次の措置を講ずる。

　

（1）昭和51年度に限り、国の一般会計から臨時地方特例交付金636億円を交付税

　　

及び譲与税配付金特別会計へ繰り入れる。

　　　　　　　　　

l

　　　

fj

　

（2）交付税及び譲与税配付金特別会計において､･資金運用部資金から１兆3,141億

　　

円を借り入れる。

　

（3）財源不足に対処するための地方債１兆2,500億円を発行する。

　

４

　

公営企業金融公庫債を大幅に増額するとともに、地方債計画総額の60％に相当

　

する額については、政府資金引受け又は政府資金並みの金利負担となるよう所要Ｏ

　

措置を講ずる。

　

５

　

国有提供施設等所在市町村助成交付金及び施設等所在市町村調整交付金を増額す

　

る。

　

６

　

地域住民の福祉充実のための施策を重点的に推進するとともに景気の回復に資す

　

るため、地方交付税、地方債、国庫補助負担金等の重点的な配分を図る。

　

（1）景気の着実な回復に資し、あわせて社会資本充実の要請に応えるため、公共事

　　

業の増額を図るとともに、臨時に地方債をもって市町村の道路整備事業の推進を

　　

図る等地方単独事業を大幅に増額する。

　

（2）生活保護、児童福祉。老人福祉、障害者福祉等社会福祉施策の一層の充実を図

　　

る。

　

（3）高等学校整備の促進、私学助成の拡充等教育振興対策を推進する。
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（4）石油コンビナート対策等の消防防災対策及び交通安全対策を充実するととも

　　

に、公害対策を積極的に推進する。

　　　　　　　　　

、

　

（5）上下水道、廃棄物処理施設、教育施設、社会福祉施設、住宅等地域住民の福祉

　　

向上のため緊急度の高い事業の推進を図るため、所要の財政措置を講ずる６

　

（6）人口急増地域における公共施設等の整備を推進するため、児童生徒急増市町村

　　

における義務教育施設整備のための国庫補助負担金を充実するとともに、大規模

　　

住宅団地に係る関連公共公益的施設の立替施行制度の拡充を図る。

　

t7）過疎地域対策を推進するため、過疎及び辺地対策事業債を増額するとともに、

　　

へき地の交通及び医療の確保等に必要な財政措置を拡充する。

７

　

地方公営企業の経営の健全化を図るため。引き続き交通事業及び病院事業の再建

　

を推進するとともに、公営企業債については、生活関連事業を中心に所要資金を確

　

保する。

８

　

地方財政の健全化を促進し、その合理化を推進するとともに、財政秩序の確立を

　

図る。

　

（1）国庫補助負担事業に係る地方団体の超過負担を解消するため所要の措置を講ず

　　

る。

　

（2）定員管理の合理化を推進するとともに、一般行政経費を極力抑制する。

　

（3）地方公務員の給与改定その他年度途中における事情の変化に弾力的に対応する

　　

ため。あらかじめ財源を留保する。

　

倒

　

使用料、手数料の適正化を図る。

　

（5）地方財政計画を実態に即して策定するため。その算定内容について是正措置を

　　

講ずる。
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昭和49年度予算編成方針

昭和48年12月21日
閣

　

議

　

決

　

定

　

今日の我が国経済は、物価の上昇に加えて、石油を初めとする資源問題等による供

給力の制約という極めて困難な事態に直面している。この局面を打開し、経済の正常

化を速やかに達成することが、当面の最大０課題であり、このためには、政府は、総

力を挙げて総需要の抑制を図る必要がある。

　

昭和49年度の予算及び財政投融資計画は、このような考え方の下に、｢昭和49年

度の経済見通しと経済運営０基本的態度｣にのっとり、国民生活の安定と福祉の充実

に配意しつつ、厳に抑制的なものとするとともに。今後の経済情勢の推移に対応し得

るよう機動的、弾力的な運営を行うことを基本として、下記により編成する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

記

１

　

財

　

政

　

規

　

模

　　

一般会計予算及び財政投融資計画の規模は、厳に抑制する。

　　

また、公債及び政府保証債の発行額をそれぞれ前年度当初発行予定額より1,800

　

億円及び500億円縮減し、公債の発行額は２兆1,600億円、政府保証債の発行額は

　

4,000億円とする。

２

　

税

　

制

　

改

　

正

　　

給与所得者を中心とする税負担の軽減適正化を図るため。所得税について給与所

　

得控除等の引上げにより課税最低限(夫婦子供二人の給与所得者)を初年度150万円

　

(平年度170万円)に大幅に引上げるとともに税率を緩和する等により初年度約１兆

　

4,800億円の減税を行う一方、法人税、印紙税及び自動車関係諸税の税率の引上げ、

　

租税特別措置の整理合理化等を行う。

３

　

公共投資等の抑制

　

(1)公共事業系統経費については、原則として前年度当初予算額と同額以下とす

　　

る。なお、官庁営繕系統経費については新規の着工を極力繰延べる等これを大幅

　　

に削減する。

　

個

　

既定の長期計画について、進度の調整を図るほか、長期計画の改定は行わな

　　

1,ヽ。

　

(3)新幹線鉄道建設事業、本州四国連絡橋建設事業、新規高速道路建設事業等巨額

　　

の経費を要する事業については、極力これを繰延べる。

　

(4)財政投融資対象事業についても、これらに準じて措置する。
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４

　

公共料金の凍結

　　

物価の抑制に資するため､‘公共料金を極力凍結する'こととね･、国有鉄道運賃、米

　

の政府売渡価格の改定時期をそれぞれ６ヵ月延期する。

５

　

財源の重点的かつ効率的な配分

　

(1)社会保障等国民福祉の向上に直結する施策及び物価の抑制、食糧の安定的供給

　　

の確保等国民生活の安定に寄与する施策の充実を図る。

　

(2)各省庁の部局及び特殊法人の新設は、真にやむを得ないものを除き、厳にこね

　　

を抑制するとともに。既定計画に基づき公務員の定員削減を行い、新しい行政需

　　

要についてもその振替によって対処する。

　

(3)補助金等既定経費の整理合理化を行うとともに旅費、庁費等の行政経費についヽ

　　

て節約を実施する。

６

　

予算及び財政投融資計画の弾力的運用

　　

現下の経済情勢に顧み、その推移に対処するため、予算及び財政投融資計画の執

　

行に当り、その弾力的運用を図り得るよう措置する。

７

　

地

　

方

　

財

　

政

　

地方財政においても。国と同一の基調により、公共投資を初めとする歳出を極力

　

抑制するとともに、財源の重点的かつ効率的な配分を行う'こととし、その適切な逐

　

営を図る。

　　　　　　　　　　　　

言

　　

なお、民間設備投資及び民間建築についても、上記の方針に対応し、極力繰延

　

べ、抑制の措置をとることを要請する。

昭和50年度予算編成方針

昭和49年12月28日
閣

　

議

　

決

　

定

　

昭和50年度の予算及び財政投融資計画は、（昭和駅）年度の経済見通しと経済運営Ｏ

基本的態度」にのっとり、引続き抑制的な基調を堅持する方針の下に、国民生活の安

定と福祉の充実に配意するとともに、経済情勢の推移に対応して機動的、弾力的な運

営を図ることとし､十下記によりy編成する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

記

１財

　

政規＼模

　

１

　　　　　　　　　

’゛’

　

一般会計予算及び財政投融資計画の規模については。極力抑制を図る。

２

　

公

　

債

　

発

　

行

　　　　　　　　　　　　　　

”

　

公債の発行額を前年度当初発行予定額より1,600億円減額し､、２兆円とする。宦

だ、政府保証債の発行額は4,000億円とする。｀

　　　　　　　

”
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３税制改正等

　　

経済情勢の変化に応じて租税負担の適正合理化を図るため、所得税について所要:

　

の負担調整を行い。相続税、入場税等について減税を実施するとともに、酒税の税

　

率の調整及びたばこの小売価格の改定を行う。室た、利子・配当課税の特例を初め･

　

とする租税特別措置について所要の改善措置を講ずる。

４

　

公共投資の抑制

　

（1）公共事業系統経費については、その予算額を前年度当初予算と同額程度にとど

　　

めるとともに、特に緊要な事業に重点的な配分を行う。

　

（2）既定の長期計画については。進度の調整を図る。新幹線鉄道建設事業、本州四

　　

国連絡橋建設事業、高速道路建設事業等の大規模事業についても、同様とする。

　　　

なお、昭和50年度を初年度とする新規計画の策定は行わない。

　

（3）財政投融資対象事業についても、上記に準じて措置する。

５

　

公共料金の抑制

　　

公共料金については、経済情勢等に顧み、物価の安定に資するため、極力これを･

　

抑制する。

　　　　　　　　　　　　　

ト

　　　

ヘ

　

ご

６

　

財源の重点的かつ効率的な配分

　

（1）社会的公正の確保に配意しつつ、社会保障の充実等国民福祉の向上及び国民生。

　　

活の安定のための各般の施策を推進する。

　

（2）各省庁の部局及び特殊法人の新設は、厳にこれを抑制する。国家公務員の既定

　　

定員については、昭和50年度以降３年間に３％を目途として計画的削減を行う

　　

とともに、新しい行政需要についても極力振替によって対処することとし、新規。

　　

増員を厳に抑制する。

　

（3）補助金等既定経費の整理合理化を行うとともに、官庁営繕系統経費の抑制を図1

　　

り、旅費、庁費等の行政経費について節減を行う。

７

　

予算及び財政投融資計画の弾力的運用

　　

経済情勢の推移に対処するため、予算及び財政投融資計画の執行に当り、その弾i

　

力的運用を図り得るよう措置する。

８

　

地

　

方

　

財

　

政

　　

地方財政においても、国と同一の基調により、公共投資を初めとする歳出を極力

　

抑制するとともに、財源の重点的かつ効率的な配分を行い、また、定員及び給与に。

　

ついての適切な管理等を行うことにより、節度ある財政運営を図るよう要請する。
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昭和51年度予算編成方針

昭和50年12月24日
閣

　　

議

　

決

　

定

　

昭和51年度の予算及び財政投融資計画は、「昭和51年度の経済見通しと経済運営

の基本的態度」にのっとり、国民生活と経済の安定及び国民福祉の充実に配意しつつ、

財政の改善合理化を図るとともに、景気の着実な回復に資するための施策を実施する

｡こととし、下記により編成する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

記

｡1

　

財

　

政

　

規

　

模

　　

一般会計予算及び財政投融資計画の規模は、経済の動向に即した適度なものとす

　

る。

２･公債発行

　　

公債の発行額は７兆2,750億円とする。

　　

また、政府保証債の発行額は7,600億円とする。

３税制改正等

　　

現下の諸情勢にかんがみ、自動車関係諸税の税率を引上げるとともに租税特別措

　

置について所要の整理合理化を行う。

４

　

総合予算主義による予算の編成・執行

　　

総合予算主義の考え方０もとに予算の編成及び執行に努める。

｡5

　

財源の重点的かつ効率的な配分

　

（1）財政の改善合理化を推進するとともに。財源の重点的、効率的な配分を行う。

　　

このため。

　　

吋）一般行政経費については、厳に抑制する。

　　

回

　

各省庁の部局及び特殊法人の新設は行わない。

　　

㈲

　

国家公務員の定員については。既定の計画により定員削減を行うとともに、

　　　

新しい行政需要については極力振替によって対処し、新規増員を厳に抑制する

　　　

ことにより、総数を縮減する。

　　

祠

　

補助金等４ついては、零細又は長期固定化しているもので効果のうすれてい

　　　

るもの等につき、整理合理化を進める。

　　

例

　

地方負担や地方の職員数の増加を伴う施策は、厳にこれを抑制する。

　　

忖

　

既存の制度について、受益者負担及び社会保険料の適正化を図るなどその合

　　　

理化に努め。均衡の取れた整備充実を図る。

　　

（ﾄ）新規施策については､既定経費の整理｡削減によって捻出する財源によって賄

　　　　　　　　　　　　　　　　

― 464 ―



　　　

うよう努めるとともに、後年度において財政負担の増加をもたらすような措置

　　　

は原則として採らないこととする。

　

（2）経済の着実な回復に資するため、特に公共事業系統経費の充実に努める。

　

ま’

　　

た、輸出金融の拡充に配意する。

　　　

なお、経済の動向等に即応して公共事業等の機動的実施を図り得るよう新たに

　　

所要の予算措置を講ずる。

６

　

予算及び財政投融資計画の弾力的運用

　　

予算及び財政投融資計画の執行に当っては、経済情勢の推移に即応して機動的に一

　

対処し得るよう、その弾力的運用を図る。

７

　

地

　

方

　

財

　

政

　　

地方財政については、国と同様、50年度に引続き財源難が予想されるが、国と

　

同一の基調により、一般行政経費の抑制と財源の重点的かつ効率的な配分を行い、

　

節度ある財政運営を図るよう要請する。
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昭和49年度の経済見通しと経済運営の基本的態度

昭和49年１月19日

閣

　

議

　

決

　

定

１

　

昭和48年度の経済情勢

　　

昭和48年度の経済は、需給のひっ迫基調の下で根強･い物価の騰勢を続けてきた

　

が、石油問題の発生により厳しい事態を迎えている。

　

･(1)国内経済は、年度の前半には個人消費支出や民間設備投資等を中心にかなりの

　　

拡大を示してきたが、総需要抑制策の効果や石油問題による先行き見通し難等も

　　

あって、後半には経済成長は鈍化するもの､とIみられる。また、産業活動も石油の

　　

供給削減の影響を受け、鉱工業生産は前年度比9.1％程度の増加になるものと見

　　

込まれる。

　

仙

　

物価は、海外価格の高騰と国内需給のひっ迫を背景に、根強い騰勢が続いてお

　　

り、石油問題の発生もあって前年度に比べ卸売物価は20.2%程度、消費者物価は

　　

14.0%程度の上昇はさけられないものとみられる。

　

掴

　

国際収支については。輸出はかなりの伸びを示しているが、輸入は、輸入価格

　　

の異常な上昇もあって輸出を上回る大幅な増加を示しており、貿易収支の黒字は

　　

30億ドル程度と前年度に比べ大幅に縮小するものと見込まれる。また経常収支は

　　

９億ドル程度の赤字となり、長期資本の著しい流出を反映して、基礎的収支は87

　　

億ドル程度の赤字になるものと見込まれる。

　

･(4)以上のような経済情勢の下で、昭和48年度の国民総生産は116兆4,500億円

　　

程度となり、実質の成長率は前年度比6.4% (名目21.9%)程度となる見込みであ

　　

る。

２

　

昭和49年度の経済運営の基本的態度

　　

昭和49年度のわが国経済においてはとくに年度当初に、石油の供給削減の影響

　

による供給面の制約から、物資需給。物価、雇用等の面において、国民生活に少な

　

がらざる影響が及ぶことが懸念される。

　　

このような認識の下に、昭和49年度の経済運営にあたっては。適切かつ機動的

　

な政策運用により、国民生活の安定と国民経済の円滑な運営を確保するため、次の

　

諸施策を重点的に講ずるものとする。

　　

第一に、最近における物価の動向にかんがみ、その安定を確保することが最優先

　

の政策課題である。このため総需要の抑制に特段の配慮を払うものとする。また、

　

投機的行為の防止、必需物資の輸入の促進、生鮮食料品の安定的供給の確保。流通

　

機構の合理化、競争条件の整備等の諸施策を引き続き強力に実施するものとする。
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公共料金については、これを厳に抑制する’ものとする。

　　

第二に、石油をはじめとする物資需給の均衡を図りとくに生活必需物資を優先的

　

瓦確保することとし、さらにエ､ネルギー消費の節減、合理化を一層推進するものと

　

する。

　　　

･。

　　　　　　　　

／

　　

物価心安定､j物資需給０均衡を確保するため「国民生活安定緊急措置法」、「石油

　

儒給適正化法丿等の適切な運用を図るものとする。

　　

第三に。社会保障の充実、勤労者に対する施策の充実、環境保全対策の推進、地

　

価対策の強化等国民福祉向上のための諸施策を引き続き推進するものとする。

　　

第四に、長期的視点から、資源・エネルギーの安定供給の確保、省資源・省エネ

　

ルギー化の促進、原子力及び新エネルギーの研究開発の推進、農業生産の近代化と

　

食料の安定的供給の確保等の諸施策を充実するものとする。

　　

また、国際経済関係の調和的発展を図るため経済協力等対外経済政策を推進する

　

とともに、各国と協調しつつ、国際通貨貿易体制の健全な発展に努めるものとする。

３

　

昭和49年度の経済見通し

　

（1）上記のような経済運営の下において。昭和49年度の国民総生産は131兆5,000

　　

億円程度になり、その成長率は前年度比実質2.5 %(名目12.9%)程度にとどま

　　

るものと見込まれる。経済活動は、年度当初石油削減の影響によって停滞するも

　　

のとみられるが、年度の後半には回復、安定に向うものと見込まれる。

　　

1）個人消費支出は引き続き堅調に推移し、前年度比17.0％程度の増加となる

　　　

ものと見込まれる。

　　　　

民間投資は住宅投資が前年度比15.4%程度増加するものの、設備投資の伸

　　　

び率は大幅に鈍化し、前年度比10.3％程度の増加に、また在庫投資も１兆

　　　

6,000億円程度にとどまるものと見込まれる。

　　　　

財政面では、総需要抑制の観点から公共事業等の圧縮をはかる一方、社会保

　　　

障関連支出に特段の配慮を払って国民福祉の充実に努めることとしており、政

　　　

府の財貨サービス購入は前年比14.9%程度の増加になるものと見込まれる。

　　　　

鉱工業生産は次第に回復するが、年度としての伸びは1.0％程度にとどまる

　　　

ものと見込まれる。

　　

２）物価については、総需要抑制策の効果の浸透、海外価格の騰勢の鈍化が期待

　　　

されるが、石油の供給削減等を背景に需給はひっ迫気味に推移することが予想

　　　

されるので。諸般の物価対策を強力に推進することにより、卸売物価の年度中

　　　

上昇率は4.8％程度、年度平均上昇率は14.6^程度、消費者物価の年度中上昇

　　　

率は5.2%程度、年度平均上昇率は9.6%程度の上昇にとどめるよう努めるも

　　　

のとする。

　

摺

　

国際収支については、世界貿易の伸びの鈍化、国内における供給面の制約等に
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よって、輸出は471億ドル。前年度比2S.Q%程度の増加にとどまるものとみら

れる。他方、輸入も国内経済活動の鈍化によって437億ドル、前年度比"23.8%

程度の増加と前年度に比べ伸び率は大幅に低下するものと見込まれる。

　

この結果、貿易収支の黒字は34億ドル程度。経常収支の赤字は４億5,000万

ドル程度になるものと見込まれる。また長期資本収支の赤字も44億ドル程度に

縮小するもめと予想され、基礎的収支の赤字は48億5,000万ドル程度と前年度

に比べかなり減少するものと見込まれる。
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昭和50年度の経済見通しと経済運営の基本的態度

昭和50年１月24日

閣

　

議

　

決

　

定

１

　

昭和49年度の経済情勢

　

(1)我が国経済は。とくに昭和48年末の石油危機以降、物価の高騰、物資需給の

　　

ひっ迫を経験してきたが、前年度から引き続きとられてきた総需要抑制策等の効

　　

果が実体経済面に浸透するに伴い、物資需給は緩和し、物価も鎮静化の方向に向

　　

かっている。

　　　

しかし、一次産品の国際市況にはやや騰勢の鈍化もみられるものの、エネル

　　

ギー価格・賃金の大幅引上げ等によるコスト上昇圧力もあって、物価の今後の

　　

動向には。なお警戒を要するものがあり、本年度は前年度に比べ、卸売物価は

　　

246 %(年度中上昇率9.2%)程度、消費者物価は22.0 %(年度中上昇率15.0％)程

　　

度の上昇になるものと見込まれる。

　

(2)国内経済動向をみると、石油危機の影響もあって昭和48年度第４・四半期に

　　

おいて国内最終需要が大幅な落込みを示したが、その後も個人消費・民間設備投
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資等を中心に停滞を続けている。

　　　

今後は、消費需要や公害防止関係、基礎資材関係を中心とする投資等が増加

　　

し、経済は漸次回復に向かうものとみられる。

　　　

他方。産業活動は。以上のような需要の動きを反映して、鉱工業生産は、前年

　　

度に比しマイナス4.8%程度になるものと見込まれる。

　

また雇用面でも、就業者

　　

数は前年度水準をわずかに下回るものとみられる。

　

(3)国際収支については、輸入価格の大幅上昇にもかかわらず。輸出が好調であ

　　

り、貿易収支は39億ドル程度の黒字、経常収支は25億ドル程度の赤字と、前年

　　

度に比べ若干の改善となるものどみられるほか、長期資本収支の赤字が大幅に縮

　　

小することもあって基礎的収支は55億ドル程度の赤字にとどまるものと見込ま

　　

れる。

　

(4)以上のような経済情勢のもとで、昭和49年度の国民総生産は136兆8,000億

　　

円程度、名目の成長率tt 18.7 %程度となるが、実質の成長率はマイナス1.7%

　　

程度となる見込みである。

２

　

昭和50年度の経済運営の基本的態度

　　

石油をはじめとする資源エネルギー面の国際的な制約の増大、国内における立地、

　

環境問題に加え、なお根強いコスト上昇要因を反映し予断を許さない物価動向等我

　

が国をめぐる内外の経済情勢は、極めて厳しいものがあり、今後。我が国は、内外
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要因による潜在成長力の低下という現実に直面し、従来のような高度成長は再び期

待しえず、その経済運営の基本的態度は、静かで控え目な成長を旨とする必要があ

る。

　

昭和50年度は、かかる路線に円滑に乗せるためのいわゆる調整期間にあたり、

インフレと不況が交錯する世界経済にあって。まず物価の安定を図ることが経済政

策の最重要の課題である。

　

このような認識の下に昭和50年度の経済運営においては、流動的な国際経済情

勢に配慮の上国際協調に留意しつつ、国民経済の健全な機能の回復とこれによる国

民生活の安定を図るため、次の重点施策を適切かつ機動的に実施するものとする。

　

第１に、物価の安定を図ることが民生安定の基礎であるが、特に消費者物価の上

昇率を遅くとも、昭和50年度末までに、前年同月比で、１桁にすることを目標と

する。このような観点から引き続き財政金融政策を中心に抑制的な総需要管理を実

施するものとする。この場合、将来基礎資材等の供給力不足を来たし、また中小企

業に対し不当なしわよせが生ずることのないよう、含め細かい配慮を加えるととも

､に、雇用面においても失業問題の発生を回避し、雇用対策の強化を図ることとす

る。更に今後の物価動向は、賃金上昇率いかんによる面も大きいので、強力な物価

対策を講じつつ、労使双方が昭和50年における賃金決定につき国民経済的視野か

ら節度ある態度を保持するよう期待する。

　

公共料金等は、これを厳に抑制するものとする。

　

また、生鮮食料品等生活必需物資の安定的供給の確保等を強力に推し進めるとと

もに、長期的な物価安定に資するため、独禁法の改正等競争条件の整備、農林漁業

等の低生産性部門の近代化、流通機構の合理化等の諸施策を強力に推進するものと

する。

　

第２に国民福祉の向上の基礎を確立するため、まず物価の安定を確保することと

するが、更に社会的公正確保の観点から、社会保障の充実その他各般の施策の推進

を図るとともに、広く勤労者・消費者に対する施策を充実し、公共事業費を抑制す

る中で。特に住宅・下水道等生活環境施設の整備につとめ、更に環境保全・公害防

止等の対策、地価対策等を推進するものとする。

　

第３に資源エネルギー問題の解決は、全国民的規模での協力が必要であるが。こ

のため、まず、資源エネルギー特に石油・電力の節約の国民運動を強力に展開し、

室た我が国産業の省資源・省エネルギー型構造への転換の促進、資源・エネルギー

･の安定供給の確保及び備蓄の増強に努めるとともに、原子力及び新エネルギーの研

究開発の推進等の諸施策を充実するものとする。

　

また、世界的な食糧事情にかんがみ、生産基盤の整備等の諸施策を充実し、食糧

の安定供給の確保に努めるものとする。
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３

　

昭和50年度の経済見通し

　

(1)上記のよりな経済運営の下において、昭和50年度の国民総生産は158兆5,000・

　　

億円程度になり、名目の成長率は前年度比15.9%程度、実質の成長率は4.3%程一

　　

度となるものと見込まれる。この場合において、国内経済の見通しは、おおむね

　　

以下のとおりであり、経済活動は年度を通じ引き続きゆるやかな回復基調をたと

　　

るものとみられる。

　　

1)物価については、諸般の物価対策を強力に推進することにより、前年度に比

　　　

べ卸売物価は7.9％(年度中上昇率7.7％)程度、消費者物価は11.8 %(年度中･･

　　　

上昇率9.9%)程度の上昇になるものと見込まれる。

　　

2)個人消費支出は、消費者物価の安定とともに着実な上昇が期待され､､前年ｔ

　　　

比18.4%程度の増加となるものと見込まれる。

　　　　

民間投資は住宅投資が前年度の落ち込みからの回復により19.6%程度の増’

　　　

加に、設備投資も公害防止関係や基礎資材関係を中心に14.0%程度の増加に、

　　　

在庫投資も２兆5,000億円程度になるものと見込まれる。

　　　　

財政面では公共事業等の抑制を図る一方、社会的公正の確保に配意しつつ、

　　　

社会保障の充実等国民福祉の向上及び国民生活の安定のための各般の施策を推2

　　　

進することとしており、政府の財貨・サービス購入は前年度比14.4%程度０･

　　　

増加になるものと見込まれる。

　　　　

また、鉱工業生産は、このような需要の動向に伴い、年度としての伸びは｡

　　　

5.4％程度になるものと見込まれる。

　

これに対応して、雇用面でも就業者数は。

　　　

前年度比0.4％程度増加するものと見込まれる。

　

(2)国際収支については、輸出は670億ドル、前年度比15.5%程度の増加になる

　　

ものとみられる。他方輸入は、輸入価格の安定が期待されるが国内経済活動の腫

　　

復もあって618億ドル、前年度比14.2 %程度の増加となるものと見込まれる。

　　　

この結果、貿易収支の黒字は52億ドル程度となり｡、経常収支ほ17億ドル程度

　　

の赤字と前年度に比べ若干の改善になるものと見込まれる。

　　　

また、長期資本収支の赤字は22億ドル程度となるものと予想さ北るので、基二

　　

礎的収支の赤字は89億ドル程度になるものと見込まれる。
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昭和51年度の経済見通しと経済運営の差本的態度

昭和51年１月23日

閣

　

議

　

決

　

定，

１

　

昭和50年度の経済情勢

　

（1）昭和48年秋の石油危機により、我が国経済は物価の高騰と国際収支の大幅衆

　　

字という困難な事態に遭遇した。このため政府は、総需要抑制策をは｡じめとする

　　

各般の措置を実施してきた。このような諸施策の結果、物価は鎮静化の傾向を示:

　　

すようになり国際収支面でも改善がみられた。一方、景気は、昭和50年春に度

　　

入れしたものの、世界経済の予想外の停滞による輸出の不振及び設備投資の減少･

　　

によって最終需要が伸び悩んでいるため、景気の回復力は弱い状態にある。

　　　

このような情勢に対し、政府は２月、３月、６月の３次にわたる景気対策に加;

　　

え、９月には物価の安定化をふまえ、景気の着実な回復と雇用の安定を図るため、

　　

第４次の総合的な景気対策を決定した。対策効果の浸透には若干の遅れがみら

　　

れ、雇用面等において厳しい情勢が続いているものの、今後対策の実行の促進等、

　　

を図ることにより景気は次第に回復していくものと期待される。

　　　

この結果、昭和50年度の国民総生産は148兆7,500億円程度、名目、実質の戌

　　

長率は、それぞれ9.1%、2.6％程度になる見込みである。

　　　

また鉱工業生産は、前年度比では3.8％程度の低下が見込まれるが、年度中の･

　　

伸びは12％程度と見込まれる。

　

（2）物価は、総需要抑制策が功を奏し、鎮静化しており、消費者物価は10月に前’

　　

年同月比9.6%となった。年度としては、年度中上昇率9.9％程度の上昇になるも

　　

のと見込まれる。

　　　

また卸売物価は、年度中上昇率4.6％程度の上昇になるものと見込まれる。

　

（3）国際収支面では、輸出は、世界経済が予想外の停滞を示したため。今後世界経:

　　

済が漸次回復に向っても、前年度比4.7%程度減少するものと見込まれる。

　　　

一方。輸入は、わが国の景気の回復に伴い、今後増加するものと考えられる

　　

が、国内経済活動の停滞を反映して、年度前半に大きな落込みを示したため、前’

　　

年度比5.5%程度減少するものと考えられる。

　　　

この結果、貿易収支は、42億ドル程度の黒字、また経常収支、基礎的収支はそ

　　

れぞれ17億ドル、34億ドル程度の赤字になるものと見込まれる。

２

　

昭和51年度の経済運営の基本的態度

　　

世界経済は、時を同じくして深刻な景気後退にみまわれたが、50年半ばを底に上

　

向きに転じつっある。アメリカは既に着実な回復軌道に乗っており、ヨーロッパ諏
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国も程度の差はあれ、51年には上昇に転ずるものと見込まれる。

　

昭和51年度は、我が国経済にとって、石油危機後のいわゆる経済の調整過程Ｏ

仕上げの年であるとともに、新しい中期計画の出発点となる年であり、我が国経済

を長期安定成長路線に乗せていくためにきわめて重要な年である。したがって、上

記のような世界経済の回復基調を背景として、これまでに達成された物価の安定傾

向を維持しつつ、景気の順調な回復を実現すること及び中長期的に我が国経済が抱

えている諸問題の解決のために足がかりを築くことが昭和51年度の課題である。

　

すなわち、昭和51年度の経済運営の第１の目標は、景気の着実な回復と雇用の

安定を図ることである。このため、経済運営の各面を通ずる努力を払うものとし、

財政においても、従来とは異なる新たな状況に即応しうるようその改善合理化を図

りつつ、その中にあって、国民生活の充実と経済社会の基盤整備に役立つ公共事業

及び住宅に重点を置くことにより民間需要の増大を図り、景気回復に資するよう配

意するものとする。

　

また、貿易の拡大のため輸出金融の拡充等に配意するものとする。

　

第２には、景気の回復にともなってインフレが再燃することがないよう努力する

ことである。卸売物価については、景気回復の過程で年度中上昇率4.8%程度の上

昇となるものと見込み、特に消費者物価については、50年度の成果をふまえて、

51年度中には一層の安定化を図り、年度中上昇率8.0％程度とするよう努める。

　

公共料金については、経営の合理化をすすめ受益者負担を原則とし、物価動向に

も配慮しつっその適正化を図る。

　

第３には、新しい計画の初年度として、長期的に均衡のとれた発展を確保するた

めの基盤を培養するとともに、ひきっづき国民生活の安定と向上を図るための施策

を講ずることである。

　

長期的発展のための基盤整備としては、資源エネルギーの安定供給の確保を図る

ため資源エネルギー対策を総合的に推進するとともに、新しい条件に適合した産業

構造への転換と重機械輸出等貿易構造の高度化、中小企業の経営の安定化のための

施策の推進、科学技術の振興等を図ることとする。

　

また、食糧の安定供給の確保を図るため、農林漁業の生産基盤の整備等の諸施策

を充実するものとする。

　

国民生活の安定と向上を図るためには、社会保障について負担の適正化を図りつ

つ、その充実に努めることとする。また国民生活の基盤となる施設の整備に努め、

さらに、国土、環境の保全、安全な生活の確保のための諸施策等を推進するものと

する。

　

以上のような経済運営に当たっては、我が国経済と世界経済の相互依存性がます

ます高まりつつある現状に鑑み、国際協調の一層の充実に努め、貿易の拡大、経済
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協力の推進等を通じて世界経済全体の発展と調和のIとれた経済め成長をめざすもＯ

　

とする。

　　

上記各般の政策努力を行うことにより、51年度は実質成長率で5.6％前後の経済

　

の拡大を達成することができるものと考える。

３

　

昭和51年度の経済見通し

　

（1）上記のような経済運営の下において。国内経済の見通しは、おおむね以下のと

　　

おりであり。経済活動は年度を通じて順調な回復過程をたどるものとみられる。

　　

1）個人消費支出は、前年度比IS.1%程度の増加を示すものと見込まれる。

　　　　

民間投資についてみると、設備投資は増加に転じるものの増加率は7.0%程

　　　

度と従来の景気回復局面に比べ抵いと見込まれる。また、住宅投資は前年度に

　　　

ひきっづき15.8％程度の増加となり、在庫投資も２兆6,000億円程度に増加す

　　　

るものと見込まれる。

　　　

財政面では。その改善、合理化を図る一方、国民生活の充実と経済社会の基

　　

盤整備に役立つ公共事業及び住宅に重点を置くこととしており、､一政府の財貨

　　

サービス購入は前年度比13.3 %程度の増加になるも;のと見込まれる。

　　　

鉱工業生産は、このよう力需親の伸びに伴い、年度としての伸びは10.4%程

　　

度になるものと見込まれk

　

これに対応して稼働率指数も年度末には94程度に

　　

なるものと見込まれるぷ室た雇用面でも次第に明る･さを増し、就業者数は前年

　　

度比0.8%程度増加するもめと見込まれる。

　

2）物価については、ひきっづき落ち着いた動きを示し｡･卸売物価は年度中上昇

　　

｀率4.8%程度、消費者物価は年度中上昇率8.0%程度の上昇になるものと見込

　　

まれる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

｀

（2）国際収支については、輸出は、世界貿易の回復もあり｡617億ドル、前年度比

　

13.0％程度の増加と廠り、他方輸入も国内経済活動の回復から577億ドル、前年

　

度比14.5%程度の増加となるものと見込まれる。

　　

この結果、貿易収支の黒字は40億ドル程度となり、経常収支、基礎的収支Ｏ

　

赤字はそれぞれ27億ドル｡49億ドル程度と、前年度に比べ若干赤字幅を拡大す

　

ることになるもめと見込まれる。

（3）以上の結果、51年度の国民総生産は168兆1,000億円前後になり。名目の成長

　

率は前年度比13.0%前後、実質の成長率は5.6%前後となるものと見込まれる。
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一

　　　　　

地方行財政制度の改正(昭和50年公布分)

地方行財政に関連する主要な法律の制定、改正状況の概要は。次のとおりである。、

　

自治省関係

　

市町村の合併の特例に関する法律の改正(昭和50年法律第５号)

市町村の合併の特例に関する法律の有効期間を昭和60年３月31日まで延長した。

　

地方税法の改正(昭和50年法律第18号)

１

　

道府県民税及び市町村民税

　

日

　

個人の道府県民税及び市町村民税

　　

(1)個人の道府県民税及び市町村民税の所得控除を次のと聊り改めた。

　　　

イ

　

基礎控除額18万円を19万円に引き上げた。

　　　

ロ

　

配偶者控除額18万円を19万円に引き上げた。

　　　

ノゝ

　

扶養控除額14万円を17万円に引き上げた。

　　　

ニ

　

障害者控除、老年者控除、寡婦控除及び勤労学生控除の額をそれぞれ1＆

　　　　

万円を16万円に引き上げるとともに、特別障害者控除額16万円を19万円

　　　　

に引き上げた。

　　　

ホ

　

老人扶養控除及び配偶者のいない世帯の一人目の扶養親族に係る控除の額

　　　　

16万円を19万円に引き上げた。

　　　

へ

　

生命保険料控除の控除対象限度額４万円を７万円に引き上げた。(４万円を

　　　　

超える部分についての控除率は、４分の１'とした。)

　　

(2)障害者、未成年者、老年者又は寡婦についての非課税の範囲を、年所得5{}

　　　

万円までを60万円までとした。

　　

(3)白色申告者め専従者控除の控除限度額20万円を30万円に引き上げた。

　　

(4)配偶者控除及び扶養控除の適用要件である配偶者又は扶養親族の給与所得等

　　　

の限度額15万円を20万円に引き上げた。

　　

(5)寡婦控除の適用要件として特定の者について定められている所得限度額150

　　　

万円を300万円に引き上げた。

　　

(6)昭和51年から昭和55年までの間における長期譲渡所得に対する課税につい

　　　

ては。他の所得と区分し、次に掲げる税額の合計額を課するものとした。

　　　

イ

　

特別控除後の譲渡益2,000万円以下の部分については、当該部分の道府県

　　　　

民税にあっては100分の２、市町村民税にあっては100分の４に相当する金

　　　　

額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一

　　　

口

　

特別控除後の譲渡益2,000万円を超える部分については、譲渡益の４分Ｏ
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３を総合課税した場合の当該2,000万円を超える部分に係る上積み税額

　

（7）短期譲渡所得に係る課税の特例の適用期間を昭和56年度まで延長した。

　

（8）森林施業計画に基づき山林経営を行う個人が山林を現物出資して法人成りす

　　　　

る場合の山林所得の課税について、納期限の特例を設けた。

　

（9）農業生産法人に現物出資した場合の譲渡所得に係る納期限の特例措置の適用i

　　

期間を昭和53年度まで延長した。

口

　

法人の道府県民税及び市町村民税

　

（1）法人税法の規定により会計監査人の監査を受けなけれぱならないこと等の理

　　　

由により決算が確定しないため申告書の提出期限の延長を認められている法人

　　　

が、当該法人税額の課税標準の算定期間の末日から２月以内に法人税割額の一

　　　

部を見込納付し。かつ、徴収の猶予を申請した法人税割額以外の部分の税額を

　　　

その納期限内に完納したときは、当該見込納付をした法人税割額を限度とし

　　　

て。当該納期限から２月以内の期間につき、徴収が猶予されるものとした。

　

（2）第15条の３の徴収猶予等に係る延滞金の率は、日本銀行の基準割引歩合の･

　　

引上げに応じ、年12.775パーセントの割合の範囲内で定める割合とした。

２

　

事

　　

業

　　

税

　

日

　

小規模な水産動植物の採捕事業については、非課税とした。

　

口

　

白色申告者の専従者控除の控除限度額20万円を30万円に引き上げた。

　

日

　

事業主控除額150万円を180万円に引き上げた。

　

匈

　

会計監査人の監査を受けなけれぱならないこと等の理由により決算が確定しか

　　

いため法定納期限までに申告納付することができないと認められる常況にある法

　　

人については、道府県知事の承認を受け、原則として各事業年度終了の日から＆

　　

月以内に申告納付することができることとした。この場合における徴収の猶予に

　　

ついては、当該事業年度終了の日から２月以内｡に見込納付をし、かつ、徴収の猶

　　

予を申請した税額以外の部分の税額をその納期限内に完納したときは、当該見込

　　

納付をした税額に相当する金額を限度として、当該納期限から２月以内の期間に

　　

つき、徴収が猶予されるものとした。

㈲

　

第15条の３の徴収猶予等に係る延滞金の率は、日本銀行の基準割引歩合の引

　

上げに応じ、年12.775パーセントの割合の範囲内で定める割合とした。

丙

　

事業税については、標準税率に1.1を乗じて得た率を超える率で課することが:

　　

できないものとした。

３不動産取得税

　

日

　

次に掲げる不動産の取得については、非課税とした。

　

（1）雇用促進事業団が設置及び運営を行う移転就職者のための宿舎の用に供する

　　　

不動産
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（2）農用地開発公団の事業の施行に伴5･換地又は交換分合により取得する土地

　　

（3）地域振興整備公団Ｑ行う･換地処分にぷ゛り､取得する建築物９一部等又は保留地

　

倒

　

次のとおり課税標準の特例措置を講じた。

　　

（1）たばこ耕作組合等が葉たばこの育苗又は貯蔵のための共同利用施設を日本専

　　　

売公社の補助を受けて取得しか場合９課税標準は、当該施設の価格から当該補

　　　

助を受けた額に相当する額を控除することとした。｡

　　

（2）国の作成した計画に基づく政府の補助を受けて農用地開発公団が新設し又は

　　　

改良した特定の農業用施設を都道府県から譲渡しを深けた場合の課税標準は、

　　　

その取得が昭和52年ａ月31日までに行われた場合に限り、･そり施設の価格か

　　　

らその施設の新設又は改良につき同公団が補助を受けな額曜相当する額を控除

　　　

することとした。

　　　　

ト

　　

‥･

　　　　　　　　　　　

レ

　

匈

　

入会林野等の整備近代化による土地の取得に対して課する不動章取得税の課税

　　

標準の特例措置の適用期限を｡昭和皿年3月31日「まで延長した。

４

　

道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税

　　

’

　

日

　

課税標準算定９基礎となる額に乗ずべき製造たぼこの本数９算定をする場合に

　　

おける刻みたばこ、葉巻たばこ及びパイプたぱこの本数の算定については、それ

　　

ぞれその１グラムをもって紙巻たばこ(ｎ―本犀換算するもの･とした。

　

C=⇒

　

課税標準算定り基礎となる額に乗ずざき。製造たばこ｡り本数娯ついては、昭和

　　

50年度分及び昭和51年度分の道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税に限

　　

り。製造たぱこの本数に一定の率を乗じて得た本数とした･。･

j5

　

料理飲食等消費税

　　　　　　　　　

‥‥‥‥

　　　　

、卜し

　

、、

　

Ｈ

　

飲食店等における｡飲食の免税点ユβ0 0円を､1,700円に引き上げj5とともに､あら

　　

かじめ提供品目ごとに料金を支払う飲食の免税点600円を駒o円に引き上げた。

　

ロ

　

旅館における宿泊及びこれに伴う飲食り免税点2,400円を3,400円に引き上げ

　　

た。。。

　　　　　　　　　　　　　　

‥。＿。

６固定資産税

　

日

　

農用地開発公団が行う農用地開発公団法第19条第1一項第１号イ又はロの事業

　　

の施行に係る土地について一時利用地等の指定があ､つた場合には、一時利用地等

　　

に対応する従前の土地の所有者等を所有者とみなすことができるものとした。

倒

　

次に掲げる固定資産については、非課税とした。

　　

（1）農用地開発公団が直接その本来の事業の用に供する特定ｏ固定資産

　　

（2）年金福祉事業団が年金福祉事業団法第17条第１号に規定する業務の用に供

　　　

する特定の固定資産

　　

（3）国際協力事業団が国際協力事業団法第2工条第１項第１号。第２号又は第４

　　　

号に規定する業務の用に供する特定の固定資産
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（4）厚生年金基金及び厚生年金基金連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び

　　

倉庫

目

　

次のとおり課税標準の特例を設けた。

　

（1）地方鉄軌道の新線建設に係る構築物のうち、道路との立体交差化施設に係る

　　

特定の線路設備の課税標準を、その価格の３分の１（新設後５年度間はその価

　　

格の６分の１）の額とした。

　

（2）一般ガス事業者を構成員とする中小企業等協同組合等が新設した一般ガス事

　　

業者に対してガスを供給する事業の用に供する特定の償却資産の課税標準を、

　　

新設後５年度間はその価格の３分の１の額、その後の５年度間はその価格の３

　　

分の２の額とした。

糾

　

外国貿易船に係る非課税措置を廃止し、外航船舶の課税標準額の２分の１の須

　　

を課税標準とする特例措置を設けた。

㈲

　

次のとおり課税標準の特例措置等の適用期限を延長した。

　

（1）特定地中化配電設備に係る課税標準の特例措置の期限を延長し。昭和53年1

　　　

1月１日までの間に新設されたものについて適用すること。

　　

（2）原油備蓄施設に係る課税標準の特例措置の期限を延長七、昭和52年３月3ｔ

　　　

日までの間に新設されたものについて適用すること。

　　

（3）新築住宅及び新築中高層耐火建築住宅に係る固定資産税の減額措置の期限を

　　　

延長し、昭和53年１月１日までの間に新築されたものにつＶヽて適用すること。、

７

　

電気税及びガス税

　

日

　

ガス税の税率100分の４を100分の３に引き下げた。

　

（=⇒紡績糸、ねん糸及び織物の製造の用に供する電気に対して課する電気税の軽波

　　

措置について。対象となる繊維の範囲に、合成繊維、さく酸繊維及び絹を加える、

　　

とともに、税率を一律２パーセント（改正前毛に係るものにあっては４パーセン’

　　

ト）とし、適用期間を昭和50年６月１日から昭和53年５月31日までとした。

　

C≡Ξ）紙の製造の用に供する電気に対して課する電気税の軽減措置の適用期限を昭和

　　

53年５月31日まで延長した。

　

匈

　

産業用電気に係る電気税の非課税措置のうちベンゾール、塩化ビニール等2ｔ

　　

品目に係る措置を廃止した。

８

　

特別土地保有税

　

日

　

土地区画整理事業の施行に係る土地について仮使用地がある場合には、仮使厨

　　

地の使用又は収益の開始をもって土地の取得と、仮使用地の使用者をもって土地。

　　

の所有者等とみなすことができることとした。

　

C=⇒

　

次に掲げる土地又はその取得にういては、非課税とした。

　　

（1）厚生年金基金又は厚生年金基金連合会が基金の加入員等の福祉を増進するた
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めの特定の施設の用に供する土地

　　

(2)年金福祉事業団が特定の保養のための特定の施設の用に供する土地

　　

(3)新住宅市街地開発事業の用に供する土地を譲り受けた特定の者が特定の公益

　　　

的施設の用に供する土地

　　

(4)日本住宅公団等が法律に基づき工業団地造成事業又は流通業務団地造成事業

　　　

の用に供する特定の土地

　

９

　

自動車取得税

　　

道路運送車両法第41条の規定により昭和51年４月１日以降に適用されるべきも

　

のとして定められる自動車排出ガスに係る保安基準に適合する自動車及び電気自動

　

車に係る税率は、改正前の税率から、昭和50年４月１日から昭和51年３月31日

　

までに取得されたものにあっては100分の２、昭和51年４月１日から前記の保安

　

基準に適合しない乗用自動車の生産が認められる期間の終了する６月前までに取得

　

されたものにあっては100分の１(電気自動車にあっては100分の２)を、それぞれ

　

控除した税率とした。

10

　

入

　　

湯

　　

税

　　

税率40円を100円に引き上げた。

ユ1

　

事

　

業

　

所

　

税

　　

都市環境の整備に要する費用に充てるため、市町村の目的税として事業所税を次

　

により創設した。

　

日

　

事業所税の課税団体は、都(特別区の存する区域に限る。)及び次に掲げる市(以

　　

下｢指定都市等｣という｡)とした。

　　

(1)地方自治法第252条の19第１項の市

　　

(2) (1)に掲げる市以外の市で首都圏整備法第２条第８項に規定する既成市街地又

　　　

は近畿圏整備法第２条第３項に規定する既成都市区域を有するもの

　　

(3)(1)及び(2)に掲げる市以外の市で人口50万人以上のもののうち特定のもの

　

仁)事業所税は、事務所又は事業所(以下｢事業所等｣という。)において法人若しく

　　

は個人の行う事業又は事業所等の用に供する家屋の新築若しくは増築に対し、当

　　

該事業所等又は家屋所在の指定都市等において、当該事業を行う者又は当該家屋

　　

の建築主に課すること。この場合において、事業所等において法人又は個人の行

　　

う事業に対して課する事業所税は、資産割額及び従業者割額の合算額によって課

　　

することとした。

　

細

　

次に掲げる事業所等については、非課税とした。

　　

(1)国及び法人税法第２条第５号の公共法人に係る事業所等

　　

(2)法人税法第２条第６号の公益法人等に係る事業所等(収益事業以外の事業に

　　　

係るものに限る。)
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（3）農林漁業の生産の用に供する施設、福利厚生施設、教育文化施設、中小企業

　　　

の共同化のための施設等

　

釧（1）事業に対して課する事業所税の課税標準は、次の区分に応じ、それぞれ次に

　　　

掲げる床面積及び従業者給与総額とした。

　　　　　　　　　　

資

　　

産

　　

割

　　　　　　　　

従

　

業

　

者

　

割

　　　

法

　

人

　

事業年度終了の日現在におけ

　　

事業年度中に支払われた従業

　　　　　　　

る事業所床面積

　　　　　　　　

者給与総額

　　　

個

　

人

　

その年の12月31日現在にお

　　

その年中に支払われた従業者

　　　　　　　

ける事業所床面積

　　　　　　　

給与総額

　　

（2）事業所等の新増設に対して課する事業所税の課税標準は。新増設に係る事業

　　　

所等の床面積とした。

　

佃

　

一定の事業所等については、課税標準の特例を設けた。

　

倒

　

税率は、資産割にあっては一平方メートルにつき300円、従業者割にあっては

　　

100分の0.25、事業所等の新増設に対して課する事業所税にあっては一平方メー

　　　

トルにつき5,000円とした。

　

佃（1）事業に対して課する事業所税は、指定都市等の区域内において、同一の者に

　　　

つき、法人に対して課するものにあっては事業年度の末日、個人に対して課す

　　　

るものにあってはその年の12月31日の現況において、次の区分に応じ、それ

　　　

ぞれ次に掲げる床面積又は従業者数以下である場合には。課さないこととし

　　　

た。

　　　

資産割

　

1,000平方メートル

　　　

従業者割

　

100人

　　

（2）事業所等の新増設に対して課する事業所税は、新増設に係る事業所等の床面

　　

積が2,000平方メートル以下である場合には、課さないこととした。

　

･<A)(1)事業に対して課する事業所税の徴収については、申告納付の方法によるもの

　　　

とし、その納期限は、次の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日とすることとし

　　　

た。

　　　

法

　

人

　

事業年度終了の日から２月を経過する日

　　　

個

　

人

　

翌年３月15日

　　

（2）事業所等の新増設に対して課する事業所税の徴収については、申告納付の方

　　　

法によるものとし、その納期限は、当該新増設の日から１月を経過する日とす

　　　

ることとした。

12

　

沖繩国際海洋博覧会の開催に伴う特例

　　

沖繩国際海洋博覧会の開催に伴う特例措置として、外客の旅館における宿泊及び

　

これに伴う飲食に対しては、当該行為が昭和50年６月１日から昭和51年２月29日
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までの間に行われたときに限り、料理飲食等消費税を課さないこととする､ほか。貧

　

覧会の用に供する家屋及び償却資産に対する固定資産税を非課税とする等Ｑ措置を

　

講じた。

　　

地方交付税法の改正(昭和50年法律第52号)

１

　

単位費用の改正

　

Ｈ

　

児童福祉、老人福祉対策等社会福祉施策の充実、社会福祉施設の整備その他祉

　　

会福祉水準の向上に要する経費の財源を措置することとした。

　

C=4

　

教職員定数の増加、教員給与の改善、教育施設の整備、私学助成の拡充等教育

　　

水準の向上に要する経費の増額を図った。

　

叫

　

市町村道、清掃施設等住民の生活に直結する公共施設の計画的な整備に要する･

　　

経費の財源を増強した。

　

匈

　

過密地域及び過疎地域に係る財政需要の基準財政需要額への算入の強化を図ぶ

　　

とともに、公害対策、交通安全対策、消防救急対策、消費者行政及び土地対策に

　　

要する経費を充実した。

　

匈

　

広域市町村圏内における基幹生活道路の整備を引き続き推進するための措置をj

　　

講じた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

'

　

㈲

　

その他各種の制度の改正等により増加する経費を基準財政需要額に算入ごずるたl

　　

め、関係費目の単位費用を改定した。

２

　

そ

　　

の

　　

他

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

犬

　　

公共用地の円滑な取得を図るため、昭和50年度に限り。｢臨時土地対策費」を設こ

　

けた。

　　

公職選挙法の改正(昭和50年法律第63号)

　　　　　　　　　

＼

１

　

衆議院議員の定数是正に関する事項

　　　　

一

　　

衆議院議員り総定数を、当分の間、.511人(改正前は491人)とし、11の選挙区にふ

　

ついて20人増加することとした。このうち、６人以上となる６選挙区(埼玉県第一一

　

区、千葉県第一区、東京都第七区、神奈川県第一区、同第三区及び大阪府第三区)･･

　

はそれぞれさらに２つの選挙区に分割し、その他の５選挙区(東京都第十区、神奈丿

　

川県第二区、愛知県第一区、同第六区及び兵庫県第一区)はそれぞれ定数を１人増?

　

加することとした。

２

　

供託金に関する事項

　　

供託金の額を、各選挙につきおおむね改正前の８倍程度の額に引き上げた。

３

　

選挙公営等に関する事項

　

糾

　

選挙運動用自動車の使用の公営

　　　

国会議員の選挙においては。候補者は、その者に係る供託物が没収されることこ

　　

とならない場合に限り、政令で定めるところにより。政令で定める額の範囲陛
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で、選挙運動用自動車を無料で使用することができるものとした。

　

ロ

　

ポスターの作成の公営

　　　

国会議員の選挙においては、候補者は、その者に係る供託物が没収されること

　　

とならない場合に限り、政令で定めるところにより。政令で定める額の範囲内

　　

で、個人演説会告知用ポスター及び選挙運動用ポスター(参議院全国選出議員の

　　

選挙については、選挙運動用ポスター)を無料で作成することができるものとし

　　

た。

　

叫

　

新聞による政策広告の公営

　　　

総選挙及び通常選挙においては、確認団体が、選挙運動の期間中、政策の普及

　　

宣伝及び演説の告知のために1行う広告で、自治大臣の定めるところにより、同一

　　

寸法で、いずれか一の新聞において行うものについては、４回を限り無料とする

　　

ものとした。

　

匈

　

選挙運動用の通常葉書の枚数の増加

　　　

選挙運動用の通常葉書の枚数を各選挙につき増加した。

　

㈲

　

選挙運動用ピラ

　　

(1)国会議員の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画として、通

　　　

常葉書のほか、新たに一定の規格内の選挙運動用ビラ２種類以内に限り、法定

　　　

枚数以内で証紙をはったものを。頒布することができるものとした。

　　

(2) (1)のビラは、新聞折込みその他政令で定める方法によらなければ、頒布する

　　　

ことができないものとした。

　　

(3)候補者は、その者に係る供託物が没収されることとならない場合に限り、政

　　　

令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、(1)のピラを無料で作成

　　　

することができるものとした。

４

　

後援団体等の政治活動用文書図画の規制に関する事項

　　

候補者若しくは候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)(以下｢候補者等｣

　

という。)の政治活動のために使用される候補者等の氏名又は氏名類推事項を表示す

　

る文書図画及び後援団体の政治活動のために使用される後援団体の名称を表示する

　

文書図画は、(1)政令で定める総数の範囲内で、候補者等又は後援団体が政治活動Ｏ

　

ために使用する事務所ごとに２を限り、掲示する一定の規格内の立札及び看板Ｏ

　

類、(2)ポスターで、ベニヤ板、プラスチック板等で襄打ちされていないもの、(3)政

　

治活動のための演説会等の会場においてその開催中使用されるも０．(４)確認団体か

　

使用することができるものを除いては、一切掲示できないこととした。

５

　

候補者等の寄附の禁止等に関する事項

　

日

　

候補者等が当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域。以下同
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じ。)内にある者に対してする寄附は、政党その他の政治団体若しくはその支部又

　　

は親族に対してする場合及び候補者等が政治上の主義又は施策を普及するため当

　　

該選挙区内で行う講習会その他の政治教育のための集会(任期満了前90日に当た

　　

る日又は解散の日の翌日から当該選挙の期日までの間に行われるものを除く。)に

　　

関し必要やむを得ない実費の補償としてする場合を除き、選挙に関すると否とを

　　

問わず、禁止することとした。そして、この場合の講習会等の集会には、参加者

　　

に対して饗応接待が行われるようなものを含むものと解してはならないものとし

　　

た。

　

ぐ⇒

　

候補者等がその役職員又は構成員である会社その他の法人又は団体が、候補者

　　

等の氏名を表示し又はその氏名が類推されるような方法で当該選挙区内にある者

　　

に対してする寄附は、政党その他の政治団体又はその支部に対してする場合を除

　　

き、当該選挙に関すると否とを問わず、禁止することとした。

　

倒

　

何人も、候補者等に対して、選挙区内にある者に対する寄附を勧誘し、又は親

　　

族がする場合を除き要求してはならないものとした。

　

叫

　

日から目により禁止される寄附には、花輪、供花、香典、又は祝儀として供与

　　

され、又は交付されるもの等が含まれることを明記した。

６

　

機関紙誌及び一般紙誌の頒布に関する事項

　

日

　

機関紙誌の頒布制限

　　

(1)政党その他の政治団体の機関紙誌の号外等については、選挙期間中は、選挙に

　　　

関する報道評論を掲載したものを頒布することができないものとした。また、

　　　

機関紙誌の号外等で選挙に関する報道評論を掲載していないものについても、

　　　

当該選挙区の特定の候補者の氏名又は氏名類推事項が記載されているときは、

　　　

選挙期間中は、当該選挙区内では頒布できないものとした。

　　

(2)選挙に関する報道評論を掲載した確認団体の届出機関紙誌の本紙誌で引続い

　　　

て発行されている期間が六月以上のものの頒布については、選挙期間中は、通

　　　

常の方法(当該選挙の期日の公示又は告示の日前六月間平常行われていた方法

　　　

をいい。臨時又は特別の方法を含まない。)に限られることとした。

　

ぐ=9

　

一般紙誌の頒布制限等

　　

(1)選挙に関する報道評論を掲載した一般紙誌の頒布については、選挙期間中

　　　

は、定期購読者以外の者に対しては有償でする場合に限るものとした。

　　

(2)時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙については、選挙期間中選拳に関す

　　　

る報道評論を掲載したものを頒布することができる適格新聞紙となることがで

　　　

きる要件を緩和し、引続いて発行されている期間の要件を改正前の１年から６

　　　

月に短縮するものとした。
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町

　

連座制に関する事項

　　

総括主宰者、出納責任者又は地域主宰者が買収等の刑に処せられたときは、当選

　

人は、その旨の通知を受けた日から30日以内に検察官を被告として、高等裁判所

　

に対し、これらの者が総括主宰者等に該当しないことを理由とし、当選が無効とな

　

らないことの確認を求める訴訟を提起しない限り、当選が無効となるものとした。

:8

　

そ

　　

の

　　

他

　　

解散電報等の禁止、選挙運動員の実費弁償等の政令委任、貨物自動車の使用の特

　

例の廃止、罰金の引上げその他所要の規定の整備を図るものとした。

　　

政治資金規正法の改正（昭和50年法律第64号）

１

　

総則に関する事項

　

Ｈ

　

政治資金規正法の目的

　　　

政治資金規正法は、議会制民主主義のもとにおける政党その他の政治団体の機

　　

能の重要性にかんがみ、その政治活動が国民の不断の監視と批判のもとに行われ

　　

るようにするため、政党その他の政治団体の届出、政治資金の収支の公開及び授

　　

受の規正その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、

　　

もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的とするものとした。

　

引

　

政治資金規正法の基本理念等

　　

（1）政治資金規正法は、政治資金が民主政治の健全な発達を希求して拠出される

　　　

国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨と

　　　

し、これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治資金の拠出に関する国

　　　

民の自発的意思を抑制することのないように、適切に運用されなければならな

　　　

いものとした。

　　

‘（2）政党その他の政治団体は、その責任を自覚し、その政治資金の収受に当たっ

　　　

ては、いやしくも国民の疑惑を招くことのないように、この法律に基づいて公

　　　

明正大に行わなけれぼならないものとした。

　　

（3）改正法の施行後５年を経過した場合においては、その施行状況を勘案し。政

　　　

治資金の個人による拠出を一層強化するための方途及び会社、労働組合その他

　　　

の団体が拠出する政治資金０あり方について、更に検討を加えるものとした。

　

臼

　

政治団体・政党その他の用語の意義

　　

（1）政

　

治

　

団

　

体

　　　

イ

　

政治団体とは、次に掲げる団体をいうものとした。

　　　　

吋）政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対すること

　　　　　

を本来の目的とする団体

　　　　

徊

　

特定の公職の候補者（侯補者となろうとする者及び公職にある者を含
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む。以下同じ。）を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的･

　　　

とする団体

　　

㈲

　

前２号に掲げるもののほか、次に掲げる活動をその主たる活動として組‘

　　　

織的かつ継続的に行う団体

　　　

①

　

政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する･

　　　　　

こと。

　　　

②

　

特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対すること。

　

ロ

　

次に掲げる団体は、政治団体とみなすものとした。

　　

吋）政治上の主義又は施策を研究する目的を有する団体で。衆議院議員若し

　　　　

くは参議院議員が主宰するもの又はその主要な構成員が衆議院議員若しく

　　　　

は参議院議員であるもの

　　

（ロ）政治資金団体（政党のために資金上の援助をする目的を有する団体で、

　　　

政党から自治大臣に届け出たもの）

（2）政

　　　　　

党

　　

政党とは、政治団体のうち次の各号の一に該当するものをいうものとした。

　

イ

　

直近において行われた衆議院議員の総選挙において、一定の要件に該当す･

　　

る政治団体として、公職選挙法の規定による自治大臣の確認を受吠たもの

　

ロ

　

直近において行われた参議院議員の通常選挙において、一定の要件に該当

　　

する政治団体として。公職選挙法の規定による自治大臣の確認を受けたも

　　

の

　

ノゝ

　

前２号の規定に該当する政治団体に属していない衆議院議員又は参議院議一

　　

員が５人以上所属しているもので。他の政党に所属している衆議院議員又は。

　　

参議院議員が所属していないもの

（3）そ

　　

の

　　

他

　

イ

　

党

　

費・会

　

費

　　　

党費又は会費とは、いかなる名称をもってするを問わず、政治団体の党則、。

　　

規約その他これらに相当するものに基づく金銭上の債務の履行として当該政

　　

治団体の構成員が負担するものをいうものとした。

　

ロ

　

寄

　　　　　

附

　　　

寄附とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又はl

　　

会費その他債務の履行としてされるもの以外のものをいうものとした。

　　　

なお、法人その他の団体が負担する党費又は会費は、寄附とみなすものと

　　

した。

　

ノゝ

　

政治活動に関する寄附

　　　

政治活動に関する寄附とは、政治団体に対してされる寄附又は公職の侯補
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者０政治活動（選挙運動を含む。）に関してされる寄附をいうものとした。

１

　

政治団体の届出等に関する事項

　

日

　

政治団体の届出

　　　

政治団体は、その組織の日又は政治団体となった日から７日以内に、郵便によ

　　

ることなく文書で、その旨、当該政治団体の目的、名称、主たる事務所の所在地

　　

及び主としてその活動を行う区域、当該政治団体の代表者、会計責任者及び会計

　　

責任者に事故があり又は会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者それぞ

　　

れ１人の氏名、住所、生年月日及び選任年月日等を、都道府県の選挙管理委員会

　　

又は自治大臣に届け出なければならないものとした。なお、この場合には、その

　　

綱領、党貝|」、規約等の文書を提出しなければならないものとした。

　

伺政治資金団体の指定

　　　

政党は、各政党につき一〇団体を限り当該政党の政治資金団体になるべき団体

　　

として指定することができるものとし、政党が政治資金団体を指定したときは、

　　

直ちにその旨を自治大臣に届け出なけれぱならないものとした。政党がその指定

　　

を取り消したときも、同様とした。

　

佃）政治団体の名称の公表等

　　

（1）政治団体の届出を受けた都道府県の選挙管理委員会又は、自治大臣は、その

　　　

届出に係る政治団体０名称、その代表者及び会計責任者の氏名、当該政治団体

　　　

の主たる事務所の所在地並びに当該政治団体が政党又は政治資金団体であると

　　　

きはその旨を、遅滞なく、公表するものとした。

　　

（2）政党が政党の資格を失ったとき、又は政治資金団体が特定の政党に係る政治

　　　

資金団体でなくなったときは、自治大臣は、遅滞なく、その旨を公表するもの

　　　

とした。

　　

（3）前記日による届出を受けた都道府県の選挙管理委員会又は自治大臣は、その

　　　

届出に係る政治団体の台帳を調製し、これを保管しなければならないものとし

　　　

た。

　　

（4）政治団体が解散、目的の変更その他により政治団体でなくなった旨の届出が

　　　

あったときは、都道府県の選挙管理委員会又は自治大臣は、遅滞なく、その旨を

　　　

公表するものとした。

３

　

報告及び公表等の合理化に関する事項

　

Ｈ

　

会計帳簿の備付け及び記載

　　　

会計責任者は、会計帳簿を備え、当該政治団体のすべての収入及び支出並びに

　　

当該収入及び支出に係る次に掲げる事項を記載しなければならないものとした。

　　

（1）収入については、党費又は会費、寄附、寄附のうちあっせんをされた寄附、

　　　

機関紙誌の発行その他の事業による収入、借入金及びその他の収入
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(2)支出については、支出を受けた者の氏名。住所及び職業並びにその支出の目l

　　

的、金額及び年月日

ぐ二)収支報告書の提出

　

(1)政治団体の会計責任者は、毎年12月31日現在で、その年の収支を記載した

　　

報告書を、その日の翌日から３月以内(その間に衆議院議員の総選挙又は参議丿

　　

院議員の通常選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかかる場合には、４

　　

月以内)に、当該選挙管理委員会又は自治大臣に提出しなけれぽならないもの･

　　

とした。

　

(2)収支報告書には、次の事項についてその明細を記載しなければならないも０･

　　　

とした。

　　　

イ

　

収入については、党費又は会費、同一の者からの寄附で。その金額の合胎

　　　　

額が、政党又は政治資金団体に対するものにあっては年間１万円、その他の

　　　　

政治団体に対するものにあっては年間100万円を超えるもの。同一の者に

　　　　

よってあっせんをされた寄附で、その金額の合計額が、政党又は政治資金団体;

　　　　

に対するものにあっては年間１万円、その他の政治団体に対するものにあっ

　　　　

ては年間100万円を超えるもの、機関紙誌の発行そヽめ他め事業による収入√

　　　　

借入金及びその他の収入でその金額が10万円以上のもの

　　　

ロ

　

支出については、人件費、光熱水費その他の一定の経費以外の支出で１万

　　　　

円以上のものについては、その支出を受けた者の氏名、住所及び職業並びにｰ

　　　　

当該支出の目的、金額及び年月日

　　

(3)収支報告書０記載については、政治団体の会計責任者が前記(2)のイによりＥ

　　　

載すべき寄附以外の寄附について、前記(2)のイの例により報告することを妨げ'

　　　

ないものとした。

　

叫

　

監査意見書の添付

　　　

政党及び政治資金団体の会計責任者は、収支報告書に党則等に基づいて設けら

　　

れた会計監査を行う者の監査意見を記載した書面を添付するものとした。

４

　

寄附の制限に関する事項

　

Ｈ

　

寄附の量的制限

　　

(1)政治活動に関する寄附は、年間を通じて、次に掲げる額を超えてはならない･

　　　

ものとした。

　　　

イ

　

個人のする寄附

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2,000万円

　　　

ロ

　

会社のする寄附

　　　　　

資本又は出資の金額が50億円以上のときは

　　　　　　　　

3,000万円

　　　　　

10億円以上50億円未満のときは

　　　　　　　　　　　　　

1,500万円

　　　　　

10億円未満のときは

　　　　　　　　　　　　　　　　　

750万円j
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ノゝ

　

労働組合及び職員団体のする寄附

　　　　

組合員又は構成員の数が10万人以上のときは

　　　　　　　

3,000万円

　　　　

５万人以上10万人未満のときは

　　　　　　　　　　　　　

1,500万円

　　　　

５万人未満のときは

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

750万円

　　

二

　

会社、労働組合及び職員団体以外の団体のする寄附

　　　　

前年における年間の経費の額が6,000万円以上のときは

　　　

3,000万円

　　　　

2,000万円以上6,000万円未満のときは

　　　　　　　　　　

1,500万円

　　　　

2,000万円未満のときは

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

750万円

　

(2)前記(1)のロからニまでに規定する寄附の額は、資本等の金額が100億円以上

　　

の会社、組合員等の数が15万人以上の労働組合及び職員団体又は前年におけ

　　

る年間の経費の額が8,000万円以上のその他の団体については、3,000万円に、

　　

それぞれ資本等の金額が50億円を超える金額50億円ごと、組合員等の数が

　　

10万人を超える数５万人ごと、又は前年における年間の経費の額が6,000万円

　　

を超える金額2,000万円ごとに500万円(その合計額が3,000万円に達した後に

　　

おいては、300万円)を加算した金額(その加算する金額の合計額が7,000万円

　　

を超える場合には、7,000万円を加算した金額)とした。

　

(3)当分の間、政党、政治資金団体及び公職の候補者以外の政治団体に対してさ

　　

れる寄附については、前記(1)及び(2)に規定する寄附の限度額の別枠とし、当該

　　

限度額の２分の１に相当する額を超えてはならないものとした。

　

(4)前記(1)から(3)までに掲げる制限のほか、同一の政治団体等に対する政治活動

　　

に関する寄附は、年間150万円を超えてはならないものとした。ただし、この

　　

制限は、政党及び政治資金団体に対する寄附については適用しないものとし

　　

た。

　

(5)政治団体がする寄附及び個人が遺贈によってする寄附については、制限しな

　　

いも○とした。

口

　

寄附の質的制限

　

(1)特定会社のする寄附の制限

　　

イ

　

国から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金(試験研究、調査又は

　　　

災害復旧に係るものその他性質上利益を伴わないものを除く。)の交付の決定

　　　

を受けた会社その他の法人及び国から資本金、基本金その他これらに準ずる

　　　

ものの全部又は一部の出資又は拠出を受けている会社その他の法人は、一定

　　　

期間、政治活動に関する寄附をしてはならないものとした。ただし、これら

　　　

の者が、地方公共団体の議会の議員若しくは長に係る公職の候補者又は当該

　　　

公職の候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対する政治団体に対して

　　　

する政治活動に関する寄附については、この限りでないものとした。
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ロ

　

地方公共団体と前記イの関係と同様の関係にある会社その他の法人は、当

　　　　

該地方公共団体の議会の議員若しくは長に係る公職の候補者又は当該公職の

　　　　

候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対する政治団体に対しては、政

　　　　

治活動に関する寄附をしてはならないものとした。

　　　

ノゝ

　

３事業年度以上にわたり継続して欠損を生じている会社は。当該欠損がう

　　　　

められるまでの間、政治活動に関する寄附をしてはならないものとした。

　　

(2)匿名の寄附等の禁止

　　　

イ

　

何人も、外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法

　　　　

人である団体その他の組織から、政治活動に関する寄附を受けてはならない

　　　　

ものとした。

　　　

ロ

　

本人の名義以外の名義又は匿名による政治活動に関する寄附は、禁止する

　　　　

ものとし、これらの寄附に係る金銭又は物品の提供があったときは、当該金

　　　　

銭又は物品の所有権は、国庫に帰属するものとした。

　　

(3)寄附のあっせんの規制

　　　

イ

　

何人も、政治活動に関する寄附のあっせんをする場合において、相手方に

　　　　

対し業務、雇用その他の関係又は組織の影響力を利用して威迫する等不当に

　　　　

その意思を拘束するような方法で、当該あっせんに係る行為をしてはならな

　　　　

いものとした。

　　　

ロ

　

政治活動に関する寄附のあっせんをする者は。いかなる方法をもってする

　　　　

を問わず、寄附をしようとする者の意思に反して、その者の賃金、工賃、下

　　　　

請代金その他性質上これらに類するものからの控除による方法で、当該寄附

　　　　

を集めてはならないものとした。

５

　

政治活動に関する寄附に係る税制上の優遇措置に関する事項

　　

政治活動に関する寄附の個人拠出を奨励するため、個人のする政治活動に関する

　

寄附で、政治資金規正法又は公職選挙法の規定による報告がされたもので一定の要

　

件に該当するものは、その寄附金について税制上の優遇措置を講じた。

６

　

罰則の整備に関する事項

　　

政治活動に関する寄附の制限と関連して、その違反者に対する所要の罰則規定を

　

設けたっ

　　

昭和50年度における地方交付税及び地方債の特例に関する法律(昭和50年法律

　　

第77号)

１

　

地方交付税に係る特例

　

日

　

昭和50年度分の地方交付税の総額については。次の措置を講じて当初予算計

　　

上額を確保するとともに。給与改定等のための所要の財源措置を講じた。
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(1)臨時地方特例交付金220億円を一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会

　　　

計に繰り入れること。

　　

(2) 1兆1,199億8,000万円を交付税及び譲与税配付金特別会計において借り入

　　　

れること。

　

帥

　

給与改定等に伴い、昭和50年度分の単位費用の特例を設けた。

　

目

　

昭和50年度における交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金を償還するこ

　　

とに伴い、昭和53年度から昭和60年度までの間に限り、地方交付税の総額は、

　　

当該各年度における法定額から当該各年度における償還所要相当額を減額した額

　　

とした。

２

　

地方債に係る特例

　　

昭和50年度に限り。地方税の減収により、地方財政法第５条の地方債を起こし

　

ても、なお適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に不足を生ずると認めら

　

れる場合には、同条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができることとした。

　　

昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する

　　

法律等の改正(昭和50年法律第80号)

１

　

地方公務員の共済制度の改正に関する事項

　

日

　

恩給制度の改正に伴う事項

　　

(1)地方公務員共済組合が支給する退職年金等の年額については、恩給の増額改

　　　

定措置に準じ、①昭和48年度以前の退職に係るものについて、昭和50年８月

　　　

分から29.3%増額するものとし、②昭和44年度以前の退職に係るものについ

　　　

て、昭和51年１月分から退職時期の区分により恩給水準と公務員給与水準と

　　　

の格差を是正する措置を講じた。

　　

(2)恩給の最低保障額の引上げに伴い、退職年金、廃疾年金及び遺族年金の最低

　　　

保障額を引き上げた。

　　

(3) 80歳以上の者に給する普通恩給又は扶助料に老齢者加給の措置が講ぜられ

　　　

たことに伴い、80歳以上の老齢者に係る退職年金、廃疾年金及び遺族年金につ

　　　

いて、退職年金条例職員期間等で退職年金を受ける最短年金年限を超える年数

　　　

に応じて年金の額を増額する措置を講じた。

　　

(4)増加恩給の額が増額されたことに伴い、公務による廃疾年金及び遺族年金の

　　　

最低保障額を引き上げた。

　

(5)その他恩給制度の改正に伴い、所要の措置を講じた。

帽

　

その他の事項

　

(1)廃疾年金を受ける権利は、廃疾の状態に該当しなくなった日から廃疾の状態

　　　

に該当することなく３年を経過したときに消滅するものとし、廃疾の状態に該

　　　

当しなくなったときは、その間、廃疾年金の支給を停した。
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(2)掛金及び給付額の算定の基礎となる給料の限度額を310,000円に引き上げ

　　　

た。

　　

(3)旧沖繩県町村吏員恩給組合の恩給条例が昭和21年１月29日から昭和45年

　　　

６月30日までの間においてもなお効力を有するものとしたならば当該条例のヽ

　　　

規定により退隠料等の受給権を有することとなる者について、当該退隠料等を

　　　

支給する措置を講ずるとともに、旧樺太にあった市町村の退職年金条例の規定

　　　

による恩給組合条例の退隠料等脳相当する給付の受給権を有していた者につい

　　　

て、当該退隠料等を支給する措置を講じた。

　　

(4)長期給付の給付額の算定の基準となるべき給料の取扱いの改正に伴い、昭和、

　　　

44年度以前に給付事由０生じた退職年金等のうち年金額の是正を要すべきも

　　　

のについては、その是正措置を講じた。

　　

(5)その他更新組合員又はこれに準ずる者の特定の雇用状況にあった期間に係る一

　　　

通算要件の緩和等所要の規定の整備を図った。

２

　

地方議会議員の年金制度の改正に関する事項

　　

地方議会議員共済会が支給する退職年金等について、増額改定をした。

３

　

地方団体関係団体職員の年金制度の改正に関する事項

　　

地方団体関係団体職員共済組合が支給する退職年金等について。地方公務員共済

　

組合制度における前記１の日の(3)及び１のC=⇒の(2)に準ずる措置を講じた。

　　

石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)

１

　

総則に関する事項

　

日

　

目的

　

この法律は、大量の石油若しくは高圧ガスが取り扱われている区域又は

　　

大量の石油若しくは高圧ガスが取り扱われることとなると認められる区域で政令

　　

で指定するもの(以下｢石油コンビナート等特別防災区域｣という。)に係る災害の

　　

防止に関する基本的事項を定めることにより、石油コンビナート等特別防災区域。

　　

に係る災害の発生及び拡大の防止のための総合的な施策の推進を図ることを目的

　　

とした。

　

口

　

責務等

　

第１種事業所(石油コンビナート等特別防災区域に所在する一定数量。

　　

以上の石油等を取り扱う事業所をいう。以下同じ。)を設置する者及び第２種事業。

　　

所(第１種事業所以外の事業所で一定数量以上の石油等その他の物質を取り扱う

　　

事業所をいう。以下同じ。)を設置する者(以下｢特定事業者｣という。)の災害の発、

　　

生及び拡大の防止のための責務を明らかにするとともに、国及び地方公共団体の

　　

施策について定めた。

２

　

新設等の届出、指示等に関する事項

　

日

　

石油及び高圧ガスを保有する第１種事業所の新設等(新設及び変更をいう。)を

　　

しようとする者は、その計画を主務大臣に届け出なければならないものとし、主

　　　　　　　　　　　　　　　　

－494－



　

務大臣は、製造施設地区、貯蔵施設地区、用役施設地区。事務管理施設地区等Ｏ

　

各施設地区等の面積及び配置が災害の拡大の防止に支障を生ずるおそれがあると

　

認められるときは計画の変更又は廃止を指示することができることとした。

口

　

消防法又は高圧ガス取締法の規定による許可権者は、新設等の届出に係る施設

　　

の許可の申請について一定期間許可をしてはならないこととするとともに、届け

　　

出た新設等の計画についてＨの指示があった場合において、当該施設が指示に

　　

従って変更された計画に適合していないと認める等のときは、許可をしてはなら

　　

ないこととした。

　

同

　

新設等の計画を届出た第１種事業者は、日の指示がされるまで又は一定の期間

　　

が経過するまでは。事業所の新設又は変更をしてはならないこととした。

　

匈

　

主務大臣は、新設等の計画又は指示に適合していない事業所を設置している者

　

等に対し、当該事業所についてその施設の使用の停止を命ずることができること

　

とした。

３

　

特定事業者に係る災害予防に関する事項

　

Ｈ

　

特定事業者は、主務省令で定める基準に従って流出油等防止堤、消火又は延焼

　　

の防止のための施設その他の特定防災施設等を設置しなければならないこととし

　　

た。

　

い

　

特定事業者は。政令で定めるところにより、要員及び資機材を備えた自衛防災

　　

組織を設置しなければならないこととした。

　

㈲

　

特定事業者は、防災管理者を選任し、自衛防災組織を統括させることとした。

　

匈

　

特定事業者は、自衛防災組織の業務の実施についての防災規程を作成しなけれ

　　

ばならないこととした。

　

㈲

　

日の石油コンビナート等特別防災区域の特定事業者は、共同して自衛防災組織

　　

の業務の一部に代えて、要員及び資機材を備えた共同防災組織を設置することが

　　

できることとした。

　

丙

　

特定事業者は、共同して。災害の発生又は拡大の防止に関する自主基準の作成

　　

等を業務とする特別防災区域協議会を置くよう努めなければならないこととし

　　

た。

４

　

災害に関する応急措置に関する事項

　

日

　

事業所の責任者の異常現象についての消防機関への通報義務を明らかにすると

　　

ともに、消防機関は、直ちに。これを警察署、海上警備救難機関等の関係機関に

　　

通報しなければならないこﾆととした。

　

□

　

災害時における自衛防災組織及び共同防災組織の災害防除活動の実施及び市町

　　

村長、管区海上保安本部の事務所の長等のこれら組織に対する指示について定め

　　

た。
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石

　

防災に関する組織及び計画

　

日

　

都道府県に、石油コンビナート等防災本部を置き、石油コン'ビナート等防災計

　　

画の作成及び実施の推進、災害時における都道府県、関係地方行政機関、関係市

　　

町村、関係公共機関の災害応急対策等の連絡調整等を行わせることとした。

　

伺

　

石油コンビナート等防災本部(以下｢防災本部｣という。)は。都道府県知事を本

　　

部長とし、関係特定地方行政機関の長。関係市町村の長及び消防機関の長、特定

　　

事業者の代表者等を本部員とすることとした。

　

佃

　

防災本部の指示のもとに、石油コンビナート等特別防災区域に係る災害応急対

　　

策等を実施するため、災害発生時に。現地防災本部を置くことができることとし

　　

た。

　

輔

　

石油コンビナート等特別防災区域の防災に関する総合的な計画を作成すること

　　

とした。

･6

　

緑地等の設置に関する事項

　

Ｈ

　

地方公共団体の長は、公害防止対策事業として緑地等の設置事業を行うことが

　　

できる地域以外の地域において、防災のための緩衝地帯として緑地等を設置しよ

　　

うとするときは、その設置計画を定め、主務大臣の承認を受けることとした。

　

口

　

緑地等の設置の費用については３分の１を第１種事業者に負担させることがで

　　

きることとした。

　

征)緑地等の設置に要する経費のうち事業者の負担すべき費用を除いた額について

　　

国はその２分の１を補助することができるとともに当該事業に係る地方債の元利

　　

償還費について地方交付税により措置することとした。

'7

　

その他の事項

　

Ｈ

　

主務大臣は、石油コンビナート等特別防災区域を指定するときは、関係都道府

　　

県知事及び関係市町村長の意見を聴かなけれぱならないこととした。

　

抑

　

主務大臣等は、この法律の施行に関し、特定事業者に対し報告を徴収し。又は

　　

立入検査を行うことができることとした。

佃

　

都道府県知事は高圧ガス取締法の規定、及び市町村長はこの法律又は消防法の

　　

規定に基づく権限の行使等について、相互に通報し、災害の発生又は拡大の防止

　　

のため必要な措置を要請することができることとした。

僻

　

国は。特定事業者に対し、防災施設又は設備の設置等に要する費用について必

　　

要な資金のあっせん等を行うこととした。

倒

　

罰則その他必要な規定を設けた。

帥

　

消防法の一部を次のように改正した。

　　

(1)多量の危険物を貯蔵し、又は取り扱う事業所に危険物保安統括者を設置しな

　　　

ければならないこと。
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一

一

　

（2）一定の製造所、貯蔵所又は取扱所について定期点検を行わせること。

　

（3）危険物が流出したときの応急措置の実施命令について定めること。

　

（4）危険物を漏出させ、流出させ、放出させ、又は飛散させて火災危険を生じざ

　　

せた者についての処罰について定めること。

旧

　

地方交付税法。消防施設強化促進法等関係法律の一部を改正した。

総理府関係

国家公務員の寒冷地手当に関する法律の改正(昭和50年法律第３号)

１

　

北海道に在勤する職員に支給する寒冷地手当の基準額に加算する額を改定した。

２北海道以外の寒冷地で内閣総理大臣が定める地域に在勤する職員に支給する寒冷

　

地手当の基準額に加算する額の支給限度額を改定した。

　　

山村振興法の改正(昭和50年法律第７号)

１山村の役割

　　

山村が国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全等に重要な役割を担っている、

　

地域であることを明らかにした。

２

　

山村振興の目標

　　

山村振興の目標に追加して、医療の確保及び集落の整備を図ること等を明らかに

　

した。

３

　

振興山村における特別措置等

　

日

　

基幹道路の整備

　　

(1)振興山村における基幹的な市町村道並びに市町村が管理する基幹的な農道、

　　　

林道及び漁港関連道で関係行政機関の長が指定するもの(以下｢基幹道路｣とい･

　　　

う。)の新設及び改築については、都道府県が行うことができることとし、そのj

　　　

経費は都道府県が負担し、その経費に対する国の負担又は補助については、基こ

　　　

幹道路を都道府県道又は都道府県が管理する農道、林道若しくは漁港関連道と

　　　

みなした。

　　

(2) (1)により経費を負担する都道府県が後進地域の開発に関する公共事業に係る一

　　　

国の負担割合の特例に関する法律の適用団体である場合には、その基幹道路の･

　　　

新設及び改築の事業を同法の開発指定事業とみなして同法の規定を適用する等こ

　　　

国の負担又は補助の割合について特例を設けた。

　

(=⇒

　

住宅金融公庫からの資金の貸付け

　　　

住宅金融公庫は、山村振興計画のうち集落の整備に関する計画にのっとって振ﾕ

　　

興山村の住民が行う住宅の建設等が円滑に行われるよう資金の貸付けについて配。

　　

慮することとし、この資金については償還期間及び据置期間の特例を設けた。

　

同

　

農林漁業金融公庫からの資金の貸付け
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農林漁業金融公庫は、振興山村において農林漁業を営む者に対し、都道府県知

　　

事の認定を受けた農林漁業経営改善計画を実施するために必要な資金の貸付けを

　　

行うこととし、この資金の種類、利率、償還期間及び据置期間を定めた。

　

匈医療の確保

　　　

国及び地方公共団体は。振興山村における医療を確保するため。無医地区に関

　　

し、必要な事業が実施されるよう努めなければならないこととした。

　

･㈲

　

地域文化の保存

　　　

国及び地方公共団体は、山村において伝承されて来た演劇、音楽その他の文化

　　

的所産を保存するため適切な措置が講ぜられるよう努めなけれぱならないことと

　　

した。

４

　

山村振興法の有効期限

　　

山村振興法の有効期限を昭和60年８月31日まで延長した。

石

　

山村振興計画の承認等の手続きの簡素化を図ることとした。

　　

一般職の職員の給与に関する法律の改正(昭和50年法律第９号)

'1俸給表の改定

　

日

　

教育職俸給表の俸給月額を改定した。

　

□

　

教育職俸給表倒及び白について、特一等級を設けた。

｀2

　

義務教育等教員特別手当の支給

　

Ｈ

　

義務教育諸学校に勤務する教育職員に対し、月額9,000円を超えない範囲内に

　　

おいて、職務の等級及び号俸の別に応じて。義務教育等教員特別手当を支給する

　　

こととした。

　

匂

　

高等学校等に勤務する教育職員に対し、義務教育諸学校に勤務する教育職員と

　　

の権衡上必要と認められる範囲内において、義務教育等教員特別手当を支給する

　　

こととした。

　　

奄美群島振興開発特別措置法の改正(昭和50年法律第12号)

　

奄美群島振興開発計画に基づく事業に要する経費のうち、一般国道の新設、改築又

‘は修繕に要する経費に対する国の負担の割合を10分の９以内とした。

　　

自動車安全運転センター法(昭和50年法律第57号)

　

自動車安全運転センターを法人とし、資本金、設立、役員、評議員会、業務等につ

ｔヽて定めた。

　　

恩給法等の改正(昭和50年法律第70号)

:1

　

恩給年額の38.1%増額

　

日

　

恩給年額を昭和49年度における公務員給与の改善率により昭和50年８月分か

　　

ら29.3%増額することとした。

　

ロ

　

日の措置によるほか、恩給と公務員給与との水準差を補填するため、恩給年額
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を昭和51年１月分からさらに6.8％増額することとした。

１

　

普通恩給等の最低保障の改善

　　

普通恩給又は普通扶助料の最低保障額を引き上げた。

３

　

扶養加給の増額

　

日

　

傷病恩給受給者の妻に係る加給の年額を引き上げるとともに、増加恩給（これ

　　

に相当する程度の特別傷病恩給を含む。）受給者の扶養家族のうち、２人までに係

　　

る加給の年額を引き上げた。

　

口

　

公務関係扶助料受給者の扶養遺族のうち、２人までに係る加給の年額を引き上

　　

げた。

4

　

80歳以上の高齢者の恩給の算出率の特例

　　

80歳以上の者に給する普通恩給又は80歳以上の者に給する扶助料の基礎となる

　

普通恩給の年額を計算する場合においては、実在職年の年数が普通恩給所要最短年

　

限を超える１年につき基礎俸給年額の300分の１に相当する金額を普通恩給の年額

　

に加えること。ただし、300分の10を限度とすることとした。

石

　

65歳未満の傷病者の併給普通恩給に対する最低保障の適用

　　

65歳未満の短期在職者に給する普通恩給で、増加恩給、傷病年金又は特例傷病

　

恩給と併給されるものについては、その実在職年の年数に応じ、65歳以上の短期在

　

職者に給する普通恩給と同額の最低保障を行うこととした。

45

　

旧軍人に対する一時恩給等の支給範囲の拡大

　

日

　

引き続く実在職年が３年以上７年未満の兵たる旧軍人又はその遺族に対し、一

　　

時恩給又は一時扶助料を支給することとした。

　

口

　

下士官以上の旧軍人に係る一時恩給又は一時扶助料の支給要件のうち「下士官

　　

以上としての在職年が６月以上」という要件を廃止した。

゛7

　

旧軍人等の加算年の年額計算への算入要件の緩和

　　

旧軍人等の加算年を普通恩給の年額計算の基礎在職年に算入する場合における年

　

齢要件を緩和し、65歳以上70歳未満の者についてもこの算入措置を及ぼすことと

　

した。

こ8

　

特別加給の増額

　　

第二項症以上の増加恩給（これに相当する程度の特例傷病恩給を含む。）受給者に

　

給する特別加給の年額を引き上げた。

ｉ

　

準公務員期間の通算要件の緩和

　　

准訓導、昭和22年12月31日以前の特定郵便局長等の準公務員が公務員となっ

　

た場合における当該準公務員期間の通算要件のうち、引き続き公務員となったこと

　

という要件を緩和した。
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10

　

低位号俸の繰上げ

　　

一般文官に係る恩給の基礎となる仮定俸給年額が兵の仮定俸給年額未満であると

　

きは、その年額を、兵の仮定俸給年額と同額に引き上げた。

11

　

1の恩給年額の増額措置に伴い、一定額以上の普通恩給に対する恩給外所得によ

　

る停止の基準について、所要の措置を講じた。

　　

一般職の職員の給与に関する法律の改正(昭和50年法律第71号)

　

１俸給表の改定

　

日

　

全俸給表の全俸給月額を引き上げた。

　

口

　

医療職俸給表口に特２等級を新設した。

　

２

　

諸手当の改定

　

日

　

初任給調整手当について、医療職俸給表日の適用を受ける職員に対する支給月

　　

額の限度額を14万円に引き上げるとともに、医療職俸給表日以外の俸給表の適

　　

用を受ける職員のうち、医学又は歯学に関する専門的知識を必要とする官職を占

　　

める職員に対し、支給月額の限度額を３万円に引き上げ、同時に支給期間の限度

　　

を35年に延長した。

　

C=⇒

　

扶養手当について、配偶者に係る支給月額を6,000円に、配偶者以外の扶養親

　　

族に係る支給月額を２人までについてはそれぞれ2,000円(職員に配偶者がない

　　

場合にあっては、そのうち１人については、4,000円)に引き上げた。

　

日

　

住居手当について、月額5,000円を超える家賃を支払っている職員(公務員宿

　　

舎の入居者等を除く。)に同手当を支給することに改め、その支給月額は、月額

　　

11,000円以下の家賃を支払っている職員にあっては家賃の月額から5,000円を控

　　

除した額とし、月額11,000円を超える家賃を支払っている職員にあっては家賃

　　

の月額から11,000円を控除した額の２分の１の額(その控除した額の２分の１が

　　

3,000円を超えるときは3,000円)を6,000円に加算した額に引き上げた。

　

紳

　

通勤手当について、交通機関等利用者に係る全額支給の限度額を月額１万円

　　

に、全額支給の限度額を超える部分の２分の１加算の限度額を1,500円に引き上

　　

げるとともに。自転車等使用者に係る支給月額を、自転車等の使用距離が片道10

　　

キロメートル未満の場合は月額1,600円に、片道10キロメートル以上の場合は月

　　

額2,800円(調整手当非支給官署に勤務する職員で通勤が不便である者について

　　

は、片道10キロメートル以上15キロメートル未満の場合は月額3,100円、片道

　　

15キロメートル以上の場合は月額4,200円)に引き上げた。

　　　

なお、交通機関等と自転車等を併用して通勤する職員に支給する通勤手当につ

　　

いても、同様に引き上げた。

　

㈲

　

義務教育等教員特別手当について、支給月額の限度額を10,100円に引き上げ

　　

た。
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丙

　

非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当について、支給限度額を日額

　　

16,500円に引き上げた。

　　

国家公務員等の旅費に関する法律の改正(昭和5{}年法律第76号)

　

職員の旅行の実情等にかんがみ、内国旅行及び外国旅行における旅費について次Ｏ

ように改正を行った。

１

　

日当、宿泊料、移転料等の定額を引上げるとともに、職務の等級による旅費の支

　

給区分を改めた。

２

　

外国旅行における日当及び宿泊料の支給に係る地域区分を改めた。

　　

許可、認可等の整理に関する法律(昭和50年法律第90号)

一

　

風俗営業等取締法関係

　　

ぱちんこ屋その他これに類する営業の許可の更新期間を３月から６月に延長し

　

た。

二

　

近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律関係

　　

府県知事等が制限施設の新設又は増設について許可等の処分をする場合、床面積

　

の合計が3,000平方メ゛トル未満の作業場については、国土庁長官及び関係行政機

　

関の長の承認を要しないこととした。

三

　

不動産登記法関係

　　

一の法務局管内において、不動産が当該法務局及び地方法務局管内又は数個の地

　

方法務局管内の登記所の管轄区域にまたがる場合における管轄登記所の指定に関す

　

る法務大臣の権限を法務局の長に委任することができることとした。

四

　

工場抵当法関係

　　

一の法務局管内において、工場又は工場財団を組成する数個の工場が当該法務局

　

及び地方法務局管内又は数個の地方法務局管内の登記所の管轄区域にまたがる場合

　

における管轄登記所の指定に関する法務大臣の権限を法務局の長に委任することが

　

できることとした。

五

　

外国人登録法関係

　　

１

　

外国人が本邦に入ったときは60日以内、本邦において外国人となったとき等

　　

は30日以内に登録の申請をしなければならないこととなっているのを、それぞ

　　

れ30日延長し、90日以内又は60日以内とすることとした。

　

２

　

登録原票の記載事項に変更を生じた場合には14日以内に変更登録の申請をし

　　

なけれぼならないこととなっているのを。族券番号等一定の記載事項の変更につ

　　

いては、登録証明書の引替交付申請等の際に併せて申請することができることと

　　

し、在留資格及び在留期間の変更については、申請を要しないこととした。

　

３

　

新規登録を受けた日から３年ごとに切替交付申請をしなければならないことと

　　

なっているのを、登録証明書の引替交付等の申請をして新たな登録証明書の交付
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を受けたときは、その後３年間切替交付申請を要しないこととした。

　　

４

　

再入国許可を受けて出国する者は登録証明書を入国審査官に提出し再入国した

　　

後に市町村において返還を受けなけれぱならないこととなっている手続を廃止し

　　

た。

　　

５

　

返納登録証明書を市町村長から法務大臣に送付させる手続を廃止した。

六

　

地方鉄道軌道整備法関係

　　

補助金の交付申請書を提出した地方鉄道業者が損益計算書その他の書類を提出す

　

べき時期を毎営業年度経過後２月以内から３月以内に延長した。

七

　

気象業務法関係

　　

１

　

気象測器の検定及び型式証明の手数料の額は実費を勘案して運輸省令で定める

　　

ことに改め、手数料を定める手続を合理化することとした。

　　

２

　

依頼による気象証明等及び委託による気象測器等の検定等の手数料の納付は運

　　

輸省令で定めるところによることに改め、手数料の納付を定める手続を合理化す

　　

ることとした。

八

　

建設業法関係

　　

建設業者が貸借対照表等を提出すべき時期又は使用人数等の変更に係る事項を届

　

出すべき時期を毎営業年度経過後２月以内から３月以内に延長した。

九

　

都市計画法関係

　　

都市計画法の規定に基づく許可、認可等の処分の取消し、変更、効力の停止等Ｏ

　

監督処分を行おうとする場合において、相手方が正当な理由がなくて聴聞に応じな

　

いとき又は緊急やむを得ないときは、聴聞を省略することができることとし、当該

　

聴聞に関する規定を整備した。

十

　

住宅金融公庫法関係

　　

住宅金融公庫が業務の委託手数料を定める場合における主務大臣の認可を廃止し

　

た。

十一

　

住宅地区改良法関係

　　

市町村が施行する住宅地区改良事業に係る事務で都道府県知事の権限に属するも

　

ののうち改良地区内の建築行為等の許可、土地の試掘等の許可等に関する事務は、

　

指定都市においては、当該指定都市の長が行うものとした。

十二測量法関係

　　

測量業者が貸借対照表等を提出すべき時期を毎営業年度経過後２月以内から３月

　

以内に延長した。

一

一

一 大蔵省関係

昭和49年度の稲作転換奨励補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に

関する法律(昭和50年法律第２号)
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昭和49年度に政府から交付される稲作転換奨励補助金又は稲作転換協力特別交付

金について、税制上次の軽減措置を講じた。

１

　

個人が交付を受ける同補助金又は同交付金については、一時所得の収入金額とみ

　

なすとともに、転作に伴う特別支出費用等は、一時所得の必要経費とみなす。

２

　

農業生産法人については圧縮記帳の特例を設け、当該法人が交付を受ける同補助

　

金又は同交付金については、交付を受けた後２年以内に、事業の用に供する固定資

　

産の取得又は改良に充てる場合には、圧縮額を損金に算入する。

　　

所得税法の改正(昭和50年法律第13号)

　

ユ

　

所得税の減税

　

日

　

人的控除の引上げ

　　　

中小所得者の所得税負担を軽減するため、基礎控除、配偶者控除及び扶養控除

　　

を引き上げた。

　

伺

　

特別の人的控除の引上げ

　　　

福祉政策等の見地から、障害者控除、特別障害者控除。老年者控除、寡婦控

　　

除、勤労学生控除及び老人扶養控除(一般の扶養控除に代わるもの)を引き上げ

　　

た。

　

句

　

退職所得の特別控除の引上げ

　　　

30年勤続した場合の退職所得の非課税限度を引き上げることを目途に、退職所

　　

得控除額を引き上げた。

　

匈

　

白色申告者の専従者控除を引き上げた。

　

２

　

所得税制の整備合理化等

　

日

　

老年者控除の適用要件である所得限度額を1,000万円(改正前500万円)に引き

　　

上げた。

　

翔

　

勤労学生控除の適用要件である所得限度額を46万円(改正前40万円)に引き上

　　

げた。

　

佃

　

山林所得。譲渡所得及び一時所得の特別控除額を50万円(改正前40万円)に引

　　

き上げた。

　

釧

　

医療費控除の最高限度を200万円(改正前100万円)に引き上げるとともに、い

　　

わゆる足切限度のうちの定額基準を５万円(改正前10万円)に引き下げた。

　

佃

　

資産所得について合算課税を行う場合の最低限度額を1,000万円(改正前500万

　　

円)に引き上げた。

　

個

　

予定納税を要しない予定納税基準額の限度額を５万円(改正前３万円)に引き上

　　

げた。

　

但

　

給与所得者が確定申告を要しない限度額を、年間給与収入について1,000万円

　　　　　　　　　　　　　　　　　

－503－



　　

(改正前800万円)に、給与以外のその他の所得について20万円(改正前10万円)

　　

にそれぞれ引き上げた。

　　

法人税法の改正(昭和50年法律第14号)

１

　

中小企業の内部留保の充実に資するため、同族会社の留保所得税についての定額

　

控除額を1,500万円(改正前1,000万円)に引き上げた。

２

　

改正商法の施行に伴い、法人税の申告・納付制度について次のような整備を図っ

　

た。

　

日

　

確定申告書の提出期限の延長制度を拡充し、会計監査人の監査を要する等の理

　　

由により決算が確定しないため申告期限までに確定申告書を提出できない法人に

　　

ついて、税務署長の承認により、申告期限を１か月延長することができることと

　　

する。

　

口

　

日により申告期限を延長された法人については、事業年度末から２か月以内に

　　

見込納付した税額と同額までの範囲内で、延長された申告期限から２か月間以内

　　

の法人税の延納を認めるものとする。

　

租税特別措置法の改正(昭和50年法律第16号)

１

　

利子・配当課税の適正化

　

日

　

利子・配当所得の源泉分離選択課税制度について、選択税率25％を30％に引

　　

き上げるとともに、適用期限を５年延長した。

　

(==)普通預金等の利子及び一銘柄年10万円以下の配当の確定申告不要制度等の特

　　

別措置の適用期限を５年延長した。

　

白

　

日の改正と関連し､割引債の償還差益に対する源泉分離課税の税率10％を12％

　　

に引き上げるとともに、適用期限を５年延長した。

２

　

土地譲渡所得課税の適正化

　

日

　

土地の短期譲渡所得の分離重課制度の適用期限を５年延長する等個人の土地譲

　　

渡所得課税の適正化を図った。

　

□

　

譲渡所得の特別控除を引き上げた。

３

　

海外投資等損失準備金制度について、先進地域に対する投融資で資源開発以外Ｏ

　

ものに係る制度を廃止する等既存の特別措置の整理合理化を図った。

４

　

農地に対する相続税の納税猶予制度の創設

　　

農地の相続人が農業を継続する場合に限り、農地価格のうち恒久的に農業の用に

　

供されるべき農地として取引される場合に通常成立すると認められる価格を超える

　

部分に対する相続税の納税を猶予し。次の相続まで又は納税猶予後20年間農業を

　

継続した場合には、猶予税額の納付を免除することとした。

　　

なお、これに準じ農地等の一括生前贈与の納期限の特例措置を納税猶予制度に切

　

替えたうえで存続させることとした。
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石

　

福

　

祉

　

対

　

策

　

日

　

老年者年金特別控除を引き上げた。

　

口

　

障害者を雇用する場合の割増償却制度の適用期限を２年延長した。

･6

　

勤労者財産形成・住宅対策

　

日

　

住宅貯蓄控除の控除割合及び控除限度額を引き上げた。

　

□

　

次に掲げる特別措置の適用期限を２年延長した。

　　

(1)住宅取得控除制度

　　

(2)新築貸家住宅の割増償却制度

　　

(3)新築住宅に係る保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置

'7

　

中小企業構造改善計画について、商工組合等の構成員が負担する試験研究費賦課

　

金につき任意償却を認めるとともに、商工組合等が取得した試験研究用資産につき

　

圧縮記帳の特例を適用する等中小企業振興のための措置を講じた。

;8

　

昭和51年度の自動車排出ガスに係る保安基準に適用する乗用自動車に対する物

　

品税について、その課税標準を昭和50年度においては４分の１、昭和51年４月１

　

日以降前記の保安基準に適合しない乗用自動車の生産が認められる期間の終了する

　

６月前までの間においては８分０１(窒素酸化物の排出量が一定の値を超えるもの

　

にあっては10分の１)それぞれ減額する等公害対策のための措置を講じた。

‘9

　

探鉱準備金及び新鉱床探鉱費の特別控除制度の対象に、国内において主として鉱

　

業を営む法人の海外自主開発鉱山からの引取鉱石に係る採掘所得を追加する等資源

　

対策のための措置を講じた。

10

　

異常危険準備金の対象とされる農業協同組合連合会の正味収入共済掛金の計算方

　

法を合理化する等農林漁業振興のための措置を講じた。

11宅地対策等

　

日

　

収用等の場合の3,000万円の特別控除の対象に、土地区画整理事業の減価補償

　　

金により土地等が買取られる場合等を加えた。

　

□

　

特定土地区画整理事業等の場合の2,000万円の特別控除の対象に、名勝又は天

　　

然記念物に係る土地が国又は地方公共団体に買取られる場合等を加えた。

　

目

　

特定住宅地造成事業等の場合の15,000万円の特別控除の対象に、国土利用計画

　　

法に基づく地域開発保全整備計画に係る事業のために土地等が地方公共団体等に

　　

買取られる場合等を加えた。

　

四

　

特定民間住宅地造成事業の1,500万円の特別控除の適用要件を１ヘクタール以

　　

上の宅地造成又は59戸以上の住宅建設用地に引き下げる等緩和するとともに、

　　

適用期限を５年延長した。

　

畑

　

農業協同組合等の宅地等供給事業の1,500万円の特別控除の面積要件を撤廃し

　　

た。
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丙

　

特定の事業用資産の買換えの特例制度の適用期限を５年延長した。

12H

　

重要文化財を地方公共団体に譲渡した場合の譲渡所得は、国に譲渡した場合と

　　

同様に非課税とした。

　

呻

　

高圧ガス保安設備について。初年度３分の１の特別償却制度を創設した。

　

呻

　

漁業公害対策、木材備蓄、商品取引債務補償等のための基金で一定の要件を充

　　

すものに対する負担金について、課税の特例措置を講じた。

　

匈

　

国及び日本銀行の外貨借入金並びに一定の民間外貨借入金の利子等を非課税と

　　

した。

　

㈲

　

発電用等ナフサ及びゴムの溶剤用等揮発油に対する揮発油税及び地方道路税０ヽ

　　

特定用途免税措置について、適用期限を３年延長した。

　

因

　

電子計算機買戻損失準備金制度等の特別措置の適用期限を２年延長した。

　　

製造たばこ定価法の改正(昭和50年法律第83号)

　

たばこ消費に対する税負担の適正化及び財政収入の確保を図るため製造たぼこの小

売定価を改定することとし、その種類ごとの等級別最高価格を、紙巻たばこについて

は10本当たり10円ないし20円。刻みたばこについでは10グラム当たり10円、パイ

プたばこについては10グラム当たり20円ないし40円、葉巻たばこについては１本。

当たり35円ないし120円、それぞれ引き上げる等所要の改正を行うこととした。

　　

昭和50年度の公債の発行の特例に関する法律(昭和50年法律第89号)

　

１

　

政府は、昭和50年度の一般会計補正予算において見込まれる租税収入等の減少･

　

を補うため。予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で公債を発行することが･

　

できることとした。

　

２

　

１の公債の発行は、昭和50年度の出納整理期限である昭和51年５月31日まで

　

行うことができることとし､同年４月１日以後に発行される前記公債に係る収入は、

　

昭和50年度所属の歳入とすることとした。

　

３

　

１の議決を経ようとするときは、その公債の償還計画を国会に提出しなければな

　

らないこととした。

四文部省関係

　　

国立学校設置法の改正(昭和50年法律第27号)

　

１

　

富山医科薬科大学及び島根医科大学を新設し、千葉大学に看護学部を設置するこ、

　

ととした。

　

２弘前大学、京都大学及び鳥取大学に、それぞれ弘前大学医療技術短期大学部、京

　

都大学医療技術短期大学部及び鳥取大学医療技術短期大学部を併設することとし

　

た。

　

３

　

国立大学共同利用機関として、分子科学研究所を新設することとした。

　　　　　　　　　　　　　　　　

― 506 ―



　　

文化財保護法の改正(昭和50年法律第49号)

１

　

有形文化財の定義の中に、学術上価値の高い歴史資料が含まれることを明記する

　

とともに、建造物その他の有形の文化的所産で価値の高いものと一体をなしてその

　

価値を形成している土地その他の物件を含むことを規定することとした。

２

　

重要文化財及び史跡名勝天然記念物に関する制度の整備を図った。

８

　

文部大臣は、重要無形文化財の指定に当たっては、従来の保持者のほかに、保持

　

団体を認定することができることとした。

４

　

民俗文化財の制度の整備を図った。

５

　

埋蔵文化財に関する制度の整備を図づた。

６

　

伝統的建造物群保存地区制度を新設した。

７

　

文化財の保存技術の保護制度を新設した。

８

　

都道府県の教育委員会に、現行の文化財専門委員の制度に代えて、都道府県文化

　

財保護審議会を置くことができることとするとともに、新たに非常勤の文化財保護

　

指導委員を置くことができることとした。

　　　　　

'、

９

　

罰則について、所要の整備を行った。

　　

昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合力ヽらの年金の額の改定に関す

　　

る法律等の改正(昭和50年法律第53号)

一

　

昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関す

　

る法律関係

　　

１

　

私立学校教職員共済組合が支給する私立学校教職員共済組合法の規定による年

　　

金について、国・公立学校の教職員に係る年金の額の改定に準じ、昭和50年８

　　

月分から29.3％増額することにより、また、昭和51年１月分から更に6.8％を限

　　

度として増額することにより、年金額を引き上げた。

　　

２

　

私立学校教職員共済組合が支給する旧財団法人私学恩給財団の年金について、

　　

前記１に準じて引き上げた。

　　

３

　

既裁定の退職年金、廃疾年金及び遺族年金の最低保障額を、国・公立学校の教

　　

職員に係る既裁定年金の最低保障額の引上げに準じ、引き上げた。

二

　

私立学校教職員共済組合法関係

　　

標準給与の最高額を国・公立学校の教職員の掛金等の算定の基礎となる俸給等Ｏ

　

最高限度額の引上げに準じ24万5,000円を31万円に引き上げるとともに、最低額

　

についても３万9,000円を５万2,000円に引き上げた。

　　

学校教育法の改正(昭和50年法律第59号)

　

１

　

第１条に掲げる学校以外のもので、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成

　

し、又は教養の向上を図ることを目的として修業年限１年以上及び一定規模以上の

　

組織的な教育を行う施設(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもＯ
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及び外国人学校を除く。)は、これを専修学校とすることとした。

　

２

　

専修学校には、中学校を卒業した者を対象として教育を行う高等課程。高等学校

　

を卒業した者を対象として教育を行う専門課程又はそれ以外の教育を行う一般課程

　

を置くこととした。

　

３

　

高等課程又は専門課程を置く専修学校は、それぞれ高等専修学校又は専門学校と

　

称することができることとし、これら以外のものは。これらの名称を用いてはなら

　

ないこととした。

　

４

　

専修学校の設置(高等課程。専門課程又は一般課程の設置を含む。)及びこれらの

　

廃止、設置者の変更並びに目的の変更は、監督庁の認可を要することとした。

　

５

　

専修学校の設置者。基準、校長、教員、保健などに係る規定を整備した。

　　

私立学校法等の改正(昭和50年法律第60号)

一

　

私立学校法関係

　

１

　

第59条の規定中学校法人のうちには。当分の間、学校法人以外の私立の学校の

　

設置者を含むものとすることとした。、

　　　　

二

　

２

　

第59条の規定により助成をうける学校法人以外の私立の学校の設置者は。当該

　

助成に係る私立の学校の経営に関する会計を他の会計から区分し、特別の会計とし

　

て経理しなければならないとする規定を新設した。

　

３

　

第59条の規定により補助金を受ける学校法人以外の私立の学校の設置者は、当

　

該補助金を受けることとなった年度の翌年度の４月１日から起算して５年以内に、

　

当該学校が学校法人によって設置されるように措置しなければならないとする規定

　

を新設した。

二

　

日本私学振興財団法関係

　　　

、

　　

学校法人及び民法第34条の法人のほかに、更にこれら以外の私立の学校の設置

　

者に対する貸付けを日本私学振興財団の業務に加えるための規定を整備した。

　　

私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)、

　

１

　

国は、私立の大学及び高等専門学校の教育研究に係る経常的経費について。その

　

２分の１以内を補助することができるものとし、経常的経費の範囲は政令で定める

　

ものとした。

２

　

都道府県が、私立の高等学校、中学校、小学校、盲学校、聾学校、養護学校及び

　

幼稚園の教育に係る経常的経費について補助する場合には。国は、都道府県に対

　

し、政令で定めるところにより、その一部を補助することができるものとした。

３

　

文部大臣は、昭和56年３月31日までの間、特に必要があると認める場合を除

　

き、私立大学、学部等の設置及び収容定員の増加を認可しないものとした。

４

　

その他。経常的経費に係る補助金の減額及び不交付に関する規定を設ける等、所

　

要の規定を整備した。
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五厚生省関係

　　

災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の改正(昭和50年法律

　　

第１号)

　

１

　

災害弔慰金の額

　　

災害弔慰金の額は、100万円を超えない範囲内で死亡者のその世帯における生計

　

維持の状況を勘案して政令で定めることとした。

　

２

　

災害援護資金の限度額は、法律でその範囲を定めず、政令で定めることとした。

　　

戦傷病者戦没者遺族等援護法等の改正(昭和50年法律第10号)

一

　

戦傷病者戦没者遺族等援護法関係

　　

障害年金、障害一時金、扶養親族加給及び特別加給の額並びに遺族年金｡及び遺族

　

給与金の額を、引き上げた。

二

　

未帰還留守家族等援護法関係

　　

未帰還者の留守家族に支給する留守家族手当の月額を、遺族年金の増額に順じて

　

引き上げる等の措置を講じた。

三

　

戦傷病者特別援護法関係

　　

療養手当及び葬祭費の額を政令で定める額とした。

四

　

戦没者等の妻に対する特別給付金支給法関係

　　

昭和49年遺族援護法の改正(防空業務に従事した者を準軍属として処遇)により、

　

遺族給与金を受ける権利を有するに至った戦没者等の妻に特別給付金を支給するこ

　

ととした。

五

　

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法関係

　　

日華事変以降の戦没者の遺族で、同一の戦没者に関し公務扶助料、遺族年金等の

　

受給権を有している者がいないものに、特別弔慰金として額面20万円、10年償還

　

の国債を支給することとした。

六

　

戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法関係

　　

昭和49年遺族援護法の改正(防空業務に従事した者を準軍属として処遇)により、

　

障害年金を受けるに至った戦傷病者等の妻に特別給付金を支給することとした。

七

　

戦没者の父母等に対する特別給付金支給法関係

　　

昭和49年遺族援護法の改正(防空業務に従事した者を準軍属として処遇)により、

　

遺族給与金を受ける権利を有するに至った戦没者の父母又は祖父母に特別給付金を

　

支給することとした。

　　

下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和50

　　

年法律第31号)

ユ曰

　

市町村は、下水道の整備その他政令で定める事由によりその経営の基礎となる
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諸条件に著しい変化を生ずることとなる一般廃棄物処理業等について、その受けｰ

　　

る著しい影響を緩和し、併せて経営の近代化及び規模の適正化を図るための事業

　

・此関する計画(以下｢合理化事業計画｣という。)を定め、都道府県知事の承認を受

　　

けることができるものとした。

　

口

　

合理化事業計画は、下水道の整備等による一般廃棄物処理業等の経営め基礎と

　　

なる諸条件の変化の見通しに関する事項、下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理。

　　

業等の事業の転換並びに経営の近代化及び規模の適正化に関する事項等にういて

　　

定めるものとした。

　

２

　

国は、市町村に対し、合理化事業計画に基づく合理化事業の実施に関し、必要な一

　

資金の融通又はそのあっせんその他の援助に｀努めるものとした。

　

３

　

一般廃棄物処理業等を行う者であって、合理化事業計画の定めるところにより事･

　

業の転換を行おうとするものは、その事業の転換に関する計画を市町村長に提出し

　

て、その計画が適当である旨の認定を受けることができることとし、国又は地方公

　

共団体は、当該認定を受けた者に対し。当該認定を受けた計画に従って事業の転換

　

を行うのに必要な資金につき、金融上の措置を講ずるよう努めるものとした。

　

４

　

国又は地方公共団体は、一般廃棄物処理業等を行う者が合理化事業計画の定める、

　

ところにより事業の転換等を行う場合においては、当該事業の従事者について、職

　

業訓練の実施、就職のあっせんその他の措置を講ずるよう努めるものとした。

　　

薬事法の改正(昭和50年法律第37号)

　

薬局の開設、一般販売業及び薬種商販売業の許可に係る地域的制限に関する規定を

削除した。

　　

国民年金法等の改正(昭和50年法律第38号)

一

一

一

　

国民年金法関係

１

　

福祉年金額の引上げ

　

日

　

老齢福祉年金の額９万円(月額7,500円)を14万4,000円(月額１万2,000円少

　　

に引き上げた。

　

口

　

障害福祉年金の額を一級障害について13万5,600円(月額１万1,300円)を

　　

21万6,000円(月額１万8,000円)に，二級障害について９万円(月額7,500円)･

　　

を14万4,000円(月額１万2,000円)に引き上げた。

　

同

　

母子福祉年金及び準母子福祉年金の額11万7,600円(月額9,800円)を18万

　　

7,200円(月額１万5,600円)に引き上げた。

２

　

有期年金の70歳失権を廃止し，終身支給とすることとした。

３

　

保険料の額を昭和51年４月分から１月につき1,400円とした。

　

国民年金法の一部を改正する法律(昭和44年法律第86号)関係
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国民年金の５年年金の額i9万6,000円(月額8,000円)を15万6,000円(月額１万

　

3,000円)に引き上げた。

三

　

厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第92号)関係

　

１

　

５年年金の額9万6,000円(月額8,000円)を15万6,000円(月額１万3,000円)に

　　

引き上げた。

　　

２

　

老齢特別給付金額６万6,000円(月額5,500円)を10万8,000円(月額9,000円)

　　

に引き上げた。

　

３

　

昭和50年度におけるスライドの実施時期を厚生年金保険及び船員保険につい

　　

ては昭和50年11月から昭和50年８月に，国民年金については昭和51年１月か

　　

ら昭和50年９月にそれぞれ繰り上げることとした。

四

　

厚生年金保険法関係

　　

受給資格期間を満たしている60歳以上65歳未満の被保険者で標準報酬月額が７

　

万2,000円以下の者について，標準報酬等級に応じて老齢年金又は通算老齢年金の･

　

２割，５割又は8･割を支給することとした。

五

　

船員保険法関係

　　

受給資格期間を満たしている60歳以上65歳未満の被保険者で標準報酬月額が７

　

万2,000円以下０者について，標準報酬等級に応じて老齢年金又は通算老齢年金の･

　

２割，５割又は８割を支給することとした。

六

　

年金福祉事業団法関係

　　

年金福祉事業団に政府が出資することができるものとした。

　　

優生保護法の改正(昭和50年法律第44号)

　

都道府県知事の指定を受けて受胎調節の実施指導を行う者が受胎調節のために必要

な医薬品で厚生大臣の指定するものを販売することができる期間の終期とされている，

昭和50年７月31日を５年延長した。

　　

特別児童扶養手当等の支給に関する法律等の改正(昭和50年法律第47号)

　

１

　

特別児童扶養手当等の支給に関する法律に関する事項

　

日

　

特別児童扶養手当の改善

　　

(1)特別児童扶養手当の額を，重度の障害児１人につき月額11,300円から18,000

　　　

円に引き上げた。

　　

(2)廃疾の程度が国民年金法別表二級に相当する程度の障害児を新たに特別児童

　　　

扶養手当の支給対象障害児とし，１人につき月額12,000円を支給することとし

　　　

た。

　

口

　

福祉手当の創設

　　

(i)福祉手当は，精神又は身体の重度の障害により，日常生活において常時の介

　　　

護を必要とする状態にある者に支給するものとすることとした。
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(2)福祉手当の額は。重度障害者１人につき月額4,000円とすることとした。

　　

(3)福祉手当支給の実施機関は、重度障害者の住所を所管する福祉事務所を管理

　　　

する都道府県知事及び市町村長とするとととした。

　　

(4)福祉手当の支給は、認定の申請を行った日の属する月の翌月から始め、支給

　　　

事由の消滅した日の属する月で終ることとし、毎年１月、５月及び９月の３期

　　　

にそれぞれの前月までの分を支払うものとした。

　　

(5)所得等による支給の制限を行うこととした。

　　

(6)福祉手当の支給に要する費用は、国がその10分の８を。都道府県又は市町

　　　

村がその10分の２を負担するものとした。

２

　

児童扶養手当法に関する事項

　

日

　

児童扶養手当の額を、児童１人の場合月額9,800円を15,600円に引き上げた。

　

ロ

　

児童扶養手当の支給対象児童の国籍要件を撤廃した。

３

　

児童手当の額を、児童１人につき月額4,000円を5,000円に引き上げた。

　　

原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の改正(昭和50年法律第55号)

１

　

爆心地から２キロメートルの区域内で被爆した者に対し、新たに。保健手当を支

　

給することとした。

２

　

原子爆弾被爆者の医療等に関する法律第８条第１項の認定に係る負傷又は疾病の

　

状態にある者に支給する特別手当及び当該状態にない者に支給する特別手当の額を

　

それぞれ引き上げた。

３

　

健康管理手当の支給に係る年齢制限を撤廃するとともに。その月額を引き上げ

　

た。

４

　

介護手当の改善

　　

介護手当の支給対象者の範囲を拡大した。

　　

義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母

　　

等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)

１

　

対象者の範囲について定めた。

２

　

育児休業の許可

　

Ｈ

　

国立及び公立の義務教育諸学校等の女子の教育職員並びに国及び地方公共団体

　　

の運営する医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等(以下｢女子教育公務員等｣

　　

という。)で、その１歳に満たない子を養育するものは、その子の養育のため、任

　　

命権者に対し。休業しようとする期間を定めて育児休業の許可を申請することが

　　

できることとした。

(==)任命権者は、育児休業の許可の申請があったときは。代替職員の臨時的任用が

　　

著しく困難な事情にある場合を除き、許可をしなければならないものとした。
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目

　

任命権者は、申請に係る子について既に育児休業の許可をしたことがあるとき

　　

は、特別の事情のある場合を除き、育児休業の許可をしないものとすることとし

　　

た。

３

　

育児休業の期間、育児休業の許可の失効等及び不利益取扱いの禁止について定め･

　

た。

４

　

育児休業の効果

　

日

　

育児休業の期間(育児休業の許可の効力が停止されている期間を除く。以下同

　　

じ。)中は、その身分を保有するが、職務に従事しないものとした。

　

口

　

育児休業の期間については、給与を支給しないものとした。

５

　

国家公務員である女子教育公務員等の育児休業中の期間の取扱い

　

日

　

国家公務員である女子教育公務員等に対しては、育児休業期間中については期

　　

末手当を支給しないものとした。

　

C=⇒

　

国家公務員である女子教育公務員等の育児休業中の期間は、昇給については２

　　

分の１の換算率によって換算することとした。

　

目

　

国家公務員である女子教育公務員等の退職手当の計算については、育児休業中

　　

の期間の２分の１を在職期間とみなすものとした。

　

匈

　

国家公務員である女子教育公務員等の国家公務員災害補償法による補償額の基し

　　

礎となる平均給与額の算出については、育児休業の期間を基礎としないものとし

　　

た。

６地方公務員である女子教育公務員等については、５に準じて。取り扱うように措

　

置するものとした。

７

　

任命権者は、育児休業の許可をする場合には、支障がないと認めるときを除き、

　

代替職員を臨時的に任用するものとした。

８

　

私立の義務教育諸学校等において講ずべき措置

　　

私立の義務教育諸学校等の設置者並びに国及び地方公共団体の運営する医療施2

　

設、社会福祉施設等以外の医療施設、社会福祉施設等を運営する者は、この法律に

　

規定する育児休業の制度に準じて。女子の教育職員又は看護婦、保母等について子-

　

の養育のための休業に関し、必要な措置を講ずるよう努めなければならないものと

　

した。

９

　

処遇に関する当分の間の措置

　

日

　

当分の間、この法律の目的の達成に資するため育児休業の許可を受けた女子教1

　　

育公務員等に対し、法律又はこれを基準として定める条例の定めるところによ

　　

り、必要な給付を行うことができるものとした。

　

C==)人事院は、一般職の国家公務員に係る日の給付について、国会及び内閣に片

　　

し、必要な事項を勧告するものとした。
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ﾌﾟi農林省関係

　　　

農業協同組合合併助成法の改正(昭和50年法律第８号)

　　

農業協同組合合併助成法に定める合併経営計画の都道府県知事に対する認定請求を

　

さらに昭和53年３月31日まで行うことができるよう措置することとした。

　　　

畜産物の価格安定等に関する法律の改正(昭和50年法律第26号)

　

１

　

牛肉の指定食肉への追加

　　　

農林省令で定める規格に適合する牛肉を指定食肉に追加した。

　

２

　

畜産振興事業団の保管する牛肉の売渡し

　　

Ｈ

　

畜産振興事業団(以下｢事業団｣という。)は、指定食肉たる牛肉の価格が安定上

　　　

位価格を超えて騰貴し又は騰貴するおそれがあると認められる場合は、その保管

　　　

する牛肉を、売り渡すものとした。

　

､ロ

　

事業団は、日によるほか、その保管する牛肉を、農林大臣が指示する方針に

　　　

従って、売り渡すことができることとした。

　　　

家畜伝染病予防法の改正(昭和50年法律第29号)

　

１

　

豚水胞病を家畜伝染病に追加するとともに。その患畜及び疑似患畜を殺処分命令

　　

及び死体の焼却等の義務の対象として追加した。

　

-2

　

牛のブルセラ病及び結核病に係る検査制度を合理化した。

　　　

農業振興地域の整備に関する法律の改正(昭和50年法律第39号)

　

１

　

農用地利用計画の内容の充実

　　　

市町村が定める農用地利用計画の対象となる土地の範囲に、耕作又は養畜の業務

　　

のために必要な農業用施設で農林省令で定めるものの用に供される土地を加えた。

　

゛2

　

農業振興地域整備計画の作成又は変更に際して行う土地の交換分合について定め

　　

た。

　

-3

　

農用地区域内における農用地利用増進事業について所要の規定を設けた。

　

４

　

農用地区域内にある農用地についての特定利用権の設定について所要の規定を設

　　

けた。

　

｡石

　

農用地区域内における開発行為の許可について所要の規定を設けた。

　

･･6

　

罰

　　　　　

則

　　　

５に違反して開発行為を行った者等は１年以下の懲役又は10万円以下の罰金に

　　

処するものとすることその他罰則に関する規定を設けた。

　　　

外国人漁業の規制に関する法律の改正(昭和50年法律第50号)

　

１

　

外国漁船の船長は、寄港の許可(第４条)の規定にかかわらず、政令で定める特定

　　

漁獲物等を本邦に陸揚げし、又は他の船舶に転載することを目的として、当該外国

　　

､漁船を本邦の倦に寄港させてはならないものとすることとした。
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２

　

外国漁船以外の船舶(もっぱら漁業に従事する日本船舶を除く｡)の船長は、特定

　

漁獲物等を漁港において陸揚げし、又は漁港区に陸揚げしてはならないものとする

　

こととした。

　　

飼料の品質改善に関する法律の改正(昭和50年法律第68号)

１

　

題名及び目的

　

Ｈ

　

題名を｢飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律｣に改めた。

　

口

　

本法は、飼料及び飼料添加物の製造等に関する規制、飼料の公定規格の設定及び

　　

これによる検定等を行うことにより、飼料の安全性の確保及び品質の改善を図り、

　　

もって公共の安全の確保と畜産物等の生産の安定に寄与することを目的とした。

ｉ

　

定義規定を整備した。

､3

　

飼料の製造等に関する規制

　

日

　

製造方法等の基準及び成分規格の設定等について所要の規定を設けた。

　

(=⇒

　

有害な物質を含む飼料等の販売の禁止について定めた。

　

白

　

廃棄又は回収の命令等について定めた。

　

舞

　

日により製造の方法につき基準が定められた飼料又は飼料添加物のうち、その

　　

製造の過程において特別の注意を必要とする一定のものの製造業者は、当該飼料

　　

又は飼料添加物の製造を実地に管理させるため、その事業場ごとに、当該飼料又

　　

は飼料添加物の製造に関し一定の資格を有する飼料製造管理者を置かなければな

　　

らないものとした。

4

.5

． -

一

＝ -

規格適合表示、表示の基準となるべき事項の設定等につき所要の規定を設けた。

罰則について所要の整備を行った。

天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法及び激甚災

害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の改正(昭和50年法律第69

号)

天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法関係

経営資金及び事業資金の貸付限度額を２倍に引き上げた。

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律関係

１

　

激甚災害法が適用される場合の天災融資法の規定による経営資金及び事業資金

　

の貸付限度額を２倍に引き上げた。

２

　

激甚災害法の規定による中小企業者に対する貸付金の貸付限度額を２倍に引き

　

上げた。

七

　

通商産業省関係

　　

高圧ガス取締法の改正(昭和50年法律第30号)

１

　

保安管理組織の強化
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日

　

第１種製造者(冷凍のため高圧ガスの製造をする者を除く。)は、次の措置をし

　　

なければならないこととした。

　　

(1)事業所ごとに、保安統括者を選任し、高圧ガスの製造に係る保安に関する業

　　　

務を統括管理させること。

　　

(2)事業所ごとに、高圧ガス製造保安責任者免状(以下｢製造保安責任者免状｣と

　　　

いう。)の交付を受けている者のうちから、保安技術管理者を選任し、保安統括

　　　

者を補佐して、高圧ガスの製造に係る保安に関する技術的事項を管理させるこ

　　　

と。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、づ

　　

(3)製造施設の区分ごとに、製造保安責任者免状の交付を受けている者のうちか

　　　

ら、保安係員を選任し、高圧ガスの製造のための施設の維持、製造の方法の監

　　　

視その他高圧ガスの製造に係る保安に関する技術的事項を管理させること。

　

(=⇒

　

大規模な高圧ガス製造者は、次の措置をしなければならないこととした。

　　

(1)製造施設の区分ごとに、製造保安責任者免状の交付を受けている者のうちか

　　　

ら、保安主任者を選任し、保安技術管理者を補佐して。保安係員を指揮させる

　　　

こと。

　　

(2)大規模な高圧ガス製造者は、事業所ごとに、一定の高圧ガスの製造に係る保

　　　

安に関する知識経験を有する者のうちから、保安企画推進員を選任し、危害予

　　　

防規程の立案及び整備。保安教育計画の立案及び推進等の業務に関し、保安統

　　　

括者を補佐させること。

　

日

　

高圧ガス製造者に対し、保安係員。保安主任者及び保安企画推進員に高圧ガス

　　

保安協会(以下｢協会｣という。)の行う保安講習を受けさせることとするほか、そ

　　

の他所要の規定を整備した。

２

　

危害予防規程の強化

　　

大規模な高圧ガス製造者は、危害予防規程を定め、又はこれを変更しようとする

　

ときは、あらかじめ、協会の意見を聴き、その意見書を都道府県知事への認可申請

　

書に添付しなけれぱならないこととした。

３

　

保安教育計画の強化

　　

都道府県知事は、保安教育計画が公共の安全の維持又は災害の発生の防止上十分

　

でないと認めるときは、その変更を命ずることができることとした。

４

　

特定設備に対する規制を強化した。

５

　

容器に対する規制を整備した。

６

　

附属品に対する規制についての規定を設けた。

７

　

高圧ガス保安協会を強化した。

８

　

製造の届出制に係る規制を強化した。

９

　

そ

　　

の

　　

他
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１から８までの改正に伴い、許可、検査、試験等に係る手数料、罰則等について

　

所要の改正を行うとともに、必要な条文の整理を行った。

　　

中小企業近代化促進法の改正（昭和50年法律第51号）

１

　

近代化計画の策定

　

日

　

中小企業近代化基本計画と中小企業近代化実施計画とを一本化して中小企業近

　　

代化計画とし、主務大臣は。中小企業近代化審議会の意見を聴いて、指定業種に

　　

属する中小企業について、近代化計画を定めるものとした。

　

□

　

近代化計画には、次に掲げる事項について定めるものとすることとした。

　　

（1）目標年度における近代化の目標及び製品等の供給の見通し

　　

（2）新商品又は新技術の開発、設備の近代化その他の近代化の目標を達成するた

　　　

めに必要な事項

　　

（3）従業員の福祉の向上、消費者の利益の増進、環境の保全その他の近代化に際

　　　

し配慮すべき重要事項

２

　

構造改善計画の承認等

　

日

　

特定業種に属する事業を行う中小企業者を構成員とする商工組合その他の政令

　　

で定める法人は。新商品又は新技術の開発、生産又は経済の規模又は方式の適正

　　

化、その他の構造改善に関する事業について、その目標、内容及び実施時期並び

　　

に実施に必要な資金の額及びその調達方法等を記載した中小企業構造改善計画を

　　

作成し、主務大臣の承認を受けることができるものとすることとした。

　

帥

　

特定業種に属する事業を行う中小企業者を構成員とする商工組合等は、関連業

　　

種に属する事業を行う者又は関連事業者を構成員とする商工組合等と共同して、

　　

特定事業に係る構造改善事業について構造改善計画を作成し、主務大臣の承認を

　　

受けることができるものとすることとした。

　

白

　

主務大臣は、構造改善計画が、近代化計画に定める近代化の目標を達成するた

　　

め適当なものであることその他り政令で定める基準に該当すると認めるときは、

　　

その承認をするものとすることとした。

３

　

新分野進出計画の承認等

　

Ｈ

　

需給構造その他の経済事情の変動による著しい影響を受けていることその他Ｏ

　　

政令で定める基準に該当する業種であって、新たな事業分野への進出を促進する

　　

ことが特に必要であるものとして事業所管大臣が指定するものに属する事業を行

　　

う中小企業者を構成員とする商工組合等は、新分野進出計画を作成し、主務大臣

　　

の承認を受けることができるものとした。

帥

　

主務大臣は。新分野進出計画が、当該進出促進業種に属する事業を行う構成員

　

たる中小企業者の能力を有効かつ適切に発揮することができる事業の分野への進

　

出に係るものであることその他の政令で定める基準に該当するものであると認め
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るときは。その承認をするものとした。

匈

　

日の承認を受けた商工組合等の構成員たる中小企業者であってその承認に係る

　

新分野進出計画に定める設備の処理を実施しようとするものに、設備処理計画を

　

作成し。その計画が、新分野進出計画を円滑に実施するため適当である旨の主務

　

大臣の承認を受けることができるものとした。

４資金の確保

　

政府は、近代化計画に定める近代化のための設備の設置、構造改善事業及び新分

　

野進出事業に必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとした。

５

　

課税の特例を追加した。

Å建設省関係

　　

下水道事業センター法の改正(昭和50年法律第41号)

　

題名を｢日本下水道事業団法｣に改めるとともに、事業団の業務の範囲を拡大する等

の改正を行った。

　　

宅地開発公団法(昭和50年法律第45号)

　

１

　

法人格。事務所、資本金及び役員について所要の規定を設けた。

　

２業務の範囲

　

日

　

公団は、次の業務を行うものとした。

　　

(1)住宅の用に供する宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこﾆと。

　　

(2)公団の行う宅地の造成と併せて整備されるべき公共の用に供する施設等の用

　　　

に供する宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと等。

　

(=⇒

　

公団は。前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で。委託を

　　

受けて、住宅の用に供する宅地の造成等の業務を行うことができるものとした。

　

３

　

投

　　　　　

資

　　

公団は、建設大臣の認可を受けて、公団が造成する宅地の利用者の利便に供する

　

施設の建設若しくは賃貸その他の管理又は当該宅地の居住環境の維持若しくは改善

　

に関する業務を行う事業に投融資をすることができるものとした。

　

４業務方法書

　　

公団は、業務の開始の際。業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければ

　　

ならないものとした。

　

５

　

地方公共団体の長の意見の聴取

　　

公団は。宅地の造成をしようとするときは、宅地の造成計画について。あらかじ

　　

め、当該宅地の造成をしようとする地域をその区域に含む地方公共団体の長の意見

　　

を聴かなければならないものとした。

、６

　

道路法等の特例を設けた。
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７

　

予算等の認可、区分経理。借入金及び債券、関連施設整備事業助成基金、督督等

　

について所要の規定を設けた。

　　

都市再開発法の改正(昭和50年法律第66号)

１

　

市街地再開発事業の区分

　　

市街地再開発事業を現行の手続(権利変換手続)により行われる第一種市街地再開

　

発事業と第五の手続により行われる第二種市街地再開発事業とに区分した。

２

　

市街地再開発事業に関する都市計画

　

日

　

第一種市街地再開発事業の施行区域０条件は、おおむね現行の条件に該当する

　　

土地の区域内とするほか、新たに市街地再開発促進区域内の土地の区域を加える

　　

ものとした。

　

抑

　

第二種市街地再開発事業の施行区域は、次に掲げる条件に該当する土地の区域

　　

でなけれぱならないものとした。

　　

(1)第一種市街地再開発事業の施行区域の条件に該当する土地の区域であるこ

　　　

と。

　　

(2)次のいずれかに該当する土地の区域で、その面積が３ヘクタール以上のもの

　　　

であること。

　　　

イ

　

当該区域内にある安全上又は防火上支障がある建築物で政令で定めるもの

　　　　

の数の当該区域内にあるすべての建築物の数に対する割合が政令で定める割

　　　　

合以上であり、かつ、これらの建築物が密集しているため、災害の発生のお

　　　　

それが著しく、又は環境が不良であること。

　　　

ロ

　

当該区域内に駅前広場、大規模な火災等が発生した場合における公衆の避

　　　　

難の用に供する公園又は広場その他の重要な公共施設で政令で定めるものを

　　　　

早急に整備する必要があり、かつ、当該公共施設の整備と併せて当該区域内

　　　　

の建築物及び建築敷地の整備を一体的に行ケことが合理的であること。

３

　

市街地再開発促進区域

日 る都市計画

　

(1)高度利用地区内にあること等第一種市街地再開発事業の施行区域の条件に該

　　

当する土地の区域で、その区域内の宅地の所有者又は借地権者による市街地の

　　

計画的な再開発の実施を図ることが適切であると認められるものについては、

　　

都市計画に市街地再開発促進区域を定めることができるものとした。

　

(2)市街地再開発促進区域に関する都市計画においては、公共施設の配置及び単

　　

位整備区(市街地再開発促進区域内における建築敷地の造成及び公共施設の用

　　

に供する敷地の造成を一体として行うべき土地の区域をいう。)を定めるものと

　　

した。

･(=⇒

　

市街地再開発促進区域内の市街地再開発事業等の施行について定めた。
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日

　

市街地再開発促進区域内における建築行為の規制等について定めた。

４個人施行者

　　

高度利用地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は。１人で、又は数:

　

人共同して、第一種市街地再開発事業を施行することができるものとし、所要の規。

　

定を設けた。

５

　

第二種市街地再開発事業の施行

　

日

　

譲受け希望の申出及び賃借り希望の申出

　　　

施行地区内の宅地の所有者若しくは借地権者又は建築物の所有者は、建築施晩

　　

の部分につき譲受け希望の申出をすること、施行地区内の建築物の借家権者は、

　　

施設建築物の一部につき賃借り希望の申出をすることができるものとし、所要(r><

　　

規定を設けた。

　

に）管理処分計画について定めた。

　

目

　

建築施設の部分による対償の給付等について定めた。

　

匈

　

権利関係の確定等について所要の規定を設けた。

６

　

高度利用地区における制限内容を改正した。

　　

大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法（昭和50年法律

　　

第67号）

　　　　　　　　　　　

ｊ

１

　

総

　　　　　

則

　

日

　

目

　　　　　

的

　　　

この法律は、大都市地域における住宅市街地の開発に関し、宅地開発協議会ひ

　　

制度を設けるとともに。土地区画整理促進区域及び住宅街区整備促進区域内に紅

　　

ける住宅地の整備又はこれと併せて行う中高層住宅の建設について必要な事項を

　　

定める等特別の措置を講ずることにより、大量の住宅地の供給と良好な住宅街区。

　　

の整備とを図り、もって大都市地域の秩序ある発展に寄与することを目的とする。、

　

（=⇒

　

国及び関係地方公共団体の責務

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、べ、

　　　

国及び関係地方公共団体は、大都市地域（首都圏、近畿圏又は中部圖の既成市･

　　

街地及びその近郊地域）における住宅の需要及び供給に関する長期的見通しに基

　　

づき、新たに必要となる住宅地の供給を確保するため。相当規模の住宅市街地を

　　

開発する事業の実施その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない恥、

　　

のとした。

２

　

宅地開発協議会

　　

大都市地域において住宅市街地を計画的に開発する事業の促進に関し必要な協諭

　

を行うため、首都圏。近畿圏及び中部圏の各圏域ごとに、国の関係行政機関、関帳

　

都府県及び関係指定都市により、宅地開発協議会を組織するものとした。

３

　

土地区画整理促進区域
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.･Ｈ

　

土地区画整理促進区域に関する都市計画

　　　

大都市地域の市街化区域のうち、一定の要件に該当する土地の区域について

　　

は、都市計画に土地区画整理促進区域を定めることができるものとした。

　

に）土地区画整理促進区域内の宅地の所有者又は借地権者の責務について定めた。

　

白

　

土地区画整理促進区域内における建築行為等の制限等について定めた。

４

　

特定土地区画整理事業

　

Ｈ

　

市町村の責務等

　　

（1）市町村は、土地区画整理促進区域に関する都市計画の決定後２年以内に。土

　　　

地区画整理事業の施行の認可等がされていない土地の区域については、施行の

　　　

障害となる事由がない限り、土地区画整理事業を施行するものとした。ただ

　　　

し、土地区画整理促進区域内の宅地について所有権又は借地権を有する相当数

　　　

の者から要請があった場合等一定の場合には、その期間内であっても、これを

　　　

施行することができるものとした。

　　

（2）都府県、日本住宅公団又は宅地開発公団は、市町村と協議の上、１の土地区

　　　

画整理事業を施行することができるものとした。

　

□

　

特定土地区画整理事業（土地区画整理促進区域内の土地についての土地区画整

　　

理事業）の事業計画及び換地計画について所要の規定を設けた。

25

　

住宅街区整備促進区域

　

日

　

住宅街区整備促進区域に関する都市計画

　　　

大都市地域の市街化区域のうち一定の要件に該当する土地の区域については、

　　

都市計画に住宅街区整備促進区域を定めることができるものとした。

　

･仁）宅地の所有者等の責務

　　　

住宅街区整備促進区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、でき

　　

る限り速やかに、住宅街区整備事業（住宅街区整備促進区域内において、土地の

　　

区画形質の変更、公共施設の整備及び共同住宅の建設を一体として行う事業）を

　　

施行する等により、当該住宅街区整備促進区域に関する都市計画の目的を達成す

　　

るよう努めなけれぱならないものとした。

　

呻

　

住宅街区整備促進区域内における建築行為等の制限等について定めた。

司

　

住宅街区整備事業

　

日

　

施

　　

行

　　

者

　　

（1）住宅街区整備事業の施行者は個人施行者、住宅街区整備組合、市町村、都府

　　　

県、日本住宅公団又は地方住宅供給公社とするものとした。

　

ヽ仁）市町村の責務

　　

（1）市町村は、住宅街区整備促進区域に関する都市計画の決定後２年以内に、住

　　　

宅街区整備事業の施行の認可等がされていない土地の区域については、施行Ｏ
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障害となる事由がない限り、住宅街区整備事業を施行するものとした。ただ:

　　　

し、住宅街区整備促進区域内の宅地について所有権又は借地権を有する相当翫

　　　

の者から要請があった場合等一定の場合には、その期間内であっても。これを一

　　　

施行することができるものとした。

　　

（2）都府県。日本住宅公団又は地方住宅供給公社は、市町村と協議の上、１の住。

　　　

宅街区整備事業を施行することができるものとした。

　

日

　

その他都市計画事業との関連、事業計画、測量及び調査のための土地の立入り

　　

建築行為等の制限等、既存住宅区、集合農地区及び義務教育施設用地、宅地の立。

　　

体化、保留地の処分等について所要の規定を設けた。

　　

昭和50年度における道路整備費の財源の特例等に関する法律（昭和50年法律第、

　　

85号）

　

昭和49年度の揮発油税等の収入額の予算額が決算額に不足する額を昭和50年度の一

道路整備費の財源に充てるため、道路整備緊急措置法第３条第１項の規定の適用にっ･

いて特例を設けた。

九運輸省関係

　　

道路運送車両法の改正（昭和50年法律第34号）

　

自動車の登録、検査等に関する手数料の額の範囲を次のとおり改めた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

最

　

高

　

限

　

度

　

額

　　　　

区

　　　　　　　　　

分

　　　　　

へ

iEl）

　

IE 1

1

　

新規登録

　　　　　　　　　　　　　　　

j

　　　　　

600円i

　　　　　

300円

２

　

変更登録，移転登録及びまつ消登録

　　　　　　　　

400円1

　　　　　

200円

３

　

臨時運行の許可

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

400円1

　　　　　

200円

４

　

回送運行許可証の交付

　　　　　　　　　　　　　　

2,000円

1

　　　　

1･000円

５

　

登録事項等証明書の交付

　　　　　　　　　　　　　　

900円1

　　　　　

500円

６

　

自動車整備士の技術検定

　　　　　　　　　　　　　

1,100円1

　　　　　

600円

７

　

新規検査．継続検査等

　　　　　　　　　　　　　　

1,400円1

　　　　　

700円

８

　

自動車検査証等の再交付

　　　　　　　　　　　　　　

400円i

　　　　　

100円

９

　

自動車の型式指定

　　　　　　　　　　　　　　　

220,000円!

　　　　

15,000円

10

　

優良自動車整備事業者の認定

　　　　　　　　　　

12,000円’

　　　　

4,000円

11

　

指定自動車整備事業の指定

　　　　　　　　　　　

21,000円1

　　　　　

6,000円

十労働省関係

　　

作業環境測定法(昭和50年法律第28号)

　

１

　

作業環境測定の実施

　

糾

　

事業者は、労働安全衛生法第65条の規定により、同条に規定する作業場のう･
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ち一定の作業場の作業環境測定（作業環境の実態をは握するため空気環境その他

　　

の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析（解析を含む。）とい

　　

う。）を行うときは、その使用する作業環境測定士にこれを実施させなければなら

　　

ないこととした。

　

C=⇒

　

事業者は、日の作業場の作業環境測定を他の者に委託して実施するときは、作

　　

業環境測定機関に委託しなければならないこととした。ただし、国又は地方公共

　　

団体の機関その他の機関で、労働大臣が指定するものに委託するときは、この限

　　

りでないこととした。

２

　

作業環境測定士等

　

日

　

作業環境測定士について、定義。登録、登録の取消等作業環境測定士試験及び

　　

名称の使用制限の規定を設けた。

　

（=⇒

　

指定試験機関及び指定講習機関の指定、業務に対する監督等に関し所要の規定

　　

を設けた。

３

　

作業環境測定機関に｡ついて、定義、登録。作業環境測定の実施、業務規程。登録

　

の取消等及び名称の使用制限の規定を設けた。

４

　

その他労働大臣等の権限、政府の援助等について規定するとともに、労働安全衛

　

生法の所要の改正を行った。

　　

中小企業退職金共済法の改正（昭和50年法律第40号）

１

　

退職金共済制度における掛金月額の引上げ

　　

退職金共済制度における掛金月額の最低額400円を800円に、最高額4,000円を

　

10,000円に引き上げるとともに、4,000円を超える掛金月額の刻みを、5,000円まで

　

は500円刻み、5,000円を超える場合は1,000円刻みとするものとした。

２

　

退職金給付に対する国庫補助の増額

　　

退職金給付に対する国庫補助の対象部分の掛金月額400円に対応するものを掛金

　

月額800円に対応するものに引き上げるものとした。

３

　

掛金納付月数の通算条件の緩和

　　

退職後一定期間以内に再び被共済者となった場合に掛金納付月教の通算を行い得

　

る期間の退職後１年以内を２年以内に延長するとともに、被共済者の都合による退

　

職の場合であっても、労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく場合は、掛金納

　

付月数を通算することができるものとした。

４

　

特定業種退職金共済制度における退職金支給要件の緩和

　　

特定業種退職金共済制度における退職金の支給要件である掛金納付期間の特定業

　

種掛金納付月数が36月以上であることを24月以上であることに改めた。

５
ける掛金日額の範囲の引上げ

特定業種退職金共済組合が定款で定めることができる掛金日額の範囲の｢10円以
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上100円以下｣を｢60円以上300円以下｣に引き上げた。

　　

勤労者財産形成促進法の改正(昭和50年法律第42号)

１

　

勤労者財産形成貯蓄の改善

　

日

　

財形貯蓄の範囲の拡大

　　　

新たに、一定の郵便貯金、生命保険、簡易生命保険、農業協同組合等の生命共

　　

済、宅地債券等を勤労者財産形成貯蓄(以下｢財形貯蓄｣という。)に加えた。

　

□

　

転職した場合の継続措置

　　　

勤労者が転職した場合、転職先において、転職前に締結した契約に基づいて引

　　

き続き財形貯蓄を行うことができるようにすることとした。・

２

　

勤労者財産形成給付金制度の新設

　

日

　

勤労者財産形成給付金契約

　　　

この法律において｢勤労者財産形成給付金契約｣とは、事業主が、労使の合意に

　　

基づき、信託会社、生命保険会社、農業協同組合連合会又は証券投資信託の委託

　　

会社と締結した勤労者(公務員及び公共企業体の職員を除'く。)を受益者とする信

　　

託、勤労者を被保険者及び保険金受取人とする生命保険、勤労者を被共済者及び

　　

共済金受取人とする生命共済又は勤労者を受益証券の取得者とする証券投資信託

　　

の設定の委任に関する契約で、①信託金等の払込みに充てられる金銭は、当該事

　　

業主がその金額を拠出すること、②毎年、一定の時期に信託金等の払込みを行う

　　

こと、③信託金等の払込みは、払込み前１年間を通じて財形貯蓄の残高を有して

　　

いた勤労者を受益者等とし、各勤労者について年間一定額を限度とする金額によ

　　

り行うこと、④各勤労者に対しては、原則として７年経過ごとに、その間の払込

　　

金とその運用益の金額(以下｢財産形成給付金｣という。)が、一時金として支払わ

　　

れるべきこと等の要件を満たすものとして労働大臣の承認を受けたものをいうこ

　　

ととした。

　

(=⇒課税の特例

　　　

一時金として財産形成給付金の支払を受けた勤労者に対しては、租税特別措置

　　

法で定めるところにより、課税について特別の措置を講じた。

　

司

　

中小企業勤労者財産形成助成金

　　　

雇用促進事業団は、勤労者財産形成給付金契約に基づく拠出をする一定の中小

　　

企業０事業主に対し、助成金を支給することとした。

３

　

勤労者の持家建設の推進

　

日

　

財形持家個人融資制度の新設

　　

(1)雇用促進事業団の行う融資

　　　　

雇用促進事業団(以下｢事業団｣という。)は、事業主又は事業主団体に対し、

　　　

財形貯蓄を行った一定の勤労者にその持家の取得のために貸し付ける資金の貸
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付けを、当該勤労者の負担を軽減するために必要な措置を講ずることを貸付要

　　　

件として、各勤労者についてその者の有する財形貯蓄の残高の２倍相当額(一

　　　

定額を限度とする。以下｢貸付限度額｣という。)の範囲内で行うこととした。

　　

(2)住宅金融公庫等の行う融資

　　　　

住宅金融公庫又は沖繩振興開発金融公庫は、(1)の勤労者で、事業主又は事業

　　　

主団体から事業団の行う(1)の貸付けに係る持家の取得のための資金の貸付けを

　　　

受けることができないものに対し、当該事業主又は事業主団体が当該勤労者の

　　　

負担を軽減するために必要な措置を講ずる場合に限り、当該勤労者に係る貸付

　　　

限度額の範囲内で、持家の取得のための資金の貸付けを行うものとした。

　　

(3)共済組合等の行う融資

　　　

公務員及び公共企業体の職員に対する持家の取得のためめ資金の貸付けは、

　　　

これらの者の共済組合等が、これらの者に係る貸付限度額の範囲内で行うこと

　　　

とした。

　

匈融資の原資

　　　

事業団の行う現行の持家分譲融資及び日の(1)による貸付け、住宅金融公庫若し

　　

くは沖繩振興開発金融公庫の行う日の(2)による貸付け又は共済組合等の行う現行

　　

の持家分譲業務及び日の(3)による貸付けに必要な資金は、目により調達するもの

　　

とし、その額は、財形貯蓄の残高のうち一定の額を超えないようにするものとす

　　

ることとした。

　

句資金の調達

　　　

事業団、住宅金融公庫、沖繩振興開発金融公庫又は共済組合等が、(コに定める

　　

資金を調達するため、財形貯蓄を受け入れた金融機関等又は生命保険会社等に対

　　

して協力を求めたときは、当該金融機関等又は生命保険会社等は、その資金の調

　　

達に応じなければならないこととした。

４

　

そ

　　

の

　　

他

　　

財形貯蓄の範囲の拡大に伴り税制上の特別措置、財産形成給付金についての税制

　

上の特別措置及び勤労者財産形成給付金契約に係る払込金及びその運用益について

　

の税制上の特別措置について所要の規定を設けた。

　　　　

几

　　　　　

ｌ
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第16次地方制度調査会の答申

　

地方財政の硬直化を是正するためにとるべき方策を中心とした地方行財政のあり方

に関し、昭和50年７月23日第16次地方制度調査会は内閣総理大臣に対して答申を

行った。

　　　　　　

地方財政の硬直化を是正するためにとるべき方策を

　　　　　　

中心とした地方行財敢のあり方に関する答申

　

は

　

し

　

が

　

き

　

当調査会は．昨年10月以降、長期的視野の下における社会経済情勢の変化に対応

する地方行財政上の諸方策について検討を加えているところであるが．最近における

厳しい内外の経済諸情勢の下で国．地方を通ずる財政の硬直化が重要な問題となって

いることにかんがみ、当面緊急の課題として、本年１月地方財政の硬直化を是正する

ためにとるべき方策を中心とした地方行財政のあり方を取り上げ、これについて審簾

を重ねた結果、次の結論を得たのでここに答申する．

　

第１

　

地方財政の硬直化

　

今日の我が国の経済諸情勢の下においては、国、地方を通じて財政が著しく硬直化

し、今後の財政運営は極めて困難な局面を迎えることが予想される。

　

地方財政がこのような状況に陥った原因については様々な見方があるが、最近の地

方財政の推移をみると、地方財源の絶対的不足のために最低の行政水準さえ確保する

ことができなかった昭和30年代前半と異なり、経済の高度成長によってもたらされ

た財政収入の大幅な自然増収に支えられて、各種公共施設の整備及び社会福祉施策の･

充実が図られてきた反面、人件費、扶助費等の義務的経費を始めとして財政規模が拡

大し、次第に財政の体質が悪化していったた･めに、高度成長から安定成長への移行に

伴い財政収入の伸びが鈍化する下で収支の均衡を保持することができない地方公共団･

体が多くなってきているのである。

　

このように硬直化しつつある地方財政の現状にかんがみ、国は地方財政の自主的か

つ健全な運営の助長に努め。その自律性を損ない又は地方公共団体に負担を転嫁する

ような施策を行ってはならず、地方公共団体もまた、自らの財政運営の健全化を図る

とともに、国の政策に反し、又は国及び他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような

施策を行ってはならないという地方財政運営の基本に立ち帰り、両者が相携えて財政

硬直化の打開に当たるべきである。

　

このような観点から、国は地方公共団体に新たに人員の増加や経費負担の増加をも
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たらすような施策を行わないように努めることはもとより、既定の事務事業の見直し

を積極的に行うとともに、超過負担の解消等国庫補助負担制度の改善合理化について

速やかに所要の措置を講ずべきである。

　

地方公共団体においても、厳しい財政環境の下で財政の健全性を維持しつつ住民福

祉の向上を図らなければならない責務を認識し、国の財政措置のみに期待することな

く、自主性と責任を持って財政運営に当たることを基本として、行財政全般についで

徹底的な見直しを行い、財政硬直化の是正に努めることが必要である。この場合にお

いて、多様化する住民の要望にこたえるための施策を実施するに当たっては、これに

要する財源調達のため住民の負担を増加するか、既定の他の施策との振替等を行う力ヽ

の選択が必要であることについて、住民の理解と協力が得られるよう併せて努力すべ

きである。

　

第２

　

地方財政硬直化をめぐる問題点

　　

１

　

義務的経費増大の抑制

　

昭和48年度の義務的経費の決算額は７兆4,412億円であり、歳出総額に占める比率

は42.6%である。義務的経費の歳出中に占める比率はi昭和30年度には49.7%と極

めて高い比率を示していたが、その後ほぼ一貫して低下の傾向をたどり。昭和46年

度には40.5%まで低下したものの昭和47年度からは再び上昇傾向に転じ、昭和48年

度も引き続き上昇している。昭和49年度における大幅な給与改定の実施や公共事業

の抑制に伴う投資的経費の伸び悩み等を考えると、この比率はさらに上昇するものと

見込まれる。

　

義務的経費の歳出構成比率は、他の経費の増減によっても上下するものであるの

で、その比率のみから財政状況を判断することはできないが、一般に。人件費。扶助

費、公債費のような本来硬直度の高い義務的経費が増大することは財政がその弾力性

を失い、各種の行政需要に対処することが困難となることを意味する。従って、でき

る限り財政の弾力性を維持するため、義務的経費の増大の抑制に努めるべきである。

（1）人

　　

件

　　

費

　

ア

　

人件費の現状とこれに対する考え方

　　　

昭和48年度の人件費の決算額は５兆6,822億円であり、歳出総額に占める比

　　

率は32.5%である。人件費の歳出総額に占める比率は、昭和30年度における

　　

40％という高い水準から逐年低下の傾向をたどり、昭和47年度には31.1%まで

　　

低下したが、昭和48年度には反転して上昇を示し。前年度より1.4％その比率を

　　

高めた。昭和49年度においても当該年度における給与改定率、職員の増加状況

　　

等から考えて、さらに大幅な人件費の増加があるものと思われる。

　　　

近年における地方財政圧迫の重大な要因となっているのは、地方公共団体にお
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ける実際の職員数及び給与水準が地方財政計画上のそれを上回っているために、

　

人件費の歳出決算額が、地方財政計画額を著しく超過していることである。人件

　

費の歳出決算額と地方財政計画のかい離は年々拡大する傾向此あり、昭和48年

　

度における実質的なかい離は約１兆円に達した。

　　

地方公共団体の場合には、国の場合に比較して、職員の配置自体が行政サー｢ビ

スの提供につながる場合が多いことから地方公共団体における人件費の増大はや

　

セを得ないとする意見があるが、そのような面が認められるにしても、その裁を

　

二もって放漫な支出が許されるものでないことは当然である。

　　

特に人件費は、一旦支出されると次年度以降支出が義務付けられるばかりでな

　

く、後年度における支出が自動的に増大していく性格を有する経費であり、従っ

　

てその増加は、地方財政の弾力性の低下、硬直化の進行の重大な要因となるの

　

で、今後職員数。給与水準等に検討を加え、人件費の節減合理化を徹底さ鶯るこ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

｀●

　　　　　　　　　　

I●1.

　

l

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

k、

　

とが肝要である。

イ

　

職員増加のすう勢とこれに対する考え方

　　

昭和49年４月1一日現在の地方公務員の総数は、約282万人で､｡昭和44年４月

　

１日現在の約240万人に比し、５年間で約42万人、17.5%の増となっｔおり。

　

また増加数。増加率とも年々増大の傾向にあ･る6

　　

5年間､め増加総数142万人ひ内訳は、教育・警察・消防関係部門約18､万人、

　

｡民生・衛生関係部門約12万人､、公営企業等関係部門約４万人、その他約｀8万人

　

どなっている。(上記む数字には、ヽ昭和47年５月115日沖繩県が本土に復帰した

　

･ため、比較の関係上沖繩県及び同市町村の職員数は含まれていない。)

　　

ブ

　　

この‘ような近年此しおける地方公務員の増加に､は、国の法令の制定・改正及び補

　

灘事業０予算計上等に起因するものもあるが、同時に、地方公共団体の｡定員管

　

堰、事務管理等の面にお廿る増員抑制のための努力が不十分であることによるも

　

のも少なくないと考えられるノ

　　　

イ

　

‥

　

｀

　　　　　　　　　　　　

ダ

　　

､従って、‘この際、地方公共団体においては､､既存の事務め見直しを徹底して行

　

１ヽ、職員配置の適正化、事務処理の効率化等を図るとともに、事務事業の整理、

　

民間委託等を進めることにより増員の抑制に努める必要がある。

　　

また。国においても、地方公共団体の職員数の増加をもたらすような施策を極

　

｡力抑制することは､もとより、既存０施策についても効果及び必要性の乏しいもの

　

･の整理を行うとともに、補助事業等に関する各種事務手続の簡素合理化を図る等

　

･の措置を積極的に進めるべきである。

　　

なお、国において、教職員、警察官等について定員の基準を定めるに当たって

　

も、現下の情勢に照らし、既定の基準の見直しを積極的に行うとともに、増員の

　

聊制ないし増員計画の実施の繰延べ等を考慮する必要がある。
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ウ

　

給与水準の現状とこれに対する考え方

　

昭和49年４月１日現在の地方公務員の給与水準は、一般行政職の学歴別・経

　

験年数別・給与指数により国家公務員と比較をした場合。国家公務員を100とし

　

て110.6であり、昭和43年に比べ4.9、昭和48年に比べ1.9上昇している。そ０･

　

結果、都道府県及び指定都市の全部、市のうち約90％、町村のうち約52％が国･

　

家公務員の給与水準を上回り、地域の生計費、民間給与の状況等を考慮しても適:

　

当とはいえない団体が多くなっている。このような高い給与水準は、高い初任

　

給、昇給期間の短縮、職務に対応しない格付け等、その団体における適正を失し

　

た給与制度又はその運用に起因すると認められる。

　　

地方公務員の給与は、生計費並びに国、他の地方公共団体及び民間における給一

　

与その他の事情を考慮して定められなければならないものとされているところでｰ

　

あるが、地方公務員と国家公務員とは、同じく公共の事務に従事するものであ、

　

り、また等しくその給与財源が租税負担によって賄われているので、地方公務員。

　

の給与は国家公務員のそれを基準とし、かつ、地域の生計費及び民間給与の状況。

　

を考慮して定めることが適当である。

　　

なお、地方公務員の給与の決定は、究極的には。当該地方公共団体によって自･

　

主的に行われるべきものであるとしても、それは当然節度と責任を伴うものであ、

　

り、その内容と水準において住民の納得と支持が得られるものでなければならな:

　

い。住民福祉を犠牲にして高い給与を支給し。又はその負担を住民に転嫁するよ

　

うなことは、地方自治運営上、著しく適切を欠くものといわなければならない。

　　

従って、地方公務員の給与については、地方公共団体における関係機関がそれ。

　

ぞれその機能を十分発揮してその適正な管理を確保するごとが強く期待される。

　　

すなわち、地方公共団体の長は、給与に関して条例及び規則に基づいた厳正な一

　

執行に努めるとともに、既往の措置に基づく不適正な給与については速やかにそ

　

の是正を図るべきであり。議会は、条例、予算等給与に関する議案の審議に当i

　

たっては、当該団体の給与の実態を踏まえ適正な制度の樹立及び運用が図られる

　

よう努めるべきである。また、人事委員会は、その権限に基づき違法・不当な運:

　

用を正すとともに、給与改定に当たっては、民間給与及び当該団体の給与の実験

　

を明確に反映させ。既に生じている国家公務員の給与水準との格差是正を図る等･

　

適正な報告及び勧告を行りことが強く要請される。

　　

なお、当面の給与問題として地方公共団体がいわゆる人材確保法ｋ基づき教瓦

　

給与の改善を行うに当たっては、同法の趣旨に即した適正な運用が一図られるべき

　

こ･とは当然であるが、この場合において、既に国の措置に先立って改善を行って

　

いる団体にあっては、これらの状況を十分勘案して実施することが必要である。

　　

さらに、国の'支給率を上回る期末・勤勉手当の支給、旅費I･時間外勤務手当のヽ
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一律支給等、適切でない制度及び運用もみられるので、これらについても是正措

　　

置を講ずることが必要である。また、退職手当については、一部の団体において

　　

その制度及び運用について著しく不適切なものがあるので、早急にこれを改める

　　

べきである。

　

エ

　

職員の新陳代謝の促進

　　　

職員０新陳代謝を図ることにより公務能率の増進等に資するため、ほとんどの

　　

都道府県及び市。約半数の町村が退職勧奨制度を採用しているが、この制度は、

　　

退職が最終的には職員の意思に左右されるものであるため、その効果には一定の

　　

限界があり、必ずしも十分に機能しているとは認められない。このため、特定の

　　

地方公共団体、なかでも一部の市町村においては、職員の高齢化が進み、公務能

　　

率の低下、人事管理に対する障害、財政への圧迫等の事態も起こっている。

　　　

このような状況にかんがみ、地方公共団体における円滑かつ適正な職員の新陳

　　

代謝を促進するため、政府は。当調査会が過去数次にわたり答申しているとお

　　

り。地方公共団体が必要と認める場合には条例で定年制を採用し得る制度の速や

　　

かな実現に努めるべきである。

42)公

　　

債

　　

費

　　

昭和48年度の公債費の決算額は、6,512億円であり、歳出総額に対する比率は

　

3.7%で、この比率は、昭和40年度以降ほぼ横ぽいとなっており、現状では。公債

　

費は。必ずしも地方財政硬直化の要因とはいえない。しかしながら。個々の地方公

　

共団体によっては公債費比率(公債費に充当された一般財源の一般財源総額に対す

　

る比率をいう。)が20％を超えているものも見受けられるので、これらの団体に

　

｡あっては、常に公債費の動向に留意する必要がある。

　　

さらに。今後の安定経済成長の下においては、地方公共団体の一般財源は、これ

　

までのような大きな伸びを期待することができないと考えられるので、地方債の発

　

行に当っては、その償還計画について十分検討を加え、償還費が将来の財政悪化の

　

､原因とならないようにすることが必要である。

　　

また、公債費は、地方債の発行規模とともに発行条件によっても大きく左右され

　

るものである。従って、発行条件が地方公共団体に有利となるよう長期・低利の資

　

金、特に政府資金の大幅な増強を図るとともに、貸付条件を改善すべきである。

　　

併せて、公営企業金融公庫資金についても。その拡充及び長期・低利化を図るべ

　

､きである。

　　

なお、人口急増地域及び辺地・過疎地域の地方公共団体については、生活関連施

　

殷の急速な整備が必要とされている現状にかんがみ、一般財源の将来の見通し及び

　

公債費の負担限度に留意しつつ、地方債の活用に努めるべきである。
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43）地方独自の社会福祉関係経費

　　

最近、地方公共団体独自の社会福祉施策として行われているものとしては、老人

　

医療費の公費負担の適用範囲の拡大、乳幼児医療・心身障害者医療等に対する医療

　

費の公費負担の創設。国の制度に基づく各種手当に対する上乗せ、寝たきり老人介

　

護手当の支給、予備保母設置費補助、生活保護世帯の夏季・年末一時金の支給等が

　

挙げられ、これらに要する経費は、昭和49年度で2,200億円にのぼるものと見込

　

まれている。

　　

このような施策を地方公共団体が実施することについては。地域社会の福祉水準

　

の向上忙資するものとしてこれを評価する意見もあるが、全国的に同一の水準を維

　

将すべき社会福祉施策については。国の制度として運営され、逐年その拡充が図

　

られているところであるので、それ以上の水準で実施する地方独自の施策について

　

姓、当該地方公共団体自らの負担においてこれを実施すべきものであり、その財源

　

を国に期待するようなことは厳に慎しむべきである。この場合に留意すべきこと

　

ａ、社会福祉施策は多大の財源を要する分野であるばかりでなく。一度選択して実

　

行に移した施策は長期にわたって継続し、その水準を引き下げることが困難な性格

　

を持つものであり、これが財政硬直化の一因となることである。従って、地方独自

　

の施策を実施する場合には、長期的な視野から安定的かつ継続的に責任を持ち得る

　

財政的見通しの下に、必要に応じ、他の経費の圧縮若しくは振替えを行い、又は超

　

過課税を行う等により自らの責任で新たに所要財源の調達を図る等慎重に行う必要

　

がある。

　　

なお、都道府県の独自の施策で市町村の負担を伴うものにあっては、その実施に

　

当たって、これらの市町村の財政に及ぼす影響についても十分配慮する必要があ

　

る。

　　

２

　

地方税、地方交付税等一般財源の確保

　

地方公共団体が地域住民の福祉向上を目指して自主性と責任を持って財政運営を

行っていくためには、地方税、地方交付税等の一般財源の充実強化を図る必要があ

る。

　

地方税については、基本的には、国・地方を通ずる事務配分、国庫補助負担制度等

･のあり方との関連において慎重に検討されるべきものであるが、今後の行政が福祉Ｏ

向上を指向する中で、住民に密着した行政を担う地方公共団体の果たすべき役割の大

きいことにかんがみ、住民が地方公共団体に対して直接負担する地方税をできる限

り充実強化して、自主財源の確保を図るべきであると考える。この場合においては、

:税源の偏在が著しい実態を勘案し、行政の一定水準を全国的に確保するための財源保

緯と財源調整の機能を果たしている地方交付税制度の活用を図ることを併せ考える必

要がある。
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なお、毎年度の地方財政の健全な運営を確保するために策定､される地方財政計画に

ついて、社会経済情勢の推移に即応して、所要の財政需要に適切に対処することがで

きるよう．一般財源の充実強化とあいまって、その内容の充実についてさらに配慮す

ることが望まれるところである．

（1）地

　　

方

　　

税

　

ア

　

既存税源の充実合理化

　　　

既存税源の充実合理化を図るため、当面．次のような配慮をすべきである．

　　

（ア）住民税については、逐年課税最低限の引上げを中心に大幅な減税が行われ、

　　　

その結果、人口に占める納税義務者数の割合が著しく低い市町村がかなりみら

　　　

れるが、この税の性格が．地域社会の費用について住民に広くその負担を求め

　　　

ようとするものであること．今後これまでのような多額の自然増収を期待する

　　　

ことは困難であること等にかんがみ、その負担の軽減を図る場合には、慎重に

　　　

対処する必要がある．

　　　　

なお、均等割の税率は、長期間据え置かれ、あまりにも少額となって､いるの

　　　

で、その引上げを行うべきである．

　　

印

　

事業税については、最近の経済動向から、業種によっては税収入が著しく不

　　　

安定になってきていることにもかんがみ．事業の活動量に応じて負担を求める

　　　

物税､としての性格を明確にするとともに、負担の適正化を図るため、その課税

　　　

標準に、所得金額のほかに、事業の規模ないし活動量を適確に示すことのでき

　　　

る外形標準を導入することについて検討すべきである．

　　

（ウ）地方道路財源を充実するため、現在道路目的税源について２年間の暫定措置

　　　

が講ぜられており．本年度末をもってその期限が到来することとなるが、生活

　　　

関連施設ともいうべき地方道の整備が強く要請されているにもかかわらず、地

　　　

方公共団体、特に市町村の地方道路事業費に占める道路目的財源の比率が著し

　　　

く低い現状にかんがみ、この際、地方道路目的税源である自動車関係諸税につ

　　　

いて．その税率を大幅に引き上げるべきである．

　　

岡

　

地方税における各種の特別措置については、個々の政策目的と租税における

　　　

公平の原則等と０調和を図るという見地に立って適宜見直しを行い．既にその

　　　

目的を達したと認められるものについては当然廃止する等既得権化や慢性化の

　　　

排除に努めるとともに．国税における特別措置の影響が地方税に及ぶ場合にお

　　　

いてはできる限りこれを回避することとすべきである．

　　　　

なお、国税においても、法人課税における各種の引当金、準備金の取扱い、

　　　

交際費等に対する課税については、最近における実態等にかんがみ、再検討の

　　　

うえその適正化を図るべきである．．

　　

圀

　

事業所税については、課税団体の範囲の拡大について検討のうえ、適切な措
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置をとることが望ましい。

　　

（ヵ）超過課税及び法定外普通税は、本来地方公共団体の課税の自主性を尊重する

　　　

趣旨で設けられているものであり。最近における地方財政の状況からみて、今

　　　

後この制度を活用する団体が増加することが予想される。これらは、いうまで

　　　

もなく、納税者に通常の税負担以上の負担を求めるものであるから、必要とす

　　　

る特別の財政需要の緊急性を明確にするとともに、当該財政需要と納税者の税

　　　

負担の増加との関連等を十分考慮して実施されるべきである。

　

イ

　

地方税源充実の将来の方向

　　　

我が国経済が安定成長時代に移行した場合においては、従来のような租税の多

　　

額な自然増収を期待することは困難であるので、今後、福祉社会の実現を図るた

　　

めには、租税及び社会保険の負担率を高めざるを得ないものと考える。

　

この場

　　

合、そのいずれに比重を置くかは、もとより福祉政策のあり方と関連して検討さ

　　

れなければならない問題であり、また。国民の負担を高めていくことについて

　　

は、これに対する国民の理解と合意を得るよう努める必要がある。

　　　

地方税源を充実する場合においては、間接税の拡充、法人課税及び所得課税Ｏ

　　

あり方を中心に新税の創設及び既存税目の充実強化を図ることが必要であり、玄

　　

た、国税として一般消費税が創設される場合においては、その地方公共団体へＯ

　　

配分について適切な配慮が必要であると考えられるが、これらの点については、

　　

当調査会において今後さらに引き続き検討を進めることとする。

（2）地方交付税

　　

すべての地方公共団体が増大する財政需要に対処し、自主的かつ安定的な財政運

　

営を確保し得るようにするためには、前記のように、地方税源の充実強化と併せ

　

て、地方交付税の所要額を確保することが必要である。

　　

なお、これまで数次にわたり、当調査会の答申で指摘しているように、地方財政

　

全体の立場から、地方交付税の総額を安定的に確保するためには、地方交付税の年

　

度間調整措置の導入を検討すべきであるが、この場合にも、地方の固有財源として

　

の地方交付税の基本的性格に立脚し、地方財政の自主性が確保されるよう配慮しつ

　

つ、地方交付税の長期的な安定確保を図り得る仕組みを確立する必要がある。

　

ま

　

た、地方交付税の性格からも、現在のように国の一般会計を通ずることなく、地方

　

譲与税と同様、国税収納金整理資金から直接交付税及び譲与税配付金特別会計に繰

　

り入れる措置を講ずべきである。

（3）経済変動と地方歳入の確保

　　

最近の景気の停滞により。国において大幅な歳入欠陥が生ずることが憂慮されて

　

いるが、毎年度の地方財政計画が国の予算と同一の基調の下に策定されている以
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上、これに計上される地方税、地方交付税等についても同じ問題が生ずるおそれが

　

ある。

　　

地方財政計画は、国の立場から地方財政対策を明らかにして、毎年度の地方財政

　

の運営を確保するために策定されているものであるから、年度途中において地方

　

税、地方交付税等について地方財政計画上見込まれている歳入額に欠陥を生ずるこ

　

ととなった場合には、国において、当該年度における財政運営に支障をきたすこと

　

のないよう適切な措置を講ずべきである。

　

３

　

国庫補助負担制度の改善合理化

（1）国庫補助負担制度の抜本的再検討

　

ア

　

国庫補助負担事業の見直しと国庫補助負担率の再検討

　　　

国庫補助負担制度については、地方公共団体又はその機関が法令に基づいて実

　　

施しなければならない行政で国と地方相互に利害関係のあるものにあっては国庫

　　

負担金を支出し、その他の行政で特に国が奨励するもの等にあっては国庫補助金

　　

を支出するといり基本原則に従って、国がその責任分担を明確にし、国庫補助負

　　

担制度の創設及び国庫補助負担率等の再検討を行うことが必要である。なかんず

　　

く、以下に掲げる事項については、早急に検討すべきである。

　　

（ア）生活関連施設整備費関係補助負担金については、生活関連施設を緊急に整備

　　　

しなければならないこと、道路、河川等に係る国庫補助負担制度に比し補助率

　　　

が低いこと等を勘案し、抜本的にその見直しを行うべきである。特に、当面次

　　　

の事項について改善を加えるべきである。

　　　

ａ

　

廃棄物処理施設整備費については、補助率を公共下水道並みに引き上げる

　　　　

とともに、標準設計を設ける等明確な補助基準を確立するほか、補助単価の

　　　　

見直しを行うべきである。

　　　

ｂ

　

上水道事業における水源開発施設整備費及び広域化施設整備費について

　　　　

は、補助率を引き上げるとともに、事業費のすべてを補助対象とすべきであ

　　　　

る。また、簡易水道事業施設整備費についても、補助率の引上げを図るべき

　　　　

である。

　　　

Ｃ

　

都市公園整備費については。補助率を引き上げるとともに、用地取得費及

　　　　

び施設整備費のすぺてを補助対象とすべきである。

　　

ぐｲ）最近の高等学校進学率の著しい上昇の現状にかんがみ、高等学校生徒増に対

　　　

処するための校舎等の新増設費については、新たに国庫補助負担制度を創設す

　　　

べきである。

　　

（ウ）昭和50年度から、私立高等学校等経常費助成費補助金が新設されたが、最

　　　

近め私立学校の経営状態。父兄負担の現状及び地方公共団体の助成の状況を勘
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案すれば。必ずしも十分ではない。このため。当該国庫補助金については、補

　　　

助内容の充実強化を図るべきである。

　

イ

　

国庫補助負担金の整理統合

　　　

国庫補助負担金のうち零細なもの、既に補助目的を達成したもの、期待された

　　

補助効果が顕著でないもの、社会経済情勢の変化に伴い実情に合致しなくなった

　　

もの等は整理し、その一般財源化を図るべきである。

　　　

玄た、存続する国庫補助負担金については、可能な限り、その統合ないしメ

　　

ニュー化を推進すべきである。

　

ウ

　

補助金交付手続の簡素合理化

　　　

一般公共事業、災害復旧事業等に係る国庫補助負担金の申請、交付及び精算手

　　

続関係事務については、それが複雑煩さであること等のため地方公共団体に多大

　　

な事務量と多額の経費負担をもたらすとともに、職員増０一因ともなっている実て

　　

情にかんがみ、抜本的な簡素合理化措置を講ずべきである。

（2）超過負担の解消

　　

いわゆる超過負担には、単価差に係るもの、数量差に係るもの及び対象差に係る

　

ものがあるが、このうち、単価差に係る超過負担がかなり正確に、かつ客観的に把

　

握できるものであるのに対し、数量差及び対象差に係る超過負担は、その適正な基Σ

　

準についての認識に差があり、また、基準自体が社会経済情勢の推移に応じ変化す

　

るものであることから、その客観的な把握が困難である。このため、単価差以外の

　

部分に係る超過負担の問題は、次の国庫補助負担金の補助基準の問題として検討す

　

べきものと考える。

　　

単価差に係る超過負担については、これまでもその解消に努力が払われ、逐年改

　

善されているところであるが、昭和50年度においても関係省庁による実態調査が

　

行われる予定であり、その結果に基づき所要の是正措置を講ずぺきである。

　　

国庫補助負担金に係る補助単価を社会経済情勢に適合したものとするためには、

　

地方公共団体及びその関係団体との意見調整を図りながら、関係省庁による実態調

　

査を実施する等絶えずその実態について見直しを行い、単価差が認められる場合に

　

は、直ちに是正措置を講ずることが絶対に必要である。

（3）国庫補助負担金の補助基準のあり方

　　

国庫補助負担金に係る補助対象の範囲、基準数量、標準仕様等の補助基準が適正

　

に設定されないと、国庫補助負担金の額が不当に低くなるおそれがあり、単価差に

　

係る超過負担と同様、地方財政を圧迫する一因となるので、これらの補助基準につ

　

いては、社会経済情勢の推移等に対応し常に見直しを行うことが必要である。特

　

に、当面、以下に掲げる事項について検討すべきである。

　

（ア）補助対象範囲については、施設費関係国庫補助負担金における門、さく。へい
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等及び必要な用地、義務教育費国庫負担金における短期給付に係る共済負担金並

　　

びに補助職員関係国庫補助負担金における共済組合負担金、公務災害補償費、児

　　

童手当及び退職手当を新たに補助負担対象とし、下水道事業について補助対象率

　　

を引き上げる等、その範囲の適正化を図るべきである。

　

ぐｲ）基準数量については、保育所施設整備費国庫負担金における収容定員１人当た

　　

りの基準面積及び警察施設等整備費補助金における警察署、待機宿舎等の基準面

　　

積を引き上げ、保育所措置費の基礎となる保母等の設置基準の改善を図る等、実

　　

情に即した合理化を行うべきである。

　

斡）社会福祉施設整備費、警察施設整備費等については、現在、標準仕様及び標準

　　

設計が設定されていないが、早急にこれを設定し､゛明確な補助基準を確立すべき

　　

である。

　　

４

　

その他の事項

（1）過密・過疎地域に対する財政措置の充実

　

ア

　

人口急増地域に対する財政措置

　　　

人口急増市町村においては、人口の急増に伴い義務教育施設、幼稚園。保育

　　

所、下水道、廃棄物処理施設。都市公園、消防施設等の各種の公共施設を早急か

　　

つ多量に整備する必要に迫られており、市町村財政に大きな圧迫を与えているこ

　　

とから、その財政対策の充実については当調査会においてもこれまでしぱしぼ指

　　

摘してきたところである。

　　　

このような事態に対処するため、義務教育施設整備を中心とする国庫補助負担

　　

制度の改善、日本住宅公団等による公共施設等の立替施行制度の改善、地方債の

　　

配慮等の措置が講ぜられてきたが。現在の人口急増市町村のかかえる膨大な財政

　　

需要に対処する措置としては必ずしも十分とはいい難い。

　　　

今後における人口急増地域に対する財政措置としては、これらの財政需要が不

　　

可避的なものであることにかんがみ、従来の措置をさらに拡充し強化していくこ

　　

とが必要であり、このため、義務教育施設用地取得等に対する国庫補助制度の存

　　

統及び拡充のほか。小中学校屋内運動場、保育所、廃棄物処理施設、都市公園の

　　

施設整備事業等の国庫補助負担割合の引上げ、日本住宅公団等による公共施設等

　　

の立替施行制度の拡充、地方交付税の算定内容の一層の充実等の措置を講ずべき

　　

である。

　

イ

　

過疎地域に対する財政措置

　　　

昭和45年に過疎地域対策緊急措置法が施行されて以来。同法に基づく各般の

　　

施策によって生活環境の向上を中心とした過疎地域の振興が図られてきたが、今

　　

年度から実施に移された後期５箇年計画においては、地域の特性を考慮しつつ。
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雇用の増大と安定した所得を確保するための産業振興を中心とした地域振興の万

　　

途が図られることとなっている。

　　　

このような情勢の下において、財政力のぜい弱な過疎市町村が産業振興を中心

　　

とした地域振興方策を積極的に推進するとともに、いまだ低い水準にある公共施

　　

設の整備を図っていくためには、引き続き関係事業に係る国庫補助負担率の引上

　　

げ並びに過疎対策事業債及び辺地対策事業債の充実を図るべきである。

（2）地方公営企業の経営の健全化

　　

地方公営企業は、最近、内外の厳しい経営環境を反映して、著しくその経営が悪

　

化し、昭和48年度決算における法適用事業の累積欠損金は4,368億円の巨額に達

　

している。

　　

地方公営企業の経営基盤を安定させ、地域住民に対するサービスを確保するため

　

には、その経営の健全化を図ることが刻下の急務である。このため、企業内部の経

　

営の合理化の徹底、料金水準の適正化、地方公共団体の一般会計との負担区分の適

　

正な運用、国庫補助制度の拡充、長期・低利の企業資金の拡充、企業環境の整備

　

等、各般にわたる対策を講ずる必要がある。

（3）国民健康保険財政のあり方

　　

国民健康保険事業は、本来その財政基盤がぜい弱である上に、老人医療費の無料

　

化、高額療養費支給制度の実施等により保険給付費が急増しているにもかかわら

　

ず、これに対する国庫支出金が国民健康保険財政の実態に適合していないこと、本

　

来全額国庫負担の建前とされている事務費交付金が実所要額の６割程度に過ぎない

　

こと。市町村によっては保険料を基準どおり徴収していなかったり法定給付以上の

　

給付を行っているものがあること等の理由により、多くの市町村において多額の赤

　

字を生じ、又は一般会計からの多額の繰入れによって収支の均衡を図っている。

　　

国民健康保険財政の健全化のためには。制度の抜本的検討にまつところが多い

　

が、国としては、老人医療保険制度の確立、国庫支出金の大幅な増額等を図るべき

　

である。また、地方公共団体においても。適正な保険料の確保に一層努力すべきで

　

ある。

（4）公営競技収益金の均てん化

　　

公営競技収益金は、昭和48年度で2,534億円の巨額に達し、昭和40年度の5.3

　

倍となっている。

　　

この収益金は、地方公共団体のわずか12.7%に過ぎない424団体の財源であり、

　

おけても収益金が当該団体の標準財政規模を超える団体が19団体、収益金そのも

　

のが100億円を超える団体もあるという極めて偏在した財源となっている。

　　

収益金が一部の地方公共団体に偏在することは、単に当該団体の財政が公営競技

　

収益に極端に依存するという財政運営上の問題を生ずるにとどまらず、地方財政全

　　　　　　　　　　　　　　　　　

― 537 ―



体からみても、地方公共団体間の財源配分を著しく不公平なものとし、ひいては多

額の収益金を有する団体とその他の団体との間におけるもろもろの行政サービスの

不均衡をもたらすのみならず、他の地方公共団体の行政運営に大きな累を及ぼす要

因ともなっている。

　

公営競技収益金の一部地方公共団体への偏在を是正し、地方公共団体相互間の均

衡のとれた行政運営を確保するためには、収益金の均てん化の方策を強力に実施す

ることが肝要であり、このための方策として、当面、既に昭和45年度から実施し

ている公営企業金融公庫納付金の納付率を速やかに現行の0.5％から１％に引き上

げるとともに、特別交付税及び地方債による調整措置を強化することとし、併せ

て、収益金の地方交付税の基準財政収入額への算入、施行権の均てん化等について

も引き続き検討を加えるべきである。

　

第３

　

国、都道府県及び市町村間の事務配分の見直しと行政の簡素合理化

　　

１

　

国。都道府県及び市町村間の事務再配分の促進

　

当調査会は。第９次調査会において、国、都道府県及び市町村間の事務配分につ

いて、それぞれの行政事務の責任の所在が明確になるように区分すること、事務処理

の責任と経費負担の責任を原則として一致せしめること、地方公共団体、中でも市町

村にできる限り多くの事務を配分するよう配慮すること、行政の効率化を阻害するこ

とのないよう配慮すること等の基本的方針を答申し、引き続き第10次調査会におい

て具体的な事務の再配分を、さらに、第12次調査会において事務の再配分に伴う財

源の再配分をそれぞれ答申したところである。

　

しかしながら、その後の推移をみる

と、これらの答申の趣旨に沿った事務の再配分はほとんど行われていないのが実状で

ある。

　

これは、中央省庁の地方公共団体に対する強い不信感と権限移譲に対する消極的姿

勢に基づくものであると考えられるが、政府全体として行政改革に取り組む強力な体

制が確立していないことも大きな理由であると思われる。政府は、現下の厳しい社会

経済情勢にかんがみ、固い決意のもとに一体となって速やかに行政事務の再配分を実

行すべきである。

　

さらに。これまで国が地方公共団体又はその機関に対して事務を委任する場合にお

いて、これに要する人員及び財源面に対する配慮に欠けるところが少なくなかったこ

とにかんがみ、これらの事務を円滑に遂行していくために必要な財政措置について、

国は、十分に配慮する必要がある。

　

また。近年の複雑多様化している社会経済情勢を反映して、行政に対する住民の関

心は著しく高まりつつあり、これに対応して。各種の新たな行政事務が実施されてき
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ている。従って、先の事務配分に関する答申を行った後において、新たに実施される

こととなった行政事務についても、上記の答申の基本的方針に基づき。事務配分の見

直しとそれに伴う財源配分を検討すべきである。

　

なお、地方事務官制度の廃止については、当調査会においてたびたび答申を重ねて

きたところであるが。いまだその実現をみていないことは遺憾である。国会において

も附帯決議が行われたところであり、政府においては、これらの趣旨に沿って早急に

廃止を実現すべきである。

　

２

　

行政の簡素合理化

　

国と地方公共団体の間の事務再配分の促進と併せて、この際。国及び地方公共団体

を通じて行政の簡素合理化について特にその徹底を図る必要がある。このため、地方

公共団体にあっては、行政事務の整理と事務処理の簡易迅速化、行政組織の統廃合等

を積極的に進めるとともに、事務の共同処理方式の推進、事務処理の機械化、業務の

民間委託等を行うべきである。

　

室た、国においても上記の事務再配分に当たっては、単に国から都道府県に、都道

府県から市町村に事務を移譲するのみでなく、地方公共団体における行政の簡素合理

化に資する見地から、許認可等の関与のあり方を改めるとともに、事務の整理簡素化

を促進すべきである。

　

３

　

行政サービスのあり方

　

近年、地方公共団体に対する住民の要求は、増大かつ多様化する傾向にある。これ

に対応して様々な新しい行政サービスの供給が試みられているが、これらの中には、

地方行政の本来の機能からみて検討を要するものや行政の効果が疑わしいものも見受

けられる。

　

本来、地方公共団体がどのような行政サービスを住民に供給するかについては、そ

れに伴う費用を当該団体の責任において負担することを前提とすれば、地方公共団体

が自主的に決めるべき性質０ものであるといえよう。

　

しかし、今後の安定成長下においては、限られた財源を福祉充実のために重点的に

配分し、また、社会的公正の見地から受益と負担の関係を明確にしなければならな

い。このため、行政が責任を持つべき分野についての基準及びその場合における租税

による負担と受益者による負担とを区分するための基準を明らかにする必要がある。

　

当調査会では、これらの問題について今後とも引き続き検討を進めることとする

が、地方公共団体においても具体的な施策の計画・実施に当たっては、以上のような

観点に立って、当該団体の実情に即し、長期的見地から適正な施策の選択を行う必要

がある。
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結

　　　　　

び

　

今後我が国が、厳しい内外の諸情勢の下で量的拡大の時代から生活中心、福祉重視

の質的充実の時代へ円滑に転換していくためには、地方行政の果たす役割が極めて大

きいことはいうまでもない。

　

従って、地方公共団体においては、自主性と責任を持って行財政のあり方について

徹底的に見直し。事務の簡素合理化と行政運営の効率化を進めることにより財政硬直

化の是正を図り、その使命と責任を果たす態勢を積極的に整えていかなければならな

tヽ。

　

同時に、国においても。地方財政の健全性を確保するため。本答申に盛られた事項

について可及的速やかに適切な措置を講ずべきことはもちろん、当調査会が過去数次

にわたり答申している国、都道府県及び市町村間の事務再配分とこれに伴う財源再配

分の促進等の事項について、一層の努力を払うよう重ねて強調するものである。

　

なお、時間的制約のため、地方行財政の基本的諸問題について十分な審議を尽すに

は至らなかったので、これらについては今後引き続き審議を行うことといたしたい。
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